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▲倒壊したアパート（市北部・北根字一念防）河北新報社提供





▲—階が押し潰され、全体が弓なりに曲がったピル（市東部·苦竹）



＼
 

＼＇ 

＼． 
ー
ゃ
＇
＼

｛
t仰
〗

▲
►

一
階
が
完
全
に
潰
れ
傾
く
ピ
ル
（
市



§
 

ヽ
....薬品がたおれ火災発生・

東北大理学部の化学棟（市西部・青葉山）河北新報社提供

倒壊したビルから消防、警察の懸命の救助作業

‘9りに救出（市東部・卸町）

[
 

►

一
番
町
の
舗
道
も
ガ
ラ
ス
の
雨
の
洪
水
（
市
中
央
部
．
一
君
日
ご
”
i



▼市ガス局ガスホルダーも災上し大きく傾く（市東部・原町）河北新報社提供

昌量菖•

••••• 袋姿恣

.”" .....． 
＇ ;9
 ‘’ 忍唸

V9 

f
 

▲束北石油のオイルタンクが壊われ、大量の原油が流出（仙台港）

河北新報社提供



▲広い範囲にわたって、ずれた地盤（市南西部・緑ヶ丘）河北新報社提供
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▼マンションのドアも開かず出入も窓から
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▲家まで押し潰した石垣（市北東部・高松）

◄ 恐怖の欠陥プロックペい
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▲市役所 1階特別相談コーナーには復興住宅融資等の相談にきた市民が並ぶ
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'78宮城県沖地震

災害の記録

仙台市

し



発刊にあたって

仙台市長

島野武

宮城県沖地震によって，現代の都市が如何に危険性をはらんだものであるか

ということが，改めて認識させられました。明治以来の記録でも判るように幾

度かの大地震にもかかわらず，仙台では地農の被害が殆んどみられなかったこ

とが，仙台は地盤が強固だから被害は少ないという信仰を生み，この信仰が一

般化したところへの震度 5の直撃，これまでのあらゆる自信を崩壊寸前まで追

いやったものといわなければなりません。

都市型災害の典型といわれ，ガス・水道などのライフライソが徹底的に痛め

つけられ，市民が多くの苦維を受けたことは全く残念であります。しかし，仙

台市民が，この術撃的苦難を冷静に受けとめて復興に立ち上がったことは，全

国からも高く評価されたのであります。これもひとえに今回の地霙に際しいち

早く寄せられました，多くの人々や各種団体からの暖かいお見舞いと救援によ

るものと，厚くお礼申し上げる次第であります。

季節的に，あるいは時間的に幸いしたといわれてはいますが，市街地周辺の

住宅，ビル，プロック塀などに大きな被害をもたらしたこと，地盤からみた土

地利用の再検討など，市民とともに反省すべきことや都市づくりのための課題

が山旗されました。この体験を，これからの防災都市の建設をめざした街づく

りの上に生かし，すべての市民の安全を守ることが，大規模な都市型震災を被

った仙台の果さなければならない使命だということを痛感しているところであ

ります。

この災害記録は，仙台市の災害の記録第一部として，将来も起るであろう都

市災害を最少限にとどめるための参考になればと，被害と復旧の概要や教訓に

ついてまとめたものであります。第二部以降は，専門的，科学的分野から掘り

下げたものとして，調査研究の結果を報告することにしております。

おわりに，本書の作成にあたり，費重な資料を賜わりました多くの機関や団

体に対し，深く感謝の意を表するものであります。
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発刊によせて

仙台市議会議長

太田幸作

昭和53年 6月12日午後 5時14分太平洋沿岸一帯を襲ったマグニチュード 7.4

霙度 5の宮城県沖地霙が，本市に未曾有の被害をもたらしてから早や 1年の歳

月が過ぎようといたしております。

仙台市における被害概況は全世帯被害実態調査によると被害総額は実に

1,939低円を超える甚大なものでありました。幸いに火災発生がほとんどなく

バニックの状況も起らず，被害を最少限にとどめることが出来ましたのも，市

民の冷静な判断と沈箔な行動によるもので，深く敬意を表します。

ここにあらためて被災のお見舞を申し上げますとともに，いたましくも犠牲

となられた方々とご遣族に心から哀悼の意を表します。

この災害に全国各地の多くの方々から寄せられた多大の救援物資，義援金，

さらには労働のご奉仕など心湿まる激励は，被災市民をはじめ不眠不休の援設

活動をされた関係者にとって大きな励みとなったことと存じます。なかでも，

全国的にも例のない全面供給停止という打撃を受けた公営の都市ガス施設の災

害復旧については，全国の各ガス事業関係者の昼夜をわかたぬ懸命な復旧作業

の応援をいただき，二次災害をまねくことなく 1カ月余の短期日で復旧いたし

たことでありました。

これらの絶大なるご支援ご協力ご厚意に対しまして市議会を代表いたし心か

ら厚く御礼を申し上げる次第であります。

仙台市といたしましては，直ちに災害対策本部を設樅いたし，また市議会と

いたしましては宮城県沖地霙災害調査特別委員会を設けるなど，早速，災害状

況の調査をはじめ旗極的な救済活動を実施するとともに，その具体的な対応策

を検討するなど，強力に復旧活動を推進いたしたのでございます。

その後の地農災害の復旧対策も順調に進捗をいたしており，完全復旧の一日

も早いことを念願するとともに，それを急務といたし鋭意全力を傾注いたして

おる次第であります。

ここに宮城県沖地霙の被害実態と復旧の状況などを記録した本書の刊行にあ

たり，これが都市防災の貴重な教訓として永く伝える資料となることを念じて

やみません。
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震災の総括



地震の予知

久しく地震予知連絡会議の中で，地霙発生ユネルギーが菩放されている地域の中に，いわゆる

地裳活動の空白部としての地域が三陸沖に存在することが指摘されていた。しかし，多くの市民

は，仙台の地盤ほ固いので，地霊には強いと昔から信じていた。

予知されたかのように， 1978年6月12日午後 5時14分マグニチュード 7.4擬度5の強擬がイ111

台地方を直撃した。霞源地の宮城県沖は地霞の巣とまでいわれているところで，去年の 2月にも

マグニチュード6.8猿度4を惑ずる地霰が仙台であったばかりであるが，今回のマグニチュード

7.4の強露によって都市施設と市民生活の各機能はたちまちそのもろさを露呈した。

東京大学理学部地球物理学教室竹内研究室の瀬野徹三氏が1977年の地震学会で「宮城県東方沖

に将来マグニチュード 7.7クラスの大地露が起こる可能性があると」発表した。これが，今回の

地露とどのような関係があるかはつまびらかでないけれども，瀬野氏はプレートテクニクス（岩

盤構造）説に甚づいて，三陸沖から北海道にかけての巨大地霰の周期は80年から 100年だが，宮

城県東方沖では1897年（明治30年）のマグニチュード 7.8の地裳以来80年問も大地震がないこと

からも， 1990年の前後の20年間の幅でマグニチュード 7.7クラスの地震が起こると予測していた

のである。

しかし，宮城県東方沖地震ほ三陸沿岸に 2~3メートルの大禅波を伴う iまずなのに，今回の地

震は津波も小さく同氏が予知した地簑とは結びつかないともみられ，そうなると今後津波を伴う

大地震発生の心配が消えたとはいえないのである。

こうした俯勢のもとに国においては地震防災対策の強化を図る手だてとして，大規模地霞対

策特別措置法を公布し，地霙防災対策強化地域の指定，地盤観測および防災休制の整備を図るた

めの特別の措I性を諧ずることとした。かくして，地震発生後の昭和53年8月，南関東，東海の 2

地域を饒測強化地域に指定したほか，全国で，置北悔道東部知床付近瓢秋田県西部山形県西北部

躙宮城県東部福島県東部疇新褐県南西部長野県北部口長野県西部岐阜県東部璽名古屋，京都，大

阪，神戸璽島根県東部置伊予灘日向難周辺の 8地域を特定観測地域とした。

宮城県東部も特定観測地域の一つになったのであるが，地擬の巣であることがはっきりしてい

る以上，さらに一歩進め観測強化地域として監視を強める必要があると考えられる。
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市民の被害

地露の被害は，仙台市だけでもプロック塀などの倒壊による死者13名という痛ましい犠牲のほ

か，ガラスの破片や家具の倒壊などによる重軽傷者 9,300人を数えている。住宅の被害は全半壊

4,250戸，部分壊は 74,000戸にも逹した。家具類へ被害を含めると，ほとんどの家庭で何らかの

被害を受けたことになる。その多くは周辺開発地域や軟弱地盤地域に集中している。即ち被害の

地域的偏在傾向がはっきり表われたのである。

この建物被害の地域的偏りの原因は，主として地盤構造の違いによることを示している。特に

一般住宅の被害は，沖梢陪の第 3種地盤と泥炭恩などの第 4種地盤で，一般的に軟弱地盤と言わ

れている地域で多く発生した。市東南部の六郷，七郷地区に古くから立地する農村集落での農家

住宅被害や遠見塚地区の住宅被害がそれであり，長町，郡山地区もそうした地盤に加えて住宅の

老朽化が被害を大きくした。

いま一つは，宅地造成法の規制以前の昭和30年代からスプロール的に造成された，旧市街地周

辺部の緑ケ丘団地，北根字一念防，荒巻字源新田の各地区における地すべりを起因とする宅地被

害，鶴ケ谷や旭ケ丘地区等にみられる地盤の不同沈下による被害が目立った。

即ち木を切り山をけずり沢地に深く盛土した新典住宅団地に住宅被害が集中し，なかでも緑ケ

丘は地すべりによる地割れやよう壁の崩壊により住宅が全壊したケースが多く見られた。

また，今回の地霙被害で大きな特徴となったプロック塀の倒壊が多発したことであるが，死者

13人のうち 9人までがこのプロック塀の倒壊によるものであった。この被害も地盤が軟弱といわ

れる市東部と南部に渠中しこんごに新たな課題を残した。

都市施設の被害

都市施設の中では，ライフライソの被害が大きく，都市ガス， J.:水逍，電気がストップしパニ

ック寸前の状態となった。このほか，国鉄，バス，電話など，日常生活に最もかかわりの探い施

設がすべてマヒしたが，市民は冷静に受けとめ対処して行った。

都市ガスは供給管が寸断するなど大打撃を受け，復旧は難行した。これこそマイホーム時代の
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主役であっただけに，市民は深刻な状態となり，卓上ガスコソロなどに切り替えて一時をしのい

だのであった。

ガス供給施設は，市ガス局原町工場の被害が大きく，有水低圧ガスホルダーの倒壊炎上とい

う惨状で，供給施設の復旧までかなりの日数を要した。一方，港工場の製造設備の被害が少なか

ったとはいえ，家庭にガスを供給する幹線，本管，枝管の亀裂破損が多く， 136,000戸に及ぶ需

要家のうち一部地区では 4日後の16日に再開したが， 5,000件を超える被害と万ーのミスも許さ

れない作業でもあることから全面復旧まで 1カ月を要した。東北各県のガス事業者はもちろん東

京ガス，大阪ガス，東邦ガスなど民間会社からも応援にかけつけてくれた。 1カ月の作業人員は

延31,975人，車両は延12,289台に及ぶ人海作戦によって復旧したが，災害関連経費を含めると損

害額は18億円に逹したのである。

上水道もかなりの被害を受けた。特に郊外新典住宅団地を中心に給水管の破裂が 111件と相次

いだ。また，屋内給水装樅等の破裂修繕申込は 3,750件に達し，断水戸数は 7,000戸となり全面

復旧まで8日問を要した。このうち，被害が多かった小松島四丁目，北根字一念防，緑ケ丘三丁

目，緑ケ丘四丁目の各地区に対してほ，臨時共用給水栓を設罷して急場をしのいだ。

電力施設の被害も仙台市内およびその周辺地域に集中し，仙台火力発電所の 2, 3号機，新仙

台火力発鼈所の 1, 2号機が停止したほか，仙台変電所，変圧器，蔵王幹線，宮城幹線などが被

災したことによって，市内は全戸が停電し交通信号機も全面ストップしたため一時混乱したが，

翌朝には，一般需要家停電戸数の85パーセ｀ノトを回復した。被害は，発電設備，変電設備，送電

設備，通信設備，配電設備の全般におよんだ。

その他の公共施設も被害が大きかった。交通施設についてみると，国鉄では長町駅操作場で貨

車8両脱線，仙台運転所構内では気動車 1両が脱線した。仙台以北の東北本線下りでホームが線

路上に崩れ落ちたり，亀裂や地盤沈下などによる線路のゆがみなど，かなりの被害を受け下り線

は長期問不通となった。市交通局のバス路線も道路の崩壊，地すぺり等によって一時運行停止や

7路線で折り返し運転を余骰なくされた。道路網も旧市街地はほとんど被害が見られなかった

が，新典住宅団地の市逍に被害が巣中し 104カ所に及んだ。橋梁ほ八木山橋をはじめ11橋で橋台

などの破損がみられた。

一方目に見えない下水道施設も瑯管の亀裂やマソホールの被害など全域に及び，河川水路も 8

カ所で護岸の崩壊や河床の破壊があった。
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次に，市内の特殊な被害として東北石油仙台製油所の屋外タンク貯蔵所6基が破損あるいは

変形して，軍油及び軽油が68,200キロリットルも流出した。新潟地震の際の昭和石油火災の二の

舞となるのではと不安にかられたが，火に包まれなかったことが不幸中の幸いといえるかも知れ

ない。

被害集中地区

今回の地震は，地盤災害だともいわれているように，地盤によって被害の地域差がしまっきり表

われ，市中央部を除く開発造成地に集中した。

従来から地盤沈下現象がみられ軟弱だといわれた市東部の卸商団地や苦竹地区がある。この地

区は，厚い泥炭層や砂礫屈が混在する沖梢層平野1こ盛土された造成地で大洋樵業東北支店のビル

倒壊，パロマ仙台支店のビル全壊，扇町地区第百商会のプロック塀倒壊などのほか，ほとんどの

事業所が一部破損などの被害を受け，鉄筋コソクリート建造物の最大の被災地となった。

次に，住宅被害が集中したのは，警戒区域に指定した北根字一念防，荒巻字源新田，緑ケ丘の

各地区をはじめ六郷，七郷地区があげられる。その中で緑ケ丘地区の場合は，いたるところでよ

う壁が崩壊，宅地が陥没或は亀裂などにより住宅が損壊し，その一部の地区は宅地として復元不

能の状態となった。

急な深い沢を埋めた盛土全体がすべっているため個々の宅地の土留対策だけでは不十分であ

り，自分の宅地には全く被害が発生しなくても隣地のよう監に異常があれば，それが改修されな

い限り安全性は回復されないという特殊な問題から社会的復旧ともいわれ，都市型災害としては

全国で初めてのケースとなり防災集団移転を進めることになった。また市東南部の田園地帯であ

る六郷，七郷地区は地下水の浅い軟弱地盤地帯だったことから，目をおおうような住宅被害とな

って表われた。
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防災都市づくりに向けて

今回の地震は，仙台市を中心とする都市部を直撃，現代生活に欠かせないライフライソの機能

が停止するなど，長い間市民生活に大きな影響を及ぽし多くの特徴と教訓を残した。

その一つに，都市機能の便利さだけに依存している生活の中にいると，一旦，機能が停止する

と市民は手も足も出ない弱い面を見せつけられたし，都市施設も被害を大きくしたといわざるを

得ない。今回の地震があと30分遅く起こり，しかも寒い季節だったらと思うとゾッとさせられ

る。ともあれ近代都市の機能的物質文明が，こうした大地霞に凶器と化してしまうことを眼のあ

たりにした。

都市化が進んで巨大化することによって高恩化が進み，街ほ煩雑化して行く。車が増え，人口

ほ集中化し，しかも，その圏域の輪はどんどん広がって行く。そのことによりまた都市のボテン'

ジャルが高まり，都市のもつ総合的エネルギーは膨大なものになって行く。もしこれに防災的配

慮がなされていなかったら，一瞬にして街は廃虚と化すということになるであろう。今回の場

合，街の秩序なり市民のコミニケーションがある程度安定されていたし，物資の需給も平常に近

い状態であったことなどからバニック的なこともなかった。即ち，都市型地露災害の大きな特徴

からすると，今回の地霙による被害は一部人災的要素もあったが，天災の域にとどまったといわ

れている。

とはいえ，これまでの防災行政は，災害が発生したあとの災害復旧が主であったことを反省

し，いかなる事態にも対応できる組織を整備し，大地震災害を想定しての災害予防的な観点か

ら，防災都市づくりを進めなければならない。

ハードな面としてほ都市施設の不燃化やライフライソの耐震化，避難場所や避難通路の安全の

検討などから安全空間を確保し，ソフトな面として市民の防災意識の啓発はもちろん，市民の自

主的な防災組織を育成するなど，従来のあと追い行政をあらゆる角度から見直し，災害発生時に

おける応急対策の実効性を高めることに努力しなければならない。
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第 1節地震・津波の発生

1978年6月12日17時14分ごろ，宮城県沖にマグニチュード 7.4の地裳が発生した。有惑範囲は

東北地方を中心に北海追から関東，中部，近畿，中国地方にまでおよび（最大有惑距離は約 800

前震の状況

官署名 擬殷 発霞時 初時期微動間 初動方向

（時分秒） （秒） 上下 水乎

仙台 2 17 06 29 15 引き 東南東

山形 1 17 06 35 13 引き 東北東

宵森

゜
17 06 56 不明 押し 不明

大船渡 3 17 06 27 11 引き 南南東

宮古 3 17 06 34 17 引き 南

小名浜 1 17 06 37 17 引き 不朋

秋田

゜
17 06 46 29 引き 不明

八戸 2 17 06 49 27 押し 北北西

盛岡 3 17 06 38 21 引き 南東

石巻 3 17 06 24 10 引き 南西

術島 3 17 06 35 不明 引き 北北東

酒田

゜
17 06 不明 不朋 不明

白河 2 17 60 41 23 引き 不朋

（注） JiiJ裟の露源：北綽38.1° ・東経142.2° ・深さ40km。

本震の状況

官署名 1饂忍門し＇け胄動（秒 11）寺！翡
初向動方 I蚊大全振幅

上下 I水平 （ミ 9メートル）

大船渡 5 17 14 42.8 12.0 引き 南南東 23 

石巻 5 17 14 39.8 9.5 引き 東

仙台 5 17 14 44.0 12.1 引き 東 100 

新庄 5 

福島 5 17 14 49,6 16.5 引き フリキレ

鷹巣 4 

ー関 4 

山形 4 17 14 50.0 15.6 引き 34 

秋田 4 17 15 02.4 28.4 引き 南東 35 

白河 4 17 14 56 45 

八戸 4 17 15 04.2 29.0 引き 20 

盛岡 4 17 14 54.5 20,7 引き 南南東 43 

酒田 4 17 14 59.6 34.0 引き 東 フリキレ

小名浜 4 17 14 51.4 18,1 引き 25 

宮古 4 17 14 50.2 18.6 引き 南 30 

青森 3 17 15 11.6 35,4 30 

16 

キロメートルであった）。裟源

に近い大船渡，仙台，石巻，福

島，新庄では霙度 5を観測し

た。

この地擬に対して，仙台管区

気象台では17時21分に東北地方

の太平洋沿岸に「ツナミ」の律

波警報を発表し警戒体制に入っ

た。律波は，東北地方の太平洋

沿岸で14-22センチメートルが

観測されたが被習の発生はなか

った。そして20時30分津波警報

は解除された。しかし内陸部で

はこの地裳による多大の被習が

発生し，その範囲は宮城県を中

心に東北全域におよんだ。

気象庁はこの地誕を「1978年

宮城県沖地霙」と命名した。



地震計の記録

地震が起こると，その霙動が波となって四方へひろがっていく。地霞波には， P波およびS波

と性質の異なる波があり，地表面での動きを記録するのが地霙計である。地霙計には東西方向，

南北方向，上下方向が同時に記録される。
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宮城県沖地震の震度についてアンケート調査した震度分布図
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第 2節気象台のとった措置

仙台管区管象台においては，前捉発生と同時に非常体制のもとに警戒網をしき，管区内の各気

象台，測候所とも俯報を交換し，次のように各種俯報を発表した。

① 17時06分の地製発生（仙台震度2)で緊急作業をはじめ，霙源地は宮城県沖 (38.1°N• 

142.2° E • 401cm) と推定。

② 帷波判定室での作業終了直前の17時14分，大規模地震が発生し仙台の擬度 5を観測した。

③ 仙台における地震気象と観測結果から， 17時06分の地設とほぽ同一地域の地裟と考え，震

源を宮城県沖と推定した。

④ 入電電報によりマグニチュードは 7以上と推定， 17時21分東北地方の太平洋沿岸に「律波」

の警報を発表した。

⑤地裳発生直後各種電話の大部分が不通となり，警報伝逹は予定以上の時間を要したもの

の，地霙発生後20分以内で終了している。

⑥ 霰源地が沿岸から近い位骰にあるため，律波到逹時間が早いことから，ただちに鮎川の検

潮記録の監視をつよめ，警戒体制に入った。

⑦ 17時33分，地裳俯報第 1号発表。

⑧ 17時36分，宮城県鮎川で律波の第 1波を観測した。この第 1波来襲を周知させ，今後の警

戒をうながすため， 18時00分に地霰禅波情報第 2号を発表した。

⑨ 太平洋沿岸では引き続き律波の来襲を観測（宮古での第 1波は17時42分）。 これら沿岸各

地の満潮時刻を含め津波の状況を盛り込んだ情報第 3号を18時11分に発表。

⑩ 太平洋沿岸に来襲中の津波の高さと余雲の状況およびマグニチュードなどを， 18時40分の

俯報第 4号で発表。

⑪ 19時35分，気象台内で取材中の報逍関係者に対し，余霞・津波などの状況についてレクチ

ャー。

⑫沿岸各地に来襲中のこれまでの律波の高さの最高とその時刻を， 19時59分の作J報第 5号で

発表。

⑬ 20時30分，「律波警報解除」を発表。

⑭ 20時35分，全国の裟疲を付J報第6号で発表。

⑮ 20時46分，満淵1時の潮位状況をみて津波警報を解除したが，悔面の変動はなおしばらくは続

くものと考えられたので，この点についてふれ，まだ注意が必嬰との内容の情報第7号を発表。
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第 3節 地震・津波情報の発表

地霞後に予想される津波について太平洋沿岸について特に警戒が必要と認められたので，管区

気象台においては， 17時33分地霙禅波俯報第 1号から第 8号までを発表，万全を期したその内容

は次のとおりであった。

腫 別 l発表時刻 I 記

事

津波警報 l17時21分 I4区，ツナミ

地展禅波1肖報第1号 17時33分

律波梢報第 2号 18時00分

地誕律波梢報第3号 18時11分

地震禅波情報第4号 18時40分

浬波情報 第 5号 19時59分

20 

きょう17時14分ごろ宮城県沖に地裳がありました。この地裟によ

り，津波の発生が予想されますので，東北地方の太平洋沿岸に対し

て「ツナミ」の警報を発表しました。これらの沿岸では厳重に警戒

して下さい。詳しいことは，わかり次第お知らせしますから今後の

俯報にご注意下さい。なお日本海沿岸では津波の心配はありません。

いままでにわかった各地の霞庶は次のとおりです。

各地の誕度

5 ：仙台・大船渡•福島
4 :前橋・東京・秋田・八戸・小名浜•水戸・盛岡・大島・酒田・

館山・宇都宮

3 ：青森（以下略）

きょう 17時14分ころの宮城県沖の地霞により， 17時36分鮎川で禅波

の第 1波を観測しました。いまのところ津波の高さは15C呼程度です

が，さらに大きくなりますので太平洋沿岸の各地は引きつづき厳瓜

に警戒して下さい。

きょう17時14分ころの宮城県沖の地襲による津波は，鮎川で17時36

分•宮古で17時42分，第 1 波を観測しました。太平洋沿岸の満潮は
20時45分（鮎川）・ 20時13分（宮古）などとなっており， 引きつづ

き来襲中ですので警戒して下さい。

きょう17時14分ころの宮城県沖の地震により，太平洋沿岸に律波が

来襲しています。津波の高さはいまのところ15~20C汎程度ですが，

なおしばらくつづきますので警戒して下さい。余震ほ18時28分まで

19回を観測しました。いままでにわかったところではマグニチュー

ド7.5と推定され，宮城県内では被害（死3・倒壊家屋・火災・崖

くずれ）が発生しました。

きょう17時14分ころの宮城県沖の地震による泄波が，太平洋沿岸の

各地で観測されました。各地の禅波の高さの最高とその時刻ほ次の

とおり。



種 別 発表時刻 l 記 事

小名浜 18時19分 13C霰

宮 古 17時57分 18C況

鮎川 18時00分 17cm 

八 戸 19時28分 16C” 

大船渡 18時04分 12c吼

地 震 情 報 第 6号 20時35分 きょう 17時14分の地震による，今までにわかった各地の震度は次の

とおり。

（震度）

5 :大船渡・仙台・石巻•福島・新庄
4 :水戸・秋田・鷹巣・白河・ー関・山形・八戸・盛岡・酒田・小

名浜•宮古•前橋・東京・銚子・帯広•横浜・大島・館山・宇都宮
3 ：青森•静岡・甲府・網代・三島・勝浦•河口湖·秩父・高田・

軽井沢・函館・根室・釧路・広尾・浦河

2 ：新濡・輪島・長野・相川・飯田・諏訪・彦根・津・札悦・高見

沢・苫小牧・室蘭

1 :八丈島•浜松・敦賀・三宅島・御前崎・幾岡・西郷・留萌•森
町・江差・網走・旭）II

津波注意報 20時30分 4区，ツナミケイホウカイジョ

津 波 情 報 第 7号 20時46分 きょう 17時14分の地霞で，太平洋沿岸に出されていた「ツナミ」の

禅波警報は20時30分解除しました。しかし海面の変動は，もうしば

らく続くと思われますので，これら沿岸では，なお注意が必要で

す。

地霞津波俯報第8号 21時35分 きょう 17時14分の地畏以後，なお地霙が続いていますが，大船渡測

候所でこれまでに訊測した余震の時刻と霙度は次のとおり。

17時49分 (1),18時08分 (1),18時13分 (2)

18時19分 (1),18時40分 (3),18時52分 (1)

20時09分 (1),20時14分 (2)。

また20時～21時における各地の津波の高さとその観測時刻は次のと

おり。

宮 古 20時20分 7C訊

八戸 20時05分 18C祝

大船渡 20時51分 12,凩

鮎川 20時15分 4c汎

今後ともなおご注意下さい。

（注） 仙台管区気象台に参集した報道関係者に対し，次のようなコメソトが19時35分に発表された。

1. 余震について

余農については引きつづき観測中で，現在までに26回が観測された。余震は今後もしばらくは続く見込みで，

震度4租度のものはあるかも知れない。しかし本震程度以上のものがおこるとは考えにくい。

2. 禅波について

津波はなお太平洋沿岸各地に来襲中であり，満潮の20時25分までは引きつづき警戒を要する。

鮎川では18時00分に17c虞，宮古では18時40分に10cmが観測さたれ。
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第 4節地震加速度の記録

今回の地霙による各地の地裳計の記録のうち，加速度強囮計の記録は次頁のとおりである。

記録によると宮城県内の石巻～仙台附近において，地盤に近い位骰での地炭加速度は水平方向

で200-300ガルを示している。特に方向性についてみてみると仙台市内において，南北方向の加

速度が強くあらわれている。例えば，東北大学棟の一階で NS240に対して， EW190,国鉄管理局

の地下 1階でNS438に対して EW238,住友ビル地下2階で NS253に対して EW227などであ

る。

しかし，塩釜港の記録及び少し離れた鳴子ダムや平大橋伊逹橋などではその傾向は顕箸でな

く，その位匠での地盤条件などによって異ったものとなると考えられる。

今回の地展で特記すべきことは，構造物に対して相当強い加速度が加わった記録のとれたこと

である。典型的なものは，東北大学（青葉山）の 9階で得られた水乎方向約 1,000ガルの加速度

である。

最近の主な地震の地震加速度

〇昭和37年の宮城県北部地農についてほ，嗚子ダムのデータによると53年2月の宮城県沖地霞と

今回の 6月の宮城限沖地霞とはほぽ同じ位の加速度が記録されており，水平加速度で約30~

40ガルである。

〇昭和39年の新褐地震は新潟市内のRC建アパートの記録がよくとれている。これによると地

階部で水平160-190ガル（周期 0.7~0・8sec)であり，屋上のものとあまり変らないという特

徴がある。

〇昭和43年の十勝沖地農については，霞央に近い青森港・八戸港で水乎加速度180-240ガルが記

録されている。その他，東北地方の橋梁等の構造物附近では， 20-40ガル程庶である。

〇昭和53年2月の宮城県沖地展では，塩釜港，開北橋で水平100-150ガルを記録している。又仙

台市街地中心部でやはり 100-170ガル，青業山の東北大学棟で 80-150ガルを記録している。

〇昭和53年6月の1978年宮城限沖地霞ほ，地裟の規模としては，新潟，十勝沖の方がやや大きく

なっているが，擬央に近い地域の加速度記録としては，今回の地農の方がやや大きく記録され

ており，構造物上の記録が大きくでているように見受けられる。この点は，仙台という東北地

方第一の都市における記録ということで，構造物の規模の問題や仙台の山手（丘陵地）の地盤

の性状にも起因しているものと考えられる。
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1978年宮城県沖地震による加速度記録
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東北地方主要地点の加速度記録
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第 5節 これまでの主な地震とその比較

これまでM8クラスの巨大地鹿は，三陸沿岸から遠くはなれた日本海溝沿いに発生しているの

で，農害は殆どなく禅波による被害のみを大きくうけている。昭和8年3月3日（西歴1933年）

の地震では，いわゆる三陸の大津波により3,008人の死者を出している。

東北地方の主な地震

番号西脆 日本歴 地叩域名源また名は 北緯 東経 規模＊＊ 被 害 摘 要

］1 1 血碑1 

貞観11V26 三陸沿岸 38国143.゚ 城禅郭波，多賀門櫓城，下石を垣おそくずい溺れ倒死壊約す1,る00も0人の無〔数4]， *** 8 8.6 

三陸および
三三た内陸陸。で地岩死で強方沼1,付震で78近家，3震屋人で宮，流も軽家南失屋部多く津皆／く禅軽，流波失溺で人の死被馬者害死1,大300,，000伊を0〔達余超4領] ， え艇長16X!8 38.2 143. 8 8.1 

北海道東岸

3 1616 元和2Vll28 I仙 台 138.1142, 0 1.0 仙台城破損，津波あり，江戸で有惑 〔1〕

4 1646 正保31'1261陸 前 37,7 141. 7 7.6 仙石城台破城損の石，墜東照数宮十丈の垣くず破損れ， 樅 3つ倒れる。 白

5 [ 1668 ［寛文sw21 1仙 ム口
I 

5.91仙台城の石垣くずれる，江戸で有惑

6 1匂7 延宝 5皿12 陸中南部 38. 1¥ 144. 0 8.1 八小戸名浜に農，鍬害，ヶ崎余浦製多で被し害，大禅波により大槌，「宮2l古

7 1678 延宝6＼間17 陸 中 38.6¥ 142. 3 7.4 花巻城石垣くずれ家屋損壊死1, 白石城破損

8 | 1717 享保 2'II3|花 巻 39.4 142.7 7.6I家屋破損多く，地割れで泥噴出した

9 1731 享保161X7 I岩 代 37.9 140.6 6.6 I桑の折石垣で家く屋ずれ30．0余仙台くずでれ袖，害橋多8し4落ちる。 白石城

10 1736 享保21皿20 仙 ムロ 38.3 140.1 6.21所々破損があった

11 1770 明和7V 3 陸中盛岡 38.6 142,0 7.4 諸所破損多く，人馬の死があった

12 | 1772 明和9V3 陸前陸中 39.3 142.7 7.4 増山屋田大壊槌多沢し内などで山くずれ人馬死， 仙台でも

13 1793 寛政5I 7 I陸前，陸中＼38.3142.4 7.1 仙戸台流藩失で1,060余戸波高こわ大れ船死渡1で2,9沖尺波両石で17
死12~13 口〕

14 1835 天保6Vl25 仙 台 137.9141.9 7.6 城の石垣くずれ家，土蔵に破損あり L2」

15 1836 天保7¥11125 仙 台
5ふ 茫仙品堂:＂唸.で心翡'げ.死：．福負あ島したでり，；が，郡罰不●， 畔 L

16 1861 文久 llXl叶陸前陸中磐城 37.71141.6 6.4 陸前で被害多〔く3〕， 

17 1897 明治30Il 20 仙台沖 38.1 141.5 (77..38) 規ヽ模の被害，「ーOlノ

18 18971 l!Jl治30濯 5 仙台沖 38.0 143.7 (77..72;＼釜禅波石1に.3よmり弐座沿岸小被害，盛町で2~3(叫ll 

-;;i 1898 年 1訟 3 岩手沖 39.5 143,6 山晶晶哀慶渇翫i暉各県で小被害，金華山

20 1900!!ll治33皿121金華山沖 38. 6| 142. 2 石巻で槌のき裂，瓦の墜落等あり

21 1900 朋治33Vl2 宮城県北部 39.0 1 4 1. o 品．・ぶ 壊遠4田4郡，半で壊最4も8激，破し損くi,4屎7全4体で死悩17, 家屋全

22 1905 明治38淵23 宮城県沖 38.5 142.3 忍．o
.5) 岩手県千厩町で墜の剣落，盛•石

巻で微小被忠
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番号 疇 I日本瓶 讐賢噂l北綽東経 1規模＊＊1 被 害 摘 要

23 1912 1明治45F18 宮城県沖□142.3¥~(贔;:I岩手屎千厩町で墜にき染

叫19151大正げ 1I石 巻 沖 38,9I; 143.ll 9 0 5 1小津波，石巻辺で屋上の天水桶転落 〔0)

］ 吋匹'"""'I•• 県沖日パ・9 翡認隷墨贔”認g•にき諷閤
麟被210,甚3.14甚6な叫，大し没，，白水浜律死4波2,333,が2.0090太,箪8平人船洋，綾舶贔家流＂里を屋失25流7お.0,失30砂成34,,司9波1陸7高沿,岸伶田拇老で昭和8Jll 3 三陸 沖 39ぷlI1449 8.3 速 ，綾

2711933 昭和81/119 金華山沖徊．1142．外 1.11石巻で山くずれ，万石柿で道路のき裂

28 1936 昭和11 〗 3 金華山沖 138,: 142,2¥ 7.7 福島，寓城両県で非住家3,その他の小被害

2911937 昭和12¥1121 金嘩 III氾II1 :条38,2 142.0 7.2 倒石巻壊で16水等追の鉄小管紡一囀f部破損， 道路き裂， 石燈るう

孜 1942 昭和l?Il21 金部山や1,37.7 142,0 6.6 宮入城る県遠刈田発電所のコ ‘/9リート堤防にき裂

31 1956 昭和311(30 阿武隈）11下流！ss.ol140., 6.1 I白石付近で死1,非住家倒壊3'その他小被唱

s2 11寧 昭和釘1130 宮城屎北部 138.71141.1! 6.5 全築館壊3，40石越付近径40kmの箇囲曰及薔砥中，死3

（注） ＊理科年衷1978版および日本被害地震総況（宇佐美窟夫著）による
＊＊規模の欄1925まではM,,( ）は1927以降の値にあうように推定した値

＊＊＊被害の11i1［ ）は祁波の規模

最近の主な地震との被害比較表

区分
新 潟 地 震 I+ 勝 沖 地 紐 l978年宮城県沖地囮

発誕時 昭和39年6月16日午後 1時1分昭和43年5月16日午Jlii9時48分 昭和53年6月12日午後5時14分

裟源地 N綿．4'El39.2'D=40伍 N49.7° E143.7° D=20knt N淡，2°E142.2° D=30im 

苫小牧

，仙台 広尾，函館，青森八戸，盛岡仙台，福島，大船渡，石巻，新庄

，石巻，福島 札田視，小，宮名浜古， 大船渡， 石巻， 秋水山戸形，， 盛秋岡田， 酒田， ー関， 宮古，

仙台，新潟，山形，根睾凍京青珈

稚内，水戸，横浜

餡岡，酒田 1 ， 

規模I M = 7.5 I M = 7.8 M = 7.4 
， 

死壱 25人 死 者 l 40人 （宮城県分）

被 行 方不明 13人 行方不 朋 8人死者 1 27人

負傷 386人 負 悩 114人：' 負悩者 10,9訟人

家屈全壊 1,087戸 家屋全半簸： 1,141戸 住家全壊 1,377戸

'臼" 家凪半壊 7,456戸 家凪全半焼 19戸 同半殷 6,123戸

家匝全半焼 357棟 床上没 水 900戸 同一部拍壊 125,375戸

非住家被雷 3,266戸 床下浸水 1邸戸 非住家 43,238戸
状

｀道路損壊 918カ所 家訟一部破損 4,638戸

柏拒壊 40カ所 田畑被害 478/ia 

況
被災枇帯数 21,978世甜 道路損壊 2認力所

被災者数 95,7泣人 橋 流 出
1 6 1カ6橋所 I I 堤防決 壊
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第3節 住家被山の状況

(1)一般住宅の被也

(2)市営住宅の被岩

(3)脚 l::梨中地区（六郷、七郷、緑ヶ丘）

第4節建築物の被雹

第5節 商工業閃係の披占



第 1節被害の実態調査

今回の地箆は，実質震度6とまでいわれるほど強い揺れで，仙台市を中心に大きな被害をもた

らしたのである。特に，旧市域周辺の初期造成住宅団地である緑ケ丘地区や，海岸方面に広がる

農業地域である六・七郷地区及び開発造成地域である卸商団地など軟弱地盤地域で建物の被害が

多く発生した。いわば都市開発における自然改造や地盤の悪条件が，都市の被害を一層増幅させ

たのである。また，その被害の分布状況にも，地域差がはっきり表われているところに大きな特

徴がみられる。

1 被害実態調査（第 1次）

市においては，いち早く被害の実態を把握するため，各町内会や仙台市職員による地域防災組

織の戟極的な協力を得て，町内会に加入の19万世帯を対象に調査を実施した。

28 

宮城県沖地震による被害実態調査（一般世帯用）

昭和53年6月24日

仙台市長 島野 武

お願い：このたびの宮城県沖地震ほ，仙台にとってかつてない大規模なものであり，多

かれ少なかれ全市民の方々がその被害を受けられたものとご推察いたします。謹

んでお見舞申し上げます。

仙台市は直ちに全組織をあげて仙台市災害対策本部を設置し，市民のみなさん

や関係諸機関のご協力のもとに，被災対策と復旧に日夜取り組んでおります。

一方，災害の調査も進めつつありますが， とくに「一般世帯」の内部の被害に

ついてはその実態を正確に把握することが困難でした。しかし，今後，復旧対策

を進める上で詳細な被害状況の実態を知ることが緊急に必要なことからこの調査

を実施することになりました。

それぞれ復旧のために何かとお忙しいところ，大変恐れ入りますが，趣旨をご

理解の上ご協力下さるようお願い申し上げます。

※なお調査票は 6月27日までに回収する予定です



本調査は，留め置き方式により調査票を各世帯に配付したところ， 6月28日まで 144,924世帯

分を回収し回収率は 76.7％であった。住家では 41.7％が何らかの被害を受けていることが判明

し，しかもその被害額は502億円にものぼり，全世帯の被害を推計すると一般住宅だけで， 650偉

円にも達した。

次が中間報告としての地区別，項目別の被害実態の内容である。

Q, 1 

宮城県沖地震による被害実態調査（一般世幣用） 53.6.24

仙台市災害対策本部

記入のしかた［口]の中にはご記入を、 こ二］の中は番号を0で囲んでください。

なお、被害見積額は概算で結構です。

はじめにお宅の状況についておうかがいします。 Q.4 店舗や作業場など、宅地内の非住家建物に被害

1 世111主のお名前
がありましたか、あれば0で囲んでください。

1 店舗 2 作業場

3 土蔵・倉nli 4 その他

2 ご住所
; ,（,I曹(曹l~ f• 9 ;・i,(、;,．.． 非住家建物の被害見積額は

約 .. : ； .............•. •9 ，' 万円

3 世帯主の職業1］勁め人 2商工自営

3農業自営 4その他 1 I 
Q.5 宅地の被害はどうですか（主なもの 1つ）。

1石垣など土留め壊 2土砂h)Iれ

4 世幣貝の数 ；．・・・・・・・・ 3地割れ 4ほとんどない
人

宅地の被害見積額は 約．'ヽ．．．．．．．．．．．．．．、． i万円

5 住宅の形態・つくり

］木造平屋建 2木造 2階建
Q,6 塀や門などの被害はどうですか（主なもの 1つ）。

3非木造平屋建 4非木造 2階建以上 l プロック塀 2 土・石・板塀

31’'] 柱 4 ほとんどない

6 住家の床而梢は
坪

塀や門柱などの被害見積額は

Q.2 このたぴの地震でご家族の被害はどうですか。
約:．： ・・ ··············•· • ． i万円

1亡くなられた方（）名 2爪陽の方（）名I
3軽偏の方 （）名 4けがはなかった

Q, 3 今住んでいる住家の被害はどうですか。

1全壊（住めない） 2半壊（住める）

3部分壊（屋根や墜） 4ほとんどない

住家の被害見積額は ； ： 
約,............．ー；万円

Q, J 家具や調度の被害はどうですか。
'“r  :^~ 9mm-

3ほとんどない

家具や調度の被害見積額は
,............... 

的!................!万円

Q, 8 お宅ではいま“2次災害，，の危険がありますか。

l 1 ある 2 ない 3 わからない

♦ご協力大変ありがとうございました。
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被実実態調査（第 1次）の結果と全世帯推計 （市災害対策本部中間報告）

(!) 人的被害について 〔全世幣推計〕 (3) 住家被害区分と被害額 〔全世幣推計〕

（人） （人） （世帯） C億円） （世帯） （虹円）
死亡 8 10 全壊 552 35.2 700 50 

重働 235 300 半壊 2,611 57.5 3,400 80 

軽働 6,911 9,000 部分岐 56,749 172.7 74,000 220 

計• 7,154 9,310 不 IJJ] 558 3.1 700 

(2) 被害世帯数と被害額 〔全世帯推計〕
ほなとんどし‘ 78,328 3.1 102,200 

（世帯） （億円） （世幣） （億円） N•A 6,129 8,000 
住家 60,470 271.6 78,000 350 

非住家 11,564 80.7 15,000 100 計 271,7 189,000 350 

宅地 11,471 30.8 15,000 40 ， 全本西多賀 中六七翡岩生長 東

門塀 21,144 36.8 27,000 50 市庁 田郷郷砂切出町

家具 79,297 82.3 103,000 110 回 78 72 92 73 95 81 87 95 92 85 77 

計• 502.2 650 鼠 %%  ％ %96 %%96%%％ 

調査地区別の調査員数調

学（行政区区） I 毀任者 I調数査員 II学（行政区区） I 宜任者 I調員査数 II学（行政区区） 責任者 1 調員査数

（本庁） 八木山 川守田正男 19 掘 室 佐々木源次郎 22 

東 高橋普十郎 3 大 和 早坂光男 21 中野栄 石井元夫 5 

木 町 jili 梢野亀巳雄 10 桜ヶ丘 中 立蒋雄 26 （岩切）

立 町 大友為三郎 ， 中 山 近 藤喜一郎 38 岩 切 永野 誠 8 

南 材 鈴木其之 14 （西多賀） 燕 沢 庄司米七 8 

東 ノ~‘ 大竹兵次 11 西多賀 伊藤忠男 26 
折生（沼生出出・）坪立荒 町 有川 安雄 15 上野山 伊 藤英雄 39 徹岸正男 11 

片平丁 神谷 朋 10 金剛沢 高山代次 34 中島芳正 10 

上 杉 高柏 宏三 27 大野田 三 瓶典夫 11 （長町）

通 町 松崎悌三 17 八木山南 松本祐昌 7 長 町 赤閻宏一 29 

述 坊 関口 勉 20 太 白 斉 藤敬三 8 東長町 千田 剛 16 

梱 岡 八川 透 11 （中田） 鹿 野 石森信治 23 

八 幡 黒沢 登 20 中 田 佐 膝正俊 14 八本松 茂庭 晶 34 

南小泉 大和田 実 34 四郎丸 菊 地正晃 6 （東）

向 山 菊地時雄 12 袋 原 佐藤正吉 13 原 町 郷右近英治 28 

北 ノ．‘ 吾森敬三 17 

六野東（六郷六郷・）郷沖
東仙台 松捕 巌 35 

小松島 品 忠男 31 佐藤陸郎 宮城野 高橋涼浩 16 

若 林 白烏 嘉 夫 25 渡辺 正 新 田 佐藤昭一 14 

国 見 長谷次 男 43 （七郷） 鶴ケ谷 星野 貞 73 

荒 巻 矢吹嘉 英 34 七 郷 山形一男 28 幸 町 今野代ー 26 
ムに 原 森 晟道 28 荒 浜 大久保正男 6 鶴ケ谷東 渋谷 章 30 
旭ヶ丘 小島照 郎 13 （高砂）

遠見塚 管原治 人 10 
高中田野 • 砂岡

浅野三千男 17 

北仙台 平井 盟 40 村尾 茂 ， 
（注） 地城職員防災会議は学区単位に居住している市戦員で構成し，今回の調査に995名が協力した。
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宮城県沖地震被害実態調査（第 1次）集計表 その 1

区 分 ノこl‘:． iii 本 庁 西 多 買 9 1 9 Ill -'・‘ - 那 七 那 i9?; 砂 岩 切 生 : I i 長 町 東

回答世術数 144,924 7-1,868 10,211 4,689 3,509 3,378 6,5:J.I 2,821 2, 414 13, （）（）2 23,4¥)8 

世 術 貝 数 513,760 256,307 37, 849 18,566 14,:l73 3,618 5, 2 4 1 11,503 9,751 ,15,18>! 81,363 

勤 め 人
96,150 47,466 7,506 3,()68 2,142 2,031 4,479 1,845 l,724 9,107 16,7¥19 

世 166.34%) (63. 37%） (73.50%) (65.43% ＼ i 61. （）4%） (60. 21%） (68.55%) (65.40%) { 7 1. 4 2 %） (70.04%) (71.49%) 

9巾99: 
商 工 自 常

19,462 l ], 383 975 617 .140 436 739 324 257 1.175 I 2.816 
(13.-!2%) (15.20%) (9.55%i (12.15?0) t 12.54%） (12.91/}c,) (11.31%) (11.48%) (10.64%) (l l. 34 ?。i (l l. 99?¢) 

主 3,577 334 297 412 576 ·1•15 617 242 212 179 263 
牒 業 自 常 (2.47%) (0..15%1 (2.9l?o) (8. 79?o) (16. 41%） | (13. 17%） (9.-14%) (8.58%) (8.72%) (l. 38%） (1. 1 2 %） 

の

そ の 他
22,559 13, 795 l令308 5 19 1 3l l 391 610 337 196 1,976 3, l!G 

戟 (15.57%) (18.43%） (1 2. 82 %） i 11.07%) I 8.87%) (11.58%) (9.34%) (11.95%) (8.12%) (15. 20%) (13.25%) 

業 不 明
3,176 1,910 125 73 40 72 89 73 25 265 501 

(2.19%) (2.55%1 (1.22%i (、 1.56%) (LI4%) (2.13%) (1.36%) (2.5H%) (1.0.t%) (2.04%) (2.14%) 

住 木造平家建
50,620 2.¥,238 ,1,399 1,961 1.810 1,803 2,485 1,373 1 108 4, 75 1 6, 692 

(34.93%) (32.38%) (.(3.08%) (-11.82%) (51.58%) (53.58%) (38.03%) (48.68%） (.[5.90%) (36.54%) (28.42%) 

宅 61,573 33. 672 4,168 2,316 1.436 1.179 2,498 1,245 779 5,756 8, 524 

の 木造 2 I：柑建 (2.49%) (44.98%) (,10.82°6) (,19.39%) (40.92%) {3.t.90%) (38.24%) (44. B%) (32.27%) (44.27?6) (36.28%) 

形
2,457 890 I 218 85 34 38 611 4 1 67 176 297 

態 非木造 平家建 (11.70%) (!.19?ol (2.13%) (1.81%) (0.97%) (1. 1 2 %) (9.35%) (I. 4 5 %） (2.77%) (1. 36%) (1.26%) 

つ 非木造 2階建以上
26,783 14,054 1,200 249 179 271 819 106 440 2,024 7,441 

＜ 
(8.48%) (18.77%) (11.75%) (5.31%) (5.10%) (8.02%) (12.53%) (3.76%) (18.23%) (15.57%) (31.67%) 

り 不 lリ］
3,491 2,014 226 78 50 87 121 56 20 295 544 

(2.-IO%) (2.69%) (2.22%) (1.6,%) (1.-J:l%) (2.58%) (1.86%) (1.98%) (0.83%) (2.26%) (2.31%) 

死 亡
8 4 1 

I 
I 2 

家

族
煎 倍

235 IOI 5 5 22 10 7 I 50 3 4 

3N 

の
261 I 

軽 悩
6,911 2,712 195 464 53-! 394 119 21 1,026 1,185 

被

杏 I合 ,I・ 
7,154 2,817 20 1 266 ! 486 544 401 120 I 21 1,077 1,221 
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宮城県沖地雛被害実態調査（第 1次）集計表その2

区 分 全市 I本庁 I西多 tヽlI中田 I六 郷 I七 郷 I邸 砂 I岩切 l生｝BI長町 .'`
 ー

住 I全殷（住めない）

家 I半壊（住める）

の I部分壊（屈根や墜）

被 lほとん どない

害 I不

552 
(0.38%) 

2,611 
(1. 80%） 

56. 749 
(39.16%) 

78.328 
(54. 05%） 

叫 I 6,68-! 
(4.61%1 

宅 I石垣など土＼Y/め壊
ふ992

(2.75%) 

151 | II 
(0.20%) I < 0.11%) 

`` 

2 
(0.04%) 

64 
(1.36%) 

2,135 
(45.53%) 

：5:ミ翌ぎ：I :7:7：尽苔：I ： 4: ／さ委〗
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(0.23%) 

122 1 15 
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10 
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(0.30%i 

113 
(1.73%) 

3,006 
(46.00%) 

3,165 
(48.-14%) 

235 
(3.60%) 

116 
(1.78%) 

10 
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(3.51%) 
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(0.25%) 

238 
(8.43%) 
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599 
(21.24%) 

438 
(15.53%) 

92 
(3.26%) 

64 
(2.27%) 
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(57.60%) 
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(21.34%) 

1 
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5 

(0.21%) 
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(13.26%) 
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(78.95%) 
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99 
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(7.03%) 
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28 
(1.16%) 
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(48.52%) 

522 
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宮城県沖地震被害実態調査（第 1次）集計表その 3

区 分 全 市 本 庁 西多質 中 田 六 郷 七 郷 邸 砂 岩 切 生 : I i 長 町 束

13,717 4,831 263 518 1,162 847 839 323 11 2,621 2,302 

家 かなり 大きい
(9.46%) (6.45%) (2.58%) (11.05%) (33.11%) (25.07%) (12.84%) (11.45%) (0.46%) 120.15%1 (9.80%) 

具

や あまり大きくない
64、432 29,573 2,867 2,625 1,955, 1,926 3,839 1,574 362 7.221 12,490 

調 (44.46%) (39.50%) (28.08%) (55.98%) (55.71%) (57.02%) (58. 75%1 (55.80%) (15.00°ol (55.54%) (53.15%) 

度 60,935 37,199 6,726 1,175 236 432 1,676 807 1,869 2,825 7,990 

の ほとんどない
(42.05%) (49.69%) (65.87%) (25.06%) (6.73%) (12. 79%) (25.65%) (28.60%) (77.42%) (21.73%) (3-1.00%) 

被
5,840 3,265 355 371 156 173 180 117 172 335 716 

甚 不 明
(4.03%) (4.36%) (3.47%) (7.91%) (4.45%) (5.12%) (2.76%) (4.15%) (7.12%) (2.58%} (3.0500) 

11.508 5.359 284 418 554 491 604 332 89 1,911 1,466 
あ る

(7.94%) (7.15%) (2.78%) (8.91%) (15.79%) (14.54%) (9.24%) (ll. 77%) (3.69%) {14.70%) (6.2:3%) 

次

災
81,469 43,329 6,991 2,502 1,729 1,558 3,345 1,438 1,564 5.746 13,267 

な し、
(56.22%) (57.87%) (68.47%) (53.36%) (49.27%) (46.12%) (51.19%) (50.97%) (64.79%) (44. HJ%) (56.46%) 

也
47,136 23,792 2,620 1,630 1,079 1,127 2,364 922 647 4,969 7,986 

の わからない

危
(32.52%) (31.79%) (25,66%) (34.77%) (30. 75%) (33.36%) (36.18%) (32.69%) (26.80%) (38.22%) (33.39%) 

険
4,811 2,388 316 139 147 202 221 129 114 376 779 

不 明
(3.32%) (3.19%) (3.09%) (2.96%) (4.19%) (5.98%) (3.39%) (4.57%) (4.72%) (2.89%) (3.32%) 

3
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2 被害実態調査（第 2次）

(1) 調査の目的 昨年6月に実施した第 1次調査に引き続き，住宅被害を中心により詳しい被害

状況や復旧費用を把握し，こんごの本市の防災対策の基礎資料として活用する。

(2) 調査の対象 全壊および半壊については，擬災後における災害対策本部およぴ住宅課・固定

贅産税課などの調査により確定した全壊769戸，半壊3,481戸の全数を対象とし，部分壊につい

ては，第 1次調査で部分壊と回答した 56,749戸から約 1/10に当たる 5,750戸を無作為で抽出

した。

(3) 調査の方法 昭和54年 3月12日から30日までの19日間，全壊住宅769戸については調査員に

よる訪問留めfiftき自記方式で実施し，その他の対象泄帯 9,231戸については郵送によるア、ノケ

ート方式で調査した。

(4) 調査票の配布・回収状況

区 分 配布数 回収数 回収率(%)

全 市 10,000 5,218 52.2 

本 庁 管 内 2,936 1,683 57.3 

西多賀支所 94 58 61.7 

中 田 支 所 124 85 68.5 

/． ‘ 郷 支 所 1,432 696 48.6 

七 郷 支 所 923 434 47.0 

裔 砂 支 所 293 186 63.5 

岩 切 支 所 162 116 71.6 

生 出 支 所 25 10 40.0 

長 町 支 所 3,226 1,529 47.4 

東 支 所 785 421 53.6 

（注） 被害区分ごとの回収状況は全壊74%，半壊58%，部分壊46％であるが，全壊住宅については対象

者の転居，アバート居住者，不在などによる未回収である。

宮城沖地農による被害実態調査（第 2次）

仙台市では昨年 6月，宮城県沖地殷の被害について実態調査を行いましたが，この度

の抽出による被害調査はその第 2次調査に当たるものです。

調査の目的は，住宅や家具などの被害状況や復旧股用をより正確には握し，今後の防

災対策の基礎資料とすることにあります。

年度末も近づき何かとご多用の折とは存じますが，調査の趣旨をご理解いただきまし

て是非ともご協力下さいますようお願い申し上げます。

なお，調査票はおそくとも 3月22日（木）頃までに同封の返信用封節iを用いてご返送

いただければ幸いです。

昭和54年3月12日

仙台市長 島野 武
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町名コード（記入不哄）

住所 1 ] 

世帯主のお名前 世帯員の数□
Q1. 現在住んでおられる住宅についておたずねします。

（地震後に住宅を建て替えた方や転居した方は元の住宅についてお答え下さい）

1) 住宅の構造（どれか 1つに0をつけて下さい）

l1木造 2防火木造［プ戸ク造 4コンクリート造 5そ三□〕ロ
2) 住宅の階数（どれか 1つに0をつけて下さい）

[ 1 1階建て 2 2階建て 3 3階建て以上 ． 口
3) 住宅の総床面積（小数点以下は阻拾五入して下さい） 枯

又は約

Q2. 住宅の被害はどうでしたか（どれか 1つに0をつけて下さい）

I 1全壊（全く住めなくなった） 2半壊（大修理または建て替ぇ二 お

I 3部分壊（鳳根や壁などがかなり壊れた）砂しだけあった 5なかったi□ 
その被害額はおおよそどのくらいでしたか。

：二て［こご：、ロロニニ：二ししてて下下ささ',:t三三
Q3. 店舗や事務所など、お宅の敷地内にある住宅以外の建物に被害はありま

したか。あったら0をつけて下さい。

1店舗 2事務所 3工場 4物置 5作業場 6その他

その被害額はおおよそどのくらいでしたか。

すでに建て直しや修埋をした方はその経費を記入して下さい。 約

まだ建て直しも修理もしていない方は見積額を記入して下さい。約
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Q4.宅 地に被害はありましたか。あったら0をつけて下さい。

ようヘヽ

1擁墜・石垣などの崩れ 2土砂崩れ

3地割れ 4その他(

36 

その被害額はおよそどのくらいでしたか。

39 

すでに作り直しや修理をした方はその経代を記入して下さい。 約し
43 

また作り直しも修理もしていない方は見梢額を記入して下さい。 約「
Q5. 塀や門などに被害はありましたか。あったら0をつけて下さい。

~
~
 

円

円
万

万

1プロック塀

4その他（

2土・石・板塀 3門柱

その被害額はおよそどのくらいでしたか。

50 

すでに作り直しや修理をした方はその経費を記入して下さい。 約 1

54 

まだ作り直しも修理もしていない方は見梢額を記入して下さい。 糸り[

Q 家具などの被害はどうでしたか（どれか 1つに0をつけて下さい）。

円

円
万

万

1大きかった 2あまり大きくなかった 3なかった

ロ
~
~
 

その被害額はおおよそどのくらいでしたか。

すでに新しく買い替えたり修紐したりしたものについては

その費用を記入して下さい。

まだ買い替えも修紐もしていないものについては見梢額を

記入して下さい。

約 5 ， 万円］
直入

3
 

6
 

~
~
 

り弟 万円］

調査にご協力いただきまして， どうもありがとうございました。

最後に，展度 5という大きな地擬を体験された市民として，仙台市の防災行政に対し

て何かご意見，ご要望がありましたら，どういうことでもけっこうですから，どうぞお

聞かせ下さいますようお願いいたします。

なお， この調査についてお問い合わせがありましたら下記にご連絡下さい。

仙台市防災対策室（電話61一1111内線2391-2392)
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被害実態調査（第 2次）の主な回答結果

※ 世帯数 5,218戸，世帯員数20,477人，乎均世帯人員 3.9人

Ql 住宅の構造別

木 造 4,294戸 (82.3%），防火木造617戸 (11.8%)

その他 306戸 (5.9%)

住宅の階数別と床面放

平家建て 2,156戸，平均床面釈 87.69trf（約26坪）

2階以上 2,138戸，平均床面軟 114.9品（約35坪）

Q2 住宅の復旧費用

全壊住宅の平均復旧費用•…………………………••1,064万円

半壊住宅の平均復旧費用・・・・• •........................... 568万円

部分壊（大）の平均復旧費用……………………••• 103万円

部分壊（小）の平均復旧費用•…………………•…• 20万円

Q3 敷地内の住宅以外の建物被害 (5,218戸の46%)

店舗 305 事務所 65 工場 38 物骰 880 作業場 541 .7Cの他 593 合計 2,422

Q4 宅地の被害 (5,218戸の 23%)

よう壁・石垣 414 土砂くずれ 18 地割れ 483 その他 269 合計 1,184

Q5 塀や門の被害 (5,218戸の47%)

プロック塀 1,543 土石板塀 267 門柱 447 その他 201 合計 2,458

Q6 家具の被害 (5,218戸の 87%)

大きい (1,48028%)小さい 3,058(59%）なかった 680(13%） 合計 5,218

※ 全壊住宅に対する補充調査（回収数485枚）

1) 住宅の建てた年代は…••……•

昭和20年 123 昭和21年から40年まで 257

2) 倒壊の直接原因ば………••

新しい宅造地 47,平地の軟弱地盤 242,宅地以外 196 

3) 震災時の負傷者は•……….. 

あった 58,なかった 427 

4) 当日の泊った所は•………••

避難所 6'親せき知人の家 116, こわれた家 328, 

自動車 9,作業場 9'その他 17 

昭和41年105以降
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住家等の被害状況 （単位：億円）

区分 1門竺竺巴［三饂
件数 1金額件数 1金額

紗1! 7001 501 7691 82 

壊| 3,400 1 80 | 3,481 198 

部分痰（大） 39,661 I 409 

| | 1 1 

三 740001 220 1 34 8261ニ
合計 238,100 650 234,242 1,269 合計|78,100 1 350 1 78,737 | 759 

（注） ここに示した全隈と半隈を除く被害件数および被審金額は，いずれも第二次の調在結果を加えて推計した。

（単位：億円）

第一次（推計） 第二次（最終）

区 分
件数 1金額 件数 1金額

住 宅 78,000 350 78,737 759 

非住家 15,000 100 19,136 197 

宅 地 15,000 40 11,740 92 

門・塀 27,000 50 30,891 82 

家 具 103,000 110 93,738 139 

被害区分による被害状況

全
一
半

--------------------------------------------------------・-------------------------------------------------・・・-・・---------・-----・-・--------

［ 市 民 の 声••……・・・・防災にひとこと

---------------------------------------------・・--・-----------------・・---・------・・-------・-・----・-------・------・・-----・・・--------・--
------

〇宮城県沖地霞で，火災の発生がなかったのは不

幸中の幸いであった。今回の経験から地裟発生後

の状況を考えた防災体制を賂伽されたい。

（北山三丁目）

〇組甜造りの門，塀，工作物等の耐霞構造の指瑯

と， 2階以上の建築物の窓硝子の破姐落下で通行

人に危害を与えないよう指瑯してくれ（台原）

〇恐しかったけど，今となってほ毀重な経験だと

思う。日常の注意や，防災の事など後世に語りつ

づけたいと思う。 （南小泉一丁目）

〇地震保険は，何の役にも立たない。家のように

母子家庭では，修理も満足にできず，一時の問に

合わせしかできない。今後のこともあるので，地

震保険が効力あるようにしてもらいたい。

（長町五丁目）

〇全市的な地質調査を，どうしてもやって骰く必

要があると同時に，その上に立った防災計画を具

体的に立てること。 （長11/J六丁目）

〇ラジオ放送による俯報で助かった。非常時にお

ける処1在を速かに放送してもらいたい。

（上杉六丁目）

〇地霞後，市の適切な処骰その後の復旧作梁ご苦

労様でした。今後の行政にこれら貴重な体験を反

映され，充実したきめ細かい行政を願う。

（若葉Illr)

〇被宮t,l報，交通俯報を市民に知らしてほしい。

NHKニュースだけが頼りだった，市役所かのら

放送ツステムを完備して，支所やプロック毎に正

しい俯報を流してほしい。 （土手内）

〇北根宇一念防地区は，最終的には「住める宅地」

という故断が下ったが， 被害のひどいところは

すぺて沢地の埋立部分であり，宅地造成の安易さ

が欠陥であったと考えられる。部分的には「住め

る宅地」にするためには個人の力ではどうにもな

らないところもあるので，代替地の世話などして

いただいたらよかったのでt•まないかと思う。

（北根黒松）

〇過ぎてみると人間の底力というものが，こんな

時紘外な面をみせるものとつくづく惑心した。市

役所の広報もとても力強く，その適切な処既に惑

湖の言薬もありません。 （中倉二丁目）

〇どんな地裟が来ても大丈夫なように，市が中心

となって大地震の防災に対する指迎を。

（八本松一丁目）

〇あれだけの被害で，物価も安定し混乱もなかっ

たことは仙台市民の誇りだ。 （長1町一丁目）
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〇避難訓練を年問行事として町内会でやらせるこ

と。飲料水確保のため自家発需の井戸水を使用で

きるよう町内会等に常備しては如何。 （飯田）

〇長町周辺のように沖甜層地帯に建策する場合，

技術的な指瑯を素人向けにしてくれ。

（郡山三丁目）

〇あの大地憐で市民がみごとな程冷静であったこ

とは全国の模範と思った。 （中倉一丁目）

〇道路に自動阪売器が倒れ危険だった。設骰を規

制せよ。 （霞ノ目）

〇医療について，救急医療七｀ノクーがほしいと感

じた。 （長町一丁目）

〇各町内会単位に防火班を設匠し，市で若干の費

用を補助せよ。 （五輪二丁目）

〇消火器の各戸毎か地区内要所に備えつけが必

要である。 （小松島四丁目）

〇ガスや水道復1日に対する他県からの応援隊に感

銘した。 （宮町二丁目）

〇仙台育ちは，地簑を少し甘くみていたのではな

いか。非常持出し，避難訓練の必要を痛惑した。

（南小泉二丁目）

〇仮設住宅の迅速な措樅に感謝，緑ケ丘の県市の

補強施設に敬意を表する。 （緑ケ丘一丁目）

〇避難場所，経路等の再検討が必要，そして広城

的な防災訓練を計画実施せよ。 （郡山三丁目）

〇始めての体験なので毎年記念日をもうけて，市

民が常に災宵をわすれないようにしてほしい。緑

ヶ丘地区に対しては，初期段階からよく対処され

たことに対し，敬意を表する。 （緑ケ丘一丁目）

〇ガスの元栓をしめる習恨や，火災がなかったこ

と，昭和52年に行なった防災訓錬の効果が大であ

った。 （若林二丁目）

〇市の災害援渡資金を申し込んだところ，手続等

親切におしえていただき早目に伐し付けがうけら

れた。 （遠見塚三丁目）

〇怪我をして病院に行くのに，交差点で 1時間以

上ストップした。救護所を各所に。 （荒井）

〇地霞後の対策は結描であったが，今後は，被害

者の収容場所，火災対策，プロック塀の建設禁止

など考えてほしい。 （南小泉一丁目）

〇被害調査ほ，地区別に専問的調査員を配備して

速かに実施し実態を明らかにすること。

（遠見塚一丁目）

〇消防団員だが，団員がやるぺきことを指瑯要領

で示してほしい。 （郡山）

〇市政だよりに，地憐についての家屋補修，税金

等諸手続きがもうらされていたが，非常に参考と

なった。 （北根一丁目）

〇固定資産税の減免は， 1年だけでなく 2~3年

の減免を。 （自由ケ丘）

〇地区単位の避難所と共に，町内会の訓練を実施

するよう指瑯せよ。 （南染師町）

06月12日を防災の日に設定し，防災行政のより

一層の対策指瑯を要望する。 （遠見塚二丁目）

〇不安の中でデマなど飛ばないよう，正しい1肖報

を広報車で流すように。 （高松五丁目）

〇プロック塀の被害が大きかった。通学路は見た

ようだが，それ以外の追路でも危険度を調べてほ

しい。また，避難所の見直しを。

（河原町一丁目）

〇突発的な災害時には，特別工作班を設けて弱い

ものを救う方法を。 （文化町）

〇盛土と切土の境に地割れが走り，建物がまん中

からさけた。今後の宅地造成に，徹底した指瑯を

お願いする。 （長町四丁目）

〇自立できる市民，敢少限自己再起可能な心の持

主の市民を創ることが必要だ （向山四丁目）

〇仙台市における防災行政は，市と市民の相互助

力により相当の水準にあると思うが，国家行政と

いうか，地擬保険など重要な部分の改芯が必要

だ。 （長町一丁目）

〇老人と子供に対し，防災について学校での指瑯

や老人には社会教育の面でもつと手をさしのべて

ほしい。 （六十人町）
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3 宮城県沖地震による仙台市の被害状況（昭和54年 3月31日現在）

軽J／□□三全壊家屋戸 7691 8,182,160 

住 i半壊家歴 I1 3,481 19,772,080 

一 部破捐が 74,oooI 47さ816,030

非住家・家具 II !118,000 I 33,588,260 

＇宅地＊門塀 IJ [OOO 17,395,510 

家I公営住宅 II.I 2,0481 206,208 

賛口 875978

区 備 考

死

瓜

＇ 人

計

市営住堅 県営住奎
2,048戸 206,208千円 ー戸

559.200 I譴贔8.260千円喜贔

116,206 i保健所・火葬場など

200,512 I 施設 処理場
195,065千円 5,506千円

一千円

260,940千円

： ニ
件
”
”

設

設

設

計

施

施

施

ヽ

業

産

業

4
 

農

畜

林

農

梁
3,935 ! 

1 

7 

745,804 

30,454 

65 

796,323 
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（市防災対策室調）

区 分 1単位 1数批い円虐和町

考

小 学 校 校 64 202,517 公6叙立 189,949千円私〗臨1校立 立，”0千P
教

校 28 128,480 
2公公7立校立 128,130千円 350千円 示中 学 II 

高等学校 ” 26 1,008,785 
1錆6校 526,216千円 482,569千円

育
各種学校 ” 101 265,534 30,807千円 234,727千円

文 化 財 件 2 6,440 

小 計 1,611,756 

民 保 育 所 件 30 12,000 
市2市1暉6立立棟 4,678千円 私1私01棟4立棟立 7,322千円

社会福祉施設 ” 30 202,234 22,854千円 179,380千円

生 小 計・ ” 60 214,234 

逍 路 件 166 402,627 市10道4カ所 394,827千円 6国2カ・所県道 7,800千円

土
橋 梁 20 92,817 市

” 12カ所 89,937千円 国国76・・県県所 8カ所2,880千円

河 JII ” 84 1,001,322 市8カ所 60,152千円 力 941,170千円

公 園 ヽ 19 70,744 

木 砂 防 ” 1 97,993 畑睛沢地区（緑ケ丘三丁目）

小 t|. 
” 290 1,665,503 

交通施設 件 23 52,000 市6交カ通所 52,000千円 ー国鉄カ所他 一千円

水道施設 23 255,000 淵水 断水 修繕00 
都 ” 1,063カ所 3,750戸 7, 0件

下水道施設 // 41 37,000 

市 ガス施設 ” 370 728,773 工3場カ等所 95,348千円 瑯36管7カ所 633,425千円

施 電力施設 ” 
2,033,000 （宮城支店分）

通信施設 ” 2,660 850,000 

｛ 市県国（宮413522城件件件通信281000部523,,,管033681180内千千千）円円円
設 公共建物等 ” 89 1,110,759 

小 計 ” 3,206 5,066,532 

備

合 登
"

¥193,964,754 ¥住家被害1,269億円 公共施設等被害670低円
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第 2節死傷者の状況

死亡者の発生状況

地震による死亡者はリP，内で27人のうち13人が仙台市内での発生であった。しかも，その大部分

は屋外での事故で，次表で示しているように幼児と老人がプロック塀や門柱の下敷きになるとい

う痛ましい儀牲であった。

番号 I 氏 名 年齢 職 業 I 住 所 I 原 因

1 田中志 依 6 

2 小野松 代 69 

3 小野 あやか 2 

4 佐藤 ちよの 71 

5 林 源喜 71 住職

6 鈴木勝 男 41 会社員

7 上坂モ 卜 74 

8 結城洋子 27 会社員， 志賀か ね 61 家政婦

10 大槻幸 雄 50 瓦職人

11 今野順 也 7 

12 藤代鉱二 75 

13 緒田 勉 12 

地区別の重傷者調

地区名 1人員II 地区名 1人員

通 町 4 連坊小路 7 

荒 巻 3 南小泉南 15 

中 山 2 南小泉北 3 

桜ヶ丘 2 大和中倉 6 
4ロ.、 原 4 若 林 5 

旭ヶ丘 1 長 町 24 

幸 町 4 郡 Il l 5 

原 町 4 ll!i 野 4 

東仙台 9 八木山 2 

餡ケ谷 4 i咀多奴 7 

宮城野 4 中 田 3 

翡 砂 8 六 郷 16 
9石上9 切 1 七 郷 13 

南材木町 7 北 仙 台 1 

荒 町 2 i I- 170 
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遠見塚三丁目10ー16 プロック塀の下敷

米ケ袋二丁目 2-48 門柱の下敷

// 

” 
長町六丁目13-11 プロック塀の下敷

岩切今市93 ” 
四郎丸字大宮17-7 // 

白萩町29-1 ” 
飴ヶ谷六丁目16 市営住宅 ” 
幸町三丁目 5-3 ” 
角田市毛宜字受地 瓦現フ場のロ落）下（今泉久保田44,新築

沖野字川原上14 ック塀の下敷

川内追廻住宅367 地霙によるショック

幸町三丁目 9-14 プロック塀の下敷

2 負傷者の発生状況

今回の地裟では．仙台市内だけで13人の死者のうち 9人

がプロック塀の倒壊によって下敷となった艤牲者であり，

全く過去に経験のない特異なものとして注目をあびた。

多数の負傷者うち，重傷者は170人で，被害を大きく被っ

た長町，迪見塚，六郷地区が他の地区より多い発生をみて

いる。軽傷者は，被古実態調在による内訳では，本庁管内

2,712人，東支所管内 1,185人，長町支所管内 1,026人，

七郷支所管内 534人，六郷支所管内 464人，西多賀支所管

内 195人，岩切支所管内 119人，生出支所管内21人と全域

に及んだのである。



3 負傷の内容

地震による負傷者は県内で 1万人余，そのうち仙台市内だけで 9,300人と負傷者の大半を占め

た。その実態などについて， 東北大学医学部公衆衛生学教室の 3学生が自主的に市内の鶴ケ

谷，中山地区の 2,850世帯を対象に負傷の内容等について調査した結果によると，負傷の原因と

なった多くは，急に飛びだしたり，あわてたりしたことが首位をしめ，次いで各家庭とも家具調

度類の1成損が多かったことを裏付けるようにガラスの破片等による負傷が多く，重傷で骨折する

という事故も物が倒れたためのものであったという。高い所には人形ケースなどを低かないで戸

棚は固定し，食器類等重いものを下に，軽いものを上に入れておくよう教えているといえる。そ

の他， 2月の地震の経験を生かしていた家庭も多かったという。即ち，火を消したとか，避難路

を確保し子供を安全な場所にかくまったとか，幼児の寝る周辺は何も個かないようにした。ある

いは，非常持出をまとめていた等，平索の心ti/iえがよかった例も多かったことが，調査の結果で

明らかにされている。

1 調査地区

中山地区餡ヶ谷地区総 数

配布数 1, 100 1,750 2,850 

回収数 820 965 1,785 

回収率 74.5% 55.3% 63.6% 

2 負傷内容

(1) 原因 (2) どんな時 (3) どういう人か

ガラスの吸）十等 85 逃げる時 105 主婦 110 

物が落ちてきた 40 片付ける時 48 子供 47 

ころんだ 31 その他 52 主人 28 

ぶっつけた 21 老人 1.9 

その他 44 
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第 3節住家被害の状況

一般住宅の被害

宮城県沖地霞は市内住宅造成団地及び周辺地域に多大の被害をもたらした。各所で擁壁が崩

れ，地割れが走り，マイホームを破壊した。この被害の分布は緑ケ丘，北根字一念防，荒巻字源

新田，双薬ケ丘，旭ケ丘，鶴ケ谷，安旋寺，長町，鹿野，沖野，荒井，飯田など旧市街地を除く周

辺地区に集中した。地震というと先ず心配されるのは二次災害，これをもろに受けたのが，まず

緑ケ丘があげられるが，この場合，以前からずさんな宅地開発が問題といわれていたところで，

地震のあと梅雨入り 2日目とあって雨に見舞われたことが二次災害に拍車をかけ，いたるところ

でがけ崩れ，石垣や宅地に亀裂を生じた。昭和30年前半に造成されて現在 1,700世帯が居住して

いるが，不十分な工事が表面化した。すなわち地農によって摘発されたといわれた。

この地域は開発以前，緑ケ丘一丁目あたりは蛇沢という深い沢だった。沢は，プナや松の林に

包まれており，大雨が降った後など雨水が勢いよく流れていたところであり，同三丁目の下方の

斜面ほ昭和23年ころまで亜炭の採掘が盛んに行われていた。同四丁目の付近は全体が大きな沢を

なす傾斜地で，山腹から冷たい水が流れていたところであった。被害もここに集中， 一丁目56

戸，三丁目 129戸，四丁目 111戸，合せて 296戸の地域は，土台が割れ，地盤には無気味な亀裂

が生じ逍路も異常に隆起という惨状であった。

このことを証明するかのように，東北大学理学部の中川久夫助教授は，「人工地盤が被害を広

げる，仙台市に限ってみると，断陪長町・利府線を境にして，本来第三紀陪 (7千万年から 100

万年前にできた岩盤）の段丘で地盤が強いしまずの北，西地域での被害が目立った。この地域は節

ヶ谷，南光台，緑ケ丘など，今回の地震で家屋被害が大きかった新典住宅団地を抱える所で，山

あいの沢を埋め，さらに盛土するといった人問の手を加えた人工地盤上の宅造地で，仙台は地盤

がしっかりしているとよくいわれるが，それは明治時代から人の住んでいた地域についてだけし

かあてはまらない」と指摘している。また，東北大学理学部加籐祐三助手は「丘陵住宅地で起き

る地すべりの研究結果として，地すべり被害の大きかった緑ケ丘地区を調査した結果，地すぺり

は宅造前の地形を復元するよう起きているが，個々の場所での地盤の動きが，かつての地形に忠

実に従って動き，宅造以前の地形図と煎なり合っている」とも指摘している，いわゆる自然に遠

るということであろうか。

また，六郷（沖野，飯田），七郷（荒井），長町，鹿野，郡山地区の住宅被害も甚大で， 目を覆
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うものがある。被害実態調査によると六郷地区で 76.4%，七郷地区で56.9％と全市域の 1,2位

をしめる被害となった。

東北工業大学土木工学科の神山真助助教授（耐震工学）は，昨年 3月，土木学会（東北支部）

で発表したその中で，仙台東部の苦竹など地盤構造の調査が急務であることを指摘していたし，

地挺予知連絡会会長で東大地擬研究所長であった萩原尊礼氏も，著粛「地胆への挑戦」の中で軟

弱地盤が地擬に対して弱い理由として，

．軟弱な地）箇では地擬波の振幅が大きくなる。

・軟弱な地附の固有振動が誘発されて土地そのものの振動振幅がさらに大きくなると，同時に

木遥家屋のように自分の振動周期が地陪の固有振動）liJ期に近いものは，共振を起こして大き

く揺れる。

・軟弱な地盤は，振動によって不等沈下を起こすから，これが建物の基礎を倣壊し，建物全体

の破壊をひき起こす。

と述べ，更に東北大学建築学科の志賀教授は，新潟地擬の擬害の原因について概説している中

で，建築物の被害は今回の宮城県沖地裟の被害にもあてはまる部分がかなりある。即ち， 3つの

原因に分類し，

・軟弱地盤の液化現象によるもの一~地露動により内部の間ゲキ

水圧が異常に高まり，広範囲にクイックサソド現象を起こし，いたるところで噴砂を生じ著

しく地盤の支持力が低下したため，鉄筋コンクリート造りなどの重批構造物が沈下，傾斜し

た。

・地割れによる地盤の不同沈下，不同変位によるもの一~ところで

は，地盤が軟弱なため地割れや噴砂が著しく，軽い構造物は地割れにより著しい被害を受け

ている。

・傾斜地の地すべりによるもの一ー海岸線に沿った砂丘の内側斜面が地すべりを起こして住宅

等に大被害を与えている。また，砂丘を切り取って宅地にした部分が，がけ崩れを起こして

木造住宅が軒なみ大被害を受けた。

としている。緑ケ丘地区，六郷地区，七郷地区，長町地区，苦竹地区は，同様な被害となって表

われたと言ってよいであろう。

いずれにしても，今回の地罠によって仙台市域は，中央部を除いた周辺の軟弱地盤地域に大き

な被害をもたらした。しかし，被害程度の多寡ほともかく，一般住宅の被害は全市に及んだ。

なお，建設省建築研究所では今回の地震で被害をうけた木造家屋の特徴を次のように挙げてい

る。

木造家屋の被害の特徴

・軟弱地盤上または傾斜地の造成地盤上に建つもの
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・建物の前面が道路に而していて壁がなく偏心（重心と剛心の位個がずれている）のあるもの

. 1階に壁が少ない 2階建のもので 2階の剛性が著しく小さいもの

・瓦屋根など屋根の重いもの

・老朽化している柱脚，土台が弱いもの

などで，これらに全半壊の被害が多い。典型的な例として，商店など柱が少なくオープソスペー

スを広くとってあるもので，耐力壁が不足していたために破損したケースが多くみられる。ラス

モルタルの剥離，ひぴ割れ現象および屋根瓦，特に煉瓦の脱落ほ仙台市内の全域にわたって広く

みられた。

荒巻宇源新田の傾斜した住宅

緑ケ丘一丁目で傾斜した住宅
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市営住宅の被害

発生後の応急対策

地擬発生と同時に市党住宅 6,658戸（中高層 4,112戸，佃易耐火 2,371戸，木造 175戸）の被

害状況のは握と同時に，

得て応急対策を実施し，

入居者の最低生活を維持するため地元建設業者および設備業者の協力を

おおむね 1週問で仮復旧作業を終了した。

なお，中高陪の共同住宅は， 1 つの受水槽で100~300戸に水を供給しているので， その機能が

停止すると，全戸が断水する。そのために，飲料水を確保する必要があり，水道局の給水車の協

力をあおいだ。

市営住宅の仮復旧状況 （市住宅部調）

団 地 被害箇所 概 要

鶴ヶ谷第 2

餡ケ谷第2, 中田，郡山

鶴ケ谷第2'太白

霰の目，高砂，新寺小路

南鍛冶町

餡ケ谷第2

35カ所

6 II 

1カ所

①

②

③

④

⑤

⑥

 

鶴ヶ谷第 2団地の地盤沈下による給排水の切断

高架水楷の移動による給水管の破狽

玄関扉（鉄製）の開閉不能によるもの

木造平家建の・ヒメソ I・瓦の落下による雨梱れ

煙突落下による電線・給水管の切断

地盤沈下・地すぺりの二次災也防止のための地質調森

被害の概況

市営住宅の全戸にわたり家具の倒壊によるガラス，襖，蝕， 墜の破狽，落下物によるよごれ，

床下り，建具の建て付け不良，璧のヒビ割れなど小さいものから，屋根瓦・土墜の落下，給排水

管の破損による断水， エレペークーの停止， 地盤沈下による擁壁の亀裂， コソクリートの座屈等

の大きなものと， さまざまな態様の被宵を受けた。

団地別に見ると， 四郎丸，袋原，高砂，霞の目，郡山， 中田方面の被害戸数は多いが，軽微の

内容のものであった。山間部に位骰する， 太白，小松島団地の被害は皆無に等しいが，新開発住

宅地の鶴ヶ谷第 1.第2団地は， 前述のごとく，地盤の沈下・地割れにより，給排水管の切断，

擁壁の亀裂， ハラミ， また建物の壁等に多く亀裂を生じる被害を受けた。

市営住宅の被害状況 C市住宅部調）

戸 数

区 分
総 数 被者戸数

被 習

‘’'』．a

高 陪 耐 火 216 216 101,170 

中 層 耐 火 3,896 1,111 54,650 

梱 易 耐 火 2,371 320 21,261 

木 造 175 159 14,750 

計 6,658 1,806 191,831 

額

（千円）
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構造別に分類すると，木造建物と SRCil':i岡の建物

が甚しい被害を受けている。

・木造： 35年以前に建設した軸組工法の平家建の屋

根瓦，土壁の落下，建具の開閉不能が多く

生じた。耐用年数 (20年）を経過した老朽

も加速されたと思われる。

・1ij平佃二：給水，排水管の一部破捐程度であっ

た。

・中陪：墜式， ラーメン， PS構造により被害が異

なり，壁式描造は異種の抽礎構造を併用し

たもののみ墜に亀裂が生じた。

•高府：鶴ケ谷第 2 団地の SRC9F は，梱等に亀裂

が生じ，特に廊下側の開口部の二次盤（非

耐力監）に多く生じ，一部座屈したところ

もあった。また，玄関扉（鉄製）が開閉不

能になった。

鶴ケ谷第 2住宅団地の地盤沈下

建設中の長町（郡山）高僭11階の建物は，支持抗の座屈により頂部において約30CIIt

傾斜し2~7C記の沈下を見た。

3 被害集中地区（七郷，六郷，緑ケ丘）

被害は，市域の周辺の特定地区に集中したことは前にもふれてきたが，その中でも東南部の平

たんな農業地帯である六郷，七郷地区は，海岸沿いを除いて壊滅的な打撃をうけたのである。家

屋自体の損壊程度30％以上というものは，六郷で 759戸， 七郷で 360戸， と他の地区では想像も

出来ない程ひどい状態であった。六郷地区では，長い期問ビニールハウスに仮住まいを余俊なく

された。また，半壊でも新築せざるを得ないものが多くでたのである。

この状況を 6月22日河北新報は「全戸に残る地碇の偏跡六郷・七郷地区， 半壊でも新築が必

要，嘆く住民だれも助けに来ない」という見出しで「すっかり傾いた家が方々に見える，路上に

散乱したままのコソクリートプロックや屋根瓦，農家の広い庭先から偽壊した拇屋や作業小屋の

廃材を燃やす火が上がる，宮城県沖地震から11日目を迎えた22日，仙台の市街地は落ち消きを取

り戻したものの東南部水田地帯の六郷・七郷地区は今なお大きな傷がいやされないまま残ってい

た，倒れそうな家をつっかい棒で支え家財道具の運び出しが日課となった。誰も助けに来てくれ

ない，同じように家をやられた親せきが頼みとはと農家の人々は言い………六郷地区はとくにひ

どい云々」といっているように激じん地域であった。外見はしっかりしても土台がずれており，
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屋根瓦の被宙ながでも棟瓦が多く落下した がけ崩れによって倒壊寸前の住宅
（緑ヶ丘一丁目）

中に入ると柱が折れている家が多い。細かく調べると，管内 4,279世幣すべてがなんらかの被害

を受けている。六郷地区だけで住居，作業所等を合わせた被害額29億3,850万円，七郷地区3億

5,750万円という大きいものであった。身を切る思いで黙々と自力で復旧に取組んでいる農家の

人々に同情が集まっている。

この地区については，東北大学の教授であった奥津春生氏の著1il「大仙台圏の地盤，地下水」

の中の「地農災害と地盤のつながり」という項で，「これは地擬のたびごとに体験することである

が，大きい被害をうけるのは第四種地盤で，泥炭地はその代表とみてよい。十勝沖地農では，泥

炭地上の国道，鉄道に大きな被害がでたし，昭和37年 (1962)の宮城県北部地霙で大きな被害を

出した古川，田尻も原い泥炭地分布地である。ここでもう一つ紹介したいのは，地下水位の高い

砂地盤についてである。仙台平野の臨涌部は，一般に締まり程度のよい砂地盤で，地下水位が

0.51n内外の浅い位位にきているところがある。たとえば，仙台市蒲生や六郷の一部で， このよ
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段丘地帯
（地盤種別第二種）

広 仙台市街地

'̀ ヽ，二99‘̀'‘ ・" 

うなところが擬度5以上の地震に

おそわれると，砂が流動化して災

害が起こるのである。」と警告し

ていたところであった。新潟地狐

でも， この水分の飽和した砂地盤

で流動化現象を起こしたための被

害であったという。

こうした地域であったためでも

あろうか，全市の中でも直撃被害

を受けた地域で長い間作業所荘し

仙台市街地周辺の地形・地質と地盤種別

（地盤種別第三種)-,.J-一一（地盤種別第四種）—+雪彗ぢ

仙台の地形区分

,•,· ~. 田川

•.’; • 

ヅ太平洋

ロ沖積平野

薗段丘乎坦面

ゃ， ビニールハウスに仮住まいと ~.：翌翌9..．：忍｀＼•：：夏：•I 眉冒山地・丘餃

いう日が続いたのである。

次に住宅地として被害をもろにうけた緑ケ丘地区も地割れが走り，土台もえぐられるという悲

惨なものであった。そこに雨の追い打ちによる二次災害の危険も出たことから，地霞発生の 3日

後6月15日，消防局のレソジャー隊が最も被宮のひどい住宅に入り家財迎具の持ち出しを始めた

ところ，家財を取り出すたびに家全体がきしみ危険な状態となったので，翌16日自衛隊の派けん

要諮となり建物の解体に踏み切らざるを得なかった。また安全確保の上で，危険な建物からの避

難措匠をとりながら直ちに現地対策本部を設け，臨時相談所を開設するとともに，徹夜で常駐体

制をとり，現地本部，警察，消防と横の連絡をとりながら，特別紺成のパトロール班をも派述，

各戸を巡回して当面の応急措腔や保全のための相談に応じながら住民の安全確保に努めたのであ

る。

この地域も，東北大学の教授であった奥津春生氏の著書「大仙台圏の地盤，地下水」の中で団
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緑ケ丘地区における二次災害の不安
を報じた河北新報

地の災害例をあげている。それによると氏は「現在の地形は少なくとも数千年以上の年数をか

けながら，自然につくり出した安定した姿といってよい。したがって地形を大きく変えること

しま，現在まで保ってきたバラソスを失わせることになる。ここに団地造成の不自然さ， 災害が

発生しやすい素地が溜在することになる。ことに 1~2年という短期問に造成することを考える

と， よほど入念に施工しないかぎり安全は期待できない。 -f山台では梅木の乱伐どころでない

荒々しい手術が造成地で行われている。大雨直後に強震にでも襲われたならば，傾斜の急な盛土

の厚い団地がどのような被害を受けることか，考えただけで恐しい。」と述べている地域であっ

た。自然を切り刻むことによって手に入れた都市の節便な機能は，天災という自然の営みに無防

備だったことを示したものといえる。この地域の被害の実態を調査したところ，緑ケ丘一丁目～

四丁目だけで全壊71戸，半壊74戸に逹したのである。このうち危険と認められる戸は解体したも

ののなお異常な状態が見られるため，市においては，この地域被害に対応するため， 7月1日付

で霙災対策室を設樅し，緑ケ丘地区を始め荒巻字源新田等と共に警戒区域とし，宅地保全審議会

の中に技術恵門委員会を設けて諮問し，その答申をも割酌しながら被災者の救済に最善の方途を

購じて行き，その一部宅地として再生の見込のたたないものは，防災集団移転を促進することに

した。

51 



4 プロック塀の被害

宮城県下で27人の死者を出した地震は，その大半がプロック塀等によるものであった。仙台市

内では13人の死者のうち 9人までがプロック塀の下敷によるもので，いずれも住宅周辺地域で事

故にあっておる。この死亡事故は，長町，沖野，遠見塚，原町，岩切，米ケ袋などといった河川

の堆柏土砂即ち沖柏土砂によって形成された沖禎平野上で起きている。特に市南康部の沖槙層に

造成した飯田団地の場合は，全戸数の約32％が倒壊，損壊など被害を受けている。そのほか，造

成基盤に弱い丘陵地帯の新典団地でも，プロック塀や大谷石塀の崩壊が多くみられ，住居と塀は

一連のものとしてきた住居問題に大きなショックを与えた。

このプロック塀について，田代東北工大助教授（建築学）は，仙台のプロック塀， 3,121カ所

を任意抽出して調べたところ，全体の 4.1％の 127カ所倒炭， 6.8%の213カ所が一部倒壊やヒ

ビ割れしている。現行法令の構造基準に照し合わせると， 欠陥率は 100％であったと論じてい

る。こうしたプロック塀は戦後，安易で安価ということから多く採用されてきたが，単にコソク

リートプロック塀を柏み重ね，セメソトで接沿固定させるだけで，鉄筋の入っていないものも多

く，あまつさえ基礎を考慮しないものがみられ，全く野放し施行されてきた。

プロック塀が倒壊，破狽した原因を上げると

無筋である。

基礎の根入れ深さ，土質が不良である。

基礎に対する鉄筋の定着が充分でない。

配筋のコソクリート充てん等が不充分である。

などが上げられる。しかも建築基準法施行令第62条の 8の構造規定に適合した塀では，倒壊ま

でしたものが少なかった。建設省でも大半が手抜き工事としているように，手抜きが招いた人災

とまでいっている。見た目は頑丈そうに見えても石垣と同様，地裳でたちまち凶器に一変，殺人

をおかすことになった。特殊な塀として，刑務所の外周のレンガ塀が， 60％に当たる 780メート

ルが倒壊，一瞬にして塀なき刑務所となったことである。刑務所では研修生や各地から応援を受

けた 432名で，辿日徹宵警戒，警察官も外周に配位して 1カ月も警戒警備を続け，住民の不安解

消に当たるという有様であった。

次は，仙台市における倒壊による死亡事故を起こしたプロック塀などの工作物の概況である。

このようなことから，市建築指濁課及び宮城県コンクリートプロック建築技能士会では別掲の

ようなコソクリートプロック塀を築造するときの注意事項及び築造参考図を作成し，防災展の会

場などで，多くの市民に配布すると同時に，市主催で生け垣展なども開催した。

すなわち，昔ながらの生け垣によって緑を取り戻し，地域のよりよいコミュニテ，，づくりにも

つながることを呼びかけた。

52 



死亡事故工作物の概況

工作物の種類 所 在 地

プロック堺 白萩町27ー10

プロック塀 遠見塚 3丁目10-16

プロック塀 岩切若宮前12

プロック塀 幸町 1丁目21

プロック塀 沖野字川原上14

プロック塀 長町 3丁目13-11

石 戟 塀 扇町 1丁目

石 戟 塀 幸町 1丁目20

レ ン ガ 壁 長町八本松

石 造 門 柱 米ケ袋 2丁目 2-48

工作物の概況

軽批コンクリートブロック (100皿厚） 8段甜，番線補強

軽批コソクリートプロック (100•叫享） 9段戟，鉄筋不明

軽批コンクリートプロック (100血厚） 8段戟，鉄筋縦筋のみ

軽最コンクリートプロック (100••厚） 8段積，無筋

軽批コンクリートプロック (100閃叫享） 6段積， 鉄筋有り， 上
部フック無し

軽批コソクリートプロック (100m厚） 7段積，無筋

大谷石積（厚さ300••) 高さ 1.8m ，控槌有り

大谷石訳（厚さ150血）高さ1.5m，控賠無し

厚さ500血，高さ5.5m,無筋

断面300血X300荒昴，高さ1.6m以上， 2本
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回調査方法

調査方法は表 1に示すように，被宮の原因を調

究することを目的とした詳細調査から，被沓率を

調査することを主目的とした概要調査までの 4種

類とした。また，これらの調在地域は，仙台市内

に広く分散するようにした。

調査の方法は， 4種類の調査によって異なるが

実際に開査員が現地に赴き，目視観察による形態

上，施工状態の調査，鉄筋探査機による配筋の調

査を行なったが，いずれも非破壊検査によるもの

である。

なお，破按，転倒したものについては一部，鉄

筋の密滸状態等の試験も行なった。

調査に先だって，被害の程度，破製の形態およ

ぴ欠陥の分類をそれぞれ表2,表 3'表 4に示す

ように定めた。

ここで被害の程度は補強，補修の必要性から定

めた。

また，被害塀とは，ひびわれのみを生じたよう

な軽微な被害のものまで含めた。

回調査結果

1 被害の特徴

今回，地霞におけるプロック塀および石塀の被

害の最大の特徴ほ，人的被害の多いことである。

すなわち，今回の地震での死者 27人のうち 17名

が，プロック塀，石堺，門柱によるものであっ

た。そのうち，仙台市内で死亡事故のあった全数

のプロック，石塀の概要を調査した結果を表に示

したが，プロック塀のすぺてが，建築基郡法施行

令の証拙に適合しないものであり，施工状態の粗

悪なものであった。

この地囮でのプロック堺及び石塀には，以下に

示す被害が多かった。

(1) 地盤の軟弱な地城及び丘陵地域での被害。

(2) 東西方向に長い塀の被害。

(3) 擁壁を兼ねている塀の被害。

(4) 控墜のない塀の被害。

(5) 無筋，または配筋不足の堺の被害。

(6) 基礎への定着不足等の配筋方向の不備の堺

の被害。

(7) 充棋モルクルの充填が不充分等の施工不良

の塀の被害。

2 全数詳細調査

被害が最も大きいと考えられる仙台市南部の低

湿地帯にある飯田団地の一部の区画について，被

害，無被害の全数のプロック塀，石塀について，

塀の形態，被害の程度，破壊の形態，被害の原因

及び被害率について調査した。調査住戸は 50戸

で，そのうちプロック塀，石塀を使用している住

戸数は，それぞれ33戸と 1戸であった。

飯田団地におけるブロック塀及び石堺の被害率

を，抽出詳細調査地の被害率とともに表 6に示し

た。また，本団地のプロック概について，控壁の

有無，縦筋，横筋の問隔，充填モルクルの充填の

状態等の施工状態及び使用上の問題点について調

査した結果を表 7に示す。同表に示すように，
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l.2mを超えるプロック塀の半数以上に挫壁がな

く金プロック塀の約40％が補強筋不足であったc

ここで，悔全なプロッタ坦の鉄筋の位匠此鉄

筋探査機を用いて関査した。したがって，鉄筋の

径，継手，定沼における頌砥調査できず，鉄筋

表1 調査方法の概要

の数，問隔上の欠陥のみを調査した。

しかし，縦筋上部のフックについては，かぶり

厚さの変化を椰定することによって躙査したが，

飯田団地において，上部にフックがあったのは一

例のみであった。

閲査方法 1 潤査方法の概要 I 調査地9-l潤査塀

一定の地域を区切って，被害，熊被害の全数の

全数詳細調査(l)| プロックおよび石塀について，形態．配筋，破 1 飯田団地 58 

痰の形態および原因について調査する。 l I 
代表的な地域について，東西通りおよび南北通抽出詳細調査(ll)J~：三国：門；；＊｀：：も芦： 備謄門::;::i127 

ついて開査する。 」
今嵐沖野，飯田，飯

被害のある配とんど全地域について被害率の概 1 田団地周辺，迎見塚，

概要調壺 （皿）I算をするためにプロックおよび石塀の被冑率：讐誌：翡：稟轟

の概要を調査する。 1蹄松，幸町，自由ケ丘
I 餡ケ谷

個別調査(V)|
典型的と考えられる被宙例｝：：ついて形態，配l
筋，および破壊の形態について調査する. I 市内全城で任慈に調査 I 222 

表2 プロック塀•石塀の被害程度の定義 表3 破壊の形態による分類項目

記号I分類項目 1麟方向

健 よ= 
0全く被害のないもの

a-l 内側
(0) 

全に体散乱がばらばらa-2 外側
被害軽徹 0小さなひびわれなどの軽微な被宮のみのもの

(1) 0補修を必要としないもの
a-3 両側

0ごく一部に落下があるもの，またほ，ひびわれ b-1 
底転伶部lより折れて

内側

小 破Iを生じているもので犀斜のないもの b-2 外側

(2) o補強は必要でないが，耐久性上の補修が必要な
内側

もの
C -l 

下転中途倒，で折ま断たほし落て
°大きな転倒，落下はないが，大きなひびわれま

C-2 外側

中 破

(3) 
たは小さな傾斜のあるもの C-3 両側

0部分的な補強工事が必要なもの ］翌温m

内側

0堺の一部において，高さの％より上の部分で
外宝

大 破 折れ，転倒または落下しているもの，ならびに

(4) 大きく傾いているもの。

oとりこわし，または全体的補強が必狸なもの。 e-2 

0塀のほとんどの部分において，高さの柊より下 e -3 
倒 壊 の部分で折れ，転倒またほ蕗下しているもの。

(5) 0部分的または全体的にとりこわしが必要なも f-1 1 
の◇

疇99が心P 、93̂’’ ‘ I 
f-2 外側
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表4 欠陥の分類項目

記 号 分 類 項

目

A-1 控脳がないか少いもの

据壁に関するもの (A)
A-2 控墜と塀本体との緊結がないか不充分なもの

A-3 控賠の補強筋がないもの

A-4 控墜の基礎がないもの

B-1 縦筋がないか少ないもの

B-2 縦筋の基礎への定舒が不充分なもの

補強筋に関するもの (B) B-3 縦筋の上部のフックがないもの

B-4 縦筋の胸食が署しいもの

B-5 横筋がないか不充分なもの

C-1 充損モルクルの材料（上・部施工鉄上筋のの欠付陥着が力箸が小しいさいも）の

材料・施工に関するも（の
C-2 目地モルクルの材料・施（工有効上断の欠面陥が小が著さしくいなるも）の

C) 

C-3 辿礎コソクリート（鉄の材筋料の基・施礎工へ上の定の欠珀陥が不が著充分し）いもの

使用方法に関するもの (D)| D 

その他 (E) I E 

擁踏がわりに用いられている

その他

3 抽出詳細調査

黒松団地，源田兵衛東，南小泉，宮千代の計4

箇所の東西通り，南北通りに接近する住戸につい

て，被害率，プロック塀，石塀の形態，被害の程

度及び破損の形態について調査した。プロック塀

石塀の使用率及び被害率は表 6'図 1tこ示す。地

盤の軟弱な地域，丘陵地域の被害率が大きいこと

が同図に示されている。

また，東西通りに接するプロック塀，石塀の被

害が多く，それに対して，南北通りに接する被害

は少なかったことが，この調査によって判朋し

た。表 8に東西方面に長いプロック塀と南北方向

に長いそれについて，被害塀の数の全調査塀数に

対する割合，さらに，それぞれの被者塀中の無筋

の塀数を示す。同表によると，調査数は少なく明

確ではないが，東西方向に長いプロック塀の被害

率は，南北方向に長いそれの被宙率の約 2倍であ

る。

このことは，主要な地霞動の方向と関連深い。

地震で頻斜したプロ＇ク塀
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4 概要調査

広範囲にわたる被宙率を概算するために，表 1

に示す仙台市内の各地域の主として南北通りにお

けるプロック塀，石塀の被害個数から被害率を概

算した。その結果，最も被害率が大きいのは，沖

野，飯田，日辺，今泉など南部の軟弱地盤地域で

あり，その被害率は30%～40%，また，これら地

城より少し北方の遠見塚，南小泉，及び北部の幸

町，謀松，黒松団地などでは20-30%，白萩，宮

千代，及び鶴ケ谷，自由ケ丘などでほ10~20%，

柏木，上杉，宮町など比較的仙台駅に近い旧市街

地では10％以下で，地区によっては，ほとんど被

宮のない地域もあるほどである。以上から，全般

的傾向として，地盤の状態がプロック堺，石塀の

被雷に大きく影聾していると考えられる。

5 個別調査

仙台市内各地域における被害プロック塀，石堺

の形態，被害の程度及び破壊の形態について調査

した。被害のあったプロック塀，石塀の向き，高

さ，控壁の有無，配筋の状態を表 9~12に示す。

表 9に示すように，被害のあった東西方向に長

い塀よりもかなり多い。さらに，表10に示すよう

に被害のあった塀は1.2m以上のものが約80％と

表 6 プロック塀•石塀の使用率および
被害率に関する調査結果

（全数詳細調査，抽出詳細調査）

地 域

ク被
ツの

ロ塀率
プ石害

の率
堺用

石使

一塀率
ク用

信
プの

飯田団 地 66% 2% 32% 

南 小 泉 47% 4%  25% 

宮 千 代 49% 4%  14% 

源田兵衛東 59% 0%  20% 

黒松団 地 59% 4%  25% 

50 

。

表 7

図・ 1プロック塀・石塀の被害率

飯

田

団

地

阿

小

泉

宮

干

代

源
田
兵
衛
束

黒

松

団

地

飯田団地におけるプロック塀の欠陥調査

結果（全数詳細調査）

欠陥箇所
一 塀 閾中堺陥

害腐数 備

考

A 控偲 (6939 .6) 14 邸もさ 1.2ni以て上計算の
のについ

B補強筋 (421.13 ) 10 
縦も筋の，・横明筋らかのなに不い

足しているもの

4 プロッルク充の穴槙へ不の
c材料施工 (7.1) 4 モルク 良

など

D使用方法
2 2 擁偲がわりに使用(3.6) 

Eその他
4 4 後で打も継いで高く

(7.1) したの

表8

※（ ）は全調査にしめる割合％

方位がプロック塀の被害に及1ます影響（全数詳細調査，抽出詳細調査）

東西方向に長い塀 ※ 1 南北方向に長い塀 ※ 2 
地 域

調の査割塀合中の被（害％塀） 被割害合那中の無（筋％）の 調の査割塀合中の彼(宮%塀) 1 被合害塀の無筋の割

飯田団地 28 62 14 100 

南 小 泉 28 80 20 100 

宮 千 代 12 75 

゜源田兵術東 14 80 -※3 -※3 

熱松団地 29 80 10 100 

平 均 21 75 11 100 

（注） 1

2

3

 

※
※
※
 

長手方向がNから時計まわに45~135°
長手方向がNから時計まわりに0~45°, 135~180°の範囲
調査数が少ないので値を除外した。
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表 9 個別調査における被害塀の種類および向き

全 体 | プロック塀 I 石 塀 I そ の 他

東 西 (1524.10 ) 
82 

(5328 .8) (56.62 

南 北 (3898 .6) (4508 .0) (431.0 7) 

中問および不明 (14 6.3) (35 .4) C 54 .6) 

ロヽ 計 (2212 00) 
145 72 5 
(100) (100) 

（注） （ ）内は合計に対する百分率

表10 個別調査における被害塀の高さ

| 全 体 I プロック塀 石 塀

(7171 8.8) 
119 52 

高さ 1.2m以上 (82.1) (72.22 

43 
(1253 .9) 

20 
高さ 1.2m未満 (19.8) (27.8) 

3 3 

゜不 明 C 1,3) (2.1) ( 0 )  

217 145 72 
ノロ 計 (loo) (100) (100) 

（注） （ ）内は合計に対する百分率

表11 個別調査における被害塀の控壁の有無

プ ロ ツ ク 堺

高さ 1.2nL以上 1高さ 1.2m未満 I

石 塀 全 体

全 体

控 墜 有
16 

゜
16 ， 25 

(13.42 ( 0 )  (11.3) (12.5) (11-72 

控 偲 無
99 21 

(1280 4.5) 
62 182 

(83.2) (91.3) (86.1) (85.0) 

不 !!I] 4 2 6 1 7 

(3.42 (8.7) (4.2) C 1.4) (3.3) 

＾ ロ

計 (11109 0 )  
23 (11402 0)  

72 (21104 0)  
(100 2 (100) 

（注） （1) 補強コソクリートプロック造塀の高さ不明分は調査数に含めていない。
(2) ( )iま合計に対する各欄の数の百分率

多く， 1．2m以下のの被蜜は少ない。

また， 3で述ぺたように控槌のないもの，配筋

批が不足するものの被杏塀中に占める割合は， 7c

れぞれ約85%,24％と大きい。

プロック堺は，その他本調在で定批的には把握

されていないものの，充棋モルクルの充狽が不充

分などの施工上の問題があると考えられるもの，

鉄筋の定舒，継手の欠陥があるものも数多くあ

り，被宙のあるプロック堺のすべてになんらかの

欠陥があったと考えられる。

6 倒壊プロック塀の調査例

倒壊したプロック塀，石塀ほきわめて多数に上

るが，その内の数例について構造諸元等を示すと

表のようである。

表12 個別調査における被害プロック塀の配筋

の有無

無 筋

縦筋・横筋の本数が不
足しているもの
縦筋・横筋の本数が充
足しているもの

不

合

（注） （1) ( 

プロック塀の数

21 
(14. 5) 

(13 

誓
(71. o) 

こ
145 

(100) 

）は合計に対する各欄の数の百分率

朋
一
計
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回調査結果の考察

1 被害率と被害の分布状態

概要調査と全数詳細調在，抽出詳細調査におけ

る被害率より，住戸数を単位とした被忠率は，最

も大きい地域で30-40%，被害の少ない所では0

％の所もあった。

調査数が限られて明確なことはいえないが，大

体において地盤の軟弱な地域，丘陵地城での被害

が大きく，旧市街地である仙台駅付近では被宵率

が小さい傾向にある。

2 被害塀の形態

全数詳細調査個別調査の結果より被害のあっ

たプロック塀，石堺の形態上の特徴は，以下に示

す如くであった。

(1) 東西方向に長い堺の被宙が，その他の方向

の塀と比較して多かった。

(2) プロック塀で被害のあったものは，すべて

建築基郡法施行令渫62条の 8（補強コソクリート

プロック塀）に規定する樅造基部に不適合のもの

であった。とくに，控賠の構造に欠陥のあるもの

が多かった。また，配筋批の不足するものも多か

った。

(3) 控墜に関する欠陥の代表的なものは以下に

示すものである。

・控壁のないもの。

．控壁と塀本体との緊結が不充分なもの。

・控墜が補強されていないもの。

．控監の基礎がないもの。

（4) 鉄筋の基礎への定滸が不充分なもの，縦筋

の上部にフックのないもの等，配筋上の欠陥が朋

らかに原因して被害を受けたプロック塀がかなり

あった。

(5) 充槙モルクルの充填不良のため縦筋の付舒

が得られず， コンクリートプロックが縦筋から抜

けているものが多かった。

(6) プロック塀の上部に鋼製のフェンスを 11］
い，狽部の横筋がなく，塀が一体とならず，被忠

のあった例もあった。

(7) 既往のプロック塀の上へ増禎したために上

部プロックの落下した例があった。

(8) プロック塀を擁堕の替わりにJTIいる例が多

くあった。このような例は丘陵地帯に多いが，平

地の部分でも庭の筑山などによって，施工当初予

測されなかった土圧が，プロック塀に加わること

になっている。

3 被害程度と破壊の形態

図2に個別調在における被習プロック期，石塀

の被者程殿（表 2に定義）別の頻度分布を示す。

同図に示すように，倒壊，大破等の被宮程度の大

きいものほど多く，軽微な被害のものほど少ない

傾向がある。一方，図 3に破壊の形態別（表4'こ

定義）の頻渡分布を示した。同図に示すようにプ

ロック堺は根元から折れて転倒するものが多く，

石塀ほ，ばらばらに倒壊するものが多かった。

4 施工上の問題点

コンクリートプロックには， 目地モルクルと充

棋モルクル（または，コンクリート）という 2種

類のモルクルが用いられている。また，この 2種

類のモルクルは要求される性能が燥なり，したが

って，材料・調合条件が異なる。しかし，厚さが

10C四のプロックを多く用いる塀の施工では， この

2種頬のモルクルの調合を別にすることはほとん

どなく，目地モルクル用の硬練りのセメソトモル

クルをそのまま充坑モルクルに用いることが多

し‘o

また，一部施工関係者は充損モルクルの重要な

役割に対する認識が欠除し，充棋モルクルをつき

棒などを用いて充撰することを行わないこともあ

るようである。さらに，充填を充分にすると，充

損の作業によってプロックが動くことが考えられ

る。充狽モルクル（コソクリート）を充分に充棋

し，鉄筋との良好な付着が得られるようにするた

めには，充棋方法，充槙モルクルの調合に関する

工夫が必要である。

さらに，プロック塀が抜け出たあとの鉄筋のか

なりの部分は1腐食している。これは，充填モルク

ルの非充棋部分に接する鉄筋が，通気差腐食した

ものと考えられる。このように，充填モルクルは

補強コソクリートプロック造塀の耐久性にも大き

な影響を有していると考えられる。

図2 被害のあったプロック塀・石塀の被害の

程度別頻度分布
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表13 倒壊したプロック塀の構造諸元等

喜
厚さ 縦筋径 隈c筋ゑ径チ

縦筋定着
（高さヒ．） I道一倒壊方向

岡査例 所 在 地
頂音11脚部 ッチm 路側1方位(cm) ピッチ フック

1 飯田字河原 (1.6 2) 10 無 無 無

゜
北

2 同上
5 10 望骨 不明 なし 不良 無

゜
西

(1.0) 
7 ，噂。 嘉23 同上 (1. 4) 10 9 ef, 2本 なし なし

゜
南

4 飯田字郡山 (1.7 4) 10 ，噂。 不朋 なし 良 (1mあ@り5m) 

゜
束

5 同上 (1.7 4) 10 9¢@ 800 ワイ2段ヤー なし 良 なし

゜
東

6 緑ヶ丘 (16 .2) 10 4噂。 4 ef, 2段 なし 不明 なし

゜
南

7 同上 (1髭O) 10 ，噂。 思讐謬 なし 不良 なし

゜
東

8 同上 (l~O) 10 
9¢@ 1-9 ¢ なし 不良 なし

゜
東

400-800 

， 霞目
5 10 無 無筋 ／ ／ ／ 

゜
南

(1.0) 

10 飯田（土手畑） (1.8 6) 10 9¢@ 800 91'@400 なし なし あと緊り拮本無体

゜
北

11 沖野 梁3(1.5 0) 10 
91'@ 

中9段¢に1本 なし あり なし

゜
南

800 

12 幸町（大谷石禎） ※4 (15 . 5) 15 なし なし なし なし なし

゜
北

13 同上 鴨86) 10 
9¢@ 

9¢@400 ／ なし なし

゜
北

800 

※1 記入なきものは全てプロック最下段脚部から転倒 (※2 下から 4段目を除く上4段転倒，上4段はかさあ

げしたもので縦筋の定着長は4段目のプロックに長さ約2~3cm)

※3 2段目から転倒 ※4 大谷石戟み ※5 最下段のコソクリートプロックも破損している。

匝まとめ

以上の考察から以下のことが結諭である。

(!) 補強コンクリートプロック造塀で被害のあ

ったものほ，すべて建築基郡法施行令に規定する

控壁の構造，配筋批，定舒方法，根入深さに照し

て不充分であった。

(2) 充填モルクルのため，縦筋と充填モルクル

との付沿性が悪くなっている。さらに，充瑣不充

分箇所の鉄筋が脚食し，長期的な構造性能を確保

するという点でも問題である。

(3) 内部に土圧が加わる等の誤った使用のた

め，破壊した補強コンクリートプロック造塀があ

った。

以上を要約すると，補植iコソクリー 1、プロック

造那は建築甚準法施行令の規定に適合する構造と

し，良い施工をすれば充分耐霰的なものというこ

とができよう。

図3 被害のあったプロック塀，石塀の破壊形

態別頻度分布

0
6
 

0
0
/
 

ー

5
0
%
 

。。
3 4 5

 
倒

壊
大

破
中

破

小

破
軽

微

健

全

59 



! ---------------------------------------------------------------- --
i ： 

l 
！ プロック塀の安全点検 i 

： 
!．．“.．．．．．．．-----.．．．.．．“-----------------------.．．........ ----........．-----------------------...............• --------.．........．.．..．. ｝ 

宮城県沖地裟においてプロック塀，石塀等の倒壊により多くの児童が生命を失ったことを教訓

とし，児旅の最も利用度の高いスクールゾーソの安全確保を図るため県内 241カ所 (63市町村）

のスクールゾーソ（知事設定）内の既存プロック塀，石塀等の点検と，倒懐プロック塀，石塀等

の復旧状況を調査するために，県土木部と市開発局等が合同で実施したもので，パトロールは12

月7日から21日まで延べ 321名で行なった。

(1) バトロール結果の概要

① 既存プロック塀，石塀等の点検状況

スクールゾーソ内には相当数の既存プロック塀，石塀等が点在しているが，今回はこのうち

主要な通学路にあるプロック塀，石塀等総件数10,730件のうち，危険と見られる 1,406件につ

いて機械器具と目視等によって点検したが総合判定の内容は，①安全と認められるが今後の維

持管理に注意を要するものは 390件で27%，②危険箇所が認められ補強を要するものは 886件

で63%，③非常に危険な状態にあり撒去を要するものは 130件で 9％となっており，点検件

数の72％は補強又ほ撒去を要するものであった。さらにこれを調査通学路の総件数からみると

9％となっている。地域別では仙台市が 299件で最も多く以下石巻市の94件，中田町の44件，

泉市の41件等となっている。

また，点検内容を建築基準法に定める技術基部の項目別にみると，①壁厚の不適格のもの72

件，②控壁の不適格のもの 1,237件，基礎の不適格のもの 578件， 鉄筋の不適格のもの632件

となっており，これら不適格のもののなかには粗悪工事と見られる複合不適格のものも相当見

うけられたので危険なものについてはそのつど点検表に不適格事項を記入し，所有者に改善す

るよう指薄した。

②倒壊プロック塀，石塀等の復旧状況

既存プロック塀石塀等の点検と同時に主要通学路の倒壊フ・ロック塀，石塀等のその後の復

旧状況を抽出調査したが，調査件数 379件のうち復旧したのは 215件で復旧率は56%，未復旧

率は43％となっている。

復1日状況を種別ごとにみると復旧プロック塀 154件の内容は再度プロック塀にしたものが

119件で77%，外柵， フェ｀ノスに改良したものが27件で17%，植栽， その他に改良したものが

8件で 5％となっている。

また，復旧石塀61件の内容は，再度石塀にしたものが42件で68%，プロック塀に改良したも

のが15件で24%，外柵， フェ‘ノス植栽等に改良したものが4件で 6％となっており，従前と同

種の塀に復旧しているものが多かった。
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(2) 今後の指瑯

①市町村に対する要詰

スクールゾーン内の主要通学路には，補強又は撤去を要する塀がかなり存在することが確認

されたので，今回調査対象外であったスクールゾーソ（市町村長設定）についても市町村ごと

に点検計画を樹て通学路の安全確保を図るよう要請する。

②施工業者に対する指祁

今回のパトロールと併行して12月3日と10日に仙台市，石巻市，古川市，迫町の 4カ所にお

いて「プロック塀，石塀等施工技術者諧習会」を聞催したが 574名の受講者があり非常に関心

が高かったので今後も業種別諧習会等を開催し，施工技術の向上と安全性の確保について指遜

をしていきたい。

(3) 住民に対する PR

今回のパトロールには「プロック塀，石塀の建て方，点検の仕方及び補強の仕方」を記載し

たパソフレット 3,000枚を用意し点検地域の住民や市町村，施工業者等に配布しPRに努めた

が，今後とも関係機関の広報紙等を利用し，継統的にPRを行う。また，さきに設立した「宮城

脹コソクリートプロック塀，石塀等安全対策推進協議会」が12月1日から県の土木事務所と特定

行政庁である仙台市，塩釜市に相談所を設li!i:し，毎週火II趾日を相談日としてプロック塀，石塀等

の安全対策の推進を図っているので，この利用についても PRしていくことにした。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

生け垣で緑の街づくり l 
'----“"------------“““-----―とこ--こ"“””-------" " ----• -“̀＂--- -----“““"--------こ--ロ-””̂ ”---------• -----“““““・‘“”" -““““こ““-““““““““こ-----------_l 

昔ながらの生け垣が今回の地裳によって見直された。緑を取り戻すことこそ健康な街づくりに

欠かせない条件である。生け垣にふさわしい樹木は数多くあり，花を楽しむ，哭を楽しむ，小鳥

を楽しませるものとしてひば類， さんごじゅ，さざんか， しらかし，いぬつげ，ねずみもち， ど

うだんつつじ， ピラカソサス，まさき等がある。

市では，地震直後いち早く造園業者の協力を得て生け垣展を開いたところ，大きな反響を呼ん

だ。のんびり苗木を狼えることは事故の心配もなく，美観上もいいといわれているように自然に

遠れということであろう。

しかし， 1簡便で工事が容易であることから， コソクリートプロック塀が全市域に広がってお

り，今回の災習をまねいたことによって，補強と対策をせまられた。特に，児窟，生徒の通学道

路に面しているプロック塀について，県建築技能士会，市建築指濁課共々その実態調査の結果，

その多くが欠陥工事であったと指摘しているように，危険なプロック塀が至るところに存在して

いる。一日も早い補強が必要である。
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仙台市生垣緑化推進融資要網

（目的）

第 1条 この要網は杜の都の環撹をつくる条例にもとづき生垣を作ろうとする者に対し，

必要な質金の融質の斡旋をすることにより，都市における緑骰かな生活環境を確保し，

のない安全かつ快適な緑の街づくりを禎極的に推進することを目的とする。

（融沢斡旋の対象）

第2条 市は別に定める柏栽陥拙により，次に定める場所に生垣緑化をしようとする者にその沢金の

一部について融資の斡旋をする。

1 公道に面した沿道で生垣推進指定地区

2 通園通学路として指定された道路の両側民地

3 その他，特に市長が必要と認めたところ

（融沢斡旋の条件）

第 3条 融質斡旋の条件は，次のとおりとする。

1 貸付金の限度額は30万円とし，生垣緑化既，生垣のための土留の工事費及び駈存プロック塀等

の処理費をその対象とする。

生垣作りに

災害の恐れ

32m以下

I 二□下9□□--［ロニ本体Iのロエ｛ナ2すここ下との場合は10cm)
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立面 図 1/30] プロックの空胴部内で継いではならない．

2 横筋を継ぐ場合はその一路を縦筋にかぎが
けすること。

すて

） ―̀ 
割栗石-1断面図 1/30| 
（宮坂県コンクリートプロック迂築技能士会資料）

建築基拙法の目的

建築物の敷地，構造，設備及び用途に関する最

コンクリートプロック塀を築造するときの注意事項

低の基郡を定めて国民の生命，健康及び財産の保

渡を図り，もって公共の福祉の増進に資すること
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2 返済期間は5年以内の毎月均等償遠とし，融賓額に対する利子は無利子とし，仙台市が負担す

る。ただし延滞した場合は年利14パーセ｀ノトの割合で遅延利息を徴収する。

3 保証人は市内に居住し，市民税所得割納付者であること

（申込方法）

第4条 歿金の融資を受けようとする者は，別に定める様式により市に申し込まなければならない。

（融府斡旋の決定）

第5条 市長は前条の申諮にもとづく審在をおこない，適当と認めたときは融狡の斡旋をし，金融横

関指定の上申諮者に通知する。

（融沢金の交付）

第6条 融狩決定の通知を受けた者は工事完了後すみやかに完了届を仙台市に提出し，検査合格後所

定の手続きにより，指定金融機関から融質を受ける。

（緑化協定）

第7条 融狡を受けた者は，積極的に生垣の育成と保護に努めるとともに，仙台市と緑化協定を結ぶ

ものとする。

附則 この要網ほ，昭和54年4月1日から施行する。

を目的とする。 （建築陥拙法第 1条第 1項）

構造耐力

建築物は，自重，禎賊荷眠栢皆，風圧，土圧

並びに地簑その他の震動及び衡撃に対して安全な

構造でなければならない。 （建鉗屈準法第20条第

1項）

塀を築造するときの基部

（建築邸姻法施行令第62条の 8)

補強コソクリー 1、プロック造の塀は，次の各号

C翡さ 1.2m以下の塀にあってほ第 5号及び第7

号を除く）に定めるところによらなければならな

い。ただし，構造計算によって構造耐力上安全で

あることが確められた場合においてはこの限りで

ない。

1 翡さは 3メートル以下とすること。

2 墜の厚さは15七ンチメートル（高さ 2メート

ル以下のものにあっては10七ソチメートル）以

上とすること。

3 槌頂及び基礎には横に，墜の端部及び隅角部

にほ縦に，それぞれ径9ミリメートル以上の鉄

筋を配樅すること。

4 槌内には径9ミリメー I・ル以上の鉄筋を縦横

に80セソチメートル以下の間隔で配低するこ

と。

5 長さ 3.2メートル以下ごとに径 9ミリメート

ル以上の鉄筋を配皿した控槌で基礎の部分にお

いて監面から高さの 5分の 1以上突出したもの

を設けること。

6 第3号及び第4号の規定により配骰する鉄筋

の末端は，かぎ状に折り曲げて，縦筋にあって

は墜狽及び陥礎の横筋に，横筋にあってほこれ

らの縦筋に，それぞれかぎかけして定舒するこ

と。

7 ;!l,礎のたけは35七ソチメートル以上とし，根

入れの深さは30セソチメートル以上とするこ

と。 （建築韮辿法施行令第62条の 8)

8 コソクリートプロックはその目地塗面の全部

にモルクルが行きわたるように組積し，鉄筋を

入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部はモル

クル又はコソクリートで埋めなければならな

い。 （同施行令第62条の 6)

9 補強コソクリートプロック造の耐力賠， I'~又

ほ塀の縦筋は溶接する場合を除きコソクリート

プロックの空ll阿部内で継いではならない。 (11)

4メートル未満の道路添いに築造するときの注意

この法律が適用されるに至った際（昭和25年

11月）現に建築物が建ち並んでいる幅員 4メー

トル未満の道で特定行政庁の指定したものほそ

の道の中心線から水平距離2メートルの線をそ

の道路の撹界線と見なすのでこの線から塀等を

突出して築造することはできない。

（建築基料j法第42条第 2項）

罰則の適用について

上記の規定に違反して築造した当該工事の設

計者（設計図粛を用いないで工事を施工し，又

は設計図粛に従わないで工事を施工した場合に

沿いてほ施工者）は10万円以下の罰金に処せら

れることがある。

（建築基糾j法第99条）

仙台市建築指薄課
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5 宅地よう壁の被害

今回の地震は，地盤災害ともいわれているように， よう壁の崩壊や地割れ，土砂流出によって

家屋に大きな被害をおよぽしている。市の宅地保全課に通報のあったもの， 833カ所を調査した

ところによると，その大半に被害があらわれており異状のないもの60件だけであった。

このように被害が多発した地域は，昭和30年代の宅地造成で，なんら法的規制もなく自由に宅

地造成ができた時代に造成されたもので，大雨毎に石柏等の崩壊を起し，小規模な災害がたびた

ぴ発生していた。旧地形図と被害地を照合して見るとコソターが非常に密な急傾斜で谷や沢筋を

盛土し深いところで20数メートルにもおよんでいる。山を切り取って片押し盛土のヒナ段式宅地

造成の典型といえるものばかりといってよいようである。次の図例がよくこれを証している。

こうした崩壊，亀裂のほとんどは宅地造成規制が厳しくなる以前に造ったもので， よう墜の増

し禎みが大半を占め，余裕ができて増築，造園したのが命取りとなった。昭和40年3月の宅地造

1978宮城県沖地震宅地被害調査結果 (7月5日現在） （市建築部調）

被宙の種類

よう墜の亀裂， 1まらみ

よう 槌崩炭

土砂流出（岩塊落石を含む）

地割れ，地盤沈下

巽状が認められない

件数

482件
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2511 

199// 

6011 

被宮の概要

玉石301件雑割石52件 C.B87件 コンクリート42件

玉石37件雑割石21件 C.B7件 コンクリート 2件

がけ崩壊 7件 法面一部崩壊18件

よう墜に媒状は認められない

プロックの塀倒壊のみや地霞以前からのもの等

建築用プロックで

増梢したが楔型盛

土が一体とならず

裳動・衝繋で後か

ら施工した部分が

全部隣地に崩壊し

た。
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成工事規制前に追られた箇所や玉石やプロックが柏み重ねられたよう壁の背後に砕石など，補強

（裏込め）されていないものが目立ち，堅固に造ったよう墜でも更に上部によう墜を柏み重ねた増

し柏みが，亀裂や，はらみ， 崩壊につながったケースが続出，宅地をより広く利用しようと増し

柏みし増築したり庭園を造ったことから，

被筈の実態を分類すると，

よう壁がその重みに耐えかねて崩壊した例もあった。

①

②

③

 

地盤そのものが軟弱地盤のため家屋の倒壊現象を起こした宅地

旧地形の沢， 沼， 谷等を防災処戦を行なわず深盛土造成した宅地

よう隈構造そのものが不完全なため崩壊を起こした宅地， とに分けられる。

更に現地調査を進める中で単なるよう壁崩壊のみにとどまらず，地割れや地盤沈下が一定地域

に連続集中的に発生している現象がみられた。何れにしても，宅地造成等規制法の許可を受け造

成した宅地と法以前に造られたよう墜の被害を比較すると，許可件数 959件，

区画数約 7,000区画のうちょう壁崩壊 1件（コソクリートプロック軟よう壁）

造成面柏 206ha,

亀裂， はらみ 23

件，地割れ地盤沈下10件で被古箇所計34件と少なかった。その比率 0.5％という事実が朋らかに

なり，宅造法の技術基部に適合した構造物及び宅地がいかに安定しているかを示している。

---→ 
＼ 

盛土部分に築造し

た1;.1耀 1が設動・

袖j!I芦により隣家に

崩落し、建物を破

損した。

表／付すペリによリ

家松の一部が押し

つぷされた。

二は二
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宅地造成等規制法によって許可した宅地（よう壁）の内被害を受けた箇所の件数

種別 件 数 C.B |『ご[| R.C C.B | ；ごt| R.C I盤沈下 I
でI宅造許可 I よう 墜 崩痰 1 よう歴亀裂，しまらみ 地割れ地 計・

45 46 3 8 

46 117 4 2 4 10 

47 218 ， 1 2 12 

48 140 1 1 2 

49 111 4 4 

50 95 1 2 3 

51 110 
I ゜52 108 

I 
゜53 14 

I ゜計 959 1 20 3 10 34 

備考宅造許可件数 959件 宅造完了面戟 2,062,000,/ 予定戸数 7,000戸 被杏件数 34件
被習率 0.5%

階段状の宅造地でよう監が下の住宅に崩れ落ちた
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第4節建築物の被害

一般的な被害状況

市内には，ここ数年間のビルプームでビルと呼ばれる 3階以上の建物が 3,519棟， 11階以上は

50棟になっている。この大半は，マンション，雑居ビル，事務所ビルで占められ，多くの人逹の

生活の場であるが，今回のM7.4の洗礼を受け 3,519棟の大半のビルが何らかの形で損傷を受け

た。なかでも被害が集中したのが市東部で，全壊したもの 6棟に及んだ。その内の卸商団地で

は， 286社が張りついているが，この内全壊が 3社，半壊が 262社， 3分の 1壊が 3社， 4分の

1壊が 1社と大きな被害を受けた。主な建物として，バロマ仙台支店全壊，矢崎総業KKが1階

倒壊，オビサソ仙台支店，木下綿行，太洋漁業東北支店，丸吉仙台店などが 1階部分倒壊や陥没

というものであった。

この地域は第 4種地盤 (ii吹弱地盤）で，泥炭層の厚い分布地や砂丘の間の後背湿地に盛土され

た若い造成地であった。また，卸商団地は昭和41年に都市計画によって流通業務地区に指定さ

れ， 43年に造成されたところであるが，以来，何度か地盤沈下が起っていたところであり，全壊

した 6社のうち 3社はこの団地周辺に建っているものである。

次に，マンショ汎ま，最近とみに急増し，大型化，高層化してきた。市内には， 11階以上の翡

附マソショソが14I康存在しているが，これらをみると，被害の状況が地域によって大きな差がは

っきりしている。第 3種地盤（平野のうち，河川に沿った扇状地の砂地盤）と第 4種地盤に建て

たマソショソの被害がひどく，サニーハイツ高砂 (14F190戸），八本松マソショソ (14F 433 

戸），京急プラザ (llF260戸）， シャソポール石名坂 (llF172戸）， ニュースカイマソツョ｀ノ

11F225戸），東仙台マンツョソ (7F 138戸）等しま被害が甚大である。特に， 中問部分の 5階～

10階までがひどく，玄関ドア周辺部には，ほとんど大きな亀裂が走り，鉄扉が変形し， ドアの開

閉が不可能となった。多いところで， 100戸にものぽったところがある。又，ペラソダや通路と

なっているところの手すりが変形し， コソクリートとの接続部分をえぐり，少しの力でも落下寸

前のところもでた。

日大理工学部応用地質研究室長の守屋喜久夫教授は 6月24日，読売紙上において「ガクガタ仙

台マ‘ノショソ原因は軟弱地盤」という見出しで， ビル傾斜など，建造物の被習が出た地域は，地

下20メートル付近に極疫に弱い地盤陪があり，その上下を比較的強い砂層がサソドイッチ状に挟

んだ形になっていることを突きとめた。これは，新潟，十勝沖地霞でビルの倒壊があった地層と
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ピタリ一致しており，軟弱地盤上のビル密集地区をかかえる東京都など，全国都市が大きな地震

に製われれば，同じようなビル被害が続出するのではとし，古い第 3紀陪の旧市街は地陪が硬

く，ほとんど祓害がない。これに反して，周辺の新典住宅地では，傾斜面に並ぶ低囮家屋やプロ

ック塀に大きな被害を受けているが，よく観察すると被害が出たのは，山を削って盛土をした

り，谷を埋めた場所に限られている。それ以外は洪軟台地のため地暦としてはよく，被害を免れ

ていた。問題は，国鉄貨物線と国道4号線バイパスの東の海岸寄りの地楷，貝塚分布図をもとに

地恩を調べたところ，ここは 6千年前までは海だった所，七北田川が迎んだ砂で出来た沖柏地，

昔，海岸線だった卸町地区を中心に， 3階， 4階建で 1階部分がつぶれたビルが集中していた。

特に，住民に大ショックだったのは，霙庶7に耐えられる設計になっていた「サニーハイツ高

砂」（仙台市福室字高砂駅西， 190戸）が 1, 2階と， 13, 14階を除いて壁面が落ちたり， ヒヒぐ

が入り， ドアの開閉もできないほどf紡めつけられたこと。同研究室では， ビル建設前に行なった

「標準貫入試験」というボーリソグによる地質強度試験を分析した結果，地下 18メートルまで

は，砂を主とした，比較的安定した地質で，強度を示すN値も20から40と硬い。ところが， 18メ

ートルから23メートルの問が， 一転してii炊らかいシルト状の粘土で， N値は一挙に 10以下に落

ち， 23メートル以下になると，もっと硬い砂れき府となって， N値も最大50にはね上がる。つま

り，同マソショ‘ノの地下構造は，軟らかいコソニャクを丈夫な地層でサソドイッチにしたような

不安定な地隠「恐らく N値50の層まで基礎を打ち込んであるので，上からの圧力には強いが，今

疲のような横揺れには上の建築物には，かなりのショックがかかったものと思うと指摘してい

る。

更に，同室では，十勝沖地霙 (M7.9)の時の北海道の

函館大学校舎や，青森県の三沢商業高校が共に，仙台の

サニーハイツ高砂とほとんど同じサ‘ノドイッチ状の不安

定地層の上に建てられたとし，昭和39年の新潟地霞 (M

7.5)でも同じような地展に弱いサソドイッチ層で， ビ

ル被害が出ていることを確認している， と云っている。

又，東北大学工学部土木工学科で昭和49年，市東部に

おける地盤の沈下に関する研究をしたその中で「仙台市

周辺では，東部の苦竹地区で，沈下が激しいこの地区

は，国道45号線と仙台バイパスという交通動脈を挟み，

工業地帯となっており，大小合わせて 600の工場， 倉

庫，運輸業等が集中しているが，もともとは，海岸平野

の延長地帯であり，地表下にはかなり厚く軟弱地盤の層

が分布している。更に，梅田川以南の一帯は，大半盛土

サニーハイツ高砂の地中強度図
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による土地改良が加えられているこの層厚は，浅い所で 0.5メートル，深い所で10メートルに達

している。沈下は地下水位の低下に伴う地表下の泥炭屈粘土層の脱水による圧密と，盛土に

よる圧密とが複合して起ったものと考えられ，最大で30センチメートル以上に及ぶ所がある。

又，地形区分からの地質特性として，仙台湾に沿って発達する平野の大部分は，沖梢世の最大海

進以降の海退期に伴って陸化され，形成された沖禎海岸平野である。この平野の深部には，第三

紀層や中古生代陪から基盤陪が複雑な凹凸を示しながら分布している。当苦竹地区はちょうど溺

れ谷の部分に相当し，珀岩深度は50メートル前後と深くなっている。平野は海岸から内陸部に向

って，①現海浜，②3帯の浜堤群，③後背湿地あるいは河川しまんらん原，④平野後背段丘地域，

⑤丘陵高位段丘地帯，⑥山地という配列をとっているが，福田町付近は後背潟地に由来する堆戟

物である泥炭が分布している。苦竹イソクーチェソジ付近は，深さ約 8~10メートルのきわめて

軟弱な地盤となっている。この軟弱層を大別すると，沖禎世の福田町層と岩切層とに分けられ

る。福田町陪は，湖沼～低湿性堆梢層で泥炭と有機性粘土を主体とする典型的な軟弱層である云

々」と，論じているが，このことは東北工大の神山助教授も軟弱地盤であることが，鉄筋ビルの

地盤の良否をあらわす地盤種別

第1種地盤（山地，丘陵地）

地盤が建物の周囲相当の範囲にわたって，岩盤・硬質砂れき層•砂まじり硬質粘土層，その他主と

して第 3紀以前の地盤によって構成されているもの。

第2種地盤（扇状地，段丘）

地盤が建物の周囲相当の範囲にわたって，砂れき層•砂まじり硬質粘土層・ローム層•その他主と

して洪積層によって構成されているもの，またほ厚さがおおむね 5m以上のれきもしくは砂れきから

なる沖積層によって構成されているもの。

第3種地盤（普通の沖戟平野）

第 1 種•第 2 種および第 4 種のいずれにも属さない区域の基拙的な地盤で，砂層•砂まじり粘土層

・泥土層・泥土など，主として沖積層に属するもの。

第4種地盤（軟弱地盤）

署しくii灰弱な地盤で，次のいずれかに該当するもの。

（イ）腐植土・泥土その他これに類するもので構成されている沖積層（盛り土を含む）で，その深さ

がおおむれ301"以上のもの。

（口） 次の各条件に適合する埋め立て地

(a) 沼沢・泥海などを埋め立てた場所であること

(b) 埋め立て土が，ごみ・泥土その他これらに類する軟弱土であること

(c) 埋め立ての深さが，おおむね 3m以上であること

(d) 埋め立てられてから，おおむね30年を経過していないもの
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被害となって表われたとしている。新潟地震においても地盤的な理由があげられたが，建物自体

には吸狽はなかった。しかし十勝沖地裳では，今回の宮城肌沖地擬同様，建物自体に破損を生じ

た十勝沖地裳後， 日本建築学会では，建築学の専門家を動員して実態を調査した結果，

・鉄筋の批が不足している。

・柱や壁がたりない。

・増築する場合の継ぎ足し部分の設計施工が悪かった。

•青森県，北海道南部の砂利が粗悪でコソクリートの強度が不足，又， コソクリートの打ち方

も粗雑だった。

学問的には一定の基準を保っているならば鉄筋コソクリート建物は地農に対しての強さを誇り

得るが，現実的には粗悪もしくは粗雑のために破損を受けていると指摘した。

東京消防庁では，過去いくつかの経験を基調として，地盤に弱い建物について， 9つのポイソ

トとして次のことをあ

げている。

・地盤の軟弱な楊所

に建っているもの

・基礎工事の不完全

なもの

・問取り及ぴ形状が

不整形なもの

・建物老朽化したも

の

・工事が粗雑なもの

・開放的な構造のも

の

70 

・柱などの構造部材

が細いもの

・継手，仕口の不完

全なもの

・屋根が重いもの

サニーハイツ裔砂 (14F)の被害の樅様を報じた河北新報



こうしてみると， どれもが粗悪もしくは粗雑ということになるが，地盤の軟弱という点につい

ては，木造であれ，鉄筋コソクリートであれ，一様に危険性をもっている。そして， 9つのボイ

ソトとは別に，鉄筋コソクリートだけに絞った場合，次の 6つに該当するものは弱いとしている。

・レソガ戟みを墜体とした張壁式のもの

・鉄筋コソクリート壁の少ないもの

・鉄筋の入れ方が不適当なものや少ないもの

・鉄筋継手の重なりの短いもの

・構造体の剛性の小さいもの

・工事が粗雑なもの

なお， ビル被害で欠かすことのできないものに，窓ガラスがある。窓ガラスの破狽には，

④ ・ヒビ割れは発生するが飛散しないもの

R ・ヒビ割れの発生後，落下飛散するもの

の， 2つあるという。その内，南郵便局，建設会館，熱海ビル，宮城県医師会館など，網入ガ

ラスの破壊はすべて①であった。富士ビルの場合は，また，はめ殺し窓総数240枚の内，①の破

壊が60枚，⑨が57枚で，その半数近くが屋外及び屋内に飛散した。第 1ビルでは， tまめ殺し窓

総数720枚の内，①の破壊が89枚に対して＠は 1枚という対照的なものもあったし，育英高校で

は， 300枚がヒビ割れ，県立工業技術セソクー 300枚がヒビ割れと，大きく被害を受け＇た。全

壊，半壊したビルの分も入れると，相当な数になる。ガラスは落下によって，鋭い凶器と化す

が，幸い死者はなかったけれども，窓ガラスについて， 2月の地擬の教訓を生かしたビルとして

7月7日河北夕刊（別添）に載せている。また，落下するのに煙突の倒壊があった東北特殊銅45

メートルの煙突が 2本，中ごろから折れて倒れ，型和学園，丸光デバート，宮城県農協会館など

でも起ったが，人身に被害はなかった。

その他の被害として設備関係がある。仙台市消防局がまとめた建築設備等の損偏は，エレベー

クー64件，ボイラー82件，給排水設備41件，冷暖房設備17件，高架水槽2件，ダクト 15件，防火

建築物の構造別被害特徴（建設省建築研究所）

(!) 壁式鉄筋コンクリート建築物

ア 不同沈下等による応力に地露による応力

が加わったことによる一方向のせん断ヒ

ピ割れ

イ コソクリートの打ち継ぎ面のずれ

(2) 鉄骨鉄筋コソクリートの建築物

ア 鉄骨鉄筋コソクリート骨組に取り付く鉄

筋コソクリートの壁のせん断破壊，特に廊

下側の槌の被忠が頻著でこの墜ほ構造設計

時に非耐力槌として扱っている。

イ 柱梁の骨組は地捉による顕著な被害は認

められない。

ウ 廊下側の鉄筋コンクリート壁の破壊によ

って， ドアの開閉ができなくなったもので

ある。

(3) 鉄骨造りの建築物

ア ラーメソ構造1l)剛性不足。

イ プレース或はプレース端接合部の破断。

ウ 仕上げ下地の腐蝕，老朽化等がある。

7l 
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2月の地農の教訓を生かした窓は
壊れなかったと報じた河北新報

仙台市東部の被害は特にひどかった。ビル
が傾き 1階部分が無残な姿となっている



戸14件となっており，消防用設備では消火器56件，屋内梢火栓設備97件，スプリソクラー設備12

件，避雌設備 8件， 自動火災報知設t11i11件，非常放送設備 4件となっているが，これは市内1,500

件の主な対象物を調在した結果であり，何れも被害の程度の差が地盤の強弱によってはっきり表

われている。建築物の耐震設計は，人命第一主義を基本原則であることを再認識すると共に，安

全はクダでは買えないということを施主は知るぺきだし，施工者も仕事確保優先主義を戒め，安

全を甚調とすることに大きく脱皮すべきであることを教えた。

2 鉄骨造建築物の被害状況

建設省建築研究所が実1祭に調在した今回の地裳による鉄骨造建築物の被害は，その件数，被害

程度において，これまでの地裟による被害をはるかにしのぐものであり，我国の鉄骨造建築物が

初めて受けた本格的な地霰被習といえるとしている。また，被害の特徴として重複する面もある

が次のように述べている。

① 被害程度の極めて大きな建物（倒壊ないし大きな層閻変形）がでたこと。

② 施こlこの未熟ないし，不良が目立つこと。

R 設計の不良が原因と思われる被害があること。

＠ 筋述いの被宮が多いこと。

⑤ 二次部材（内外装材）の被害が著しいこと。

を，あげているが，①に関しては，本年 1月の伊豆大島近海地震の被害でも，倒壊した建物があ

ったが，それは完全な施工不良が原因であった。しかし，今回の被害には， 目立った施工上のミ

スはなく，設計も普通程度のものも含まれていることが今後の検討課題だ。②及び③については

従来からこの種の原因で地襲被習がでることが懸念されていたが，それが現実となったといえ

る。④については，これまでの鉄骨造建築物の代表的地震被害であって，特に今回に限ったこと

ではない。しかしながら，十勝沖地震などで筋逮いの被害が指摘されたにもかかわらず，過去の

教訓が一向に実際面に生かされていないことが明らかになった。多くの筋違い材の被害を調査す

ると，筋違いの取付接合部および中間接合部に，設計•上の配應の不足，ならびに施工不良が染中

していること。 (5)についても，伊豆大島近悔地震で， ラスモルクルの外装材の被害が目立った

が，今回の地震でも，この外装材が著しい被古を受けた。

鉄骨造の内外装材の被，•lfの原因としては，

① 構造骨組の剛性不足により， 1人］外装材が1オ組の変形に追随できない。

② 筋迎い材の、砂断が①の状態をまねいた。

③ 仕上げ材の楠造’骨組への取付法が不良である。

④仕上げ下地の腐蝕，老朽化が進行している。

この他， ラスモルタル仕上げでは，外装材の自重が大きいため，恨性力で外装材だけが被害を
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受けたものが多い。近年，多用され始めたALCパネル帳壁も目地の亀裂や開口部付近のせん断

級壊が生じているとしている。

なお被害を受けた鉄骨造建物は肌下で75の例をあげているが仙台市内がその内62にも辿してい

る。

被害をうけた鉄骨造建築物

吋＿—-建築物名称 I所在地 I規 校 被 害 概

（建築研究所調）

要

第 1群：倒壊（再使用不能）

1 セメソト應イロ 1卸町

2 I K金物店，倉叩卸町

s建材倉庫扇門 1号棟 プレース接合部破断。柱脚移動。

3 I 二丁目 山形 1
2号棟
山形 1

4 | Gボウリング場 1即＇r | 1 |大屋根落下。大破。

j 倒壊

桁行 (EW, H柱弱軸）プレース(¢)端普通ボルト破断。
桁行に傾斜 (1/30)。銅緑等 2次部材溶接部破断。

5 M商店事務所 扇町 純ラーメ 3 Fのみ1/15層問変形。 3Fの柱局部座屈。
ソ 4 

6 U牛乳直売店
長町四丁目

L G S 1 !FL 傾斜，内外装大破。
+w 1 

7 T 商 店 長町 I LG S 2 I I部隅柱より倒壊。他組立柱弱IIi，h方向 (NS)に傾斜(J/15)

8 | T 迎 輸倉庫 1原町南目| 2 | }L網プレース全部 (1F)破断， 1 F, 2 F共に領斜。

, 1仙台市ガス局 1原；］贔田原 I I ガスパイプ破断→火災→クソク爆発

10 | N製作所事蒻尻 1中 倉 I LGS 2 l柱頭部（ ）崩壊により 1F桁行 (NS)方向に倒壊。

11 Is店舗付住宅遠見塚 3 プレース破断，内外装材大破。一層弱iloh方向に4傾斜。

12 T 工 場 苦竹 LGSl 組立柱，柱頭部による倒岐。

13 弥栄小体育館I I破壊。地盤の破壊による。

14 s 倉 庫 白山団地
号1棟山,2形,4 2 

3棟同じ建物。 3棟中 1棟は 1階倒壊，他の 2棟 1階柱に層

N←i― 問変形。

□ l~I 
|~II三I 3闘, 8, 9 

□ I~ 10 
1 

I 3|口 号6棟山,7形,2 5 

□] 
15 G組合併^ 設'JI倉務所／ill 偏平山形 2 1 F桁(行L)(E接W合,H柱(H弱T軸ボ， ラーメでン破＋断プまレたーはス座構屈造） プレ

ース ， 部 ルト） （全描
而）。
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叫 麟 物 名 称 I所如也

I 
I 

虹2群：筋違破既柱脚破拍

16 k処理工場 i卸 町

17 IA紙 業 倉 即 1卸 IIIJ ! 

規
模 t 被 ¢ャ•

‘匹 概 要

lF外柱 (H)，柱頭柱脚源性変形． 柱脚コ‘ノクリートひび
訊 1F中柱 (O)象敗柱頸部隅肉溶接全周破断柱頭
柱膊局部座屈。桁行， J蜀両方に依斜（小）壁面二沃部材
(C)破損。堕（モル

1 I屋根面水乎プレ ス破断

山形 ll桁行 (NS, H柱弱稲）プ V→ (L)座屈，屋根プレース
（¢)端普通ボルト破断，梁間（ラーメンI/Ii造）方向に傾斜
（小），外歴脱落。

18 | K 倉 血 1卸町五丁目1元ラット

I 

叫D共 同 倉 即 I卸 町 1

20 | H木材事務所 1扇町

桁行 (NS)プV-ス（L)端普通ボルト破断 (1個所）内
外監小破s

I I 

21 ̀幸町

,~ 

291~;-;芦日凸l
一丁目！

30 1 Bエ機ビル（借） 1萩阿 I 

31/ 

1 I プレース端ポ／9卜破断小艇

ァ1 F純ラーメ 1/(F形柱）樅造破害無し，墜（プロ 9 /1，モ
ルクル）ひび割れ，はく落。 2FH柱弱軸方向プレース
(T),接合部 (HTボルト）で破断（接合；での断而欠狽

大）または座屈。床プレース，小梁，大梁，贔合部のHTボ
lレ9ゆるみ散在a

鋼管プレースクーソパックル抜出，ガ七，卜変形，•水平プレ
ース座屈，

3 Iプレース破既外装内装小破。

2 l 外装モ）レク）レ脱落， 7'ぃース破断。

2 プレース (L)［屯屈，・プレース接合和レト破断，正疇
(1部吹］接部（柱との接合）する肉破断，プレースガ七ットプレート

抜） 沿接部柱（口型）剥臨はりボ）レト接合郡すぺ加
2FL鉄筋プレー:i,ボルト接合破断，外墜スレート板蜘1j

さ離，階段室まわり中破建物館i斜3

I 
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a
 

＂＂ 建築物名称 要

M 
32 

工

lFL傾斜。

組立柱ラチス材 (12¢)座屈による柱のゆがみ，中柱（ ）， 
局部座犀桁行 (EW)プレース（ef,)端普通ボルト破断梁
問方向に領斜（小）

傾斜。アソカ一部破壊。隣接民家に被害慈

lF桁行 (NS, H柱弱軸）プンース（1),接合部 (HTボル
ト）で破断または中問部溶接継目（不良）で破断。リフトコ
アまわりプレース（L)，接合部 (HTポルト）で破断また
ば座屈;1 F傾斜（小）。天井プレー 7, (y,)ゆるみ。
2 F桁行プレース（¢)端普通ポルト破断。

42 
桁行 (NS)プV-7'(L)端普砿ボJレ臼破断，プレース座
屈，ガ七ットプ Vート変形。外壁（モルクル）ひび割れ，落
下。

43 

「所在i⑲-I規校！

三貸ビル閉lプレース破断：座屈，：麟問変：韮礎コノクリ這E限

工場椋2

33 | D ピ ル 16丁目 1 2 1 プレース破断，外攣饂

狐 Iメソライト柱機 1鉄鋼団地i 3 i プレース端ボルト破断，蒟礎小破，

35 I H 商店ピル 1麻 砂 I 3 ！釦頭局部座屈，プレース接合部破断“

36 1 I ピ ル I 鹿野~I 3i クト装ラスモル全而脱落，
1 13-3 

37 l東北工大3号館l八木山 I LGS 2 ｝プレース座屈，内装モルクル亀裂。

38 I賛蒻E子工！八木山 I 2 Iプレ→破断，プロック糖落下。

39戸~ 1.L~ふ

ニ 2

， 
W 商店倉叩

I学校体育館 1泉市 I斜交アー
チ 1

1階プレース破断，柱に屑問変形。

ギャラ〗ー上部桁行 (EW, H柱弱軸）プVース（L)，接
合部 (HTボルト）で緑空部より破断または座屈さ
ガ七ットプレー臼変形。

第3群：内外装，天井破壊

45 IM 
I 

46丘7， ーバー
i 

商 琳 卸町団地 4
 

外装ラスモル落下，

昴 町 大スパン'
ラーメン

天井（ポード），要側内装（ポード）
次部材( ) 1部局部座屈。

の落下，委側縦方向 2

47 ト
ルビ

ッテー
会

第
商

長 町 4
 

ALC版（モルクル吹付）依1）落，床亀裂 (ALC版床）陪段
室危裂，一部地盤沈下。

祁

49 

印
長 町 東

51, 
I ， 
R 

目

原町苦竹 I純ラーメ
ン 3

52 

Aブリント社 ALC版危裂。

'‘ ィ ッ 逮見塚 4
 

通路側 (W面）桁行 (NS)ALC壁，開口部まわりでひび
割れ，脱落。鋼製階段下側吹付被覆材剣落。

53 k
 

住 宅 逮見塚 2
 

外墜材脱落。
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Na 建築物名称 所在地 規 校 I 被 宮 概 要

54 IN 商 事 1遠見塚 2 桁外行槌 (EW, IIレ）F柱T,割 2 F柱H弱軸） 方向に似斜（小）。
（モルク ひびれ。落下。

55 （K宮会城館県大民ホ会ー館ル） 
国分町 s屋根梁 ト 天井材等吊物落下。展根構造無被宙。

ラス

56 
東北かねた 大丁和目町11五

2 外墜RC版亀裂。

57 N 輪 業 1根岸 2 外墜モルクル倒蕗，地盤沈下。

叫東子工北高工体大育砥館
八木山 1 I H形鋼アにー亀チば裂 り，ボルト接合部横すぺり，窓まわりラスモ

ル，外欝 。

591 K 倉 庫
六春丁日社目南

1 外装材剣蕗。

60 サイニイ仙台 六丁字屋目敷
1 外装材倒蕗。

61 
長女班谷門学柳校

支倉二 RC3 外装ラスモル大破。
丁目 +S1 

講T（東営北）ff大/Ii学記盤念
川通内り大橋 偏S屋根乎 内装（天井）落下，小破。

63 トラスア
ーチ

マンツョソサニーハイツは外周の亀裂

もひどい
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第 5節 商工業関係の被害

商 業

宮城県沖地霙は，商工業関係にも大きな被害をもたらした。商業関係では，商店，百貨店，ス

ーパーマーケットなどの商品陳列ケースが倒壊し商品が散乱破損した。酒類，瀬戸物類，ガラス

製品，阻気器具なども破損捐傷した。・ガラス，時計，精密器械などの店舗でも，崩落，転倒など

によって商品価値が激減して営業に支悴をきたすなどの影瞥を受けた。なかでも酒類販売店ほ酒

の洪水になったという。このように商品の被害は全市域にわたった。また市内飲食店などは，ほ

とんど都市ガスを利用しているので建物や什器，備品類に多くの損傷を受けたうえに，都市ガス

の供給停止によって相当長期間にわたり休業を余儀なくされた。商店の中では100万円～200万円

の損害となった店が多く数えられたのである。
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魚屋さんの店舗がぺちゃ
んこにつぷれた一長町

（河北新報社提供）

倒壊寸前になった店舗付住宅をレッカー車で
解体中一遠見塚 （河北新報社提供）

酒類の倉庫内品物の倒壊によって，酒の洪水
となる一日の出町 （河北新報社提供）



2 卸商団地等

仙台市東部の沖梢陪平野に立地された卸商団地， 自動車整備工業団地， 倉胆団地， 印刷工業

団地，および機械金屈団地は総て大きな被習を受けたが，その中で卸商団地は集中的な打撃をう

けた。卸商地倭対策本部がまとめた被害実態調査中間集計（組合員 280社，組合 7共同事業所）

によると，全壊し再建の必要となった 3社の外， 3分の 1壊が 3社， 4分の 1壊が 2社， 1部壊

が243社で，建築物損者額19低8,000万円となっている。また，各社の商品のうち，食料品，缶

詰類，瀬戸物，ガラス製品，紙，プラスチック製品，家具，板硝子サッシ，新建材，金物，機械

部品，家電製品などに被害が大きく，繊維製品があまりないほかは建物同様ほとんどが何らかの

被者を受け，その額15億4,000万円という。その後の返品などで被宮額は流動的であるが 1社平

均の被宮額は，建物を含め 3,500万円に達するというものであった。

このように，倉即の商品はほとんどという程倒れ，崩れ落ちた商品で足の踏み場もない混乱を

呈したのである。

卸商セ｀ノクー理事長翡栂由松氏は，「卸商セソクーは， まさしく激甚災害地， だけど取引先の

株式会社木下綿行仙台支店の全壊状況 オビサソ仙台支店は1階部分が地下に
（卸商七ンクー提供） 埋没した （卸商七ソクー提供）

木下綿

' 百竺量

『総業仙台支旦：／三

卸商団地のセト物倉庫内の破拍した状況 仙台卸商センター位置図
（卸商セソクー提供）
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小売店も被害を受けている。卸商，問屋

といったって中小企業だから， いつも

500万円～1,000万円の金繰りに苦しんで

いるむそこに，

同人は，

このような被害じゃ手形

も下るせないし， 小売店に催促もできな

い。今一番ほしいのに低利無担保の復

旧迎転資金なんです」というように，

の惨状は，すさまじいものであった。

そ

自己の経営する会社も 1低円

の損害を受けているのにもかかわらず理

事長として翌13日対策本部を設け， 建

設，金融商品，設備税務の 5部門に

分かれて対策に当り，奔走中であるが，
商工業関係で最も被魯の大きかった仙台市東部卸
商団地I!)被害状況を報じた河北新報

1978年宮城県沖地震被害実態調査中間集計表（昭和53年6月29日現在）
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8,000 

197,952 
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8月「組合員286社全部で100億円を下らない拍害」と発表している。また臨時総会を開き， 1組

合員当り最邸限度 1,000万円の災害特別融質枠を新たに設け，被災による組合員の資金需要に応

ずることとするなど復典にたちあがっている。

3 卸商団地の被害実態

東北大学工学部建築学科志賀敏男教授の研究室において，卸商団地の全数についてその被害の

実態を調査し，その結果をランク付けしたところ，次のとおりであることが判明した。

被害ランク

対集：一般的な中 1il:/i1 R C 建物

ランク 披也状況 スケッチ

小

被

沓

村'・",t:共にjiII!9が軽微か、もしくは

はとんどなかった建物。
□‘

、

―

2
 

RC問やl府段屯まわりの限にせん断ひ

ぴ割れが見られ、杜には-→-11i＼に軽微な

iII｛りが見られる建物。

9 1’ 

•• 

i
 

ー

支り．＇`
3
 

札に典'¥'!(1りなせんItirひぴ割れ、 1111げひ

ぴ'，'i1]れが見られ、 RC隙にはせん断ひ

ぴ割れが見られる建物。

4 

!Iのせん断ひび割れ、 ,11,げひぴ割れに

よって印直）か如Ii、I帆l1しているのか

見られ、 1応叫1iIl9も大きい建物心

大

被

也 5
 

杜• 9代が1il岐に到った建物。
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仙台卸商団地の全数調査

東北大学構造学研究室

構造学研究室では， 197炉F宮城賑沖地囮で被害の大きかった仙台卸涸団地の全建物286件を対象

に6月16日～22日の期II月，被害調在を行なった。

［調在内容〕

庄物概嬰；所在地，構造種類，屈数，竣工年，キープラソバイル打の有無，種類，本数，寸法。

被乳1概要； RC建物に対しては，あらかじめ被害の固度を 5つのランクに区別し，これに従って

被富程庶の大まかなラソクづけを行い，建物各部の被害状況を謂査した。

参考質料；建物の図面に関しては，仙台卸商七ソクーの協力により§ほとんど全ての建物の図面

を（柑りることができた。

〔調査結果〕

1) 構造別建物数

こ

叫

[

RC追 l

68・ド： 1 

s造［豆噂i計

311: L三1
2部

100% 

2) RC造建物の被害ランク別件数

＼ラソク
数‘‘

件教

比 率

3
 

ー
町
判

2
 

5
 

＿

1
 ．

 

46
虞
一

1

1

`

.

 

4
 

7
i
 

.j-

， 
4,6% 

4 1 5 

9 1 3 
4.6% 1.5% 

4 工業

工業部門の被害も大きかった。大企業のうち東北石油株式会社仙台製油所の直接被害額40低に

及ぷク｀／クの底板破狽，側板変型などによる油の流出被害や，仙台市ガス局の復旧 1カ月を要し

た被害のほか，主な企業としては仙台コカコーラボトリング，東北金屈工業，東洋製缶，キリン

ビール仙台工場などの製造工楊などは，天井の一部落下，窓や壁の損壊，亀裂槻械類の損偏や

機械器具の横ずれや製品の肌偽，荷くずれなど多発し，復旧のため操業の短縮あるいは休業が強

いられた。その中で，東北金属工業の場合は，誼傷者が4名も発生し，一時生産機能がマヒする

というひどさであった。

そのほか被害が集中した市東部の自動車整備工業団地，倉即団地，印刷工業団地，機械金属団

地においても機械器具の拍壊や転倒などの被害が多発したc このように各工場のほとんどが何ら

かの彼者をうけ，地霙の後逍症ともいわれたガスのストップ，水道の中断等により休業するとこ

るも多く出たのである。工業部門の被害額は大企業71億 7,368万円，中小企業50億円に及んだ。
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！ 震 災 を ふ り か え っ て

東北石nll株式会社

社長 田 山 正 男

去る 6月12日の宮城典沖地農により，当社

クンク87基の中 3基が破損し，合計68,100/d

の重油が構内に流出し， その一部約 2,900ke

が，排水処理施設の最末端であるガードベー

スンより当社尊用水域へ流出しました。流出

油は，すでにいち早く展張されたオイル・フ

ェソスにより，それ以上の拡散を食いとめ，

港外への流出を防止することができました。

流出油の回収作業は， 被災直後から開始さ

れ，消防局， i毎上保安部をはじめ，関係当局

のご支援， ご指部を得まして，早期に回収を

終り，現在はタソク類の保安，点検に力を注

いでいます。

今回の災害は，直接的損害額だけでも40低

円をこえる見込みで，当社にとって大きな打

撃でありますが，不幸中の幸ともいうべきこ

とは，二次的な被害を一切出していないこと

です。すなわち第一に，火災を生じなかった

こと，第二に人身事故が皆無であったこと，

第三に，流出油の港外への拡散を阻止でき，

第三者に一切迷惑をかけなかったことです。

さらには，出荷について，東北電力新仙台火

力および仙台市ガス局向けについては，関係

設備の保安点検を最優先で行い，いち早く供

給を開始し，民生安定に貢献できました。

特に，海上流出油の拡散防止については，

関係方面でも，水島事故の教訓を生かしたと

高く評価されています。

(6月23日付「海事新聞」）

東北金属工業株式会社

取締役星 光 大

6月12日突然襲った宮城県沖地霙は，約10

分程前に前ぶれの地擬があり，緩かな比較的

長い揺れがあったが，その後の突き上げる様

な本麗に瞬間なす術もなく，只々本猿の治ま

るのを待つだけであった。この地農により当

社も多大の損害を受け一時的に生産機能も麻

痺してしまった。

重偽者4名，建物破損十数棟3トソ天井走

行クレーンで操業中のオペレーターが，クレ’

ーソもろとも地上数 mの高さより落下したの

を始め，避難しようとして建物のモルタル壁

が崩れ落ち，その下敷きとなり 3名の重勒者

と1名の軽傷者計4名発生した。生産設備で

は電気炉内の台車タイルの転倒や，加工機械

等の芯ずれ等が発生し，建物についても外壁

破損や屋根及び間仕切り破損十数棟の被害が

あった。

対策本部設皿と二次災害の発生防止

混乱する中で対策本部を設低し，怪我人の

人数状況の把握，並ぴに二次災害発生有無の

確認を行なった。幸いにして火災爆発も無

く，当夜は若干の保安要員を残し他は帰宅さ
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せたc

教訓と対策

幸いにして終業後の地霞で，もし就業中で

あったならどれ程の負傷者が出たろうか。建

物外墜等については今後その構造に十分検討

の余地を残し，地震時の対策はあわてず屋外

へ飛び出すよりも，机の下へもぐることなど

の指磁徹底が必要である。又棚や積み重ねら

東北金屈の 3トンクレーソが天井から落下

84 

れた製品の崩れ落ち，璽批物機械の移動等に

よる人身災害を防止するため， その固定方

法＄ レイアウトの再検討がぜひ必要である。

大きな打撃を受けた生産設備ふ関係各位

の努力並びに従業員の協力により非常に短期

間で生産を再開することが出来ました。

（東北経連月報 8月）

位メートルの産突が16メートルで折れた
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都市施設の被害概要

第1節土木施設の被寓

第2節 ガス供給施設の被害

第3節上水道施設の被唐

第4節砒力施設の被甚

第5節 電気通信施設の被杏

第6節 交通施設の被杏



第 1節土木施設の被害

1 道路・橋梁

今回の地霞による宮城肌内公共土木設施の被害は，道路，橋梁，河川，砂防施設，港湾施設と

広範にわたり，県対策本部の発表によると，被害箇所 1,488カ所，被害額 262億5,691万円という

大きな打撃を受けた。

このうち，仙台市内の道路では，旧市街はほとんど被害が見られなかったが，新しく造成され

た団地の道路に被害が続出した。

なかでも，鶴ヶ谷七丁目では延長30メートルにおよぶ法面崩壊，路面陥没，長町字ニツ沢にあ

る東北少年院前の延長50メートルの道路に土砂批 5,000立方メートルの土砂崩れ，また恵和町の

延長30メートル深さ 2~3メートルの道路陥没など，いずれも宅地造成によって盛土された部分

に被害が集中した形になった。

国道関係では， 4号線仙台バイパスの千代大橋の橋梁先端すべてに数セソチメートルの段差が

見られたほか，別掲東北地方建設局資料のように，泥炭を含む軟弱層が分布している箇所に，構

造物背面盛土沈下や路面亀裂あるいは法面崩壊があった。

仙石線の橋梁部から苦竹イソクーチェソジまで路肩盛土の崩壊， カルバート埋没前後の沈下が

ひどく，路面は波状に変化した。

その他，国道4号， 6号， 13号， 46号， 47号， 48号， 108号と県道についても，その被害は路面

の亀裂，構造物（橋梁）と路面の段差が大半を占めた。また，東北自動車追でも法面崩壊や協梁

の沓土止め，プロック梢などに被害が生じ，国道286号線では，市内門前町付近で路肩・擁壁部

の歩遥が帯状に陥没した。

このように被害は市域の周辺に多く集中し，路面の陥没105カ所，土留法面崩壊157カ所，側溝

の破損89カ所等の被害がでている。

次に，橋梁では，需葉山にかかる八木山梱をはじめ11橋が被災した。市内の大半の稲梁の形式

は， PSコソクリートラーメソ橋，網桁橋， PC橋などで，その橋台の沓が破担がひどく，とく

に昭和29年にかけられた新田大橋は，老朽化が進んでいたため橋桁に亀裂が走った。

港湾では仙台湾18カ所で岩壁エプロソの沈下などの被害があり，市内の河川では，仙台川，黒

松川，藤川で股岸崩壊，鳥滝川で河床破壊，ニッ沢で天端亀裂の被害となって表われた。

なお，市域内の砂防施設は，緑ケ丘三丁目地区内の畑戦沢砂防施設に被害があった。この施設
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は，昭和51年 8月の大雨による地すぺり性の崩壊で土砂20,000立方メートルが滑動し， 下流ニッ

沢の埋没の恐れがある危険の状態にあった。このため限で砂防指定地に指定し， 谷止め砂防施設

5基と表面排水路の工事を実施， 昭和52年10月7日完成したものであるが，谷止め砂防施設の敢

上部 1基の左側約22メートルが50セソチメートル， また中間の 1基が約30セ‘ノチメートル前領

し，排水路も約240メートルにわたり表土土砂崩壊と同時に流出する被害を受けた。

旭
ケ
丘
団
地
内
の
道
路
亀
裂

荒
巻
宇
一
念
防
付
近
の
道
路
亀
裂

仙台都市圏の骨格道路網

例

束北縦貫自動車道

一般国道

主要地方道

災害区域

東京一青森

東 京 一 仙 台

仙台一青森

仙台ー山形

仙台ー山形

仙台一気仙沼
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市道の被害状況

番号 路 線 名 被害場所 I災害種別

1 鶴ケ谷 4号線（仮復旧）

1 ~2 I1 （本復旧）

2 長町畑婚線

3 焦 松 団 地 中 央 線

4 黒松団地 1 号線

5 焦松団地 4号線（仮復旧）

5~2 // （本復旧）

6 桜ケ丘七丁目 13号線

7 鶴ケ谷 3号線（その!)

8 // （その 2)

9 東仙台泉市線

10 旭ヶ丘住宅南 4号線

11 台の原森林公園南線

12 浦田線（その!)

13 浦田線（その2)

14 浦田線（その3)

15 第三高等学校前線（その!)

16 // （その 2)

17 燕沢小学校線

18 六丁目鶴ケ谷 1号線

19 中野学校前線

20 新伝馬町鉄砲町’線

21 元寺小路福室線（その!)

22 // （その 2)

23 元寺小路福室線（その 3)

24 I 11 （その 4)

25 I 11 （その 5)

26 苦竹館西線

27 蒲生処理場線

28 折 立 団 地 11号線

29 南染師町線

30 宮沢渡線

31 元寺小路郡山線（その!)

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

// （その 2)

南小泉茂庭線（その 1)

” （その 2)

9 （その 3)

” （その 4)

” （その 5)

長町小学校西線

八木山香澄町 12号線

松ケ丘 4 号線

青薬苑 1 号線

長 町 越 路 4 号線

八木山本町二丁目 5号線
（仮復旧）

鶴ケ 谷

II 

緑ケ丘一丁目

北根

黒 松

黒 松

” 
桜ケ丘七丁目

鶴 ケ 谷

” 鶴ケ谷五丁目

旭 ヶ 丘

台の原三丁目

小松島新堤

安 蓑 寺

南 光 台

安 旋 寺

” 小鶴五郎兵衛

燕沢

高砂中野

名掛 丁

苦竹

” 
” 、
” 

卸町

岡 田

茂庭

南染師 町

堰場

根岸

鹿

門

” 
野

前

” 
” 
” 長町八丁目

香 澄 町

松ケ 丘

長町字大栂

八木山松波町

八木山本町
ーエ旦

路洞破狽

”
 ”
 ”
 

側溝破損

” 
路河破損

” 
舗装亀裂

” 
側溝破損

路肩破損

舗装亀裂

路河破損

II 

” 
舗装亀裂

” 
路洞破損

” 
舗装亀裂

側溝破損

舗装亀裂
、

舗装亀裂

” 
“ 
” 
” 

路府破損

舗装亀裂

路肩破損

舗装亀裂

”
“
”
”
”
”
”
 

路洞破損

側溝破狽

” 
” 

側溝破狽

（市道路部調）

被害状況

仮復旧土留網矢板 L=38.8m

L=lOO訊土エ盛土5,685.0nf外
{L=34.om 擁虹ェ L=28.9訊

h=2.95-5.3m 
L=226.Zrn W=412.0m 

L=90.0訊 舗 装 A=64.0戒

L=283.0111 
{L=238.om W=4.0~6.om 
網管 162本
L=48.Sm 法覆エ 241.0戒外

L=30.0m 舗装 A=183.0nf

L=30.0m 舗装 A=183.4盃

L=931.2郎舗装工 A=35.7戒
{L=15.61n 土留15.6m
h=3.44m-2.38111 
L=55.5m 舗装 A=117.5戒

土留L=l6.0m

土留L=16.5m

土留L=7.6m 防護柵L=S.Om

L=209.0m 舗装A=l,240．戒

L=l85,0m 舗装A=708.0nf

L=47.5m排水エー式舗装工265,f
{L=100.om 擁壁エ（逆T型）L＝
22.orn H型網抑止工L=4.0rn45本
L=36.0111 舗装A=198.0nf

L=34.2nt 舗装A=39.311f

L=64.5111 W=4.15 A=ll7.0nf 
{L=218.8m L型（特2,75)
L=27.0r几

L=l03.9m W=4.15 A=135.011f 

L=92.2m W=4.15 A=!OO.Onf 

L=68.6m W=4,15 A=139.0m' 

L=l39.11几

L=Z,080.0疇 Ii装工A=9,360.0nf

L=57.0m 抑止杭60本

L=230.0rn 舗装A=690.0戒
{L=55.01n 土工掘さく 102,0品
歩道舗装A=101.7叶
L=93.6訊 舗 装A=226.5Bnf

L=63.Sm 舗装A=310.39nf

L=109.6m A=292,5戒

L=29.5tn A=82.6戒

L=74.5m A=287.5nf 

L=l69.8tn A=548.4m' 

L=99.5tn A=l47.3戒

L=157.0tll 舗装A=248.0而

L=54.0111 ]｛網杭打 39本

L=30.5r几府li装A=l46.4戒

L=lOS.Om A=162.0戒

L=21.7m 舗装エA=65.lnf

L=28.om 松丸太杭打10本
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番号 路 線 名 被害場所 I災害種別 被害状況

43~2 9 （本復旧）

44 恵和町 7 号線

45 館後南田中線

46 三ツ橋日辺線

47 洞円寺天神橋線

48 三橋万蔵寺線（その 1)

49 I " （その 2)

.50 御堂平線（仮復旧）

50~ 2 

51 

52 

53 

54 

55~7 

58 

59 

60 

I/ （本復旧）

黒松団地 1号線（その 2)

鶴ケ谷 3号線（その 3)

// （その 4)

浦田線（その 4)

八木山本町二丁目 5号線

黒松団地 5号線外 4線

鶴ケ谷東 1号線外

第三高等学校前線（その 3)

61 鶴ケ谷中央線外 6線

62 元寺小路福室線外 4線

63 元寺小路福室線外 7線

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

第 2松ケ丘 1号線外 4線

甲 塚線

八木山香澄町 12号線

南小泉茂庭線

青山一丁目 6号線外 3線

日辺竹の花線

南染師町線（その 2)

元寺小路郡山線

恵和町 7号線（その 2)

鶴ケ谷小学校通学路

荒巻源新田地区
外 2地区の私道

” 
町

野

辺

野

田

和

飯

恵

沖

日

沖

上

” 
鈎取八幡

”
 松

谷ヶ

黒

鶴

” 
小松島新堤 防護棚破損

八木山本町二丁目排水管破損

北根黙松 側溝破損

鶴ケ谷外 舗装亀裂

安韮寺 、
鶴 ケ 谷 1側溝破損 1 圧 559几歩道舗装A=so.2d

日の出町外 歩道舗装亀裂 A=2704.7盃

” 
松ケ丘

越路

八木山香澄町

門前

背山一丁目

六郷

南染師町

根岸

恵和町

安旋寺一丁目

荒巻源新田外

” 
路肩破損

” 
舗装亀裂

路肩破損

” 
舗装亀裂

路肩破損

、
側溝破狽

舗装亀裂

II 

”
 

側溝破損

路肩破損

舗装亀裂

舗装亀裂

側溝破損

舗装亀裂

II 

側溝破損

路河破損

L=76.0m 舗装A=219.5,,f

{L=20.om 流出処理139.0.f
防渡柵L=20.0m
L=70.2m 

L=250.0m 舗装A=l,125茄

L=20m A=20戒

土留L=SOm 舗装A=l09.4戒

L=15.9m 舗装A=43.7戒

L=40.0m 土砂撒去34.5.f

L=26.7m A=l07.5,f 

L=70.0m 舗装A=ll4.0,f

L=247.5m 車道舗装A=268.0戒

{L=150.om 車道舗装A=387.3戒
歩道舗装A=l97.2.f

防護柵L=32.0m
L=75.0m 舗装A=219.5加

｛黒松団地 5, 7, 8, 6, 3号線
u型側溝L=551.0m

舗装A=l,684.8而

路面復旧エA=l20.9戒

”
 ”
 

A=983,lnf 

L=Ulm 舗装A=l40.0盃

L=s.2m 

目地詰エー式

{L=73.7m 舗装上層A=62,7d
表層A=430.0戒
u型L=90.0m 舗装A=l26.0d

L=651.0m 舗装A=3,374.7m' 

L=352.5m 舗装A=825.0d

L=46m 

網失板土留 L=s.5m

L=36.0m A=6S.Om 

L=367.0i几

橋梁の被害状況 （市道路部調）

番号 栃 梁 名 被害場所 災害種別 被 引仁9 状 況

1 田 子 大 橋 田 子 橋 梁 沓補修 2カ所

2 平 渡 橋 小 鶴 ” 沓沓連座結補栓板交交換修換 1446カカカ所所所

3 新 田 大 楯 古 宿 橋 梁 巾L=36.6m 
員7.3m（有効巾員6.5m)
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番号 橋 梁 名 被害 場 所 I災宮種別[ 被 害 状 況

4 観 音 ,品,,. 西 橋 福 田 町 ” 舗動力式擁装竪 A=SO戒

5 蒲 生 橋 洲i 生 ” L=15.01n 
擁排 墜水 工 L=l4.0m 

工 L=J4.8"'

6 第 一 南蒲 生橋 邸 砂 ” 擁親 整樅 L=24.8"' 
柱設 4カ所

7 第 二 南 汁li 生橋 ” ” 舗擁親 槌装骰 L=17.2•• 
柱設 4カ所

A=44.0m' 

8 宮 沢 橋 根 岸 ” 橋沓台補補修（左岸歩道道） 2甚
修（車） 4基， ノ＼ 木 山 橋 越 路 ” 伸縮継手補修工事一式

10 大 貝 橋 坪 沼 ” 
橋脚エ(h=4.5訊 L=4.5'" 2甚）

11 宮 沢 橋 根 岸 橋 梁 橋脚補修 4基

12 新田大橋（下部エ） 古 宿 ” 下部エ橋台エ（逆1`型）
判h型=）6.3"'2抽

橋脚エ（小
h=6.5m 1基

県 道

逍路の被害は，県道についてもかなりの数にのぼっている。その被害個所，被審内容及び復旧

状況は次表のとおりで，その多くは路面の亀裂損壊，路肩法面崩れ，落石，土砂崩れによるもの

で占められ， さらに主要地方道の橋梁部の被害も 9カ所に及んだ。

仙台市内における県道の被習は 2カ所で，あとは県北部や北東部に被忠が集中し肌南部は少な

かった。

主要県道の被害状況 （県土木部潤）

番号 路 線 名 被 害 場 所 被（交通災規制の箇原因）
所

1 石巻 鹿島 台大 街線 志田郡鹿島台町木問塚木
問塚橋 床 版 亀 裂

2 石 巻 女 /II 線 石 巻市中ノ瀬西内悔橋 アバットの破拍桁のずれ

3 湯沢 築館 志律 川線 登米郡東和町米谷 米谷大橋 アバット沈下

4 古 JII 佐 沼 線 古川市休塚江合橋 橋脚に亀裂

5 石 巻 鮎 ) 1 1 線 石巻市万石万石椋 橋脚破狽

6 塩 釜 鮎 JII 線 名 取 市閑上閑上大梱 橋脚座屈

7 楊 沢築 館志 律川 線 栗原郡花山村地内 落 石

8 大 和 松 島 線 黒川郡大和町地内 どうぽり橋 アパット沈下， 大 和 松 島 線 黒川郡大和町地内西川摘 アパット沈下

10 鹿島台 r:9:j 紺 水 線 志田郡鹿島台町地内 橋のスラプにクラック

11 奥松 島松島公園線 名 取 郡松島町 烙 石

12 定 義 仙 ムに9 線 宮城郡宮城町定義 落 石

13 瀬 峰 賜： 里 線 登米郡股里町十五貫十五貫橋 アバットに亀裂

14 大 郷 利 府 線 宮城郡利府町森郷 土砂崩れ落石の危険

15 粕 JI[ 幡 谷 線 黒川郡大郷町不来内 土砂崩れ落石の危険

16 涌 谷 yS9ょ- 米 線 登米郡幾里町鴇波 住れ宅あのりプロック塀 倒壊の恐
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番号］ 路 線 名 被害楊所

17 嗚 瀕 南 郷 線 桃生郡嗚瀬町砂川 路而亀裂

18 牝 鹿（コ半バル島トラ公イソ園） 線 全 線 土砂崩れ路面危裂路面欠壊

19 北 上 河 北 線 桃生郡河北町牧野巣 崩 土

20 有 壁 若 柳 線 栗原郡若柳町ごぽう摘 アバット沈下

21 根 白 石 塩 釜 線 泉 市八乙女橋 橘台沈下

22 仙 4ロ.、 山 寺 線 名取郡秋保町 落 石

23 気 仙 沼 本 吉 線 気 仙 招 市 擁墜倒壊・倒木

24 升 沢 吉 岡 線 焦川郡大和町 落 石

25 栗 駒 公 園 線 栗原郡栗駒町 落 石

26 有 壁 停 車 場 線 栗原郡金成町 落 石

27 軍 沢 泊 線 栗原郡花山村 落 石

被了足箇所
偲通規制の原因）

国道

(1) 被害の概要

東北地方建設局管内で被害を受けた直轄国道路線は，宮城，福島，岩手，山形の各県内で国道

4号， 6号， 13号， 45号， 47号， 48号， 108号の 7路線に及び，表 1に示すように特に宮城限内

の4号， 6号， 45号， 108号及び岩手県沿岸南部の45号に集中している。

被害箇所は大小あわせて 167カ所，概箕被害額は約 4億6,800万円に逹している。

(2) 被害の特徴

被害状況を路線別に分類してみると表 2のとおりである。

全路線でみると路而亀裂等が 110カ所で全体の66％を占める。路面亀裂には路而沈下，橋台等

構造物背面の沈下等が含まれているが，なかでも構造物背而の沈下による路而の段差を生じたケ

ースが特に多い。これらは被害額で46％を占める。

橋梁破狽は15カ所であるが，被害額は全体の32％を占めた。 これには， 阿武隈橋 (6号），千

代大橋 (4号），天王栂 (45号）の橋脚損傷，小野橋 (45号）の橋桁移動などの大規模な被害が

含まれている。

以上のように道路における今回の被害は，軟弱地盤に盛土された路而ならびに法面の亀裂，沈

下，崩壊特に無処理箇所の 4号仙台バイパスにあってほ各描造物の背面盛土の段差が多く発生

している。一方構造物については，先に当地建が経験した43年 5月19日の十勝沖地霙に見られな

かった現象として，橋梁特に長大橋の拍伽が際立ったものであり，橋梁の上部，下部の接点であ

り荷重伝達の機能を果たす支柱が損偽していると同時に， 下部躯体のコソクリートに亀裂が生

じ，場所によってはコンクリートが倒離し主鉄筋が座屈したものもある。

今回の被災地域の梱梁甚礎は元来地盤の良好な所ではないことから，井筒あるいは深い杭陥礎

を採用しているのがほとんどである。したがって，上部構造の形式，基礎の形状あるい1ま下部躯

体の巾及び高さ等を比較した場合の被害の特徴は明確でなく，今後の詳細な調査及び研究が必要
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である。

なお，橋脚，支承等の破損状況から判断すると，橋脚破損の大部分が橋軸方向の地擬荷重によ

る曲げ破壊の結果であると考えられることから復旧工法も，これらの現象を十分踏まえて検討さ

れている。

表1 県別・路線別被害概要
（単位：千円）

---～~` ~~5 ~--＼ミ： 路 線 名

県 4 6 13 | 45 | 47 I 48 108 | 計
福 島

箇所数
21 6 

3 11 

復旧費 6,300 3,500 800 10,600 

宮 城
箇 所 数 58 6 

[ 36 

2 6 8 116 

復旧股 96,300 54,300 ,500 800 1,300 18,700 402,900 

岩 手 箇所数 I10 
, 1:： | I 124,3~~ 復旧股 4,200 

山 形
箇 所 数 2 

I 
2 

復旧股 400 400 

計 I箇所数 701121 5 
64 2 6 8 167 

復旧股 106,800 57,800 1,200 251,600 800 1,300 18, 700 438,200 

表2 路線別・被害状況別総括表
（単位：千円）

二 線

路 線 別

4 | 6 | 13 I 45 47 48 108 | 計
橋梁 破損

箇 所 数 8 2 4 I 15 
復旧費 28,800 50,100 61,500 200 140,600 

路面 亀裂等
箇所数 47 7 2 49 1 

11 3 
110 

復旧股 63,000 5,300 700 129,200 200 100 2,300 200,800 

法面 崩落
箇 所 数 1 2 

59,105 0 I 
8 

復旧股 6,000 1,700 66,800 

落 石
箇 所 数 2 

40~ I 
3 

復旧費 1,000 1,400 

そ の 他 箇所数 I14 

70~ I 
3 4 1 

31 5 
31 

復旧費 9,000 500 800 600 600 16,400 28,600 

計
箇所数 70 12 5 64 2 6 8 167 
復旧費 106,800 57,800 1,200 251,600 800 1,300 18,700 438,200 

（注）

摘梁破担橋脚破損胸監沓座損傷伸縮継手変形柚擁墜の亀裂

路面亀裂等路面亀裂路面沈下陥没橋台函渠溝橋の背面盛土沈下

法面崩落盛土法面の亀裂陥没すぺり
路肩 歩道の亀裂・沈下等

落 石切土法面からの落石等

そ の他石積・プロック積・コンクリート擁壁の損傷
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国道の主な被害個所
（東北地方建設局調）
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③

①

 

橋梁の代表的被害例

千代大橋 (4号仙台バイバス）

上部形式：鋼単純合成鋲桁 (9径問310m)

下部形式：井筒 (L=9-18m)

支 承：線支承

摘脚の破狽が甚しく，特にP6については躯体の張出し首部の壁面にほぽ水平な線に沿ってコ

ンクリートが大きく剥離し， 鉄筋の座屈が起っている。またP1及びP,においても艦体底部で同

様の現象が起っている。その他の梱脚においても部分的なヘアクラックが見られる。

代表的な被害パターン

◎～ ◎ （◎は鉄筋の座屈見られる）
15.0 

I
.
c
 

◎～◎・ ◎ 

橋脚の破損（謳体首部） 橋脚の破損（謳体底部）

14.400 盛一堕-‘

部
RC破損！ RC破損 RC破損 クラッ

3?0 600 6 0 61。』。 600 6go 60b 6h0 320 
認．84u ・ J3.84U” 必．84u 33.84り 33840 33.84U 33. 84U 33.84u.3. 84U I 

※ 309.""" 

2
 

河 JI! 

河川関係の被害は，国，県，市町村管理の河川で被害箇所482カ所，被害額128憶28万円に達し

た。国の直轄管理の河川では北上川，嗚瀬川，名取川，阿武隈川に被害が発生したが， これらの

河川の流域は，河川の推秘作用によって形成された沖禎陪平野となっているところが多く主に軟
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直轄国道の被害状況 (100万円を超す被害箇所）

路線名1 箇 所 名ーI主たる被被：

（東北地方建設局調）

状
一
そ

1
 

況

の
~
 

也・ー
復旧工法

4号 I二本松市金色久原 法枠プロックのはら

み

白石市新館 舗装魯裂

宮城県刈田郡蔵王町判林 プロック積みの段差

仙台市郡山（千代大椅起点） 橋台背面段旅

” 沖野（千代大橋） 橋脚破損

” f中野（千代大橋終点） 橋台背面段差

” 古城二丁目 構造物背面段差

”卸町 // ” 
” 日の出町 ” ” 
II 小鶴 ” ” 
II 燕沢 II “ 
” ” 盛土法面崩落

泉市七北田 舗装亀裂

古川市沢田 椅台背而段差

宮城県栗原郡高附水町本町 盛土板柵工傾倒

プロックの据え直し擁壁

工施工
I 
舗装打換工

プロックの積み直し

アスファルト舗装すりつけ

主桁仮受後橋脚コンクリー

ト巻立補強

アスファルトの舗装すりつ

け
，， 
，， 
，， 

” 
” 

45号 I仙台市福田町

宮城県宮城郡松島町高城

” ” ” ” 
” // ” ” 
” ” ” ” 
” ” ” 新橋

” 桃生郡嗚瀬町川下

” ” 99 小野

（小野橋）

” I1 河南町本町

（天王橋）

II II II 合戦谷

11本吉郡志津川町消水浜

II /1 歌禅町伊里前

（歌津大橋）

盛土法面崩落

盛土板棚領倒

橋台背面段差

” 

歩道沈下ガードバ盛土歩逍舗装ガードパ

イプ捐 1イプ据え直し

舗装打換工

アスファルト舗装すりつけ

歩追沈下縁石プロコンクリート擁壁歩道

ック傾き 舗装プロック据え直し

歩道沈下 防誰柵損傷土留鋼矢板舗装防蔑捐設皿

歩逍亀裂沈下 盛土プロック戟み歩道舗装

盛土法面崩落 1歩追亀裂沈下

（河川）プロック積傾歩追擁壁傾倒

倒

舗装亀裂段差

主桁移動

アスファルト舗装すりつけ

// 

盛土歩道舗装

橋脚亀裂

舗装亀裂

盛土亀裂

沓損偏

擁壁エ（河川にプロック積

歩道 コンクリート擁壁）

舗装打換工

沓沓座伸縮継手主杭復元継手補修床版

床版橋脚 補修橋脚補修

橋台損傷沓損偏 橋脚補強橋台補強沓更

1 新
舗装打換工

擁墜工亀裂舗装亀裂1抑止杭盛土

沓補強

弱地盤地帯に築造された河川堤防が亀裂沈下，法面のはらみ，崩れなどのほか渡岸，樋管，水門

などのコソクリート構造物の一部に亀裂，沈下や岩石が河道に崩落するなどの被害が生じた。

市内における小河川（水路を含む）は下水道部河川管理課で管理しており。地霰直後全域にわ

たってバトロールしたところ，黒松川 2カ所，烏滝川 1カ所，藤川 2カ所，ニッ沢 1カ所，仙台

川 1カ所，長抽水路 1カ所の 8カ所にとどまり， しかも護岸の崩壊，亀裂，河床の破壊が小規模
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にとどまったことは，不幸中の幸いであった。

(1) 市管理の河川

河川の被害状況その 1

河川名 被 害の 状 況

玉石甜及びコソクリートプロック

黙 松 )I l 戟渡岸の崩壊

被害区問延長 L=73.0m 
（仙台市北根字御蔵地内） 右岸延長 L=73.4in 

左岸延長 L=72,6m 

黒 松 J/1 玉石戟護岸崩壊及び亀裂（右岸）

被害区問延長 L=4lm 
（仙台市旭ケ丘二丁目） 法長 H=4.2m-4.76m

仙 ムロ JII 法面欠壊

L=33m 
（仙台市北根字新茶屋地内） V=30,,f 

三面張水路の河床破壊
鳥 施 JII 被害延長 L=230飢

（仙台市桜ケ丘三丁目地内） 幅員 W=2.9m-3.lm 

面積 A=694.0戒

(2) 県管理の河川

（市下水逍部調）

応急措 I趾

左岸側で河川と隣接しておる民地で

法面崩壊防止のためツートで防設。

法面崩壊防止のため北消防箸よりシ

ート借用して防護。

法面崩壊箇所に沼板が倒れいたが，

刃板所有者が撒去し，流水断面を確

保。

な し

県管理の河川でも，河川堤防の沈下，縦断方向の亀裂，法面のはらみなどの被害があった。とく

に七北田川と梅田川に多く発生した。七北田川上流地区は昭和51年に仮堤防を節堤したところで

あり，河砂を填圧し築造した箇所に亀裂の被害を受けまた下流部では，昭和26年以降に築堤した

兼用堤（道）の天端中央部に沈下，亀裂が発生し交通障害をもたらし，石積詭岸の一部にも損壊
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河川の被害状況その 2 （市下水道部濶）

河 JII 名 I 被 災 の 概 要 応 急 措 匠

藤 JII 
右岸側の雑割石積の渡岸崩壊 ガス局にて土俵積をして，法面澁を

被害延長 L=23訊 防。
（仙台市幸町五丁目13地先） 法長 H=1.4m~1.681几

両岸側の雑割石戟渡岸の崩壊及び な し
藤 JII 亀裂

（仙台市幸町五丁目 5地内） 被習区問延長 L=3009几

右岸L=29lm 左岸L=211m

右岸側のコソクリートプロック甜 緑ケ丘現地対策本部より当被害箇所
ツ 沢 設岸天端亀裂 の所有者が，法面崩壊及び亀裂防止

（仙台市緑ケ丘四丁目29地先） 被害区間延長 L=65.7m のため， シート及び一部問詰モルク

ルで防設。

玉石積殿岸の崩壊及び玉石底張等 片側交通制限及び崩壊箇所にシート
長 軸 水 路 の亀裂 で防設。

（仙台市緑ケ丘四丁目 9地先） 被害区間延長 L=237m 

法長 H=l.165-2.184m 

ツ
沢
の
被
害

長
紬
水
路
の
被
害

などの被害を受けた。

一方梅田川では，軟弱地盤に盛土して築造した堤防の天端に亀裂が入り，一部護岸の欠損，堤

防沈下などの被害を受けたが，いずれも被害が集中したのは，高台周辺の沖積層平野を流れる河

川で，軟弱地盤地帯あるいは旧河道敷上に盛土築堤された箇所であった。

(3) 国管理の河川

今回の地霙により被災した主な河川は，北上川上下流，嗚瀬川，名取川，阿武隈川上下流の各

河川で，これらの河川は，治水，利水の面からも地域に極めて密接に結びついており，比較的早
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くから改修工事が進められているところである。被災した河川の地域は， もともと河川の堆梢作

用により形成された沖積平野となっている箇所で，地盤の軟弱地帯に築造された堤防の被害が主

体で，亀裂，沈下，法而のはらみ等，韮礎地盤とかなり密接な関係があるものと思われる。

その他，堤防以外の被災は，設岸，樋管，堰にも及び，このほか岩石が河道に崩落する等の災

害が発生している。

緊急応急復旧及び維持股で対応した堤防の被害は， 宮城県内の暫定堤， 完成堤の総延長422km

の約 8%34,lkmにおよび緊急応急復旧で対処した12にが特に被害が大きかった。

そのうち北上川下流左岸5.2に～10.0徊の橋浦堤防，吉田川右岸 13.4畑～18,2k"の山崎堤防，

名取川右岸4.0km附近の四郎丸堤防，左岸5.0km附近の日辺堤防等の被宮が大きく，ところにより

蚊大1.0~1.51/！の陥没並びにすべり破壊によるとみられる数条の開口縦亀裂の発生したところも

あった。

維持股で対応したところは，おおむね一本の天端亀裂が主体である。

特殊堤では名取川河口右岸閑上地先で傾斜による喰い進い，施工継手における開口，裏盛土の

陥没等の被害が生じている。

設岸の被害は亀裂あるいは，すべり，陥没などであるが，東北管内には低水設岸が水衝部に設

趾されている程度で，堤防設岸は構造物の前後を除いて殆んど施工されていないため，護岸の被

害延長は小さくなっている。

国管理の河川施設の被害状況
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3 下水道施設

今回の地厖で，心臓部ともいえる南蒲生下水処理場は， 運転にさしつかえるほどの被害もな

<, M7.4の直撃に耐えはしたけれども， 処理楊への中継基地となっているポソプ場やマンホー

ル，埋設されたバイプなどは次に述べるとおり全市的な被害を受けた。

被害の深刻だったのはボソプ場で，市内11カ所の主要ポソプ場で被害のなかった所は少なく，

郡山ボソプ場などは，直径70セソチメートルの鋳鉄管が巻コソクリートとボ‘ノプ設備などととも

に破損し，使用下能となった。五ツ谷，鶴ヶ谷北の各ボソプ場では，ボソプ設備や調圧槽をつな

ぐ圧送管が破狽，その他のポソプ場も設備になんらかの被害をうけた上に，停電や断水が重なっ

たため，結局8カ所のボ‘ノプ場では，付近の川に放流せざるを得ない状態であった。もちろん放

流にあたっては，沈澱処理や塩索滅歯をして，非常時とはいえども排水基準を厳守したことはい

うまでもないけれども，最も被宮の大きかった郡山ボンプ場も 2週間たらずで仮運転を開始し，

一般の影響は少なかった。

しかし，放流できるような河川が近くになかったり，ボソプ場施設そのものが汚水を全く受け

入れられないなどの大きな被害を受けていたら，付近一帯に汚水が溢れ出すといった事態も考え

られたが，ことなきを得た。

次に管渠の被害は市内数百所に及び，マソホールも供用前の七北田川右岸幹線，餡ケ谷枝線を

はじめいたる所で破担し，被害は全域にわたった。市内の下水道管渠は， 20トソ自動車荷重に耐

えられるように設計してあるが，今回の被害は土圧によるパイプの破損ばかりでなく，鉄筋コソ

クリート描造物との接点部分で亀裂しているものが多かった。しかし，明治時代に布設した旧市

内では，地盤が固いためか，構造物との接点部分の被害は最小限にとどめた。

市下水道部は，被害の発生と同時に部長以下職員が被災現場及び主要幹線をバトロールし，被

宮の実態把掘に努め，一方，盛岡市から最新鋭のテレビカメラ車を借り受け，主要埋設管の点検

を行ない，亀裂や，未端パイプの破狽個所発見に当り一丸となって復旧にかかった。

その内容を同部で記録したものは次のとおりで，損害額は 3億 7千万円に達した。

下水道幹線管渠の被害一目地損壊涌水 管渠の被害は人孔周辺に集中
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仙台市下水道事業区域図
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1 中継ポンプについて

(1) 澱（よどみ）ポンプ場

澱ボソプ場ほ，合流式の有人中継ポ‘ノプ場で排

水而釈は 55.81,a, 排水批ほ雨水最 0.7711els• 汚

水最0.22,,f/s,,t0.99,,f/sとなっている。

地霞発生後，停需はしたものの自家発電機の位

置がス・レたが正常に作動し，機械および霜気系統

に支障なく圧送できたが，給水管に亀裂・消脊槽

の基礎部分の陥没等が確認されており，地下配管

の故陣の有無は現在精査中である。

(2) 霊屋ポンプ場

盤屋ボソプ場は，分流式の無人汚水中継ボソプ

場で排水面積は51.2ha，排水載は0.04,,f/sで，下

流の米ケ袋ポソプ場へ圧送している。

地震発生後停電し，自家発電機も設匝していな

いためポソプの機能は停止した。さいわいにして

ポソプ室が溢流する水位以下に，過去においてそ

ばを流れる広瀬川に放流していた既設管が接続し

ていたので，浸水することなく河川に生放流して

急場をしのぎ，送電開始と同時に機械・鼈気系統

に故障もなく圧送が再開できた。

(3) 米ケ袋ポンブ場

米ケ袋ボ｀ノプ場は，合流式の無人中継ボソプ場

で排水面積 243.541,a, 排水批は 0.51,,f/sである

が，合流式区域は 43.99加と小さいので，雨水時

の放流管は布設されているものの，残貿汚水最は

排水証と同じである。

地霞発生後停電し，水道も断水したため，自家

発電機の冷却水・ボソプの潤滑用の水がなくなり

やむを得ず広瀬川に放流し，補機類を点検したう

えで送電開始後の13日午前1時30分に圧送を再開

した。

しかし，震災後約 1カ月を経過した 7月17日，

ボソプ場建物の外側で圧送管が埋設されているあ

たりから汚水が吹き出しているのが発見された。

地霞直後では舗装面の沈下が数C叫認められただけ

で，こんどの地農ではごく一般的な普迎の現象の

個所である。掘削の結果，建物の壁のすぐ近く

で， 4台ある立型斜流ポ｀ノプに接続している径

350mmの圧送管（普通鋳鉄管） 4本のうち 1本が

折損しているのが判明した。応急措匠として，

残りのポソプから圧送された汚水が逆流しないよ

うに，盲フラソジで密閉し圧送を再開したが，

梢査の結果，他の 2本の圧送管の壁体の付け根部

分からも淵水がみられ，さらにこれら破損した 3

本の圧送管を集合し残り 1本の圧送管と接続する

T宇管にも折損個所が発見された。さいわいにし

て珈水が認められない圧送管の位置がいちばん端

であったため， T字管を取り替え一方に百フラン

ジを施工して， とりあえず現在1台のポソプのみ

で圧送をしているが，現在のところ降雨拡ゼロの

日が続いているので延ぺ約18時間程度1日当たり

稼働で排水可能である。

(4) 愛宕橋ポンプ場

愛宕橋ボソプ場は，分流式の無人汚水中継ポソ

プ場で排水面積は 158.78 ha, 排水羅ほ 0.07ne/s 

である。

地震発生後停電し制御盤 4面が移動したものの

自家発電機は正常に作動し圧送を継続したが，ま

もなく多批の土砂が流入しボソブピット前の泥涸

りおよび流入管が閉窯した。ボソプ場への流入管

は河川敷を縦断して布設してあったので，苦肉の

策として河川敷内にある密閉蓋をはずして河川に

放流しながら土砂を撒去し一時運転を再開した

が，再度にわたって土砂が流入してきたので，そ

れを撒去し14日午後4時に正常運転を開始した。

汚水管に多批の土砂の流入という事態に不審を

抱き原因を調査したところ，ボソプ場への流入管

は約 200mくらい上流の地点で新設された広福員

の街路を横断しているが，そのあたりは逍路の縦

断勾配がいちばん低い点にあたり，雨水等が集水

する地形になっている。たまたまその付近で水逍

管が地震により破損して大証の水を吹き上げ，池

のようになり交通が一部不能になったので，雨水

桝および雨水マソホールを開き排水したところ，

雨水管が汚水流入管に誤接されていたため，水道

管破裂と同時に吹き上げた新設されたばかりの舗

装の路盤材である砂や砕石が，大批にポンプ楊に

流入する結果になった。汚水管の布設は約10年前

であり，その後施工された道路工事に伴い多くの

地下埋設物が埋設されたので，そのさい誤接され
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たものと思われる。

(5) 郡山ポンポ場

郡山ボソブ場は，合流式の有人中継ポソプ場で

排水面戟は920/,a， うち合流式区域は7041,aあり，

排水症ほ雨水証 7.33,,f/s• 汚水証 0.84 品／s. 計

8.17品／Sで，汚水を五ツ谷ボ｀ノプ場へ圧送してお

り，市の南西部から南部へかけての重要なボイソ

トを占めている。雨天時には希釈されて約 700m 

離れた名取川へ放流されている。

地震発生後，建物のニクスパ｀ノショソ部に亀裂

が入り停需したので， 自動的に自家発電機が作動

したものの，地下にある汚水ボソプは地震当時汚

水批が少なく稼働していなかったので，急に浸水

してきた汚水をかぶり運転不能になった。さらに

汚水はふえ続けて地上 1階の床にも溢れてきたの

で，急きょ，水中ボソプで雨水沈砂池に排除する

とともに，流入汚水も雨水池のほうへ切へ換え，

緊急やむを得ず名取川へ生放流をした。

汚水ポソプ室は 1次計画分として立型斜流渦巻

ポンプ 2台・径 500沢屈・全揚程24mが設腔され，

約 4m離れた調圧槽に径 500••の鋳鉄管で圧送し

ているが，将来の 2次計画処理区域の拡大に対処

するため，径700血の鋳鉄製の吐出管が2本先行

工事として調圧槽に接続されており，将来ボソプ

本体と接続する個所は電動ス）レース弁および盲フ

ラソジで密閉されている。

翌H・汚水ボソプ室に浸水した汚水を排除し精

査した結果，将来設置予定の 3号ボソプに接続す

郡山ポンプ場・放流水等水質検査結果

(1)昭和53年6月15日困 11:00 天候晴

区 分 pH ICODIBODI ss 
大脱歯
群数

個／cc
2.5Xl0' ②吐ロ・放流水1 | p酎雷

12)昭和53年6月16日硲 11,00 天候 0/i 

区 分 pH COD BOD ss 群大腸i数1i 

ppm ppm 

（3懇.26個Xp:／l;i0匹' 

②吐ロ・放流水 46 98 
1.6X106 

(0＇9.l ppm,i ) 

(3)昭和53年6月19日Uり10,00~12,30 天候 ll村
気温 30℃ 水温 19~52℃ 

区 分 pH COD BOD ss 群大腸頂数

ppm ppm ppm 個／cc
①ボンプ場・流入水 7.1 47 96 58 2.1Xl05 
②吐ロ・放流水 7.2 34 64 30 5.1Xl03 
③上流部・河川水 7.8 2 3 10 8.9XJ0'1 
④下流部・ i且合水 7.2 2 5 5 4.1Xl01 
⑤下流部・河川水 7.0 4 4 11 2,2Xl0,¥ 

(4)昭和53年6月22日（杓 10:30~12:00 天候藝

区 分 pH COD BOD ss 群大脱数i1i 

ppm ppm ppm 個／cc
①ポンプ楊・流入口 7.2 50 93 53 1.0Xl06 

②吐ロ・放流水 7.1 42 70 35 l.4X105 

③上流部・河川水 7.5 2 5 6 3.5Xl02 

④下流部・混合水 7.0 6 6 9 8.6X 10’i 
⑤下流部・河川水 6.9 5 4 8 5.6X 10'1 
吐口放流水平均 7.1 45 85 30 4.0X 105 

郡山ポンプ場汚水圧送管 (,f,500,700鋳鉄管）の被害
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調圧柚

4号圧送管・ス1レース弁
0 700（将来用）

3号圧送管・スJl,-ス弁
,p 700（将来用）

1号汚水ポンプ
1,1，500 



る径700mmの鋳鉄製吐出管が切断され地下水が中

問のフランジ付近から洞水しているのがみられ

た。 4号ボソプ予定の吐出管の中間フラソジ付近

ゃ， 2号ボソプのIti:出管からも同様に桶水が確認

され，さらに 2号ボンプのコソクリート土台にも

亀裂が認められた。 1号ポソプは本体および吐出

管に異常は目視できないものの，水圧テストの結

果，約 3気圧弱をかけたがしだいに減圧し，約10

時問後には約1.2気圧程度で持続しているものの，

地下水位が高いので外圧は約0.5気圧程度と推定

されるので，管自体の耐圧は約0.7気圧で十分で

はないが一応使用できる見とおしができた。全高

約28mの鉄筋コソクリート製の調圧槽はヘアーク

ラックが相当個所見受けられ，本体自体の不等沈

下・傾斜等は見受けられないので， クラック補修

程度で使用できると判断した。

応急措低として， 1号ポソプ吐出管から調圧槽

を短絡して直接圧送管に接続する案ほウォークー

9ヽソマー等により危険であると判断し，調圧槽l村

部の 2 • 3 • 4号ボソプからの吐出管端部のラッ

パ管を取りしまずして盲フラソジを施工し， 1号ボ

ソプから圧送された汚水の逆流を防止して， 11日

後の23日午後 4時25分圧送を再開した。名取川に

約35,000戒／日の汚水を放流するさい，雨水沈砂池

で梱易な沈でん処理を行い，雨水放流ゲート室で

1.5-2.0ppm租度の塩素減菌を行った結果，河川

部において一応の成果を得た。

(6) 五ツ谷ポンプ場

五ツ谷ボソプ場は合流式の有人中継ポソプ楊

で，地先排水而戟は 121.52/za, 排水批は雨水批

3.46,r/s・汚水批は郡山ポソプ場からの残留汚水

批を加えてl.17nr/s• 計4.63品／Sで， 汚水を圧送

し，雨天時には脇を流れる広瀬川へ希釈放流して

いる。

地旋発生後，すぐ停粛し，建物は各所で筋カイ

・アソグルが切断され窓ガラスは飛び散り， 自家

発霜機は移動し燃料パイプが破損して作動せず，

配鼈盤も移動し，さらに汚水ボンプと圧送管の接

統部にズレが生じ圧送は不可能になった。郡山ポ

ソプ楊からの送水はストップしたが，ボソプ場地

先から流入する汚水はやむを得ず雨水吐から広瀬

川へ放流した。翌日， 自家発電機・配電盤等の電

気系統を点検補修し，圧送管のズレたところを仮

止めして， 14日17時30分には圧送を再開した。

ところが裳災後約 1カ月経過した 7月18日，ポ

ソプ場の建物内部で圧送管が埋設されているあた

りの場内排水桝の亀裂部や側滞から汚水が滲み出

て，ボソプの迎転と述動しており，地下の圧送管

になんらかの異常があることが推定された。埋設

上部の床面にほ自家発電機設備および高圧トラソ

ス設備が設匝してあり，また，これを移設し約 5

mの深さまで掘削するにしても土留め矢板を施工

しなければならないが，床面と天井部 (2階電気

室）の間罷があまりなく困難であり，種々の立地

条件を考應したうえでの恒久対策を現在検討中で

あるが，現在の段階では既設圧送管と別）レートで

新たに建物外部の土中浅く配管することも考應し

ている。

(7) 鶴ケ谷北ポンプ場

鶴ケ谷北ボソプ場は，分流式の無人汚水中継ボ

ソプ場で排水面戟は 1681,a, 排水紐はo.14d/sで

鶴ケ谷南ポソプ場へ圧送している。

地霞発生後，停電したものの， 自家発粛機は作

動したが，径40証の給水管が切断されて断水し，

自家発電機の冷却水およびボソプ本体の澗滑用の

水がなくなり，また芯のス・レにも不安があり， さ

らに径400mの鋳鉄製圧送管が場内 18mにわたっ

てズレが生じたので，圧送を停止し，すぐ脇の節

へやむを得ず放流した。この沼は用水涸池で 2池

に分かれており，貯水能力は約30万トソであるが，

用水時期のため水位が下がり約10万トソほどの余

裕があった。電気・機械の仮濶整をし圧送を再開

したのは14日の午前10時，総放流水批は約5,500ト

ソであったが，吐出口にフェ‘ノスを張って浮遊物

質の拡散を防ぎ，貯水拡も多かったので希釈され

被害は生じなかった。

鶴ケ谷南の無人汚水中継ボソプ場も停電・断水

のためポソプが停止したが，地先の流入批はなく

北ボソプ場からの圧送もストップしたので，一時

少紐のみ近くの高野川に放流しただけですみ， 1じ

気・機械等の調整をしたのみで翌13日の午前10時

には運転可能になった。

(8) 苦竹ポンプ場

苦竹ポソプ場は，合流式の有人中継ポソプ場で，

排水面積は320.421,a,排水批は雨水批 1.97品／S・

汚水批 0.3Sd/s・計2.35品／Sで汚水を梅田川幹線

に圧送し，雨天時には希釈されが隣接している梅

田川に放流される。

地囮発生後7カ所の無人ボソプ場からのテレメ

ークは正常に作動し，停鼈・自家発電機の始勁等

を表示した。ポンプ場自体も建物にクラックが走

り，雨水'!.l:出槽・放流渠等にも亀裂が入り，自家発

圃機のペースにも亀裂が認められたものの作動可

能で，正常にボソプ圧送を継続することができ

た。

約 1カ月経過した 7月17日，地先の流入管が国

道横断部分でサイフォソになっている個所をii,i掃

のため，伏越の上流部の人孔から排水したとこ
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ろ，異常な出水が認められた。サイフォソは推進

工法により布設された 1,650mmのヒューム管をサ

ヤ管にして，径500血と径300mmのヒューム管が砂

基礎の上に配管されているが， 500血管の目地か

ら多批に地下水が洞水しているのが目視できた。

その後人孔回りの地盤沈下もみられ， 当然 1,650

”叫管からも淵水していることは推定されるが，ポ

ソプ場への流入汚水批は地下水とのヘッド差もあ

ってか異常な増加は認められず，現在復旧方法を

検討中である。

(9) 志波東ポンプ場

志波束ボソプ場は分流式の無人汚水中継ポソプ

場で，排水面積は53.961,a・排水批は o.osd/sで
蒲生幹線へ直接圧送している。

地震発生後，停電および断水のため自家発電機

の運転は不能になったので，流入ゲートを閉じて

地形的に下流にある六丁目ボ｀ノブヘ通じているバ

イバス管ヘオーバーフローさせた。電気・機械系

統を点検整備し， 13日10時平常迎転に戻った。

⑲ 六丁目ポンプ場

六丁目ポ‘ノプ場ほ分流式の無人汚水中継ポ‘ノブ

場で，排水面戟は1081,a, 排水批は 0.15品／Sで蒲

生幹線へ直接圧送している。

地霙発生後送電が停止したが， 自家発電機は正

常に作動したものの，数時問経過後給水ポソプ用

の電磁接触器が焼損し，さらに自家発需機冷却用

給水ポソプも焼損し自家発鼈機の運転は続行不能

になり．急きょ水中ボソプで付近を流れている用

水堀に放流した。この地域の電気の復旧は遅れる

見込みであり， とはいえあまり長時問小さな用水

堀に放流することもできず， 自家発電用の冷却水

を工夫して都合し， 13日午前11時に自家発電機を

ポンプ場の被害状況

: 裳

停 断自 砥系

圧送破!II管の 流管破Ill 入の門 謡>:家 気統
発 ・の
故 機故

旦砥 水障 械障 処

澱 0..  ？． 

゜
圧送

盆 屈〇 •一
.. 放流・少紙

米ヶ袋

゜>
O・ 放流・ 2,000m'

没宕橋

゜
・O  放流・ 2.o00m'

群 IIJ

゜ ゜
O・ 

゜
放流•450,000m'

.Iiッ谷

゜ ゜
O・ 

゜
放流・ 10,000m'

鶴ヶ谷北

゜
00  

゜
放流． 5,500m'

餓ヶ谷南

゜
放流・少Jlt

苦 竹

゜
．． ・O  

゜
圧送

志波東

゜゚゚
．． 六丁目Rヘオー

,I＜ーフロー

，’<丁目

゜゚
0 0 ．． 

゜
放流・ 3,000m'

O・・・・・・被災あり
・・・・・・・彼災なし
→•……上水道（冷却水）断水による自家発運転不能
？ ．．．．．・調fi.中
（注） 他気機械系統の点検は全個1所

管きょ・人孔の被害状況
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人孔周辺埋戻部
沈下陥没

人孔蓋突出

斜壁・直壁（本体及目地）ズレ・亀裂・損壊・珊水

壁立上り部（現場打無筋コンクリート）亀裂・損壊氾水， 
， 徊体(HP) 及管継手部 (A 型 •B 型 •C 型）か勺＿ 亀裂・1員壊罰水（特に人孔近傍）

岳
心

口己



再運転しボソプ圧送に切り替えた。ボンプ場機能

の早期復旧をはかるため，電磁接触器および給水

ボ` ノプの交換は13日の午後7時に完了，霜気が本

復旧したのは13日午後 9時であった。

2 低地ポンプ場について

低地対策として設匠された小規模な無人ボソプ

場は，自家発電機を設匠している 1カ所のボソプ

場を除き，残り13カ所のボソプ場は停電のため作

!lJ1）を停止した。幸か不幸か，断水による使用水批

の減， ガス使用禁止により風呂・炊事等大批に水

を使用することができず，さらに流入管が深くな

らざるを得ない地形が多く，計画貯留批（時間最

大汚水批で30分～2時問問隔でボソプ稼慟計画）

を入れるボンプピットが深く造られているため，

管内貯留羅を含め実際は計画より相当批貯留能力

があるので，水中ボソプで強制排水したポソプ場

は1カ所だけで送需開始時までもちこたえること

ができた。

3 排水設備について

水洗化住宅の排水設備被災状況調査は，とりあ

えず市内を東西南北の 4つに区分し，無作為抽出

による300世帯を調査対象にした。

被災状況は給水施設 3件・クソク 2件・排水管

12件・便器 6件・ます 9件・床 1件の計33件で約

11％がなんらかの被害を受けているのが判明し

た。

この数字をそのまま全市の率に当てほめること

はむずかしいが，管工事組合等とも連絡しあって

調査を進めるぺく検討中である。

4 管きょについて

第一南蒲生幹線は最下流に位置し，昭和36年か

ら37年にかけて開削工法で施工した径2,100血の

C型ヒューム管で，土質が砂質なため松丸太杭

1.8~4mものを打設し梯子胴木および砂利甚礎

工の上に布設した。

地震発生後，幹線が埋設されている東西方向に

走っている道路が， 約1.5ににわたり今年の 3月

施工したばかりの舗装面が北側で約40C況陥没し南

側の田而が隆起するなどの現象が随所にみられ，

マンホールが突起したように見受けられた。当該

区問は管に圧力がかかるため密閉蓋の上にマソホ

ールが立ち上がっているが，その鉄枠および側塊

がズレ，両側が田で用水時期のため地下水位が

GLマイナス0.5mと高く，マソホールの中は地

下水で猫杯であった。幹線からの下水の澗水状況

を潤ぺるため約 4ににわたり25カ所の地点で 2本

ずつ，深さ 2訊（管の上端）と深さ 4m（管の下

端）の位匠で採水し分析した結果，涌水1ましてい

ないと判断した。

すでに述べたとおり，布設された管きょの延長

は700/c謬を越えており， これを短期問で被災調査

をすることはむずかしいので，差し当たり供用開

始している管についてほ道路災害•水道およびガ

ス修繕個所等を重点的に調査を行った。

調究プロック数は第一南蒲生幹線を含めて 204

プロック，調査人孔数は 800カ所， うち約40％の

300カ所が人孔斜直壁の破損もしくはス:v・継ぎ

目地破損もしくはス冗ノ・鉄枠レソガ部分のモルク

ル破狽もしくは枠ズレ・現場打ちコソクリート壁

の破損等の被害があったが，修繕を要するもの1ま

150件で全体の約20％であるo管きょについてほこ

れら人孔破損の激しい個所を重点的にテレビカメ

ラで 1,600m・目視により10にを調査した結果，

管目地の破損もしくはス1 レ・人孔接続部の破損等

管を入れ替え補修しなければならない個所が 700

mであった。第一南蒲生幹線のように採水により

検討し補修延長ゼロと判断したような区問は含ん

でおらず，あらかじめなんらかの支悴があるかも

知れないと推定される個所を重点的に調査した結

果であって，このパー七ソテージを全市的な枠に

圧送管の被害図
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ボソプ場圧送管（普通鋳鉄管）の被害
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はめることは無理なことで，こんごの調査を待た

なければならないが，地霞により破壊されやすい

個所は一応摘出されたと判断される。

第二南蒲生幹線は 2次計画分として一部，昭和

47年に開削工法で施工した径2,100mmのC型ヒュ

ーム管で，土質が砂質なため松丸太杭・梯子胴木

および砕石基礎工の上にコソクリート 360疫巻立

てで第一南蒲生幹線と平行して埋立されている。

前述の陥没・隆起した道路の部分には未だ布設

されておらず，管の供用は開始されていないので

内部に入り調査したところ， 施工延長2,400mの

うち人孔14カ所ぜんぷが側塊目地ズレおよび洞水

となんらかの支障があり，管の目地も 7カ所破狽

していたが，ある 1本のヒューム管はクラックが

一般にみられるように円屈に沿って半円形に入っ

てから，連続して管の上部を縦断方向に走り， こ

んどの災害の中でもきわめて特異な現象が認めら

れた。

七北田川右岸幹線も二次計画分の市北部地域か

ら東部にかけて集水し，新しい六丁目ボソプ場に

入る重要幹線で，昭和47年から現在も工事中で未

だ供用開始はしていないが，地霰発生後，地下水

が高いボソプ場の流入口付近で急激に地下水が上

昇し，なんらかの異常が発生したことが認められ

た。水中ポソプで排水し精査の結果，開削工法で

180度コソクリート巻立てで施工した延長 18.Bm

・径2,200••のヒューム管の目地が破損し， 地下

水が淵水しているのを確認した。その他推進工法

により布設された径2,000血，延長約750mのう

ち， 目地破損約 200カ所・竪坑接続部のヒューム

管の竪坑壁厚の外側付近に円周方向のクラックが

入り洞水している等が確認された。七北田川右岸

幹線がすでに布設された地域は最も軟弱な泥炭・

有機質粘土～ロームの互層が厚く分布している土

質で，かつ地下水位が閥く地盤沈下がいちじるし

ボソプ場圧送管とポソプ室壁面の被害
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い地帯なので，昭和49年7月に地下水の拐水規制

が指定された区域でもある。

上記の二幹線を含め， 2次計画分の未供用の幹

線および枝線の大部分を目視により濶査した結

果，管路の調査延長 7.4kmのうち管体破損4カ所

で，前述の縦方向のクラック 1カ所を除きほとん

どが人孔接続部の円周方向のクラックであり，濶

査管目地数約34カ所のうち約 500カ所が目地ズレ

および破損しており，人孔については調査数50カ

所のうち人孔槌体の破拍・人孔斜直壁の破損およ

びズレ等はほぼ全所にのぽっている。これは未供

用分の大部分を示しているもものの，管径および

地域的に偏しており，全市的推計値に用いること

は無理であり，参考にとどめる。

5 南蒲生下水処理場について

当処理場は，現在は1簡易処理し自然流下で海へ

放流しているので，地霰発生後，送電も停止し自

家発電機も若干のトラプルがあり，汚水処理およ

び汚泥処理関係の機械機能が停止したが，溢水す

ることなく放流できた。また海面から約 3m程度

の地盤高に位匝しているので，今回のような小律

波では安全であった。翌13日午前 9時に送電が開

始され，汚水処理関係の機械は稼働し処理水を放

流できたが，汚泥ボンプが浸水による絶緑不良で

巡転不能になり，汚泥処理関係は14日午前 5時ま

で停止した。

被災状況を列記すれば，瑯水渠まわりが広範囲

にわたって陥没し，灘水渠から最初沈でん池に入

る下水流入管径500mmのヒューム管が壁から約30

cmの位1,tで折損し36池のうち 3池が使用不能にな

り， またスカム排出管径 150•• のヒューム管が他

設物埋との交差部で16本のうち 3本が折損等，汚

泥ボソプ室が没水によりポソプが故悴，第 1ボソ

プ室（第一南補生幹線の維持管理用）の上屋の床

の沈下および外周の石梢みの移動による吐出管の

構造物周辺埋戻し部分の沈下・陥没



芯ズレ， FRP製厚さ約5mの受水楢の横壁が約

2mにわたって破裂した使用不能，その他管理棟

の壁および試験器具の破損等である。

また，地霞後の流入下水批をみると， 1日当た

りの流入批に大きい変化は認められないが，流入

批増の要因としては水道管破損による漏水・下水

道管きょ破損等による地下水の流入があり，減の

要因としては断水による水道使用証の減・中継ポ

ソプ場の機能停止による河川放流があり，増減の

バラソスがたまたまとれたと解釈される。

5 公園緑地施設

6 都市下水路について

都市下水路は現在施工中のものを含めて 4水路

あり，施工延長は5,3521n(52年度末現在）のう

ち片側約100mが流水側に上部で 3~5c叫項いた

のが認められた。この水路の断而は幅7.5m, 高

さ3.1-3,7mで逆L型鉄筋コソクリート擁壁を両

側に設匠し，流心部に低水路床版を打設した開渠

である。

宮城県沖地裳は鶴ケ谷中央公園をはじめ18公園に何らかの被者を及ぽしたが，鶴ヶ谷中央公園

では広場の亀裂，法面崩壊，外棚屈曲や基礎陥没，宵策山公園では三の丸浦水門跡の自然石を使

用した玉，石禎崩壊，長沼護岸擁壁スライドや円路亀裂，石梢崩壊などの被害をもたらし，台の

原森林公園では彫刻の台座のずれや，動物公園では動物舎や飼育室の破損，その他の公園でも石

灯籠や詩碑の転倒，地盤沈下や亀裂など， 18公園で7,000余万円の被害となった。

その詳細は次頁のとおりである。

青葉山公園の石垣も崩れた
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仙台市公園配置図
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公園施設等の被害状況

区―
―
 

被

いい

分
外梱屈曲，基礎陥没 3QQm 4,320千円

鶴ケ谷中央公園 広場亀裂，法面崩壊 500戒 2,880 

広場乎板プロック破損 100戒 1,440 (8,640) 

台 原 森 林 公 園
水路石禎擁壁亀裂，石積傾く 42m 2,160 

駐車場側溝に亀裂，起伏 2Qm 720 (2,880) 

海 岸 公 固
広場駐車場の地盤沈下，亀裂 780m， 7,200 

休憩所床亀裂，沈下，破損 108戒 1,150 (8,350) 

三の丸土留石積崩壊（野面石） 27,,f 2,320 

青葉山公園
長沼護岸擁壁スライド，園路亀裂 180m 16,280 

清水門跡，石積崩壊（野面石） 66戒 8,290 

隅櫓屋根瓦破損，多聞塀破損 1式 2,160 (29,050) 

大年寺山公園 茂ケ崎荘屋根瓦，室内監他破 1式 14,500 

小 計 63,420 

台 原 森 林 公 園 彫刻第 1，第 2作品台座のずれ 1式 290 

水生植物池亀裂（野草園） 20,,f 700 

大年寺山公園 階段亀裂，擁壁亀裂（遊歩道） 2ケ所 500 

石燦籠転倒（茂ケ崎荘） 6ケ所 260 (1,460) 

あずまやの土IHIコンクリート破損 81.4戒 720 

便所コソクリートプロック倒壊 4,2戒 140 

背葉山公園 藤村詩碑（自然石）の転倒 1式 360 

石積擁壁のずれ 1式 720 

馬魂碑のずれ 1式 50 (1,990) 

梱 岡 公 園 碑石（自然石）倒伏 1基 430 

良鉗院丁公園 石蓋籠倒伏 3基 140 

北六番丁公園 石監籠街伏 2基 80 

上飯田大町公園 コソクリート塀倒壊 20m 280 

沖野河原下公園 バイプ棚転倒 4m 30 

高森山公園 便所コソクリートプロック，床破亀裂 1式 70 

水の森公園 スケート場変電室天井落下，舗装亀裂 1式 140 

八木山動物公園 動物舎，飼育室破損 1式 720 

小松島公園 地盤沈下，亀裂 470.f 500 

鶴ケ谷六丁目東公園 地盤沈下，外柵沈下 1式 500 (2,890) 

小 計 6,630 

メロ 計 l | 70,500千円

害 の 概 要 ］ 数 批

（市緑地部調）

被害 額
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第 2節 ガス供給施設の被害

都市ガスの被害

仙台園を直撃した強霞ほ市民の生命線であるガス，電気，水道に打撃を与え，全く恐1市の一惑

ともいうものであった。ガスは当分供給再開不可能とまでいわれ，市民生活をマヒ状態におとし

入れた。先ず直撃と同時に原町工場の有水式ガスホルダー（低圧クソク）貯蔵容批17,000立方メ

ートルのタソクが倒壊炎上した。当時のガス貯蔵容批は約14,000立方メートル入っていた。この

クンクは製造プラソトで作ったガスを一時菩えて， これから圧送ポソプで球形タソクに送ること

になっているものであった。

一方，郡管が至るところ破損ガス涌れ等続出し，なかでも被害の大きかったのは南光台，鶴ケ

谷，将監，黒松，泉ニュータウソ，向陽台など地盤不安定な新興住宅地で，南光台などは本支管

と供給管の継ぎ目がほとんど破損という状態であったため，二次災害を防止する措匝として全需

要家 135,000戸に対するガス供給をストップした。その被害は余りにも大きくガス本管，支管の

折批接合部のゆるみ，メークーの破損など含めると 3,000件にも達した。

1 地震発生直後の状況と対応

一日の仕事を終え，職員の大半は焔宅の途についていた。

昭和53年6月12日，午後 5時14分，その時，昨年12月竣工したばかりのガス局庁舎しま，激しい

上下動を伴った南北方向へのゆれにより，その全機能が数分間停止した。

その日，午後5時6分，仙台市で猿度2を記録したii蒻厖が発生していたが，誰がその数分後に

この惨状を予想したか……。

(!) 原町工場描内は，低圧有水ホルダーの倒壊と同時に，水槽の水（約9,000t) が一瞬のう

ちに放散し，その勢いは構内隣接地に駐車中の乗用車 3台を横転，大破させるとともに，描

内職員用駐車場一幣が水溜りと化した。

(2) 有水ホルダーの倒壊は，同時に貯蔵ガスを漏出し，火災となったが，工場自衛消防隊と新

設ガスホルダーを建設中の作業員による必死の消火活動により，他設備及び周辺住宅等に二

次災害の発生を免れ，午後5時30分，消防車が到滸するまでには，その火勢は哀えた。また

梢火作業と同時に，球型ホルダー，原料クソク（ナフサ，プク‘/）のバルプをすべて閉止した。

(3) 原町工場の製造プラソト OG-2基の被害ほ軽微であったが，倒壊したホルダーがレリー

フ用であったため，運転を継続することが不可能となった。
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(4) ガスホルダーの倒壊が，市内中央北部地区に送出する北六幹線の樅内配管部の一部を損傷

させたこと及び動力用電源の故隙のため，原町工場からの送出は不可能となった。

(5) 泄工場の製造プラソトーMRG2基（うち 1基は定期修理中）及びHBーの構追的な被害

は全体的に軽微であったが，停電及び東北石油総からの原料供給停止により迎転を停止し

た。このため24時間以内の製造再開が不可能となった。

(6) ガスの製造は，港，原町両工場ともに地厖直後に停止したが，ホルダー内の貯蔵ガス（港

工場135,300品原町工場138,500m'-6月12日午後 5時現在）を用いて孵要家への供給はし

ばらく継続された。

(7) 帰宅途中の職員は，地厖規模，ラジオニュース等から自ら判断し局へ戻り，まだ退庁しな

かった職員と庁舎玄関前に集合し，午後5時40分，管理者を本部長とする「仙台市ガス局災

害対策本部」を設訟し，職員総動員で災害復旧作業にあたった。

(8) 地殷発生直後より不通となっていた電話は15分後に回復したが，回復と同時に供給区域内

全域から漏洩通報が殺到し，ガス局回線がふくそう状態になり，外部との通信が不可能にな

った。

回復後も交換処理能力を上回る通報があったと思われるが， 実際に受付けた件数は約200

件であった。

(9) 製造設備の運転再開が不可能であること，電話通報により被害が広範囲であると思われる

こと，ホルダーのガス在高不足であることの条件判断から，午後6時，供給の全面停止を決

定し， 6時15分，港工場南，北両幹線への出バルプを閉止し，直ちにその旨を仙台通産局に

連絡した。

(1り 午後6時30分， NHK仙台，地元民問放送局にラジオ，テレビによる報道を依頼し，供給

停止の広報を行うと共に，職員広報班10班を編成し，供給区域内全域にわたり，供給停止措

趾を諧じたこと及び各家庭におけるガスメークーコックの閉栓を呼びかけた。

(11) 供給停止の決定により，直｀らに供給区域内 141基のガバナー停止のため， 6班の処理班が

出動し，午後9時には全ガバナーの停止及び入出バルプの閉止作業を終了した。なお，再巡

回 (4班編成）を実施し，翌13日，午前2時30分に確認作業を完了した。

(13 ヵスナー停止作業と並行して， 中圧路線（約195km) の点検作業を行い，総てのバルプ閉

止と異常有無の点検を行った。点検の結果， 橋りょう部伸縮管の変形（ガス漏れなし），バ

ルプピット内のフラソジの緩みによるガス漏れ4カ所を発見，応急修理を行い， 16日までに

本修理が完了した。

2 製造設備の被害

仙台市ガス局の製造工場は，原町工場と港工楊の 2カ所であるが，原町工場のレリーフ用の有

水ホルダー倒壊のほかは，特にひどい被害は受けなかった。
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(!) 原町工場

ア製造プラ‘ノト

イ管理棟

ウ 低圧有水ホルダー

二構内配管

(2) 港工場

ア製造プラソト

0 G 

17,000戒

2基

1基

異常なし

異常なし

倒 壊

ホルダー倒壊により輸送用蒋管の一部損傷

MRG 2甚 異常なし

0 G 2基 II

H B 1基 II

ただし，地製による停電のため運転を停止する。

イ ガスホルダー，原料クソク及び構内配管異常なし

ウ 原料受入関係 東北石油紛仙台梢油所描内の直油クソクが破損のため，同精油所が操

業停止となった。このため，原料（ナフサ、プクソ）の受入れができ

なくなり，原料確保の見通しが立たなくなった。

3 供絵設備の被害

(1) 球型ガスホルダー述エ楊 3基 異常なし

原町工場 3甚 異常なし

(2) ガバ ナ ー 供 給 区 域 内141基

型
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43基

84基

9基

5基

(3) テレコソ，

照圧機能上特に異常は認められなかったが， レイノールド型ガバナー

において，オキジャリーウェイトの落下4台（うち自記圧力計も破損

したもの 3台を含む）， オキジャリーウェイト安全器破損 1台， 本体

横ぶたよりガス涌れ（微批） 1台，フィルクーからのガス洞れ（微

批） 1カ所の計7台に軽い被害を受けた。

テレメーター 原町工場

：水；」ヽ：｝ 3カ所無線操作
信号回線断線により機能停止

(4) 導管

ア 中圧導管

中圧郡管の延長は， 中圧A （設計圧力9.0kg/c品， ＇iit/TJ最蒻圧力6.0kg/c品）， 50.Sk訊，中圧
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都市ガス導管被害分布図

中圧導管

X 中圧導管被害箇所

〇 低圧導管被害箇所



仙台市ガス局原町工局の

ガスホルダーが崩壊炎上

した。

供給管取出部が折

狽している状況

ガス涌れ地帯を探索

さし水処理の状況
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B （設計圧力9,0kg/c品，常用最高圧力3.0kg/,品） 145.1kmで合計195.9kmあり，中圧Aの全部

及び中圧Bの97％がアーク溶接接合による塗覆装網管を使用している。

この中圧導管は大きな被害は受けなかったが，フラソジ緩みによる微批漏れ4カ所 (6

ロ）とベローズの変形 1カ所が発生した。

以上の被害場所は，全てピットが構築された箇所であった。

イ 低圧本管

低圧本管は， 口径75血以上であり，延長は綱管53km（アーク溶接接合網管51.2k茄，ねじ接

合網管1.8km)及び鋳鉄管580.2kmCA TI型300,7枷，改良All型229.8km, 印ろう型49.7!侃）

の合計633,2kmである。

被害は，アーク溶接接合網管では皆無であったが，ネジ接合綱管で接合部での折損，亀裂

が4カ所発生した。鋳鉄管では，継手抜け出し11カ所，継手緩み 4カ所，その他（水取器ネ

ジ部ビリ） 1カ所の16カ所であった。

ウ支管

支管は， 口径50皿以下（約90％が 50mm)で，総延長数は 591.91悶あり低圧本支管の約48%

を占めている。

接合は，ほとんどがネジ接合であり，ごく一部にLA, HI-LAといったメカニカル継

手を採用している。

被害は，全部で199カ所で，折損，亀裂ー70.9%，抜出しー23,1%，継手部の緩み， その

他ー6.0％となっており，折損，亀裂が圧倒的に多く， それらは管継手を含めネジ接合部に

集中的に発生した。

二供給管

供給管の延長は約320km,総本数で約39,000本であり，総てネジ接合である。

被害総数は147カ所で，被害形態は折狽，亀裂ー93.2%，その他ー6.8％と，ネジ接合部に

おける折損，亀裂がほとんどである。

(5) 内管・ガスメークー

地襲発生当時の需要家戸数は， 136,128戸であった。地擬発生の 6月12日から地霙被害の

復旧がほぽ完了した 7月20日までの内管修理伝票により，地展によると思われる処理件数を

抽出し，需要家設備の被害状況をまめると次のとおりである。

4 地盤と被害の関係

ガス蒔管の被寄と地盤との関係については，地盤・地質区分に甚づき，仙台市供給区域を大き

く3区分できる。

1 ローム段丘れき屈 （旧市街地）

2 沖禎屈並ぴに泥炭地 （長IIIJ,苦竹）
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導管（灯内内管除く）被害調査表一都市ガス

： プロック

本 ，，，L ； 支 管 供 給 示且 ※灯 外 内 管

折 亀 抜

> そ 折 亀 抜

［ 
そ 折 亀 抜

［ 
そ 折 亀 抜

［ 
そ

合計
の 計 の 計 の 計 の 計

損 災 出 み 他 損 裂 出 み 他 損 裂 出 み 他 損 裂 出 み 他 件数 比率

I 2 1 I I 5 10 3 1 14 30 3 2 35 31 2 1 3 37 91 16.5 

n 1 1 3 1 1 5 4 4 7 ， 16 26 4.7 

圃 5 1 1 7 81 ， 27 3 5 125 71 5 I 2 79 69 6 1 3 79 290 52.6 

IV 3 3 8 5 13 4 4 3 1 1 5 25 4.5 

¥r 1 1 2 1 1 4 3 I 4 ， 2 1 1 13 22 4.0 

¥1 1 1 6 I 7 8 8 16 2.9 

刊 1 I 3 3 10 1 11 15 2.7 

Vlil 1 I 22 3 10 I 1 37 6 2 1 ， 12 4 16 63 11.4 

多買城•福田•福住 | 1 1 2 2 1 1 4 0.7 

件数 3 1 11 4 1 20 127 1 4 46 5 7 199 129 8 2 2 6 147 150 20 1 2 13 186 552 

合計 100.0 100令 0 100.0 100.0 
比平 15.0 5.0 55.0 20.0 5.0 3.6 63.8 7鴫 123.1 2.5 3.5 36.1 87.7 5.4 1.4 1.4 4.1 26.6 80.6 ]0.8 0.5 1.0 7.1 33.7 

100.00 

（注） 6月12日から7月8日までの修理データーによる。（中圧管損傷箇所は除く。）
茶灯外内管被害件数は本支管漏洩調在時に発見修理した件数のみである。

被害状況別 折 損 角． 裂 抜 出

件
一
比

数
一
率

409 

74.1 

43 

7.8 

60 

10.9 

継手緩み

13 

2.3 

その他

27 

4.9 

計

552 

100.0 
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7
 



プロック別内管の被害状況 (53.6.13-7.20) 

口＼ 被害箇所

＼ 

＼、メークー
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血
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9,837 
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1
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348-m 

111 

122 

186 

58 

93 

82 

59 

13 

3 

727l※ 301 

58 

38 

117 

15 

19 

13 

24 

16 

1 

142 

72 

211 

153 

126 

192 

112 

29 

3 

361 

286 

590 

274 

302 

364 

243 

61 

7 

14.5 

11.5 

23.7 

11.0 

12.1 

14.6 

9.8 

2.5 

0.3 

29.2 I 12.1 

1,040 ~1 2,488 l 
100% 

※灯外内管件数には，本文管1罰洩検在で発見修理し'cl861'1を含む。

3陛建以上の建物におけるプロック別内管の被害状況

家全 メ

/メa立を‘ ,--メ〗管立を、

メ

屋 I 
I 合 計

ク
倒 面 I ク
壊 ‘―~―~、

に破 立立
1下除

↓`←I上り除＜ ク

I 件 比

よ 下上 ク 本

る損 り り ［ヽり<ノ 体 数 率

I 220 

゜
2 3 5 2 12 12.2 

ll 185 1 2 5 4 

゜
12 12.2 

皿 361 

゜ ゜
3 4 2 ， 9.2 

IV 130 

゜ ゜
3 3 

゜
6 6.1 

V 538 

゜ ゜
6 2 2 10 10.2 

M 762 

゜
3 14 3 5 25 25.5 

vii 337 

゜ ゜
10 5 8 23 23.5 

¥II 720 

゜ ゜
1 

゜ ゜
1 1.1 

ロ3,253 I 7 

三
26 19 98 

合 計
1. 1 7.1 26.5 19.4 100% 

（注） 本表はプロック別内管の被害状況の内数である。
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3 宅地造成地の若い盛土 （南光台，黒松，緑ヶ丘，将監，泉パーク）

ガス管の被害分布は図のとおりである。

分布図からわかることは，特に， ローム段丘れき層では被害が少なく，いわゆる軟弱地盤であ

る沖軟地帯での被害と丘陵宅造地での被害程度が多く，特に丘陵地を切盛土して宅地造成した地

域については木支管・供給管・内管ともに箸しい被害を受けた。

5 丘陵宅造地での被害分布

丘陵宅造地では，水道管とガス管との被害箇所が同じ場所で， しかも，切盛土の境界付近にお

いて被害が多かった。

特に東北本線以西の緑ケ丘団地，東北本線，仙山線以北の鶴ケ谷，南光台，旭ケ丘，黒松等の

造成団地及び開発途上の長命ケ丘，加茂，泉バーククウソ等については被害が多発した。

プロパン供給地区の被害

仙台市ガス局では，都市ガス供給区域の周辺地区において， 1簡易ガス事業等によりプロバソガ

スの供給を行っているが，各地域の地霰による影響の違いから全く被害を受けることなく供給を

継続できた地区もあったが，全体の約39.4％の需要家に対しガスの供給を停止することとなり，

.7Cの時間は最小4時間，最大15日間の復旧時間を要した。

短時問で供給再開ができた地区は，周囲の状況判断から地元消防署等が早めに元バルプを閉止

したもので実質的な被害は受けていないケースであった。

長時間を要した地区は，比較的大型の団地等で都市ガスの場合と同様に郡管被害も多い地区で

ある。

また，特定ガス発生装佃における被害も比較的軽微で，みなしガス，筒易ガスの35地点群にお

いてボソベが転倒したため高庄ホースが切断し，ガスが漏洩した被害は 2カ所だけであった。

プロパン供給地区被害状況

ニ 祠 目 1 地点群数 1 需要家数 翡蘭誓巌 郡箇管所被害数 被発生害設備数

44 2 

みなしガス 3 1,070 62 2 

゜郡供・，小業規模務用団地（アバー卜 ('ff,ヽJ•) 442 2,805 769 3 ※ 65 

名I- 477 17,106 6,732 49 67 

（注） ※ボソベが転倒しi簡洩した件数である。
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各地点群ごとの被害状況

供給地点群名 所在 地
許 可 5需3要.5家.3数1 溝管 樽 応g 被 tCIゴ9 状 況 特定ガス発生装骰 復旧状況

地点数 現t£ 延長数 本 埒L1 支 応u 供給竹 灯外内管 計 被 也 状 況 （供給再開）

※市名坂友愛団地 泉 市 150 48戸 2,943m ヵ所 ヵ所 ヵ所 ヵ所 0ヵ所 異常なし 6.14 16: 00 

※市名坂¥)ずみ団地 泉 市 144 14 2,407 I 1 2 異常なし
6. 15 16, 00仮復lH
6. 20 9, 30 

※長 町 団 地 仙台市 354 260 6,601 

゜
ォポヤ＊ンペ転倒 6.14 12,00 
’’'，圧ホース 1本切断

※羽集台団地 仙台市 543 285 11,207 4 4 異常なし 6.14 19, 30 

※四郎）L 団地 仙台市 810 754 10,291 1 I 
ポンペ転倒

6.13 20: 00 
邸圧ホース 5本切断

滋折 9r 団 地 仙台 ill 1,011 913 13,290 1 1 I 異常なし 6.13 14,00 

※松 森 I Jl 地 泉 市 424 236 8,115 6 I 7 異常なし 6. 19 17, OD 

※泉向閤台団地 泉 市 2.281 2,001 49,466 8 ， 異常なし 6. 20 20, 00 

※泉永和台団地 泉 市 362 130 6,565 2 

゜
異常なし 6. 13 12: 10 

※泉ニュっク ウ ン 4白< 市 1,090 749 19,970 4 6 異祁なし 6. 27 20,00 

※塩釜魚市場 ・塩釜市 77 68 2 I 1 異常なし 6.14 16,00 

※手 倉田 第 団 地 名 取 市 89 32 1,329 2 異常なし 6.13 15,00 

※,t;「谷ーニータウン 麻谷町I 559 | 80 9,195 I 8 ， 異常なし 6. 19 13, 10 

※吉 成 団 地 宮城町 807 345 17,064 1 1 異窃なし 6.13 16, 30 

※宮城町上原住宅 宜城町 192 48 918 

゜
異常なし 6, 13 15, 00 

供給停止分小 it 8,893 5,963 158、821 2 28 7 6 43 

太 台 団 地仙台市 1,568 1,264 26,804 1 I 異常なし

多賀城二→ータウン 多買城市 408 156 9,188 2 I 2 異常なし

合 計 10,869 7,383 194,813 2 31 I 7 6 46 

（表中来印は供給を停止した地点群である，）

導 管被害調査表ープロパンガス

按害導音 按：訊叫折 損 fo. 裂 抜 出 継 手 報 み そ の 他 合 計

本 管 I 2 2 4.3 % 

支 管 21 4 3 3 31 67.4 % 

供 給 管 7 | 7 15.2 % 

灯外内管 6 6 13.1 % 

合 計 I 
36 

゜
4 3 3 

46 100.0% 
78.3 % 

゜
％ 8.7 % 6.5 % 6.5 % 



プロパン供絵における供給停止地区
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凡 例

゜
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一
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供給継続、被害有

゜
供給継続、被害無
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6 建物，その他設備の被害

(1) 幸町庁舎

ア 建物内外の壁面クイルのはく離 420nf 

床及び壁面の破損 1,95099 

窓ガラスの破捐 2カ所

イ 机，椅子，スチールキャビネット，つい立，因棚等の大部分は，震動により転倒，散乱

したが，被害は比較的軽微であった。

ウ 停鼈のため自家発電装骰による非常灯を点灯したほか，可搬式小型発電機，恢中電灯，

自動車のヘッドライトを利用し照明を行ったが，停寵は翌13日午後0時頃回復した。

二 受水槽の一部に漏水があったが，水道の使用には支障はなかった。

オ エレベークー機械室の捲上機の位骰がずれたため使用できず，復旧に 1週間を要した。

地猿発生時ニレベーターを利用していた者はあったが， とじこめられた者はいなかった。

力 電話交換機の発信機能に異常をきたし発信が不能となったが，午後8時30分頃正常に回

復した。

キ ガス配管（空調設備を含む）は媒常はなかったが，供給停止描個のため使用できず，湯

沸用等のプロパソボンベを 5カ所に設骰した。

(2) 電子計算機室

122 

ア 地裟発生時，給与計鉢実施中（オペレーター 2名）であったが，発生と同時に非常用圃

源を切断し，直ちにオペレーター事務室に避難した。

イ 地霰後 1号空調機の水道管外れのための漏水を発見し直ちにバルプで閉止した。

ウ 被害の程度は，磁気テープ装l社1台転倒し使用不能となり，カードリーダー，中央処理

装低，磁気ディスク装骰，ライソプリンター， OCR装樅，磁気テープ装樅がそれぞれ20

~4ocm移動し，テープキャビネット 4台が転倒しそのうちの 3台がガラス破損した。ファ

イル保管用耐火キャビネットは約20cm移動した。

工 据付メーカーの協力により，転倒して使用不能となった磁気テープ装樅は， 13日午後3

晦代替装i社が到消し，翌14日午前中に搬入，据付調撒が終り，同日午後 7時OCR以外の

装樅が稼動した。

6月15日， OCR装i性の調盤を行い，午前9時，全機能が回復した。

オ 地霰発生により予想もしない被害を受けたが，メーカーの迅速なバックアッ•プにより 48

時間後には回復し，一部通常業務の処理をはじめるとともに，ガス復旧作業に際しては，

閉栓及ぴ開栓のための需要家リストの作成や復旧作業の把握にフルに活用することがで

き，復旧作業の事務処理の迅速化に活躍した。



7 被害額の概算

宮城県沖地震によって受けたガス工作物の災害復旧股は 原町工場における有水ガスホルダ

ーの倒壊により製造設備の全部を港工場に移転させる移転費用等の関連股用を含めると，総額

1,807,596千円になった。

＜被害額の内訳＞

(1) 災害復旧費（単位，千円）

ア 工場関係・・・・ 9• …72,348

泄 エ 楊 45,113 ガスホルク｀一基礎部補修，プクソタソク改造

原 町 工 場 27,235 構内配管補修，ホルダー解体撒去

イ瑯管関係••••…••633,425

応 援 費 419,925 応援事業者宿泊，日当，食事，旅費等

材 料 費 76,500 郡管材料，ガスメークー等

道路復旧股 32,000 逍路掘削箇所補修

瑯管点検修理費 105,000 ガス管橋点検，修理等

ウ 諸 経 股・・・・・・・..91, 160 

交 通 牝 6,210 ククシー，マイクロバス偕上等

動員費 62,250

広 報 骰 12,100 新聞，テレビ，｝広告等

事務用品・雑貨品費

被服股

仮設需話取付骰

代替燃料股

2,900 

3,500 ふとん借上等

2,400 仮設臨時電話13回線

1,800 

ニ その他設備補修骰••……•23,000

庁舎補修費 15,000 

構内舗装費 3,000 

その他設備機械 5,000 エレベーター補修等

災習復旧費合計 819,933 

(2) 災害関連費（単位，千円）

(1) 原町工場製造設伽の移転建設費 770,880 

(2) 売上利益減少額 216,783 ガス売上，受注工事，器具販売

総合計 1,807,596 
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第 3節上水道施設の被害

1 被害の概要

M7.4の強霞ほ市水道局水道施設にも大きな被害を及ぽした。 なかでも周辺地域である緑ケ丘

団地，北根字一念防，小松島四丁目地区などで配水管や屋内給水装屈等の破裂を生じた。

水道施設は，貯水池，浄水場等の生産貯留施設とポンプ所送水管，配水管等の輸送施設からな

っており，昭和28年以降に設計施行された施設は， 日本水道協会において制定した「水道施設基

i作」によって耐霞上特に問題はないと考えられており，昭和28年以前に築造された施設について

も地猿に対する配慮がなされているものであったといわれながら，新潟地農 (1964• 6 ・ 16午後

1時2分） M7.5においても，本管，支管合わせて延長1.100キロメートルのうち60％が壊減し，

15日たった 7月1日に至っても各戸給水50％と復旧が難行し，損害 8億5千万円という大きな被

害であったことに比較すると軽微であったとはいえないけれども， 配水管の破裂215件，小口径

給水管，屋内給水装樅等の破裂が多発，修繕申込みは3,950件にも達した。

その他，浄水場，配水所の盛土沈下，土留プロックの崩壊等にも被害を及ぽした。

水道局は地簑直後裳害対策本部を設位，局をあげて復旧作業に入ると同時に，復旧まで10日間

(6月12日～6月21日），断水戸数約7,000戸に対する給水車による給水（給水車総数 149台，給

水回数637回，給水批702d)を行い，更に緑ケ丘地区 5カ所，北根一念防地区 5カ所，小松島四

丁目地区 1カには臨時共用栓を設骰して給水を続けた。

都市の地霞災害との闘いには先ず火と水との闘いで，火との闘いのために水がいり，火に勝っ

北消防瑶前から水を満クソにして給水車は出動

（河北新報社提供）
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仙台市旭ケ丘の水道管破裂現場

（河北新報社提供）
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ても生きるためには食根より先に先ず水がいることからしても，恒久的配水管の防設に努めなけ

ればならない。

これまでの例からして配水管の被宮は，①沖梢陪の厚い地域R地盤構造が変化する橙界線◎水

管橋の立ち上り部分⑤老朽管路，があげられているが配管工事の方法にもガス管瑯管とともに一

つの課題として残された。

庁舎関係の被害状況

区 別 施設別 被 也 個 所 被 C1I9 f 状 況

本庁舎 建造物 各階廊下，階段廻りの壁 亀裂 850戒 (J階平均170mバ 5)

各階便所廻りのクイル 部分的に破捐 10カ所

4階霊話交換室及び 5階小会議 天井モルクル一部落下 2m, 

室

煙 突 耐火レンガの崩壊約500枚，中間部亀裂 1カ所

避難階段に通じるエクスバンツ 破 捐 5カ所

ョソ

エレペークー設備 ガバナロープ曲りはずれ 1式

5階修狼室 霜灯の落下 12カ所，裏板一部破担

冷房用ファ｀ノコイル 配管部分破損 6カ所取替 1カ所

5階小会議室及び 4階図書室等 火災報知機の空気管脱落 40m 

専用駐車場 出入ロシャックー開閉不能 1カ所

餅i 品 戸棚，電話器 破損戸棚2 電話器 1

長辿町絡修繕所
建造物 車庫出入口 軽批スプリソグツャックー開閉不能 1カ所

裏出入口 アルミサッシ引違戸開閉不能 1カ所

便 所 壁の落下とクイル亀裂 3.3n{ 

プロック塀 土台のゆるみ 2.5列X7段

休狼室 ガラス破損 9枚

風呂釜 破 損

東繕仙連絡台所修
建造物 休狼室 壁落下

導水・送水・浄水施設関係の被害状況

区別 1施設別 I 被害個 所

中 原取水施設苦地取水池

浄水場 1 青下第一貯水池

青下第一堰堤

浄水施設 I傾斜板沈でん池

薬品処理館

南側排水池

建造物 I電気室，薬注室

1階電気室

本館玄関，階段踊り場

本館湯沸室，倉庫

被 習 状 況

沈砂池，西，北側防護柵崖崩れ，巡回路落石

貯水池左岸殿崩れ，観測台安全防誨柵横倒，第二

堰堤下流ガードパイプ42m折損

左岸沓部破捐 2カ所

傾斜板支持具折損 10カ所

PAC貯留槽固定板破狽 6カ所

水位計のおもり脱落

床クラック 1呪延2m

壁クラック 1況延4.2m, 防水床クラック0.5況

延4.5m

クラック 0.3況延1.2m，艇クラック 4況延 5m

窓附近クラック0.2'茄延2m,槌クラック0.5況

延2.3m
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区別 1施 設 別I被 害 個 所

本館空調室高架水梢

本館，事務室，水質検査室

国 見 I浄水施設 1、急速ろ過池上屋
浄 水 場

被 害 状 況

建 造 物 I浄水楊本館

茂 庭 I取水施設 I釜房湖取水搭
浄 水 場

祁水施設 1中谷地第二接合井

浄水施設 薬品処理館

特高受電室

排水処理棟

濃縮槽（排水処理棟）

送水施設 I旅川上流（佐保山入口）

佐保山入口南斜面

佐保山遊歩道渓谷線脇

柱，壁クラック 1況延4.Sm,梁クラック0.3況

2本―

壁クラック約0.5"ぷ 1 m 

柱のひび割れ随所，柱1阻1部破捐 2カ所

エキスパソション金具破損，床版のひぴ割れ，大

梁，小梁の剪断ひぴ割れ，ろ過池床版モルクル破

狽（ひぴ割れ）

下地異種の所のひぴ割れ

耐擬壁 (RC)に剪断ひぴ割れ (1.2階）

階段室コソクリート破損

2階階段ホール軽問仕切壁破損

開口部隅角部のひび割れ

外壁のひび割れ

機械室屋根笠木ステソレスはく離 0.4mx 4 m 

機械室外面クイル亀裂10ケ所 0.5況xo.5m

機械室床亀裂 1況 xo,5m

上屋廻り U字溝の沈下 3m

らせん階段ガラス破批 2階プリッジ受台（混薬

井側）破損， 3階屋根ひさし下石綿板天井破批

リソダウォールガードレール取付部亀裂，消火器

転倒 4本

螢光灯器具破損 2台，窓枠廻り亀裂数力所

壁面亀裂 2カ所

室内墜，床亀裂無数

天端亀裂 15カ所

石禎護岸裏込部約20cm沈下，モルクル仕上げ天端

約 5呪緑切発生

アソカープロック及び階段に幅15況長さlOmの隙

問発生

管防臨コソクリート天端はく離3品中心部で20

C叫掻起

管路盛土部擁墜仕上げ天端モルクル部分縁切，幅

4況長さ10~15m没透水

配水施設関係の被害状況

区別 1施 設 別 1 被 害 個 所

茂 庭 1配水施設 1北赤石ボソプ所
浄 水 場

被 害 状 況

富 田 I配水施設
浄 水 場

国 見 I配水施設
浄 水 場

日本乎ポソプ所

南ニュークウ｀ノ貯水楢

ひより台貯水楢

大年寺山配水所

中山ボソプ所

中山第三貯水棺

国見第ーボソプ所

ボソプ所，貯水槽に亀裂，ニスロソパネルクソク

給水管折損

貯水槽南斜面土砂崩れ，境界フェ｀ノス倒壊，プロ

ック張り 5戒，フェソス 5m

水槽周囲の排水測溝 (25m)沈下

水槽東側（境界外）切割斜面下段100戒崩壊

無線電話装樅破損

ポソプ所上屋壁に 1況～2'%.の亀裂20ケ所

土留コンクリートプロック積約lOOm崩壊

床盤フラック約15m,壁クラック約10m
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区 町 施設別 1
被 害 個 所

国見第ニボソプ所 I床盤クラック約20m

国見第二貯水椿 北側法面陥没階段一部沈下，目地離れコソクリ

ートプロッタ一部クラック

安讃寺配水所 I配水池周囲法面の陥況階段沈下，目地離れ，石

甜崩壊目地離れ

配 水 管関係の被害状況

地 埃 地区別 ~,) 500 400 霙 250 203 150 i 100 75l 、 50 ii・ 地城別介；I・ 

西 部 JI 緑氏鈎八足町i!lJ取木ヶ丘越茂地山団団路区ヶ地糾地、、

鋳鉄竹 1 l 2 

硬質tl1化ピ-J¥,管 2 1 2 5 
況

石綿セメント岱 t '3  2 l8 23 

塩ピ・銅竹ユーオン 2 2 

加クUニュー ダクタイル鋳鉄
ヽ

I 1 1 

地双ヶ吸lウtt団聘ンヶ、迎丘山桜団1、引
硬質塩化ピ-19管 i 4 l」I- 6 11 

北匹部 石綿七メント竹 I 7 1 8 28 

綱 'L:i' 3 3 
紺： 一塩ピ，鋼管ユニオン I 5 5 

旭ヶ丘団地 怯 鉄 管 9 ? l l ： 3' 

北根一念坊 硬質塩化ヒ'-ル管 I 4 6 !O 

北 部 小松島、台 石綿セメント竹 '・'， l 22 10 糾 52 

ノ原 鋼 管 I I 4 4 

塩ピ，銅管ユニオン I I ！ I 1' 

鶴ヶ谷団地 ダクタイル餅鉄竹＇ l t I 
号安従寺、東

芦硬質～塩＿鉄 竹 9- § 3, 

北東部
仙台｀自由 化ピール腎 i I 6 6 7 i9 : 

3l 
ヶ丘、岩切 石綿七メント怜 ： I l 1 

悶 管！ 5 5 

塩ピ・綱行ユニオン ！ :' 2 

I f 苦竹、原町
ダクタイル鋳鉄管 •一 l I 2 I 3' 8 

， 抵田町、南 鋳鉄管 1 I 2 4 

小泉、 硬質塩化ピニ！レ竹~ 7 5 4 l6 

康 部I！ 迫見颯六
石綿セメント管 ， l i l, 2 

癖、七繹 鋼 笠 ｝ { ！ l' I 

塩ピ •9舅竹ユーオン I 4 4 祁

梢 火 栓 I l i 1 

仕 はJ 弁 1 1 2 

I， 一番町、大
ダククイル幼鉄行：

； 
l i l 

手町， III内 鈎毀竹 1 ： 4 I 6 

中心部 IHIil 硬質塩化ビニ 1レ竹 ！ I! I 12 

鋼竹・ l 3 3 

塩ビ・璽狩ユニオン i l l 

長町'rI9in 鋳 鉄 竹 i 2 3 

街部
霜田、約1｛硬質塩化ビニ｝パ行 ! 3 4 2 ， 

四
大野hl 心石綿セメント 1'.i’9 '1  I 1 

鋼 管 ： l 8 ， 
グクタイル鋳欽管 I 1 2 l 1 1 4 ll 

鋳 鉄 竹 l 2 I 3 11 3 l 21 

硬質塩化ピニ）パi i 認 2i 28 71 

管種 別合計
石綿セメン，，府 l J 5 32 ぶ

卵25 1 ふ 215
銅管 l 24 

塩ピ・鋼管ユーオン ， ： i 15 15 

料j 火 在 1 l l 

仕 切 弁 I. I 2 

ロ経別合計 1 2 4 3 3 4 43 57 1 98 215 
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水管橋・橋梁添架配水管の被害状況

橋梁名 1 被 忠 状 況

掘 田

福 田 大橋

広 瀕 川 水 管 橋

対 策

椅 ＿1-一｛巾縮管2ケ所より振動 1 応急的な修繕を行い，

によって漏水 本復旧は 9月

I 同 上 1 同

ジョイソトで約13~53 9月に配管時の正規寸

耗と約62~84耗のス1、 法に復元

が生じた

備

国道45号線

考

上 同 上

水道恵用橋

七 北 田 川 水 管 橋
許容批以上の変位が生 共同添架の工業用水 工業用水，都市ガス及

じた （宮城県）の管と同時復元 ぴ水道の共同橋

器材関係の被害状況

施設別

庁舎

資 材 倉 郎

被 害 個 所 被 宮 状 況

高 圧 受 電 施 設 フレーム破狽

建 物 内 照明器具， トイレ器具，窓ガラス外破損

敷 地 内 境界ネットフェソス10カ所破損

第 倉 庫 外壁及び格納棚破損

第 倉 耶 外壁，窓枠サッシ，・ガラス 9枚及び格納棚破損

器 具 備 品 マノメークー，水中ポ‘ノプツャフト破損

貯 蔵 資 材 双口空気弁径 100耗外破損

施設別の被害額 （単位；千円）

施 設 区 分 金 額 施 設 区 分 金額

取施設水， 貯水 釜房ダム取水塔他 800 配 水 管 七北田川，梅田川水管橋 3,400 

青下水源池 1,000 配 水 管 36,400 

小 計 1,800 配水管布設替費 13,300 

浄水施設 茂庭浄水場 9,100 
小 計 111,400 

国 見 浄 水 場 2,200 給水施設 給 水 管 4,200 

中 原 浄 水 場 1,100 給 水 装 趾 9,400 

小 計 12,400 小 計 13,600 

配水所施設 安 毅 寺 配 水 所 23,000 建 物 庁 舎 4,000 

中 山 第 三 貯 水 槽 8,000 器材試験所，資材倉罪 1,000 

国見ボソプ所，第二貯水槽 600 修繕述絡所 300 

中山，ひより台， 日本平， 1,800 小 計 5,330 

北赤石貯水槽 その他 霞害に伴う洞水調査委託 56,000 
大年寺山配水所無線設備 臨時給水のため業者依頼費 2,100 

小 計 33,400 
職員の超過勤務手当 14,000 

配 水 管 広 瀬 川 水 管 橋 7,600 燃料，食植費，その他経股 5,000 

七北田川水管橋（上水，下 50,700 小 計 77,100 

水，ガス共同） ＾ ロ

計 255,000 
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給水装置閲係受付及ぴ処理状況

＼ 月日

繰 起 受 付 処 理 残
備 考

宅地内迫路 計 宅地内 追路 計 宅地内 追路 Jt 宅地内 道路 計

6. 12 352 54 406 30 

゜
30 322 54 376 

6. 13 322 54 376 1,036 124 1,160 254 23 277 1,104 155 1,259 応援業者22社 51 

6. 14 1,104 155 1,259 641 77 718 495 10 505 1,250 222 1,472 ,, 46社 100

6. 15 1,250 222 1,472 288 44 332 411 95 506 1,127 171 1、298 ,, 70社 277

6. 16 1,127 171 1,298 236 21 257 500 168 668 863 24 887 ” 67社 188

6. 17 863 24 887 165 23 188 562 20 582 466 27 493 ＂ 81社 218

6. 18 466 I 27 493 67 5 72 278 5 283 255 27 282 " 34社 148

&. 19 255 27 282 192 12 204 256 7 263 191 32 223 " 37社 98

6. 20 191 32 223 124 12 136 196 18 216 117 26 143 ,, 18社 47

6. 21 ]17 26 143 79 13 92 87 18 105 109 21 130 " 13社 34

6. 22 109 21 130 78 16 94 61 JO 71 126 27 153 ,, 1社 2 

6. 23 126 I 27 153 70 19 89 80 14 94 116 32 148 

6. 24 116 32 148 59 17 76 63 21 84 112 28 140 

6. 25 ll2 28 140 22 10 32 59 8 67 75 30 105 

6. 26 75 30 105 90 6 96 28 7 35 137 29 166 

6. 27 137 29 166 41 5 46 66 14 80 112 20 132 

6. 28 112 20 132 80 12 92 58 14 72 134 18 152 

6. 29 134 18 152 61 ， 70 67 5 72 128 22 150 

6. 30 128 22 150 62 21 83 76 10 86 114 33 147 

7. I !14 33 147 39 7 46 34 15 49 119 25 144 

7. 2 119 25 144 11 5 16 25 10 35 105 20 125 

7. 3 | 105 20 125 120 14 134 74 18 92 151 16 167 

7. 4 151 16 167 79 12 91 73 15 88 157 13 170 

7. 5 157 13 170 67 17 84 51 19 70 173 11 184 

7. 6 173 11 184 82 14 96 85 6 91 170 19 189 

7. 7 170 19 189 79 ， 88 56 10 66 193 18 211 応援業者 6社 12名

7. 8 193 18 211 42 6 48 128 12 140 107 12 119 ,, 12社 24名

7. 9 107 12 119 8 8 16 61 6 67 54 14 68 

7. 10 54 14 68 115 11 126 80 6 86 89 19 108 

7. 11 89 19 108 85 7 92 58 8 66 116 18 134 

7. 12 116 18 134 51 8 59 62 5 67 105 21 126 

7. 13 105 21 126 66 7 73 67 13 80 104 15 119 

7. 14 104 15 119 75 ]0 85 80 14 94 99 11 110 応援業者8社 16名

7. 15 99 11 110 44 7 51 83 7 90 60 11 71 

計 - 3,516 434 3,950 3,456 423 3,879 60 II 71 残件数は7月16日以降処理， 
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配給水管



2 災害発生前後の給水状況

(1) 配水系統別給水量の状況

市内への給水は国見，荒巻，茂庭，大年寺山，安旋寺，鈎取山の 6系統により行われているが

災害の発生した昭和53年6月における各系統別給水批の状況はつぎの通りである。

一日最大給水批が災害発生の翌日の 6月13日に発生し，屎状な鼎水があったことを示してい

昭和53年6月分配水系統別給水量（鬱印一日最大給水址） （単位nt)

月 日 天 候 最翡気温 国 見 荒 牲 茂 庭 大年寺山 安養寺 鈎取山 計

6 ・ I 晴 24.5 65,490 35,450 88,250 18,900 16,670 19,130 243,890 

2 批 30.0 67,820 36,470 89,100 20,070 16,970 20,370 250,800 

3 睛 30.5 67,720 36,050 90,030 19,390 17,280 21,410 251,880 

4 雨 20.0 60,040 31,500 80,150 16,750 15,500 19,070 223,010 

5 哨 25.0 64,880 35,300 86,400 19,470 17,360 19,190 242,600 

6 ＂ 
26.0 64,170 36,100 86,360 19,880 17,280 18,440 242,230 

7 II 27.5 68,060 36,960 92,760 19,840 17,320 19,900 254,840 

8 ＂ 
29.5 69,790 36,920 91,470 20,280 16,990 20,820 256,270 

， 
” 34.0 63,870 36,590 92,810 21,020 23,340 21,330 258,960 

10 II 31.0 65,960 36,290 94,560 20,680 24,430 20,870 262,790 

II // 24.0 58,960 31,650 84,130 17,510 21,590 20,240 234,080 

◎ 12 II 31.5 67, JOO 33,120 102,200 23,290• 22,810 23,440 271,960 

13 狐• 22.0 85,970 ゚ 31,880 139,980 ゚ 15,850 23,120 21,870 318,670 -0 

14 II 28.0 80,120 33,740 122,290 20,830 25,700 22,720 305,400 

15 晴 31.0 72,110 34,880 113,460 19,790 25,830 22,170 288,240 

16 批 32.0 65,130 34,900 109,540 20,200 24,120 20,960 274,850 

17 11/i 35.0 71,160 36,400 116,640 21,040 25,890゚ 24,380 295,520 

18 II 36.0 69,230 34,410 119,200 18,730 25,430 25,1201 292,120 

19 II 34.0 69,710 36,760 112,290 21,440 24,610 22,210 287,020 

20 ＂ 
34.0 66,030 37,590O-I ・ 114,260 21,410 24,200 21,600 285,090 

21 附 33.0 65,810 36,180 106,400 20,460 23,400 21,400 273,640 

22 坐 24.0 58,680 33,530 102,340 19,490 21,110 19,130 254,210 

23 II 24.0 58,180 34,880 101,940 19. 860 21,660 20,010 256,480 

24 ,, 29.0 60,830 34,870 101,810 20,280 22,750 19,810 260,330 

25 ＂ 
33.0 64,970 33,140 103,730 18,690 23,430 23,370 267,340 

26 雨 26.0 56,550 32,790 95,660 18,270 21,370 18,130 242,800 

27 ＂ 
22.0 57,430 33,190 95,630 19,630 21,370 18,080 245,330 

28 枇 29.5 63,270 34,950 99,180 20,250 21,630 19,750 259,030 

29 晴 32.0 69,050 37,200 103,700 21,690 21,870 22,170 275,680 

30 19 30.0 68,010 37,200 102,670 21,960 22,470 20,760 273,070 
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る。 （一日最大給水批318,670戒，内訳市内293,502,,f, 分水25,168品）

これを配水系統別にみると国見，茂庭では13日となっているが，大年寺山系では災害発生当日

の12日に発生し，荒巻，安狼寺，鈎取山では災害発生より数日経過してから発生するなど異なっ

た状況となっている。

以上の系統別給水批の実績からおよそつぎのようなことが推察される。

（イ）国見系

災害発生前の一日平均給水批65,160,,fであったが，災害発生翌日には 85,970品と大巾な上昇

を示し，多批の漏水があったものと判断される。さらに災害発生後涸水批の減少傾向が見られる

もののなお相当批の漏水があったと推定される。

以降，災害発生後天候の影響と思われる実給水批の低下があるが，総体的にみて漏水批は低下

してきていることを示している。

（口）荒巻系

災害発生後給水批が低下しており災害による涸水批ほ比較的少なかったと推定される。さらに

本地区は使用水批の80~90％が業務用で，哭使用水批が災害の影薯で低下したものと考えられ

る。

砂 茂 庭 系

災害発生前の一日平均給水批は 88,730品であったが，災害発生翌日には 139,980戒と大巾な上

昇を示し，多批の澗水があったものと判断される。

しかも他系統では順次涌水批が低下し，災害発生前の一日平均給水最に回復傾向を示している

のに反して，この期間にもなお高水準の給水批がみられることから涌水がなお継続的にあったも

のと推定される。

（二） 大年寺山系

災害発生当時の一日平均給水批は23,290.tと6月における最大を示している。これは大年寺山

系配水幹線口径400括配管の破裂事故が大きく影響しているものと思われる。

一方，災害発生翌日には逆に 6月の最低を示し，配水管復旧のための部分的断水等の影響が考

えられる。

側安狼寺系

災害発生前の一日平均給水批は18,610.tであったが災審発生後給水批が増大し24,000品台とな

り，羅水の影響がみられる。以降の期間では若千の低下となっているものの，なお澗水が継続し

ているものと推定される。

（へ）鈎取山系

災害発生前の一日平均給水品は20,070品であったが災害発生後22,000.e台の給水批を示し涌水

の影響がみられる。以降は順次低下傾向を示し， i籍水の減少が推察される。
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3 応急給水の状況

(1) 地裳発生からおよそ50分後の午後6時すぎに， 第三配備に基づく職員の緊急動員を開始し

た。電話の不通，停電，交通渋帯，これに加えて職員自身の被災などの悪条件にもかかわら

ず， 自発的に出動した職員も含めて午後7時には常備の給水車 4台の出動体制を備えた。

この間臨時給水部の緊急協謡を行い，次のような応急策を決定した。

（イ） 市内随所でかなりの被害が予想されるが， このようなときには断水は住民の生活不安を一

眉増大させるので，給水の要諮には即応できる体制をとる。

（口） このため常備の給水車4台のほかに，水道局所有の給水クンク40基を戟載する自動車を配

備する。水道局所有車輛をもって不足する分は，仙台市公認水逍工事業者に応援を要諮する。

（9) 以上の体制をもってしてもなお不十分なことが予想される場合は，早目に第二の応援を要

諮する。

（二） 6月13日以降，給水車の出動は午前6時とし，深夜は 4台を常備し24時間給水体制をとる。

以上の協議終了後，宮城県管工業協同組合を通じて仙台市公認水道工事業者に応援を要諮

した。午後9時には13社， 14台の応援を得て出動郡備を完了したが， これまでの間に既に

7件の給水要請があったので出動したが，このほか，同夜中に翌日 (13日）早朝の給水要諮

が約20件にも及んだ。

(2) 地震発生から 2日目の 6月13日は，前日から予約要諮のあった地区に対し午前6時から順次

給水車による臨時給水を開始した。この頃になるとおよその断水区域と戸数が判明してきた

が，その区域と戸数は予想を遥かに上回るものであったので順に従い給水作業を進めるととも

に，仙台市公認水道工事業者に対し追加の応援を求め，14日の朝には37台の給水車を配備した。

(3) 6月14日は，動員車輛台数，出動回数とも最大となった。

給水対象の団地，建築物（主に高附マソショ‘ノ）がはっきりし，定時給水の要誼が出はじめる一

方，復旧作業に関連した新たな断水地区の発生，停電や設備損偏のために給水不能になった専

用水道からの緊急要諮が相次ぐなど応急給水の窓口となった営業課は終日喧躁を極めた。

(4) 給水車の出動は 6月14日を境にして復旧作業の進捗に伴い，毎日前日に比較すると半減し，

週の後半にはようやく落舒を取戻してきた。

特に被害がひどく，二次災害を防止するために通水できなくなった緑ケ丘一丁目，黒松一念

防地区には，臨時の共用栓を設樅するなどの策が効を奏し給水車の負担が軽減された。

(5) 6月12日から21日までの応急給水は仙台市公認水道工事業者39社の応援を得「応急給水の概

況」に示すように延 149台の給水車が 637回出動し， 702立方メートルの水を給水した。給水

先は被災団地の一般団地住宅のほかに，高層住宅（マソショソ）が目立った。
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応急絵水の概況

月 I給水 車 1従事
日 総数 I局 I応援総数 I局

6月12日（月） 5台 5台 0台 20人 20人 0人 7回 7nt 鶴ケ谷団地，旭ヶ丘，緑

13日（火） 29 7 22 72 50 22 165 180 ヶ丘， 自由ケ丘，双業ケ

14日（水） 37 7 30 90 60 30 213 230 丘，泉ケ丘，幸福ケ丘，

15日（木） 27 7 20 70 50 22 120 130 北根一念防， 窟沢，袋

16日（金） 17 7 10 50 40 10 60 65 原，出花，荒井，伊在ほ

17日（土） 10 6 4 30 26 4 26 30 か，黒松，幸町公団アバ

18日（日） 10 6 4 30 26 4 18 20 ート，桜ケ丘，鶴ケ谷ア

19日（月） 8 5 3 18 15 3 18 20 パート，サニーハイツ，

20日（火） 4 4 

゜
， ， 

゜
7 14 台原ライオソズマソショ

21日（水） 2 2 

゜
5 5 

゜
3 6 4̀ 日水アバート．東六

計 （延） 149 56 93 394 301 93 637 702 小学校ほか

(6月12日～6月19日）

1こI讐羹給水批＼ 主な給水対象

臨時共用栓の設置状況

場 所 1栓数 1使用世帯数 麟月日 I 備 考

小松島四丁目16
1 I 約 20 6月15日 7月6日に接統不能の 31!!.哨を除き仮配管により各戸給

水開始

北根宇一念防 5 I 約 20 6月15日| 7月17日仮配管により各戸給水開始。ただし1栓は残1位

緑ケ丘三丁目 3 I 約 30 6月14日 7月12日仮配管により各戸給水開始。ただし1栓は残骰

緑ケ丘四丁目| 2 l 約 30 | 6月15日| 7月13日仮配管により各戸給水開始

4 応援活動の状況

地厖直後の市民からの通報等により，配水管の破裂，折捐等が多数発生していることが判明

し，また，応急給水の必要性も生じたことから宮城県管工業協同組合を通じ仙台市公認水道工事

業者に対し，復旧作業等の応援出動を要諮し，配水管復旧作業に18社，応急給水の応援に39社，

給水装骰の修繕に126社，その他淵水調査等にも業者の応援を受けた。

5 漏水調査

(1) 給配水管の漏水調査

① 漏水調査業務委託のいきさつ

地震発生直後，急激に増大した配水1一止は，被冑給配水管の復旧作業が進むに従って減少して

きたが，前年同期や 6月上旬の配水批と比較してみると，まだ相当批の地下勒水があるものと

判断されるので，早急にそのi屈水を調祉する必要が生じた。

水道局の梱水防止課は，地擬によって生じた給配水管の応急復旧作業に従事せざるを得なか

ったので， この作業は専門業者に委託しておよそ 1,000キロメートルにわたって配水管のi届水

調査を早急に実施する方針を決定した。
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②洞水調査の状況

漏水調査の受託業者は， 1日約35名の人員をこの作業に当て 6月18日から本格的な作業を開

始した。

午後 9時から翌朝 6時30分までの交通批の少い時問帯に音聴調査をし，午前中は睡眠，午後

からボーリソグ，宅地内の確認作業及び以後調査予定路線の下調査という行程で行った。

給配水管復旧作業の一段落をまって，水道局職員も 6月20日から主として日中聴音棒等を使

用しての給水装低及び給水管の調査に入った。

調査の結果予想以上の淵水力所が発見されたが， これを短期間に復旧するため市内22の配管

工事業者に依頼して復旧作業を行った。

(2) 絵水装置の漏水調査

地展によって市内全域にわたって各戸の給水装樅の損偏は予想以上のものがあった。 7月末日

現在で水道局に対して修繕申込みのあったものは約4,300件を数え， このための潜在的涌水も多

批なものと判断されたので，全市民に対して新聞広告，広報紙（全戸配布），テレビ，ラジオ等

を通じて涌水調査の協力を呼びかけるとともに，使用水批計批の際，計批員によって洞水の有無

を確認した。

宮城県沖地震後における地下漏水防止工事の管種、口径別分布表(6月20日～7月IOIJ)

でロ径 、CIP DIP VP  pp  s p L p 仕切弁 恐 ん•K 分バ.,キ水ン ’’~ 水メーク ユニオキ ン 計せ ん， iッキン ，fッン

400 1 1 

250 2 2 

200 1 1 2 

150 1 3 4 

100 2 5 2 2 II 

75 4 4 

50 17 2 1 20 

40 3 7 1 1 12 

30 1 1 5 7 

25 7 2 2 19 1 1 32 

20 3 4 42 49 

13 ， 13 97 2 11 ， 3 144 

計 6 1 49 4 20 170 7 2 3 13 ， 4 288 

漏水防止件数及び推定防止水量 発見件数と防止水量の関連

防止件数 1 推止定水防批 年 度 I 1-に-当，件た数り 1 推1定件防当止た水批り 調査期 lijJ

直営施工 43件 101,,t／日 昭和 51年度 0,5件 8.7品／日 1 年問

業者施工 245 16,295 ” 52 ” 0.4 6.4 ” 
擬害による委託 0.52 66,1 30 日問
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第 4節電力施設の被害

あらゆる科学の粋を集めた電力設備も，地襲のニネルギーには勝てなかった。地霙発生と同時

に，仙台火力発電所2 • 3号機，新仙台火力発電所 1• 2号機が停止し，仙台変電所の変圧器，

蔵王幹線，宮城幹線などのしゃ断器や避雷器の損壊によって， 東北電力管内で681,600戸，宮城

県内で419,000戸が停電しのである。

東北電力では，事故発生と同時に，本店及び関係店所あげて非常体制を発令し，供給支障の解

消を最優先として復旧を進め，地震発生後約 2時問後の19時10分から13日1時28分にかけて仙台

市内の配電用変電所の受電を完了， 13日朝には配電線の復旧により一般需要家停電戸数の約85%

が回復した。

その後仙台変寵所の 3号， 1号バソクがそれぞれ14日， 15日に復旧，仙台火力 1号は16日，

新仙台火力 1号は18日に復旧，短期間の問に明るさを取り戻した。発電所以外の被害は，送電設

備，変電設備，通侶設備，配湛設備の全般に及んでいる。なかでも配電設備の被害の特徴とし

て，支持物関係ではやはり軟弱地盤地域，支線のないカープ柱，変圧器柱に被害が多く，特に仙

台市東部，南部に広がる農業地域ならびに埋立造成地域に集中した。発電設備においては気缶，

汽機，各ユニット共通設備，霞気関係と全般に設備被害が及んだ。

復旧に要した作業人員は， 他社からの応援， 工事業者等を含めて延約 2万人， 地震発生から

宮城支店管内の被害状況 （東北雹力調）

設 備 1 被 害 額 被 筈 の 状 況

水 力
千円

9,000 水路水槽巡視路土木設備被害 6カ所

送 電 166,000 275kv 鉄塔敷擁壁損傷他 2線路

154kv ” 2" 

66kV 鉄塔敷の隣接地土砂崩れ 1 II 

変 電 948,000 275kv 設備損壊 2変霊所

154kv ” 
4 // 

66kV // , I/ 

配 電 114,000 支持物の折損倒壊傾斜 2,251本

変圧器の損傷傾斜 4,058台

配鼈線の断龍線 1,124条間

通 信 29,000 結合コソデソサーの損像 3台

マイクロ導波管の損傷 1回線

そ の 他 767,000 建物設備損傷その他

計 2,033,000 

（注） 宮城県内のうち，本店，仙台火力発電所および新仙台火力発電所を除いたものが宮城支店管内分である。
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宮城県沖地霙による東北地方の主な停電地域

昭fl153年 6月12日地媒発生直後
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11日目の 6月22日まで夜を徹して作業し， また変電関係のクレーン車，ユニック車など重機稼動

状況ほ延べ約130台，配電関係の車両延べ台数は約1,800台に逹し，事故の様相が如何に大きいか

を知らしめたのである。

その被害額は，宮城支店管内だけで20億3,300万円となったのである。

同じ管内である新潟地厖では電気の最大被害を受けたのは新潟市で，市内 8カ所にある第二次

変電所のうち 6カ所がマヒ，配電線も寸断されたため全市が停爾した。新潟火力発電所も信汲川

からの冷却水取水施設，取水路が使用不能となり， 8月20日まで迎転不能に追い込まれたが，東京

電力，宮城，福島支店の救援，移動変圧機の応援によって被災2日目17日に50％回復，19日には］00

％回復というスビード振りといわれたが，それより更に早く 2日目には復旧となったのである。

その詳細は次のとおりで，非常体制のもと事故範囲を局限したことがうかがわれるのである。

1 電力設備の事故状況

地簑前， 管内の電力系統は総需要 4,900MWで運転中であったが， 地裳発生により仙台火力

発電所2, 3号機，新仙台火力発雹所1, 2号機の停止 (2号機は定期点検試運転中）， 仙台変

霞所 275KV-154KV変圧器， 275KV蔵王幹線，宮城幹線などの設備（しゃ断器，避雷器など）

が損壊して負荷脱落や受電減少を生じ，新潟支店を除く 6支店管内で約 1,500MWの僑要が減少，

681,600戸が停電した。

この事故により275KV蔵王幹線など太平洋側基幹系統が分断されるきびしい事故であったが，

日本海側154KV基幹系統とのループ構成， 二方向鼈源， 他電力会社との述繋の強化などの露力

系統形成における配慮のほか，各種保設リレーシステムの適確な動作などにより事故範囲を局限

化した。

ガイシも落下して粉々となる

（河北新報社提供）

139 



設備別の被害の状況

(1)発電設備

＼ 
敢大龍力 停止龍カ

い地(KWっ力h水) l i t 
事故発生 復 Inの

発他所名 披 •・91J9~ の 状 況
El時 日 時(KW) (KW) 

羹薔
10,000KW 水柑ifIII峡、水路土ft1墜、水槽巡視 6/12 (7/15) 

以下一括 32,400 8,200 等の土木設備の損（り11ヶ所 17 : 14 

(JIヶ所）

仙台火力 ◎汽缶関係 G/12 6/16 

1号機 175,000 (W」I:中） ポイラ本体振れ」しめ装i代の変形 17: 14 12, 54 

主要配管振れ止め装i即破損ほか

◎汽機関係

i令よ11,k匝d13：り）1波iJI

◎龍気l関係
火 主変圧器中性点／ij避・;i；器破jJI

起if/J用変圧器中性点用 ＂ 
◎各ユニット共通設備

汽缶用水配管の破/JI

構内地盤一部不等沈下

ndti'｛呆i品i・i-音|；象1l淵i

ヵ 仙台火力 ◎汽缶l関係 G/12 6/26 
2号機 175,000 107,000 ポイラ過然器管列の乱れ他 l7 : 14 13: 45 

◎龍気関係

主変圧器9|1性点ll1避',Ii器破ji1

154KV ABB柑支Ill

仙台火力 ◎汽缶関係 6/12 (7/21) 
発 3号機 175,000 125,000 主要配管j辰れ止め装附破損 17: 14 

◎汽機関係

主機軸受!Jlllfr

◎龍気関係

154KV ABB、]54KVLSfi./11 

低線用避霜器破すJI
龍 新仙台火力 ◎汽缶関係 6/12 6/18 

1号機 350,000 270,000 吊7"1'i再熱器クーリングスペー 17:'14 18: 1 

サー竹破/Jlほか

◎各ユニット共通設備

構内地盤一部不等沈下

変圧器類の咽霧il'i火配竹変形

所
新仙台火力 定 期 ◎汽缶l関係 6/12 6/19 

2サ機 600,000 点 検 中 後部姪道1ifII!！懸『破損ほか 17: 14 13:02 

合 ,ii・ 
兌tじ機 1,475,000 502,000 

5ヶ所

総 計

(13ヶ所） 1,507.400 510,200 

6
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(2)変電設備

変龍所名
龍 圧 容 批

被 古 の 状 況
事故発生の

復Illの日時(kV) (MVA) El 時

仙 台 275275 700 275kV主淡変圧器プッシング／ll(lふ2台 6/12 6/12 

154kV II LTC II 1台 17: 14 17: 26 

275kV GCBりl(lふ 3台

275kV ABB!Jl偏 3台

275kV CT!JI傷 10台

275kV LAJJll紡 6紺

275kV LS損偏 2台

154kV LA損慟 2紐

154kV ABB!Jlj筋 3台

宮 城 275 714 275kV主要変圧器LRパスチングjJl傷

2台 6/12 6/23 

154kV kVlJI傷 1台 他 17: 14 5: 30 

144KV以下一括

(16カ所）

1. 737.5 
変圧器 8台 A BB 15台 PCB 2台

VCB 1台 CT11台 LA6組
6/12 I 6/26 
17:14 

LS 3台 SC1台

(3) 送電設備

送電に支悴を来たすような被害は全くなかったが， 全域にわたり総点検を実施した結果， 275 

KV2線路， 154KV2線路， 66KV以下 7線路の一部に，鉄塔敷よう墜の亀裂， 周辺地盤の亀裂

が発見されているほか，支線のたるみが多数出ている。

(4) 配電設備

仙台市東部，南部に広がる農業地域，ならび

にその埋立造成地域（道路，宅地）に設備被害

が多く発生している。

また，設備内容別にみれば概括的につぎのこ

とがいえる。

①支持物関係では，軟弱地盤地域，支線のない

カープ柱，変圧器柱に被習が多く発生してい

る。

被害の内容 I被 宙 数

支持物 1 :柱::折:I 2,：：： :：： 
高圧断混線

電線 1 低圧断混線

引込線 1 引込断線

変圧器 1 変圧器損傷傾斜 l 

470（条スパソ）

692（条スパン）

2,348（件）

4,083（台）

②電線関係では，高圧線，低圧線，引込線とも機賊的衝撃による断線が圧倒的に多く，断線個所

は接続部分が多い。

③変圧器関係では，過去の体験を生かした変圧器捕ばくを行なっていたため落下はほとんどな

く，台上での傾斜が多く発生した。

④変雹所の配鼈線を数方向に分散して引出されていたため，多回線停止がなかった。
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第 5節電気通信施設の被害

宮城県沖地震の被災状況が報逍されるや，全国各地から電報・電話が殺倒したことはいうまで

もない。東北砲気通信局は，管内軍報雷話局を含めて直ちに災害対策本部を設胚して，設備の異

常の有無の総点検を行った。有線無線の幹線市外系の被害が問もなく明らかになるにつれ，総力

をあげて応急復旧活動を展聞，徹夜作業を繰り返して 1Jレートで何力所にもおよぶ被害を復旧

し， 13日深夜に全Jレートを回復，県下の罹節は0.53％にとどまった。しかし，当日の爆発的な呼

ぴ通話の発生で，一時不通状態で通じなかったという声が多かった。これは地裳直後の家族問相

互の安否確認通話を主体とする一斉発信によって，市内交換機は異常なふくそう状況となったた

めと，一部の通信機器の罹悴によるものであった。

宮城電気通侶部管内の被害は，線路のほか宅内土木関係にまで及んだのであったが，社会的に

重要な非常緊急通話（市内，市外）を確保するために，通話を規制したり回線をふやしたりして

通話の流れを円滑にし，混乱を最少限にするよう努力が払われた結果，異常な早さで復旧したの

である。

硯報については，テレビ，ラジオなどの報道によって全国各地からの安否の問い合わせや見舞

鼈報が殺到，仙台の着信電報は平常の約20倍の 7万通に逹したため，仙台と福島，東京，大阪問

への臨時回線の作成や航空便による使送など応急措骰を講じた。

主な被害状況

加入電話の罹障状況

加入電話の罹悴は地震発生後から 6月19日まで管内586,351加入のうち， 3,125件 (0.53%）で

あり，当日発生の節客はおおむね翌日までには復旧した。

管内電報電話局別の罹障状況 （宮城通信部調）

局名 1カll 入数 1罹悴数 II局 名 I加入数 1罹障数 II局名 I加入数 1罹障数

仙台 281,946 1,492 大河原 30,734 67 気仙沼 30,504 80 

塩釜 41,714 113 古）II 35,019 326 迫 18,999 190 

岩沼 19,769 59 小牛田 20,368 208 築館 25,763 101 

白石 14,523 72 石 巻 67,012 417 計~ 586,351 3,125 
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東北地方の電話ふくそう状況
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⑥ふくそうの激しかった局

（周辺局を含む）

●ふくそうの激しかった局

0ふくそうがやや激しかった局

（東北磁気通In局沢村）
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被害状況一覧 （宮城通信部濶）

区分 被 害 区 別 被害数 被 害 の 状 況

霊柱倒殷傾斜 744本 主に仙台・岩沼・大河原・石巻管内

架（空ケーヤプール含損む傷） 
SDワイ

(3432,081.oカ所) I1 仙台ヽ塩謳釜:大原河•石巻管内

同軸ケープル損傷 18カ所 彗器糾翻言瓢琵堺糾靡喜言靡翡
22カ所 主に仙台・大河原•石巻管内

装荷線輪はずれ 35個 II 仙台・大河原・古川・石巻・迫管内

張込線断，ゆるみ 3,091件 主に仙台・塩釜＊白石＊古川拿石巻・迫管内

屋内線断 882件 ，， 仙台・白石•石巻・迫・槃館管内

電話器破損一，ム、 般衆 塁雷 ，， 仙台・白石・古川・石巻管内

内
龍話様コード断等 561件 ヽ 仙台・石巻・迫・古）II・築餓管内

公衆電話ボックス損傷 137件 I9 仙台汀印11・ 築館≪石巻管内

± マ（ソ緑ホ石ー破ル損周を辺含のむ陥）没 1訊力所 主に古JII• 石巻・気仙沼管内

管路埋設部分の陥没 72カ所 々 古川・石巻・仙台管内

ダ グ 卜 破損 1認力所 II 仙台・古JII• 塩釜・小牛田・迫管内

楢梁添架部不良 認力所 々 仙台・石巻・気仙沼・古）II・小牛田管内

木 （伸路縮不継通手過，を含吊金む物り1 

2 局外設備の被害状況

局外設備の被害の主なもの心電柱領斜，ケープルの不良，宅内設備の損傷等であった。線路

設備のうち同軸ケープルの被害は，仙台～盛岡問50玩 仙 台 ～ 福 島 問18kmの区間において直埋の

地盤軟弱地帯に集中したほか，仙台～平閻のケープルが千代大橋の摘台付近で沈下による被害を

受けたが，市外Iレートが多！レート化されているたぬ直ちに回線切替措位を行い，通話には支障

はなかった。

また，これらの応急復旧工事には，かねて準備されていた応急同軸ケープルを東北各地から集

めて修理にあたった。

3 局内交換設備の被害状況

交換機器ほ，抽礎ポルト上部補強等のゆるみや切損が大部分で，通話に支障を及ぼすような被

害はなかった。

また，地霙発生と同時に管内116局が停電したが， 長時間にわたる局所については東北管内か

ら移動電源車を出動させ，巡回給電を行って通信電縣を確保した。
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第6節交通施設の被害

国鉄

地霙は国鉄にも，多くの部門に被習をもたらした。仙台市内では，長町駅操作場で貨車 8両脱

線，仙台運転所構内では気動車 1両脱線のほか，広瀬椀鉄橋が3OC訊沈下したり，仙台駅，長町駅

のホームが崩れ，笠石が線路側に突き出して列車の走行に支節を来たすなどの被害が続出した。

一方，東北本線江合川梱梁の稲脚が折れたため，仙台以北の東北本線はストップとなり，ダイヤ

の混乱が続いた。

このため，迎行中の列車については，旅客列車41本及び貨物列車21本に対して運転中止の指令

を出し， 鉄道線路， 信号機， その他の設備の被害の確認を指令し， 徒歩によって全線区にわた

り，線盤，路床，軌道，橘梁， トソネル，信号機など，列車の安全運行を図るために綿密な巡回

点検が実施され，広範囲にわたる被審箇所の復旧作業が各地からの支援を得て続けられた。地猿

発生時間が夕刻の通勤・通学など国鉄利用のラッシュ時であったことから，主要駅での混乱が予

想されたが，列車の運行の見通しがつかない旨の放送や，他の輸送機関の利用を呼びかけ戸と同

時に遠距離列車の旅客翰送のため代替バス23台を手配した。

こうして，初動手配とともに緊急措胚をとりながら地裳被害に対処し，被害の復旧に努めたが

仙台鉄逍管理局管内の損害額は47億1,900万円となり，旅客貨物の減収額5t意7,600万円を加える

と52低9,500万円という巨額となった。

宮城県内の地域別被害状況

_--- 地 区
区分―_- --

別

（東北新幹線鉄道工事局澗）

I 中央部 1南部」北部

桁式砕架橋施行済数址（連） 51 159 319 

同 上 被害（沓破損）数批（述） 29 81 59 

56.9% 50.1% 18.5% 

ラーメソ高架橋施行済数批（プロック） 33 179 246 

同 上 被習 ” （プロック） 11 38 67 

33.3% 21.2% 27,2% 

長 大 橋 架 施 行 済 数 批 （ 連 ） 6 5 14 

同 上 被害 （連） 2 

33.3% 

（注） 中央部・・・仙台・東仙台•利府各工事区
南部•••長町・大河原・白石•国見各工事区
北部・9•大和・三本木・古川・高清水・築餓·金成各工事区
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宮城県沖地震による主なる被害

仙台駅

給水設備破損給水不能

墜体破jJl・落下・天井変状

屈」：駐車場床而破1JI
国鉄ピル

壁面落下・ガラスプロック破損

タイル破損

机・椅子破損

鉄道学Ill

墜面亀裂・落下

窃柑令柱(a裂・鉄筋露：li

鉄道荊l浣

外内壁破jJl・!/IJ裕

給排水設備破/JI

巡転所

柱也裂

長町駅

ホームずれ出し

貨l|［脱線

長町駅 9，長町即I［区］

長町機関区

事務所•DLT,f(·ELr,lt'棟面船lf各

（し裂・変形・プレースサJjII
長町貨jli区

検修hllプレース切l/1

天井はりわんIlll・床而変状

沢材センクー

介hi｛柱頭部破III
仙台印別楊

柱切損・限糸1I裕・一部使用不能

長町北部軌道検．． fi.班

内外9應・天）1：{KII離

長町南部軌道検企班

建物傾斜

堤路盤沈下

変状

行人塚窃梨橋

橋脚亀裂

（仙台鉄道笠理局沢科）
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一方，工事中の東北新幹線も 2月20日の地霞に続き，今回の地震で再ぴ被害をうけた。桁式高

架橋では，梱脚と梱桁接合部級衝保持装位（沓）の被狽が多く見られ，かつ桁座前面が剣離，橋

脚縣体電柱基礎や支持ばり桁端部にクラックが発生し，支持柱上縮部が完全に損壊したのが 1プ

ロックのほか，ゲルバー桁摘，横桁，桁受部が損偏したものが多かった。また，長大橋梁のうち

名取川や七北田椅梁で橋脚耀体のクラック，ストッパーの油洞れ， PC桁端部に損偏を受けるな

ど多くの被害が発生した。

(1) 車両脱線及ぴ破狽

（イ）構内留骰事両の脱線

箇 所 l番

仙 台 迎 転 所 北2 （検修ピット線） キハ 58520 空 4 

長 町 駅 上2 ワム 64712 ” 2 

上り仕訳1 ワム 181545 ” 1 

上り仕訳2 ワラ 13957 ” 1 

上り仕訳4 ワラ 15526 ” 1 

下り仕訳3 ワム 185530 ” l 

下り仕訳14 ワフ 35574 “ 1 

” ワム 85892 、 1 

” ワム 187659 ” 1 

長IIIJ貨車区 検 修 5 ワム 186142 ” 1 

計 10両 14軸

線 ［ 車 番 号 1戟空 1脱線軸

（口） 車両破損

陸前原ノ町電車区検修庫内においてモハ72,132の要部検査のため， リフチソグジヤッキにより

支持中の車体がずり落ち床下機器大破（廃車）。要部検査のさいは常時5名の職員が作業に当っ

ているが，地裳発生時は幸い当日の作業終了後で職員に被害はなかった。

(2) 軌遥•土木

被 害 種 別 件 数

線名別闘言□贔□:戸二□：合I•
軌逍狂い状その他 状その他

線 名 別

被 審 種 別 件 数

二塁二I:i:：i-t
軌道狂い状その他 状その他

東北本線

東北（貨物）線

東北（利府）線

丸森線

仙山線

仙石線

塩釜線

磐 越 東 線

磐 越 西 線

187 

41 

14 

10 

71 

10 

3

8

 

3
 

2

6

 
ー

ー

1
2
1
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9
7
1
4
9
5
 

線
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1
 

●ぢ
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合

羽

羽
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奥
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気

6
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1

 

5

2

8

4

 

4
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7
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3

1

 

1

1

 

3
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5

 

3
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0
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(3) 電カ・変電

系統 電 車 線 堀 灯 龍 力

:＼故名

龍

［ 
龍

，破

w 

>［ 
支 ，、

［ 
腕 振断 き ト損 固ね 断 照塔 龍 変 乱引線 油器 制装 灯 裔破 甚•

柱 柱
T 線 ン 金 止 龍 ロ 9>E → 路

II/]傾
圧 圧 堀

8 た
ガ

ね
ス 分

') ピじ 器 計
柱

器
圧

込線断 開入損
御沼 具

力’ 計 池

んれ
,, 

> 畠き 傾 ケ 破 る じ ン I I 破
用 傾 破

龍損 損
し‘ 破

ツ

線名，i. 裂 斜 I、jil 線 み れ 線線 線傷 ムれ 損 鉄斜 斜 損 線 支線 閉楊 源僭 偏 し損 損

v? 
本 か所 本 か所 台 か所 か所 本 本 か所 か所 か所 m か所 ム 件 甚 本

ム か所 か所 個 式 個 個 件 個n " (m) 

東北本線 13 40 133 4 110 26 10 22 11 4 3 2 378 6 23 45 94299 ぷ99 18 1 1 554 2 679 

東北(it物）緑 2 10 8 20 3 1 16 20 

仙山線 16 4 6 21 16 ， 72 I 
仙石線 60 20 24 13 24 8 6 2 4 250 421 10 (9395 ば 9 4 2 78 109 2 

石巷線 （ 函2） 2 1 18 23 

気仙沼線
IO 10 

(4) 信号・通信

i,：号 通 信

路装 9炭中傾斜g,，'9~ 答 鉄托装憤蔽99 栂衷跨9tレ9よ 屯 •条9 99 9移カル 社
l,l 虚 ケ 並 楳jil 無 搬jil座装 龍 空限 苦 ケ捐 測 そ

具 切 I 源〗設 ラ 1 器
盆靡

柱 | 話 万． 線 走ヽ會’
席骰 貸

,メ.［.． 訛 I 丸ヽこ• 

りJi?i 函 iじitt制傾ル く フリ礎 類 , ,, i i• 折 プ
機 俎

鉄
中 調損 池 プ 器 の 計

腎傾 傾 連破御ポン ランル1 タjil 捐
損 Iレ 開 予損 計

傾 断 捐 信 継 損 和 損 ！レ 損

報斜 斜 動／it子が1ド離 スfllト動ダIflJ fし｝ f¥l 斜 序勺水＂ I烙 機侶 楊 器侶 約悩 悦 装fl, 傷 架i絡 fl! 他

か所本 か 所 か 所 か 所 か 所 本 個 個 999 か 所 個 個 f'|: 本 999 個 台 拮 か所 台 個 か所 組 か所 個 件

東北本線 25 29 33 7 6 98 60 94 98か99叫9 2 23 1 4 7 531 .,2か{999'り’’t 13 33 2 7 16 1 2 61 211 350 

東北(it物）緑 3 1 4 

仙石線 22 26 17 2 320 4 391 l l 4 121 136 

石巷線 12 1 I I 14 

気仙沼線 8 1 1 4 I 15 

9 9 9 9 



2 市交通

運行の状況

市交通局は725両のバス（うち貸切バス10両）を保有し， 市内方面別に 7営業所と 4出張所を

配樅している。宮城県沖地簑が発生した時， 553両のバスが運行中であり， 夕刻ラッシュ時の愉

送態勢にあった。幸いにも，運行中のバスは難をまぬがれたが，一部路線で崖崩れや道路の陥没

などにより， 17路線で折返し運行となったほか，営業所の施設，建物に大きな被宮が生じた。

批崩れ，道路の陥没等の路線障害は17路線で起り，路線総数74路線に対して23％であるが，節

害路線の中で全線迎行できなかった路線は皆無で，その一部区間のみの運休であるから全路線

では95％の運行は確保できた。

しかし，地霙直後は停電のため信号の消えた街に帰りを急ぐマイカーがどっと繰り出し，空前

の交通渋滞に見舞われ，バスは終車まで無ダイヤ状態となった。そして，翌13日も夕刻まで信号

機の故障，倒壊した家屋やプロック塀などの除去作業などで渋滞が著しく，かなり混乱した。

なお，今回の地霞で，バス迎転者は， ドーソと追突されたような術撃をハソドルに感じ，その

ままの位匠に停止した。バスから降りようとする乗客に対しては車内が一番安全であることをア

ナウ‘ノスした。一方，ククツーやマイカーのラジオで地震惜報を聞き乗客に提供するなど極めて

冷静に対処したことが報告されている。

施設等の披9占状況

区 分＇単位

□ 構築物 II 

1"＂-i" 
i
 

↑
J
 

、ユ↓' 

-

6

2

3

 

ーi
 

数 被杏省ii

48,150 

850 

3,000 

（単位干円）

対応策

一部補修完、外補修工事

II II 

修理完了

営業所別の被審状況

営菜所li皮甚金額

（単位干円）

被 9
,
9
 

ーに
9
、
/ 状 況

七北ll]（営） I 9,ooo I建物の沈下亀裂給排水管jJl（り ポイラー等のjJl（り給illスクンドjJl(l.(60万）

i乏冊r(,;:nI 6,000 

口
＂ 

II 
II 

19 II II 

＂ ＂ 
II 

＂ ＂ 
II 

建物の（糾裂外咽離落防火墜倒壊(25万）

外墜等の離落 悠備工楊損偏

車両損傷(75万） II 

II (125万） II

車両!)1!!,(100万）

，＂ 
52,000 I建物一48,150干円 構染物一850干fl] 車両3,000千円
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路線の被害状況

区分 路 線 名 被 祖 楊 所 処 骰 復 旧 日 時

路線
成人剤センター

宮城工寿～成人病入口 宮城工導折返し 6月16日 12:00より
障杏 が け く ずれ

栗生橋付近（滝の上） 沌の上折返し 6月28日から当分の1111

、jじ• - 義 が け ＜ ず れ 時liil11:,ii!i行可（月～土）

全而通行可（日 Ill'：日）

II 人 来田地内(286号線） 6月17日より迂回巡行羽黒台入口折返し

が け ＜ ず れ 286新道経由
生 出 昭和53年9月上旬復1[l

野 尻～大 滝（釜渕）
上の原折返し

6月14日白沢車ili発
ロ

13:15よりが It ＜ づれ
II 南光台入口付近

南 光 台
がけくずれ

東照宜一丁目折返し 6月13日 10:30より

緑ヶ丘一丁目（坂の曲角）
緑ヶ丘入口折返し

住民の淡望により乗継券の

がけくずれの恐れあり 発行、西平経由の長町（忍

恵 和 町 ～緑ヶ丘三丁目 復旧見

II 
通しなし、増便 8月中旬

実施目途に検討中

束 焦 松
束 焦 松 団地入口付近

旭ヶ丘四丁目北折返し
逍 路き裂

54年1月頃復旧

黒 松
黙松入口～焦松一丁目

焦松入口折返し 6月13日 17:00より
逍 路き裂

II 
安養寺配水所～1＇競終病院 ;jij

安妾寺二丁目 青菜崩院 liij折返し
6月13日仙台駅前発

逍 路き裂 17:32より

鶴ヶ谷七丁目
鶴ヶ谷七 丁目東付近

往復共八丁目経由
道 路陥没

53年10月頃復旧

II 
印 刷 団 地内

白 山 団 地 六 丁 の 目 折 返 し
6月13日白山団地発

鼈線の 垂 下 ’ り 11:50より

松 蒲 田
窃蒲田東原付近

7iI iili 田折返し 6月13日 16:30より
道 路陥没

II 
飯 田 ニ ッ橋～日辺問

日 辺 飯田三ッ橋折返し 7月16日復1H
道路き裂・陥没

野 尻～大 滝（釜渕） し 再度運休(21日）ロ 大 沌折返
落 石 6月23日 8:40より

II 
閑 上大橋 (6月21日）

井土浜経由閑上
橋(1 t以の下の車破通行可損） 

藤塚入口折返し
54年7月頃復旧

共済団地、中山吉成 山手町 停留所付近
北 仙 台 経 由 に 変 更

(6月22日発生）

（山手町経由） 土砂くずれ 6月23日 12:30より
II 

宮城工導一成人病入口
宮城工専折返し

6月26日（再度）
成 入剤センター

がけくずれ 7月］6日復旧
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第5章

一般施設の被害概要

第1節文教施設の被杏

第2節 民生関係の被塞

第3節衛生施設の被杏

第4酋i 泊掃施設の被也

第5節農業施設の被魯

第6節 市関係施設の被杏

第7節 国、県関係施設の被嗚



第 1節文教施設の被害

1 市内の文教施設の被害

市内の学校施設は公立，私立を問わず至るところに地襲の被害を受けた。市立学校で，最も被

害の大きかったのは，市立図南高校（仙台市五輪一丁目）であった。同校は定時制高校として昭

和43年完成した鉄筋コソクリート造り 3階建て床面猿 3,870平方メートルであったが，地製によ

って柱が多数座屈し，修復不可能な被害を受けた。

また，一般住宅の被害の大きかった鹿野，長町地区では，小中学校ともに大打撃を受けた。長

町中学校は 2棟の木造校舎のうち 600平方メートルが損壊し学校を 3日問休校した。鹿野小学校

の場合は，交通機関や通学路などに危険があったので 5日問休校し， 6日ぶりに父兄や先生のう

回路を指定しての誘部によって集団登校という有様であった。

また，七郷中学校の校舎も， 400平方メートルが傾斜し使用不能となったほか， どの学校も墜

の亀裂や落下，階段の亀裂，窓ガラスの破損，屋根瓦の落下，水道管の破裂，体育館の床の陥没

など，なんらかの損傷を受けた。

長町中学校の実験室内
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私立校では，クイト服装専門学校が全壊したほか，東北工業大学は， 3号館， 5号館， 6号館

などの内墜，外壁が大部分はがれ落ち，鉄の支柱が曲がり，体育館の天井のしっくいが落ち，同

大学だけで12低7,700万円という捐害を被った。

県下では公私立合わせて 7割の， 765校に被害があった。

その他，市の文教施設である市民図四館，天文台， 1曹物館なども，学校同様，墜の亀裂，天井

落下がみられ，天文台では大望遠鏡の甚台に亀裂が入るなど，市内の学校関係だけの被害総額

は， 7億8,458万円に及んだのである。

このような学校関係の被害に関し，東北大学工学部の耐裟建築関係者の調査では，被害の特徴

は南側に壁が少ないため北側に面した柱に大きな亀裂を生じた点で，学校は災害時に地域住民の

避難楊所ともなり，救済センクー的役割を持つものだけに意外な危険の発見だった， と指摘して

おり今後の課題として残された。

次に市立学校の被害の詳細は次表のとおりであるが，小学校63校のうち 2校，中学校27校のう

ちにおいて 1校は被害がなかったものの，市立各学校はほとんどというほど，被害を被ったので

ある。

市立学校の被害状況

学校名l 被 害 の 状 況

（市教育委員会調）

被 也 額
（単位千円）

東二小 I大梁せん断ひび割れ，天井（モルクル等）亀裂，屋体内外陸（モルクル等）亀

裂屋体天井破損，プロック塀倒壊，排水管損偽。

木町小 I外内墜（モルクル角クイル）亀裂，剥離，天井（モルクル等）ガラス多数破損

屋上煙突倒壊，給食室厨房機器破損。

立町小 1 庇モルクル浮き，犬走（屋体）沈下クラック入，屋体外壁亀裂。

南材小 外内梱亀裂，モルクル剥離多数，柱座屈，ガラス（ガラスプロック等）破損，

EXPJ破損。

東六小 1 外態モルクル亀裂，内壁梁型（モルタル，プラスクー）亀裂多数，床モルクル

亀裂剥離

荒町小 IRC校舎犬走（舗瑯板）沈下，木造校舎軒樋一部破損，給水管破損，屋体小屋

片平小 I~~贔，増築梁亀裂。
上杉小 内壁亀裂，給排水管破損，屋体小屋組曲り。

通町小 外壁（モルクル）亀裂，屋体外壁一部破損（はがれ），屋体内壁（角クイル等）

破損軒天庇（モルタル）倒離，地下式受水槽クラック入，給水管破損。

述坊小 1木造校舎瓦一部損傷，給水管破狽。

梱岡小 テラス陥没，内墜（モルクル，角クイル等）亀裂剣離，天井 (PV)蕗下，給

水管破損，万代塀傾斜。

八幡小 1外内整（モルク）レ等）亀裂・剥離多数，外足洗場（人研出）亀裂・剣離。

南小泉小 木造校舎瓦全損（ズレ落下）内膀クラック多数，スラプクラック，しつくい搬

剥離。

原町小 1クト・内！ （モルクル等）亀裂・剥離多数，ガラス破損，給食室厨房機器破損，

柱郷体亀裂多数，木造校舎瓦一部落下。

7,762 

1,740 

5,000 

3,985 

1,464 

1,106 

498 

630 

8,680 

821 

6,830 

1,370 

5,029 

7,528 
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学 校 名 被 害 の 状 況
被害一額
（単位千円）

長 町 小 l木造校舎倒壊，犬走りコソクリート陥没・亀裂，土問コソクリート亀裂，外壁

（小ロクイル等）一部落下，床（カラクリート等）亀裂，給食受入台破損，発

音直視装匝テレビ等全壊。

6,685 

向山小

北 六 小

西多賀小

中 田 小

六 郷 小

岩 切 小

七 郷 小

荒 浜 小

高 砂 小

中 野 小

岡 田 小

東仙台小

東長町小

小松島小

若 林 小

国 見 小

生 出 小

（赤石分校）

坪 沼 小

宮城野小

東六郷小

荒 巻 小

鹿 野 小

台 原 小

四郎丸小

新 田 小

旭 丘 小

遠見塚小

外内壁（モルクル，プラスクー，角クイル等）角裂多数，石耕塀一部崩壊。 1 2,560 

校舎内外壁亀裂，倒離，屋体外壁亀裂倒離，電気設備破損並びに切廻し，防火墜 4,468 

傾斜。

テレビ・書架等全壊。 551 

外内壁亀裂・剥離，犬走沈下，天井板破損，給水管破損，屋体小屋組曲り。 2,745 

外内監（モルクル，人研，角クイル等）危裂，剥離多数，ガラス破損，プール 2,373 

サイド（舗床プロック）沈下，塀(CB塀）倒壊29品，螢光灯落下，給水管破損。

外・内墜（モルクル・プラスクー・角クイル）危裂多数，犬走（コソクリート I 4,464 
舗道板）沈下亀裂，ガラス破損，浄化槽破損，ガス管破損，木造玄関倒壊，ポ

イラー厨房機器破損。

プール (FRP)亀裂，木造校舎瓦一部づれ，給排水管破損。 580 

犬走沈下多数，外壁亀裂モルクル浮き，内壁床クラック多数，給水管破損。 2,908 

外内墜亀裂，屋体小屋組曲り。 659 

消耗器材損傷。 230 

柱座屈 CR標造），外・内墜剥離・落下，天井落下，給食用機器破損，ガラス 9,001 

破損，給排水管破損，木造校舎蛍光灯落下。

外壁モルクル剥離落下，内壁プラスクー剣離・落下多数，天井落下，犬走沈下 I 2,844 
木造校舎床ネクズレ，螢光灯落下，屋体屋小屋プレスずれ。

外内墜亀裂， しつくい壁倒離，屋根瓦ずれ落下，ストップウォッチ・地球儀等 I 1,102 
破損。

外，内墜落下，ガラス破損，屋体パラベット破批塀・瓦破損，排水設備破損。 1 1,435 

外墜モルクル亀裂，犬走沈下・破損，内壁，天井，床一部破損，螢光灯落下， 4,138 

給排水管破損，屋根瓦ずれ。

消能器材損傷。 l 230 

犬走沈下亀裂，外墜布甚礎亀裂多数，屋根瓦ずれ，給排水管破損。 663 

高架水槽バルプ破損。 363 

外・内壁亀裂・剥離，天井板破損，木造倉庫倒壊。 3,394 

犬走沈下，外壁（モルクルニ丁掛クイル等）亀裂・剥離，内塵（プラスクー塗 1,570 

等）亀裂・剥離，プールサイド（舗床プロック敷）不同沈下，軒天一部ハガレ，

木造梁ハズレ。

屋根瓦（和瓦）破損，外内壁（モルクル巾木，プラスクー，小ロクイル等） ill I 5,040 
裂落下，天井（化粧ボード等）倒離・落下，床（フローリソグ士問コソ）亀裂

陥没，犬走沈下，屋体外壁剥離，楽器テレプなど破損並びに全壊。

窓 1枚落下，プロック煙突沈下。

外墜クラック浮き多数，犬走沈下亀裂，ガラス割れ多数，内墜（モルクルゾラ 1,663 
I 262 

コート・角クイル・小ロクイル，化粧合板等）亀裂浮きハガレ， EXPJ破損。

内壁クラック，柱座屈多数，ガラス破損多数屋体小屋組IIIIり。 1 6,249 
内壁（モルクル・プラスクー・角クイル等）危裂一部落下多数，ガラス破損多 1,074 

数，屋体小屋組曲り。

柱座屈多数，外内偲亀裂・剥離，犬走コソクリートi炉裂・沈下，ガラス破損， 1 25,168 

屋体外内賠亀裂・剥離，テラス亀裂，引戸式粛庫自動秤等全壊，保健室医薬器

具類全壊，給食用プラットホーム亀裂，給排水管破損，屋体小屋組曲り。
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学校名

中山小

被 害 の 状 況

八本松小

上野山小

福室小

北仙台小

折立 小

八木山小

鶴谷 小

幸町小

大和小

鶴谷東小

燕沢小

金剛沢小

大野田小

桜ヶ丘小

袋原小

中野栄小

沖野小

八木山1.fj小

古城小

太白小

柱座屈，外内壁（モルクル・角クイル・ゾラコート等）亀裂・倒離，ガラス破

損，屋上（防水モルクル等）剣離，建具ヒズミ，テレビ，ロッカー多数全壊，

実験器具給食室厨房機器等破損，給排水管破担，屋体小屋組曲り。

犬走沈下，外内墜（モルクル •AEP キレツ，角クイル）危裂， EXP破損，

柱座屈，給排水管破損，屋体小屋組曲り。

犬走沈下，外内壁（モルクル・角クイル等）亀裂，ガラス破損，柱座屈，給排

水管破損。

外壁亀裂多数，犬走，テラス（舗道板）沈下・亀裂・破損，庇（モルクル）破

損，分電盤傾斜，給排水管破損，天球儀等全壊，引戸式書庫等破損，屋体小屋

組曲り。

犬走沈下，外内壁亀裂・倒離・一部落下多数， EXPJ接合部モルクル落下，

天井（ジプトーン） 9ヽガレ，ガラス破損，バラペット笠木亀裂，屋上防水Rの

亀裂。

消耗器材損傷。

バラペット倒離，給水管破損

犬走沈下破損， EXPJ破損，外壁一部倒離，給水管破損多数。

外内壁亀裂・落下多数，床亀裂（階段）， 犬走沈下多数， プロック塀亀裂・修i
斜および倒壊 2ケ所，屋体床亀裂，給排水管破損，焼釜，テレピ，楽器，実験

器具類等破捐。

外・内陸（モルクル・角クイル）亀裂・剥離・落下多数，ガラス破損，犬走沈

下，床（カラクソート等）亀裂，足洗場（人研）破狽，給食室入ロプラットホ

ーム・モルクル亀裂，プールサイド（舗床板）沈下，給排水管・ガス管破損，

犬走（舗道板プロック）沈下・破損， EXPJ墜破損，ワイヤレスアソプ破狽。

およびテレピ等全損。

内墜（角クイル）亀裂・倒離，テラス（舗床プロック）沈下，給排水管破損，

プール土手亀裂，螢光灯落下，ガラス破損。

外内壁亀裂多数，軒天モルタル落下，笠木モルクル倒離

屋体窓枠ハズレ，外壁亀裂，犬走（コソクリート・舗逍板），亀裂，給排水管

破損，テレプ・ステレオ等破捐

外内賠モルクル (AEPアクリルリシン等）クラック入り一部落下， WC内壁

クイル倒離，天井（ジプトーソ）一部落下，床（樹脂系）亀裂，給排水管破捐。

犬走（舗道板プロック）沈下及び破損，非常階段受台破損，プール舗道板沈下。

テラス不同沈下，天井（プラスクー）危裂，犬走沈下，給食受入口破損，霊柱

傾斜。

外・内墜（モルクル・角クイル等）亀裂，一部落下，犬走テラス（舗道板等）

沈下，給排水管破損，プレハプ教室螢光管落下。

内墜ひぴ，給水管破損，屋体天丼板一部9 ガヽレ。

プレハプ教室天井問切板9ヽズレ，ガラス破狽， ビアノ等一部損傷。

EXPJ破損，外墜，テラス破損。

1被害額
l (lit位千円）

17,351 

2,119 

2,237 

1,919 

1,126 

180 

682 

7,907 

4,553 

4,478 

1,682 

897 

1,124 

1,829 

3,137 

1,600 

488 

2,165 

215 

469 

717 

（小学校小計） I 202,337 

中

中

外壁スラモルクル亀裂，内偲（プラスクー・角クイル涼）亀裂・落下，プレ 9ヽ

プ教室天井落下，給排水管破損，戸棚損1易。
天井一部クラック，屋体入口天井モルクル落下，ガラス破損，給排水管破損，

螢光灯落下。

三条中 I外・内壁（モルクル・プラスクー・角クイル等）亀裂・一部落下，天井（プラ

スクー塗）倒離・落下，ガラス破損。

972 

498 

1,501 
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学校名

上杉中

五城中

宮城野中

東仙台中

東華中

五橋中

愛宕中

八軒中

南小泉中

長町中

中田中

六郷中

七郷中

翡砂中

岩切中

西多奴中

生出中

郡山中

台原中

北仙台中

餡谷中

八木山中

中山中

山田中

被 宵 の 、、｝
 

ー 況 門（単位千円

庇クラック入り，監体ガラス破損，給排水管破狽。 1,694 

槌亀裂，消耗器材損傷。 450 

内壁・梁型亀裂・傲J離多数， EXPJ破狽，柱郷体亀裂多数，墜郷体亀裂多数， 17,554 

柱型亀裂・剣離，ガラス破損，階段囲り躯体クラック，実験器具 •OHP· 石

こう像等破拍。

犬走沈下（魯11床プロック敷）， 外墜． ，1汗天・内慇（モルクル・波スレート等) | 4,001 

亀裂・剥離， EXPJ部（ステンレス・鉄板・モルクル筍）破損，外部煙突頷

斜，天井剥離，プールサイド不同沈下，塀花檄（コンクリートプロック）倒壊，

央験器具，ニッチ‘ノグプレス，楽器頻， ミシン等全壊及び破損，給水管破損。

煙突破損，給水管破狽，ガラス破損，戸棚損偏。

外内槌（曹モルクル）亀裂， E P J破損，天井（プラスクー）亀裂・剣離多数 1 1,：：： 
墜構造クラック，外・内艇（モルクル等）亀裂・剥離・蕗下多数，犬走沈下， 4,478 

EXPJ破批柱型コンクリートー落F，実験器具全壊，擁慇崩壊

外墜モルクル亀裂・釦J離，槌クイル倒離・一部落下，天井（プラスクー）亀裂 I 4,6,88 
倒離， EXPJ （ステ‘ノレス）破損，万代塀傾斜。

プロック塀破祖，ガラス破損，内槌（クイル）亀裂・剥離，給水管破損，理和fI 1,114 
家庭僻具破損。

屋根瓦破狽，外・内槌（モルタル）亀裂・剥離， EXPJ軒天・亀裂・剥離， I 10,073 
柱座屈，犬走沈下， I＇1柱倒颯給水管破損。

配ビ入り，ガラス破損，屋体小屋組曲り。

屋根一部破批外撃内拙（モルクルニ丁掛クイル，プラスクー）亀裂・剥離， 1 6,：:： 
万代塀倒れ，実験器具・調理用具・実験用具・破損及び全壊，給水管破狽，電

気設備損低，建具破損，

外携（柱型含む）内墜亀裂・一部落F,てすり継部分破批昇降ロテラス沈下 | 8,271 

給食受入ロプラッ l・ホーム破損，柱座屈，校舎内外並びに浄化槽給排水管破狽，

楽器・実験器具・由庫等全股及び被狽，プレハプ教室床落ち。

屋根瓦蕗下，外・内墜（プラスクー・モルクル等）亀裂・落下，犬走沈下・願 I 2,895 
微鋭等破損，プラネクリウム等全壊，屋体窓枠破損多数，給排水管破損。

外・内監（モルクル，クイル等）亀裂一部剥離，犬走テラス（舗床プロック） I 1,550 

沈下，消火栓用給水管破損，蛍光灯落下，ガラス破損。

墜ヒピ入，ガラス破損。 373 

戸棚等損偽。 300 

外・内駆亀裂落下，天井ボード落下，薬品戸棚三面鏡等全股，瓦落下，給水管 4,274 

破損，蛍光灯落下，

内墜クラック，天井クラック，犬走沈下，ガラス破損，校舎敷玄関前に，無数 I 41,461 

の亀裂及び段差発生，重力武擁槌傾斜並びに滑動，石梢に亀裂，北側法面長さ

30m,「|l7m破壊，プール北西角 31/t X 6 C訊陥没，プール101n沈下，校舎北側

一部陥没，水のみ場プール排水管雨水排水設備使用不能，校庭北側に長さ301/t

巾20mに條数の亀裂，雨水排水用フリューム管沈下排水不能。

校舎外壁亀裂，天井板落下，犬走亀裂，屋体外墜亀裂・剥離，サッシュ破損， I 8,857 
床破損（約半分以上），受水槽破損，ガス管破損，ガラス破損。

外墜亀裂・落下，内墜（モルクル・角クイル等）危裂・船J離，犬走沈下，放送 I 2,233 
設備損偏ガス管破損。

犬走亀裂，外内監・床亀裂・浮き，天井 (PVEPモルクル等）亀裂。 1,245 

庫（モルクル），軒天井（モルクル）亀裂・一部落下，給水管破損。 990 

消耗器材破担。 1 200 

（中学校小計） 130,130 
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学校 名 被 害 の 状 況 □竺(lli位千円

仙 高

仙工 高

仙商高

女商蒻

図南高

仙ニエ高

女子裔

バルコニー・てすりクラック， 内壁・天井（七ンイ槌・モルクル等）亀裂多 I 986 

数， EXPJ部分破狽（金物等）， ドーム内の天体望遠鏡破損， 胸像等倒壊によ

り全壊，

内壊（モルクル）亀裂・剥離，軒天（石綿板）刻離，ガラス破損，給排水管破 J 5,950 

批引戸式粛即等破損，体重計，工学機器等全壊

EXJT破損，バラペット軒天破損，ガラス破机 2,952 

墜亀裂，消耗器材破損 477 

柱座屈多数，外内壁破損落下 436,288 

消耗器材破損， 297 

屋根瓦破捐，外・内墜（モルクル等）亀裂多数，軒天モルクル亀裂，岩石プロ 1,645 

ック塀倒壊，ガラス破捐

儘等学校小計）

鶴ケ谷旋護 iプール舗床プロック沈下，フェンス陥礎破損，受水楷破損並びに架台破批

EXPJ破損

~
 

t
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4

7

 

9

1

 

2 児童•生徒の事故

児窟•生徒については，次のような事故があった。幸い，地挺発生時が夕方であったため，学

校内での人封事故は皆無であったが， 自宅及び自宅付近で事故に遇い， 3名の聰い人命が失われ

た。しかも，死因がいづれもプロック塀の倒壊による頭部強打であったことは，市民にショック

を与えるとともに，今後の地擬対策に大きな教訓を残した。

児童•生徒の事故状況 （市教育委員会調）

累校象I｛生別 児童生徒氏名 事 故 概 要

五城 中 中体述の帰途， 自宅近くのプロック堺が地誕により倒壊

男
織 田 勉

(5時15分過ぎ）それが後頭部にあたり， ！まずみで転倒
1年 （幸町三丁目 9-14) し，前額部裂働宮城野病院入院手当てを受けたが死亡。

遠見塚小 ゆ9

荻
自宅付近で遊んでいる途中，プロック塀が倒れ頭部を打た

女 田 中 士元ヽ
れる。救急車で菅原病院へ迎んだが，病院へ箔いた時は既

1年 （遠見塚三丁目10-6) に死亡。

沖野小
男

今 野 順 也 自宅付近でキャッチボールで遊んでいる時，プロック辮が

2年 （沖野字河原上54-6) 倒れ頭部を強打される。ただちにi肯水病院に運ぶが死亡。

その他負傷者

福室小 2年男

八本松小 6年 男

南小泉小 1年女

// 1年女

” 6年女

駅前ニソドチェーンで自動販売機が倒れ下敷きとなる。右洞，右太腿に打撲症を

負う。

自宅付近でドラム缶大の給湯筒が本人の左足に落ちる一左足裂傷。

秋保岩の塀が倒れ右足にあたる一左足裂働。

自宅のクンスが倒れ頭部にあたる一頭部裂偽。

プロック塀が倒れる一左足骨折、9
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3 県内の文教施設の被害

私立の各種学校及び県立学校の被害も大きかった。

県の調査によると，県下公立各学校施設 667校に及び， 34低79,578千円となり，社会教育施設，

体育施設，文化財等を含めると41低40,478千円に逹した。

その内容は次表のとおりである。

なお施設の被害によって学校迎営に

も影瞥を及ぼし，翌 6月13日は全学校

（公立）中 117校が休校， 137校が授

学校施設の被害状況

区 分 三 被者喜悶）
（ぶ）

幼稚 園 32 10(,206.2 3) 

小学 校 358 1,918,3(853 5) 

中 学校 170 512,97(12 5) 

学校給食施設 21 45,1(95 1) 

高等学校 77 936,2(4273 ) 

特殊教育学校 ， 
56,5(23 2) 

ムロ 計 667 3,479(10,5708 ) 

文教施設の被害状況

区 分 1被施設害数l ii 被害（千金(%円額） ) 

学校教育施設 667 3,479,5(788 4) 

社体 会育教施育設 67 381, 5(39 9) 

文 化財 28 244,4(40 6) 

研そ究の施設他 28 34,9(211 ) 

＾ ロ

計 4,140(,41708 0) 

六郷中学校教室内の黙板けい光灯が飛んで

室内はメチャメチャ （河北新報社提供）

授業・給食の実施状況 （県教委調）

｀ ＂ ＂ 

休校 投業打切り等 給食中止

小 19中8 県校立 を叶
小I中怜襄計 小 中 計

404 75 677 

13 火 99 ， 9 117 74 30 33 137 170 73 243 

14 水 7 3 10 47 8 17 72 67 27 94 

15 木 2 1 3 17 7 10 34 20 7 27 

16 金 1 1 7 2 6 15 14 5 19 

17 土 1 1 2 2 1 3 -

18 日

19 月 1 1 1 3 2 1 3 3 2 5 

20 火 1 1 2 1 1 2 3 2 5 

21 水 1 1 1 1 3 2 5 

22 木 1 1 2 1 3 

23 金 2 2 2 1 3 

24 土 1 1 -

25 日

26 月 2 2 1 

27 火
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学校被害は限下施設の70％にも述した
ことを報じた河北祈報

業打切りの措置をとるなど大きな支仰があったのである。その後，水追ガスの復1日，通学路の安

全確保を待って， 6月27日に至りようやく県下で平常通りの学校運営が確保されたが，最後の27

日が鹿野小学校であったのであるe

市の文教施設被害と対応状況

区 分ド叫
璽学校鮨設 1 100校
幼稚固 (l)

小学校 (64)

中学校I（切） 1
高 校 (7)

;Jヽ設 学計校 1(1) I 

（市教育委員会濶）

対 応 策

0 図南高校の校舎の復1日については，屯門家の鑑定の結果を待

ち全面改築をすることに決定した。また，同校の授業は，宮

城野中学校を使用して支節のないようにした。

0鉄筋校舎の中でも柱に一部損傷のある学校についてほ専門家

の指琳により補弛工事に沼手した。

0危険箇所の点検により，投梁に支開があると考えられる学校

については応急措骰を完了した，

り木造校舎で被害の大きい学校については，耐力殿調査を実施

し危険校舎の認定を得ながら本年度以降鉄筋化を図ることに

した。

額
円

3
0
3
3
7

塁

寧

庫1
-
|
』
〗
[
9・ 3,525 

784,617 

璽給食七ックー施設 1 4カ所＇

荒巻給食センクー (1) 1 0天井・墜及び砥気設備の修復は6月四完了した。

0冷涼室整面の亀裂と給水設備の修復ほ9月に完了したも

0屋根の修理は完了した。

2,800 
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分 |麟| 対 応 策 1被害（千額円

(1) | 0 ストレージクソク配管・調理室ニアーカーテソ及びシャック I 2,500 
ー調理室天井螢光灯については修復を完了した。

0蒸気回転釜据付IJl1l部・ボイラー及びストレージクソク脚部・

避雷針の修復は8月に完了した。

0給気穴脱落と備品の一部についての修復は完了した。 I 2,900 
0 螢光灯台・給湯管地下涌水及び路面陥没について 1•ま，昭和54

年 2月頃工事完了の予定である。

0天井・偲・給排気設備の修復は， 8月に完了した。

C 1) I 0応急措趾が必要なもの（ボイラー・天井・ガラス・調理室配 403 

管及び調理機器）についてもすぺて修復を完了した。

小計 (3363棟) 

8,603 

璽単独調理校給食校

小学校（狼蔑学校含） 0給水・給油管及び電気系統・厨房機器の修理は完了した。 4,100 

0転倒して損壊した厨房機器の更新は完了した。国見小学校の

仮設給食棟の建設は昭和54年 4月以降に予定している。

時 制 露 校 Ic 3) I 0給水，給湯管及び霞気系統の修理は完了した。 4,200 

0図南高校の給食棟新築しま滉在工事中である。

小 計 1
8,300 

2カ所

(1) 0地畏直後に片付けし，翌日ガラスを入替し応急措既をすませ 9,700 

たが，その他，天井・壁・雨樋の破損修復についても工事は

全部終了した。尚 6月14日午後から平＇常の業務にもどってい

る。

道 館 Ic 1) I 0 弓道場廊下の天井は， 6月16日に修理済であるが監の亀裂・ 500 

露気室の床の亀裂・排水管の損習の修復についてほ一部を除

いて完了した。また，建物東側の地盤沈下 (5cm)について

は，使用上特に支悴がないと判断したので平常の業務を行っ

ている。

小 計 10,200 

.社会教育施設 6館

高砂公民館 C 1) o旧高砂給食七ソクーを公民館に改築することで現在設計依頼 100 

中昭和54年 2月頃業者を指定する予定

0 6月13日～16日の 4日問館内撒理のため臨時休館， 17日から

平常どおり。

長 町 公 民 館 IC 1) I 。復旧工事は全て完了した。 1,400 

0 6月13日館内賂理のうえ平常どおり。

市民教狼七ソク―|（1) I 0 営繕課で被害状況調在は終了したがまだ工事はほじまってい 21,400 

ない。

市 民 図 粛 館 Ic 1) I 0亀裂のひどい小会誤室は被害状況確定まで貸し出し中止の処 1,600 

骰をとったが，現在は再開している。復旧工事はこれからの

予定。

0 3階新聞閲覧室天井が破損し危険なため使用禁止にしていた

が， 6月中に工事を完了した。

0 その他，墜破損窓ガラス等についても 6月中に完全に復旧し

た。

文 台 Ic 1) I 0展示室，諧議室建物については被也箇所に応急措既を施し， 11,000 
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区 分 数祉 対 応 策 1 被（害千額円）

学校教育授業，毎月の社教行事に支節のないようにした。現

在復旧工事中

0天文台の大望遠鏡は払台に亀裂が入り倒恢する恐れがでたの

で分解し天体観覧は中止していたが 1月に修復。

0 プラネクリウムの緯度変化軸のギャーが損傷しぐらついてい

たが 8月中に復旧した。

0 その他，プラネクリウムの各機械に必要な部品を製作してい

る，精密施盤が故悴したが10月中に修理を完了した。

縛 物 館 (1) 0新館の第 3展示室内の天井が蕗下破狽したが 6月中に完全に 6,600 

復旧した。

。その他損害を受けた箇所についても 6月中に修復した。

小 計 42,500 

市内私立各種学校幼稚園の被害

学 校 名 ー被
魯額

（千円

（高等学校）

朴 沢女子麻

宮城 学 院 麻

東北高

仙台育英 i}ば

型和学園吉田麻

仙台白百合学園高

尚 網女学院翡

東北 学 院 裔

常盤木学園高

型ウルスラ学院翡

型ドミニコ学院高

東 北 工大電子工業高

東北学院櫂ヶ岡高

1,757 

2,211 

15,720 

188,025 

117,814 

7,250 

3,300 

4,900 

53,171 

4,200 

221 

79,000 

5,000 

482,569 i 
| 

大煙突が途中から折れた仙台市型和学屈l
吉田iけの煙突 （河北新報社提供）

学 校 名
被

i
 

弓
＂

（中学校・小学校・旋渡学校）

宮城学院

聖ウルスラ学院

いずみ旋護学

中

小

校

350 

12,770 

1,575 

至＂ 14,695 
l 

（幼稚園）

型ウルスラ学院

型ドミニコ学院北仙台

お 人形社

型和

宮城学院女子短大附属

三島学園女子短大附属ますみ

わ かく さ

1,000 

750 

150 

1,400 

2,000 

2,053 

27,657 

二

谷

こ

原

腸

棗

和

郷

岡

る

ぎ

野

子

城

林

ナ

谷

屈

附会教

第

サ

督
ぴ

基

台

ヶ

げ

や

田

ホ

仙

社

ト

ステ

ま

形

プ

台

.‘
 

人

本

お

鶴

や

袋

東

福

育

七

東

し

み

沖

上

古

若

仙

大

日

忠額
虚

1,240 

143 

200 

300 

1,500 

35 

170 

3,146 

1,123 

800 

195 

130 

133 

320 

6,400 

540 

60 

100 
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学 校 名 学 校

し

山

通

尾

栄

せ

台

通

ろ

丘

腸

竹

盛

波

い

水

ル

郷

ご

く

こ

の

叶属

f

っ

ヮ

、

吾

4
4

カ

き

附

し

ょ

丘

ろ

仙

坂

ご

ケ

す

会

り

教

罹

白

ン

ケ

コ

i
 

紺

ク

ナ

愛

小

長

高

岩

型

岩

は

中

ル

仲

尚

光

松

杜

緑

ひ

東

新

み

旭

太

若

東

志

さ

浦

二

六

ゆ

き

太

ザ

さ

切

リ

切

な

ス

計

レ

き

卜

児

花

町

砂

坂

ァ

光

さ

田

フ

八

卜

東

ぶ

名

：` 

教 会

弾

ャ’坑

1彼 習 額

， （千円） II
" 1,500 

150 

500 

1,500 

670 

105 

150 

100 

1,095 

200 

1,129 

170 

700 

1,005 

50 

75 

70 

110 

500 

200 

870 

2,625 

290 

32 

500 

432 

161 

500 

3,152 

362 

860 

750 

1,051 

73,108 

（専修学校）

聖ウルスラ学院家庭専門学校

仙台経理専門学校

仙台編物技芸専門学校

長谷柳架尊門学校

宮城ドレスメーカー琳門学校

仙 台 ク イ ト 服 装 専 門 学 校

東北経理専門学校

廿 根 家 政 恵 門 学 校

中央理容美容専門学校

宮 城 デ ザ イ ン 専 門 学 校

仙台法経専門学院

300 

500 

25 

14,272 

578 

52,037 

220 

70 

6,583 

1,203 

182 

ー・・,-•• ・ • 

束北外国語専門学校

花 壇 自 動 車 整 備 恵 門 学 校

赤門学志院自動車盤備専門学校

仙台デザイソ専門学校

仙台歯科技工士専門学校

東北労災活渡専門学校

宮城文化服装専門学校

仙台女子文化専門学校

戸田和洋裁縫専門学校

仙台調理高等専修学校

計

（各種学校）

東 北 朝 鮮 初 中 高 級 学 校

東北予備校

仙 台 赤 門 鍼 灸 柔 道 照 腹 学 校

文理予備校

仙台市医師会附属高等沼渡学院

仙台市医師会附屈准看戦学浣

宮城自動車学校

宮城歯科術生士学院

仙 台 高 等 理 容 美 容 学 校

仙台祖科術生士学院

ア カ シ ア 洋 裁 女 学 院

仙 台 音 楽 文 化 学 院

東 北 音 楽 学 校

東北網物技芸高等学院

中央編物技芸学院

若 葉 編 物 技 芸 学 院

大畑技芸学校

宮城調理士学校

計

台

朋

台

台

台

―

―

台

城

即学立

仙

仙

仙

第

第

第

仙

仙

宮

ろ

光

県（
 

第

第

第

女

女

女

向

工

百

二

―

―

―

子

子

子

山

業
南

狼

高

高

高

高

高

高

高

高

高

う

蔑

［被害額
g 

500 

6,000 

55 

1,068 

2,137 

517 

366 

273 

350 

320 

87,556 

54,000 

943 

585 

10,300 

300 

80 

650 

1,670 

500 

87 

155 

50 

2,500 

10 

55 

50 

53 

500 

72,488 

吾
＂

2,982 

1,868 

5,930 

5,659 

4,494 

40,607 

3,410 

7,683 

4,988 

17,533 

3,567 

9,707 

108,428 
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教師のための防災の手引き i 
! 

仙台市教育委員会 i 
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今回の地擬によって市内各学校のほとんどが，多くの被害を被った。その中には，市立図南高

校のように全面的に改築を迫られる状態にまでなった学校が出た。一般の学校は放課後の地裳発

生という時間的に幸いし，児蛮，生徒等の低者等，学校内では発生しなかったとはいえ，多くの

教訓を得たことによって学校内はもちろん登下校時においても児意，生徒の安全を確保するため

には，平索からの指郡の徹底を期して低くことが先決であるとの反省のもとに，次のような内容

で「教師のための防災手引き」をつくり，各学校に統一した指逃を行うことにした。

固地震に対する日常対策活動

1 学校防災計画

各学校の実状に応じた防災基本計画の樹立。

（児窟生徒数，職員構成，校舎の構造，校地の広

さ，地域現災，等を考應する。）

2 訓練活動

(1) 定期訓練活動。臨時突発的訓練活動。

(2) 全校訓錬。学年，学級ごと訓練。学校行事に

関述づけた訓練。

3 安全点検活動

校舎内外の危険佃所や防災上妨宙となる場所及

び施設設備の点険，防災常備品の点検，などを定

期的に実施し，危険箇所や不備な箇所を早急に修

理する。また「しるし」などをつけて状態がわか

るようにしておく。

さらに児菰生徒の通学路についても安全確認を

しておく。

(1) 校舎内外の安全点検

① 昇降口，迪路，教室廊下の戸，階段など。

② 防災に役立つ備品及び施設設備の保管場所

や設趾場所の確認。

③倒壊物，落下物の点検。 （天井，電灯，下

駄箱，粛だな，テレビ，窓など）

④危険物の点検。 （冬季におけるストープ，

石油倉庫，など）

⑤ 特別教室の点検。 （理科室の薬品類，引火

性物品の転倒防止，家庭・技術工作室，給食

調理場など）

⑥ 電気配線，ガスせん等の点検

⑦校舎外の倒壊物，落下物の点検。

(2) 通学路の点検

① 児童生徒の平常の通学路を学校，家庭でも
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確認しておく。

③ 通学校の危険物，危険場所をチェックして

おく。 （プロックベい，落下物，倒壊物，ガ

ソリン，がけ崩れ，など）

④ 通学路内の安全な避難場所を周知させてお

く。 （広場，公園など）

⑤通学途中における通路機関を1月知させてお

く。 （電話，知人など）

4 防災に役立つ備品類

(1) 携帯用マイク，メガホン，振鈴，笛，

(2) トラソジスクーラジオ，

(3) 救急薬品及び救急用具，

(4) 恢中霊灯， ローソク，マッチ，

(5) 消火器，防火用水，防火砂，

(6) ロープ，はじご，背負帯，非常用救助袋，

(7) ヘルメット，頭巾，軍手，長く・っ，

(8) 生徒，職員名縛，救急病院名簿，学校校医名

縛，

(9) 校旗，学年・学級色別旗，

⑲ 避雖経路図，避難場所原示，防災用具設厩場

所標示，かぎー式など，

5 心身障害児への配慮

襲学校の耳のJillえない子が，昭和53年6月12日

宮城県沖地裟の時，「まわりの人の話が分からな

くて困った」と話していることや， 目の見えない

子が巽災に会ったときの恐怖感， I皮体不自由児が

逃げようとして転んだ話，状況を判断でぎず，ぉ

ろおろしていた知恵おくれの子の事例などを聞く

につけても心封陣害児の避難については特に配峨

する必要がある。

悴宙児に，常にめんどうを見る子をつけておく



ことは大切であるが，突発的な場合は自分自身の

行動が梢一杯である。したがって，常々障害児を

全員でめんどうみる学級づくりと，最後は．教師

が安全に誘部することを心がけておく必要があ

る。

また，悴宵児のためには，その子の実態に応じ

て，より具体的な場面を再現して訓練すること

と，徹底するまで指瑯して習恨化をはかることが

大事である。

6 家庭への啓蒙

(!) 学校防災計画の周知徹底と家庭への協力の要

諮
① 災宙発生時における児童生徒の行動様式の

習慣化は，家庭での生活訓練i：：：茄づくものが

多いということを周知してもらう。

②児童生徒の通学路の安全確認。（保設者も

ロだけの注意でなく，子どもと共に実際に通

学路を歩いてみることが必要である。）

③ 災宮発生時における状況の報告と情報の提

供について協力を要諮する。

④ 児童生徒の持ち物には住所氏名，血液型，

保臨者への連絡方法を明示させておく。

(2) 学級述絡網の組織化

(3) 地区連絡網の組織化

図地震発生時における児童生徒の

予想される行動特徴

(1) 子どもは直ちに教師の顔色をうががう。

どの程度の強さか，安全の度合いはどうかを教

師の顔色や表俯で瞬問的に判断しようとする。

(2) 幼稚園児や小学校低学年児にあっては，教師

にしがみついたり，泣きさけぶ場合もある。

(3) おどろきのあまり，その場に動けなくなる。

(4) 反射的に教室を飛び出す。

①幼稚固児や小学校低学年児にあっては，母

親を求めて家の方へ走り出したりする。

② 小学校高学年男児や中学生の男子にあって

は，自分の判断で勝手に外へ飛び出す。

③ 女子にあっては，奇芦を出したりして男子

につられて行動をする。

(5) 窓から飛び降りる子もいる。

(6) 柱や戸だななどに寄りかかろうとする。

(7) 教師がつきそっていない教室や廊下にいる場

合は，階段や出口に殺倒する。また，頼るもの，

指示するもののいない不安から，廊下などが非常

に狭く感じる。

回地震発生時における指導と対処

1 教師の心構え

(1) 日常の心構え

①冷静かつ沈着な態度と的確な判断力を芽に

つける。

子どもは緊急時の場合，教師の顔色を見る

といわれているので，平素から毅然とした言

動で指示できるよう心がけておく。

② 児蛮生徒の安全管理と指部の徹底。

災害発生時における，教師の最大の責務

ほ，児童生徒の生命安全であり，ふだんから

緊急時に際して整然と行動がとれるよう，基

本的生活習慣に基づいた学級づくりをしてお

く。

③学校防災計画に基づく役割分担を常に知っ

ておく。

④ 防災に役立つ備品や施設設備の保管場所，

設低場所を確認しておき，その取扱いに習熟

しておく。

⑤ 児滋生徒の家庭に対する連絡網と述絡方法

を確立しておく。

2 校舎内にいる場合

(!) 普通教室

① 原則として教室から飛び出させない。（指

示にしたがう）

②机の下にもぐりこむように指示する。

・できれば頭部を保渡し，机の脚を握らせる。

・窓やロッカー，戸tこな等に近い位皿にいる

者に対してほ，頭部をその反対の方向に向

けるように指示する。

③ 冬季ストープ使用時には，その消火を行う。

④ ドアや出入り口を開け，避難口を確認する。

⑤ ゆれが治まったら，校内防災本部の指示に

したがい，状況を判断しながら児童生徒を誘

那する。

⑥事故者の有無を調べ，必要に応じて応急の

処個をする。

⑦避難の際は，「騒がない」「押さない」「駆

け出さない」を原則とする。

⑧避難場所への集合ほ敏速に，順次に腰をお

ろさせ，出席縛と照合のうえ人員点呼を行う。

⑨ けが人の事後処低を行う。

R 以下は学校防災本部の指示にしたがい行動

をとる。

(2) 特別教室

① 原則的には普通教室の場合に拙ずる。

②理科などの実験時にあっては，危険薬品類

から離れる。アルコールラソプ，ガス等の消

火，電源の処置を正しく行う。

③ 家庭科室，技術工作室での実習時において

ほ，火気，電源等の処骰を行う。

(3) 体育館
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体育館は他の建物と進って柱が少なく，危険な

場合が多いので，教師の冷静な行動が功を奏する。

① ガラスの破片，天井からの落下物に気をつ

け，安全な場所に避難させる。

② 卓球台などが設位してある場合は，その下

にもぐらせることも考えられる。

③ その他についてほ，普通教室の場合に郡ず

る。

(4) 屋上・階段・便所など

＜教師の行動＞

① 地霞を感じたら，ただちに担当楊所にかけ

つける。

② 廊下，階段，屋上，昇降口，便所などにい

る児童生徒に声をかけ指示する。

③児菰生徒の立ち入りやすい場所を点検す

る。

④ その他は普通教室の場合に進ずる。

＜児蛮生徒の行勁＞

① 屋上にいる場合ほ，屋上の中央にひざをつ

いて頭をかかえて伏せる。

②階段にいる場合は，上下どちらか近い階の

廊下まで移動して避難する。

③便所にいる場合は，戸を開け窓から離れて

待機する。

④ 昇降口にいる場合は，ただちに校庭の安全

な場所に避難する。

3 校舎外にいる場合

(1) 校庭の校舎の周り

①担当教師は活動中の児童生徒をすみやかに

常握する。

② 建物から離れ，安全な場所に避難させる。

③ けが人の有無を確認し，必要に応じて処佃

を施す。

④ 以下は学校防災計画にしたがう。

(2) プール

①携帯マイク，笛，振鈴，あるいは大声で急

を知らせ，ただちに水から上がらせる。

② プロックどを避け，プールサイドの安全な

場所に頭をかかえて伏せさせる。

③ 水中に残っている者がいないか確認し，人

員点呼を行う。

④ 以下は学校防災計画による指示にしたがう

4 登下校時の場合

登下校時の場合は教師の目が離れるので，日ご
嘩

ろの指部が大切である。また，実際に通学路をみ

んなで歩いてみて研究する。

(1) 基本的には安全な広場や屋敷の広い庭などに

避難する。

(2) プロックペい，門柱，軒下，などの倒壊物や
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落下物から離れる。

(3) ガソリ‘ノスクソドなどの危険物があるところ

から離れる。

(4) 川ぺりや水の吹き出すような場所，がけ崩れ

等の危険な場所から離れる。

(5) 歩道橋の上にいる場合は，あわてて飛び降り

たりない。

(6) バスなどの交通機関を利用している場合ほ，

運転手や乗務員の指示にしたがう。

(7) 自転車を利用している場合ほ，ただちに下車

し安全な場所1こ避難する。

(8) 道路の交通状態（車）に気をつける。

5 遠足，旅行的行事の場合

(1) 引率者は毅然とした態度で児童生徒を掌掘

し，勝手な行動をとらせない。

(2) 安全な場所へ誘瑯し， 児蛮生徒の氏名，人

員，けがの有無を調べる。

(3) 負傷者が出た場合は，応急処既を施し，当地

の救急医療機関に依頼する。

(4) 災害の状況や児蛮生徒の異常の有無を学校に

報告して指示を仰ぐ。

(5) 必要に応じて現地の警察または災害対策本部

と述絡をとり， ,J,後の策を立てる。

＜屋内の場合（宿舎） ＞ 

① 事前に非常口や避難経路を確認しておく。

② 甚本的にほ宿舎の係員の指示に従う。

③ 落下物，倒壊物，などに注意させ，部屋の

中央で頭部を保蔑し身を低くさせる。

⑤ 入浴中の場合は，ただちに浴槽から上が

り，身近なもので頭部を保護し身を低くさせ

る。

＜屋外の場合＞

① 建造物（特に， ビルデ 4 ソグ，プロックペ

ぃ，門柱）や電柱など，倒痰や落下の危険の

あるものから離れる。

② 川，沼，がけなどに近いところは避け，広

場に避難させる。

③ 路上では交通状態に注意し，街路樹などが

ある場合はそれにしがみつく。

＜乗車乗船中の場合＞

① 原則として乗務員の指示にしたがって行動

する。

回在校時間外の対処

(!) 職員はただちに出校し，災害の状況を調在す

る。

(2) 学校辿絡網により，職員の連絡して臨時職員

会を開く。また，同時に学校災害対策本部を設

樅する。



(3) 職員は学校防災組織の分担にしたがい被災状

況を調在する。

(-1) 学級担任は連絡のとれる範囲において児蛮生

徒の家庭と連絡をとり，事故の有無，被害状況

を把掘する。

(5) 学校は市教委に状況を報告し指示を受ける。

囮死傷者が発生した場合の対処

管理下にある場合

校長，教頭に状況を報告して指示を受ける。

緊急対策救設班ほ，すれやかに応急処l位の対

策に当たる。

(3) 校屁は市教委に連絡をとり指示をうける。さ

らに必要に応じてi1,i防署や笞察署に急報し，必

要な指瑯と指示を受ける。

fl) 管理校医への述絡。

(5) 保渡者への連絡。

＾ （6) 事故現場の状況確認と，可能な限り記録（写

真など）をとる。

(7) 報道機関との対応については，窓口を一本に

して混乱をさけるようにする。

2 管理下にない場合

(!) 保護者に対して災害や事故の様子を急報する

ように事前に指郡しておく。

(2) 学校側の箭報収集者はただちに校長，教頭に

連絡する。

(3) 校長の指示にしたがい，職員を現場に派造し

状況を確認させる。

(4) 校長は市教委に状況を報告し指示を受ける。

縞集委員

仙台市立北六番丁小学校校長斎藤哲郎

仙台市立立町小学校 校 長 小 沢 完 蔵

仙台市立六郷小学校 校長宗像高朋

仙台市立愛宕中学校 校長佐膝良吉

仙台市立五城中学校 校長管原克次郎

仙台市立北仙台中学校 校長小野春夫

仙台市教育委員会 関係各課
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第 2節民生関係の被害

社会福祉施設の被害

M7.4の直撃は，市内全域に分散配慨している公設の福祉施設，保育施設等の全施設に被害を

及ぼした。瀬戸物，ガラス類の破損から，屋根瓦の落下，壁而の亀裂，内柱プロックの倒壊，床

の亀裂・沈下，地盤沈下，冷暖房配管等々にあらわれた。被害額は他の機関に比較し，小規模に

とどまったといえるが，幼児及び老人に大きなショックを与えた。

一方，民問経営の福祉施設及び保育施設も全施設に被害があった。中でも簑護施設である小百

合園ほ復旧もおぽつかず，改築を余儀なくされる状態で，復旧には 2億 5,000余万円を要する被

害となった。

社会福祉施設等の被害状況（その 1)

区
9, 9 9 

（市民福祉課）

宮千代児滋館 クイル，ガラス破損 33 

小松島 児童館 入ロコソクリート亀裂 30 

南小泉市民福祉会館 瀬戸物類破損 40 

東部
” 

ガラス類破損 4 

北山
” 貯水槽ポールクップ破担 4 

荒町 ” ガラス類破損 4 

母 子 寮 風呂場水道管破損入替 113 

無緑故者納骨堂 側石破損 30 

小 計 258 

（老人福祉課）

若林老人憩の家 屋根瓦半分落下，大広問・ホール内墜危裂，玄関ドア不良 145 

旭ケ丘
” 玄関・茶室内壁危裂，襖破狽 436 

岩切 II 便所内壁亀裂その他 388 

西多賀 ” 手洗い・茶室仕切破損 230 

小 計 1.199 

（保育課）

木ノ下保育所 給食用ダムウェーダー不良 155 

" 木 、 便所内掃除用流し，便器破損 75 

荒 巻 /1 整面・犬走り亀裂，屋根瓦破損，煙突，プロック塀 205 

向 山 ” 壁面・犬走り亀裂，保育室・遊戯室床沈下 2室，調理室，鉄扉， 640 

土問コンクリート

西多賀 “ 雨樋，煙突破損 39 

分 l 被 ブ!-
C
1
 

の 概 況

（市福祉部調）

戸
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6
9
 

◎保育所・保育園

〇揖祉会館・措祉センター
老人憩の家



社会福祉施設等の被害状況（その 2)

区
＿
廿
四
飯

分

砂保育所

田 II

被 害 の 状 況

南小泉 II 

若 林 II

鶴ケ谷 II 

堤 II

大野田 II 

岩 切”
上野 山 II 

鶴ケ谷悌二 、、

桜ヶ丘 9、9

沖 野 ”

樅田町 II 

-1’f 山 II

防ヶ谷福祉作業所

小 計

（労働福祉課）

卸町勤労青少年ホーム

一番1Ilr ” 
勤労者保捉所茂庭荘

小 計

偲面・犬走り亀裂，雨樋・煙突破損，事務室，便所壁亀裂

” ” 保育室・便所・管理人室墜落下，床沈下，

玄関建具破損

壁面・犬走り亀裂，門扉・煙突・モルクル・建具破捐

雨樋破担

墜面・犬走り亀裂，煙突（プロック）破損

コンクリート拇（プロック）破損

整而・犬走り亀裂，玄関ガラス・プロック破損

壁面・犬走り亀裂，テラス・便所偲破担

壁面・犬走り亀裂，排水溝破損，屋上園庭隆起及び亀裂

壁而・犬走り亀裂，調理室床沈下

壁面・犬走り亀裂，排水溝•土阻］コンクリート破狽

壁而・犬走り亀裂，フェソス門扉破狽

墜面・犬走り亀裂，フェソス門扉破狽・便所，破拍

壁而・犬走り亀裂 “ 水道管破担

渡廊下・避難滑り台上下部亀裂，土1fi）コソクリート亀裂

外墜．廊下・事務室内墜亀裂，軽迎動室槌・床亀裂，地盤沈下

階段踊場亀裂 99 99 

偲・床亀裂，煙突亀裂

被―・害額
g 

134 

520 

135 

28 

137 

122 

105 

100 

895 

466 

63 

202 

28 

17 

400 

4,466 

610 

6,580 

4,617 

11,807 
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区玉 寿

4 ‘ 

分

苑

計

被 害 の 概 要

ホーム棟管理棟内外 5,800, オープソ病院通路ニレペークー等

3,040, ロッカー台420, テレビ 1台190,在苑者名札掛140

1被 害 額
（千円

I 

9,590 

9,590 

計.'

民間社会福祉施設の被害状況

区 分

東山荘

仙 台 長 生 園

暁 星 園

萩の郷福寿苑

西多賀ワークキャンバス

啓 生園

萩の郷工場

き ぽ う 園

い ず み 授 産 所

仙 台 基 督 教 育 児 院

ラサールホーム

小 百 合 固

仙 台 乳 児 園

仙 台 母 子 寮

計

27,532 

被 害 の 概 要

内外壁亀裂，天井・屋根亀裂

” 土問亀裂，屋根瓦修理

裔架水樽給水管亀裂ファ｀ノコイル，ボイラー煙逍ズレ幽亀裂

玄関前プロバン配管折拍

屋根亀裂

暖房用配管折損

水道管折損，身悴者アパート墜面亀裂

暖房機械雄礎・モルクル墜面亀裂

屋根亀裂， トイレ便器破損，堕面亀裂

擁墜亀裂，ボイラー配管折損，水道管亀裂

高架水槽，焼却亀裂，体育館床亀裂，偲面亀裂

全壊建直し

2階遊戯室壁落削，焼却炉亀裂

内外壁面亀裂

1一被害額
（千円）

I 
600 

4,052 

1,040 

58 

276 

200 

225 

603 

1,493 

10,012 

7,209 

152,400 

948 

264 

179,380 

民間保育所の被害状況

区 分

ナ ザ レ ト 愛 児 園

乳 銀 杏 保 育 園

追廻 、'

仙台 ” 
台の原 ” 
宝”
鶴ケ谷保育所希望園

和 敬 保 育 園

殻町保育所

さ ゆ り 保 育 園

計

被 害 の 概

水道管破裂， 2階天井さがる

屋根瓦破損，天井亀裂，便器・洗而器破損

屋根瓦修理，賠面亀裂

排水管破損， ” 
屋上が隆起，内外壁亀裂

壁面亀裂，床亀裂

” コソクリート塀破損

// フェ｀ノス基礎部分沈下

// 犬走りの亀裂

水逍全壊，階段及び墜面亀裂，門柱一部破狽

要 戸 （千円）
I 

268 

214 

192 

174 

3,620 

937 

518 

146 

123 

1,130 

7,322 
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狼護施設小百合園の被害状況

小百合園の復旧を報じる河北新報 (54.5.3)
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2 保 育 所 の 対 応

地震直後，幼児を預かっている市立保育所29カ所は，時間的に一部の幼児が在所していたので，

.7Cの時の状況をどう措低したかを知り，対策の資料とするためアンケートに調査によってまとめ

たとこる，一人の偏ついた幼児も出さず描皿したことが判明し，保設者から感謝されている。

保育所の宮城県沖地震に関するアンケート調査

(1) 発生時の状況

当時何人いたか (6月12日5時14分滉在）．．．

保育所名 1児童 1職員 Iその他11 保育所名 I児菰 1職員 1その他II 保育所名 1児 童 1職員 Iその他
・・・-------・・・・・・・・ 

木下保育所 25} 16人 28}, 南小泉保育所 8) 3) 4) I折立保育所 4) 4ノ 0人

が木 II 7 4 4 長町 ” 22 5 3 上野山ヽ 20 3 4 

荒巻 l/ 15 6 

゜
中田 II 15 5 2 岩切 I/ 24 7 

゜向山 、＇ 30 6 5 八幡 I/ 37 5 10 鶴ヶ谷第二l/ 15 8 4 

国見 、 21 2 5 若 林 ヶ 28 7 

゜
袋原 、 6 4 

゜西多賀I/ 22 4 

゜
鶴ヶ谷” 18 4 10 桜ヶ丘 I/ 12 4 2 

高砂 9 18 4 ， 堤 ” 44 10 3 沖野 II 27 5 8 

原町 II 14 2 5 八木山 II 18 12 5 福田町 II 17 4 ， 
飯田 // 22 3 6 中山 II 

゜
4 

゜
背山 II 14 5 3 

旭ケ丘” 17 4 l 大野田” 14 11 2 計 534 161 132 

その時の状態は…

ど こ に
なしこをしていたか 未満 以 どこに なにをしていたか 1未満 1以上い た か 上 い た か

室外 園庭
1カ所に集まっていた 1カ所 3カ所：

自由あそび 10 17 

自由あそぴ

゜
2 

室 ホール 1カ所に集まっていた 1 1 
テレビを視聴 2 

゜内
保育室 本を読んでやっていた 2 

゜
(2) 発生と共にどのように行動したか

避難方法と場所は・・・

場 所 末禍児 以上児

室 机中
央 8保育所 6保育所

の 下 5保育所 2保育所

内 そ の 他 ※2保育所※2保育所

園 庭 10保育所 16保育所

ペ ラ ソ ダ 2保育所 2保育所

広 場 1保育所 1保育所

※押入れ，墜而の多い階段上のコーナー，保育室の

塾際，ホール

屋

内

自由あそぴ 5) 0人
保 粘土あそぴ

゜
1 

帰宅準備中 4 

゜育 テレビ視聴 7 3 

室
トイレ 1 1 
その他 1 

゜
職員のとった行動は…

0 子供にしがみつかれ動けなかった。

0 子供を集め落着かせるために座らせた。

0 揺れぐあいをみて安全な場所に誘瑯した。

0 子供を集め股ばいにさせた。

地震直後の子供の状態は・・・

0 恐怖と不安から保母や親にしがみつき動こ

うとせず泣き出す子もいた。

0 建物の揺れを目のあたり見ていたので子供
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同士や親にその恐ろしさを話していた。

0 ボカンとした状態であった。

0 未満児のなかには周囲の雰囲気で泣き出す

子もいた。抱かれると安心した。

0 親や保育者が一諸だったため，あまり動揺

しなかった。

お迎えは・・・

平常と同じ時間 14保育所

いつもより遅くなった 12保育所

遅れた時間 15分中田，長町，旭ケ丘，

国見，福田町の保育所

30分岩切，飯田，原町，メ木

45分堤，沖野の保育所

60分以上蜀ヶ谷第二保育所

遅れた理由 父兄が怪我や交通機関の遅れ

その日にとった処置は…

0破損箇所の点検，応急措既

0電話不通のため各所への連絡は不能

0 帰宅途中の職員は職場へ戻ってきた

0 電気，ガスの使用ができるまで弁当持参

のことを掲示した。

13日の保育形態は…

0 乎常保育 1保育所（福田町）

0午前保育 26保育所

時問！保育所名

8: oo-
12: 00 
8: oo-
12: 30 

8 : 00~| 
13: OOi 

高砂，南小泉，長町，若林

計

4
 

木ノ下，西多賀，原町，旭ヶ丘Is 
中田，八幡，折立，背山

，，木，国見，袋原，岩切，八木I10 

山，向山，荒巻，堤，鶴ケ谷，

大野田

0全員欠席 2筒所（沖野，飯田）

給食は・・・

0給食ができなかった日数

日数 保 育 所 名 計

1日1 折立 1 

2日 飯田，若林，八木山，上野山，沖 6 

野，青山

3日1西多賀，旭ケ丘，長町，堤，中山 I 20 

鶴ケ谷，福田町，国見，原町，南

小泉，八幡，中田，岩切，袋原，

大野田，桜ヶ丘，木／下，荒巻，

向山，鶴ケ谷第二

4日1 高砂
I ~ 7日，，木

゜
冷食給食を行なった日数

日数 保 育 所 名 計

1日 高砂，上野山，袋原 3 

2日 f木，南小泉 2 

3日 木ノ下，原町 2 

5日 飯田 1 

6日 旭ケ丘 1 

7日 八幡 1 

8日 長町，国見 2 

9日 向山 1 

10日 中山，桜ヶ丘，福田町 3 

11日 西多賀，青山，鶴ヶ谷 3 

12日 八木山，鶴ケ谷第二 2 

なし 中田，岩切，堤 3 

攣°品I桜ヶ丘，上野山，中山

8品°品1 鶴ケ谷悌二

3

1

 

。 なぜ平常の給食が出来なかったか

0都市ガス供給停止

0LPガス点検作業

0 電気，水道使用不能

0 破損箇所工事

平常時に地震の訓練をしていたか・・・

1 していない 20保育所

2 している 9保育所
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※関係機関及び父兄等の対応状況について

気付いた点

① 電話，交通機関がマヒした場合の対応

策を考えるべきだ。

② マスコミを通し保育所の被害状況，保

育形態を連絡できたことは良かった。今

後も市の広報はラジオを通して早急に知

らせた方が良い。

③職員，父兄の連絡網をきめておくべき

だ。

④ 地捉時，子供を保育所においていたの

で怪我もなく良かった。もし，家におい

ていたら家具の下敷きなどで大変だっ

た。と，話していた親がいたけれども疑

間である。

⑤保育所自体の後片付けがひどく危険

で，子供を預かれる状態でないのに預か

る不安が保育所側にあり，父兄は逆に自

分の家の後片付けのために子供を保育所

に預けたいという相反するものがあり困

った。

⑥比較的遅い時間で子供が少なかったの

が幸いした。
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第 3節衛生施設の被害

衛生施設の被害も多く，市立病院及び鶴ヶ谷オープソ病院をはじめ，各保健所や術生試験所等

に多くの損傷箇所が続出し，ガラス器具や診療材料，注射薬の戸棚の倒壊等によって各施設共に

被害を大きくした。

建物自体では，鶴ケ谷オープソ病院が開設問もない病院であったにもかかわらず．盛土地幣と

いうことから，地盤沈下により，玄関ポーチクイルの亀裂及びひずみ，土問のコソクリートや渡

り廊下が沈下・損傷するなど， 建物周辺の被害が大きかった。 また， この地盤沈下はマソホー

ル，排水管，擁壁の破損となって表われたのである。

市立病院においては病棟窓ガラスの破損をはじめ， 1日棟と新館のつなぎモルクルの剥臨 トイ

レのクイルの剥離，さらには各器材や注射薬の破損も多かった。又，新築中の土留工事箇所の崩

壊等があった。

その他，葛岡火葬場，飼犬管理事務所，食肉衛生検査所，衛生試験所，各保健所，樅ケ岡病院

等も，内外壁の亀裂や，検査器具或は試梨の破批窓ガラス，教材等の破損があった。

公宝関係の測定局にも測定装饂の破損が見られ，市の衛生施設だけで，その被害額は 1億2千

万円にも逹した。又．公的，私的病院・医院などの医燎施設においても，内部の医療器具，薬品

類の破損をはじめ，建物の破損など 3億円ちかい損害となった。

街生施設等の被害状況

区 分

葛岡火葬場

飼犬管理事務所
I 

食肉術生検近所

中央卸売市場食品検査室I
衛生試験所

公霜関係測定局 ｀ 
I 

被 害 の 状 況

北保維所

南保健所

東保健所

掏岡病院

高等看誕学院

0建物，内外墜亀裂及びガラス破狽

0火葬炉煙突内面耐火レソガの亀裂一部崩腹

0事務所外墜亀裂 0犬舎入ロコソク 9ート床亀裂

0浄化楷周囲縁石沈下

0検査機器及び試薬等の破損多数

0検査機器及び試薬等の破損

0検査根器漿品等の破損多数

0測定局の建物及び測定装置，七北田に設設してある

河川の水質測定装股が破損

0六丁目の観測用井戸の地盤沈下

0建物外内壁亀裂多数

O建物外内墜亀裂多数

0建物墜面亀裂（レントゲソ暗室使用不能）

0窓ガラス破損，薬品器具破損

0建物外墜及び屋上の亀裂，教材の破損

（市衛生局調）

被蜜額
ふ

8,900 

369 

2,784 

552 

17ふ004

33,454 

7,350 

3,320 

11,204 

404 

1,700 
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仙台市立病院の被害状況

被 習 状 況 その他軽微なもの

1

2

3

4

5

6

 

旧館と新館のつなぎモルクル剥離

病棟窓ガラス被担

風呂， トイレのクイル蜘1離．
病棟菩尿ガメ破損

注射薬の破担（病棟）

新病院建設現場土留工事箇所一部／仰1埃
被忠額，li•

被宮額 I —虚□
600 " 

15 

100 

200 

3,717 

9,400 

14,032 

］，給水管涌水

2'蒸気管破狽

3' ガス管破狽

4,暖房用ラジニークー傾き

5, I、イレ，便器破1月
6'螢光灯落下

7' スビーカー落下

8' ロッカー，；［｝棚倒伏

9'天井，墜の亀裂

4カ所

3カ所

IO力所

8カ所

2カ所

3カ所

4カ所

28カ所

20カ所

鶴ケ谷オープソ病院の被害状況

項

~
~
 

物
）体本

i

建
（

目 被 ctt 
"' 状 況

被―ー雷額

に巨翌

電気設備

給水設備

排水設備

外構

医療器機

計

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
 

玄関ボーチクイル地盤沈下による亀裂，ひずみ

救急息者外来入口部分の亀裂，沈下

臨床検査室外部袖偲の亀裂，土lfllコンクリート沈下

本館と石渡婦更衣室との渡り廊下沈下スラプ亀裂

避雉用すべり台取付部分のモルクル倒離

手術室クイル破損及び壁亀裂

本館とポイラー室問の地下トレソチ破損

府護婦寄宿舎入ロボーチ，床，クイル倒離

府設婦寄宿舎幹線の切断，ボイラー窒と厨房間の配管破損

給水引込管が数力所で切断，各室の器具破損

マソホール集水桝及び排水管の破担多数

建物周辺一円が地盤沈下し，擁壁，緑石，路面破損及び亀裂多数

蒸涸水製造装脱倒壊(!台）

1,815 

620 

454 

3,646 

3,465 

745 

10,745 

市立病院の医療対策

地擬発生後， 救急患者の続出があり， その上，停電によって診療に大きな支障を来たした。そ

れに加えて時問外ということと，電話がパニック状態ということも重なり，職員の召集に手問取

ったのと，診療室の器材や薬品類等の散乱等もあり， 一時，混乱したが医療対策上かかせない救

急息者の受入体制を整えた。なかには，救急車内で診療を施すこともあった。更に救急車のみな

らず， 自家用車などで負傷者が搬送されるケースも多く地誕当日だけで， 72名に逹した。

2
 

保健所の被災者対策

各保健所は， ガスのストップによる燃料の不足や一部水道の停止，被災者の連日にわたる避雉

と復旧作業等の過労による健康状態不良や外偏者を考應し， 健康対策及び食中瓶伝染病予防の

ための広報を行うとともに，鹿野小学校に避難中の彼災者に対し， 医師，保健婦等による健康相

談を実施すると同時に，特に被習が集中した緑ケ丘地区の現地対策本部内に健康相談所を併設し

て保健婦を常耽させ，被災者の健康・医療相談に応じた。
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更に，北根集会所や黒松児蛮館に設けた避薙所にも同様に健康相談所を開設し，被災の大きか

った靡砂のサニーハイツの63世帯については健康調査を実施し，被災者の健康保持に努めた。

3 保健所の防疫対策

し尿浄化槽及び汲取式便槽の浮上，沈下或は破損等による汚物流出や土砂崩れ，建物の倒壊或

は下水道管の破捐による床下，床上没水等に対し，猜掃部門と協力し汲取や消毒を実施した。

消斑実施世帯は 247世帯（北保健所管内33, 南保健所管内45, 東保健所管内 169)で，被害が

集中した地区に多かったが，伝染病息者等の発生はなかった。

4 食品環境指導対策

市民の食生活に影響のあるパソ工場，牛乳工場の被害状況確認と同時に，食中毒伝染病対策に

重点を骰き，不特定多数の客が利用する業種の使用水，及び熱源対策について監視指樽を行った

が，指瑯件数2,455件にも逹した。

安全な飲料水確保のために，佃易給水施設の調査と指哨を行った。また，公衆浴場の利用確保

に全力を傾注したが，業界の協力もあって定休日も返上して浴場を開き市民や被災者の便宜を図

った。これら環境施設の立入指郡は 302件，一般現境衛生指瑯は11件であった。

5 市内の医療機関対策

市内各病院等医療施設は，地震による負偽者だけで 9,000余名に逹していることから，各医療

機関とも受診者で混雑を極めた。

地震発生後，各保健所は市内各病院と密接な述絡をとり自家発電の燃批や翌日の給食確保がで

きない病院等に対しては，市災害対策本部に依頼し必要な手配を行った。
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第 4節清掃施設の被害

松森清掃工場

梢掃関係各施設も全施設に被害を及ぽしたが， まず松森猜掃工場は煙突が先端から下の部分18

メートルのところから折狽倒壊したほか，鼈気集じん機が破損し機能が停止した。これは，煙突

が2号電気集じん機に落下，激突したため被害を大きくしたものであった。

なお，焼却炉本体は 1, 2号炉ともにレソガ，キャスタプル（耐火材）の弛みが著しく，剥離

・落下の損偽は， 1号炉で約30平方メートル， 2号炉では約20平方メートルに及んだ。

また，煙道等補機関係は，激襲によって地盤沈下したため，変形，破損，歪みが著しく，各種

ボンプ類も全体に芯ずれを起した状態となったほか，工場建家廻りは北側で最高20数セソチメー

トル，平均 5セソチメートルの地盤沈下が生じ，地下埋設物の被害は，給水管，給湯管及びマン‘

ホール等が，数力所で破狽していた。

この工場の焼却能力は， 150t／日 X 2炉であったが，地霙発生当時， ゴミピットは満杯の状態

であり，被災後のごみ搬入批と合せ約 1,000トソとなり，早急処理しなければ腐敗し焼却困難と

なり，更にごみの多発を考應し， 2号炉は全く機能を失っているため復旧に相当期間を必要とす

るものと判断し， 1号炉について修復作業を開始した。

なお， 2号炉の電気集じん機は，壊滅的打撃を受けたため，全面的補修を行なうには， 4カ月

を要するという被害であった。

2 小鶴清掃工場

この工場は，新設問もない工場であったが，配電盤の倒壊をはじめ，建物自体の破損，亀裂，

配水管の折狽等の被害を被っている。

当時，職員15名をもって 1号， 3号の 2焼却炉が順調な運転を続けていたが，激擬と同時に蒸

気タービ‘ノ発電機の緊急停止ボタソを押したことによって，タービソしま空転の後止まって事なき

を得た。

これは，中央制御室に勤務していた班長・後藤主査のとっさの行動が効を奏したもので， もし

この処説がなかったら大きな事故が生じたのではと思われるものであった。

また，場内の地中埋設給水管が随所で切れたことによって，地中に咬出し，高架水楷が空にな

るなどした。
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さらに，南側雷源盤が廊下に倒れ，危険物の一部が洩れ破損したり，管理棟内分析室の実験器

具機材が転倒するなどしたが，負俗者もなく出火するなどの被害も防止できた。この工場の復旧

には全力をあげ， 6月28日から正常迎転に復帰した。

3 各清掃事業所

北，南，東と三方面に消掃事業所を設骰しているが， ここにも被害があったけれども，北事業

所で温水ポイラーの飼壊，南事業所では犬走り沈下，東事業所では玄関ボーチ沈下にとどまった。

4 し尿下水管投入揚

郡山に設匠している燃焼脱臭塔が傾斜したほか，機器類が破損した。

原町下水管投入楊では，化学脱臭室（高さ30m)にずれがあり，放流不能となった他，圧送管な

どに亀裂が生じたりの被宮があったため，収集したし尿は 3カ所の貯留槽に臨時搬入した。

また南蒲生消化槽が定期のオーパーホールの予定であったものを中止， し尿処理に対処したので

あった。

6月20日に至り，原町が運転可能となり，更に郡山も30日再開し，平常処理体制を確低するま

で18日間を要した。

5 森郷埋立地

搬入路に 3カ所の土砂崩れを生じ通行不能となったが，職員の手によって撒去し翌日通行可能

とした。また，事務所もコンクリー 9床に亀裂を生じたほか，冷湿水器が倒れ破批修理不能と

なった。

清掃施設の被害額

区 分l
施設 整 備 1

①松森箭拇工場！電饂じん様，温水管配管破振，焼却炉，煙道破損，姪突折損

i需気，動力，場内建物破損，その他

②小鶴清掃工場 1 場内建物破批電気集じん様，鼈動機，構内外配管破批ポソペ

．庫倒岐，検在機器破損，その他

③:／/：口建物破損，給排水設備破損，その他
④下水管投入場等 万代塀破拍，燃焼脱臭塔破損，その他

処理 事 業 l

>

概 況

災習による多批ごみ収集燃料，臨時埋立地（ワークキャソバス

（萩の把〕）経既 ，Jヽ 牛沼埋立地覆士迎扱，その他

し尿後方遥搬，その他

（市消掃部調）

被 癖 額
g四

195,065, 790 

147,519,230 

44,761,000 

1,723ふ60

1,061,900 

5,506,951 

2渇06,962

2,699,989 

200,572,741 
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6 民 間 の 施 設

民間浦掃施設の中では， し尿収集委託業者に 3件，一般廃棄物処理業者に 5件，産業廃棄物処

理業者に 3件，浄化槽滸掃業者に 2件の合計13件の被害があり，その被害額は 1,800万円余とな

った。

7 湾掃関係の対応

地農により多くの被害をもたらしたプロック塀の倒壊により， コンクリートプロックの破片が

大批に排出されたため，至るところで山をなし，道路まで歩行できない地域も出現したが，市民

は隣近所と協力し紺掃に取り組んだ。

市では，特別対策として， 6月16日から18日までの 3日間，早朝特別収集体制をとり，これを

搬送した。

特に排出批の多い南地区については，更に21日も他の事業所の収集車4台を借り上げ，早朝収

集を実施した。

震災ゴミについては， 6月13日から森郷埋立地の搬入f切時間を延長するとともに， 日曜日も平

常通り搬入を認め，これを無料とした。

また，市内のほとんどの家庭において，ガラス類，瀬戸物類の破損が著しかったため，平素の

ゴミを区分し，地区毎に収集日を定めて裟災ゴミとして収集したが，その批は 7,500t余りにも

逹したのである。

消掃局職員は時間に捉われず，霞災対策として只黙々と作業に励み，市内の清掃に努力を傾け

た。

さらに， し尿処理についても，被害の集中した緑ケ丘地区，北仙台地区の北根一念防，荒巻源

裳災ゴミで，どの街でも一杯

松森紺掃工場の煙突の上部が倒壊した
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新田については，現境保全と防災上の観点｝こたって， し尿汲取りの繰上げ作業として，

梢汚泥の特別収集を行なったc

また，家屋の崩壊のおそれのあるものや，便槽に亀裂を生じているものについても，

都度直ちに汲取作業を実旋，被災者優先の措個をとった。

震災ゴミ等の処理状況は次のとおり

事業所別ごみの収集状況 U3日～21日）

収媒批 I前年同期
の対比 1平均日羅

北 1,279,ト

南 3,803

東 2,506

計17,5部

142.770• 
269.7 

222.0 
I 

220.8 1 

142炒

423 

278 

&3 

曜日別の収集状況

6ロ
19 （月） 860

20 （火） 719 

21 a) 552 

計 7,588

、ト

直
＿
血

900829264120614962792693588

“
 
1

1

7

 

収 餅i 考

“” 

森郷埋立地への自己援入状況

日 別

6月13日（火） 442

14 （水） 1,061

15 （木） 923

16 （金） 928

17 （土） 1,106

18 （日） 831

19 （月）邸7

20 （火） 593

21 （水）切3

22 （木） 478

688 

即

623 

679 

6S7 

羽0

304 

273 

237 

1,078,990 

981,050 

1,065,850 

924,520 

693,500 

432,240 

593,650 

541,350 

碑

563525326235345425551581
癖

619

搬

11

知

均

計

註

別
口
:.I

23
訊

蕊

2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

月 窃4

314 

306 

即

133 

185 

237 

261 
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臨時埋立地の開設状況

①提供者社会福祉法人共生福祉会萩の郷

工場

所在地仙台市鈎取字御堂平38

期 問 6月17日（土） ～24日（土）

搬入対象ゴミ プロック，瓦，塵土のみ

搬入者仙台建設クラプ所属会社

管 理 梁 務 課 職 員 4名常駐

搬入批 1,824外

R 小牛詔臨時埋立地

昭和46年に埋立終了した小午沼埋立地に地

元住民の了解を得て臨時に市直営車搬入の災

審ごみを埋立た。

日別搬入状況①

月 日1会 社 数 l延台数い竺:]し

6月17日（土） 3ll: 10台 31 t 

18日（日） 3 15 138 

19日（月） 10 69 508 

20日（火） 6 63 534 

21日（水） 8 55 456 

22日（木） 11 23 130 

23日（金） 7 10 19 

24日（土） 3 4 8 

計 51 249 1,824 

日別搬入状況R

月 日 I延

6月17日（土）

18日（日）

19日（月）

i I• 

搬入批

t
 

7

4

5

6

 

6
1
3
8
4
7
4
7
 ，

 

ー

台1

4

8

3

 

1

5

8

5

 

2

1

1

5

 

プロック塀の残がいは臨時埋立地を埋め尽した
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第 5節農業施設の被害

地霞の被害が市内周辺地域に集中したことによって，農家の被害が大きかった。

特に住居，作業所の被害は， 目を覆うようようなjii1撃を受けたのであった。一般住宅被害の中

でも述べているように支所地域は，生出を除き大きな被害となった。中でも六郷地域の住居は，

407戸も全壊に近い損偽を受けた。全体的被害額からしても，六郷だけで， 57億円に追し，次い

で七郷の19億円，岩切 8億 5千万円，謀砂 8億 4千万円，中田 7億 2千万円，長町 5低 9千万円

と続き，農家にとって大きな打撃を受けたのである。住居だけで 4,700戸，作業所等 3,900棟の

損壊で，その被害総額 160億円にも逹したのであるが，この外，股協施設である建物，椴械，購

売品等で 1億 5,000万円の被害となった。

農作物については，施設園芸で 4,000万円，水田倒埋伏で 2,000万円の被害にとどまったもの

の，農家にとって住居の被害の大きかったことによって，長い問作業所やビニールハウス住まい

を余儀なくされた農家の人々もでたのである。

市内における農業用排水路の被害の詳細は次のとおりであった。

農業用排水路の被害状況

区 分

七郷荒浜新大堀ほか

南水泉遠見塚仙台堀右岸

土樋愛宕堰取入水路

文化町鞍配堀（左岸）

蒲戸生谷高地砂堀南部排水機場落堀井

七郷六十人町七郷堀（左岸）

六十人町（東橋・下流）七郷堀

文化町七郷堀（右岸）

根岸郡山堀（左岸）

被害の 状 況

張プロック設岸の崩壊

軟プロック設岸の崩壊

土砂崩れにより流水阻害

積プロック設岸の崩壊

排護水岸機崩場壊，基礎，外拙にクラック張プロック

雑割石積渡岸の崩壊

” 
戟プロック臨岸の崩壊

” 
木流堀水系鏡屈桜胴揚水ボソフ＾ 揚水ボソプ基礎コソクリート沈下

古城一丁目六郷堀 積プロック設岸の崩壊

岩切燕沢燕沢排水路 梢プロック護岸の崩壊

遠見塚一丁目鞍配堀 戟プロック設岸の崩壊

南小泉三丁目六郷堀 禎プロック護岸iij領する

岩切字台屋敷西沢下ため池 堤体クラック斜樋営階段亀裂

六郷種次日辺排水路 戟フ・ロック渡岸崩壊

六郷二木井土用水路 コソクリートフルーム水路沈下

六郷沖野中堀 コンクリート土留，崩壊
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（市農政祁閥）

＼数 批 1被害額
――臼弐込

新大堀ほか 35 450 
759,,,' 

仙台堀 35m 1,450 

取入れ路10忙 110 

左岸 20m 800 

井疇戸谷地3001／↓ 

堀931几 12,430 

左岸 23m 1,200 

左岸 37 11L 1,900 

右岸 761n 4,020 

左岸 12111 600 

沈下 5c況 180 

左岸 1049" 4,850 

左岸 1811" 6,900 

両岸 13011, 6,100 

左岸 120m 620 

150 

右岸 380m 11,450 

20,汎 750 

右岸 32,孔 160 



区 分 被 害 の 状 況 l数 批戸（千円）
六郷上飯田今泉用水路

六郷沖野中堀

生出根派ため池

六郷沖野沖野堀

岩切鶴ケ丘大堤ため池

遠見塚二丁目仙台堀

生出泊j田褒ため池

福室新田福室水路

福室新田中野幹線水路

小田原猥沢字兵術沼ため池

岩切菊ヶ沢用水路

蒲町公会堂前大江堀

遠見塚三丁目仙台堀

南小泉保春院前七郷堀

郡山四丁目郡山堀

戟プロック渡岸崩壊

戟プロック護岸最上段ずれ

堤体クラック（天端） 5cm

禎プロック渡岸JliJ領く

堤体クラック（天端張プロック亀裂沈下8cm

詔プロック前修

堤体クラック（天端） 3C況

梢プロック設岸崩壊

禎プロック渡岸崩壊

堤体クラック張プロック亀裂

コソクリートフルーム水路目地クラック

梢プロック護岸崩壊

梢プロック殿岸卒み

禎プロック護岸天端プロックずれ

釈プロック護岸卒み

0
0
0
0
 

1

3

 

，
 

3
 

1
1
1
1
1
1
 

7

1

 

0

3

 

ー
岸
岸
岸

左
右
右

100 

右岸 709几

1カ所 | 6,100 
左岸 20m 

150 

右岸 54m | 1,320 

11 31訊 1.250

86 

12ヶ所

ぶ，＂

岸

岸

岸

右

左

左’~[ 

26m 

20訊

14m 

100 

70 

97,. I 3,600 

~o 

新大堀の張プロック蔑岸の崩槻
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第 6節 市関係施設の被害

市庁舎， その他の市施設にもの建物のほとんどに被害を及ぽしている。

まず， 本庁庁舎が各階段の内壁や各局・室の内監に多くの亀裂が生じたほか，倒離， クラック等

も各所に生じ，煙道も大きく破損した。

その他， 自動車撒備工場，市民会館，梱ヶ岡市民セソクー，棗庁舎，長町庁舎，各支所とも壁

体にクラックなどの破損を生じた。

コミュニティ七ソターにもクイルのヒビ割れを始め，レソガのずれや破損が見られたほか，鶴ケ

谷市民セソクーなどは，大ホールのモルクル壁が倒落したり，外壁モルタルに亀裂が生じ， 通路や

階段などには地盤沈下，駐車場にも亀裂が見られ， 一部立入り禁止するなどの措樅をとった。同

じく同団地のショッピソグセソクーは， パーゴラが傾斜したり平板プロックが破損したりした。

一方，開発部門で進めている原町東部第 3地区土地区画賂理事業では，側溝が沈下したり下水

管及び人孔破損や舗装沈下， あるいは道路法面等が崩壊し大きな被害となった。

また，市民の台所をあずかる中央卸売市場及び食肉市場の被害も大きかった。卸売市場は売場

施設，倉叩施設冷蔵叩施設等各施設に破損箇所が続出した。食肉市場においても，機械施設，

電気施設，給排水施設等に破損箇所が多く見られたほか，構内通路の地盤沈下や舗装の亀裂破損

などがあり， 中央卸売市場の被害額は 5,500万円，食肉市場は 3,045万円となった。

市関係庁舎・施設の被害状況

区 分 被 害 の i 犬 況

舎

舎

舎

舎

舎

館

―

l

ク

クソ

ソ

庁

庁

庁

会

七

七
民

民

市

庁

庁

町

町

所

民

市

谷岡

ヶ

本

東

長

錦

支

市

梱

餡

市長， 助役公舎

印刷所

自 動車 整備 工場

狼 稲園

瑞鳳殿 ・経ケ峰

煙道破損，壁剥離クラック等

壁クラック

偲剥離，壁クラック

墜クラック

堕剣離，クラック

墜剣離，クラック

槌剣離，クラック

本館屋上防水槽破損，本館外偲破損，北側通路及び階段地盤沈下，

東側駐車場fU裂
屋根破損

壁破損

機械設備破損

管理人宿舎屋根瓦破損，橋亀裂，混室植木針，ガラス等破損

測溝破損，監匹針頂上倒壊，本殿周囲地割，石垣崩壊，殉死者鎚碑

・灯ろう等倒壊，

1一被害額
（千円）

1 

58,471 

26,776 

4,810 

10,/24 

2,355 

6,355 

6,010 

2,360 

1,274 

600 

840 

244 

6,440 
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区 分 被 害 の 状 況
被害額
g 

晩 翠 草 営＼内壁剥離

中央卸売市場 売場施設地盤沈下，墜はく離，製氷ポソプ故障，楳内舗裁沈下，機 |55,000

械施設破捐等

食 肉 市 場 I排水管ボイラー設備，空気管，自家発電設備，食肉処理設備，加工 I30,454 
施設等破損，構内通路地盤沈下，亀裂等

袋原公設小売市場 I建物東側地盤沈下亀裂，土留プロック50mのス・レ，浄化梢ポンプ破 I 1,150 
損，ガス本管破損によりガズ洩れ，窓ガラス破損， コ｀ノクリートプ

ロック塀 30° 傾斜等

鶴ケ谷公設小売市場 I 地盤沈下により建物全体と地面の間に危裂，耽車場舗装面亀裂， I 560 

1F2Fの便所，クソク破損，ヒサシ破損，変電トラソス傾く，天

井ダクト破損等

ショッピソグ七ンクー I パーゴラ鋲斜，平板プロック破損，花壇緑堤クイル破損， I 2,530 
広場

本庁舎も天井が剥離したり亀裂した ガラスプロックが脱落した本庁舎2階事務室
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第 7節 国・県関係施設の被害

県関係庁舎等施設の被害

地農は，肌庁のあらゆる施設に大きな被害をもたらした。本庁舎及び上杉分庁舎では，スパソ

ドの破狽，腰タイルの亀裂，天井壁の亀裂などが発生した。仙台合同庁舎は，外墜モルタル亀裂

や天井壁の亀裂などがあった。

また，県民会館は塔屋コンクリートプロックが損壊，大ホール内が至るところで損楊した。一

方，福祉部門では仙台市内にある総合福祉セソクーはじめ拓杏園などの施設も屋根が陥没した

り，墜面や天井が落下した。衛生部門では，総合衛生学院が使用不能に至る損壊となった。さら

に県営住宅の被害も大きかった。配管関係の破損をはじめ，墜・天井亀裂や敷地の陥没などが見

られた。県下の施設別の捐害額は 8億 5,950万円にも逹したのである。

このほか， i『警察の庁舎関係だけで 1億6,000余万円となった。市内 4署及び本部庁舎分で 1

億3,000万円であり，被害はことごとく仙台市に~,,1, していることがうなずける。

宮城県地震災害による公有財産事故調

所 属 課 被

~t 

所 害 状

況

公 務 研 修 所 内外墜のヒビ割れ，脱落等 1,050 

仙台南県税事務所 庁舎内客涸り床而沈下，踊場天井亀裂，地盤沈下

゜木 庁 壁亀裂，天井墜亀裂，整塗装落
} 88,900 

上 杉 分 庁 舎 スパソド破狽，腺タイル亀裂，床亀裂

仙 台 ム" 同 庁 舎 天井，壁亀裂，外拙モルクル亀裂，門塀亀裂 3,300 

消 防 学 校 内壁亀裂，食営廊墜亀裂 369 

農 業 短 期 大 学 偲描，偲而亀裂，外墜板破損 2,000 

公 害 調 在 課 1隅礎コソクリート亀裂，アスファルト逍路沈下 7,100 

県 民 、ぷ9> 館 大ホール内損傷，塔屋コ｀ノクリートプロック壁損壊 46,179 

給合福祉七ソクー 壁亀裂，クイル破損 634 

太 白 荘 濶理室墜落下，亀裂等 913 

拓 ＊ ,J 怜l 厨房内給渇管破損，浴寮窓等破損 3,569 

僻 :／ィ0、; 園 集合室天井板落下，憬亀裂 161 

和 風 liil 火災報知機被損他 1,231 

乳 児 助 産 院 屋根陥没，浄化梢亀裂 21.790 

小 田 原 母 子 寮 浴室天井等亀裂，ポイラー破担 3,500 

さ わ ら ぴ 学 園 敷地地割れ，天井等亀裂 642 

中 央 児 窟 館 槌面危裂 482 

給合 衛 生 七 ン ク ー 内外整亀裂，屋根（スレート茸き）大破 95,013 

（宮城県調）

同（千円）
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所 屈 課 所 被 害 状 況

一

舎

舎

部

署

署

署

晋

総 合 術 生学

計批検定

工業技術七ソクー

仙 台 閥 等 技 術卑門学校

芽体悴宙者職業訓練校

身 体 節 害 者 体 育 七 ン ク ー

仙 台 農 業 改 良 普 及 所

肥 飼 料 検 在 所

仙台家畜保健術生所

阿武隈川下流流域下水道事務所

同 心 丁 住 宅

小田原住宅

小田原蜂屋敷住宅

支倉住宅

新 坂 住 宅

高砂住宅

黙 松 第 一 住 宅

中 江 東 住 宅

幸 町 住 宅

折 立 住 宅

桜ヶ丘住宅

太 白 住 宅

教育研修七ソクー

第三女子裔宿舎他13棟

宮 城 貼 図 曹 館

仙 台 青 年 の 家

婦 人 会 館

宮城野原公園総合迎勁場

ス ボ ー ツ 七 ン ク

議 長 宿

議員宿

警察本

仙台中央警

仙台南警

仙台北警

仙台東誓

院

所

使用不能の狽壊

敷地擁壁破損，水氾管切断ほか

屋根瓦脱落，墜亀裂ほか

内槌亀裂，床沈下

危険物貯蔵庫損壊

床板盛上り，暖房装骰破損ほか

股山が1¥家生活七ソクー建物内外槌f屈裂

貯水柏破損

水道施設破狽

事務所庇等損檄

建具配管破損ほか

“ 
排水設備破損ほか

建具，周槌天井亀裂等

” 
” 
// 

” 
排水管破損等

墜，床，排水管等破損，敷地側溝陥没

受水槽破損等

建具不良

本館殷上亀裂ほか

プロック壁倒壊ほか

天井板剥離ほか

フロア沈下ほか

内壁亀裂ほか

擁墜，フェ‘ノス等破拍

亀裂

屋根瓦一部破損，内部偲亀裂

客室内モルタル亀裂，内外墜クイル亀裂

敷地地割等

プロック塀破担

察

察

察

察

1損害見積額
（千円）

179,461 

3,530 

110,541 

4,547 

1,200 

2,085 

398 

290 

320 

237 

330 

705 

300 

2,454 

1,200 

1,386 

32,733 

208 

615 

6,050 

6,705 

15 

12,972 

4,419 

5,345 

6,300 

1,010 

45,000 

14,600 

1,654 

4,493 

77,051 

5,874 

36,865 

4,427 

7,347 

合 音
＂ 859,500 

2
 

国関係庁舎施設の被害

今回の宮城県沖地霞で， RC造建物に生じた被害は仙台市全域におよんでいる。特に原町，苦

竹，卸町地区は被宮が著しかった。幸い， 国関係の庁舎施設にほ構造的に問題はなかった。 しか

し，構造上問題ないとはいえ次のような被害が発生している。
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被害の状況

(!) 耐霞墜の亀裂

今回の地髭は南北方向の振動が大きく，各施設に設匹された霙度計によると場所によっては

250-300ガルを示し， 耐囮壁に設計甚準（霙度6の裂霙）以上の水平力がかかったと考えられ

る。也裂の生じた建物が数件あった。

(2) 煙突耐火瓦の崩壊

昭和45年以前に建築した暖房設備のある建物は，煙突内に耐火材として耐火棟瓦を使用してい

るが，今回の地震で数施設において煙道が崩壊した。

(3) 外壁タイルの倒落

外壁にクイルを使用している建物は，外壁コソクリート部分に亀裂が生じ，クイルの割れや下

地モルクルの破壊による剥落が生じた。これは人身に被害を及ぽす危険があるので，至急整備を

する必要がある。

(4) 窓ガラスの破損

昭和10年代完成の建物では，外部建具にスチール製のものを使用している場合が多く，ガラス

が硬質のパテ留めとなっている。振動に対する余裕がなく，ガラスが破狽したものがあった。最

近はすべてアルミ製であり，ガスケット留めか， ツーリ｀ノグ留めとなっており，これについては

破損はなかった。

(5) 天井の落下

仙台第 2地方合同庁舎大会識堂の天井が落下した。

これは，大面戟の天井のため，局部的に力が集中し，その部分の天井材耐力以上の力が働いた

ためと考えられる。応急的措佃を至急検討すると共に，耐簑方法の設計と施工が必要である。

(6) 家具について

今回の地農においては，家具が移動したものや倒れたものが多かった。特に 2段戟みロッカー

が多く倒れた。これもプロック塀の倒壊下敷事故と同様に生命の危険も考えられるので， 2段戟

みロッカーは極力さけるべきである。

(7) 設備配管の吊金物の破狽

今回の地殷による振動は南北方向や東西方向に強く激しくゆれたために，設備配管の吊金物ほ

ナット部の短かいものがはずれナット部の長いものが特にひどく折れ曲ったものである。

(8) ダクト，配管の保温の斜離

昭和46年以前は保温材として，けいそう土が採用されていたため，今回の地捉により墜側で強

い圧縮を受け，保温材が数施設で剥離脱落した。最近の保温材はロックウール， グラスウール，

フォームボリニスチレ｀ノ等なのでこれらの被害はなかった。

(9) 機械基礎の破損
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今回の地霞により大型機器，特に冷陳機，クーリングタワーの甚礎が数施設で亀裂が入り，又

基礎の一部がけずれ機器の一部移動した個所も見られた。これは基礎ボルトの太さ，埋込深さ，

又曲ったまま，無理なナット締め等に対し今後検討すべき事項と思われる。

(lり給排水管の切断

今回の地霙により屋内外の給排水管が多数切断し，漏水した。特に細物の分岐個所が強いせん

断力を受けたものであり，今後可撓接手の配應，配管材の問題等が課題になると思われる。

(ll) FRP補品の破損

今回の地農により FRP製品，特に浄化槽，高架水槽の破損が数個所でみられた。

FRP製浄化楷は地誕による強い側圧を受けたためと思われ，又FRP製高架水槽は入力加速

度が設計加速度を上回り，又貯水の揺動により異常な衝撃圧が発生し，接稲部が破損したものと

推測される。

FRP製品に対しては，今後地裳に対し種々の問題が課題として残ると思われる。

(l~ 変圧器の移動

昭和40年代以前は開放形の受変電設備が多く，そうした設備のうち変圧器の移動 (5-lOc況）

したものが数施設にあった。重批物であるがための安易さからアソカーボルトによる据付けがな

されてなかったからだが，変圧器移動にともなう波及事故はなかった。

(l~ 電線管の配損

冷凍機電源配線用の電線管でネジ切り部分及び接続力所の折損した施設が数件あったが，電線

そのものには異常はなかった。冷凍機移動にともなう 2次的被害とはいえ，電源配線の固定方法

について考應すべきであったと思う。

(l4) 防犯設備用マグネットスイッチの破損

外壁サッシに取付けてあるマグネットスイッチのほとんどが破損した。サッシの移動，ねじれ

のため接続されている電線の張力がもぎとられたもので，湛線帳力の不足が原因と思われる。

(l$ 構内舗装の不同沈下

一般に施設の構内には相当多くの埋設物があり，もともとこの埋設物の附近は，施工時に転圧

がむずかしい所である。地裟により，この部分に不同沈下が生じた。

(l(j CB戟み塀の倒壊

今回の地裳に於ける死者の半数がCB戟み塀倒壊の下敷によるものであった。

これは主に施工不良又は設計上にも問題があるものであった。官庁施設に於いては60虚程度の

低いものがーケ所側壊した。特に人身被害はなかったが，今後検討が必要である。
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1978年宮城県沖地震被害の施設別総括表 （東北地方建設局調）

施

合同庁舎

仙台地方合同庁舎 宮城県仙台市 煙突内レソガ蕗下， 1 Fホール大理石倒落，給水 33,100 

管，冷温水配管狽傷他

仙台第 2地方合同庁舎 宮城県仙台市 大会議室天井落下，エレペークシャフト内墜被覆 5,290 

材狽傷

総理府

I 宮城限警察学校 宮城県仙台市 涯突内耐火レソガ刻蕗，本館拙キレッ 2,020 

法務省

仙 台 法 務 合 同 庁 舎 宮城駄仙台市 煙突内耐火レンガ剥落，主機材室破捐他，壁ガレツ 9,843 

仙台第 2法務合同庁舎 宮城県仙台市 梱キレッ，階段キレッ，屋上水槽及架台破損他 7,065 

仙台裔等検察庁 宮城駄仙台市 煙突内耐火レンガ倒落，モルクル剥落他 1,562 

大蔵省

仙 台中税務署 宮城県仙台市 煙突内耐火レソガ剥蕗，墜キレツ 他 5,780 

仙 台南税務署 宮城県仙台市 外整クイル剥落，内梱キレッ 8,450 

農林 省

宮城食糧仙台支所 宮城限仙台市 舗装沈下 1,000 

運輸省

宮城県陸迎事務所 宮城県仙台市 内謡1キレッ，ダクト廻り外盤キレッ，地盤沈下他 1,790 

労働省

仙台公共職業安定所 宮城県仙台市 便所クイルキレッ，内外壁キレッ It!! 3,018 

設
名 日し竺二□被

習 状 況 三額
（千円2
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第6章

都市施設の復lH概要

第1節 土木施設の復旧

第2節都市ガス施設の復旧

第3節水道施設の復旧

第4節鼈力施設の復旧

第5節 霊気通信施設の復旧

第6節交通施設の復旧



第 1節土木施設の復旧

道路・橋梁

市道と橋梁

市道および橋梁にも多くの被害を受けた。市道路部では全市域にわたりパトロールを行い，被

害箇所の発見につとめた。また，市民からの通報により現J易に急行し危険箇所の応急措骰や仮復

1日を行った。

道路における被害状況は第 4章でも説明しているが，主なものとして，路肩や側溝の破損，

舗装の亀裂，或は，排水管の破損であり，橋梁については，橋脚伸縮継手擁墜等であった。その

被害は94路線， 116カ所に及びその復旧費は，市単独事業として 8,610万円，補助事業として 3

低 9,866万円，合計4偲8,476万円を要した。

道路・橋梁の復旧状況 （市道路部調）

種類 路線数
口 工 9卜内容

I復旧費
（千円）

土留工 L=164.910 盛土 V=4,269.be 擁墜工 L=104.96m 

路洞破損 12 舗装エ A=2,806.2戒防設梱エ L=124,Qin 鋼管 162本 252,427 

排水工 u型側溝 L=58.6nt L型側稲 I=15.61几

車道舗装 L=4,396.l111 A=21,484n{ 点字プロック A=l03戒

舗装亀裂 30 45 歩道舗装 L=2,963.5n. A =5,108.89m' 110,511 

u型側溝据直し L=81.81n L型側溝工 L=215.7"' 

u型側溝工 L=l.175.0m L型側溝工 L=64.9m 

側溝破狽 31 31 管渠工¢ L=30099.3m UL型据え直し L=14S.91n 28,565 

舗装工 A=l,174.95，忙

I I I橋脚補修 7甚橋台補修 4砧擁壁工 L=96.3in 
橋梁損壊 10 12 舗装工 A=124.0戒親柱設1四 8ヶ所沓補修 10ケ所 89,937 

防殿柵 L=32.0m 側溝エ L型＝16.5m U型 L=S.7m

その他 2 3 透水管布設 1150 L =25.0m 舗装 A=l61.5m' 3,324 

プロック塀その他補修一式

計 I 94 1161 I 484,764 

国道と橋梁

今回の追路関係の被害は，道路網の中の部分的なものではなく，面的な広がりを持っており，

同時に鉄道網，硲速道路等の機能も一時停止状態となったことにより，被宙を受けた道路の部分

的交通眸害にとどまらず，地域全体の交通機能をマヒさせる恐れが十分に考えられた。したがっ

て，全面的な交通遮断はできる限り避けなければならず，被災箇所の応急対策に全力を投入した

のである。
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地震発生後の緊急バトロールによって路面の隆起，陥没あるいは亀裂等がいちじるしい区間に

ついては，横断猫，案内板等を設樅して，走行上の注意を喚起するとともに，片側通行の規制を

行なった。

また，橋梁で被害の大きかった45号小野橋については，全梱にわたって桁が横方向に移動した

ため， 一般交通は危険であると判断で一時全面通行止とし，桁の修正や仮固定を行い軽車輛の通

行を可能とした。一方， これと平行して下流側に建設中であった小野バイパスの新橋の本体が完

成していたことから，取付追路及び仮舗装の工事を急ぐことによって 6月21日には暫定的供用を

図り，大型車交通に対処した。

同じ45号の天王橋については橋脚沓座コソクリートが破損したため，重車輛の荷重あるいは振

動によるコソクリート倒離の進行が予想されることから，軽車輛のみの片側交互交通に規制する

とともに， 本復旧を急いでいる。

被害後実施した通行規制の状況は次頁のとおりである。

道路施設の被害と地質

遥路施設の被災箇所ほ下図のとおりである。橋梁については宮城県内に広く点在しているが，

路面の損傷等に関しては仙台バイバスに集中しているように見受けられ，明らかに仙台平野のう

ち軟弱地盤（泥炭性）の分布地に集中していることがわかる。

仙台パイパスを中心とした被災状況
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道 路 関 係 被 害 凡 例

橋梁破捐 ．．．．．＿仙台丘陵地と

構造物背面盛土沈下 仙台平野の境界

路面亀裂等 ¢.7が＼泥炭を含む
¥：.:.ギ＇ 欽嗚土分布地

法面崩落

名取Ill

（東北地方迂設烏資料）
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通行規制状況 （東北地方建設局潤）

叫箇 所

水面道沈管下破壊による路 112日 13日41白石市田町 片側通行 23時 1時30分(304.51cm) 

I路面隆起h=20.40C汎
12日 13日焦川郡霜谷町志戸四

” 17時20分 8時” (371. 7km) 

112日 12日相馬郡鹿島町）II子 橋h台背面沈下
” 18時 19時6 (283.4k訊） 10cm 

1乗祉7用日11車t8釈以時載下桃生郡叫瀬町小野（小野橋） 全橋に亘って桁移動 全面通行止
12日

45 (38.0に） 19時

I桃生郡嗚瀬町小野 法面崩壊V=400戒 1片側通行 112日 116贔” (38.2/a,) 19時

II 桃(5生8.郡3に河）南町本町（天王橋） 橋る脚亀損裂／の易進余行裳によ 乗lt用以車下及以び外禎通載行批止 201日8時

I 113日
16日

” 
大船渡市大船渡下平

路而亀裂 709U ” 13時 19時30分(165.5km) 

I 112日
15日

” 
気仙郡三陸町大峠

”10nt”  19時05分 17時(180.6!叩）

| // ” 気仙郡三陸IIII越喜来
” 50m ” ” ” ” (183.6km) 

I 
112日 // I気仙郡三陸町越喜来

” 32m ” 17時51分 、” (184,3km) 

九戸郡野田村下安家 崩落土処理L 101几 12日 14日
ヽ 18時20分 17時” (336.71ば） v-100 

宮城郡宮城町（乍並 I立木転倒 I 
12日

121日9時50分” 17時30分48 (30.5に）

081桃生郡河附町広淵 路面陥没L 6m II 全而通行止 112日 13日
1 (5.81ば） h -70cm 18時 16時25分

古川市古川駅前 Iガス漏れ ” 112日 12日，， 
17時30分 19時50分(35.5に）

名状 規
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況
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開
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除

問一

2 河川

市の河川

市管理の河川については 8カ所に，渡岸天端亀裂や，崩壊，河床破壊などがあったが 8月以降

釦日に取り組み12月20日完全復旧するに至った，その内容次のとおりである。

河川の復旧状況

河川名 1場 所 l

黒松川 1北根字御蔵

地内

黒松川1:ヶ丘二丁I
仙台 川 1北根字新茶

屋地内

工 事 内 容

（市下水道部調）

□髯心
コソクリートプロック積。施工延長 L=73.0磁。右岸 L=73.4in 

右岸 L=72.6•• 法長 H=1.49几面戟 A=204.4戒

コソクリートプロック甜 施工延長 L=4lm

法長 H=4.2-4. 76m 而戟 A=l82.28戒

コンクリートプロック戟 施工延長 L=33m

法長 H=2.52-4.4Sm 面積 A=95.9m'

5,817 

4,527 

3,316 

晶施川 1桜ヶ丘三丁 1河床整正施工延長 L=230m 巾員 w=2.9m-3.1m

目地内 面戟 A=694m' 体積 V=66,lm 厚さ t=lOC祝
2,724 
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藤 川 幸町五丁目

藤 jll 口I●町衣］＾」o | 

5 

' ニツ沢緑ヶ丘四丁

目29地先

畏袖水路 緑ケ丘四丁

目9地先

県の河川

練石秋及びコックリートプロザク故施工延長 L=23m

法長 H=1,4-168m 面戟 A=35,rl 練石禎分 L=11.9m 

l•I=1A A=16.7m＇ コソクリートプロック分 L=ll.lm

H=l.4-1.68 H=l8,3茄

練石釈エ及び＝ンタリートプロック積 底穀コソクリート打

施工区問延長 L=300磁 右 L=29lm 左 L=21111, 

練石禎エ右岸 L=155,24m 左岸 L=120.0m 

H=ll.89m-2.31誼 A=340,8戒

H= 1.891"-2.52m A=250.0m' 

コソク，；ートプロック椒工右岸L=135.76m H=2.24m-2.52訊

A =322.24益

左岸L=91.0m H =2.24m-2.52訊

A=226.24nf 

底盤工 L=300m W=l.8nl-2.7加 t =20cm V =153.llnt' 

コンクリートプロック禎誕庁天端亀裂分のプニック一段取り壊しコ

738 

! 26,707 

ンクリートで亀裂等防止 883 

施工延長 L=65.7m

現形復旧のエ法=ソクリートプロック戟

旋行延長 L=237m H=l,165-2,18411, A=624.43nt' 

底盤工 L=237m W=0.6磁 t =Q.2m V =28.44,,{ 

15.404 

県管理の河川についても，各河川管理者ともども現地バトロールを実施して被害状況の把握に

努めた。梅雨出水期を控えていたため河川の出水被害の防止を考應し作粟員や沢材の確保を図る

とともに，とくに土のう，鋼矢板の緊急手配と業界の協力を要諸し，緊急復旧工事を開始した。

その復1日に当たっては，梅雨出水期であるため，早急に在来の河川機能が発抑できるようにする

ことを基本とし，応急復旧工事を急ぎ7月上旬までに漿急分を終了した。

本復旧については，被害箇所に対応した復旧工法を検討し，工事を実施することとした。この

うち，七ケ宿ダム下流左岸の材木岩が崩蕗し，一部河道を埋没した箇所は，岩石除去を実施した

が， 1個が1,OOOトソもある巨石が堆戟し，さらに山腹にも巨石が浮石状態となって，落石の危

険があるところから河道を右岸に寄せ，河積を確保することを検討しているという。

国の河川

緊急応急復旧は緊急維持股で 263カ所 1憶 2,000万円，緊急応急復旧骰で34カ所10低8,8祁万

円で決定し，復旧工事に総力を挙げた。

(1) 堤防の復旧

緊急復旧の基本条件として，出水期をむかえ，早急に最小限在来の設能を発揮出来るよう考應

し，二次災害の発生防止に努めることとし，復旧工法は次頁のとおり堤防復旧標熊工法例を定め

実施した。

主要箇所の復旧工法例についても，次頁のとおりである。
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堤防本復旧の基本条件としては，地震の霞動により堤防の地盤，堤体がルーズな状態となって

いることが予想される箇所は，締切りを施工して全面的に開削築堤することとし，堤脚には止水

矢板を打込み，川表法面はコソクリート護岸を計画している。

この場合の仮締切り構造は，工事中の出水災害を防止するため，鋼矢板又は土砂締切工法を計

画している。

小規模の亀裂発生箇所ほ，緊急復旧で一応堤体の復旧は終了し，矢板渡岸を施工することを計・

画している。

堤防被災の大部分は，堤軸方向に発生したテンショソクラック，沈下が主体であるが横断方向

に亀裂発生箇所については，特に涌水の危険が最も大きく，対策工法として亀裂箇所を中心とし

て堤防の上，下流方向に各々10mにわたり H.W.Lまで止水矢板を緊急施工し，没透路長を確保

することにした。また， グラウト注入工法も併せて検討している。本復旧は堤防開削を検討して

いる。

特殊堤しまもともと河口，又は家屋連坦地区等特殊地域に実施している堤防であるが，今回被災し

た名取川河口閑上特殊堤は前面，背面，更に軸状向の移動が見られ，伸縮継手部は止水板が破断

し， ズレが生じ淵水の危険が大きいので，緊急応急復旧としては， コンクリートの隙問の狽充等

を行なった。復旧工法としてはコンクリートによる前腹付を計画している。

(2) 護岸，樋管等構造物の復旧

甚礎地盤の軟弱地帯に被災が発生し，復旧工法は出水災害復旧と同じ工法で対処することと

し，打換えを主体としたエ法を計画している。

樋管木体の被災例は少ないが北上川上流宮沢樋管は，沈下による中だるみ，亀裂が発生し機能

低下を来たしているので復旧は，取りこわして位骰を変え新設する計画である。

堤防復旧標準工法

1. 亀裂福 5cm以下の場合
A,8  

乙
古 P

A:切取，埋戻

B ：切取，埋戻，土依積

2 亀裂福 5-15cmの場合

切取， 埋戻・・・…繁急災害

（ 
-マ／

—一矢板 8 g=9m （本復旧）
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3 亀裂福 15cm以上の湯合

づ
クク
， 

＼ 切取，埋戻，土俵積……緊急

設岸（本復旧）

`～矢板 9m（緊急災吉又は本復1日）．

4.沈下の均合

開削時は矢板又は土砂締切を設殴 A)り削（本復旧）

埋戻，土俵積••••••緊急災害

護岸（本復旧）
矢板（本復18)-

矢板 9m（緊急災害）

5 円弧すペリの場合は別途工法を検討する．



その他北上大堰，阿武隈大堰のゲート．戸当，金物にも被災し補修又は付替えを計画している。

七ケ宿ダム下流左岸の材木岩が崩落し，一部河逍を埋没し，河甜が狭小となったので河道を確

保すべく岩石除去を実施したが， 1個1,000tもある巨石が堆禎し，更に山腹にも巨石が浮石状

態となって落石の危険が予測されるので，河道を右岸に寄せ河戟を確保するよう計画している。

河川施設被害と地質

河川施設の被害の主なものは堤防であり，新北上川河口附近，嗚瀬川大郷町附近，名取川河口

附近の 3カ所に被害が多くでている傾向がみられる。堤防の被害の楊合，地震波の方向性，周期

など強さ以外の性質が影響したかどうかよくわからない。

地質的条件でみてみると，沖戟平野の中に被災個所が分布しているが，北上川のうち旧北上川

の江合川，迫川の合流点附近に大きな被害がない。この附近の地質は20-30mの沖戟肘が堆戟し

ているが1011• より浅い位位にN値が10-20の比較的強い土陪が挟在している点が注目される。又

旧河道の旧落卵のところでは被害の規模が比較的大きかったり，又噴砂現象のあらわれたところ

があった，新北上川河口附近の柱状図では20m位の深度でもまだN値が10以下であるような地質

嗚瀬川については河口附近では上述とほぽ同じようなことが言えると思えるが，支川の吉田川

に入ってから旧品井沼千拓地の上流側で顕著な被宮がでている。この附近，干拓地域の上下流域

の相異，左右岸の被害の相異の原因など今後の調査が望まれる。

地震による教訓

・工事用道路の確保

出水災害にも共通であるが，大型建設機械，衰材の搬入搬出に充分耐える管理用道路を堤防に

設慨しておくこと。

・地域住民の不安

堤防は安全なものと信じている住民の不安を解消するため，災宮復旧工事は直ちに舒手し信頼

•特殊堤

土堤と異なり，復旧には緊急対応が困難であること。

・調査，確認

突発災害であり，全域にわたり被害状況を調査，確認を必要とするため，パトロール体制を確

立しておくこと。

・復旧工法

事例を集録し，利用できるようにしておくこと。特に軟弱地盤地幣をマークしておくこと。
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屡
河川別災害復旧総括表 (53.8.7現在）

（箪位：千円）

区分 1 
緊急維持事業R

災 害 復 旧 事 業 ＾ ロ

計

緊急応急復旧事業(B) 1 災害本復旧琳業(C) 計 (D)=(B）＋囚
(E)=(A)＋(D) l摘 涙

河川名 1ヶ所数 決 定 額 ！ヶ所数I決 定 額 Iヶ所副決 定 額 ケ所刻決 定 額 ＇ヶ所塾 決 定 額

阿武隈川下流ド留 8,780 （閉 5,6OO 
， 

310,384 ， 315,984 25 324,764 匿（七ケ宿）， 
； 

名 取 )II I (5526 ) 21,590 (06 ) 27,900 
24 891,680 24 919,580 76 941.170 
24 ぅ

鳴 瀬 JII I '(4697 ) 35,170 (123 ) 6%，的0 26 3心96,588 28 3,923,188 i 77 3.958,35S 
26 

北上）II下流 Ic貸 25,800 (10 1) 401,800 
祁 2,176,154 

口
2,577,9団 [ >95 

2茅603,754 1江合川含む
25 

宮城県計 寄 91,340 
(3) 

1,061苫900
84 6,ol4,806 7汀36,706 7,828,046 

31 84 

阿武限／II上流
(3) 

2,000 
1 5,177 1 5,177 7,177 

4 l 

北J::}IIJ::流 1(18) 20,2印
(2) 

26,480 
6 454,334 8 480,814 ! 26 I 501,074 

19 3 6 i 

米 代 川 I(12 ) 1,900 I 1 ii 12,828 I 11 12ぶ28 l 21 14,728 

●上 999 上•I叶'.~ 950 

ぃ I I--□ 5 1 950 

7 1 最上川中流 l,姻 1,400 

最上川下流 550 6 I 550 

赤 JII 三'UJ  
1,600 6 I 1ふ00

合 計 120,000 
'(5) 1,088．寧 醤I 7,147.145 97 I 8,235.525 309 I 8,355,525 

?A 



第2節 ガス供給施設の復旧

1 災害復旧対策本部の設置

原町工場構内の有水ガスホルダー火災の鎖火後，電話通報状況，ラジオによる地霞規模等から

判断して，午後 5時40分，仙台市ガス局災害対策要網第三配備による管理者を本部長とする災害

復旧対策本部を設闘した。

仙台市ガス局災害対策要網（抜すい）

第三条 ガス事業管理者は，災害が発生し又は災害発生のおそれがある場合において，その

規模その他の状況により次の各号に基づき配備指令する。

(1) 第一配備 大雨，風雨，洪水等の警報が発令された場合及びガス施設の維持管理上警

戒の必要がある場合。

(2) 第二配備 風水害によるガス施設の被害が軽微な楊合及ぴガス施設の事故で損傷の程

度が小なる場合。

(3) 第三配備 風水害及び震害等によるガス施設の被害が甚大な場合並びにガス施設の事

故で狽害の程度が大なる場合。

第四条 管理者は，第三配備を指令したときは，直ちに仙台市ガス局災害対策本部を設ける。

対策本部の組織は下記のとおりとする。

仙台市ガス局災害対策本部組織図

総務課長王
庶務班

調査班

ー広報班
本部長

管理者一営業部長［警備班

I—ー 沢材~班

副:::長 供給部長ー［：二：：

一技術班

池工場長一一一工場班

本部企画，管理，指令伝逹，報道機関対応，給食調達

原因調査，資料・記録の収集

需要家に対する広報，クレーム受付

救援計画，危険区域立入禁止措樅

復旧質材機器の調達，代替燃料の調逹

本支管及びその他供給装説の被害予防及び復旧作業

第一復旧班の応援

事故原因の技術的考察

製造設備等の施設の被害予防及び災害復旧時のガス生産計
画
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災害対策本部は，地震発生後，

たが，

ガスの供給は保安上極力続けることで約 1時問供給が続行され

その問の俯報により，製造設備は24時問以内に運転再開することが不可能であること，電

話通報による被害状況が広範囲であること及びガスホルダーが在庫不足であることから危険状態

であり， 二次災害発生防止のためガス供給の全面停止を午後6時に決定した。

この時点から対策本部の仕事は，被害箇所の発見と修理及び供給停止需要家約14万戸（プロパ

ソ需要家を含む）の供給再開を二次災害を発生させることなく迅速に進めることとなった。その

ため，災害対策要網による本部組織の見直しを行い，併せて，他事業者等の応援体制を考應した

対策本部組織の編成替えを行い，翌13日から新体制で復旧作業にあたった。

なお，復旧作業の進捗状況に合わせて四次にわたる対策本部組織の変更を行った。

救援作業本部と作業内容

14万戸（プロバ｀ノ需要家を含む）を超える需要家の供給再開を短時日に実施するため、仙台市，

資源ニネルギー庁力久保安課及び仙台通産局の応援要諮により， 日本瓦斯協会及び支援ガス事業

者が続々と来仙し，応援ガス事業者による救援作業本部が地農発生の翌13日に設けられた。

以後，復旧作業が完了するまでの 6月30日まで仙台市ガス局災害対策本部との連携により迅速

な， ガス業界未曾有の復旧作業が展開された。

なお，東京瓦斯， 大阪瓦斯，東邦瓦斯の三社応援隊からは， ほぼ全需要家が復旧した 7月9日

まで引き続き応援を受けた。

救援作業本部組織図

都市ガス復旧班（ガス局対策本部）

企 画 プロック化 F. I. D 本管修理 4
L
 

ふ ＂＂ 
栓 装既修理

台

会

京

阪
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松
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京
阪
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館
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函
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北
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東
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京
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復旧作業人員表

事 業 者 名 事 業 者 名 延人員 事 業 者 名 l延人員

釧路瓦斯

旭川瓦斯

北海道瓦斯

新函館都市ガス

青森ガス

十和田ガス

八戸ガス

秋田市

盛岡瓦斯

口27 

36 

101 

27 

96 

30 

108 

73 

55 

応
援
ガ
ス
事
業
者

斯

市

ス

ス

斯

ス

斯

揮

斯

ガ

瓦

沼

ガ

ガ

瓦

同

瓦

瓦

瓦

岡

仙

松

馬

部

J
陸

薬

京

磐

鶴

気

若

相

東

常

北

京

束

応

援

ガ

ス

事

業

者

54 

8 

72 

30 

183 

28 

154 

275 

4,300 

岡

邦

阪

部

ヽ

静

東

大

西

4

斯

斯

斯

期

|
呑
＂

瓦

瓦

瓦

瓦

仙

140 

1, 801 

2,727 

248 

10,572 

仙台市ガス工事人ほか 9,249 

ス局 12,154 

31,975 

台 市 ガ

合

ー含U

事業者名 延台数 事業者名 延台数 事業者名 I延台数

釧路瓦期 鶴岡瓦斯 18 

息
静岡瓦斯 14 

応 旭川瓦斯 応 気仙沼市 4 東邦瓦期 709 

援 北海遥瓦斯 援 若松ガス 36 ス 大阪瓦期 436 

ガ 新函館都市ガス ガ 相馬ガス 10 

｀ 
西部瓦斯

ス 青森ガス 32 ス 東部瓦期 82 小 計 3,593 

事 十和田ガス 10 事 常磐共同ガス 8 
仙台市ガス工事人ほか 4,595 

業 八戸ガス 54 業 北陸瓦斯 75 

者 秋 田 市 18 者 京薬瓦斯 97 仙台市ガス局 4,101 

盛岡瓦斯 22 東京瓦斯 1,968 ＾ ロ

計 12,289 

応援事業者名簿

1.都市ガス事業者

北海道瓦斯・旭川瓦斯・釧路瓦斯•新函館都市

ガス・青森ガス・八戸ガス・十和田ガス・盛岡瓦

斯・東部瓦期・秋田市（ガス局） ・鶴岡瓦期・気

仙詔市（ガス事業所） ・相馬ガス・常磐共同ガス

•若松ガス・北陸瓦斯・東京瓦斯・京漿瓦斯•静

岡瓦斯・東邦瓦斯・大阪瓦斯・西部瓦期・日本瓦

斯協会

2. fllj易ガス事業者

東部液化石油・蔵王濫泉ガス・泉金物産・山形

酸素・岩手中部ガス・亀井商店

3. 資材納入等関連事業者

久保田鉄工•愛知時計電機・日立金属・金門製

作所・日本鋼管・川崎製鉄・住友金属工業・石川

島播磨重工業・鹿島建設・日揮・丸善ニソジニア

リング・日本燃焼機サービス・東京ガスニソジニ

アリング・鈴木鉄工所・日立製作所・日新瓦期機

材・消晃・岩谷産業・山北振典

4.仙台市ガス工事人（仙台市ガス交友会）

久保田建設東北支店・仙台ガス工業・仙台ガス

サービス・仙台ガス配管・仙台施設工業所・仙台

プロパソガスサービス・山元設備工業・村上瓦期

工業所・仙台ガス保安工事・仙台総合設備•佐藤

施設工業所・愛知時計雹機仙台支店・浅野衛生設

備工業所・加藤施設工業所・金華工業商会・金門

製作所仙台支店・五嶋工業所・新東設儲工業・菅

原工業所・中央ガス設備工業・東北水道工業・保

安工業東北支店・細川設備工業所・馬淵工業所・

宮城ヒーテ‘ノィグサービス・吉田設備工業・加藤

鉄工所・渡辺工業所・服部産業・大倉設備工業・

安田設備・田普銅器店・設備セソクー・仙台燃料

社・神谷ガス設備・双和設備・高木工業所・東邦

ガス工業・アート設備工業・柴村ガス配管・昭栄

工業・沼田燃料店・亀井商店仙台支店・三基厨房

サーピス・佐藤ガス工業・宮城ガス工業・岩岸工

業所・上野商店・常松商店・大友政男商店・早坂

クケシ商店

5.仙台市ガス局風呂指定店会・仙台市ガス局阪

売協力会
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応援体制の受入れと復旧資材等の調達

地震発生の翌13日中には，早くも東京瓦斯の 126名をはじめとして，東部瓦斯，八戸ガス，盛

岡瓦斯，若松ガス及び秋田市の各事業者から 151名の応援隊が到舒した。

仙台市， 日本瓦斯協会，東京瓦斯のスタッフによる被害状況の把握，分析と復旧作業計画の検

討に入り，日本瓦斯協会及び東北部会を通じて，各ガス事業者に応援隊出動要諮が発せられた。

この応援隊出動要諮は，当初人員約 200名，期問 1週問を前提としたものでガス局における応

援隊の受入れ郡備が同時に進められた。

(1) 宿舎

宿舎の確保については，できるだけガス局に近く，多くの人員を長期間予約可能な宿泊施設と

いうことで直ちに電話予約を開始した。

なかには，都市ガス供給停止等による営業中止中のもの，食事，風呂がなければ可能といった

旅館等でその手配に多くの時問を要したが，幸い市中心部の被害が比較的軽微であったことか

ら，応援隊の到賄時まではどうにか必要人員分を確保することができた。

約 1カ月問という長期問にわたり延11,000人の宿泊を手配することになり，できる限り宿泊者

の要望に沿った宿舎の確保，調整に努めたが，内管検査，開栓作業がビークとなった 6月20日か

ら25日までは応援人員の出動要諮計画が随時変更され， さらにホテル等の予約も一定人員を長期

問確保できなかったこともあって，結局は30カ所の旅館，ホテルに分散宿泊することになり，宿

泊所の変更も再三しなければならなかった。

(2) 食事，給食

食糧の確保については， 1日平均 1,200人分の朝，昼，夕三食分の食事を辿備しなければなら

ず，大批にしかも短時問に配逹可能な弁当阪売業者から延4万4千食という膨大な数批を調逹し

た。また，弁当だけでは炎暑の下での重労働を補うカロリーを確保するためには不十分であり，

かつ，食事内容に変化をもたせるためにも，麺類，生野菜，果物，疲労回復剤等の副食物の手配

を行い，地下食堂ではその準備のため女子職員が活躍した。

なお，季節的に食中毒が心配されたので，腐敗しやすいものほ避け， また毎食の残飯は必ず処

分することに徹底した。

(3) 原料

港工場における原料は，隣接の東北石油仙台精油所からパイプライソによって受入れており，

この地筵の影響により東北石油の精製機能が停止したため原料の受入れが不可能となった。

（震災直後の泄工場における原料備菩は，ナフサ 687認， プク`ノ 784kg, A璽油 3071ceと平常の

場合の 5~7日分である。）

原料のパイプライソによる受入れが不可能となったため，最悪の事態に備え，原町工場で使用

していたローリー車用の受入装四を急きょ潮工場の原料クソクに移設するとともに， 6月17日，
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ローリー車4台（ナフサ56/cl), 18日ローリー車8台（ナフサ112/ce)で三菱石油川崎精油所から

陸送によるテストランを行った。幸いに，開栓作業が順調に推移するようになった 6月21日に先

ずプク｀ノのパイプラインが回復し，次いで 7月5日にはナフサライソが回復し原料確保の危機を

免れることができた。

しかし，オフガスの受入れは，東北石油における梢製装低復旧の大巾な退れにより受入れ再開

は9月27日となった。

(4) 導管復旧資材

ガス局の甜管資材購入は，出張阪売制度（納入者自芽の責任で局の骰場で在庫，血出しを行

ぃ，庫出したものについて局が代金を支払う制皮）をとって常時2カ月分の在印批の保有を義務

づけている。

災害復旧資材の調逹にあたっては，最も多批に使用され，かつ，納期のかかる異型管，継輪，

栓， ゴム輪を中心に納入業者に 5カ月分の在庫批の確保を要諮した。このため， メーカーの製造

工場に毎日直接電話連絡をとり，出庫数，在耶数及び不足資材の納入予定を日報により報告さ

せ，復旧作業に支障をきたさないように努めた。

出庫状況としては，復1日作業において鋳鉄管の被害は少なかったがプロック切りや連絡結びエ

事が多批に発生したので，直管の数批より継輪，栓等の使用批が多かった。

(5) 器材，消耗品類等

その他，復旧作業遂行上，緊急性が閥く， しかも調逹が困難であったものは，

自動車用燃料 昼夜を問わず 1日約250台の車両に補給するガソリンについては，タンク

車を 1台局構内に常駐させ随時補給できるようにするとともに，応援全車両

にガス局公用車使用の給油伝票を携帯させ，市内契約のスタンドでいつでも

給油できるよう手配した。

鋳鉄管関係出庫数量

種別
ロ径| 80A lOOA 150A 200A 250A 300A I 計

鋳鉄管（直管） 4本 12本 21本 14本 1本 1本 53本

曲 管 1 3 2 l 7 

丁 宇 管 1 1 

継 輪 18 72 159 109 3 4 365 

片 穴 七 ソ プ ル ， 1 1 11 

両 穴 セ ソ プ ル 1 1 

栓 15 54 80 51 2 3 205 

角 ゴ ム 輪 60 338 520 366 14 17 1,315 

丸 ゴ ム 輪 60 340 521 379 12 17 1,329 

バックアップリソグ 60 329 524 372 12 17 1,314 

押 輪 25 251 339 281 4 12 912 

水 取 器 4 1 5 

ボ ル ト ナ ッ ト 5,720本
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ねじ込み鋼管関係出庫数量

態
白 ガス管

ニルポ

異径ニルボ

チーズ

異径チーズ

サービスチーズ

ストリートニルポ

ゾ ケット

レデューサー

保護ソケット

ユニオソ

ニ ップル

プラグ

ク ラソフ

ペソド

HLA ソケット

カ ップリソグ

L A チ ー ズ

コ ック類

ガス栓

フラソジ（溶接鋳物）

ストップ弁

ポックス類

ロ径
A
 

□
 

5
 

6
 

A
l
2
3
1
|
1
1
5
|
2
8
2
1
 

゜
8
 

Al6725414 

゜゚
ーAl331 ゚

5
 

ー

ー

1

6

2

 

2
 

。
4
 

5
 

4

2

1

 

50A | 40A [32A | 25A I 20A | 15A | 
281 1,357 1,570 1,722 2,800 2,290 860 

331 9221 1, 2811 1, 5771 3, 6431 4, 5511 1,282 

541 2051 4201 1, 3921 1,404 

1891 781 1081 3741 744 

3481 2381 3421 5531 559 

2811 1541 2211 4801 96 

7691 7881 1,3641 2,5641 2,589 

2541 1161 2821 363! 4441 

1261 2861 1051 7911 1,285 

101 71 61 10 

381 441 541 921 121 

141 425 353 407 1,131 1,305 1,739 

291 1, 6001 1, 1211 1, 3701 3, 26~ 2, 7031 1,673' 
941 5; 

21 283 175 

301 2, oosl 8831 

2

4

 

15 

ー 6
 

5
 

0

0

1

 

4

6

 

3
1
6
1
 

4
1
 
ー

42 921 

計

61 

4, 
8
 

3

5

 

9

4

 

24 

24 
7

4

 
ーー

ー 71 
3
 

5! 

13 81 

199| 455| 76, 
8541 2,23111,424! 

3. 

12, 

541 

31 

10 

464 53 

10,958m 

13,429ケ
/、へ/

ンヽヽ

3, 481 /‘‘/ 

1,698 

2,070 

1,232 

9,059 く、

2,182 

2,612 

33 

349 

5,457 

11,940 

106 

1, 190 

7,691 

6 

146 

1,253 

1,963 

16 

27 

41 

印 測 物 広報用チラシ，開栓ステッ

カー，需要家カード，荷札等 型・号数l台 数日［三三］台
印訓物の種類は約20種， 印刷

物で最大のものは50万枚に逹

するものがあった。これらの

印刷物は，総て緊急を要する

もので，休日，夜問にかかわ

らず印訓できるよう契約業者

に協力を依頼した。

業者によっては，地震災害

により印刷機械を動かせないところもあり，福島等県外で印馴したものもあ

H 3 792 B 50 3 

H 5 850 B 90 1 

E 3 71 B 120 1 

E 5 38 A 2 6 

B 3 120 N 10 19 

B 5 31 N 15 2 

B 7 14 T 7 ， 
B 10 2 A 30 1 

B 15 3 A 50 1 

B 30 2 AP 7 2 

った。

作業用器材 水取ボンプ，水柱ゲージ，

ガスメーター出庫数量

CO検知器， ゴム玉ストッバー， ポーリソグバ

ー，臭気管等通常在庫証が少ない作業用器材については，
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一
をしたため県内では調達できず，東京周辺，物によっては全国の在廊をかき

集めて問に合わせた。

その他，応援事業者の地理不案内の解消と能率向上のために市内地図約 400部を購入する等当

初思いもよらぬ物品の調逹に苦心した。

しかし，大部分は契約納入業者の協力により，批，納期ともに確保することができ，復旧作業

の遂行に支悴をきたすことはなかった。

2 製造設備の復旧

仙台市ガス局の都市ガスは，港工場と原町工場の 2工場で生産されている。

6月12日の宮城県沖地裳による製造設備の被害は，被害の概況でも述ぺたように全般的に軽微

でその復旧も部管と比べると比較的スムーズに復旧することができた。しかし，そのためには担

当職員の昼夜にわたる作業と納入メーカーの献身的な協力によるものである。

(1) 港工場

ガス発生設備

高圧連続式ナフサガス発生装骰 (MRG)

邸圧連続式リーガ｀ノス発生装胚 CH.B) 

低圧サイクリック式ナフサガス発生装腔 (OG40)

計

復旧の経過

2甚

1 // 

2 // 

5” 

144,000N記／日，基

262,000 II 

25,000 II 

600,000N.t／日

① 地霞発生と同時に停電のため運転中のMRGl基， HB及びOG2甚が停止する。 (MR 

Gl基は定期修理中）

② 工場に自家発電装匠を設闘していないため，工場独自での迎転再開を計画することが不可

能となる。

③ 原料関係についても，供給側の東北石油仙台梢油所の被災により，原料ナフサ， LPGの

パイプライソによる受入れが不可能となる。

④ 6月13日午前3時，保安電力のみが回復し構内の照朋が可能となり，職員総動員で各プラ

ソト，原料タンク，ガスホルダー，構内配管等の被災箇所の点検にあたる。（災害対策本部の

供給停止決定により 6月12日午後6時15分，港工場から南，北両幹線への出バルプを閉止し

た。）

⑤ 6月13日午前8時，東北電力の特別の取計らいにより通常どおりの通電が再開される。こ

の時点までには，構内の被災状況の全容を把握し，製造上特に支障ある被害を受けていない

ことを確認する。

⑥ プラトソの運転再開は，供給再開戸数（需要最）との関係から，対策本部の都市ガス復旧
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班と常時連絡をとりながら進められた。また工場側では各プラソトのリークテスト，

係のチェック・テスト， リホーマーチュープのチェック，回転機のテスト等を録返し

再開｝こ万全を期した。

⑦各プラソトの運転再開は， OG40が6月16日午前11時， MRGが6月20日午後4

H・Bが6月切日午後2時45分である。

⑧ 原料の確保については，東北石油仙台精油所の復i日に相当長期問要するものと思われ，

悪の事態を考慮してタソクローリーによる受入れを検討した。

原料備菩は，ナフサ邸7冠， プク ‘/784kg, A重油 307ktと平常の楊合の 5~7日分であ

た。）

R タンクローリー受入れ毘ポソプを購入設骰すると同時に受入装低を原町工場から移設

付けたc

⑩ 6月17日，クンクローリー 4台（ナフサ56認）， 18日，タソクローリー 8台（ナフ

で三菱石油川崎睛油所から陸送によるテストランを実旋した。

⑪ 6月21日，東北石油仙台精油所とのプクンのパイプラインが回復，次いで7月5日ナ

ライ巧が復1日し被災前に回復した。

(2) 原町工場

ガス発生設備

低圧サイクリック式ナフサガス発生装置 OGlOO 

LPG発生装骰

計

2基

2 It 

4” 

90,000N nr／日，基

113,280 // 

406,560N品／日

復旧の経過

① 原町工場の設備はピーク時対策用で， 6月12日も午後から迎転をしていたが，

には，運転を止めていた。

②構内低庄ガスホルダー火災を消火後，プラソトを点検の結果異常は認められなかった。

かし， Vリーフ用低圧ガスホルダーが倒壊したためプラソトの運転続行が不可能となり，

転再開の見通しが立たなくなった。

（3) 原町工場設備の港工場への移設計画

原町工場のプラソト運転再開については， レリーフ用ガスホルダーの倒壊という

を受けたため早期の回復は不可能となり，ガス局災害対策本部で検討の結果，次のよう

設備を泄工場に移設することにした¢

① 6月12日発生の宮城県沖地農により， レリーフ用ガスホルダー（容祉 1万 7千品）が倒壊

たため原町工褐の機能は停止した。これに伴って本年度ビーク期（糾年 1月～ 2月）

必要ガス供給砒の確保が困熊となり，至急対処する必要がある。
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新たに製造設備を建設するには約20カ月を必要とし，今冬のピーク期にほ間に合わない。

今年度ビーク期の見通しは，販売批

港工場の現在の製造能力

で約11万忙が不足する。

638,000ni'／日

530,000 // （公称能力の約90%)

③従来の原町工場の設骰目的は，淮工場の緊急時における一時的代替，又は， ビーク時供給を

補う補完プラソトであったが，これらの施設を移設することによって前述の目的を達するとと

もに原料をプクンに切替えることによりコストダウソが計られ，さらにバイプライソ受入れが

可能であることから安全性が高められ，同時に今年度ピーク期までに移設が完了できる。

④ 原料をナフサからプタソtこ替えることにより製造批を現在の18万品／日から35万忙／日に増

批できる。

⑤ 港工場にプラソトを移設することに伴い，容拡1万nfの低圧有水ガスホルダー（レリーフ用）

を建設する。

⑥製造設備移設後の原町工場は，供給基地とする。

移設後の港工場の製造能力は，

高圧連続式ナフサガス発生装匠 (MRG) 2基 144,000Nm'5,OOOkcal／日，基

高圧連続式リーソガス発生装樅 CH.B) 1 11 262,000 ” 
低圧サイクリック式ナフサガス発生装/fl/:(OG40) 2// 

点低圧サイクリック式ガス発生装佃 COG100) 2 11 

計 7// 

となる。

3 供給設備の復旧

25,000 I/ 

175,000// 

950,000N祐5,000kcal／日

地震発生後，日本瓦斯協会の全面的な協力により， 13万戸を超える都市ガス需要家の供給再開

作業が展開された。

復旧作業としては，供給区域をプロックに分割して，ガス郡管の被害を修理し， 6月16日より

ガス供給を再開， 7月9日には全需要家の供給再開をほぽ完了した。

(1) 導管の復旧計画

震災直後は被害状況が把握されず，供給再開日程計画，要員計画はより正確な俯報が得られた

中圧本管，ガバーナ賂備

全中圧本管，ガバーナの巡回点検，盤備を早急に行う。

低圧本支管撒備

低圧支管の被害状況を電話による事故伝票や水道管の被害状況より想定し， 1～2万件単位
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に地区分阻する。

なお，本支管漏洩調究前までに需要家のメーターコッタ閉止確認を行うウ

③ 内管等の賂備，供給再開

需要家の開栓作業（内管倹査点火試験）は，木支管修理完了地区ごとに行い内管検査合格

霊要家についてのみガスの供給を再開する。

④作業手順基進の確立

供給再開に至る各作業の手順，甚準の確立を図る。

⑤ 供給再開日程吋哭員計画

作業の進捗に伴い，局部的な被害梨中地区があることが予想され修正された。

供給再開のための原則的な復旧作業手順は次の作業フローのとおりである。
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供給再開作業フローチャート

プロッ斗ンダ
（地区分1月）

テスト昇圧と路線巡1!11

（ガパナー設定圧 50~80•が 9)

漏洩修理（＊・支料供給行）
（前記作加で発見したi¥1l洩）

NO 

Fl 1l調究のための
エアーパージ

Fl ll調引f.又はポーリング調在
（竹内圧力 18伍mAq程度に｛呆持）

湿洩修理（本．支料供給Ir)
(Fl ll潤在で発見した甜洩）

GOOD...-そ:::..-:‘>、、 NO

開栓前エアーパージ I I 管内圧力保持

NO 

1乳栓巡1ill
(l1l栓の確認）



(2) 復旧作業の状況

① 中圧路線の点検・修理

地裳発生匝後，原町工場の有水式ガスホルダーの倒壊により，市内へ供給する主要中圧B幹

線の閉止が余儀なくされ，港工場出口の幹線バルプを閉止した。

その後，中圧Aライソの路線点検と分岐バルプの閉止作業をし，バルプビット内のフラソジ

部からの漏洩4カ所 (6口）と伸縮管の目違いによる変形 1カ所を発見した。

中圧路線の供給再開は震災後から始まり，すべての修理，気密テスト，再点検等を含めて，

6月19日までに完了した。

② プロッキソグ（地区分割）

•第一次プロック化計画

対象地区全域をプロック化するにあたっては次の点を考應し， 15,000~20,000件の需要家

中圧路線点検，修理作業経過

稼 動 人 且 中圧蹄線再llil延長 修 理 箇 所
!］ • H （人） (m) 作業内容

゜
100% 

゜
JOO% 

゜
100% 

6 11 
／ ／ •平·iit1l寺

12 ＼゚ で吋翻りI: < ・バルプ柑・j」I:作業

13 ¥9  86.00~ ＼ ・中圧A,主要Bライン点検

・パルプ修理（刹砂，宝堰橋）

14 
＼ 39 ＼ 

＼ 
・中圧Bライン点検

105. 400 m ・パルプ修理（胄漿冷叫uli/)

15 6 1 ・バルプ修理 (1躇冷凍→完了）
料売公社iiij

16 12 ・パルプ修理 (i,I売公社iiii』
原町工楊記

再巡作業 ・中圧BラインFC管の
17 5 1 ， 2. 000 

＼ 

再巡

， 
＼ ・中圧Aライン再巡

18 16 
¥ ＼ 11. 000 I 

バルプ修理（iリ売公社iilj)

19 11 ＼ • 30. 000 
・旧市内中圧Bライン再巡

バルプ1}f)放確認

計 141人
19!. 400 Ill 

5ヵ所
（空府は含まず）

※数字は日当り数量
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数の規膜になるようプロック化を行った。

供給再開時の内管検査，開栓作業の処理能力

部管の切断箇所数を減らすため，那管の少ないところを選定する。

端管を切断する場合には施工容易でかつ復旧しやすい場所を選定する。

各プロックには整圧器が 1基以上含まれるようにする。

主なプロックライソ（切断線）は部管図（縮尺 1/10,000, 中低圧，支管まで記入されたも

の）をもとに検討した結果，河川（広瀬川），鉄道（東北本線，宮城野貨物線，仙石線，仙山

線），主要道路（国追4号線，国道45号線，その他県市逍）及び団地等となった。

•第二次プロック化（セクター分割）計画

復旧作業の進捗に伴い被害状況がより詳細に判明するにつれ， より効率的に復旧作業を展開

するためには，被害の多いプロックについて細分割（セククー化）する必要がでてきた。セク

ター化することによりガバナーがない地区が出来た場合，連絡管を設皿し対応した。

・プロッキソグの方法

安全確保上切断カップによるガスしゃ断工法を採用した。

この場合，切断カッブ前後には復旧作業中のエアー抜きを考慮し，立管を設四したが，これ

らの配慮は以後の復旧作業に非常に有効であった。

・プロッキソグの切断，復元作業

第一次プロック化のための瑯管切断箇所は53カ所（既設バルプ2基含む）で， 6月14日から

17日までの 4日間でほとんど完了した。

ブロック・セクター数 口径別切断箇所数

プロック名l雰五l蒻閤` i象贔I備

考

管種

ロ径
鋼管 鋳(F鉄C管) 鋳(鉄D)管 計

I ①～⑧ ⑧を4分割 11 ⑧A分さ,せ割Bの,Cるうをたち警独め戒立再
50 40 40 

75 4 5 ， 
100 3 1 7 11 

Il 1 

Ill ①～⑤ 饂恩竺烹 10 
~E  

150 5 53 58 

200 1 37 38 

300 1 3 4 
N ①～④ 4 ②と④は連絡 計 47 13 100 160 
V 1 

VI ①～② 2 

渭 1 

¥Ill ①～④ 4 

多賀城 l 

中野栄 1 

福田•福住 1 

計 37 
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第二次プロック化は復旧作業の進捗に伴い逐次行った。

セククー分割作業は 7月5日までかかり，最終セクク一切断箇所数は 1(J7カ所であった。

なお，プロックとセククーの切断箇所は合計で 160カ所になったが，その復元は 6月25日から

開始し， 7月22日までかかり，地簑後40日目に完全に終了した。

③ 閉栓確認作業

閉栓確認作業は，復旧作業中における二次災害の発生を防止するために地震発生の翌日 (6月

13日）から，需要家に対し閉栓依頼の広報を新聞，ラジオ，テレビ，局広報車等により実施し，

その実施状況の確認を本支管漏洩調査に先行させて実施した。

・閉栓作業の経過

メークーコックの閉栓作業は， 6月15日から局職員を主にガス工事人，応援ガス事業者の応

援を得て， さらに， 6月17日には仙台市役所職員 222名の応援により 6月18日に全数確認を終

了した。

閉栓作業にほ需要家を巡回するため，町，丁別需要家リストを使用し，各需要家を訪問，閉

栓状況を確認することにしたが，外勤の経験のない者，地理不案内な者まで動員したため予想

以上の時間を要した。特に日中不在需要家（メークーが家屋内設皿の場合）， ビル地下街等の

飲食店等において日中処理が不可能な需要家については夜問（概ね午後10時頃まで）作業を要

した。

閉栓確認作業経過

閉 栓 確 認 要 員
月 日

応事業援者 1工ガ事人ス 市職役所目
閉栓地区 件 数

局職員 その他 計

第2プロック

6.15 55 17 55 24 151 第3プロックの一部 27,245 

中野栄地区

第5プロック

16 85 4 56 17 162 悌6プロックの一部 30,018 

多賀城地区

第1プロックの一部

第3プロックの一部

17 78 2 47 222 21 370 第4プロック 65,275 

第6プロックの一部

悌7プロックの一部

第1プロックの一部

18 42 2 6 24 74 
第6プロックの一部

13,590 
第7プロックの一部

第8プロック

計 260 25 164 222 86 I 757 | 136,128 
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・広報活動の効果

需要家に対する閉栓依頼の広報は次のとおり実施した。

主要新聞への広報広告掲載 (5紙， 6月13~14日）

ラジオ，テレビによる放送放映 (NHK, 民放4社 6月14~18日）

セスナ機による拡声広報 (6月14日 2時間）

広報文曹の配布（市政tとよりの町内配布）

広報活動の効果心抽出調査 (2,742件）によると，儒嬰家による閉栓の実施率ほ90.9％とな

っており，広報効果は大であったと思われる。

④ テスト昇圧と路線巡回（i請洩箇所の発見）

・テスト昇圧

プロック内にあるガバナーを安全に留意し，短時問断続的に作動（テスト昇圧）させ，瑯

管内の圧力の降下の割合をチェックし，プロック内の管体梢から当該プロック内の被害状況

（瀬洩規模）を推察した。

・テスト昇圧中の巡回

二次災害防止のため，広報車による PRを徹底して行い，さらに安全確保と涌洩箇所を発見

のため作業員をプロック内に配置し，巡回させた。

作業員を配匠する時には．時前に調査した道路，塀等の被害状況， i梢水箇所，地震直後の訓

洩受付伝票等を考慮し，安全にかつ効率よく淵洩が発見できるよう配應した。

⑤ 漏洩修理

・涌洩修理と涌洩原因

テスト昇圧中に発見した漏洩批の多い箇所は廊ちに修理したが，その他の堀洩箇所はテスト

昇圧後，修理を実施した。

またFID調査により発見された涌洩もほとんどが少批涌れの状態なので，調査終了後修理

した。

住宅団地の盛土部分に被害が多く，懸命の復旧作業をすすめる市ガス局の作棠員
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漏洩の原因は折損，亀裂，抜出し，緩み等で，大半は支管，供給管，灯外内管であった。

・差水対策と採水作業

テスト昇圧による調査では差水状況が把握できず，漏洩修理を実施するに従い差水が確認さ

れる場合があった。

ガス導管の被害とともに水道管の被害も多く，漏水による差水が地域によってはガス瑯管の

復旧に支障をきたした。

特に，南光台，旭ヶ丘，黒松地区においては，水追管の澗水箇所の調査を独自で行い，各水

道事業管理者あてに修理依頼をした。

採水作業一覧

プロック 差 水 地 域 採 水 箇 所

場 所 採水時期 稼動人員
採水批 管体容軟本 管支 管1供給管

長町二丁目19 6/26-27 18（人） 不明(t) 0.5（品） 2 

恵和町～芦ノロ 7/ 2~ 8 36 ” 
4 2 4 8 

緑ケ丘四丁目 7/ 8~11 18 2,000 3 1 3 4 

緑ケ丘三丁目 7/ 8~11 6 1,500 2 I 4 5 

II 中倉二丁目 6/18-19 37 不 明 6 2 13 

{A B 

黒松二丁目 6/20~7/14 27 3,000他 10 3 5 

1 ｛旭ケ丘四丁目 6/28-7/10 72 400他 12 2 16 ， 
旭ヶ丘三丁目 6/20-7/ 1 33 不 明 IO 3 6 

旭ヶ丘堤一丁目 6/21-27 79 400他 16 4 16 12 

2 幸町三丁目 6/26 5 不 明 4 3 

｛館町二丁目～高瀬IUJ 6/25-7/20 45 300他 ， 18 18 2 

ru 3 小鶴五郎兵衛 6/26-28 31 不 明 1 4 2 

原町小田原高平 7/14-15 10 ” 
0.5 2 1 

南光台六丁目 7/ 4-21 48 120他 47 21 3 2 

南光台四丁目 7/12-17 18 1,200他 18 4 6 

南光台東 7/18~19 18 600他 18 8 
4 南光台南 7/ 8~10 11 不 明 1 1 2 

安狼寺一丁目 7/6-8, 7/22 25 30他 7 5 13 

安狼寺二丁目 7/6 ~8 20 不 明 ， 3 2 

lV I 1 I 
流逍～）1|平 I 6/28-30 26 

I ” 
， 

5 I門 2 

中山一丁目 6/27 7 // 0.2 

V I I I上杉一丁目 6/24-25 I ， I ” 
0.2 2 

vi I : I邸森四丁目 7/ 6~ 9 I不 1:I ” I :~ I 
不 明

将監四丁目 6/14-30 ” I 5 I 

福田福住1 I 福住町 7/ 6-20 18 1,200他 0.8 3 

I 6/18-7/22 
※ 他 ,。 1 136 | 48 

合 計 629 208.2 
10,750 274 

（注） ※印……採水批はコソプレッサー等を使用したりしているので実数値はつかめない。
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⑥気密テスト

涌洩修理後，プロック内を再昇圧し，修理状況を調査した。

ガバナーを作動させ，テスト圧力 100~150皿 Aqで圧力降下状況をチェックし，プ P ック内の

漏洩がFID調直のため数時間圧力を保持しても，危険がない状態にまで修理されているかを確認

した。

テスト昇圧により，発見された漏洩箇所を修理した結果，この段階でほとんどのプロックにお

いてその瀕洩抵は少批になっていた。

⑦ ニアーパージ

テスト昇圧によって発見した禍洩箇所の修理が進み，プロック内の淵洩賊が少批になった後，

堀洩箇所の発見it, FID調査又はボーリソグ調査によって漏洩箇所を調査した。

従って，これ等の調査前には遮管内のニアーバージを実施しなければならず，本・支管にパー

ジボイソト（遅管切断箇所に設匠した放散用の立管）を選定しパージ班を緬成し，ニアーバー

ジを行うことにした。

ニアーパージは全て放散としたので，ボイソト周辺に臭気が瀕うことにより，付近の住民から

苦惜が出ることが予想されたので，エアーパージ開始前に広報車を巡回させ PRを徹底し対処し

た。

R FID調査とポーリソグ調査

パージ終了後，圧力を180証 Aq程度に保持し， FID（水素炎イオソ検知器）検知車を稼動させ

少証濶れを調査した。

FID検知車は濶洩薗所の早期発見のため，通常稼動時速より早い速度で運行した。雨天の楊合

は， FID調査は不可能であり，具気調査に切換え，漏洩箇所発見に努めた。

⑨ 開栓作業

・作業の概要

開栓作業は，本支管，供給管，灯外内管に澗洩のないことが確認された後，全需要家を巡回

訪問し，次の作業を行った。

灯内内管の検査 メークーコック以降のガス配管に堀洩等の異常のないことを水柱ゲー

ジを用いて検査を行う。

グパ消費機器の 灯内内管に桶洩等異＇常のないことを確認後， コソロ節を用いて点火試
点火試験

験を行い内管の空気抜き作業を行う。

淵れ発生需要家 灯内内管に涸れ等のある需要家には，修理肪閲するまでは使用できな
への周知等

い旨を説明し，閉栓状態を継続する。

・開栓作業計画

開栓作業実施のための作業計画（開栓地区，作業分担等）は次のように検討した。
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① 開栓予定地区，需要家件数の決定

薄管の修理状況を確認し，稼動可能要員，作業負荷（最大負荷80件／日人）を考慮し， 1ji1

栓地区，件数を決定した。また，需要家開栓件数については，前日の不在霊要家への再巡回

負荷（最大負荷40件／日人）を伴せて検討した。

② 薄管パージ班との作業開始時間の調整

開栓作業に先立ち開栓地区の瑯管ニアパージが必要であるため，前日にパージ班との時間

調整を行い開栓作業開始時間（エアーバージ完了時問）を決定した。概ね作業開始時問は午

前 8時～8時30分であった。

③ 梨合住宅等の郡管コック開栓準備

開栓地区のビル，マソショソ，アパート等集合住宅の郡管コックの開栓を特殊班と調整を

開栓作業要領（開栓作業手順）

項 目 作 業 内 容 ボ イ ソ 卜

1訪問のあいさつ I調査票の氏名を確認する。

2メークー位低確認 (!)外観検症 (1)破損，曲り，接続部等の状況

(2)臭覚調査 (2)測洩の有無の確認

①異常有りの場合は，以後の作業を中止

し，その内容を需要家に説明する。メー

クーコックに閉栓荷札を取りつける。

② メークーコックを閉鎖し，受付累を発

行する。

3メー鎖クーコッ確ク閉認鎖又
は閉翡状態の 調査猥のメーク一番号を確認する。

4認ガス栓の閉止状態の確 I 
5澗洩試 験 1のガス栓に水柱ゲージを取り 水柱ゲージを使用する。

つけ，空気を吹き込み，水柱 澗洩試験不合格の場合は，その内容を
9 ， ゴ 声

150皿以上で 1分問以上保持し 需要家iこ説明する。次に，メークーコッ

圧力低下有無を確認する。 クを閉鎖し，受付票を発行する。

6メークーコック閉鎖保 再度，開栓作業のため訪問する メークーコックに閉栓荷札を取りつける。

持の周知 まで，メークコックの閉鎖を保

R開栓作業を行う場合 持するよう需要家に周知する。

は，項目 6は行わず項

目7に移る。

7空気抜き及点ぴ火試験 (1)メークーコックを開き，燃焼

機器（テープルコソロ）等を

用いて空気を抜く。

(2)空気を抜いた後，燃焼機器，

（テープルコソロ）等を用い

て燃焼状態を確認する。

8開栓 の 周 知 I ガッスカ使ー用を再貼付開すを周る知。する。 メーク に厖ステ

9そ の 他 特に記に，入需す要る。家の要望があれば受付け， 調査票
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行い，集合住宅の開栓作業開始時問を決定する。

不在需要家の扱い

不在需要家は初回巡回を含め 3回以上巡回することとし，不在需要家には翌日訪問する旨を記

した在宅依頼用紙を投入し，初回巡回の翌日再巡回を行う。

作業結果の整理

巡回調査票と需要家台帳を照合し，未巡回需要家の確認を行う。

・緊急処理体制等

中高眉住宅の都管コックがIUI栓されていて作業ができない，｝ぷ範囲の空気混入，差し水等0)

緊急連絡を処理するため緊急処理体制を設けた。

・開栓作業の経過

① 開栓作業は， 6月15日，仙台市中野栄地区の 436戸を最初に， 7月9日の泉バークタウソ

229戸の開栓作業実施により全需要家の巡回を完了した。

② 再巡回，再々巡回でも不在のため開栓のできなかった揺｝要家約 1,500戸については， 7月

20日まで再度巡回を繰返したがそれでも不在の需要家については，鉛玉によるメークーコッ

クの封印を行い第 3復旧班の作業は全部完了した。

③ 開栓作業の要員は，当初応援ガス事業者（大阪瓦斯，東京瓦期，静岡瓦斯，東邦瓦斯，北

陸瓦斯）と仙台市ガス局の作業員で編成されたが，尊管復旧の進捗状況及び開栓作業負荷等

の条件から開栓作業計画上要員不足となったため， 6月21日から西部瓦斯， 6月22日から北

海逍，新函館，釧路，旭川の各社が応援体制に入った。

④ 開栓作業開始当初は，需要家の不在率が非常に高く (6月17日不在率15.5%）作業の進

捗上思わぬ支障となった。し

かし， 6月19日より開栓予定

地区に対する重点 PRを実施

した結果不在率が急速に下

り，全作業期間を通じての不

在率は 5~6％台であった。

⑤ このように供給再餅」までの

日数は，短かい楊合で 4日目

(6月16日）， 長い場合で 33

日目 (7月15日）となってい

るが， 94％の需要家は地震発

生から19日目 (6月30日）に

は完全に復1|」し，使用を再開

緊急処理連絡体制

’―------------------------•----------------------------------•--~ 

［口』
①
祉
晶
池
絡

！麟こ: （1991栓プロックにて持慨1 9 
： 

• -----------------------------------------•-•----- •----•9 
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している。従って一部地区（南光台，緑ケ丘，黒松等）での復旧作業の難航が，全体の復旧

完了の長期化の原因となっている。

⑩ 内管修理作業

・作業の概要

内管修理作業の内容は，灯外内管，ガスメーター及び灯内内管の漏れ箇所を修理し，修理完

了後開栓作業を行い需要家にガス使用の再開を周知するものである。

① 灯外内管の修理作業

本支管の涌洩検査時に発見される灯外内管の修理作業を本支管の修理作業と並行して実施

する。

② 灯内内管， ガスメークーの修理作業

開栓作業時に発見される灯内内管， ガスメークーの修理は， 1｝財栓作業員が発行する受付伝

票に基づき修理を行う。

③ 修理作業後の開栓作業

灯内内管の修理完了後，開栓手順に基づき淵栓作業を尖施する。

・内管修理作業計画

① 灯外内管の修理作業は本支管修理作業と並行実施する必要があるため，本支管作業計画に

開栓作業経過

ミ日付 6/16| 17 | 
項目叫`□lll | 199 | 尺IiiI:i71 :：31：1z 戸戸，8514,371|7:1319；,0981,，495[i2,647|14,161|IO,22515,452|10,803112,040 

〖:捗::：：|。4:]1073:］ 1183:,I2:7:] 3:48:ll 3:59:] 4:2:I 5:10:II 7:22:2l 8[，4:7I9:19:］□言□
芦率(%) | 3 3 | 15 6 | -| 10 2 • I 4 2 | 8 1 | 5 6 | 3 5 | 5 5 | 4 8 | 3 8 | 2 2 | 1 4 

ゞ日付 1 、作りi~- 29 I 30 I 111 

旱：：ニ；こク・七’_1¥m-3□ 1 
IJII件 数(It)|7,545| 9011 
．累計(I'1”)|127,317|128,218I
果進捗率(%)|93.5 | 94.1 | 
舜 率 （ ％ ） し 上 リ ー

②「-9| 5 | 6 | 7 1 s I ⑨ |10~20| 

|：08|`麿l1；゚1|Ill:Alll:°̀02"7t-一
| 1,247| 2, 147| 1561 897| 578| 1,3741 2291 485I 
I129,4651131,612|131,768I132,665|133,2431134,6171134,846|135,3311 
| 95 0 | 96 7 | 96. s | 97 5 | 97 9 | 98 9 | 99 1 | 99 4 

LJ 
（注） 1.開栓件数には内管検査異常なしの封印件数を含む

2.進捗率＝開栓件数累計／地震発生時の取付メークー数 (136,128)
3.不在率＝供給再開当日の点検時の不在率
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開栓作業結果

（昭和53年7月20日現在）

作業結果 1件数

供給再開（封印含む） 135,331 

メークー撒去 692 

未処理 64 

プロパソによる代替 41 

計 |136,128

（注） 1. メークー撒去•••…......…家屋倒股

不使用等の理由でメークー撒去した

もの

2. 未処理・•…••..．．..．．．·…•・・・係争中の

マンツョソで立入りできず瑯管コッ

クで停止中のもの

3. プロパソによる代替……瑯管被害

が大きく都市ガス供給ができず，ブ

ロバソガス供給に代替したもの

甚づき要員を配置した。

倒壊した有水式ガスホルダーを点検中

の市ガス局職員（河北新報社提供）

② 灯内内管の修理は開栓作業日の翌日に修理することを原則とし，内管修理件数，

（最大負荷15件／日組）を配慮し要員配樅を行ったが，地区により修理件数にばらつきが

り，件数が多くなれば開栓要員を充当することもあった。

・内管修理作業要領

① 修理作業手順

項目I
翌 の あい 1

2修理作業

作 業 内 容

(1)ガス栓修理ほグリスアップ修理とする。

破損等ほ取替える。

(2)ガス管取替が 3mを超える楊合は切断

プラグ止めとする。

（再度修理に訪問するまでのガス使用禁

止を周知する。）

(1)気密試験ほ 150mmAq 1分問以上で行

う。

(2)点火試験はコンロで行う。三・
噂 の 周知 1

5ツールの貼| (1)（言）シールをメークー前1而に貼付する。
付

ポ イ ソ ト

I修理伝票の氏名を確認する。不在の場＾

はメーターコック閉止を確認する。

①配管の曲折についてほ淵洩なしの場合

修理不要

②防食テープ，継手の使用は応援事業者

の作業甚郡で行う。

①空気抜きを行う。

I ①ガス使用の再開を周知する。

② 不在需要家の扱い

不在需要家のフォローは担当事業者が 3回 (3日問以内）巡回を行い，なお不在の場合は

台市ガス局が担当し巡回することとする。
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修理が完了し開栓を行った霊要家については，開栓作業に準じ術要家台帳と照合し未処理

需要家の確認を行う。

汎管修理作業結果

① 地簑発生直後，電話回線の回復にともない約200件のガス漏れ通報があったが，供給停止

措既により本格的な修理作業は，尊管復旧計画，淵栓計画と並行して実記されることになっ

た。（電話通報の需要家には， メーターコックの閉栓をお願いした。）特に 6月12日は道路交

通の渋滞により作業用工作車が運行できる状況でなく，電話通報による内容により被害の範

囲，程度等の把握に努めた。しかし， 6月13日から17日までの間は，電話通報のあった需要

家の訪問を行い，被害状況， メークーコック閉栓状況を確認するとともに修理できる範囲で

の作業にあたった。

②地霞によるものと思われる被害の修理件数は 2,488件であったが， メーターコック及びガ

叫全の不具合出不良，検査結果異常など期問中に出動し作業処理した総件数は 5,235件で

あった。

③ 仙台市ガス局（工事人を含む。），応援ガス事業者の工作車を用いたが特に装備の追加を必

要としなかった。また，車両に搭載する村料についてtま，不足分を当日朝支給した。

⑪道路掘削等の許可

ガス梱洩修理のため道路の掘削を行う楊合，通常は道路管理者と所管の笞察署から許可を受け

ら施工しなければならない。

しかし，震災時の復旧作業は緊急時と判断され，各関係楓関に電話で連絡し道路掘削の許可を

申諮事務については，後13掘削箇所を明記した図面を添付し処理した。特に掘削後の埋戻しiこ

ついては二次災害の危険がないように配磁した。

道 路 掘 削 件 数
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⑫ ガス配管図面の利用

配管図面は復旧作業の計画，立案，作業指示，案内等に大いに役立ち， 日頃の図面管理の必要

性が改めて見直された。

配管図面の仕様と用途

種

①ガス配管図

仕 様 用 途

②ガス配管詳細図

③ガス配管系統図I
④竣功図l

サイズ・・— ••••••AO版

5 枚 1 組・彎 9-••北，首，南，東，西部

縮尺・．．．．．．．．...1;10,000 

4 色鷹……••圧力，口径表示

サイズ・・....A 1版

縮尺…••....1/2,500 1/5,000 

1 色•.......・圧力，管種， 口径， オフ

セット土被り表示

①の図面を縮尺したもの

縮尺•9,... … •1/25,000

縮尺•......・・1/500

プロッキソグ計画

バージ計画

被害プロット

FID調査計画

沸管理設調在

プロッキソグ指示

広報用としてパネル化

詳細調査

4 7゚ ロパン供給地区の復旧

(1) 復旧作業の組織と作業マニュアル

6月12日深夜に決定した新しい災害対策本部の組織に基づき， プロバソ復旧班は，泉営業所戦

員の一部を含む局戦員20余名が中心となり，救援作業本部からの支援ガス事業者，俯易ガス協会

傘下の支援事業者及び仙台市ガス工事人等（ピーク時で約 130名）の応援を得て復旧作業に当っ

たが，供給地域が広範囲に点在しているため，現地復l日本部を適宜移動し，復1日作業人員も被害

の程度や供給地域の規模等に応じて臨機応変に対処した。

なお，被害を受けなかった団地や順次復l日を完了して供給を再開した地域に対する平常業務

（ボソベハウスの定期点検，容器の交換等）への移行作業も並行して処理しなければならない等

都市ガス復旧の場合と同様にプロバソ復旧班の業務は，多岐にわたっていた。

プロバ｀ノ復旧班の組織とその作業マニュアルは，次のとおりである。

ブロパン復旧班組織図

指令伝逹，庶務

ニF常業務処理班—容器配送計画，配送指示，ボソペハウス高圧装
プロバン復旧班 、 地 班ー一佃易ガス，特定ガス，小団地の復191

点検，灯内，灯外管の点検，応急修理
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復旧作業マニュアル
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（気密険森）

（不饂澤家はメー）
ターコックで1thl:

(2) 復旧作業の状況

①
 

特定ガス，前易ガス事業

節易ガス事業（特定ガス事業3地点詳を含む.)35地点群 14,301戸のうち， 6月12日の裳災直

後から13日早鼎］にかけてのボソペハウスいっせい点検 (61カ所）によ 1）,15地点群 5,963戸の加

要家に対し， ガスの供給を倅止したが， この中には，地元消防署等の状況判断で局職員が現地に

到沿した時は，すでにガスの供給が停止されていた 3地点群も含まれている。

また，供給停止には至らなかったが，太白団地及び多賀城ニュ

管折拍3カ所が発見されている。

クウンの 2団地において， 支

これら17地点群の似II]作菜状況ぬ次のとおりであるが，地震後15日目の 6月切日に復旧作業

は完了し，総ての地点群でガスの供絵が再開された。復1日作業に従事した人員は延ぺ 948名で，

その内訳は局戟負 105名，応援事業者 173名， ガスエij9人670名となっている。
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節易ガス事業の供給状況此

地襲発生翌日に再開した 2,222

戸を含め10,560戸と， 乎常時の

74％に供給しているため，

員配i位に苦慮したが，

② 小規樅群管供給事業

ボソ

ペハウス定期点検等の平常業務

の処理もあり，復旧作業への人

1巡問後

1/) 6月19日には全体の92％に

あたる 13,151戸にまで回復し

た。

業務凰諄管供給用（小団地

アパー｝等）については， 442
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カ所 (2,805戸）が県内11市町｝こわたって点在しており，点検班10班20名が一巡するのに 5日間

を要した。

その結果 122カ所 (769戸）で被害を受け供給を一時停止したが， このほかにも需要家が自主

的に容器バルプを閉止し， ガス局の点検を待っていた者も相当数あった。

なお，供給を停止した霊要家に対しては， 工事班4~5班 (1班4~6名）を編成し，順次調

在を史施し修理を行いながら供給を再開したが，被災一週問後の 6月19日には， 90％の 400カ所

を復1日したものの，供給箇所が点在していることもあり完全復旧は被災26日後の 7月8日であっ

た。

小規模郡管供給事業の点検及び修理完了状況は，次のとおりである。

苦情受付と処理(3) 

プロバン供給に係る苦情受付体制は，被災直後はガス局災害対策本部で一括処理していた。

その後プロパソ復旧班の体制が確立したことにより令庶務班の中に受付婆員として職員 2名を配

小規模導管供給事業の点検，修理状況

6/13 ， 
点検修理完了数

作業人員 I
月 日 l4 | 15 | 16 I 17 I R | 19 
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樅し，電話による苦俯の受付を開始 苦情受付，処理状況

するとともに，団地班の中の現地復 発生装匠（麻圧装侃）桶洩修理 74件 18.7% 

旧本部においても，来訪者の応対に 蒔管（灯内内管を含む）涌洩修理 55 13.9 
// ( 

” ）供給不良修理 27 6,8 
当った。 ガスメークー梱洩修理 29 7.3 

プロバン復旧班に関する受付件数 ガス栓，ガス器具不具合修理 28 7,1 

そ の 他 38 9.6 
は， 396件にのぼり，このため団地 異常認めず 145 36.6 

班，点検班，工事班との間で緊密な 計 396 I 100.0 

連携を保ちつつ，平常業務処理班の

中に苦情処理要員を確保することとし，随時要員を変動させながらも最低 1班 (2名）を配骰し

て供給停止に至らなかった地域を含めての苦梢処理に当った。

この内訳は，大部分がガス漏れ又はその疑いのあるものであるが，調査の結果36.6%145件に

ついては異常が認められなかった。

処理の内訳を項目別にみると次のとおりである。

(4) 灯内内管のいっせい点検

プロパソ復旧班の作業が終了に近ずいた 6月24日から (6月23日現在において，簡易ガス事業

が98,2％の14,042戸，小規模瑯管供給事業が99.3％の 439カ所に供給中） 8月末日にかけて，職

員延べ 800名を動員し，総需要家17,112戸（被災時より 6戸増）を対象に，灯内内管のいっせい

気密検査を実施し，保安の万全を期した。

① 供給継続需要家の内管検査

被災直後のボソペハウス点検等で異常が認められず，ガスの供給を継続した団地等については，

深夜におけるガスの不需要時間幣を利用して，ボソベハウス内のバルプを閉止し，蒔管内の圧力

変化の状態による漏洩の有無の判断を行った。その結果疑わしい地域については，ボーリ｀ノグ調

査を実施するとともに全需要家の内管気密試験を行い，漏洩箇所の早期発見，早期修理に努めた。

これによって発見，修理された涌洩箇所は，次のとおりであるが，霊災直後における判断に頼

ることなく事後の追跡調査の璽要性が認識された。

灯内内管折損 16件

II 接続部緩み 59件

ガスメークー破損 61件

計 136件

② 供給停止需要家の内管再検査

ガスの供給を一時停止した儒要家については，復旧作業段階で内管検査を実施したが，早期に

復旧した地域の一部で再開時に不在等のため点検できなかった儒要家もあったことを配應し，万

全を期すため供給継続需要家と同様に灯内内管の再検査を実施した。
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5 需要家，市民PR（広報・報道関係）

供給停止と同時に， NHK, 民放会社（ラジオ）に供給停止についてのニュース放送を依頼す

るとともに，広報車を紐り出しメークーコック，器具栓の閉止PRを開始し，さらに全需要家に

周知徹底すべく翌13日から14日にかけ新聞（河北，朝日，毎日，誂売， 日経の各紙）にお知らせ

を掲載した。

広報体制については，マスコミの梢極的な協力を必要としたため需要家広報班のほかに報道担

当を設樅した。

(1) 需要家広報班によるPR活動

広報に当っては，一部電話をも活用したが，広報車による呼びかけと市政だより配布員，町内

会役員等を通じてのチラツの配布を併用したが，復旧状況の把握，計画立案が遅れたため，広報

用チラシの印刷が問に合わなかったこと，或いは復IEI作業計画を急きょ変更したため，広報車が

出動するかしないうちに中止，変更指令が出されることもあった。

広報の状況 広報期閻 6月13日～ 7月9日 27日閻
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広報出動
人員・車両

チラシ配布

広報内容

広報車延べ 247台 延べ人員 548名

約50万枚

① メークーコック閉止PR

② 供給再l附予定地区の事前PRによる1姐栓時の留守宅防止

③ 供給再開の通報

④ その他保安関係PR



第3節上水道施設の復旧

1 震害対策本部の設置

地震発生直後の状況は，取水施設より浄水施設までの間には機能上の支障はない模様であった

が，配水批が急上昇していることなどから配水管の破裂，折損等が多数発生しているものと判断

されたので，煎ちに午後 5時30分「仙台市水道局防災配備計両」による「第三配備」を指令し，

全1戦員を非常招染するとともに「水遥局震宮対策本部（本部長管理者，以下各部長 5名）」を設

骰し，事故処理体制に入った。

以降，震害対策本部は 6月13日から 7月14日までの間毎日午前9時と午後4時の 2回の定例会

を開催したほか，必要の都度会議を開催し，状況判断，具体的処理対策等について討議した。

対策本部からの俯報は，伯日庁内放送により職員に対する周知を行うとともに，市民に対して

は協力に対するお礼とi屈水防止の呼びかけ等も行った。

さらに，地捉による給水装骰等の故節が相当件数発生することを予想し，局庁舎大会議室に臨

時電話10台を設骰し，各課応援戦員を配置受付に当たった。

（注）第三配備

風水害並びに厖害等による水道施設の被害が甚大なる場合，または水道施設の事故で損偽の程

度が大なる場合（全職員招集）

2 災害発生時の対応状況

浄水場関係

(1) 茂庭浄水場

日じtr"1| 対 応 状 況

12 1 17. 151 地震発生
17. 16 全停龍となる

17. 18 自家発鼈機 (625KVA)1台（自動起動）運転開始

2台並列巡転

17. 25 I I出家発並列迎転安定を確認

自家発安定までの間，薬品注入設備（塩素． PAC,消石灰）．ポソプ等の機械設備点検

17.1 30 I 薬品注入機器迎転開始

i 場内機器正‘iit運転確認

18. 00 

1s. oo I 公用車2台により祁水路延長10細巡回
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日1時間l

19. 15 

20. 00 

13 I O. 15 

1. 25 

2. 00 

2. 15 

2. 20 

3. 30 

8. 30 

｛ 

対

取水塔，沈砂池異常なし

接合井，瑯水路異常なし

通倍線路異常なし

構内電話交換機内線問不通

応

課内自家発燃料手配（茂庭，鈎取山，大年寺山）

茂庭浄水場停砲回復，自家発停止

場内機器再迎転，点検巡回

本郷第5接合井停電回復

場内機器類の点検，正常確認作業完了

沈砂池停霊回復

沈砂池機器点検のため巡回

沈砂池機器正常確認完了

釜房ダム取水批を7,000nf/hより8,000nf/hに増批

状

況

15. 00 茂庭浄水場配水池水位確保を図るため，鈎取山配水所送水停止，以降は手動迎転により行

う（下限水位9m20,上限水位1om50)

14 I 13. 30 I 鈎取山配水所自動迎転回複

(2) 富田浄水場

12117.161 大年寺山中継ポソプ井水位異常高

17. 30 

17. 40 

17. 45 

17. 50 

18. 00 

18. 30 

18. 35 

18, 40 

21. 00 

22. 30 

23. 45 

131 o. 20 

o. 30 

o. 45 

o. 46 

o. 48 

228 

I. 2号緊急しゃ断弁全閉（霞動蝶型弁）

I. 2号流入弁全閉( // ) 

停電となり自家発迎転 (4DOKVA)

八木山第3及び第5，八木山南，上野山各貯水槽下限警報

本管破裂事故により門前，愛宕配水系統スケールアウト

配水池水位異常低下

大年寺山中継ボ｀ノプ所2, 3号ボンプ停止

戟員 4名大年寺山中継ボンプ所へ直行

｛ 
1, 2号緊急しゃ断弁全開

1, 2号流入弁全開

2, 3号ボソプ回復

ポソプ井水位回復

大年寺山巡回 (4名）

愛宕系配水弁全閉

八木山第 3及び第5，八木山南，上野山各貯水梢巡回，八木山第 3水梢フロートのワイヤ

ロープ切れを見つける

茂庭浄水場より大年寺山配水所へ自家発燃料運搬

釣取山配水所巡回 (2名）

南ニュータウソ巡回 (3名）

茂庭浄水場より大年寺山配水所へ自家発燃料迎搬

茂庭浄水場より釣取山配水所へ自家発燃料迎搬

太白，上野山貯水槽巡回 (3名）

八木山第 3水槽フロート修理

停電回似

大年寺山中継ボンブ所 3号ポ‘ノプ故陣

3号ボソプ回復



日 1時耐 対 応 状 況

I o. 50 I ポンプ井異常高

o. 52 流入弁全開

水位調整弁全閉

o. 53 緊急しゃ断弁全閉

o. 54 富田系直流霞源故障

0. 55 富田浄水場インバーク故障

o. 56 ボソプ井水位〇

水位記録計，弁開度表示すぺて停止

1. 081 緊急しゃ断弁全開

1. 15 釣取山配水所停電回復，自家発停止

中継ボンプ所 1号流入弁30％開く

中継ポソプ所2号流入弁45％開く

1. 16 緊急しゃ断弁全閉

1. 18 1. 2号流入弁全閉

J. 25 流入弁 1, 2号全開

2号水位調整弁作動表示

1. 35 流入弁0になる

1. 40 テレメークー故障（宮田浄水場）

3. 00 中継ボソプ 3台運転に入る

3. 13 愛宕系配水管流出弁操作開始

4. 30 愛宕系流出弁全開

5. 00 大年寺山構内及び中継ボソプ所巡視異常なし

5. 45 富田浄水場停電回復

6. 00 富田浄水場テレメークー故障回復

ひより台テレメークー故障

6, 20 ひより台，上野山，八木山南水槽巡視異常なし

6. 40 ひより台テレメークー故障回復

7. 00 八木山南貯水槽の停電中を除き，すぺての施設が正常運転に戻る

(3) 国見浄水場

12117.161 東北電力大倉発電所（無人）が故障し，発電所放流4品／sec停止

国見浄水場，荒巻，安雖寺配水所，国見ボソプ所停電により国見，安狼寺自家発運転開始

1s. 40 I 大竹接合井バルプロ径 1,200皿 開 度 280→250m

”
 

250→220” 

II 220→18011 

1s. 50 I 大倉ダム非常管放流 2.?/secに切替により苦地取水批が減少し，中山接合井水位が 173C屈

に低下したためバルプ操作を行う（通常水位ほ120,厄）

21. 00 1 大竹接合井バルプ 開度 180→160加

22. 00 大竹接合井バルプ 開度 160→18011

”II” 

180→20011 

200→230// 

230→25011 

22. 25 I 中山接合井水位 112cm

塩釜に行く郡水管が地震によって破裂したので国見分水池に設匪されているゲートを 130

~70血に調賂し，塩釜市水道部に連絡

13 I o. 35 I 国見浄水場，中山ボソブ所停電回復
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日ビ:竺」
10, 55 

13. 20 

15. 00 

14 I 13. 43『

14, 00 

15. oo| 

対 応 状 況

安孜寺配水所停電回復

安毅寺配水所茂庭水系から国見水系に切替え作業開始

安旋寺配水所への切替作業完了

大倉発需所故悴のため放流4.f/sec停止

大倉ダム非常管放流2品／紐Cに切替え

大竹接合井バルプ操作洲度 350ー280丘

// 280→250I9 
，， 250→220ク

“ 訟0-200”

“ 200→180” 

// 180→l50V 

中山接合井水位 67C訊

”100C茄

大竹接合井パルプ操作開股 160→180此

I
I
”
I
I
”
 

180→2OO” 

200-220” 

220一40”
240→250” 

17. 30 I パルプ操作完了回復す

15 I 5. 05 大竹接合井バルプ操作肝渡 280ー320年

中山接合井水位 138血

6. 251 大竹接合井バルプ操作 泥度 320ー350閉塁

13. 00 安遊寺配水所の国見水系の送水を停止し，戊庭水系に回復する

16 110. 00 大倉ダム放洸菰 6.5,,e/secを4,,//secに変更のためバルプ闊照

13, 45 取水批5,600戒／hから 5,350戒／hに調整

14. 00 大竹接合井バルプ操作 開度 350ー280悶累

14. 16 中山接合井水位 119cm 

14. 50 中叫麟井水位 119cm 

15. 20 中山接合井水位 118C内

放硫批変更に伴うパルプ操作完了

（4) 中原浄水場

12111. rn l 停電となり自家発運転

17. 18i 梢内各設僻緊急巡回

隙員に緊急動員指令

11. 20 I 波動による過負荷のためシャーピン（フロキュレーク一回転軸と駆動モークーの連結安全

ピソ）が切断し，フロキニレータ一回転停止

17,23j PAC貯留梢(!号タック容批 11品）固定板破損し北西に約 5c想移動， 移送管 (VP

¢100)及び注入管 (VP,f,20)取付位骰より約 1血移動，移送管及び注入管の破狽予防の

ため固定バンド取外す。薬注に異’常なし沈でん池頷斜板及び支持具約20カ所破批業者に

修理依頼。沈でん効率に変化なし，南排水池水位計異常警報，排水ポンプ自動批（乍不能に

より手動に切替え

自家発冷却水梢 (0.5nt)水位計，注入配管内のスケール及びクンク内防錯塗料が鉗J離，
注水悴害並びにポールタップの屎常動作により挟常音報・塩索注入機圧力計異常警報，ボ

へノペ元弁閉止

塩索除害機異常，手助に切替え
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日 1時 間 I 対 応 状 況

17. 30 I 瑯水，送水路緊急巡回，異常を認めず

17. 50 フロキュレークー，シャービソ取替により回復

塩素注入機在力計回復

塩素除害機回復

20. 00 南排水池排水ポンプ修理完了

20. 30 自家発電用燃料緊急入手

23. 00 自家発冷却水槽修理完了

23. 30 大倉発電所故障のため取水批調撒作業

13 I 1. 30 停鼈回復

8. 30 送水批調整作業

(5) 電気機械課

12 I 19. 30 I 各施設共停電しているが自家発は順調に迎転中であることを確認

20. 00 施設巡回班として 2班 (3名編成），ボソプ所操作班 2名，連絡記録係 3名を選定し，そ

れぞれの行動に入る

東北電力震害対策本部より公共事業優先に停電を回復する旨の連絡を受ける

19. 40 安狼寺配水所水位 160C況， 1時問後断水の見込みとなる（満水位450cm) 

20. 05 安狼寺配水所水位 80Cれ

20. 30 安旋寺配水所の送水は，苦竹ボソブ所を経由せず自圧による送水とするためバルプ操作を

行った旨辿絡あり

21. oo I 停鼈回復見込みについて地力対策本部の情報を連絡

（茂庭浄水場回復のため目下作業中，その他見通し不明）

ボンプ所緊急巡回第二班出発

22. oo I 電力対策本部俯報

(23時頃市内全域仮供給できる見込みであるが， 23時近くには明確にしたい）

22. 40 I 電力対策本部俯報

（市内全城の仮供給はかなり困難な状況であり，部分供給を急いでいる。浄水場，ボンプ

所への供給時問は明確にできない）

23. oo I 中山ボソプ所巡回班より現地報告

（ポンブ所は停霊しているがその他は異常は認められずテレメークーは正常に作動してい

る）

2s. 15 I 巡回中中山第 3貯水槽の土留石垣が崩壊の危険な状態にあることを確認，施工業者と応急

措既について検討し9 !Jll朝早急にシートで覆い雨水没透の防止をすることとした

23-20 I 電力対策本部に対し，停電回復の見通しについて申入れを行う

23. 40 電力対策本部から回答

（茂庭浄水場については間もなく供給の見込みであるが，他については確答ほ困難である。

特に中原，岩切方面はかなり遅れる俯勢である）

1 3 | 1. 05 鈎取山，青薬山配水所停砲回復

2. 25 苦竹ボソプ所停寵回復

3. 30 苦竹ポンプ所停砲回復により送水管切替完了正常迎転に復す

11. 30 局対策本部より安狼寺配水所に国見系と茂庭系より同時流入できるよう操作の指示を受け

る

14. 30 局対策本部からの指示のあった操作完了

16. 00 岩切ポソプ所停電回復

14 I 北赤石水槽緊念巡回によりクソク付根より給水管が折損しているとの報告をうけ，施工業

者に対し修理を依頼応急処脱を行った
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日1時 問 I

配水施設関係

対 応 状 況

通信線及び各所受配電設備の緊急巡回を業者に依頼。点検の結果異常は認められない旨の

報告をうけた

各所直流雹源装慨の点検を業者に依頼，点検の結果特に異常は認められない旨の報告をう

けた

(!) 地擬発生後電話の受付及び情報の収集と盤理に当たるかたわら，宮城県管工業協同組合を通

じて仙台市公認水道工事業者に応援の要請を行う。

(2) 大年寺山配水所から，門前，愛宕系の流批計が振り切れており配水池の水位が異常に低下し

ているとの連絡が入る。

(3) 住民から向山四丁目26番，ますみ幼稚園脇の口径400粍の鋳鉄管が破損淵水しているとの通

報が入り， 19時過ぎ断水すべく仕切弁の操作を行う。 21時30分業者の応援を得て復旧作業に入

り， 13日午前3時配管接続が完了，午前4時30分に仕切弁と愛宕系流出弁を全開し修繕作業が

終了した。

(4) このほか配水管破損個所の発見及び通報の入り次第二次災害と配水池の水位低下を防ぐた

め，涌水個所の仕切弁を閉止する作業を継続，本格的な復旧作業は13日から行われた。

配水管の破損個所は 6月20日現在 130件，復旧作業は，水逍局職員約150名，業者18社約250

名により昼夜兼行で行った。

これによる断水戸数は約 7,000戸となったが復旧作業の進捗により 13日中には約 5,000戸が

解消し， 15日までは一部の地域を除き，ほとんど解消することができた。

器材関係

(!) 地震発生当日の状況

地霰発生後の18時20分頃災害対策第三配備の電話連絡があり， 19時頃より課長以下11名の職員

が順次配樅についた。出動後直ちに当直ガードマンに人的被害，火災等の非常事態について聴取

し，庁舎， 倉庫， 敷地内を巡視した。幸いにも非常事態は見うけられなかったが， 庁舎内の各

室，倉庫内は，器具，資材等の転倒，転落により足のふみ場もない状態であった。

電話は不通，停電の中電話の回復と本部からの指示を待ち， 21時40分頃本部からの要請により

乾電池等を届ける。

13日午前0時30分，資材係職員2名を復旧資材出庫要員として待機させ，他は一応退庁。

(2) 地震発生翌日からの状況

出勤後職員は，各々事務室，資材倉庫及びメークー室等の被害調査，あとかたずけに入る。

イ．資材係

災害復旧資材の出庫に当たり，職員2名が13日， 14日の両日は当直， 15日は午後10時まで処

理にあたる。
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復旧狩材は特に石綿関係が多かったが経理課調度係と連絡をとりその確保に努めた。

貯蔵賓材の転倒等の賂理は他係からの応援も受け 6月末に一応復旧した。

なお，地震発生後泉市水道事業所及び東北電力仙台火力送水管切損に伴う復旧資材を要望に

より払下げた。

ロ．器材係

① 停電により材料試験機が作動せず14日まで検査業務ができなかった。

② その他材料検査用具の破損もあったが，毎日使用することもないので直接に検査業務に支

肛位となることはなかった。

③ 災害給水要員として13日から19日まで 1, 2名応援勤務，また，衰材係へ転倒査材の賂理

として20日より 5日間勤務時間外に応援した。

へ批水器係

地霞発生の当日，夕刻より直ちに係内の被害状況を調査した結果，緊急に復旧を要するもの

は認められなかったが，事務室内の備品の移動，転倒があり，ガラス類の破損や消火器の泡噴

出しの浦掃，粛類の整理に13日1日を要す。

また，在庫メークーの転倒はほぼ全数に及んだが， メーター本体の破損は認められず，整

理復旧に約3日問を要す。

13日午後から19日まで第三配備による臨時給水車運転要員として 2名～4名，車輛 1台を応

援に派造したほか資材係所管の材料の整理のため， 20日から26日までの間のうち 4日問勤務時

問外に 3名～4名応援，整理にあたった。

水道料金減免処理要領

「水追料金の減免について」（昭和53年 6月26日決裁）の連用の概要は次のとおりである。

1．対象

(1) 減免措樅は，家屋全壊（解体）又は居住不能のため転出した批帯の昭和53年6月分の料金

（廃止日までの精算金を含む。）に適用する。

なお，住家が全壊又は居住不能となり，同一敷地内に一時避難しているものも対象に含む。

(2) 仮設住宅入居者が，被災場所でも引続き水道を使用している場合は，被災場所の基本料金を

当分の間免除する。

2．処理区分

(1) 既調定分の減額更正（還付）

対象I止帯の該当月分既調定のものは，納入状況を調在し次の区分により処理する。

① 納入済のもの

減免相当額を遠付する

②未納のもの
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集金扱分については減額更正の上更正納入通知也を送付し，銀行等口座扱分は次回振替分

で処理する。

(2) 廃止精鉢料金の減免処理

未納料金の処理に悲じて取扱う。

(3) 廃止屈のないものの取扱

① 廃止届のないものは，次回計批時に確認の上該当するものについては電算セ｀ノクーヘ送付

せず，調定係で減免処理する。

② 処理に際し疑間の生じたものについては，現場調在，間合せ等を行い，該当分については

「局処理」として取扱う。

(4) 仮設住宅入居者の調査

基本料金免除の対象となる仮設住宅入居者は，現場調祉の上該当表を作成して処理する。

(5) 適用の通知

減免措骰をしたものについては，使用者に対して震災により減免した旨を通知する。

3. 決故手統及び集計

減免適用分は別途決哉期に記載し，適宜とりまとめの上決裁をうけ， 1カ月毎に集計する。

なお，下水道使用料にかかるものについては，下水道部に所要の沢料を送付する。

応援活動の状況

県支部 応援都市 期間（出発日含む） 応援先 応援業務の内容 派 逍 内 容 等

冑森 八 戸市 6月13日～6月16日 塩釜市 応急給水作業 給水クソ9 15個，車輛 10台

業者迎転手 20名，水道戦員 4名

秋田 秋田 市 6月14日～6月18日 泉市 配水管復旧工事 業者 2社7名，車輛2台

山 形 山形市 6月14日～6月16日 塩市 応急給水作業 給水車 1台，水道職員 3名

” 6月15日～6月16日 泉市 配水管復旧工事 菜者 ll.I:4名

米沢市 6月14日～6月16日 麟市 応急給水作業 給水Jill台，水道職員 3名

上山市 ” ” 
，， 給水車 1台，水道職員 2名

寒河江市 ” ” 
，， 給水車 1台，水道職員 1名

禍 1沿 福 1；1，i1i 6月14日～6月17日 泉 I|i 配水竹復1日：r3)i 棠者 4名

l !！；山市 ，， ，， ，， ，， 

原 町市 ” 
，， ，， ，， 

岩手 盛岡市 6月14[1~6月18El 泉 Tli 配水管復旧工事，幹線通 6月14日～17日水道戦員16名． llI輛7台

水試験作業， i昴水調査 6月17日～18日水逍戦員 4名，業者16名

業如1£価ヽ 9台（重機含む）

水沢，Ii 6J114El~6}i1719l ，， 配水i:t1は1U」:!JI 水道II倣貝 1名，業者 4名，車輔 2台

北上 i|i ，， ，， ，， 水道職員 1名，業者 4名，車輛 2台

花咎市 6月17日～ 6月18日 ，， 
” 水道職員 1名，業者 4名， 111輛2台

宮城 気仙沼市 6月15日～ 6月18日 娘市 応急給水作業 給 水 車 2台

，， 6月17日～6月19日 塩釜市 配水管復旧エl)1: 工事業者 3班

仙台市 6月151'1~6月17日 泉市 ” 工事業者 2班

” 6月17日～6月19日 塩 Tfi ” 職員 3名，工事業者 5名
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災害発生時における応急給水の課題

地霞等大規模災害によって水道施設が損壊し，通常の状態で給水することが不可能となった場

合，応急的に住民に生活用水を確保するには給水車に頼らざるを得ないのが現状である。しか

し，災害の発生は必然的に道路の亀裂と交通の渋郡の発生等によって，従来のような方法での応

急給水は非常に非能率的になる。そこで，必要地区にアルミ製の軽批クソク等を設骰し給水車で

水を補給し，住民はこれにより生活用水を受水するという方法なども考えられる。このように水

迎搬を能率化し，住民は希望するとき何時でも受水できるようにし，断水による生活不安を解梢

することがこんごの課題である。
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第 4節電力施設の復旧

1 復旧の状況

地震発生後，直ちに供給支間の解消を最優先とした復旧を進め，事故発生後約2時間後の19時

10分から13日1時28分にかけて仙台市内の全配軍用変電所の受雹を完了した。

また，配窟線の復旧も13日朝には一般孟要家停霊戸数の約85バー七ソトが回復し， 14日6時50

分には高圧線を全線送電した。

その後，仙台変雷所の275/154KV(250MV A)の3号， 1号バソクがそれぞれ14日， 15日に

復旧し，仙台火力発電所1号機 (175MW)は16日，新仙台火力発電所1号機 (350MW)は18日

それぞれ復旧して負荷抑制を下表のとおり漸次解除した。

復旧状況推移

発生 (9!19FtM5分：
700 

!klll文店心霞完了 99？日 18:？？？9))

恥〇

倅

要
40万

宋

数

:Ij戸）

饂碑韓豆l9B

‘¥ 
/—— 

＼＼‘、ヽ＼ し•l會 占氾 el (13日 2t,'l5 } 

停＇

500止

回

AOO税

数

況；邸9:

20月

:c万

203 

:Ufぷより迂ぷ・，じ了113日 lli1399}） 

こ--～、.--I' ：怠戸麟訂（1，18 匂螂
!00 

9/ 9?,'7 ；。 6il3。
・日時

岱
3 J 2 16 加 ii M。

，
 

8
 

12 
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系統復旧と負荷抑制依頼状況

月日 1

6/12 ! 17時14分地震発生

系 統 復 旧

（単位：M'!D.
鵡抑制園力彗合計

| 1 | | 
14時12分

6/13 
仙台（変）蔵王幹線復旧

246 426 34 706 
275kV-!54kV系

ルプ迎用再附

17時30分

6/14 仙台（変） 275kV炉3Tr 246 213 459 

復旧使用開始

12時15分

6/15 同上名1Tr 246 108 354 

復旧使用開始

112時54分
6/16 仙台火力 1号機復旧並列

95 95 

発 令 箇 所
（店所名）

第一非常
体制発令

第二非常
体制発令

店

店

店

店

店

店

店

店

店

カ

カ

カ

カ

カ

支

支

支

支

支

支

支

支

火

火

火

火

火台

褐

疎

手

田

城

形

柚

潟

京

戸

台

仙

氾

新

本

府

岩

秋

宮

山

福

新

東

八

仙

新

新

東

6/12 17°15' 

6/12 17°351 

6/12 17°25' 

6/12 17°30' 

6/12 17°201 

6/12 17°201 

6/12 18°001 

6/12 17°501 

6/12 17゚151
6/12 17'25,. 

6/12 17°151 

6/12 17゚151

6/12 17'151 

6/12 17°151 

72 

6/18 

6/17 l 
t 

18時16分

新仙台火力 1号機

復旧並列

72 

2
 

復旧の体制

事故発生後，本店及び関係店所は次のとおり非常体制を発令し， 復旧に当った。

配霞線の停止状況は 6月12日地震発生直後，電源側の影梱も含めて 681,600戸停軍した。

地震の規捩から相当の設備被賓が予想されたので，直ちに全支店に対し設備を被害状況の把掘

に努め，応援出動郡備など配電部門全員に待機を指示するとともに，東北電気工事諒本社に対

し，復旧作業への協力と他支店への応援出動辿備など作棠員の待機を依頼した。

その後宮城支店管内， なかでも仙台市を中心に大きな被也が発生していることが判明したの

で，各支店の応急用軍源車を仙台営業所に応援出動させるとともに，岩手，秋田， 山形，福島各

支店管内の作業員40班を宮城支店管内の各営業所（仙台へ30班，

出動させ復旧作業にあたった。

石巻へ5班，古川へ5班）応援

家から復旧作業にあたった結果，

店所間の応援も含め延べ約 7,320名の作業員と約 1,800台の車輛を活用し，公共性の高い術要

6月12日中には 401,600戸が復旧し，停鼈は 280,000戸に減少

した。翌 6月13日には 268,000戸復i日し12,000戸に減少した。また，翡圧線は 6月14日6時50分

に夜を徹した作業により宮城支店管内の復l日をもって全線送電した。
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6月12日，探夜おそくまで復1日作戦をねる東北電力災害対策本陥

6月13日，靱他社からの応援隊と1/11手し復旧作業に出動
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本復旧工事

復旧工事は深夜作業にわたったため応急仮工事の個所もあり 6月15日以降，その本復旧工事を

すすめるとともに，本地震による後追症的な事故を防止するため，更に被害地域の巡視点検を行

なし ‘0

支持物頻斜直し

支線のJf隣

砥線の弛度調賂

変圧器の支持の改修

などを行なっている。

3 復旧出動人員

地農発生から11日目の 6月22日までの復旧稼動人員は他社からの応援，工事業者等を含めて延

び約 2万人（うち社員4割強）となっている。

また，変龍関係のクレーソ車，ユニック車など重機稼動状況は延べ約 130台，配電関係の車輛

延べ台数は約 1,800台となっている。
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第 5節電気通信施設の復旧

電話復旧状況

宮城県沖地擬では，仙台局ニリアの加入礎話28万台のうち 1,500台，市外回線31,000のうち，

13,000回線が障害を起こすなどの被害を受けたが，加入電話は 6月19日までにお上むね復旧し，

市外回線は 6月14日までに復旧した。

公衆電話利用対策

地霞発生とともに商用電源が供給停止となったため，街頭公衆電話（ボックス形）が使用不能

となった。

このため仙台駅前の公衆電話 (100円公衆） 13台については発動発軍機により電源を確保したほ

か，駅舎内の公衆電話 ClOO円公衆） 16台は国鉄の自家発電の供給を受けて使用可能にし，利用

者に応じた。

被災地特設公衆電話の設置

災害救助法適用地域における， がけ崩れ等等による地域住民の避雉場所に，「災害特設公衆鼈

話」を12カ所29台を設樅したほか，関係雷報電話局の窓口にも 6台設低して罹災者の利用に応じ

た。

特設公衆電話設置状況 （宮城通信部調）

区 別 1設会1数位 設皿期問 勁皿場所
区別 蒻 設皿期間

設1位場所

仙台市鹿野小学校 6 6.15-7. 3 泉市東県松児童館 1 6.26-7. 3 

椛 ” 
長町公民館 5 6.15-6.30 ” 永和台集会所 1 6.26-7. 3 

災 ” 小松島児菰館 2 6.17-6.30 6.15-7.10 
II 八木山小学校 5 6.19-7. 3 

II 梱ヶ岡窓口 1 6.15-7.10 
者 泉市焦松児菰館 2 6.20-6.30 

// 長町分局窓口 1 6.15-7.10 
避 仙台市北根集会所 2 6.20-6.30 

仙台中央電報局窓口 1 6.15-7.10 
雖 I/ 向山好日庵 1 6.21-6.30 

迫電報電話局窓口 1 6.15-7.10 
泉市黒松老人憩の家 1 6,26-7. 6 

小牛田 ” 窓口 1 6.15-6.30 
所 II 南光台老人憩の家 2 6.26-7. 3 

” 将監老人憩の家 1 6.26-7. 3 計 8カ所 I 35 
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第6節交通施設の復旧

国鉄

国鉄においては，地捉発生と同時に管内全線区にわたって全列車の運転中止をして線路点検に

入った。同時に仙台鉄道管理局地憐復旧対策本部を設屈し，万全の初動措低をとり対応して行っ

た。その状況は次のとおりである。

なお，国鉄仙台新幹線工事局においても，被害状況を綿密に調査し，桁式高架橋の橋桁接合部

緩衝保持装甑鋼板補強枠や横移動の防止などの設計を検討するとともに，桁座前面はく離箇所

は，鉄筋が露出するまでコソクリートをハッリ，補強鉄筋を入れて修復した。橋脚身体のリラッ

クについては，その被害の程度に応じて補強巻鉄筋コンクリートを打ち，電柱基礎および支持ば

りなどは， コソクリートの打ち替えの措樅をとるが， ラーメ｀ノ高架摘の支持柱中問ばり，ゲルバ

一桁端部および桁受部のクラックについては，鋼板補強や補強筋を入れて修復するなどの措置を

講じることにしている。

宮城県沖地震対策本部の設置

1) 設闘月日 昭和53年 6月12日 17時30分

2) 名 称仙台鉄道管理局地農復旧対策本部

3) 本部長柳田仙台鉄道管理局長

初動手配 1,管内全線区にわたる全列車の運転中止と線路点検。

2'抑止列車の乗客代行輸送手配。

緊急手配 1.再度，徒歩による線路等各施設の点検を実施し，二次災害の防止と安全度の

チェック。

2.列車不在区問の線路構造物の応急後1日。

3.その他の事項

イ）予備電源の確保。

ロ）＇常備電源の復旧見込の集約と早期復旧の要請（対東北電力 KK)。

ハ）運転再会に必要な鼈気設備（龍車線路，電灯電力，信号保安，通信）の応

急措趾。
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路盤の復旧作業

（河北新報社提供）
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項 目

報＼!) PBX異状トラヒックマヒ状態。

2) DAC S筐体か40~50C呼移動電源低下

3) 印刷，樅写霊信回線受偕機設樅か所

212か所中34か所使用不能。

4) 電話の異常ふくそう。指令礎話一時不

通 （ 約 分 ）

状

輸
送
手
配

交
換
回
線

紐
気
指
令
回
線

交
換
回
線

況

D
：
幻
①

~, 
緊 急 処 皿

俯 市外通話の交換台受付解除。

寵報発侶者に緊急以外の発侶見合せ痰諮。

筐体の現状復帰。

列
↓
3
4
 

-i 

動力車及び
乗務員

1) 

幻

地霞発生時迎転中の列車

旅客41本貨物21本その他 1木

地裳発生時駅に停車中の列車

旅客18本~ 貨物14本その 他 2本

動力車及び乗務員が乗ったままの状態で巡

転中止。

1) 地簑発生と同時に管内各線区に対し，列車

の運転中止を指令。

2) 線路，鼈車線及びイ記号機その他の設備の被

也状況確認。 ヽ
1) 復旧に長II寺1廿］を要する列車については，塑

力車を述結したままで留皿。

2) 旅客が乗車中の列車及び駅間の途中で停車

している列車の代替乗務員の手配。
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目 l状 況

客|1) 通勤，通学者が帰宅時のため主要駅で

の混乱。

2) 販売センクー内全端末機作動停止。

3) 仙台駅みどりの窓口端末機6機使用不

能。

4) 陸前古川駅端末機プリンクー 1部損似

5) 本塩釜駅端末機使用不能。

6) 管内端末機設樅か所の異常の有無確認

できず。

（鉄道寵話ふくそう，公衆鼈話不通のた

め）

物 I迎転中止，抑止貨物列車46本

物 I荷41列車金谷川駅抑上

安

設 I施設関係被習状況

線路 602件，停車場 87件

建物 169件 ， 機 械 77件

合計 935件

緊 急 処 理

3) 車両基地以外に抑上した列車の乗務員にエ

ンジンの停止と転動防止手配。

1) 当分の問列車の運転見込みがたたない旨の

放送案内と同時に他の迎輸機関を利用しての

帰宅を呼びかけ。

2) 遠距離列車の旅客輸送のためのバス代行手

配。 （バス代行本数22本）

3) 抑止列車内の乗客に対する給食手配。 （給

食本数23本）

4) 阪売センクー全端末機22時ごろ送雷正常作

勁。

5) 仙台駅 2F本日分みどりの窓口の端末機 2

機を「前売り」に充当。

6) 陸前古川駅プリンクー応急修理。

7) 本塩釜駅には阪売七ンクーで中継。

8) バス代行輸送で福島県内は福交が応じてく

れたが宮城県内社手配に難渋した。

（市バス，宮交に依頼したが，断われ，その

後自術隊に出動要請したが，他に出動済みと

いうことで断られた。）

1) 地農発生前に受託した貨物の処理。

コンテナ代行輸送 226両

車扱代行輸送 120両

う回輸送 834両

2) 地猿発生後の受託。

不通区問普通過となる貨物の受託停止。

!) コソテナ扱，車扱生鮮魚介類にドライ補給

(8件570キロ）

2) コソテナ扱急送品途中卸し

3) ドライ直無の状態となり荷主に直接手配補

給ドライ 450キロ 水2200キロ

1) 荷41列車の急送品を公安室ライトバンで郡

山駅搬入

2) 荷41列車の婚礼用品，魚介類の授索

1) 途中駅又は魚間停車中の旅客列車に公安職

員派遣，旅客の保護，警戒俯報集収，連絡に

当った。

2) バス代行輸送に伴う道路俯報の入手。

3) バス代行餘送に伴う応援，誘瑯。

4) 陸上自衛隊に災害輸送自動車の出動要請。

5) 夜問の警察問の警備要諮。

1) 全列車停止と同時に徒歩による線路巡検を

実施し，線路，路盤摘りょう， トソネルの安

全確認。

2) 2次災啓防止のため再点検し，徐行運転要
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目項 状 況 緊 急 処 理

電 気 11認関係被害状況

砥車線 891件電灯 849件

侶号 1,013件通信線 918件

変電 1件 合 計 3,672件

ビ ル 1地裟発生と同時に停鼈，断水，ガス停止。

（仙台市，
国鉄ビル）

諮 9線区58カ所

！） 第一種警備発令し，要員の確保，業界の応

援要諮。

2) 管内全域のき瑶停止。

3) 巡回確認と応急措1骰指示。
4) 礎灯，鼈力用予備電源起動。

！） 緊怠放送（火気取締）

2) ガス元栓の緊締。

3) 各階給湯室のガス栓，雷熱器の安全確認。

4) ニレベークー内の職員救出。

5) ビル内の被宮状況調査。

6) 霊力節約の放送。

復旧経過状況

項目

情報

区分

DACS 

俯 況

印刷電信回線

模写電信回線

鉄追粛話

電々加入砲話
(PBX) 

露算機

職員の協力で現状復帰，電源回復まで 3時間15分を要したが，テストの結果異状

が認められず21時03分リソク OKとなった。

異状なし

急を要する電報以外の発信見合せを要諮したが，異常に寵報利用が多く，正常に

灰るのに約 1週問要した。

中継線ti屎状なく，本社との述絡には全く影畑がなく，管内の電話通信も確保さ

れた。

電話がふくそうし，揺乱が続いたので市外通話の交換台受付けを解除し，加入者

ダイヤル扱いとした。 C6/13 9:00-6/18 20:00)，また列車迎転に関する問合せ

が続きふくそうしたが，俯報入手ができず案内に苦労した。

17時50分から日霜保守員 2名で，電算機及び周辺装既の外様，継線の有無を点検

し， 20時30分通電全体的にメソテを行ない， 23時までにほぽ屎状のないことが確

認された。 13日9:00にN-200 9:30にN-250稼動，結局20日ごろまで後逍症が残

った。

列車 I迎転中止 I1）地裳発生時の列 I旅 客 1貨 物Iそ の 他 げ
車迎転状況は

迎転中 41 21 1 

停車中 18 14 2 

ムロ 骨I 59 35 3 

2) 地殿を感知した I旅客列車 30 
列車は

巡転中 貨物列車 13 I 44 
その他

1 (69.8%) 

旅客列車 18 

停止中 I貨物列車 14 34 

その他 2 
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項目］区

~
~
 

分 1青

3) 地猿を感知しな

い列車は

4) 地憐の感知方法

5) どんな速度のと

き感知したか

6) 運転中の運転方

法

8) 地誕を感知した

列車の停止手配

況

旅客列車 11 

迎 転 中 貨物列車 8 

その他 。
1架線の動揺 1車両の動揺 I

□三万
19 

i
 

苔
＂

4
4
3
4
 

78 

1 ~ 20畑／H

21 ~ 40 
41 ~ 60 
61 - 80 

81以上

5
1
4
9
7
9
 

44 

行

感知した列車

惑知しない列車

計

8

5

3

 

1

2

 

26 

14 

40 

計

44 

19 

63 

7)か竺：古霊：n;迄 詈腐iヒ悶霧：塁号 1駅で通告されて1謬隠のため途中I計

2
 

12 5
 

19 

非常プレーキ

幣用プレーキ

29 

15 

9) 地上用信号炎管 1527 岩切駅外余目街道踏切

の災上で停った列 但し，架線の動揺で地霞を感知した直後。

車

運 転 再開 I
線名 I不 通 区 問 上下別 1開通時刻安全確認列車初列車 記 事

月日時刻月日1列車月日I列車

南仙台仙台1上 6/13 10 20 I I66//11 3回1007MDI 
東 I 下 6/13 s:20 3 246 

利府・仙叫台l 上f1~6/13lI I 19:35 1 | 6/13回 525

11:00 6/1 21 6/1 525 
岩 切・鹿 11:00 6/16:1!単単995520 6/16 61 3730DI 

麟台・小牛田 下上 !166//16161| 9:00 66// 11 661l 単単99 55 22 0 3 
6/16 8111 

9:30 6/16 7370D 

下 6/148 1 23:40 166//11481l 単単99665623 6/16 8111 累線用塁）運転；；；狂（湘下峰り問線単使
小牛田・瀬條I上 6/1 17: 10 6/18 1512M 

北 一瀬 籠 石 越I下 6/1:'1' 。•20 1166//11441 単91561663M1i66// 16 8111 
'.,. 22:30 16 22M 
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項目 1区 分l

2 市交通

地震対策本部の設置

俯 況

東
北長町・宮城野

喜宮城野・東仙台

貧II]：;：tI :：：：I:［三：：：：にI;:；： I 
ツ 1 ［悶い：ttl:;:t：二□”琵賣

丸森槻木・丸森1 16/18l 17:00 6/181単9550 6/19I初列車 I

仙 I仙台・山寺1 16/141 19:30 16/151単589116/151 824 1 

陸勾戸三言I|］:l[:]:／[|［三：D[圭翌戸芸I山寺折返し

気 1前谷地・柳叫 I6/19I 17:oo I6/221回9925D|6/22|3931D 

仙柳禅・志津川I I7/ 11 18:oo I7/ 21回9925D|7/231 931DI 

沼，志律川•本吉[ I7/ 61 24:oo I7/ 21回9925DI7/71 3腐翡I

地震発生後，交通事業管理者はじめ職員10名が徒歩や自転車等で市交通局にかけつけ，直ちに

管理者を本部長とする地霞対策本部を局内に設樅した。ラジオ放送で災害情報を聞く一方，各営

業所に電話をかけて1胄報の収集に着手したが，電話パニックにより情報収集は困雉を極めた。

20時過ぎ頃から， ようやく電話が通じるようになり，乗客，乗務員に全く被害のないことが確

認できた。しかし，営業所の施設，建物の被害状況や，職員の家屋全壊の報告が相い次ぎ，翌日

からの乗務員の確保が当面の緊急課題となった。同21時，地霞対策本部は全職員に対し，「月難

を排して市民の足を確保するよう」各営業所長を通じて協力を要諮した。

一方，ガスの供給がストップしたのに加え，市交通局が業者に委託して運営している食堂10カ

所のうち 8カ所が大きな被害を受けたので乗務員の早朝出勤を配應し炊き出しをすることに決定

した。 6月13日はおにぎり 1,500個 (1人2個）を各営業に配送，

給食し， 6月14日からガス工事復1日時点まで弁当給食を実施した。

一部事業計画の変更

翌13日から順次復旧したものの， 10日後の 6月23日現在の路線節害は7路線で折返し迎行を

骰なくされた。このため，当分の問，復旧の見通しがたたない 2路線「恵和町線，井土浜経由

上線」について一部，事業計画を変更した。

① 恵和町線については，緑ケ丘入口から折返し迎行中したが，休止区問の利用者の利便を
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るため，一部を「長町営業所～西の平～緑ケ丘三丁目郵便局前」の運行系統に切り替えた。

② 井土浜経由閑上線については， 8月1日から閑J::大橋の大型車両の通行止めに伴い，籐塚

入口折返し迎行に変更した。

これに伴ない乗務員 9名を南仙台営業所閑上出張所から，霞の目営業所に兼職発令し，霞の

目営業所の担当路線とした。また仙台空港連絡便は南仙台営業所の担当に替えた。

③ 緊急輸送対策

国鉄不通区間の代替輸送について要諮をうけたが， これについてはバス路線があり続行便と

しても増回することとした。

④ 被災したバス車両の修理等

12カ月点検賂備中のバス 3両が車両受台より落下し，フロ｀ノトガラス及び前扉ステップ破

損， ミッショソ破損， ラジェーター及びオイルバソ破損等の狽偽を生じた。その他の車両に

被害はなく平常ダイヤの運行が可能であった。

被害を受けた車両はそのまま賂備を継続し， デーラーより破狽したミッツョソー式 (1台

分）を無償提供されたほか，被害をうけた車両の部品の価格を 2割引きの協力を得るなど 1

週間で修理を完了した。

反省と問題点

① 情報伝逹の問題

運行中のバスヘの俯報伝逹の手段が無く，従って乗客に対する俯報の提供が不十分であっ

た。運転者の中には，ククシーやマイカーのラジオを聞いたり，対向車から情報を収集して

乗客案内に努めた者もあるが，災害時の俯報伝達のあり方については，今後，反省を要する

点である。

② 乗客の安全確保はどうあるべきか

グラッときたその瞬閻・バスの運転者は何を考え・どう対処したか・乗客の状況等の 3項

目について，迎行中の運転者を対象にアンケート調査を実施した。その調査結果は次頁のと

おりである。

③ 災害時の信号確保と交通規制によるバス優先の措樅

交通信号機の故悴（停軍），逍路の陥没， 殷崩れ作の障害により， 市街の路面交通は完全に

マヒした。災7If|［かの交通機関の輸送機能を確保するために， まず， 交通（は号を確保するこ

と。マイカー利用者を規制すること等により，公共輸送機関であるバスの優先通行を確保す

る措樅を確立する必要がある。

万難を排し， 30万人のバス利用市民の足確保

13日以降，路線障害のため迎休を余儀なくされた区間を除き，全便の迎行を確保し，公共輸

送機関である市バスの使命を逹成することができた。
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被害の復旧状況

区 分 要

霞の目営業所

霞の目検車掲

北仙台営業所

漿備諜市務室

七北田給油スタソド

七北田営業所

長町営業所

東仙台営業所

計

摘

屋上防水補修及び建物外廼り補修

屋根及び鉄筋補修

建物外壁及び建物内外補修

建物内外補作

床面及び堺補修

建物外廻り補修

““ 
“” 

復旧額は エI竣
3, 53, 8-1 53. 

2, 53. S. l 53. 

53 
2, 53. 8.10 詔

l, 53. 8.17 53. 

1, 53. s. 4 53. 

53. 8.21 5 

365 53, 8. 5 5 

14,740 

（乗

'I北仙台＾ m 
100 ll 

＇ 
， 

15 354 

10 200 

6 127 

2 56 11 

゜
29 

゜
6 

31 28 10 

1? 13 5 

18 8 4 

1 。I1 

゜゜゜27 21 :l] 17 18 

3 

盃丁， 1 

運行中における宮城県沖地震に対するアンケート調査表（昭53.7.18)

三
~曹 万

考 1 乗客の安全を考えた。

[] ： ：:；孟ご：。た。 1: 3: 2: 
311 391 35 

と 4 自分の安全を考えた。 5 12 3 

に 5 戦場のことを考えた， I l | 3 > 1 

11] 己言三且：口〗 1 ;: 

三るとど：勁
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第7章
NIIII圃-圃暉鵬-闊肩馴闇鵬靡II帽lII

応急対策の概要

第1節 災魯対策本部の設it,'

第2節市広報・報道機関の対応

第3節 激甚災沓指定



第 1節災害対策本部の設置

本部体制と初期活動

6月12日午後5時14分。マグニチュード 7.4という激しいゆれが市庁舎を襲った。庁舎内に

た笠原総務局長は市内に相当な被害があるものと直感小川総務局次長，砂金庶務課長などと

識し，三役に報告のうえ 6分後には災害対策木部を設個した。

多くの職員が退庁して間もない時間だったが，匝ちに地域防災計画に基づく第三次非常配

指令すると同時に，報道機関を通じて市職員は各職場に復帰するよう呼びかけた。

地霰発生時にはまだ 714名の職員が業務にたずさわっていたが，ほとんどの職員が机の下i勺

まり身の安全を確保し，ひとりの負傷者もでなかったことが幸いしそれぞれの部署につくこと

できた。

その後，統々と職員がかけつけ市内の被害状況の把握と俯報の収集に当たった。

lfl]もなく，緑ケ丘，北根字一念防，荒巻字源新田などに被害が集中しているという情報があ'

本部はもとよりそれぞれ関係部局の多くの職員が出動し，徹夜で危険防止と避難，救済活動に

ったのである。

職員の参集状況 (3企業を除く）

職員の参集状況
人

17: 14（地捉発生時） 714人

18: 00 1,064人
1.500 

19: 00 1,394人

20: 00 1,480人

l,000 21: 00 1,542人

22: 00 1,558人

500 23: 00 1,559人

24: 00 1,560人

（注） 本庁男子職員2,243名

16 17 18 19 20 21 22 23 24時
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財務部長

民生部長

衛生部長

仙台市災害対策本部の構成と組織

島野 武（市長） ii!I掃部長 森谷 潔（消掃局長）

小岩忠一郎（第一助役） 経済部長 佐々木重夫（経済局長）

樋口 芳夫（第二助役） 開発部長 針岡 繁（開発局長）

佐藤左織（収入役） 建設部長 伊東栄悦（建設局長）

交通部長 池田 国広（交通局長）

村上芳郎（市長室長） 水道部長 佐々木美徳（水迎局長）

大竹兵次（企画局長） ガス部長 吉野禎造（ガス局長）

笠原哲男（総務局長） 教育部長 佐藤 敬（教育長）

熱海 昭（財政局長） 議会部長 腺 房吉（談会事務局長）

襄墜平馬（民生局長） 消防部長 山形伝吉（消防局長）

佐々木忠夫（衛生局長） 応急待機部長 斉藤 健三（選会事挙管務理局委長員） 

班 1他旗都市建設推進事務屈

総合交通対策Hふ
高辿鉄道紐設9ド｛蘭事務局、
新幹線対策事務局

職貝課

文祖課、調代統計謀、

_J 班龍子計算課、事務竹理課、
指定都jli調f絃9

司市民会館

班I財政謀．調J虹課 (4●北主仲）

班1区画9だ99謀
191J発事務所13)

述染tikti池課、 19il兌
_J 班指導悶紐知指iが謀、

営栖課、屯地保全課

面副i計画課

管理謀、計画課
河"'水蹄課

建設課、施設謀
'"蒲生下水処理楊

総務謀，沢材謀、
経理課、竹"'課

給水竹理課、エ務謀
霜気機械課、浄水課121
水質検9t謀

庶務謀、建設第一，県、
第二課、 ih9水Wial諜
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災害対策本部は，各種梢報に基づき，避雖所の設脱や
被災地に対する緊急措趾等，次々と手を打って行った

対策本部の活動経過

まず被害惜報の把握が先決と考え手配中，消防局 119番にガス涌れ情報が相次ぎ市ガス局では

8時に都市ガスの全面供給停止を行い安全を確保した。

19時と22時の 2回にわたって本部員会議を開き情報を交換したところ，この時点で消防局から

者10名，火災10件， ビル倒壊2棟，ガス漏れ7カ所，崖くずれ2カ所，断水 4カ所という1肖報

；入った。この情報は，消防局の無線車が管内を巡回し各無線で消防署に報告。その後，有線で

部に送り込まれた第一報であった。

市内には被害が相当拡大するものと予想されたので，島野本部長ほ各部ごとの体制強化を指示

の時期は，梅雨入り問もない時でもあったことから，緑ヶ丘地区，荒巻字源新田地区，北根

念防地区などの二次災習のおそれのある地域を警戒中，緑ケ丘の一部が降雨により被害が拡

るおそれがあると認められたので， 13日午前 0時半避難勧告を出し，消防，民生，開発など

の戦員が徹夜で警戒にあたった。

らに14日には，崖くずれ土砂くずれに関する宮城県偕報として，「仙台管区気象台発表によ

低気圧は， 9時現在東シナ海にあって東北東に毎時40kmの速さで進んでおり，明日昼前には

雨が降る見込み， 12日夕方にあった宮城県沖地猿で被雹のあったところではわずかな雨でも

くずれ，崖くずれが起こる恐れがあるので十分注意されたい」という通報から，緑ケ丘地区

3地区は一層警戒を要する地域としてマーク，事前の避難措樅など二次災宮防止のためそれ

地対策本部を設既強化した。

災害対策本部は，市庁舎 1階に災害対策特別相談コーナーを開設して，罹災者への建築，

題や金融など生活上の問題について相談を行なった。
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〔災害対策本部の活動のあらまし）

6月12日（月）

17時14分地震発生。震度5マグニチュード7.4。

20分仙台市災害対策本部設樅。

32分各局に第三次非常配備指令。

33分太平洋沿岸津波警報発令。

18時00分都市ガス全面供給停止。

10分律波第一波の俯報入る一17時26分鮎川13cm。

19時00分木祁会議で俯報交換。

20時00分被害状況

死者10名，火災10件， ピル倒壊2棟，ガス洩れ7カ所，崖くずれ2カ所，

所。

6月13日（火）

0時30分緑ケ丘団地の一部に避雖勧告。

5時叩分 消防戟員による市内全城目視調狸（被害の概略が判明）。

7時00分本部員会議（惜報の交換）。

11時00分 市長から知事に対し災害救助法の適用を要諮。

13時00分市長，知事，国の出先機関による合同対策会議。

避難所 8カ所開設ー食糧，寝具などの支給。

災害救助法の適用。

被害状況（累計）

死者11名，負働者512名，住家被害5,714戸，断水31カ所，崖くずれ86

6月14日（水）

9寧 0分宮城県沖地猿特別相談コーナー開設一本庁 1階ロピー。

10時00分木部員会議ー諸対策の進行状況報告。

災害弔慰金支給。

桜内国土庁長官を団長とする政府調査団来仙。

宮城県は激甚災害地指定の適用を検討開始。

6月15日（木）

衆参両院災害対策特別委員会調査団現地視察。

被害状況（累計）

死者1砕；，負傷者512名，住家被害5,714戸，道路，橋梁，河川．
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所，断水 434カ所，齢くずれなど 210カ所。

緑ヶ丘現地相談コーナー開設一緑ケ丘コミュニティセソター内。

緑ケ丘被害状況討談。

仮設住宅建設について協誠。

陸上自衛隊第22普通科連隊により被災住家残材の処理ー 1日当り隊員 150名，車両

25台。

仙台市議会 6月定例会で災害関係緊急質疑。

日（土）

自治大臣現地視察。

宅地保全荊羅議会現地調在。

（日）

避難対策について検討。

警戒区域を第 1 種•第 2 種に区分。

健康相談所開設一昼緑ヶ丘コミュニティセンクー，夜鹿野小学校

激甚災害指定について市長が上京，関係方而へ陳俯。

緑ケ丘現地対策本部設骰一緑ヶ丘コミュニティセソクー内に相談課，総務局，民生

局，開発局の職員計 9名を配骰，各種相談の受付，地区内警戒巡視，避維体制の指

導仙台南警察署現場詰所としても活用。

緑ケ丘，北根字一念防，荒巻字源新田の一部を二次災害防止のため警戒区域に設定

し各戸ヘチラツ配布。

第1種警戒区域 (163戸）。第 2種警戒区域 (281戸）。

（火）

仙台市議会が「宮城県沖地擬災害調査特別委員会」を設置。

仮設住宅建設開始。

鹿野小で健康相談。

（水）

市識会宮城県沖地霙災害調査特別委員会，緑ケ丘地区現地視察。

（木）

地擬による被害実態調査開始，対象は町内会加入の19万世帯。

第一助役，市謡会副議長，災害調査特別委員長，商工会議所副会頭，農協代表者が

関係省庁及び国会へ陳惜。
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応急仮設住宅入居申込受付開始。

洪水注意報により関係職且は待機。

南保健所管内で保健婦巡回サービス。

6月23日（金）

参議院災害対策特別委員会において山本県知事，

市議会各'iit任委員会災寓状況視察。

6月24日（土）

市議会宮城県沖地霙災害調森特別委員会を開催一緑ヶ丘住民の諮願採択。

市内被唱状況について町内会加入世術の失態調祉ー調査員 956名。

宮城県沖地擬特別相談コーナー閉鎖 4,647件受付。

6月25日（日）

集団移転促進事業について協談。

6月26日（月）

6月定例市議会に災害復旧費などの補正予算案約50億円及び国保料減免条例

加提案，原案どおり可決。

前夜から土砂くずれなど4件発生，降雨批46四，警戒体制をしく。

仮設住宅申込み受付状況ー長町住宅・・・35件，西勝山住宅… 4件。

6月27日（火）

大雨注意報により警戒要員各待機。

市誠会災害調査特別委員会現地調査。

第二次政府調査団現地視察開始ー28日まで。

都市ガス復旧率70%95,000戸。

東北石油流出事故を公害部調査。

6月28日（水）

仮設住宅の説明会開催ー41世帯入居者決定。

政府，金融機関，損保協会などに対する陳俯粛について検討。

災習調在対策特別委員会主要被害地域視察調査。

6月29日（木）

対策本部を庶務課に移す。

市識会災害調査特別委員会が関係省庁及び国会各方面へ陳情並びに意見書提出，

6月30日（金）

256 

災害対策本部体制を縮少一夜間は情報連絡員のみ。

緑ケ丘現地対策本部閉鎖，現地連絡所に。



鹿野小を除き避難所閉鎖。

罹災証明発行。 17,000件を超す。

聞発局に裟災復旧対策室を設説一緑ケ丘，北根，源新田地区宅地災害の本格的復旧

対策に入る。

鹿野小学校避難所を閉鎖。

仮設住宅入居開始。

（月）

都市ガス復旧率94.9%128, 900戸。

日（水）

市内全戸調査，被害の中間数字まとまる一回収率76.7%

負傷者7,146名，住家被害 60,470世帯，被害額502偲 2,000万円。

日（金）

市議会宮城県沖地霙災害調在特別委員会開会。

（月）

県内市長会，町村長会，市議会議長会，町村議会議長会が関係方面へ陳情。

（火）

衆議院災也対策特別委員会において，宮城肌知事，仙台市長が意見を陳述。

（木）

部市ガス全面復旧（内プロパンガス切替36戸）。

27日（木）

仙台市防災会議開催。

地震被害の概況と対応状況について中問報告。
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〔緑ケ丘現地対策本部の活動のあらまし］

本 部長殷災対策室長技監石 川 義脚 現楊巡視坦当第一班榊原

澗本部長 市民部長 山口 正一 柏

本部員 庶務記録担当 山口 昭伍 現場巡視坦当第二班武田

俯報連絡担当 名川 良隆 跡部

広報指祁担当 石井 批視 防災材料担当 佐藤

活動経過日誌

6月19日 本部員外4名，宿直 3名（応援3名）

19時40分 大雨注意報が発令されたことにより． 対策本部から第 3号非常配備体憫が指令§

れ，直ちに南警察署，南消防署，緑ケ丘地区町内会長と四者協誠のうえ，棠急llt

に対処する体制をしき笞戒にあたる。

20時30分 大雨注意報解除され非前配備体制を解除した。

23時00分

6月20日

緑ケ丘ー，三，四丁目の第一令第二種警戒区域に対する災害防止について協成。9.

この日，被災者からの相談件数38件。

本部員外6名，宿直2名（応援4名）

この日，避雖所として使用していた鹿野小学校(J)3年生以上と長町中学校が投業］

始めたが，通学路の安全を期するため，緑ケ丘地区から迂回路となる栗原バラ

通路，八幡神社前通路，竜沢寺脇通路東北少年院構内通路を確保した。

次に，台風対策について南警察署員2名，

ついて協議し，非常事態に1ま賞察 200名，消防80名の出動などの体制で活動する

ととした[

この日，被災者から相談件数49件。

6月21日 木部員外6名，宿直2名（応援4名）

仙台市誠会から議員16名が現地調査．本部長現地説明す。

午後に至り大阪市市民部から 4名現地視察，説明。

l3時50分南誓察署交通諜長，笞備課長，現地本部に来所し，緊急避難所の通路の友示板

について打合せのうえ，対策本部で作成することにした。

15時00分 災害対策本部より職員課長，労務課長， fじ子計算課長が現地の状況視察。

この日の相談件数31件。

6月22日 本部負外10名. 1笛fl[4名（応援3名）

10時30分応急仮設住宅入居案内の受付を開始した令

大雨注窯報が発令，開発局より警戒区域に対するパトロール隊14名の動員を要訊

258 



派逍， 7班に描成して一丁目，三丁目，四丁目の実態調査を実施した。

水道局より断水の際のポリタソク代出しの用意ある旨連絡あり，南消防署と大雨対

策について協議した。

16時45分避難者は鹿野小学校に緑ケ丘：～→丁目 9但：帯27名，鹿野本町に 11止帯2名。

18時00分 愛知代議l.:，現地視察に来所した。

22時30分 大雨注怠報が洪水，濃粉注意報に切り替えられたので非常体制を解いた。

この日の相談件数34件。

本部員外8名，宿直 3名（応援3名）

島野市長，緑ケ丘ー，二，四丁目の被災地の実俯視察，本部長が現地案内。

建設水近委員12名，教育民生委員会10名，教育長など，現地視察本部長が説明。

この日，相談件数22件。

本部員外7名，宿直石川本部長他 1名（応援4名）

この日現在の避難者と取壊し家屋は

一丁目 371リ：；il,i 7戸

二丁目 31止幣 なし

三丁目 47世幣 1戸

四丁目 14肱幣 1戸

となり，対液として頻斜計設説10カ所，ボーリング調査9カ所を設定した。

これには，観測総指揮，浅田教授（東北工業大学），総括， 北村教授（東北大学理

学部）が当ることとし， 6月26日から開始することとした。

相談件数27件。

本部員他 7名宿直6名

伊藤宗一郎代議士現地視察。

この日仙台地区農協米価対策本部より災害克服『力餅』の見舞あり。

この日，相談件数 8件。

本部員外21名，宿直 2名（応扱2名）

一丁目現場事務所撒去，大雨洪水注意報発令，降雨批 1時30分～16時30分まで44皿。

南警察署交通課長，緑ケ丘一丁目の交通規制などについて打合せ。

この日，相談件数 9件。

本部員外14名，宿直石川本部長他 3名（応援 3名）

i|i原市，瀬戸市から視察者来所，現地視察。

緑ヶ丘地区に 2名の下痢息者発生，南保健所から検診。

町内会に逆性石けん， クレゾールを備えた。
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この日の降雨批30四。

鹿野本町で土砂くずれあり調査c

相談件数6件。

6月28日 本部員外8名，宿直 3名（応援3名）

建設省建築研究所迫藤利根穂氏来所，現地関究した。

仮設住宅入居者に対する説朋会。

堺市より 3名．視察のため来所。

廷設省土木研究所耐槌研究室，田崎忠行氏他外人 3名来所。

ガス局災害対策本部より復1日予定のPR文書を町内会長に依頼。

この日，相談件数2件。

6月29日 本部員他4名，宿直石川本部長他1名（応援3名）
麟本部と協議の結果．相談件数も少なくな）

，今後の対策の目途とするとこ

6月30日
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らかになったため， 6月30日で現地対策本部を解散することに決定．解散体制

る。

本部員のほか応援者もなく，宿直として 2名残し，解散する。

本部として使用した＝ミュニティ セソクーを整理，引き揚げた。

この日，相談件数なし。



市広報・報道機関の対応

市は地盤が強固だから地裳に強いんだという，従来からの安易な気持ちでいた多くの市民

，て，今回の霞度 5の揺れによる被害の深刻さに大きなショックを受けたことは確かであ

Iき続きの余霞や電気， ガス，水道（一部）等のストップという不安の中，更に追いうちを

，ょうな交通マヒによる，電話も一時不通の状態で情報もとだえがちになり，一時的に暗黒

lへ追いやられたのであった。

の安全を願い正しい情報を早く市民にと願いながら，広報車も動けない一時の空白があっ

ども，地霞直後に発生した東北大学理学部の火災が放送された後，広報課においても被害

）情報が対策本部から入って来るようになってから，ラジオ，新聞等報道機関に被害情報を

ると同時に，市内一円にガス局，水道局，消防局の各広報車ともども事態を知らせること

でガス供給施設が大きな被害をこうむった事態に対応し，市ガス局が全面供給停止とい

殺を断行し，市民に元栓を閉めることを呼びかけたことが，爆発による火災発生などの

．を防止できた大きな要因にあげられる。

ついては，報道機関特にNHKはじめ地元の放送局が適切な情報を深夜に至るまで流し

一ことが，大きな力となった。

も，緊急呼びかけ事項等の随時放送，落ちつきを取り戻した時点からの地霞災害に対す

の実施，各種融資制度の利用呼びかけ，被災の集中地域に対する避難措皿についての

，あるいは新聞広告の掲載や市政テレビ番組による特別番組を放送を通じて，被災者に

市政だよりに「箆災特集号」を連続して発行，復典を誓った
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2 報道機関の対応

地蓑虹後における俯報は，県下の大半が停電ということもあり． ラジオにしか頼れなかっl

とは，宮城県広報課のアンケート調査にも tまっきり表われている。市内の81パー七‘ノトの人•.,;.
窯

ラジオによる情報，次がテレビによる情報の29パーセソトとなり，仙台市を中心とした仙台

圏では85.4バーセントがラジオに頼っていたことが判明した。バニックを起すに至らなかっ＾●

ご
は，速く正しいラジオ報道の力によるものであった。 ''”, 

9,《

NHKの場合， 17時6分気象台から前霞の情報授受をしたばかりであったが「また地誕でら

激しく揺れています・・・・・・」の言策で， ラジオii直ちに地捉速報を屎内に流し，総合テレ

には同じく地霙速報に切り替え刻々はいる被苦偕報を深夜まで流し続けた。 N

道課の具藤一利氏が宮城県沖地裳の初期報追としてその時の生々しい情報活動を寄せて

る。

また，各新聞社や報道機関は，組織をあげて取材活動を行い各記者はそれぞれ担当地域

出し情報を送ったが，交通状態マヒして全部が徒歩やバイクを活用したという。河北新報紐

局次長の「震度 5の中の新聞作り」，毎日新聞仙台支局の「宮城県沖地霙の活動状況」な

解るように，早く正しい情報活動に徹胄はねまわったのである。

●99参，．．999?’'、999.99●""が＇⇔，，．,‘"●，"'鰺＇．． 9~が'‘’"’鼻’’̀’‘'9"`’999●"ヽ，999”-’’’’’‘“̀’999"％，999'’̀9999’'ヒ.,.9'`＇”'皐'

震度 5の中の新聞作り

宮城県沖地挺が赳こった6月12日午後5時15分

から13日午前 l時過ぎまでの当夜の朝刊作業のな

かで，鮮かな印象として残っているかま電気が復

旧した瞬間だった。午後 8時36分，紺集局がパッ

と明るくなると同時に拍手が沸き起こった。「新

間が作れる」一頼りないロウソクの明かりで仕事

をしていたみんなの顔に笑いが浮かんでいる。か

け合う声にはずみがついている。あの大災和のな

かで，さわやかな拍手と笑いで仕事を始めた職場

があっただるうかD これが新聞社みょうりという

ものだろう。

午後5HI,紺集ではいつもり）ように朝l'tlの編集

会議が始まった， iil触れの地巽とは比べものにな

らない震度 5の揺れが褪ってきた時，大半が廊下

へ飛び出し，逃げ遅れた人は机の下に避難した。

鉄骨がきしみ，天JFのけい光灯のカラソを覆いが粉

々に砕けて落ちたのに、一人もけがをしなかっ
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運の始まりだった。

発生の15分後に，緊急役員局長会議が開か

「建てページは最低必要なニュース面とし

ヘージとする。どんなことがあっても，たと

．してでも新聞は出す。鉄道は使えないの

べてトラック輸送とする」という最高方針

た。電気の復旧は早くとも 4時問後，そ

の点検，整備も含めて所要作業時問は

見込みだった。

へ戻ると，安否の確認を頼んでおいた全

局，支局， iili侶部のみんなが無事である

＂，かった。東北全域の通侶網が健在であれ

ュースは必ず集まる。

し，心配ほほかにもあった。仙台と同時に

断水が続いている一関市の印肌工場の状

1台ーー関問のファクツミリ送信や通信網か

送の可否など，考えれば考えるほど条件は

iへ傾きがちだった。

で，沖波警報と避難命令が出ていた太平洋

満潮の時問が迫っていた。津波常襲地幣の

溝の市町村に，チリ律波を上回る被害が出

オ応援をどう組んだらいいのか。外勤記

メラマソは全部出ている。本社は被災地の

にあって躙気，ガス，水逍が止まり，回線

ている！まずの電話もパニック状態で通話不

いている。夕刻のラッツュと信号機停止で

車で埋まって動くことができない。

したなかで，被害状況が入り始めていた。

のビルが倒壊した。橋が落ちた。各所で

屋やプロックベいの下敷きになった死（易

えている。

んな不安を押えつけて， 8時から編集会識

した。一面に総合記事を， 2-3而は写其

だんに入れて見開き特集にし・・・八ページの

りを決めた。 8時過ぎには鼈気の見通しが

いヽ う知らせがあったのに， 10分， 20分と時

：いる。「どんなことがあっても， 何時に

新聞を出す」という厳研方針がひどく重

「律波警報解除」「一関工場は大丈夫」 と矢継

ぎ早の朗報が届いた。そして，霜気が拍手で迎え

られた。

胄の痛くなるような最初の 3時問に比べると，

そのあとの 5時間は早かった。刷り上がりの早版

の新聞が配られると「迫力があるなあ」という戸

が上がった。自画自質であることは明らかだった

が，だれもとがめなかった。

8ページに減らさざるを得なかったが，当夜l1)

作業が予定通り進んだのは，幸運に忠まれたとし

かいいようがない。ほぽ平常通りに配逹された

「8ページの朝刊」に対して，読者からの苦愉は

一つもなかった。逆に「けさは新1ulはこないと思

ってたのに」「本社の被宮は」など励ましやお見

郷いの鼈話をいただいたのにはかえって恐縮し

た。

最初の朝刊を減ページしただけで，次の夕刊か

ら平常体制に戻った。そのなかで特に力を入れた

/1)は生活梢報である。行政と住民のギャップを埋

める役割を積極的に果たし，住民が知りたいすべ

てに，早くわかりやすく答えようというねらいで

ある。軽重の差はあっても，局内のみんなが被災

者だった。知りたいこと，不満ゃ悩み，望んでい

ることを朝夕刊の会議で出し合った。 ガス， 水

遮電気をはじめ復旧資材や手統きなどあらゆる

ことを取り上げた。記事の書き方はもちろん見出

しや地図，カットなどにもみんなで知恵を絞っ

た。

うぬぽれを承知でいえば，地元の新聞としてか

なり期待にこたえることができたと思っている。

いろんな問い合わせがデスクに殺到し，即売の朝

刊，夕刊がいつもより多く，早く売り切れたとい

うのも， こうした新1Jり作りが1蜀進っていなかかっ

た表れだとも考えている。

秋に仙台市で開かれた新聞大会では，災害報追

を通じて新聞の使命を果たしたということで新聞

協会から屎例の惑訓状をもらった。望外の栄で締

めくくりをしていただいたというべきだろう。

...............................................................................................、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

城県沖地震の初期報道

れた頃にやって来る。有名な寺田寅彦

が地震の空白地城をひかえた東北では地

ば災宙は忘れぬうちにやって来るという

が正しいかも知れぬ。

た災害に備えNHKでは日夜放送の削jilli

NHK東北本部報道課 真藤一利

を進めているが死者50人を越す儀牲者を出した十

勝沖地猿以来10年ぶりにみちのくを揺がしたのが

宮城県沖地震だ。日頃地震に対して心構えは出来

ているとは云っても霰疫 5以上の地費を体験した

者は皆無に近い。どこの職場でも同じだった様に
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一瞬全員が総立ち，あるいは机の下にもぐり込む

など批乱状態に落ち入った。広さ 7乎方メートル

ほどの白い壁に囲まれたラジオスクジオではマイ

クが倒れいすも倒れる。マイクは十数秒問ガクガ

クと揺れ動くスクジオ内の音声だけを伝えた。密

室の中で唯 1人アナウソサーはドアも開かなくな

るのではという恐怖にかられながら第一声を放送

した。掘乱の中で俯報も無い。

出て来た言郷ま‘失礼しました”｀皆さん落ち

苅いて行動して下さい”何か伝えなければと気は

あせりながらもそれ以上は頭に浮かばなかったと

云う。 NH!くには地農に備えて視聴者がその時々

どのように行動すれば良いか指針になる告知文を

用意している。｀ストープの火を消して下さい。

｀ガスの元栓を締めて”告知文に甚づいて懸命の

呼びかけを続けたわけだが都市型地霰と云われた

今度の地霞では告知文についても再検討する必要

があることが判った。丈夫な家具のそばに身を寄

せるのはこれまで常識とされていたがNHKが行

なったけが人調査では予想以上に家具の下敷きに

なってけがをしたことが判った。 NHKでは大規

膜地霰対策措匠法の施行とも合わせ如何に役立つ

告知文を作るか防災の恵門家とも相談して問題点

の洗い直しを急いでいる。

こうして初期の地震放送が始まったが鼈話はほ

とんど通じず伝えるべき俯報は入らない。 FMカ

ー，中継車それに記者カメラマソが県内に出動し

たが交通渋滞にまき込まれ動きがとれない。普段

十数分で行ける気象台には 1時間もかかった。放

送は午後 5時14分の地霰発生と同時に絶え阻］なく

続けられているが断片的なごく一部の惜報しか入

地農直後，電気ほ梢え非常霞源灯の下で，
俯報活動に入らんとする NHKのスクッフ
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らず放送時間を埋めるのに苦労すると

がしばらく続く。苦肉の策として始めた

提供の呼びかけである。のちに個人情報

害時のバニック防止に役立ったと評価さ

初は梢報不足に悩むスクッフの悲嗚に近し

けだったかも知れぬ。この呼びかけによっ

機関などから次々と俯報が寄せられるよ

た。停需で限民はテレビが見れないとい

中でNHKはテレビは主に全国放送向け

れまローカル放送に徹底した。様々な情

始めると〇町の00だが無事なので家族

うに放送してほしい。〇病院だが息者は

といった純個人の梢報も殺到する。ちな

当日記録に残っているだけでもこうした

報は 700件を越す。この電話の応対でN
話回線はバソク状態になったほどだ。

個人情報を放送するに当って我々が心

は｀ガ七俯報”意図的な偽りの情報が舞

しないかということだった。東京などで

るが幸い県内では 1件も無かった。

のちに各地で個人情報が話題になった

情報をどう防ぐかに質問が集中したが誠

性を持つ東北でなければこうした放送は

ったのではないか。

災害報道はともすると被害の報道が

がちだがパニックが起きやすい地霰でt
々の恐怖心をとりのぞくかが最大の課題

その点個人の惜報は一つ一つ切りはなせ

スにならないかも知れぬが，それが積み

とによって人々を安心させる立派な情報

とを今回の地震が証明した。

ガス局のガスホルダー倒壊の被害現場
直接放送中のNHKアナウソサー



宮城県沖地震の活動状況について

城県沖地擬は俯報活動に携わる当社にとって

：重な体験だった。なかでも報道の性格上，取

象から一歩距離を1訟くという立場は今回に限

されず，支局舎の停粛，軍9話の不通などによ

者自身も地震被害に巻き込まれての取材活動

聞社の使命「知らせる義務」遂行の困雖さ

めて実感された。

襲で支局の建物の被宮は一部の壁が崩れただ

とどまり，支局員のケガなど人的被杏もなく

濁に支節はなかった。東京本社との直通電

用線も故悴しないでつながったため時々刻々

ュースはこの雷話で本社に吹き込まれた。

らし，新聞社の命ともいえる一般公衆電話の

は悩まされた。支局長，デスクの号令一下

者が現場に飛んでも現場から支局に原稿が

い。原稿を持って支局に戻ろうにも交通信

ストップで街中は巽常な交通渋滞。記者だ

鳴命の縮まる思いを味わった。

，．停露も我々に大きなダメージを与えた。こ

場合を予想して自家発岡装1趾は常備してい

故障して使えず地だんだを踏んだ。とくに

像が支局の中で行えず，苦労した。幸い仙

：警察署や東北露力など自家発砥装l位を持っ

の協力でなんとか現像にこぎつけたものの

道関係者自身も都市型災害に対する備えの

を指摘されねばならない。これが教訓にな

本社では地裳後，数日して新品の自家発

支局に送ってきた。

な状況の中で本社からの応援記者，なかに

でたまたま仙台に寄った記者もかけつけ報

は1頌調に行われたと自己採点できる。まず

最も現象化したビルの街壊や宅地崩壊の有

まえようと地誕のその夜，東北大学，建築

の志賀敏男教授に調査を依頼した。さまざ

害状況をただ記録していくだけでなく，現

向，背後にあるものをえぐり出すのも新聞

命だ。
果，志賀教投の診断比「無理な宅造，

一欠いた耐雲構造の基本」の見出しで 6

付の社会而を飾った。この診断で地囮に対

；市の備えの問題が初めて提起されたのだ。

後，被也状況を羅列しただけに終らず， JjiJ

しい視点を与えたと自負している。

分野の被害報道の中で都市ガスの全面ス

毎日新聞仙台支局

名和興

トップには神経を使った。ストッブ後の 2, 3日

中は大きな波乱もなかったが，復旧が長びくにつ

れ不便さからくるアセリ，悠りを訴える市民のJif

が次第に支局に集まった。「まだ直らんのか」「ガ

ス局は一体何をしているのだ」ー電話で不満をぶ

ちまける誂者の気持が痛いほどわかった。阻話の

相手をしている支局員宅でもガス無し生活の不便

さは同じだ。

だが，紙面でこのことは一行も触れなかった。

遥々として進まぬ復旧作業を批判するのは飾 lii.

だ。「もっと早く」という気持iまだれにでもあっ

た。しかし，ガスの全而ストップはまだ誰にで

も，当のガス局にだって初めての体験。いたずら

に復旧を忙がせては大惨事につながると終始，部

を押さえた報道に努めた。

最後に，この地裳で取材記者個人の被害も少な

かったとはいえない。家が股れるなどのケースは

なかったが，家財追具はメチャメチャ， 2日問不

眠不休の取材活動で肉体的疲労も極限状況。家に

も帰れず，家族の安否を知ったのも地囮取材が一

段落してからだった人がほとんど。しかし，だれ

ひとり不満を訴える者はなかった。「都市型地

霞」という未付有の場面に，仙台市，県職員にも

劣らぬ使命惑があったといえば大げさだろうか。

宮城県沖地擬。それは都市型災害という形で現

代史に残るだろう。「地震国・日本」のためにも

教訓を将来に残したい。

地震の被害を報じた毎日新聞
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ラジオテレビの災害放送について

1 初動時の反省と対策

災害時に於いては，いかに早く，正確にi•，1i報を

放送にのせるかが我々に課せられた使命の一つで

ある。地農発生による被害を放送局だけが避けて

通る事は出来ず多少の混乱ほ止むを得ないが，今

回はラジオが長時間停波し初期の1if報活動はでき

なかった。

テレビは社内述絡雷話の不通で，災害放送開始

まで数分間のプラソクを生じた。また，ラジオ回

復後， 2本のレギュラ一番組を放送し，結果的に

災害時にふさわしくなかったとの反省が出たし，

13日以降のCMについてし同様の声が出た。

災害発生時と，それに伴なう混乱時に於いては

①指抑官の素早い決断 ②原則の確認（日常的に

ヒナ型を作っておく） ③その時に応じた方針の

徹底④一刻も早く放送を出す事が爪要であり，

下記の対策を確認した。

(1) 放送機，送出設備の現況報告

送信，ラジオ運行の各部は災害発生後直ちに

それぞれの設備現況，放送再開II寺問のメド，ま

たその可否を業務局長に報告する。

(2) 番組の変更・編成

業務局長は災害放送の編成， レギュラ一番組

の変更について関係部へ指示する。

(3) ラジオ・テレビの業務部は連絡責任者をマス

クーに配骰し指示の徹底をはかる。

(4) 災害放送枠内の番組運用は報道制作局が担当

厄：：：：：：：ノクー中心）
(5) 分室の営業責任者 1名を会館に配骰し，業務

局内で分室との連絡にあたる。

(6) 東・阪支社との連絡を密にし，番組変更，キ

イ局との連絡，肌内災害現況等の情報を授受す

る。

2 ラジオ放送対策

(!) 可搬型非常用放送機 (!OOW)，同用発電機を

常備し，状況に応じて使用できる体制をとる。

(2) 会館非発障害を想定し，鼈源車（テレビ中継

用）からテレビマスクー，各サプヘ電力を供給

できるよう設備を行なう。

(3) 富谷送信所への番組中継用 FM送受侶機（携
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東北放送

帯用）を増設するとともに，送信所にマイ'

ミキシソグアソプ等の1簡易放送設備を常

る。

(4) 生サプ (8サプ）の機能停止を想＇返した

収鋲用移動型回線処理設備を検討する。

(5) 取材・連絡用 FM無線機 3台を増設する

(6) 市内寵話回線の不通を想定し，軒<l1)災

本部を基地とする1肯報収集体制の確立及び

中継系統図，機器構成図を作成，各部間に

させる。

(7) 交通渋滞に対処して，バイク，徒歩によ

材連絡方法を検討する。

(8) アマチュア無線の活用

今回は，オペレークーが原局の災害放i
に手一杯で，アマ無線活動が出来なかった。

害時におけるオベレークーの配I性が必要で

る。

(9) ニュースハイライトの上り

今回は初期の段階でJRN, NRNの上り

送回線に障害が発生し，使用不可能となった

代替できる自社線（連絡電話用• C線）があ

たが，回線構成，確認が遅れ希望時問に上り

出来なかった。各種現有回線の被害（不通）

想定し，それに応じた回線構成の予行演習をわ

う事が必要である。

(le) 地誕情報（発生の第一報）のカートリッジ‘

i l", 

震度 5以上の大きな揺れの中でほ，アナウ

サーがプースに入室する事はおよそ不可能で

る。今回はたまたまJ]ij霞の1肯報を伝えるぺ＜

室中で，本霞の揺れの中で地霞発生を伝えた

（結果的には停波で放送されず），このため反

省会では放送部から‘‘大きな地震発生＂の第一

報は予めスクソバイしたカートリッジで緊急割

込み処理して欲しいとの要望が出された。ボク

ソ操作をどのセクショソで行うかなどいくつか

の問題は残るが，近々更新されるAPMIこその

機能を持たせる事にした。

3 テレピ放送対策

(1) 初動における災害放送ミニマムの徹底

今回の場合，ニュースセソクーに常時スタソ

バイしている顔出しカメラで直ちに災害放送を

スクートさせるぺきであった。レギュラ一番組



を中断してもすぐニュースセソクーヘ切り替え

られぬ場合，常設の屋上お天気カメラに切り替

える方法もある。大災害の場合， レギュラ一番

糾を中断即天気カメラかニュースセソクーヘの

切り替え，これが災害放送のミニマムである。

(2) テレビマスクーの設備は， APM, 同期系な

ど一つの機器障害で全体の機能がストップする

市が考えられる。

こうした機器障害が発生した場合，マスクー

設備を使用せず放送機直結による臨時放送体制

をとる事を検討確認した。

① 顔出しカメラ（ニュースセ｀ノクー）のみに

よる放送

② 1サプ出力を直結する

③ 小型又は大型カラー中継車による放送

(3) 仙台市内などでいち早くマイクロ中継点を設

骰するため，常に最新の市内マイクロルート取

材地図を作成整備する。

(4) ニュース，番組の上りについては今回は受け

局のTBS担当者が速やかにTRC（テレビジ

ョソ・リレー・七ソクー）に申諮したためトラ

プルはなかった。

(5) 東一仙I甘lマイクロ障害又は会館一国見問同軸

ケープル障害による番組不通に対する機材，人

員配1性等を確定しておく。

(6) 気象台ファックスの更新

気象俯報・地襲俯報などはファックスで受侶

しており，当社を含め，マスコミ，警察，東北

堪力，宮城県，仙台市，東北地建など14端末に

流されている。送・受信とも同一霞源系の装I性
であるため，自家発鼈では機能しない。日常の

短時間の停鼈などの場合は問題ないものの，緊

急時，大災害の場合独立同期付きファックスで

ないと1背報入手は，気象台に出向いて行なわざ

るを得ず，イザという時大きな節害となる。当

社一社の間題では解決出来ぬ難しい問題だが，

報道制作局が仙台管区気象台と話し合い，可及

的速やかに独立同期付きファックスに更新する

よう働きかける事にした。

(7) 琳用電話線の増設

市内鼈話回線の輻談により契約航空会社への

取材連絡が遅れた。昭和46年の雫石全日空機事

故の際にも反省として尊用線設lo:問題が出た

が，今回の災害を契機に会館～東邦航空東北支

社（岩沼）問に尊用線を設佃する事にした。

(8) 緊急自動車の申諮

ラジオをも含め災害の速報性を重視し，取材

車両を道路交通法で定める緊急車両と認めるよ

う，県公安委員会へ申諮すべくすぐ検討に入っ

た。
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第 3節激甚災害指定

陳情・要望

今回の宮城麻沖地震の被害は，仙台市城を中心に集中したことから，市長名をもって夫外悶

機関に陳俯した。また賑においても政府に対し，①激じん災者関係について激じん災裳の指定i
羹

話辿緩和描訟や中小企業関係の激じん災害指定において同法の第12条～15条の一括指定と助虞

適用範囲の拡大措似など捩毀したほか，②災寅融探制度③災薯事業補助制度，＠地方財政措

及びその制度措低関係，⑤地擬防災対策関係などについて要紺したが市において陳俯した内容i

次のとおりである。

陳 情 書 (1)

要旨 1978年宮城県沖地震による仙台市の被害は極めて甚大かつ大規模であることにかんが

澤じん災沓」の指定を早急に描樅されるよう特段のご高配をお願いいたしますと

に，円滑なる災歯復旧を図るため次の事項につきましで乳急に措匹賜りますよう，格

ご配慮をお顧い申し上げます。

記

(1) 激じん災害指定晶期の級和について

今回の地霙は，同一市内においても地盤の相違により桜滅的な被宮を受けた地域と外観上

的被雷の少なかった地域がありますが，後者においても調査が進行するにつね地下描築物，

部設i11i等に被啓があることが判明し，被轡が全市的に拡大する現状にあることから実情を

上，激じん災害指定基辿を綬和され，激じん災害の指定をされるよう要望いたします。

(2) 防災梨団移転促進事業制度の充哭について

① 現行制度上移転費用，住宅建設（宅地購入も含む。）に対する借入資金の利子補給およ

地等の買上げ股用等について限貶額を設けていますが，現状に即したものとされるよう要

たします。

また，これに伴う地方負担も多額となるので，地方公共団体に対する財政援助も併せて

いたします。

② 防災集団移転促進事業により移転跡地の造成について，補助事業として採択される

します。
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陳 情 書 (2)

1切8年宮城県沖地震による仙台市の極めて甚大かつ大規樅であることにかんがみ，「激じ

ん災害」の指定を早急に楷謹されるよう特段のご高配をお願いいたしますとともに円滑な

る災菩復旧を図るため，次の事項につきまして，早急に措脱賜りますよう，格別のご配應

をお願い申し上げます。

記

災害復旧に伴う財政援助措区の拡充について

一災害救助費，災害復旧費罹災者に対する災害対策費に加えて，罹災世帯に対する市税，使用

料等種々の減免措協により財政の逼迫度はますます裔まっています。現在，これらに対し，国に

る補助，地方磁特別交付税の制度はありますが，現行制度では地方公共団体の負担額が多額

り，ぜい弱な財政基盤にある地方公共団体でほ耐えることが困難であります。

て各柚事業に対する国の補助率の引き上げ，地方個にかかる元利償還金の交付税算入

の引き上げ，或いは特別交付税による措骰節十分な財政援助措置を要望いたします，

：)地方公営企業の災害復旧般に対する国の援助制度について

；現在，地方公営企業法第17条の3には，災害復旧の場合，一般会計または，他の特別会計から

補助できる制度はありますが，今回の災害のように被害殷が甚大な場合この制度の活用は望めま
こへ
う、いん。また経営の安定化にはつながらず，特別損失が大きい場合，企業経営の目途がたたなくな

戸
したがって地方公営企業の災害復旧に対し，国の財政援助制度を創設されるよう要呈いたしま

ド゚民間住宅建築にかかる金融上の措匠について
蓋
民問の被災住宅について既貸付金にかかる償逮に関し， 返済猶予期間の設定， 倣遠期間の延

利子の軽減等救済措説を諧括られるよう要望いたします。

住宅金磁公庫貸付限度額の引き上げについて

，行制度の災害復興住宅資金の貸付限度額は例えば木造の場合 580万円となっているが，こ

960万円まで引き上げられるよう要望いたしますD

融公庫枇資制度の改普について

かる農林漁業金敵公血資金の融資限度額の引き上げ及び金利の引き下げを図られ

望いたします。

企業融資制度の改善について

復旧にかかる中小企業融度制度の改普について被害が甚大な中小企業の一日も早い立ち直

るべく，中小企業金融公[11，商工組合中央金庫及び，国民金融公庫の融資限庶額の引き上

砂引き下げ及び既餃付金の金利引き下げなどについて特段の配慮をされるよう要呈いた
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します。

(7) 地霞保険制度の改善について

現行の地裳保険契約約款では，対象物件について全損の場合のみ保険金を支給され

っているため，全損に至らなくても多大の被害を生じた場合は救済措骰がありません"

て，被災の状況に応じ救済措I性が講ぜられるよう約款の改正を指迎されるよう要望いた

陳 情 書 (3)

要旨 1978年，宮城県沖地擬による仙台市の被害ほ極めて甚大かつ大規膜であること

み，「激じん災害」の指定を早急に措囮されるよう特段のご高配をお願いいたし

もに，円滑なる災害復旧を図るため，次の事項につきまして，早急に措骰賜わ

う，格別のご配應をお願い申し上げます。

記

(1) 地方公営企業の災害復旧鼓に対する国の財政援助制度について

現在，地方公営企業法第17条の 3には災害復旧の場合，一般会計又は他の特別会計か

きる制度はありますが，今回の災害のように被害度が甚大な楊合， この制度の活用は

ん。また，現行の災害復旧企業偵の制疲では，恒常的に経営の安定化にはつながらず，

が大きい場合，企業の目途がたたなくなります。したがって，地方公営企業の災害復旧

国の財政援助制疫を創設されるよう要望いたします。

(2) 災害救助法の運用の改善について

① 現行法では，応念仮設住宅の入居者を被災者のうち低所得者（自らの毀力によって

保できないもの）に限定しているが，裳災後の二次災害予防の観点から恒久的な対

れるまでの間は，所得の如何にかかわらず入居希望の被災者に入居可能な措置を講

う，また，基郡面禎の引き上げについても改善されるよう要望いたします。

② 災習救助方法，程度における単価を全般的に現実的な額に引き上げられますよう要

ます。

③ 被災者が親類等に身を寄せるにしても家財道具を一時（仮設住宅と同じ趣旨）で公l

る家財等の一時預り制度を創設されるよう要塾いたします。

(3) 術生施設の災害復旧にかかる補助率の引き上げと補助制度の拡充について

① 保健所施設の災害復旧股補助を制度化されるとともに設備備品等についても補助対1

るよう要望いたします。

② と畜場施設の設備， i1/i品等についても災害復旧費の補助対象とされるよう要望いた

③ 火葬場施設災害復旧費の補助率を引き上げられるよう要望いたします。

(4) 災害援護賓金貸付対象の拡大について
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：では対象者の所得制度が 210万円とされていますが，被災者全般に広く恩恵を与えられ

得制限の緩和措佃を要望いたします。

：健康保険料の減免について

年6月20日付保発第24号，厚生省保険局長通知により「昭和53年6月の宮城県沖地擬に

澤に対する国民健康保険料の減免に関する条例」を制定し，国民健康保険料の減免措訟

、1ところでございますが，この減免額について特別調整交付金として全額交付されるよう

：します。

な・金保険料の全額国肌負担について

した国民年金被保険者に対しては，減免等の措匠を諧じた場合，これを全額国廊で負担さ

要望いたします。

物処理対策について

淡害の指定を受けた楊合の対象事業は公共土木施設，公立学校，公営住宅など14分類と

へるが， ii!j掃施設も対象事業に含められるよう要望いたします。また，次の事項について

［旧事業として認めて下さるよう要望いたします。

制疫上，国庫補助対象事業だけが災害復旧事業として認められていますが，各浦掃事業

尿の貯留槽及びし尿中継所等，国庫補助対象外の事業についても対象事業と同様の取扱

けられること。

後，ごみの批は平常時の約 3倍排出され， これが処理のため日曜稼動及び時間外勤務で

るを得ず，処理経骰が急増している。これについても災害復旧事業費としての取扱い

られること。

道施設災害復旧費にかかる補助金及び対象事業股について

）補助率2分の 1を4分の 3に引き上げられますとともに，補助対象事業股の適用範囲を

Lるよう要望いたします。

陳 情 書 (4)

,8年宮城肌沖地囮による仙台市の被害は極めて甚大かつ大規樅であることにかんがみ，

じん災害」の指定を早急に措骰されるよう特段のご高配をお願いいたしますととも

円滑なる災害復旧を図るため，次の事項につきまして，早急に措樅賜りますよう，格

ご配慮をお願い申し上げます。

記

旧に伴う財政援助描1性の拡充方について

讀，災害復旧費，罹災者に対する災害対策般に加えて罹災世帯に対する市税，使用料

逸措骰により財政の逼迫度はますます高まっています。現在，これらに対し，国によ
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る補助，地方債，特別交付税の制度はありますが，現行制度では地方公共団体の負担額が多

なり，ぜい弱な財政基盤である地方公共団体では耐えうることが困難であります。

したがって，各種事業tこ対する国の補助率の引き上げ，地方債にかかる元利償還金の交付｛

入率の引き上げ，或は特別交付税による措低等十分な財政援助措匠を要望いたします。

(2) 地方公営企架の災害復旧費に対する国の財政援助制度について

現在地方公営企業法第17条の 3には，災害復旧の場合，一般会計または他の特別会計から

できる制度はありますが，今回の災害のように被害度が甚大な楊合，この制度の活用は望め

ん3 また，現行の災害復旧企業債の制度では，恒常的に経営の安定化にはつながらず特別損:

大きい場合，企業経営の目途がたたなくなります。したがって，地方公営企業の災害復旧に

し，国の財政援助制度を創設されるよう要望いたします。

宮城県沖地震に関する陳情書

昭和5彩F11月8日

仙台市長島野 武

1 集団移転事業について

集団移転を必要とする緑ケ丘地区内20戸程度の住居を対象に，

りますが，集団移転に係る住民の経済的負担を軽減し，当該事業を円滑に推進するため特段の

配應をお頼い申しあげます。

(1) 都市型災害への適応制度の新設措既を講じられ，とりわけ都市部における宅地価の実態力

映した額への補助基本額の上限を現行の 530万円から 940万円へ引上げること。

(2) 住宅団地の用地の取得および造成に要する経費に対する補助を分譲方式の場合にも適用_'

こと。

(3) 移転跡の公園緑地化整備についての財政援助措監の確立<

(4) これらの改善措囮については，宮城県沖地霙に係る事業に遡及して適用すること。

2 防災都市計画策定調査の促進と援助措脱の確立について •, 

仙台市は擬災による教訓を生かし，都市の備えるぺき最も基本的な条件である安全性の確偲

観点から｀安全なまちづくりのための都市計画，社会計画，行政計画”の各領域にわたる都・

の総合的な防災都市計画のための基本方針を樹立する考えでおりますが，この安全に強いま

づくりは，地露，水害等の災害が頻発するわが国｝こおいて，広く国民的要諮に応える企ての

助となるものでありますので次のことをお願い申し上げます。

(1) 都市の安全性確保のための国の旅策の充実強化

(2) 本調査事業に対する国の財政的援助措概

3 地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業について
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ヶ丘地震災害復旧対策につきましては早速地すぺり防止工事につき御高配を賜りましたが，

き事業費の大幅な増額措慨をお願い申し上げますと共に市域に多数散在する急傾斜地の崩

工事につきましても格別の御高配を賜りますよう併せてお願い申し上げます。

による損失を填補する制度でありながら，運用の実態は全損以外は給付の対象から除外さ
-・・ 
また，地震に基因する火災に対しても適用が及ばない不合理な側面があり，不測の損失に対

；救済制度としての機能性を欠いているので，制度の改普をお願い申しあげます。

国による再保険機構の整備を図ること。

保険給付内容の大幅改善を図ること。

宮城県沖地震に関する意見書

昭和54年2月23日

仙台市第一助役佐々木美徳

れから宮城県沖地霙に伴う意見を申し述べさせて頂きます。

じめは，宅地災害の一つの典型である緑ケ丘地区に対する防災集団移転事業についてでござ

が，都市型災害への制度改正を要望いたしておりましたところ，国庫補助基本額を 1戸

円から898万円に引き上げ措院を図って頂き，事業を円滑に推進できますことを惑謝してお

す。これは，加えてのお願いでございますが，本市としては移転地の造成を 8月ごろまでに

了し，被災者にほ移転地で新しい年の正月を迎えていただけるよう事業の進捗を図るつもり

りますが，補助金の単年度全額交付につきまして，国においてもその方針である旨は聞きお

ではおりますが，なお，先生方の特段のご配慮をお願い申し上げます。 ・

ぉ，当該地区の宅地造成業者に対してほ，応分の負担をするよう行政指蒔を進めております

何分にも現行法体系上限界がございますので，今後，かかる事態が発生した場合の被災者救

ため，なんらかの措置をお考え下さいますよう併せてお願いします。

屯公益事業に対する災害時の救済措置に関してでございます。本市のガス施設につきまし

：，低圧有水ガスホルダーの倒壊，市内各所におけるガス供給溝管の寸断など甚大な被害を受

．のでありますが，その復旧にあたってはガス洩れによる二次災害の発生阻止を第一として，

t海道から南は九州まで12都道府県に及ぶ全国のガス事業者等から，延ぺ12,000人にも逹す

完全復旧まで約 1カ月を要したのであります。

災害復旧に要した費用ほ，港工場への移設を余儀なくされた製造設備なども含めますと，

にものぽっております。

事業は公営企業であり，企業であるが故に料金収入でもって経営するのが基本ではありま

この度の宮城県沖地擬のような大規模災害が発生した場合には，その巨額な復旧費用の支
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弁は， 1事業体の経営努力のみでほ到底賄うことが出来得ない現状にあります。

ガスの公益事業の性格からも，経営の安定化が何よりも求められておりますし，その、~

も経常経営の枠内で支弁不能な臨時かつ巨額な股用については，別途何らかの救済措罷ヵ

れてしかるべきと考えられます。ここに， ガス事業に対する災害復旧股用の国庫補助制

に確立していただくことを強くお願いするとともに， 災害復旧のために借り入れした資

る利子補給措匠も諧じられるよう併せてお願いするものです。 ゃ

なお，水道事業に関しましては，既に国血補助制度があり，たいへん惑謝いたしており

が，多額な復旧股用の支出に対し，補助制度を改善下さるようお願いいたすものでありま；

次は「防災都市づくりモデル都市」への指定についてでございます。今回の地震による被

盤が良いと言われていた仙台市に集中し， 地霙発生の直後には全市内が停電し， ガスは

止，水逍は約 7,000戸断水，交通信号はストップして交通混乱，雹話は通話が殺到して一

使用不能など，いわゆる都市のライフライソの破壊によって，都市における市民生活が重-

機にさらされたのであります。このことは，都市が災害に対していかに無防備であったか

を求めるものでありますが，本市はこの費重な経験を教訓として「防災都市づくり」を市

本とし推進する方針でおります。

もちろん，これまで都市が災害に対して無策ではなかったことは，都市計画法，建築基

の法的規制，各腫防災計画の策定，防災事業の実施などには示されてはおりますが，複合

である地擬に対して，都市が安全化への道を歩んでいたかとなると，若干の疑問を禁じ得

であります。と申しますのは，今回の被害の特徴として，軟弱地盤におけるビルやマソッ

被害発生，宅地造成等規制法施行以前の造成宅地における被害発生前にも申し述べました

ライソの破壊，特に地下埋設物など，新たな問題点をいくつか提示しているからでありま

都市自治体にとって，市民の生命と財産を守ることは防災の基本であり，そのためにも

都市づくり」は災害対策の究極の目標であると考えております。今回の宮城県沖地擬を契機

て，防災に対する関心は全国的な高まりを見せており，多方面からなる地裳関連の基礎調査/9

門的，かつ学術的に作成されつつありますが，大規模な都市型災害を経験した唯一の都市で，

仙台市といたしましては，全国の各都市の参考となる「防災都市づくり」は貴務でさえある

えております。したがいまして，国におかれましても本市を「防災都市づくりのモデル都市

指定され，関係する諸官庁の協力も得ながら国を挙げて，都市における防災対策の基本を体

に整理し，安全化への課題である都市の不燃化，避難の安全化など具体的方策や事業を早急

施できるよう，特段のお力添えを強くお願いして，私の意見を終らせていただきます。
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今回の宮城県沖地製の災害に対して適切な応急対策実施の資料とするため， 6月14日

丁長官桜内義雄氏を団長とする第一次政府調査団を， 6月27日に国土政務次官丹羽久章

とする第二次政府調査団を派逍し実態調査を行なった。

11月8日には参識院建設委員会が建設事業並びに建設諸計画に関する実俯調査のため派

環日時 6月14日 団 長 国 土 庁 長 官 人 員23名

l員の構成 国土庁，総理府，警察庁，文部省，厚生省，農林省，通商産業省，資源エネル

ギー庁，迎輸省，気象庁，労働省，建設省， 自治省及び消防庁

第二次政府調査団

日時 6月27日 団長国土政務次官人員16名

員の構成 国土庁，文部省， 1厚生省，農林省，水産省，中小企業庁，気象庁，建設省及び

消防庁

11月8日から10日まで 3日問

参誠院建設委員会

委 員 長 安 永 英 雄

理 事増岡康治

「、,28日政府は丹羽国土政務次官を団長
9第 2次調査団一行15人を派逍，被害の
を視察している状況を報じた河北新報
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理 事栗原俊夫

委 員巡藤 要

II 藤田 進

I/ 桑 名 義 治

随行者 参議院建設委員会調査室長森 ー衛

” ” 調査員小森谷栄二

3 激甚災害閣議決定と諸法令の改正

激甚災害の指定

宮城県及び仙台市においては，宮城肌沖地挺の被害に鑑み，激じん災害指定とこれが基

措匹について政府に要望したのに対し， 7月25日の閣議において中小企業関係と個人住宅関

対する一部激じん災害指定が承認され， 7月28日公布施行された。

指定された後，市長は議会説明の中で，「7月10日に宮城限市長会， 宮城県市議会議長会，

呪し町村長会及び宮城県町村諮会議長会の 4団体により，県選出国会議員はじめ， 自 治 大 蔵

土等関係機関に対し激じん災害の指定等10項目に亘り，陳俯いたしたところでございます。／

た，翌11日には衆議院災宵特別委員会が開催され，山本知事とともに参考人として出席し

激じん災害指定及び災害復旧に伴う財政援助等， 4項目にしぼって要望いたしましたe 更i:::.,

険区域の集団移転の用地として国有財産の提供につき，関係省庁に要望して参ったところで

います。このように，機会あるごとに議員各位を始め各界のご協力を賜わり、関係省庁等fこ

現況説明並びに陳情等を行って参ったのでありますが，お蔭さまをもちまして， 7月25日，

企業と住宅関係の被害を激じん災害に指定する旨，閣議決定されたと述ぺている。このよう

定まで相当難行したけれども政府も被害が特に著しく激じんであることを認め，指定に伴う

すぺき措四として，次に掲げる措饂が適用された。

① 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

② 中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期問等の特例

R 中小企業者に対する資金の融通に関する特例

④ 罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

国における主な法律の改正

第55回国会において成立した「天災による被害股村礁業者等に対する衰金の融通に関する

措皿法及び激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する

（昭和53年法律第97号）の公布施行（昭和5彩F10月27日）に伴い「激じん災菩に対処するた

特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正する政令」（昭和 53年政令第 359号）

（昭和53年10月27日）して，激じん災害を受けた中小企業者等に対する商工組合中央金庫に
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金利引下げ及び融資限度額の引上げを図り，その適用は昭和53年6月1日以後に発生した

とされたため，今回の地裳による災害に適用されることになったのである。同法の内容ほ次

?りである。

による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措匝法及び激じん災害に対処す

9の特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律（天災による被害農林漁業者等に

資金の融通に関する暫定措骰法の一部改正）

条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措臨法（昭和30年法律

第136号）の一部を次のように改正する。 ‘ 

：条第四項第一号中「80万円」を「 160万円」に，「140万円」を「 280万円」に，「200万

円」を「400万円」に，「1,000万円」を「2,000万円」に，「2,000万円」を「4,000万

円」に改め，同条第 8項中「1,000万円」を「2,000万円」に，「2,000万円」を「4,000

万円」に改める。（激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部

改正）

条激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号）

の一部を次のように改正する。

条第一項中「80万円」を「160万円」に，「140万円」を「280万円」に，「200万円」を

「400万円」に， 「1,000万円」を「2,000万円」に，「2,000万円」を「4,000万円」に

「100万円」を「200万円」に，」160万円」を「320万円」に，「240万円」を「480万円」

に改め，同条第二項中「1,000万円」を「2,000万円」に，「2,000万円」を「4,000万円」

に，「3,000万円」を「6,000万円」に改める。第十五条第一項中「400万円」を「800万

円」に，「1,200万円」を「2,400万円」に，「6.2パーセソトの利率」を「6.2バーセント

を超えない範囲内において政令で定める利率」に改める。

この法律は，公布の日から施行し，第一条の規定による改正後の天災による被害農林樵業

等に対する資金の融通に関する暫定措樅法第二条第四項第一号，及び第八項並びに第二条

規定による改正後の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条及

昭和53年6月1日以後に発生した天災又は災害につき適用す

正の理由

訛業者，中小企業者の災害による賓金需要の増大などに対処するため，これらのものに貸

9資金の貸付限度額を引上げるなどの必要がある。これが，この法律案を提出する理由であ
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昭和53年6月の宮城県沖地霞による災害により被害をうけた中小企業者及び

医療関係施設の開設者に対する災害融資に関する特別措骰について

昭和53年6月の宮城県沖地胆による災宮によ

り，被宮を受けた中小企業者及び医旅関係施設の

開設者に対しては，当該災害による被害が極めて

甚大であり，被災中小企業者及び医療関係施設の

開設者の急速な立直りを促進することが緊要であ

る実梢にかんがみ，特に被害の箸しい中小企業者

及び医旅関係施設の開設者に対する国民金融公

庫，中小企業金融公卯，環撓衛生金融公庫及び医

療金融公JII]からの災害融狡については，下記によ

り貸付利率を年6.2バーセソトに軽減するほか，

特別被害者に対する災宵融狡については，更に年

3バー七ソトに軽減する特別措骰を講ずることと

する。

記

1 特別措骰の対象とする中小企業者等

(!)貸付利率を年6.2バーセントに軽減する措低

の対象とする者昭和53年6月の宮城県沖地震に

より，災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号か

ら第 3号までのいずれかに該当する被害が発生

した市町村の区域内の中小企業者及び中小企業

団体並びに医振関係施設の開設者で，事業所又

は主要な事業用資産について，全壊，半壊，そ

昭和53年7月23日

閣識決定

の他これらに訛ずる被害を受けた旨の証l]I]を
町村長その他相当な機関から受けた者

(2) 貸付利率を年3バー七ソトに軽減する措

対象とする特別被害者

上記(!)に掲げる者のうち，上記(!)に規定す

事業所又は主要な事業用質産の激甚災害によ，

捐失額が，次のいずれかに該当する旨の証l]I]

市町村長その他相当な機関から受けた者

イ 当該事業所又は主要な事業用資産の被害

における価格の100分の70以上であること。、

ロ 当該被害者の被害が生じた日の属する年

前年又はその者の被宮が生じた日の 1年前

日を含む事業年度開始の日以降 1年問にお

る事業による総収入の 100分の10以上で

こと。

2 特別措骰の対象とする貸付金の限庶

別に措l在する商工組合中央金廂からの融資

含め，全機関を通じ 1貸付先当り融査額のう

400万円（団体にあっては， 1,200万円）まで〈

3 特別措i性を適用する期間

昭和53年12月30日までに災害融毀を受ける

について，貸付後 3年を経過した日まで

昭和53年 6月の宮城県沖地霙による災害により被害を受けた中小企業者及び

医療関係施設の開設者に対する災害融資に関する特別措骰について

昭和53年6月の宮城県沖地裳による災害によ

り，被害を受けた中小企業者及び医療関係施設の

開設者に対しては，さきに，昭和53年7月25日の

閣議決定により，国民金融公il1，中小企業金融公

胤環撹衛生金融公即及び医旅金融公Jiliにおい

て，災害融賓に関する特別措1性を講じているが，

298 

昭和53年10月24日

閣厳決定

同特別措1位中，貸付利率を年6.2バーセソトか

年6.05バー七ントに引き下げるとともに，貸付

の限度額を 400万円（団体にあっては 1,200

円）から 800万円（団体にあっては 2,400万円

に引き上げることとし，昭和53年10月27日から

施することとする。



第8章

救援活動の概要

第1節避難措置の状況

第2節相談所の設骰

第3節替戒区域の設定

第4節 裳災復旧対策室の設置

第5節 防災集団移転の促進

第6節宅地保全審議会の審謡

第7節生活必需物資の供給

第8節仙台市医師会の対応



第 1節避難措置の状況

市災害対策本部ば一般住宅で被害の大きかった緑ケ丘，北根字一念蒻荒巻字源新田の各

区で，二次災害発生の恐れが強いことから被災者に対し避難所への避難を呼びかけて人身の安

を確保し，食糧の支給はもちろんのこと毛布や布団などを配布した。

なお，市内で開設した避難所は12カ所，避難人員は1,549人に及んだ。避難状況ほ次頁のと

りで，警戒区城として指定したところがその大部分を占めたのである。
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お知らせ

仙台市災害対策本部

災害復旧にあたっておられる住民のみなさん，大変ごくろう様です。

本部も復l日に全力をあげて取り組んでおりますので，なお一層のご協力をお願いします。

当団地の旧地形及び現在の被害の状況から二次災害を防止するため，警戒を必要とす

る区域を次のように決めましたのでお知らせ致します。

第1種警戒地域

① 二次災害発生の恐れが強いので，できるだけ避雌して下さい。

② 市の係員が訪問しますので具体的にご相談下さい。

第2種警戒地域

① 二次災害発生の恐れがありますので，大雨などの場合，直ちに避難できるよう準

備して下さい。

② その場合，災害対策本部の指示に従って下さい。

避難場所

北根宇一念防ー~黒松児童館

荒巻字源新田一一北根集会所

緑ケ丘一丁目T鹿野小学校

一緑ケ丘コミュニティ七ソクーー一ヅ＼木山小学校

緑ケ丘三丁目ー一緑ケ丘コミュニテ 4セソクーー→八木山小学校

緑ケ丘四丁目ー一八木山消防出張所 八木山小学校



避難所別の避難状況 （市災害対策本部調）

避 難 所

長 町 公 民 館

鹿 野 小 学 校

八 木 山 小 学 校

北 根 集 会 所

高砂小学校

鶴ケ谷二丁目第一集会所

II 六丁目第三集会所

鶴ケ谷東小学校

新田公会堂

自由 ケ 丘 集 会 所

向 山 好 日 庵

小 松 島 児 童 館

黒 松 児 童 館

延批術数 1廷 人 員

阻11t 13人'

335 I 1,130 

9 I 16 

10 I 25 

34 I 100 

5 I 15 

9 I 30 

10 I 30 

13 I 40 

26 I 73 

19 I 69 

8 I 8 

0 I 0 

開 設 期 問

6/16-6/22 (7日問）

6/12-6/30 (19日間）

6/19-6/28 (10日問）

6/12, 6/19-6/25 (8日問）

6/12 (1日問）

” / /  
” / /  

” ” 
” 

6/13-6/18 

6/16-6/22 

6/17-6/25 

6/17-6/25 

” 
(6日問）

(7日問）

(9日間）

(9日問）

備 考

（職員
麟なし）

” 
” 
” 
” 
” 
” 

ー吾＂ 485 1,549 
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第 2節 相談所の設置

一般的相談の概況

今回の宮城県沖地展は，仙台市に被害が集中し64万市民に大きなショックを与えた。都市

らゆる生活機能部門がマヒ状態におちいり， 地域によっては手のほどこしようのない状態に‘

やられた。幸いにして市民と各関係機関の努力で復旧に努めた結果，鼈気，水道，

正常にもどることができた。 しかし， 地震による被害は， 全市的にツメ跡が個人住宅に大き

けに， 市民の不安と苦梢を解消し自力復旧を援助するために，被災者に対する融資をはじめ

住宅や宅地の復旧にかかわる相談を，市庁舎 1階ロビーに市の関係部局の担当者や住宅全融

をはじめ，国税局，法務局， iじ話局からも応援を得て各種の相談に応じた。相談は，住宅融

係が第 1位で 1,273件もあり，次いで宅地，建物の指瑯関係が 724件，税の減免関係 633件，

物修繕関係 533件と続き， その相談件数は， 4,647件に達した。

なお，被害の怯だしかった緑ケ丘では，緑ケ丘コミュニティセソクー内に現地相談コーナ

設佃したほか，

相談所を開設した。

日別相談受付の状況

6月18日には昼は緑ケ丘コミュニティセソクー，夜は鹿野小学校の避難所に

（市長室相談課調）

区 分

住宅金融公庫

災害援渡融資

宅地建物規制指瑯

市道補修

水道

ゴミ処理

住宅幹旋

下 水逍

ガス

税の減免

民事

土木建築修繕斡旋

消 防

需話局

そ の他

計

晶孤15（木）116（金）117（土）118（日）119（月）120（火）121（水）122（木）123（金）124（土）

301 661 63 

51 151 11 

121 561 39 

2 I 4 I 1 

8 I 15 I 4 

111 441 26 

5 I 14 I 28 

1 ， 
11 

5 

6
 

7 

112 

1
2
4
9
5
5
1
2
5
 

8 

364 

15 

40 

4 

156 

21 

5 

413 

5

8

7

 

6

5

 

11 

13 

6 

68 

55 

23 

306 

8

8

9

 

5

1

 

ー

3

5

 

ー

8

6

 
5
 

39 

41 

3 

350 

5

0

5

2

 

1

1

0

 

2

1

 

6

8

 
2
 

84 

81 

11 

74 

33 

2 

651 

9
0
9
8
4
 

ー

10 

37 

62 

120 

4 

59 

42 

1 

618 

130 

15 

161 

8

0

 
2
 

5
3
8
3
3
3
8
9
6
 

607 

191 

18 

65 

9

7

 
ー

6
3
4
7
3
1
9
5
1
1
7
 

500 

90 

14 

76 

13 

15 

4
2
5
8
5
2
2
6
3
2
5
 

423 

5

8

0

 

7

5

 

6

1

 

ー

4
0
2
0
3
2
0
4
8
2
2
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302 



分

融 質

租 談 内 容

地震保険

住宅，擁墜

の復旧関係

建物補修（古臓礎，土台，かもい，通柱，筋かい，階段，浴室，台所，クイ Jl-, 窓ワ

ク，天井，屋根，瓦，内外壁等）沢金の融狡について。

宅地補修（地盤陥没，亀裂。捷壁危裂，頼斜，崩壊。プロックペい煩斜，倒唆等）

資金の融沢tこついてC

建物全壊による建直し資金の阻箕について。

i ※建物の種頬（社宅，アパート，下宿屋，貸家，店舗併用住宅，倉庫，マ｀ノツョ｀ノ

！等）

従業員に対する休梁補償，家賃資金（飲食業に多い）支払いのための融沢はないも

のか。

商店経営沢金の融資について，

マンシ”ソの火災報知器取替（部品なく補牲不能）沢金の融資についてc

マッツ塁ンの入居者の家財，濶殿品の購入資金の融沢について。

家主が復1日工事をしないため，借家人が工事をする塙合の融狩について全

親名義の建物を子が捕條する湯合の磁資について。

加入時の説殷J不足による苦梢

団地震で被宙があったとき契約金がおりがといわれて加入したが，今回の地裟

では部分被宝で保険の対象にならなかった。

家財狽也に対する給付。

倒壊の危険あり，補修改築の鑑定をお顕いしたい。

建抱業者から建直しが必要といわれたが，第三者の平等な診断をお願いしたい

応急修理のあっせんをお屈いしたい，

地割れ，陥没および建物が傾き居住不能，解体したいが経毀を知りたい，

倒股寸前で修理不能，家主に修理の気持ちがない。

新鉗して 2年半，土涸の石垣が崩壊し隣家 2軒の風呂揚を壊し，自宅も頻いた。敷

i 地に20cm位のf屈裂が入った。なお，土涸の下は国の用水堀になっているので，撓界

l を確定してほしい。

家屋が南に傾き，かもいが 3か所脱落，台所，風呂場の土台がずれ，大工から修理

不能といわれた。

木造 2階建，柱等のずれで全体が傾き，玄関全域台所半壊，床パ蜀の天井落下等

で補修の見込みなしs

地割れ，地盤沈下で家屋の半分が破颯プ=ックペいも15m崩班したのでどうした

らよいかc

住宅，店舗の屋敷が全面破損，土台がずれ態が崩落したのでどうしたらよいか。

邸礎コソクリート！こ亀裂 (6ば）が生じ端で14¢厄沈下，復1日のため地質の調査をど

こに依頼すればよいかさ

家屋は修理不能で解体したいをまた，宅地に亀裂が生じたので追成のやり直しをし

た＼、9

土台がずれ，台所の柱が折拍し，舷が崩落，戸，障子がゆがんで修理不能。またプ

ロックペいが倒壊どうしたらよいか。

擁墜（高さ 2~411i，長さ15訊）に亀裂，庭先に30~40C嘉の亀蕊家屋の 3分の 1

が領き，瓦が落下どうしたらよいか。

家屋がい斐領き， 1階は東に， 2階は匝に桁がずれ，壁の 3分の2が崩落。プロッ

クベいが倒壊どうしたらよいか。

303 



区 分 相 談 内 容

石垣が崩壊，プロックペい倒壊どうしたらよいか。

側溝の地割れで水道管に亀裂が生じ水が吹き出し，地割れ部に没水。店舗ヵ

り低く沈下したが，その補修をどうしたらよいか。

貸家（アパート）の瓦破損，土地に亀裂が生じ，プロックペいが倒壊したど）

らよいか。

近隣のプロックペい，擁壁が危険，公的機関の指部をお願いしたい。

崩壊したプロックペい，擁監の復旧方法について教えて欲しい。

家屋解体の手続きと融資について教えて欲しい。

プロックベいの建設基準について教えて欲しい。

私有地の擁壁が公道に崩れたが，修復能力がないどうしたらよいか。

通学路に面した私有地のプロックベいが崩れかかっていて非常に危険，修復t
がするか。

第 1種警戒区域に指定されているが，自宅は地山で大丈夫なので指定から除

しい。

路 I 市道路面の亀裂，破損の復旧について。

側溝補修について。

歩道の確保（民地側のへいが倒班の危険）について。

擁壁改修のため市道の一部占有しているので困る。

道 I給水管の補修について。

給水車の婆請について。

涌水の復旧について。

にごり水の苦情について。

(6) 浦 掃 I崩れ蕗ちたプロックベい，瓦の処理について。

(4) 道

(5) 水

ガラス片の処理について。

破損材の処理について。

墜土，土砂の処理について。

営業ゴミの処理について。

(7) 住宅関係 I家屋が損壊し居住出来るような状態でないので住宅をあっせんして欲しい。

アパートが損壊して危険につき， 8世帯を市営住宅に優先入居させて欲しい。

地擬により立退きを諮求されているので市営住宅に入りたい。

(8) ガス関係 I ガスの開栓の時期は何日になるか。

アバートの開栓の点検時に，台所から風呂に引いているパイプにヒピが入って

ので切断されたが，何日頃復旧できるのか。

自宅前のガス管（供給管）が露出しているが調査してもらいたい。出来れば地

設を希望。

ガス使用の発表について，もっと地区名を具体的に発表して欲しい。（越路方面

食営を経営しているが，ガスが使用できないため営業ができない収益の補償はカ

のか。

供給管復旧のためコソクリートをこわしたがその補修股用は誰がもつのか。

卓上ガスコンロの阪売場所はどこか。

器具の安全確認と修理はどの時点で確認するのか。

ガス使用の広報車のスピードが速いので内容が聞きとれない。ゆっくり走って

"‘o 
(9) 税 関 係 I所得税，市県民税，固定資産税及び事業上の損金扱い等の相談で，原因別にみ
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分 相 談 内 容

次のとおり

① 家屋の損壊による税の減免

② 壁の崩壊

③ プロック塀の崩堰

④貸家・アパート

⑤屋根瓦

⑥ 石垣の崩壊

⑦ 家 具

⑧ 商品（食料品，酒ピソ）の破損

⑨店舗の損壊

⑩ 機械の損壊

⑪ 倉庫の損壊

⑫ 煙突の崩壊

⑬ 不 明 計 633件

10訊位ある二‘ノトツがくずれたが，事業上税金面でどのように扱われるか。

親名義の建物を子供が修復した場合贈与税がかかるか。

商品として店に並ぺておいた酒ヒッ，食品が倒れて売り物にならなくなった。これ

はどうすれば損金として扱われるか。

アバートが全壊したが，家主の費任で修理すると税金は免除になるか。

プロック塀がこわれた，税は免除されるか。

コンクリートプラソト (1,800万円相当）が使用不能，新設の場合どのように扱わ

れるか。

改築するための股用がないため，田畑を売却して建物をたてた場合誤所取得税・不

動産取得税の免除して欲しい。

法律相談 I イ翡地上の建物の補修（地主，借地人）

建物の破損による物損の賠償（建物所有者）

擁監，プロックベい崩壊による物損の賠償（所有者，被災者）

// // 人身事故の賠償（被宙者の代理人）

擁墜，プロッタベいの施工責任。

（例） 本胆で崩れた擁墜を修理したが，余裟と降雨で再度崩れ，車 3台を破損。

破損家屋の明渡（家主，借家人）

入居後 2~3カ月で被災した新築家屋の補修責任。

被災したアパートを家主が補修しない。

取得予定地（所有権移転後に支払予定）の修復義務。

第 2種警戒地区内の土地売買契約の解除。

建物内で落下物，倒れてきた物による事故の賠償。

（例） 医院内で棚から医療器具が落ちてきてケガをした。

店舗内で買物中，品物が倒れてケガをした。

家屋の貸借関係（家主，借家人）

土地の貸借関係（家主，借地人）

プロックペい崩壊による物損の賠償（所有者，被災者）

// // 人身事故の賠償（所有者，被害者）

建物，擁壁破損に伴う物損の賠償（所有者，被災者）

// // 人身事故の賠償（被害者）

建築途中の崩壊に対する股用負担（発注者）

危険地帯の不動産売買契約（買受人）
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区 分 相 談 内 容

プロックペいの崩壊の危険について。

家屋，へいの補修について。

(1~ 消防関係 I避難命令を受けているが，今後どのようになるのか。

避難勧告を受けたが，勤務先に自分の家の危険を立証する臨味から証明書が

⑬電 話 I電話機の移転，破損取替について。

⑬そ の 他 1 借家修繕費用の借家人の一部致担について。

椋界確認をどうしたらよいか。

災習援護提供（食糧品＝パン， レッカー車）について。

避難した被災者との連絡をしたいどうしたらよいか。

不在地主の捜索について。

緑ケ丘現地本部における相談内容

区分

(1) 仮設住宅申

込希望

相 談 内 容

二次災宙の危険区域だからと言われ避難の要請に応じているが，危険は何日に

たら無くなるのか判らず，住居も敷地も補修しなければ住めないし，隣家の敷

擁壁にも亀裂が入っていて危険だし，兄弟や親戚の家に居るが，狭苦しく又，

ートや一時避難所も長期には居れず，勤務先や学校の便を考えると居住先の

困っている。又建築費のローソが残っており仮設住宅をぜひ建てて欲しい。

(2) 宅地家屋の

補修調査

(3) 資材あっせ

ん

(4) 家屋の倒腹

防止策

宅地の地割れ，家屋の半壊，擁槌のくずれ等があり補修すれば住めると思うし

ちろん長く住みたいので工事をしたいが，今後住めるのか。住めるとすれば吸

かけてもと思うが地質調在等個人ではなかなか不可能。早急に調在・指瑯を強

む。

自分の財産，生命を守るのは個人でとほ言っても，宅地の安全殿をはかるボー

グは地域的に公でやって欲しい。

空地・空家の持ち主が判らず，あるいは判っても連絡をすると誠意が無く放概

ているので早期に市としての対策をたのむ。

私道の地割れ，側溝の破損など応急的補修をするにしても資金がない。作業は

住民でやがこしても資材（七メソト・砂•砂利等）を支給して欲しい。

ひぴ割れ，地すぺり等の危険地の雨水を防ぐツート・ビニール等を支給して欲

敷地の陥没，床下の亀裂が深く水も涸っているし，ガス管も破損の状態なので

不可能。緊急対策の指瑯を望む。

建物が傾めになり人が入ると今にも倒れそうだし，一段下には家屋があり，ニ

害の危険があるので何んとか対策を願ぅ。

(5) 排水路

(6) 擁槌の補修，

隣家の擁墜

の崩壊対策

(7) 移転，避難

の誘羽

市道側溝の排水が私道側fl,)に流れており末端地域であふれ困っている。

側溝の底が沈下し流れがよどみ，ひぴ割れから宅地に入ってくる。

頼斜やふくらみがあり，取りこわしや補修しなければならないが後始末など個人ヒ

やれない分を公の手でやって欲しい。

隣家の擁墜が危険，何とか対処するよう市から注意や指邪をして欲しい。

家屋の傾斜，宅地のひぴ割れなどで二次災宙の恐れから家を取り概したが，行き：

も家具保管所もないので，倉即や車・人手・市営住宅等の援蔑を望む。

封悴者，老人世帯，病気療捉者の避薙時の援渡手配。
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分

屋解体の

政指尊，

屋の撒去
ヽ

土地の補償

縁ケ丘現地本部扱い相談

避雌通路になっているII約い所に安全灯を設低して欲しい。

市営住宅入居基準の所得制限を級めて欲しい。

補修不可能なので解体する残材の始末などを市でやって欲しい。

解体しなければならないかどうか見て欲しい。

第二次災害防止から家屋を解体，宅地は法面にしてしまった。防止の対策のために

やったので補償をして欲しい。

住宅地造成に市が区画整理の指迎をした宅地が地割れ陥没したが，話によると沢に

盛土した所らしい。市にも責任がある。

プロバソガスに切替えると言うが勝手に誰が決めたのか。半永久的と言う話もある

が。

毀 1 個人のものは個人で板旧と言われたが，融資を受けても個人の借金であり，利子分

の免除はできないか。

今まで生協から弁当をとっていたが，対策本部でたきだしはできないか。

水もガスも出ない。たきだしをして欲しい。

砂防ダム地の土砂を早急に取り除いて欲しい。自衛隊にでも頼めないか。なぜ緑ケ

丘一丁目にだけ自術隊が来たのか。

再びくずれないように抜本的対策を。

自分の家の前の市道の側溝が破損したので業者に来てもらい補修したが，その股用

を市で出して欲しい。

水逍は出ず，手洗いが不完全から不衛生になり目は充血，下痢がある。医師の派逍，

手洗の消粛液等の配布をして欲しい。

既設住宅を土地付で購入したが，庭や擁墜に亀裂が入った。庭石や池などが原因で

起る場合もあると新聞で見たが，売主の責任追求，行政指部は不可能か。

.---• ---e--＇------------.こ““• ~. ---------こ“•ee-----------こ.“”eo→---←--------口.““̂・-.---------------.......“口..“-口...--------------

震災に関する相談は引続き，関係各課に窓口を設けご相談に応じております

害復旧住宅の建築相談は4階 建築指郡課，宅地防災に関するご相談は4階宅地保全課，市営住

入居に関するご相談は4階 住宅課，中小企業災者特別融資制度の相談は5階商工振典課，災害

資金の貸付相談は7階 市民福祉課，市民税の減免についてのご相談は2階市民税課，固定資産

減免についてのご相談は 2階 固定資産税課，納税に関する相談は 2階 徽税課，罹災証朋粛の発

ついては印かんをもって所轄の消防署，水道に関するご相談は水追局 1階 相談係('827-2010),

に関するご相談はガス局 1階 受付七` ノクー（合56~2111)，その他のご相談は 1階 市民相談室。

なお，融資関係，修理相談などくわしくは市政だより 7月1日号と 7月15日号を参照してください。

E)市庁舎1階ロビーの相談所閉鎖のため掲示した。

“----------------------．．．．．．．．．．--------．．...．．------...．．.----------------------------.．．．．．．．．..．．．．.．．．......... ---------....．．: 
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第 3節警戒区域の設定

警戒区域

市災害対策本部では，特に被害の著しかった緑ケ丘団地区，北根字一念防，荒巻字

地区のうち，地すべりや宅地の亀裂等により，更に二次災害に発展するおそれがある

覇を警戒区域に設定した。なお，被害の程度により区分した警戒区域に含まれた世帯I

とおり第 1種 163戸， 第 2種 281戸，合計すると 444戸にも及んだ。

このように，警戒区域内 444戸のうち， Aラソク 54戸， Bラソク 175戸となったが

ければ他に影響を及ぽすと認められた緑ケ丘一丁目 7戸，緑ケ丘三丁目 1戸，緑ヶ丘

の計 9戸は，市消防局のレイソジャ隊や陸上自衛隊の支援によって解体し撒去した。

警戒区域内の戸数調 （市震災復旧対

第 1 種警戒 第 2 種警戒

地 区 別 | （戸次災害発生の恐） （大害雨の恐が降れれば2区次域災）
計

のある区域 のある

緑ケ丘一丁目

（建区物分の被者ラソク） 43 (A -1:) 
B -1 噂二）

緑ケ丘三丁目 I 
29 (A B --178 ) 100 (A B --82 5) 

緑ヶ丘四丁目 | 

20 (A B --11 3) 91 (A B --11 2) 

計 92 (A B --2423 ) (A ―。~)204 B -1 

北根字一念防

叫喜 19 は二〗
荒巻字源新田

32 位二〗 58は二-;) 90 (A B --19 5) 

A ロ 計 163 (A B --456 9) 281 (A B --118 6) 444 (A B --1754 5) 

（注） A・・・倒壊又は要撤去住宅 B・・・半痰住宅
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緑ケ丘地区で住宅の解体を余澁なくされた現楊の作菜状況
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第4節震災復旧対策室の設置

市では 7月1日付で匹災復旧対策室を開発局内に設訟開発局技監石川義栂を室長に，専任戦

員9人（主幹 3' 主査:2'職員 4)， 開発局建築部管理戦員など10人を兼務として発令し， 直ち

疇古の大きい緑ケ丘地区の現地対策本部を現地連絡所にするなどして被営者に対応すると同時

に，復旧対策に当たることにした。当初の対応状況について石川室長は次のように述べている。

『たまたま発令になった日の夕方から宙雨で大雨注慈報が出され，強い雨足は緑ケ丘一幣

に雨水による二次災害が予想されたのであります。

更に対策本部より現地調査にもとずいて避難を主たる目的とした第一稲管戒区域，第二種

詈戒区域設定の連絡があり，この旨を地元住民の方々に伝えることと，さしせまった問題と

して避難のための誘龍避難路・避難楊所等について南菩察署や南消防署と緊急の連絡会議

を開いたのであります。更には地元町内会長さん方にお集りを頂き合同の連絡会謡を持ち，

協議半ばの九時過ぎには幸い雨足も弱まり一同ホッとしながら避難の隊の耶備体制も幣いま

した。住民の方々からの二次災害発生の連絡も無く又警察・消防局・現地対策本部職員等の

パトロール隊からも異状無しの報告で，小やみになった雨を眺めながら安堵の胸をなで下し

たのであります。』

このような事で現地対策本部の第一日は過ぎました。翌二十日は早朝五時頃だったと思い

ます，雷話がけたたましく嗚り，「自分の家の石む'tみのクラックが昨夜の雨で拡がったよう

なので寵ぐ見に来て欲しい」との事，直ちに戦員が急行する。引続き次々と阻話が嗚り，又

六時頃からはボッボッと色々な相談を持込んで来る住民の方がふえ，七時過ぎには五台の姐

，揺が叫りっばなしで，窓口には多くの方々がみえるようになりました。職員もその応接にい

とまがない有様です。

このように，室長以下の担当職員はまず完全な実態を把握するため毎日のように現地に足を

巡び，一日も早い復旧を願いながら，深夜に及ぶことも度重なっていった。その問，宅地保全審

会の技術専門委員会による地質調査や計器観測の結果を踏まえた慈見をよりどころに，大規膜

の地盤変動の恐れがなくなった区域及び鋼管H鋼合成抗打ち込み，水抜工などの基盤安定化工事

を施せば安全が確保できると判断された地域から，順次，瞥戒区域を解除することとし8月5日

巻字源新田の全部を， 9月20日には緑ケ丘一丁目の一部及び四丁目の全部と，北根字一念防の

部を解除して行った。その後は，専ら緑ヶ丘の災防集団移転事業の対策に追われ統けたのであ
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第 5節 防災集団移転の促進

宅地の亀裂，崩壊等により家屋の解体を余儀なくされた緑ヶ丘一丁目と三丁目の一部につい

氏地盤調査とりわけ地盤変勁誘因の解明と抑止工法などの技術的な限界を踏まえて対策を練

たが，同一丁目と三丁目の一部20戸については集団移転による救済以外に方途ほ見い出せない

判断し，昭和53年6月からこの区域の移転対象者との話し合いが始められた。

まず，住民に対し，移転の意向を打診，条件等について話し合ったが，移転該当住民も危険

ことは十分承知しているものの，経済的負担も大きいということから若干の子余曲折を経たが

意を得るぺ＜努力した¢市においてほ先ず，移転先に東北少年院用地を予定したものの， 地盤

に集団移転地として好ましくないことが認められたので， 山田中学校隣接地の市有地（ガス周

業財産）を充てることとし， 11月19日に現地案内のうえ移転対象瑶に説明， 12月6日から 8日

至り予定の20戸の同意を得たのであった。

同意した戸数は，

緑ケ丘一丁目集団解体した
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であるが，移転者にとっては資金の問題がからんでおり，被災宅地の買取価格，融資等の札

が残されている。集団移転の対象となった地域は，いずれも地すぺり要因をはらんだ軟弱地塑

あり， 基盤の深部にも変動の累戟が認められることからみて，「宅地としての安定性」 を確f

ることは極めて困難とされており， 又 そうした不安定痰因を除去することが， 同地区を含t
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ヶ丘団地の全体的安全のためにも必要だと判断して行ったものである。

なお，この緑ヶ丘地内の市逍長町畑哨線の緑ケ丘入口から緑ヶ丘三丁目問はバス路線であった

が， 警戒区域として警戒体制をしきバスの迎行も停止した。一丁目地区内では道路地すべり防

止，地盤補強のため，地盤抑止工事を施工した。この工事は 318ミリロ径17メートルの鋼管H網

合成杭19本を型込み， 5.5メートル (800ミリ厚）モクレ擁壁工，アースア｀ノカー，水抜工などで

工費 2,800万円であった。この補強によって，半年を経過した12月21日，バスの運行が再，開さ

れるに至った。

とにかく，集団移転とはいいながら現行制度は，水害等で，住居？みならず，田畑まで流失

し，生業の確保すら容易でない僻村地における，救護対策の一環として登楊した制度であり，仙

台のような都市災害に適用するうえで＿例えば地価，生活観なども巽なり，補助基臨も低きに

失しているなど，なじまない点もあったので，制度の改善＿とりわけ，補助単価の引上げ（①

都市型の級地区分の設定，②補助基本額の上限530万円／戸の引上げ）を国土庁・大蔵省•国会

（衆参災害特別委）に陳情し，復活折衝の末， 54年1月8日の夕刻に至り 898万円の線で，都市

型（甲地）への適応制度実現の朗報を得た。

更に，市においては，各金融機関に対して市長名をもって防災集団移転事業に対する移転者へ

の便宜供与の協力について依頼した。

仙台市ニッ沢にある東北少

年院土砂崩れや現場の模様

宅地被害の大きかった

ことを報じている各紙
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最も被害が大きかった緑ケ丘地区

の宅地被祖の状況

警戒地域の復旧と集団移転問題を円滑に処理するため

発局内に農災対策室を設脱したことを報じた河北新報



宅地保全審議会の審議

団地の造成の適応と，安全確認を， I射門的科学的に対処できる体制を確立し，行政の円滑

るため「仙台市宅地保全審議会条例」（昭和52年仙台市条例第15号）を制定し，市長の諮問

として，昭和52年6月11日に宅地保全審議会を設個した。その後，昭和53年7月4日の「今

おける，宅地利用対策と方針は如何にあるべきか」との諮問後は，専ら，宮城県沖地霞の専

会として，被害及び原因調査と今後の対策について審議した。第 4回会議は被害及び原因

渫の中問報告並びに今後の対策について，第 5回も同様について審議を繰り返し，対策を

ゴが，更に追及検討するため， 7月24日から技術尊門委員に地質専攻の学者，現場経験幾か

雑機関の方々を特別委員に委嘱し，復旧技術対策について，＇旗重な審議を誼ねた。

間，原因究明と対策についての資料を得るため，市においてボーリングをはじめ，伸縮計

ずみ計，定点観測，傾斜計などの計測などの地盤調査を緑り返し，審識会の意見を求めなが

荒巻字源新田，北根字一念防，緑ケ丘四丁目全部と一，三丁目の一部について，鋼管H鋼合

の打ち込み，排水路，擁壁の補修などの復旧工事を施しながら，警戒区域をはずすことと

後の緑ケ丘ー，三丁目にも必要な防災対策を行いながら，最後の措骰として集団移転など

も考慮することにした。

ぉ，昭和54年1月22日に出された答申四は次のとおりである。

昭和54年1月22日

仙台市長

島野 武殿

仙台市宅地保全審議会

会長 高 橋 武 雄

答申について

昭和53年7月4日付で諮問のあった緑ケ丘地区並びに，北根字一念防・荒巻字源新田

地区に係る1978年宮城県沖地擬による被害宅地の利用対策とその方針について，次の通

り答申します。

これらの地区については，今後も引続き観測継続の必要があるものと考えられ
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調査

1 調査対象地区

緑ケ丘地区，北根字一念防・荒巻字源新田地区のうち，宅地地盤に著しい被害があ

った次の地区を調査対象地区とした。

(1) 緑ケ丘地区

① 緑ケ丘一丁目

4 -9, 11, 14, 20番

②緑ヶ丘三丁目

1, 2, 5, 6, 20, 22-29番

③緑ケ丘四丁目

8~13, 15~17, 20番及び青山一丁目23番

(2) 北根字一念防・荒巻字源新田地区

① 北根字一念防

（新住居表示）北根黒松 3~11番

② 荒巻字源新田

（新住居表示）双葉ケ丘一丁目 2,15-21番

Il 結論

1 緑ケ丘地区

(1) 緑ヶ丘一丁目

① A地区

地震被害は，甚盤を含む地すべりと旧谷地形を埋めた表層埋土の移動に起因

ものと判断できる。甚盤の含む地すべりの兆候は，地質調査及び観測の結果，地表

下18.5メートル附近に認められた。しかるに地すべりの危険性は，二次災害防止の

ため行われる網管グイ抑止エ（宮城県施行緊急地すべり対策事業）により解消され

るものと考えられる。

表層埋土の移動は，旧谷側壁から谷筋中心に向っての複合浅部地すべり，埋土の

振動，圧密，土砂流動等に起因したものである。宅地地盤の安定性は，道路の機能

回復のため行った擁壁抑止エ（仙台市道路部施行）によって一応確保しうるが，恒

久の宅地として保証するものではない。

② B地区（別蔀図示した部分）

この地区の主たる被害ほ，表陪盛土のスラソプ型地すべりによる。二次災害の危

険性は，表層地すべり末端部に押し出された土砂の除去及び整地により解消された。

地霰後の地質調査及び観測により認められた基盤を含む地盤の傾動は，網管



緊急地すぺり対策事業によって充分くい止められるものと判

断される。

(2) 緑ケ丘三丁目

地擬被害は，旧谷地形の急勾配部の盛土の移動と A地区における基盤を含む地す

べりに起因したものと判断される。

旧谷地形の急勾配部の盛土の移動は，盛土に発生した崩壊，陥没及び複合小地す

べりに起因する。旧谷地形の急勾配部の改変は不可能であり，特に懸崖等をともな

う沢頭部分では，恒久の宅地として不適当と判断される。

A地区における基盤を含む地すぺりは，地質調査及び観測の結果，地表下20.5メ

ートル附近にその兆候が認められる。しかるに，地すべりの危険性は，二次災害防

止のため行われる鋼管グイ抑止エ（宮城県施行 地すべり対策事業により解消され

るものと判断できる。

(3) 緑ヶ丘四丁目

主たる地霞被害は，北部地区中央を東西に通る長紬沢方向への表陪地すぺりに伴

う亀裂に起因するが，旧地形の勾配も緩いので，二次災害の危険性はきわめて少

し‘o

地質調査及び観測の結果によると，一部を除き安定化していることを示している

が，この地区全体の地下水位が異状に高くなっていることが観察される。 しかる

に，地盤の安定性は水位を低下させるための河川災害復旧工事と地下水低下工事

（仙台市下水道部施行）により確保されるものと判断される。

北根字一念防・荒巻字源新田地区

(1) 北根字一念防

地畏被害は，表層盛土部の法洞崩壊によるもので，地質調査及び観測の結果，地

すべり発生が予測されるような変動は認められない。

法肩崩壊にともなう道路及び宅地地盤の安定性は，道路災害復旧工事（仙台市道

路部施行）及び黒松団地災害復旧工事（宮城県住宅供給公社施行）の網管グイ抑止

工により確保されるものと判断される。

(2) 荒巻字源新田

地霞被害は， A地区（別添図示した部分）においては法肩崩壊， B地区（別添図

示した部分）においては盛土部の亀裂をともなう沈下によるものである。

地盤の変動は，地質調査及び観測の結果，いづれも 9月末以降全く認められず，

二次災害の危険性は少いものと判断される。
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宮城県沖地展による宅地災害対策技術恵門委員名節

会長 高橋武雄 東北工大 建 築 学 科

委員長 北村 信 東 北 大 理 学 部

委員 浅田秋江 東北工大 土木工学科

委員 柴田明徳 東 北 大 工 学 部

委員 柳沢栄司 東 北 大 工 学 部

委員 檜山公夫 弁 渡 士

委員 吉越治雄 東北地方建設局 仙台工事事務所長

委員 中塚照夫 宮城県土木部 建築宅地課長

委員 盛合藉夫 東北工大 土木工学科

委員 土岐敬祐 宮城原土木部 砂 防 課 長
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第 7節生活必需物資の供給

仙台市の対応

地震発生後，電気，ガス，水道（一部）のストップによって，非常時の備えに欠けていた

ほ，電気店，雑貨店，スーバーなどに殺到し，乾電池やローソクを買い求めたので一時は品

の店もでる始末であった。一方，食料品店では，パソ，牛乳，

が， 2日後には在即が豊富となり，パソなどは業者の好意もあって，むしろ平常時より値下

みせた。また，そのほかの生活必儒物質も批，価格とも定定供給でき，いわゆる便乗値上げ力

ということは何処にも見られなかったのである。県消股生活七ソクーが地震後13日から21日ま

の期間で，モニクーの継続調査による物価監視の結果，断水やガスのストップで売れに売れた

パソ，パクー，即席ラーメソ，プロパソガスなどは10日の調査より若干値下りした。特に食ノ

は10日の 119円から13日は 117円， 15日には 109円と値下りを続けたことが明らかになった。

定供給の原因は次の点があげられる。

① 業者が軟極的に物資を供給したこと。

② 市内の生鮮食料品を取扱う市中央卸売市場は，集荷がトラック諭送のため地胆からの

はあまり受けず，生鮮食料品の総取扱批の90％を占めていたこと。

③ 入荷総批は，通常の入荷批であったが，停電及びガス供給停止による小売業者の仕入買

えのため，肉，魚などの生鮮食料品に残余ができたこと。

④ 生産地が近辺であったことと，東京周辺からも逆に緊急輸送されたこと。

⑤市から生活必需品の安定供給の協力要諮に，業者，市民が即応し，協力が得られたこと

以上により，物資の供給状況は順調であったといえる。これには，経済局のとった措樅も見

がせない。業者に対する協力依頼については，地霞直後，機を失せず，次の「地霰災害に伴う

活物資緊急対策要網」を定め，市民生活にかかせない業界に対し，軟極的な協力を依頼すると

時に，中央卸売市場の入荷がトラック輸送が大部分をしめ，生鮮食料品の供給確保ができたこ

であった。中央卸売市場は地裟により，大きな被害を受けながらも，市災害対策本部から 3号

備の指令を受けると同時に，職員の出動を命じ，停電の中を入場する車両のライトを活用しな

ら緊急描置を購じた。しかし，翌13日午後8時までの停鼈によって，水産部，売場のシャック

が開閉せず，一方，製氷業務のストップ，冷蔵庫等の使用不能などにより一時混乱したけれど

「生鮮食料品の供給確保」の万全を期するため，卸会社担当役員に対し集荷を依頼，青果90%
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0%,鮮魚80％の入荷を得たが，各種障害によって正常な取引きが不可能なので固定競りか

競りに切替え，相対売りも取り入れたり，仲卸の阪売時問を延長したことなどによって，総

価に推移したのであった。さらに， もう一つ物演の安定供給について見逃すことのできな

に，各報道機関の適切な惜報提供があった。報道機関は食料や家庭用品の在庫が幾富であ

，入荷が順調であることを繰り返し伝えるとともに，一時伝えられた便乗値上げのウワサ

し，直ちに関係団体責任者から，便乗値上げあり得ないことを回答してもらって流したり，

用品の購入は「どこそこに売っている」と知らせると，すぐに「それより安い店がある」と

から電話偕報がはいるなど，打てば響くような俯報交流の中で，物資面についての市民不安

に大きな貢献をしたものといえる。いうならば，市民生活の大きな支えとなったのである。

地震災害に伴う生活必需物資緊急対策要絹

的

城県下を中心として発生した地霙災害， 特に都市ガスの供給不能の状況下にあって， 食パ

牛乳等の価便食品並びにプロバソガスの安定供給と便乗値上げの抑制を行うことにより，市

活の安定をはかることを目的とする。

ヽ＜策

便食品， プロパソガスにかかる別記のメーカー卸，小売の業界に対し，その安定供給と便

値上げの抑制について，市長名で文因により要諮する。

梢費生活モニクーによる監視

消費生活モニクーによる業者の買い占め売り惜みなど，不当な商行為の監視，並びに著しく

価格の上昇，品不足の状況の調査を行う。

城県プロパソガス保安協会，仙台市燃料商組合， 日本LPガス協会仙台支部

城肌製パ｀ノ協同組合，宮城県味噌醤油工業協同組合，キッコーマソ醤油僻仙台営業所

城県麺類環撹衛生同業組合，即席食品工業協会，缶詰協会，宮城県百貨店協会

日本浦涼飲料工業会， 日本加工食品卸協会，渡喜僻

必需品の安定供給を図るため県生活物査等需給安定推進本部において，①価格安定の関係

/l)協力要謡②市場への入荷動向と業界の在即状況の把握，③価格動向の把握と監視，④

の情報提供と啓発，⑤消費者相談と苦情処理の 5項目を決定した。
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一般小売店•生活必需物資需給動向等調 (30店舗）

品名 術給状 況 在庫状況 l価格

•t 
,^
 

地霞の日は，翌日配達の分も含め 県内の工場が被害を受けたため，

て， 10分位で売り切れた店がほとん 13日には，少ししか入荷しなかっ

乳 I
どであった。 13日も，仕入れたもの た。 14日昼ごろから，順調に入荷

がすぐ売れ切れた。 14日昼ごろか したため，在庫が出来た。 15日以

ら，仕入れも順調になったため，平 降の供給については心配なかっ

常通り営業出来た。 た。

ノ<

カップ

ラーメン

地震の日は，在庫分が全部売り切れ

たので，翌日販売する品物がなく，

ンI問屋の車が来るまでに並んで待って

いる状況だった。 15日以降は，平常

と変りなかった。

13日および14日の朝は， 30分位で売

り切れる状況であった。 14日の午後

あたりから仕入れが順調になって来

たため，客も欲しいだけ買えた。

13日および14日の午前中は，品物

が全くない店が多かったが， 14日

の午後には問屋から仕入れも出来

た。 15日以降は心配なかった。

同

問屋自体が被害を受けたために，

少ししか入荷せず，在庫がすぐな lた。
くなった。 14日午後あたりから，

仕入れも順調になったので以後は

心配なかった。

缶

地製後 2日位までは魚類が良く売れ 在庫についてほ，十分にあった。

詰 Iた。その他果物類も売れたが， 15日

は乎常にもどった。

ふだん，あまり在叩してないので， 14日あたりから仕入れも順調にな

力七ット 完全に供給出来なかった。 14日の午 り， 15日の朝には，十分在庫も出

ガスポンベ 後あたりから，仕入れもあったの 来たので，心配なかった。

で，客に十分阪売出来た。

i停電していたときは，良く売れたが， 1在肌については，十分であった。

乾 鼈池 I電気が通ってからは乎常通りに戻っ

同

た。

た。

ろうそく 同 上 同 上 同

加工しなくても食べられる，さしみ 水逍が止っているため，調理が出

魚 介類 Iなどが良く売れた。その他，ちくわ 来ず，あまり仕入れていなかっ

などのねりものが良く売れた。 た。

都市ガスが止っているので，調理が 1生で食べられるものを中心に仕入

青果物 I出来ず，生で食ぺられるものが良く れた。 Iた。
売れた。

肉 類 1ハム， ソーセージ類が良く売れた。 1麟 ltま十分であった。 同

これに伴って県は，とくに一時的品不足が見られた食パソ，牛乳，雷気製品，

についても，関係業界に安定供給と価格騰貴の抑止の緊急協力要諮を行った。
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9央卸売市場の入荷，価格動向

荷

宵果 90％入荷 果物 80％入荷

固定七リから移動セリに切替え，相対売りも取り入れたが荷の引きが弱く，安価に

推移した。仲卸の販売時間を30分～ 1時問延長。

地方もの（かつを，まぐろ，いかなど） 80％入荷

近海ものは地霞の影響で入荷なし。

蒋果と同様，荷の引きが弱く，横ばいか安値に推移した。

肉

業者の冷蔵庫が使えないことから，買いがないので取引をやめてほしいとの要紐が

あったが中止せず，買いが出ればいつでも応ずる体制にした。

生鮮食施品（野菜・鮮魚・食肉）の仙台中央卸売市場卸値の動向
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4 その他物資の供給

(1) 飲料水

給水期間 6月12日～ 6月21日

給水対象人員 43,850人

給水車 延 149台

延給水回数 637回

給水凪 703而

主な給水対象地区

鶴ケ谷団地，旭ケ丘，緑ケ丘，自由ケ

丘，双葉ケ丘，泉ケ丘，幸福ケ丘，北

根字一念防，富沢，袋原，出花，荒井，

伊在，黒松公団アパート，幸町公団ア

地餌直後生活物資の値上りが心配された
がむしろ値下りを見せたものがあった状
況を報誼した河北新報

パート，桜ケ丘県営アパート，鶴ヶ谷市営アパート，サニーハイツ，台原ライオソズマ

ソ，ニューライフマンツョ、4 日水アバート，小百合Ji1，若林サウス，ニューキャッスル，

六郷小，逮見塚小ほか

(2) 被服寝具等

鹿野小学校ほか 8カ所の避難所収容者に支給

毛布 232世帯， 798枚 1,539,370円

タオル

鍋

(3) 卓上ガスコソロ

10組 9,000円

2,360円

災者復旧に全力をあげたが，ガス供給施設の被害は予想以上にひどく，供給再開が長びくこ

から，代替燃料のあっせんが必要となった市ガス需要家である生活保護世撒低所得者等に

料で支給した。

卓上コソ P （ポ‘ノペ 3本付） 450個 1,800,000円

(4) 学用品

小中学校の児蛮，生徒で地霙による被害を受け学用品を紛失した者に対し支給。

小学校児意 教科粛 204人 35,857円

文房具 25人 32,990円

中学校生徒 教科害 70人 27,054円

文房具 42人 29,053円
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仙台市医師会の対応

内医療機関には，地震発生直後から多くの負傷者が送られてきたが，そのうち私的医療機関

,730名にも達し，官公立病院の 411名に対し，全体の86.9％を占めた。

に被害が集中した長町地区のある病院では，地霰の15分後ぐらいからけが人が殺到して，外

室しまけが人と付添いで入乱れ，けが人は泣く，付添人は騒ぐという状態で，診療室はもち

んのこと，外来待合室のイス，廊下は血だらけ，在院の医師，看談婦は総出でけが人の治療処

あたった。 7時頃になると停電となり，恢中電灯とローソクの下でけが人の処低をし，野戦

震でのけがとして扱った息者55名，そのうち 9名は入院したが，今後の問題として，病院と

格から救急指定病院であるなしにかかわらず，殺到することを考え，充分な対策をといっ

f‘る。また，こうした多くの負傷者は，地震の揺れにぴっくりして飛ぴ出した人がけがしてい

家の中でけがした人は後片付けの際，ガラスなどでけがしたことから，あわてて外に飛び

た人の方が危険ということが， iまっきりしているともいっている。

しい傷病者の発生状況，受働の原因，医療機関の被害等は，仙台市医師会がまとめた次の

城県沖地震における仙台医療固の被災状況」のとおりで，各医療機関ともに多くの被害を被

がら，負傷者の治療に専念した状況を明らかにしている。

12日の宮城限沖地裳発生より早くも 2カ月

ましたが，今回の地露による傷病者発生状

査に際しては，御多忙中の会員の皆様に大

惑をおかけしましたが，そのおおよその結

まとまりましたので報告させて頂きます。

もそも今回の調在の目的は，仙台圏における

療体制をめぐる問題が，その方法論におい

＿側と仙台市医師会との間に，なお，へだた

ある現在，仙台市医師会が主張している在宅

体制を主とする初振体制が，今回の宮城県沖

ような広い地域にわたって，同時に多数の

者が発生するという場合，その機能を発揮

かどうか，更に広範囲に同時多発の災害事

後どのように対応すべきかを考えるために

＇た。

票は，仙台市・泉市・宮城町・秋保町の全

に配布し，調査を依頼した。

回収率についてほ，傷病者発生数の把握という

性質上， 100％を期し，調査票未提出の機関，特

に外科系については電話で照会し，内科系につい

ては，私どもの調査に先立って行われた宮城肌医

師会の調査洩れの機関に電話照会を行なった。

2 応需医療機関数と受診状況 目

応需医療機関は全医療機関 578カ所の内 263カ

所で全体の45.5％に達した。官公立機関は30％と

対応が少なかった。これらの内訳は次の通りであ

る。

応需医旅機関の内訳

官公立医療機関 13 (44) 

私的医捩機関 250 (534) 

外科 81 (93) 

賂形外科 23 (23) 

内科 93 (232) 

産婦人科 16 (62) 

小児科 13 (32) 
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耳 鼻 科 3 (36) 

眼利・ 8 (29) 

皮 11げ科 6 (16) 

神 経 科 4 (7) 

泌尿器科 3 ( 4) 

（ ）内は医療機関総数

但し，診療科は主たる標傍科目別とし，病院に

あっては，息者を多く受け入れたと思われる科で

以て代表した。

受診患者数

総計で 3,141名にも逹し，その内の87％に当る

2,730名が私的医療機関で受診し，殊りの411名が

官公立機関（全て病院）で受診している。

受診患者数の内訳

官公立病院 411名 (13.1%)

私的医療機関 2,730名 (86.9%)

外科 1,816名

整形外科 528名

内科 240名

小児科 42名

産婦人科 26名

泌尿器科 22名

眼科 21名

皮／骨科 19名

神 経 科 12名

耳 鼻 科 4名

私的医療機関の内，受診息者数40名以上の機関

は15機関をかぞえ，最閥ほ 126名で，官公立病院

を含めても最高の取扱い数であった。

更に地囮当日の 6月12日午後5時14分以降20名

以上取り扱った機関は， llij掲の15機関の他に6機

関もあって，これら両者の地理的分布をみると，

黒松・南光台・朗ケ谷・高砂•宮城野・南小泉・

若林•長IIIJ, 四郎丸にあり，地簑被宮の多い地域

住民の通院機関となっている。

初診日・性別・受傷場所

初診日についてみると，地裳発生当日 1,687名

と全体の53.7％が受診している。又性別でほ，女

性が男性の 2倍となっている。受傷楊所でみると

屈内が厖外の 4倍となっており，無記入の人数を

すべて厨外で受但したとしても屋内の受傷者が多

い。内訳については表ー 1のとおりである。

3 受傷の原因及び傷病の程度

受傷の原因についてみると，ガラスの破片によ

る刺偽・切傷息者が最も多く 698名22.2％を占め，

次いでプロックや家具等の倒壊による落下物の受

f位が 675名21.5%，次いで転倒して受倍したもの

が538名17.1%，その他，地震の揺れにあわてて
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動き他の物体に衝突して受傷したもの 144

％，熱渇や油をかぷって火偽を負ったものも

3.0％認められた。その他の中で最も多いの

原因不明のものであるが，内科系機関を訪

のの中で最も多いのは，地震の恐怖でツ aも

おこし自律神経の異常を訴えて来たもので

重傷者の中に 3例の脳溢血息者を見ている。

低病の稲殷についてほ，全治 7日問以内

を軽症，入院治療を要する程度の受傷を重

の中問にあるものをすぺて中等症と分類し

軽症ほ 1,257名40.0%，中等症は 1,431

％，誼症， ~IIち入院したもの 235 名 7.5%

ぇ，仙台固内で死亡したもの（死亡診断書

したもの） 10名となっている。

これらの結果を私的医療機関と官公立

分けてみると，私的医療機関が，軽症と中等

合わせて89％を取り扱っているのは，初診な

とする診療所が多いので当然としても，官公

院が取り扱い息者の24.3％にあたる軽症息？

り扱わなければならなかったことと，官公立

全体で78名の入院息者を収容したのに対し，，・

医捩機関でその倍にあたる 157名をも収容し

ることは，今後の救急医療体制を考えるに

注目に値する事実である。

内訳については表ー 2のとおりである。

考察

応需医根機関と受診息者数についてみると

裳発生当日， しかも午後 5時13分以降という

棚にもかかわらず，私的医療機関が発生息

％にも対応し，救急医療についての問題発

く無かったことは，仙台固においては，私I

機関が，地域の救急医療初療体制の担い手

という意識をもって対応していることの証

らわすものである。このことは，救急医療

体制のあり方について，私どもが主張してし

宅応儒体制への大きな支えと認識している

しかしながら応需機関の内で，外科が，

様傍する医療機関全体の内の88%，脆形外

たっては 100％が対応したこと，又患者取

においても，外科・整形外科で86％を占め

中し， しかもその内半数近くが，軽症であ

とは，地震のような広範囲の同時多発の災

による受偽の場合に対応する医療機関とし

民がどの診療科を選択するかをはっきり示

とになる。

しかも災害の1まげしい地域乃至，それに

る黒松・南光台・鶴ヶ谷・裔砂•宮城野・

•長町・四郎丸という比較的広い範囲の地

科に集中したことは，今後の広範囲，同時



［事故発生時についての災害救急医療体制は七

9ー的な一点の対応でなく，私どもの主張して

閻口の広い在宅応需体制で対処することの利

示してはいるが，その発生する患者数に 1人

，員のみでは対応することは困難である。

上の二つの理由から，今後の災沓応急体制は，

糾票傍する会員を中心に，徒歩，もしくは自

で集合できる外科以外の近隣の開業会員を 4

；名ずつ組み合わせたグル 1プ，隣保班とでも

・るものを，仙台市医師会全域に組織化し，有

際は，その班員が，外科会員の所へ駆けつけ

するという体制づくりが必要と思われる。人

源はこのような体制でカバーし，一方，今回

震に際し，診療に困難を来した術生材料等治

品の不足に対する補充，消甜用の非常熱源と

のプロパソガスポンペ，非常用電源としての

批の乾電池を利用した恢中電灯，更に隣保班

・災宵対策本部・ニ次救急機関等への非常連

の無線機を， これら隣保班を単位に，公費で

して骰くことを行政に提案して行きたい。

方，このような初療体制の整備に続く，二次

害救急体制の脆備の問題点について考えてみ

回゚の結果からは，二次的処樅を要しない軽症

が，相も変らず， 3割近くも，二次病院へ押

け，二次機能の足手まといとなり，又移送を

息者の門戸を閉ざすことになったことを示

，このことは，救急車の利用法についても云

ことで，広範囲同時多発の低病発生というよ

災害時には，自動車が路面の全てを占拠する

うような道路事俯からみても，救急車は，一

民の要訥については出動せず，初療にあたる

機関の要諮にもとづいてはじめて出動すると

非常体制を取るぺきである。ちなみに，今回

震発生時に，仙台市消防局に所属する 5班の

が，実際に出動できたのは，総計25回にし

らなかった。又，会員の報告からも，その利

内容についても，軽症息者が早いもの勝ちに

した実例を把握している。

ような状況から，これらの問題を解決する

私どもの提案している初療体制の実行の中

日頃からの息者教育が一番重要であると思わ

公立病院をはじめとする病院の設備の地震災

策についてここでは触れないが，問題点につ

的な対策を構じられんことをお願いした

に，受傷息者の分析から得た市民への地肱

の心構えの参考となる点についてニ・三触れてお

きたい。

はじめに，受傷息者の性別による発生数の差で

あるが，地霞発生の時問的関係で，屋内に居たの

ほ女性が多い理由にもよろうが，男性に比し 2倍

の女性，患者があったことは，家具等の倒れるまで

の時間を，地襲のゆれに驚いて，ただ立ちすくん

でしまった成人女性が多かったように思われるの

で， 日頃の心構えについて， もう少し検討する必

要があろう。

しかしながら一方では，火事の発生を防ぐため，

沈沼・勇敢に行動し，名誉の火傷を負った人が93

名の火偽息者の内の大部分を占めている。その結

果，御存じのように一般家庭の火災が一件も発生

しなかったことにつながったと思われる。

受傷楊所では屋外における発生数は少なかった

が， 1li症息者乃至死者発生が多かったことは，屋

外では，プロック塀や構築物の近くにむやみに避

難しないことが絶対に必要なことである。地捉の

ゆれから倒壊まで若干の時問があると云われてい

るので逆に離れるくらいの心構えが大切である。

受傷原因別の中で，転倒したり，他の物体に衝

突した人の年令構成をみると，小児・老人，特に

老人が非常に多かったことは，地擬の際に，老人・

小児への心逍いの具体的方法を示している。Rllち，

徒らに動きまわることをさせず，手近のテープル

等の下に座ぷとん等をかぷらせて，もぐらせるこ

とが最も大切なことで， もしテープル等がなくて

も，部屋の隅に頭を保蔑するものをかぶせてうず

くまらせることで受傷の程度を軽くするのに役立

つと思われる。

初診日の調在では，地擬当日は気が張って受偽

しても何ともなかったものが疲労等が重なって，

それ以後受診する例が非常に多かったが，後片づ

け等で二次的傷害を受けた人が多かったことも注

慈を要する点であろう。

まとめ 6月12日午後 5時14分に発生した宮城

県沖地霞の際に，仙台謡における傷病息者の発生

状況について調在した結果を報告するとともに，

内容について分析し，広範囲・同時多発の救急忍

者発生時における災也救急対策についても，私ど

もの救急初療体制として考えている在宅応需体制

で充分その機能を発抑できることを知り得た。同

時にその補完体制について提言したが，更に会員

各位並びに関係各方面の御意見を承わって，より

よい体制を確立したい。

最後に，本調査にあたり，ご協力碩いた東北大

学医学部附屈病院をはじめとする市内各官公立病

院，会員諸先生，並びに，質料の提供を頂いた宮
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城限医師会に深甚の謝意を表します。

（文責伊藤

4
 

医療機関の被害状況について

敏）

宮城県沖地霰における仙台市医師会所属私的医

療機関の被害状況について報告する。

(551施設中回答498施設，回答率90.3%)

地域について

今回の地農は当地区においては80年いらいの大

地霞といわれて居り，多くの人々に生命の危険を

感じさせる激霰であったが，それでも地域的に被

害の程度に偏lli:があったことが明らかとなった。

特に被害の強かったのは，七北田（泉市），南光

台・旭ヶ丘，小田原，東部（原町・鶴ヶ谷），南小

泉，長町の各地区であり， 100万以上の損審と思

われる医療機関は76を数えた（表ー 1, 2)。又，

全く被害のない所もあり，特に旧城下町，山の手

がそうであったが，地盤の堅さと地霙波の通った

方向が地震の被害をきめる大きな要素となったも

のであろう。しかし直接被害の少なかった地域を

含めて，殆んど全市にわたる翌日までの停電，一

部水道の停止，乃至水の混濁があった（表ー4)。

又，特にガスの停止は長期に及び，消毒不

食不能となって多大の影響を被った。

これに対し，プロノ<、{器具の購入，加工

品の確保，デイスポサプル注射器への切換シ

いは患家，同業同僚，薬品会社等の好意応

ってどうにが急場をしのいだもののようで

また電話ほ問い合せの為，パソク状態とな

日問正常の機能を満たすことが出来なかった

一部ハムにより交信を行いえたとの報告があ

診療状況

地底発生が 6月12日午後 5時14分であった

当日の診療は外科系を除いてはほとんど中

った。外科系医療機関は消詣ガーゼ・縫合：

底，煮沸消毒ができない状況で薬物消毒を

し，また停電のため電灯を片手に次々と来

息者さんの処理に追われた。しかし従業員-

時問であったための大きなトラプルもなく

えたのは不幸中の幸であった。所によってi;

まで自動車のライトを照らし，戸外で処匪

た所もあった。非常事態に対し従業員の9
の大きかったことが特筆される。

初診日・性別・受傷場所の内訳

区 分
12日

官公立病院

私的医療機関

外科

整形外科

内科

その他

l 

~·· 

2
1
6
4
7
1
9
6
2
2
2
7
1
8
3
9
9
 

初

，
 

ー

13日

診

［その他

100 

610 

447 

119 

28 

16 
--上

no 1 

日

89 

637 

403 

181 

22 

31 

＇ 
7261 

無記入

,'~ 

6

2

4

1

7

。-18

ー

男

性

168 

799 

572 

163 

45 

19 
I 

9671 

女

別

216 

1,572 

1,122 

315 

81 

54, 

1,7881 

無記入

27 

359 

122 

50 

114 

73 

屋

受傷

内l屋
2-;' 

1,853 

1,409 

279 

106 

59 

場

外

94 

364 

229 

109 

16 

10 

合 計 1,687 386 2,093 458 

受傷の原因・傷病の程度の内訳

の 程

区 分

官公立病院

私的医療機関

外科

盤形外科

内科

その他

突

□|
 

衝倒

5
1
4
8
7
3
4
7
1
1
0
2
1
9

の傷

転[
1
6
0
5
1
5
3
6
5
1
0
7
2
5
8
 

蕗スラガ

54 

644 

536 

61 

33 

14 

受 原

21 

123 

84 

27 

10 

2 

＇ 
1441 

-
l
/
 

因

傷

15

・筵
5
3
1
0
.
7
8

rヽリ

傷 病

症

100 

1,157 

758 

209 

102 

88 
I 

1,257 ¥ 

中等症 lJli:
l 

151 

1,280 

866 

286 

83 

45 

症

78 

157 

93 

29 

27 

8 

死亡

1

9

3

2

3

1

 

合 計 698 675 538 93 993 1,431 235 10 
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よりの診療で 1~7日問の休診を余俊t；；<
．ぶのは50医療機関 (14.1%)であり，多く

灘t；；中にも診療を全うすることが出来た。（表

1)。
I物，プロック塀など

物はその構造上にも鉄筋，モルクル木造等あ

建築後（耐用）年数も種々であるが，内外

ルタル，クイルにひぴ割れ等の入ったもの

数あり，特に修理を要する程度のものほ，112

を数えた。（表ー5)o又大型ガラス，窓ガラス

れ，戸枠の歪によるドアの開閉不良もあり，

造では屋根瓦の破狽，ずれが目立ち雨洩りす

ースが見られた。プロック塀の破捐倒壊ほ建

：故障のない場合にも見られ75施設を数えた。

谷石塀倒壊，石垣くずれは21施設であった。

物附幣設備については，給水概水道管破裂

む給水関係故眸が24施設あり，又この為，水

ているが水利用不能の場合もあった。更に暖

，空調，何れかに故障のあったものは34施設

えた。
!J)]器具の落下等電気系の損害は10施設，この

消火器の自然噴射が8施設あり，薬品の上に

かったため，薬品も使用不能になるケースもあ

療機器，薬材料，備品など

子瓶の落下破損による薬剤の狽失が大きく，

：一6)， 戸棚類の倒壊による注射液， 注射

損失が顕著であった。又，特に器械戸棚は誼

不安定の為，損壊，ガラス戸の破岐を見るも

滲かった。診断部門ではレントゲンに種々の

があり，特に心臓部の管球破損も数件見られ

又，この外に直接の被宙とはならなかった

レソトゲソ位概移動を明示したのは14施設あ

40c箪の移動もあり），固定ボルト，コソクリー

壊もあった。又，キャスクーの付いた機器ほ

的損害が少い様である。

の他

宅の被宮状況はここには詳細にできないが，

家具の外にガラス製品，陶器，工芸品，食器

診療部門以上の被害のあった所も少くない。

括

回の地囮で最も救われたことは，時問的に火

の全くなかったことであるが，消火器の転倒噴

により火災に対応できなくなるおそれがあるの

＇，消火器の転落，転倒に対する工夫が必要であ

又，薬剤瓶特に水，油剤も高い位樅におかぬ

心掛け，薬品棚（ライトビン），器械戸棚の固

いは重心を低い構造のものにすること，又レ

ゲンの固定化もその損益と合せて考えねばな

らない。

急息についてほ医旅機関相互の応援態勢，消防

隊，自衛豚との連携（何れも一部行われた），消毒

機材の備菩，自家発電の整備，プロパンガス，加

工不要食品の備菩等が必要であるが，何れも私的

な負担に終らない公的な考え方が必要である。

（文貴伊藤宏ー）

表ー1 被害の多い医療機関分布

＜泉市＞

将 監 3 東部 8 六郷 1 

七北田 4 高 砂 2 七郷 1 

南光台 2 岩切 1 荒町 3 

八幡 2 南材 3 

＜仙台市＞ 通町 2 長 IIIJ 13 

台原 3 上杉 3 西多賀 1 

南光台 東一 1 中田 2 

旭ヶ丘
5 

摺岡 2 

小田原 5 南小泉 ， 総計 76 

表ー2私的医療機関被害状況

損習見込額 医 療 機 関 数

゜10万円未満

10~19万円

20-49万円

50~99万円

100万円以上

総額26,094万円

129 

102 

49 

93 

49 

76 

498 

私的医療機関数

551 

回答率

90.3% 

表ー3 診療状況

休 診 日 数

（翌日より）

日

日

日

日

日

0

1

2

3

7

 

304施設

34// 

10” 

4 // 

2” 

合 計 354施設
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表一4 電気・水・ガスの状況

停 霜 日 数 断 水 日 数

0日 27施設 0日 228施設

1日 104 // 1日 30 99 

2日 189 " 2日 61 99 

3日 24 99 3日 10 // 

4日 5” 4日 7 99 

5日 3 // 5日 7 99 

7日 1 99 7日 3” 

8日 4 // 

10日以上 1” 10日以上 4“ 

＾ ロ

計 354施設 354施設

ガス停止日数

プロパソ 36施

0日 22り

1 ~5日 12 11 

6 ~10日 72 、、
11~15日 169、
16日以上 43、'

l 354施設

表ー5 建物・附帯設備の損害（被習 346施設）

損宮の内容

壁キレツ落下 中等度以上

ガラス（大型含）

ドア不良

床キレツ・私動

屈根 瓦

天井・屋上

プロック塀

石塀

施設数

112 

40 

20 

38 

43 

15 

75 

21 

損害の内容

給水管破裂•水槽水洩れ

排水破損（流し洗面・浴槽・浄化楷）

ガス管破裂・給湯

暖冷房・空調（配管を含む）

電気・照明トランス

煙突・焼却炉

消火器

施設

2
4
1
7
7
3
4
1
3
4
8
 

表ー6 医療機器・薬材料の損害（被害 346施設）

薬 品入 瓶

薬 品戸 棚

秤・計批器

分包器

カ ル テ 棚

注射液

注射液棚（ライトビン）

注射器

消甜器（大小）

電気器械類

牽引器

吸引器

透 折 器

新生児蘇生器

流批メークー

給食用什器

レソトゲン（管球アーム等）

，， （位1在移動のみ）

8]施設

15 II 

]5 II 

3 II 

3 II 

26 II 

7 II 

22 II 

12 II 

4 II 

I II 

I II 

1 // 

I II 

4 II 

]5 II 

54// 

]4 II 

自動現像器（配管を含む）

フィルム投影器

器械戸棚

ガラス器具

試薬類

超音波計

心電計

血圧計

顕微鋭

遠心器

眼科精密検査器

図粛棚

レヂスクー計算器

テレヒ

冷蔵庫

時計

4 // 

54 // 

21/I 

22// 

1 // 

5 // 

3 II 

5 II 

1 /／ 

2 II 

12 II 

5 II 

4 // 

1 // 

6 II 
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第9章
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被災者に対する救済措沼

第1節 災沓救助法の適用

第2節 災害弔慰金の支給

第3節 応急仮設住宅の建設

第4節 災害融資の状況

第5節税、使用料の滅免

第6節 援助物資と見舞金の配分



第 1節 災害救助法の適用

宮城県沖地霞発生後間もなく，仙台市長は宮城県知事に対して災害救助法の適用につい

し，翌日の 6月13日付で次のように適用する旨の通知があった。

また，災害救助の実施に関する知事の職権の一部が14日付で仙台市長に委託された。
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昭和53年6月13日

仙台市長殿

宮城県知事山本壮一郎

災害救助法の適用について

昭和53年6月12日の宮城県沖地震による災害に対し，災害救助法を適用し応急救助）

実施することにしたので通知します。

なお，被害状況については下記により，

報告 (2部）をされるよう願います。

記

1 罹災総数

ィ，戸数 口，世帯数 9 ，ヽ人員

2 人的被害

ィ，死者 口，行方不明 9ヽ，負傷（重傷，軽楊）

3 住家の被害

ィ，全壊（戸数，世帯数，人員） 口，半壊（戸数，世帯数，人員）

9ヽ，一部損壊家屋（戸数，世帯数，人員）



社第 248号

昭和53年6月14日

宮 城 県 知 事 山 本 壮 一 郎

災害救助の実施に関する職権の委託について（通知）

昭和53年6月12日発生の宮城県沖地震に対する非常災害に対し， 災害救助法を適用

応急救助を実施することにしましたが，災害救助法第30条の規定に基づき救助の実

に関して，下記のとおり職権の一部を貨職に委任いたすことにしましたので救助を迅

4行うとともに造憾のないよう願います。

四o,救助を実施したときは速やかに本職に報告願います。追って，職権の一部委任

より，同法第44条に規定する股用の繰替支弁につきましては，予算措皿の上，支弁さ

ることになりますので申し添えます。

記

収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与

炊出し，その他による食品の給与及び飲料水の供与

被服，寝具その他生活必需品の給与又は貸与

災害にかかった者の救出

災害にかかった住宅の応急修理

生業に必要な資金，器具又は資料の給与又は貸与

学用品の給与

埋葬

死体の捜索及び処理

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石，竹木等で， 日常生活に著しい支

障を及ぼしているものの除去
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宮城県内の災害救助法適用市町村と主な被害箇所
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災害弔慰金の支給

よって，仙台市域において13人の死者（内 1人は他市の者）がでた。その原因

によるプロック塀や石垣の倒壊によるもの 9人，門柱の下敷きによるもの 2人，ショッ

人であった。市においては，災害弔慰金の支給及び災害援設資金の貸付けに関する法律

148年法律第82号）の規定に陥づく，災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する

昭和49年9月28日仙台市条例第40号）第 5条によって「災害によって死亡した者が死亡当

：いてその死亡に関し，災害弔慰金を受けることのできることとなる者の生計を主として維

いた場合にあっては 150万円とし， その他の場合には75万円の額を追族に支給する」との

,「死亡者 1人当り生計維持者に対しては150万円を200万円，その他の者は75万円を100万

；条例改正し次のとおり支給した。

維持者の死亡 200万円 X 5人＝1，000万円

9他の者 100万円 X 7人＝ 700万円

;700万円を支給した。これには国，県 市の負担区分が法律で明示されており， 国が 2分

県が 4分の 1，市が4分の 1の割合で， 国が850万円，県が425万円， 市が425万円の負担

9た。

tみに死亡者の年令区分は， 1オ～10オまでが 3人， 11オ～20オ 1人， 20オ～30オ 1人， 31

ioオ 1人， 61オ～70オ2人， 70オ～80オ4人であった。その氏名及び造族等，次のとおりで

（市福祉部調）

住 所 死 亡 原 因 I逍 族 支給（万額円）

61小学生 遠見塚三丁目10-16 プロック堺の下敷 田中悦雄 100 

69 無 II設 米ケ袋二丁目2-48 門柱の下敷 小野泡吉 100 

” ” ” 小野文明 100 

71 ’’ 長町六丁目13-11 プロック塀の下敷 佐藤軍蔵 100 

71 住 職 岩切今市93 ” 林 なか 200 

41 会社員 四郎丸字大宮17-7 ” 鈴木克子 200 

74 無 職 白萩町2か1 ” 上板欣也 200 

27 会社員 鶴ケ谷六丁目16市常住宅 ” 結城光雄 100 

61 家政婦 幸町三丁目5-3県営アパート ” 志 賀 弥 一 200 

7 小学生 沖野字）II原上54-6 ” 今野 稔 100 

13 中学生 幸町三丁目か14小田原母子寮 ” 緒田よし 100 

75 無職 川内追廻住宅 ショック死 藤城 寿 200 
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第 3節応急仮設住宅の建設

応急仮設住宅の入居

地震によって家屋が全壊し避難所暮しや知人に身を寄せている被災者が多く発生したため，

では早急に仮設住宅の建設に踏み切り，市内長町七丁目東北特殊鋼跡地に25棟50戸，及び西勝1

団地に10棟20戸，給排水工事等を含めて99,181,200円の見軟り予算で沼工， 6月30日に完成入{

者を募ったが，地襲による被害が市内南部に多く長町仮設住宅への申込みが建設戸数を大巾に

回ったため，西勝山団地に建設した10棟20戸のうち 8棟16戸を長町へ移設することとした。

仮設住宅の趣旨を理解してもらうため次のような案内と説明書を配布した。

応急仮設住宅入居案内

仙台市

1 住宅概要

住宅名

長町住宅

西勝山住宅

2 申込者の資格

所在地 I戸数

仙台市長町七丁目 50 
301-6 

仙台市荒巻字川平

10-483 20 

構造・規模

プレハプ 1棟 2戸乎家建

1戸（約8坪） 25.92,,{6昼4,5盛

台所．便所

物戦（別棟1,5坪）

入居予定

6 月末

(1) 宮城限沖地擬災害時に仙台市内に居住し，住居に被害をうけ，現在住宅に困窮している方

(2) 現在同居する親族がある方
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3 使用料その他

(1) 使用料は無料ですが電気，水道及びガス料金ほ入居者の負担となります。

(2) 応急仮設住宅のため，入居期問は2カ年以内です。

4 申込先

仙台市役所社会課

緑ケ丘コミュニティ七ソクー（電話4&-1161~1165)

支所地域の方は各支所

5 入居の決定



審立のうえ決定しご本人に通知します。

6 お問い合せ先

仙台市民生局福祉部社会課

電話 (61)1111（内線3111~3113)

応急仮設住宅入居に関する説明書

宮城県沖地震災宙のため罹災されたあなたに対し，入居する場合及び入居後のことについて説明

いたします。

この応急仮設住宅は，宮城県沖地震により住居に被宙を被り自力で住宅を確保することのでき

ない方々に対し供するものでありますが，この住宅はあくまで仮設住宅であって一時的に入居す

るものです。入居される方々は，この点を十分理解承知の上入居して下さい。

2,住宅の規模は次のとおりです。

(1) 住宅の各称 宮城県沖地襲災害応急仮設住宅

(2) 所在地 長町住宅 仙台市長町七丁目301~6

西勝山住宅仙台市荒巻字川乎10~483

型及び構造 2戸建プレハプ乎家 1戸当り25.92d

付屈設備 水道・電灯・建具ー式

付幣設備 物l位（別棟4-95面）

3，住宅の供与期問は 2カ年以内とする。

4，応急仮設住宅の入居を許可された者は，別紙により諮四を提出しなければなりません。

，次のような場合は入居を取消すことがありますから注意して下さい。

(1) 入居申込書等に虚偽の申告があったとき

(2) この住宅を他人に貸したり，権利を談渡したりしたとき

この住宅に工作を加えたり，住宅の型状を変更したりしたとき

この住宅の使用目的又は用途を変更したとき

その他，仙台市が必要と認めたとき

，この住宅の修繕に要する費用のうち，次のものは入居者において負担することになります。

へ（1)昼の表替，流しステソレスの張替，ガラスの取替等軽微な修繕

;(2)給水栓，点減器，その他付属施設で構造上重要でない部分の修繕

，入居者は，次の費用を負担しなければなりません。

(1) 電気，水道の使用料

(2) ごみ， し尿の処理に要する費用

，入居者がこの住宅を返還するときは，あらかじめ返還届を提出して下さい。
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2 応急仮設住宅の基準

仮設住宅ほ災害救助法に姑づきその建設を県から委任されたものであるが，厚生省の

り次のような制約があった。

ァ， 「応急仮設住宅」は，住家が全壊全焼又は流出し，居住する住家がない者であ

ずからの狡力では住宅を得ることができない者を収容するものであること。

ィ， 「応急仮設住宅」の設骰戸数は，市町村ごとに住家が全壊，全焼又は流出した

の3割の範囲内とすること。ただし，やむを得ない事俯がある場合には，市町村

おいて設四戸数の融通ができること。

ゥ， 「応急仮設住宅」の 1戸当りの規模は， 23.1品を基郡とし，その設説のため支

費用は， 754,000円以内とすること。

ェ， 「応急仮設住宅」の設低については，災害発生の日から20日以内に莉工し，す

設骰しなければならないこと。

ォ， 「応急仮設住宅」を供与できる期問は，完成の日から建築韮準法第85条第 3項に

限内（最高 2年以内）とすること。

一方，市においては罹災者救済措骰として，公常，公団住宅の空家を調査し，

る罹災者の入居に便宜を図った。

仮設住宅の入居状況

地 区 戸 数 入居月日 被 災 時 の 住 所

長町七丁目 (!) 50戸 7月1日 緑ケ丘地区45戸，長町地区13戸，

(2) 16戸 7月26日 西多賀，鹿野，郡山，荒町，幸町，六郷各1戸，南材2
西勝山
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4戸 7月5日 北根宇一念防2戸，北根宇患松 1戸

長町応急仮設住宅が完成，入屈始まる (53.6.22)

（河北新報社提供）
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入急仮設住宅に共同浴室

応区、
住宅入居者から強い要望があり，災宙救助法の設招基準にはないが，市単独で次のように

入居者の利便を図った。

心，電気料，水道料及び浴室の維持管理に要する般用は使用者負担とし，又浴室の維持管理
芦
いても使用老共同管理とした。

甕式及び樅造 プレハプ平家建 (3.0m')，浴槽ボリパス（認5£)，ガス釜（プロパソ）

＾ 附屈設備 カーテソ（間仕切用・窓用），脱衣龍，ス Jコ，照朋器具，煙突，換気扇

憬ヽ設置月日（使用開始） 昭和53年12月10日
亨
”:；設饉数 長l!IJlQ, 西勝山 1

ふ
工事'Ill 4,550,000円（うち本体3,000,000円）

被害住宅の応急修理
唸 ，

生活保殴世帯の家屈等にも至るところに被害を及ぽし，あるいは負偽したものが発生
心＇；

した。住宅の被害は，墜の一部崩壊，屋根瓦の落下，雨もり，窓ガラスの破批壁の亀
屈
，土台の沈下，プロック堺の崩壊・傾倒等さまざまで，なかでも屋根瓦の破姐が多か

各福祉事務所でその実態を把撰し，早急に修理を要すると認めたものは次のとお

）応急修理を実施した。

南社会福祉事務所管内

北社会徊祉事務所 99

東社会福祉事務所、9

計

34件

6件

6件

46（牛

1,000,000円

4訊,800円

176,650円

1,601,450円
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第 4節災害融資の状況

災害援護資金の貸付状況

地霞発生直後多くの全壊，半壊あるいは一部狽壊の被害が統出していることが明らかにな

ため，直ちに救設策を諧ずるべく，まず災害弔慰金の支給及び災害援渡金の買付けに関す

律（昭和48年法律第82号）の規定に基づく災害弔慰資金の支給及び災害援護資金の貸けに関

条例の一部を弔慰金とともに，その限度額をあげる条例を議会に諮り改正する他，別紙「災

急援護資金貸付要網」を定め， 7月から10月に至る第 1次から第 8次にわたり被災者救済に

だのであるが，

申諮用紙交付数 581件 鉗付決定件数 308件

申請用紙受付数 327件 不承認 13件

となり，融査の申請理由のほとんどが住宅の全壊，半壊あるいは一部破拍によるもので，

1億6,180万円となった。

また，身体障習者福祉資金の貸付限度額も引き上げ福祉協脳会扱いとしたが，

の限度で 7月28日まで51件であった。
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災害緊急援護資金貸付要網

（趣旨）

1 この要綱は， 昭和53年6月12日発生した宮城県沖地擬（以下「宮城県沖地擬」という。）によ

る被害を受けた世帯の市民である世帯主に対して貸し付ける災宙緊急援渡資金の貸付けについて

規定するものとする。

（災害緊急援渡毀金の貸付）

2 本市の区域内において宮城県沖地震により次に掲げる被害を受けた世帯で，災害弔慰金の支給

及び災杏援設資金の貸付に関する法律（昭和48年法律第82号）第八条第一項及び同法施行令（昭

和48年政令第374号）第四条の規定により算定した。これに属する者の所得の合計額が210万円

以上250万円末満のものの世帯主に対し，生活の立て直しに演するため災害緊急扱蔑資金の貸付

けを行うことができる。

(1) 朕旋に要する期間がおおむね 1ヶ月以上である世帯主の負偏

(2) 被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね 3分の 1以上である損害

（災害緊急扱護資金の限度額，償還方法等）

3 災害緊急援詭資金の限度額，償還方法その他この要網の施行に関し必要な事項は仙台市災害弔



慰金の支給及び災害扱護資金の貸付に関する条例（昭和49年仙台市条例第40号）に規定する災害

る災害援渡資金について定められているものの例による。

則
•この要網ほ，昭和53年 6 月 26 日から施行する。

護資金の貸付状況

第1次貸付 (7/19振込） 1 第2次貸付 (8/1振込）

万円 件 万円 万円I 件I 万円

130 I 4 I s20 I 130 

901 1911,7101 90 

70 I I I 70 

551 2811,5401 55 

501 21 1001 50 

401 3611,4401 40 

301 31 901 30 

20 I I I 20 

計 92I 5,400 

（市福祉部調）
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2 中小企業に対する融資

中小企業が今回の地霞災害から復旧するため何よりも必要なことは贅金の問題であることはい

うまでもないことから，県や政府系 3機関及び民間金融機関が独自の融資制度を設けた。また，

北海道開発公即でも設備の復旧咬金の融査を最優先で取り扱ったし，各金融機関も各中小企業の

救済に万全の体制を整え，仙台市においても次の融資制度を設けた。

宮城県沖地震災害復旧融資制度一覧表

名 称 1 対象

宮城県沖地霞中 被害を受けた中小

小企業緊急融沢 企業者

伐付限度

巡転1,000万円

設備2,000万円

償 還 期 問

迎転 5年以内

設備 7年以内

利 率 1取扱期間一

1年超 12月30日まで
年6.7%

1年以内
年6.296制度 合計3,000万円以内

中小企業金融公，

即 ” 
直接伐付別枠で

3,000万円

一般分 12,000万円

代理貸付別枠で

運転設備

5 ~10年

（実俯に応じ）

年 7.1%

1.500万円

（一般分2,500万円）

普通貸付国民金融公庫I” 
10年以内

1,200万円以内

年 7.1%

T 

商工組合中央金

” 
貸付限庶なし 迎転10年以内 年 7.5%

即 設備15年以内団体 7.3%

災害救助法の適用事業者については 1,000万円以内

につき（団体 3,000万円以内）期問 3年通常伐出利

率より 0.2％低率とする。

北海逍東北開発

公ilI

東北（新褐県を含 工事額の70%（最低 原則として15年 7.1% 

む）に事業を営む 融資額1,000万円） （特別利率
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資本金 1,000万円 あり）

以上の会社

1978年宮城県沖地震にかかる仙台市中小企業災害特別融資要網

1 目 的

仙台市（以下「市」という。）は1978年宮城県沖地震により被忠を被った市内の中小企業の災

害復典を図るため，仙台市災宙特別融資制疫を設ける。

2 融資基金

市は，宮城県個用保証協会（以下「協会」という。）に対し融資茄金を代し付ける。

3 融資基金の預託

協会は，前項の融資砧金をこの要網の目的に協力する金融機関で市の指定するもの（以下「金

融機関」という。）に対し市の指定する額を預託するものとし， 金融機関は預託額の 3倍額以上

をこの要網の定めるところにより，中小企業者に対し貸し付けるものとする。



4 貸付の対象

融資を受けようとするものは，次の各号に該当しなければならない。

(!) 1978年の宮城県沖地簑の被害を受けた中小企業者であると市長が認めたもの。

(2) 市内に事業所，店舗を有し，信用保証の対象となる中小企業者であること。

(3) 災害特別育成融資は同一事業を引き続き 1年以上営んんでいること。災害特別小口融狩は同

ー事業を引き統き 6か月以上歯んでいること。

(4) 市税を滞納していないもの。

(5) 協会の代位弁済や金融機関の取引停止処分を受けていないこと。

5 融沢の条件

区 分 l災 害 特 別 育 成 融 査 災宙特別小口融資

貸付金額
700万円以内 250万円以内

ただし既利用者は貸付残高を控除した額 だたし以下左に同じ

使 途 運転および設備資金 左に同じ

運転資金 5年以内 運転沢金 3年以内

貸付期問 設備預金 7年以内 設備資金 5年以内

（うち据匠6か月以内） （うち据I匹6カ月以内）

貸付利率
短期 (1年以内のもの）年利 6.2% I左に同じ
長期 (1年を超えるもの）年利 6.7%

保： 証 人 1名以上 不 要

担 保 原則として不嬰 不 喪

信用保証 すべて協会の保証付 左に同じ

保 証 料 年0.75% 左に同じ

証 明 魯 市長の交付する被害証明書添付 左に同じ

6 融資の申込み

既存の市育成融資ならびに市小口融資の申込粛に，必要粛類を添え，協会又は市（商工振典課）

へ53年9月30日までに申し込むこと。

7 1目用保証の可否の決定

協会は，市と協識して，信用保証の可否を決定し，その旨を申込者に通知し，可とする場合は

金融機関に対し関係書類を回付するものとする。

8 ft付 け

協会から関係書類の回付を受けた金融機関は当該申込者に対しすみやかにi陀付けを行うものと

する

9 融資状況の報告

協会は，この要網に基づく融資状況を別に定めるところによりそれぞれ毎月15日までに市に対

して報告するものとする。

10 損失補債
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市は，協会がこの要綱に基づく信用保証により損失を受けたときは，別に定めるとこ

損失を補償するものとする。

11 その他

この要網に定めるもののほか，必要な事項は市，協会及び金融機関が協議のうえ，定める

とする。

1978年宮城県沖地震融資状況

区

1 政府系金融機関

(1) 商工組合中央金即

(2) 国民金融公庫

分

｛国民金融公庫分
環境術生金融公庫分

(3) 中小企業金融公庫

2 仙台市中小企業災害特別融資

3 宮城県中小企業緊急融資

3 宮城労働金庫の地震災害特別融資の状況

(1) 宮城労働金庫の対応措佃

① 災害特別融資の対象者

件数

793件

2,931 

1,074 

209 

136 

635 

今回罹災した労働金即の構成員（労働組合員及び勤労者互助会員）

②融資総枠

当初 5億円としたが資金需要が多いため，受付時期 (6月14日より 7月31日まで） Iノ

し込みに応ずる方針である。

③貸出限度

罹災者 1人200万円。

ただし，家屋の全壊又はこれに礁ずる場合は500万円まで。

④ 貸出金利

年 4.5%

⑤ 返済期間及び方法

10年以内の元利均等割賦償還

(2) 仙台市の対応

① 6月市議会で2,000万円を補正計上し， 9月預託予定の分 1,500万円を併せ計 3,500

を7月1日に預託した。
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沖地震に伴う災害復旧資金貸出状況 （単位，千円）

展”--協～-名--- 仙台市農協 原町農協 計

ぃ!:•.ば 245,600 12,000 257,600 

42 2 44 

金件額数1
120,400 

ニI
120,400 

51 51 

金額 366,000 12,000 378,000 

件数 93 2 95 

金額 1.207,830 13,000 1,220,830 

件数 442 5 447 

金額 355,120 355,120 

件数 173 173 

叶’' 金件額数
1,562,950 13,000 1,575,950 

615 5 620 

計 1 件金額数
1,928,950 25.00~ I 1,953,950 

708 715 

53年12月31日現在

②資金需要の増大に対応するため，さらに 2億円の追加預託を請願されている。

資金需要見込及び資金計画

①需喪見込

7月17日現在で14億5,000万円に逹し， 7月末までには20臨円程度が見込まれる。

労働連合会資金10低円 (5億円は決定さらに 5億円の上戟みを要諮中）

宮城県預託金 2億円 (1億円は預託済，さらに 1億円を請願中）

仙台市預託金 2億円（今回諮願）

① 県，仙台市預託金の同額を労金資金から繰り入れ，仙台市以外の市町村分を含め20億

円の資金とする。

② 県ほ災害復旧資金として，七十七，徳腸，振典三行に 3億円， 農協に 2億円を預託

し，公庫資金利用者に200万円を限度に融贅（年5.05%）することとしている。

各種融資の確定額等

中小企業地震災害特別融資（確定）

預託金100,000千円 融資総枠500,00千円

貸付条件対象物～設備，運転資金

貸出限度～育成700万円 小口250万円
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貸出金利～短期6.2% 長期6.7%

返済期間～育成設備7年小 口設 備5年

運転5年

0 勤労者地霙災害特別融資（確定）

運転 3年

預託金200,000千円融資総枠300,000千円

貸付条件対象物～住宅・耐久消費材

貸出限疫～全壊住宅復旧500万円 その他200万円

貸出金利～年4.5%

返済期間～10年以内

0農業者地裳災害特別融資（確定）

預託金100,000千円 融究総枠500,000千円

貸付条件対象物～作業所，機械，ハウス等（住宅を除く）

貸出限度～200万円

貸出金利～6.0%

返済期間～被害の程疫10％以上 5年， 10％末満 3年

0 災1尉援護査金貸付

貸付条件対象者～1i1J年疲所得合，；1・210万円末禍の者

(210万円の引き上げ検討中）

貸出限殷～世帯主に 1カ月以上の負傷のある場合

住居家財に狽害なし一40万円

住居家財に損害に応じー80万～130万円

世帯主に 1カ月以上の負傷のない場合

住居家財の損宮に応じー40万～90万円

但し，住居の全体が損壊した楊合ー130万円

伐出金利等～据置期間 3年間無利子

元利均等償還期間 7年間 3%

5‘ 宅地防災工事資金の融資

宅地，特に擁整等の崩壊或は亀裂等多くの被出を被った罹災者のうち，

に必要な預金の調逹が困難な方に対し，仙台市防災工事資金融資制殷の活用によって災害復旧

事の促進をはかるために融質の枠を引き上げ罹災者の便宜をはかった。従来の融資額 100万円

200万円に， 200万円を300万円に引き上げ，融佼枠を広げることで対応した。

なお，狡金融沢については市が制定した別紙「仙台市宅地防災工事沢金融資制股要網」及
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台市宅地防災工事資金融資制度取扱要領」によって行い，金融機関においても「宅地防災工

の貸付けのご案内」を配り周知した。

仙台市宅地防災工事資金融資制度要絹

（目的）

この要網は，既成宅地における防災工事に必要な沢金の調逹が困難な者に，金融機関から必要

な資金を融資し，もって宅地防災工事を促進し，災害の防止を図ることを目的とする。

（融資の対象）

第2条 融歿を受けることができる者は，原則として個人として次の各号に該当する者とする。

(1) 本県に住所を有し，かつその所有する本市内の宅地について次に掲げる項目のいずれかに該当す

る者。

イ 宅地造成等規制法（昭和36年法律第19号）第15条2項又は第16条第 1項若しくは第 2項の規定

による勧告又は命令を受けた者。

ロ 急傾斜地の崩壊による災者の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第 9条第 3項又は第10

条第 1項若しくは第 2項の規定による勧告又は命令を受けた者。

，、 建築基部法（昭和25年法律第201号）第10条第 1項の規定による命令を受けた者。

ニ 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第59条第 1項の規定による指示を受けた者。

ホ その他の区域で市長から災啓防止のための注意を受けた者。

(2) 餃付金の償遠につき十分な能力を有する者。

(3) 市税を滞納していない者。

2 前項第 1号イ， 口又はハに定める者については，住宅金融公血の宅地防災工事資金の融狩が決定し

た者で，当該防災工事に必要な？t金に不足を生じた場合とする。

3 第1項の規定にかかわらず，宅地造成を業とする者は，融咲を受けることができない。

（融資の条件）

第3条融資の条件は，次の各号に定めるところによる。

(!) 融資の額は，前条第 1項第 1号イ， 口又はハに定める者については， 100万円以内とし， 同号ニ

又はホに定める者については200万円以内とする。

(2) 融資の利率は，年6.5パーセソトとする。

(3) 飢還期IBlは， 10年以内とする。

(4) {L兄遠の方法は，融府を受けた月の翌月から/);(Jl!)として元利均等による月賦枇遠とする。

(5) 担保及び述幣保証人については，金融機関の定めるところによる。

（融資の申込み）

第4条 融資を受けようとする者（以下「申込者」という。）は，・防災工事資金融資申込魯その他市長

が必要と認める書類（以下「申込書等」という。）を市長に提出しなければならない。

（融資の決定）

第5条 市長は，申込書等を受理したときは，金融機関と協議のうえ融府の可否を決定する。
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（融資の取消し）

第6条虚偽の申込みによって融資を受けたことが明らかになったときは，市長は，金融機関と

うえ融資の決定を取消すことができる。この場合市長は金融機関と協識のうえ，償還すぺき元

一部又は全部を繰上げ償逮させることができる。

（実施細目）

第7条 この要綱の実施に関し，必要な事項は，開発局長が定める。

（附則）

この要網ほ，昭和52年7月1日から実施する。

仙台市宅地防災工事資金融資制度取扱要領

（趣旨）

第1条 この要領は，仙台市宅地防災工事賢金融資制度要網（以下「要網」という。）

もとずき必要な事項は定めるものとする。

（融資の単位）

節2条要網第 3条に規定する融資の単位は， 10万円とする。

（提出書類）

第3条 申込者が提出する書類は，次のとおりとする。

（1) 申込書等

イ 仙台市宅地防災工事資金融資申込書

ロ 納税証明瞥（市税に関するもの）

ハ収入証明書

給与所得者は源泉徴収票

自家営業等の者は税務署の納税証明書

（納税額用及び所得額用）

ニ住民票写し

ホ 当該宅地防災工事にかかる土地の登記節腑本

ヘ工事施行箇所位胚図

(2) 工事計画図書等

イ 工事計画図書（平面図，断面図，構造図，排水系統図等）

ロ 工事内証明細書

(3) その他市長及び金融機関が必要と認める書類

（審査の手続）

第4条要網第5条に規定する融資の可否は，次に定めるところによる。

(1) 資格恋査

イ 市長は，申込書等を受理したときは，その 1部を金融機関に送付する。

ロ 金融機関は送付を受けた申込書等について，審査しその結果ほ審査意見書により市長に送

る。



，、 市長は廂査意見魯の内容を期酌の上適当と認めるときは申込者にその旨通知するとともに，工

事計画図粛等を提出させる。

(1) 工事計画審査

市長は工事計画図書等の提出を受けたときは，すみやかに市長は工事計画図粛等の提出を審査し，

適当と認めるときは申込者及び金融機関に融資決定通知粛により通知する。

(3) 市長は前各二号により不適格と認めたときは，融資不合格通知粛により申込者及び金融機関に通

知する。

（契約の締結）

第5条 前条第2号の規定による融資決定の通知を受けた申込者（以下「決定者」という。）は， 金融

機関と融資契約を締結するものとする。

（工事の沼手）

第6条 申込者は，第 4条第 2号の規定により融資が決定した後でなければ工事の着手はできない。

但し，市長が特に必要と認めるときは，融査が決定する前で，あっても，工事に泊手することができ

る。

（工事の検査）

悌7条 決定者は，防災工事が，仙台市の指定する工程に達したときは仙台の中間検査を受け，完成し

たときは，市長に宅地防災工事完了検査申諮粛を提出し，その検査を受けなければならない。

2 市長は完了検査の結果，防災工事が工事計画図粛等の内容に適合していると認めるときは，宅地防

災工事完了検査済通知粛により決定者及び金融機関に通知する。

3 市長は，その防災工事が工事計画図粛等の内容が適合していないと認めるときは，工事の改善を命

ずることができる。

（工事~費の変更）

第8条 決定者は工事に変更を生じたため融資額の変更を必要とするときは，工事費及び融資額変更申

請粛を市長に提出しなければならない。

2 市長は，工事股及び融資額変更申諮粛を受理したときは内容を審査し，必要と認めたときは工事股

及び融資額変更通知書により決定者及び金融機関に通知する。

3 Jlli項の規定により融資額の変更を認められた決定者が融資契約を締結しているときは金融機関と協識

のうえ契約額の変更を行うものとする。

（融資の実施）

第9条 防災工事完了検査確認書の送付を受けた決定者は，金融機関から融資を受けるものとする。

（附則）

この取扱要領は，昭和52年7月1日から実施する。
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第 5節税・使用料の減免

税の減免措置

市においては，地店による被災者に対し，市税等の減免措匝を講ずることとし，減免措骰の

容を詳しく説明したチラツを全市にわたって配布した。
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1978年宮城県沖地震による被災者の方々へお知らせ

このたびの宮城県沖地囮により被害を受けた方々に謹んでお見舞申し上げます。

仙台市では，被害を受けた納税者の方々に市税の減免などの措li'.1を諧じています。

1, 市税の減免

(!)市民税

個人の市民税について，彼災者の家屋又は家財の被乱f程度及び収入額に応じて滅免割合が決定されます

減

※1 

狽 礼； 割 ム9コ

5 割 以 上

狽 宮 割 ＾ ロ3 割～ 5 割

※1 肌宮割合

※2 課税傑郎額

※3 所得割額

免 の 対 象 | 減免の割

※課2 税楳郡額 100万円以下 ※所3得割額の 10l 

課税椋訛額 100万円万を超円以え 所得割額の200 下

諜税椋 i｛し額 200万円を超円以え
300万下

所得割額の

課税 探 礁 額 100万円以下 所 得 割 額 の

課税椋 辿額 100万円万を超円以え
200 下

所 得 割 額 の

課税標準額 200万円を超円以え
300万下

所得叫額の

家屈，家財の拍害金額
家匝，家財の価格

一般に収入金額から必要経股及び所得控除額（配偶者控除，扶旅控除， tt

保険料控除，生命保険料控除，甚礎控除など）を差し引いた額。

個人の市民税には掏等割と所得割とがあり，減免は所得割の部分について

われます。

（注） 市民税の減免額は，昭和53年庶分の税額に被啓程鹿等に応じた割合を乗じた額です。

(2) 固定沢産税

固定狡産税が課されている土地，家屋，似却沢産について，その被唱程度に応じて滅免します。

①土地

地形が変じ，又は作土が狽傷して宅地又は股地としての利用価値を失った場合に，その被害

度に応じて減免割合が決定されます。



被雲の程度 l減免の割合

8 割 以 上 100 % 

6翡1J以上 8割未満 80 % 

4割以上 6割未禍 60 % 

2割以上 4割未満 40 % 

②家犀

家凪の被咀程殿に応じて減免割合が決定されます。

被 叶戸了`  の 程 貶 減免の割合

全壊，流出，埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能の

とき

上要構造部分が箸しく担俗し，大修理を必要とする場合で，当該家屋の

価格の10分の 6以上の価値を減じたとき

匝根，内賠，外監，建具等に拍傷を受け，居住又は使用目的を箸しく拍

じた楊合で，当該家屋の価格の10分の 4以上の価値を減じたとき

内墜，鉦等に1鉗紗を受け，居住又は使用目的を担じ修理又は取替を必

要とする楊合で，当該家殿の価格の10分の 2以上の価佑を減じたとき

③ 似却沢産

家屋の場合に熊じて滅免します。

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

（注） 固定府産税の減免額は，昭和53年度の第 2期目の納期 (7月）以降に支払う税額につい

て，土地，家屋， tit却狡産ごとの税額に，それぞれの被営程度に応じた割合を乗じた額の合

計額です。

(3) 軽自動車税

次のいずれかにあてはまる軽自動車等に相当の狽害を被った方について，軽自動車税を免除しま

す。ただし軽自動車等は，軽四輪自動車， 251cc以上のオートバイ， 及び小型特殊自動車（股耕用

を除く。）に限ります。

イ 53年5月1日から 6月12日までの間に新車登録をした！條自動車等

ロ イの期間に，名：淡変更により所在地が他市町村から仙台市に変更された軽自動車等

(1) ，J［業所税

’l環所用家屈の全部又は一部が滅失して，それに代わるものとして事業所用家屋を新設又は増鉗

したときは，事業所税のうち新増設に対して課する事業所税を免除します。

2 納税の猶予

災宝により定められた期限までに納税できない方については，納税の猶予を行います。この場合に

は，延滞金が免除されます。

3 申告等の期限の延長

定められた期限までに申告因等の古頻を提出できない方については，その期限を延長します。

以上の措四は，申諮により行われますので 7月31日まで，税務部又は各支所にお申し出ください。
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市税の減免状況

市 民 税

(1) 減免割合別減免額

減免割合

（昭和54年 2月15日現在）

承認者数

（単位：千円）

I減免額

②
一
区 分 承認者数

全 免

5/10 

3/10 

1/10 

合 計

665 

966 

612 

176 

2,419 

9,336 

21,949 

15,987 

2,250 

49,522 

特

行政区別減免額

I 申請者数 1 

収「―工云「l

普

通

徴

収

別 徴

市民税課

西多賀支所

中田支所

六郷支所
七郷支所
高砂支所

岩切支所
生出支所

長町支所
東支所

計

355 
31 
16 
364 
251 
94 
18 
1 

388 
69 

1,587 

1,390 

256 
18 ， 
207 
159 
47 
16 

゜270 47 
1,029 

合 計 3,434 2,419 

固定資産税・都市計画税

(1) 資産別，行政区別減免額と承認者数 （単位：円）

分 1即固定資産税

本 庁 24,061,290

長町 14,195,300

岩切 994,910 

閥 砂 4,619,890

七 郷 4,737,450

六郷 6,960,730

中田 1,302,730

西多質 794,760 

生出 30,680 

東 16,060,970

市 外 5,793,710

計 79,552,420

減 免 額 承

区

土

地

家

屋

都市計画税I
5,799,380 I 29,860,670 

3,398,550 I 17,593,850 
207,970 I 1,202,sso 
962,890 I 5,582,780 
918,040 I 5,655,490 
983,920 I 7,944,650 

260,760 I 1,563,490 

179,240 I 974,000 

9,980 I 40,660 

3,569,680 I 19,630,650 

1,358,940 I 7,152,650 
17,649,350 I 97,201,770 

計 法 人

ー4
 

0

6

2

0

2

0

0

9

6

 

2
 

4

2

 

ー

7

2

 

刃

a
C
や

~
~
 

個 人

~
一

者

1,778 

1,570 

85 

281 

454 

767 

117 

67 

7 

462 

137 

5,725 5, 

償却資産 5,937,080 5,937,080 32 2
 

252 



土地の減免割合別筆数と地積 （単位： ,1)

滅~‘‘免割合ヽ、＼区＼＼分＼ 部宅数 1地
地 山 林 雑 種

地 I合
計

戟 諏 t|地 横叫数 1地 軟躙数 1 地 救

110 0 I 76 I 24,025 I -1 - 1 11 98 | 77 1 24,123 

18 0 24,972 10s I 24,972 

10 6 50,793 176 58,585 

10 4 171,547 253 171,943 

計 279,623 

(3) 家屋の減免割合別棟数，床面積 （単位：千円）

減＼免割合、区＼＼分＼ 
木 造 家 屋 非木造家屋 メロ 計

棟数床面積 棟数 床面梢 棟数 1床 面 戟

10 10 I 1.645 77,902 98 34,050 1,7431 111,952 

8 2,132 138,535 ： 13,272 2,179 151,812 
10 

16 0 4,382 285,432 63,380 4,530 348,812 

14 0 5,054 333,016 481 165,983 I 5,535 I 498,999 

メに 計 13,213 834,885 774 276,685| 13,987 | 1,111,570 

(4) 償却資産の減免割合別，資産数 （単位：点）

区 分 償却賓産の種類と資産数

減免割合＼＼ 構 艇 物 1機械及び装骰 1車両及び運搬具iェ具，器具，備品| ^  ロ
計

10 I 45 35 1 I 210 291 
10 

18 0 4 | 37 12 53 

口
72 

口
99 

141 177 

285 1 620 
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3 税務手数料の減免状況

税務手数料の減免状況 （単位円）

区 分 1本 庁 I支 所 l計 免除額

課税証明 470 187 657 65,700 

狡産証明 155 310 465 46,500 

納税証明 78 76 154 15,400 

計 103 I 573 I 1, 276 | 127,600 

4 民生関係手数料の減免状況 (53. 6. 22-53. 8. 3]まで）

区¥:巳:、Iil:数 1枚::::｛t:0:i:Ei:数1枚，1冨
全市 473 1 ”三1::/|］二 I 贔I 贔I1,;；； 1;:214

支所分内訳

-支～所‘名~～種•-、=別 住 民 票頂I印鑑証明 1印鑑登録証 1合 計

｛＇ 件 枚 件 枚 件 枚
東 76 112 187 266 20 20 283 398 

西 多 賀 4 7 24 51 ， ， 37 67 

中 田 7 17 10 27 1 1 18 45 

六 郷 23 32 64 148 4 4 91 184 

七 郷 3 5 8 14 1 I 12 20 

邸 砂 14 24 49 101 3 3 66 128 

9ィ丑コ 切 13 17 29 86 4 4 46 107 

長 町 164 246 448 956 60 60 672 1,262 

生 出

゜゜
1 3 

゜゜
1 3 

計 | 304件I 460枚 820件|1,652枚 102件 102枚 1,226件 2,214枚

参考住民漿写し……仙台市手数料条例第 4条

譴闘欝｝・・・仙台市印鑑条例第17条第 3項

5 保育料の減免状況

施 設名 減 免 甚 l侶 減免対象数 I減 免 額

沖野保育所 仙台市市税条例施行規則別表第一を準

旭ヶ丘保育所 用し，宮城閲し沖地霰災害自災者に対す

る保育料減免取扱要領に基づき減免

3 名 213千円

6 国民年金保険料の免除状況

保育料の免除申請

中諮件数 1免除期 1廿l| 1人当り免除額 I免除総月数 I免 除 総 額

26 件
自昭和53.4
至 11 54.3 32,760円 312 月 851,760円
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援助物資と見舞金の配分

援助物資と見舞金の配分

地震のあった翌13日から全国の郵便局， 日赤を窓

として，個人，団体，企業をはじめ全国の多くの都市からも湿かい心のこもった物校が続々寄

じられた。その物査は，食バン，乾バン，インスクントラーメン，缶詰， ジュース類等の食糧品

Iほか，石けん，タオル，洗面七ット等の日用品が多くをしめた。また，衣類（中古）がダンボ

ル約362箱にも逹した。受付けた件数は団体が83団体，個人が 533件に及んだ。

第一次配分
--
受付月日 I 種 類 数 批 提 供 者 配布月日

6月15日 パ ソ 類

チキソ9 ソヽバーグ

玄米粥

14,500食

6,6001' 

2,4001' 

山崎製パ・ノ

千 葉 日 赤

“ 

6月16日

配分先

老人ホーム，母子寮

狡渡施設，保育所，

避雖所

稲 類 数 批 l提 供 者 配布月日 配 分 先

菓子ジュース類 11トソ 山崎製バン 6月17日

15日 乾 ノS ソ 108ケース 大阪市民生局 18日

16日 食 塩 125袋 恵 売 公 社 If 3術祉事務所と 9支16日 石 け ん 8,010点 日 赤
所を通じて配分

歯 み が き 320点 ” 
歯 ぷ ら し 7,560点 ” ボソカレー等 163,10食 大 塚 化 学

救 急 医 薬 品 100箱 東北新日本薬品 18日 1各避難所

全壊世帯 788 仮設住宅入居者 68 

名 数 批 I 提 供 者 備 考

14.678点 瀬 戸 市

オ ）レ 1,900本
} NHK厚生耶業団

面 七 ッ 卜 1,280組

し の も と 39,000人分 ミ ツ 力 ソ 酢

洗剤チェリーナ 3,900本

｝花王石けん洗剤ワソダフル 1,400本

浴石 け ん 4,080個

2,269セット 仙台中央郵便局

13,000本 サー ン‘ l リ

355 



2
 

見舞金の受付と配分の状況

宮城県沖地裳の大きな被災状況が報道されるや，全国各地から善意あふれる見舞金が続々

られて来た。そのうち，鎌倉市の159万円を筆頭に，仙台市の姉妹都市長野県中野市の121万

ベトナム国立歌舞団が日本各地の巡回公演の益金 103万円，

際、ノロプチミスト，大洋球団などからそれぞれ100万円など， 222件に達し，

円，利子80,972円を合わせ， 39,503,386円に逹した。

仙台辿場所日本相撲協会三栄会，

市ではこの善意の配分を検討し， 死亡された方々の追族， 重傷者，

庭，社会福祉施設等を優先して配分した。

なお，支給対象世帯については， 41地区日赤奉仕団の方々が，

住宅が全半壊となった

地区社会福祉協議会及び町

の役員の方々の協力を得て調査した結果にもとづき選定した。 しかし，

した時で，調査にあたった方々自身も被災していたという事俯もあり，第 2次支給として

象世帯を追加し，年内に支給事務を完了した。支給事務の終了後に受付したもの等の残金153,

円については仙台市社会福祉協識会に寄付した。

宮城県沖地震の見舞金支給状況
（市福祉部調）

区一[[ー一
2

一3

種 別 金

死 亡 者

孤 傷 者

全 半 痰

4
 

第一種警或

指定区城

5
 

撒去家屋

ロ`ニ数11次金幻：口次支給

□ □：三三
12 I 1 I 120,000 I - I -

15 I 16 I 2,400,000 

／ 
6
 

被災者の会
5

0

0

 

1

5

 

2

4

1

 
7
 

社会福祉施設 15 37 

100,000 

400,000 

500,000 
9 1 

5,550,000 

- - 1i 1 : 

l-て―l _|—; 
4 

1 

37 

計 1,165件l34,900,000円 328件i1,oso,000円|1,493件|41,950,00¥
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市議会の活動状況

第1節全貝協議会

第2節 6月定例会

第3節 8月臨時会

第4節 9月定例会

第5節 12月定例会

第6節 3月定例会

第7節 宮城県沖地震災害調査特別委貝会



第 1節全員協議会

宮城肌沖地震の被害が仙台市を中心に集中

したことから市談会は，翌 6月13日全員協厳

会を開他し，島野仙台市長及び樋口第二助役

から今回の地裳による被害状況報告を受けこ

れが対策のため活発な質疑がなされた。

（質疑）

・ガス局原町工場の低圧ホルダーの復旧見

通し及びガス供給再開までの対策と復旧

見通しについて

•水道の被害状況と復旧見通しにつし

・ごみの特別処理収集対策について

・学校給食と給食センター復旧の見通

ついて

・住宅の補修と融資について

・災害弔慰金の支給について

・市の施設の被害総額と復旧費用につ

仙台市議会議員名簿

識 長 大捕 箕 副識長 浅野継男

議番席サ 氏 名 翻 氏 名 罰 氏 名 翻 氏

1 千葉義二 15 阿部良治 29 佐藤太二 43 渡辺芳

2 後藤昌男 16 松本勝雄 30 棋 猛 44 行方

3 村上敏子 17 佐藤郁生 31 蟻坂はな子 45 藤井勝

4 黒田文江 18 翡沢竹寿 32 大岡 進 46 大野千

5 勝 又年 春 19 大 学甚 33 長谷川省 47 加藤

6 佐々木辰朗 20 欠 34 加藤美子 48 山田幸

7 屋代光 21 丹 野 昭 35 今野 元 49 大友

8 菊田苦二郎 22 三 nII新寿 36 浅野継男 50 小野寺寿

9 早 川知 男 23 平 1廿） 馨 37 細川秀男 51 犬飼

10 佐藤泰彦 24 鈴木康義 38 遠藤不二 52 畑

11 秋 山 幸 男 25 大内久雄 39 欠 53 西塚

12 後藤敏道 26 大 泉 鉄之助 40 横田健男 54 大浦

13 鈴 木 隆 雄 27 中川信義 41 太田幸作 55 小池純

14 沼 倉 竹 三 28 鈴 木 喜次郎 42 伊藤倉蔵 56 守 源
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6月定例会

までの11日問にわたって開会されたが，

は地農関係に緊急質問が集中した。

・地養に対する行政の取り組みについて

・応急仮設住宅の建設及び被害者の市営住

・団地造成のやり直し及び軟弱地盤地幣の

今後の処骰について

プロック塀倒壊による問題について

・ガス管の復旧と供給開始時期について

•水道管の漏水対策及び断水対策について

・広報活動の徹底について

・被災家屋等の補倣について

・市内全体の建物及び宅地並ぴに市の施設

の被害状況について

・仙台市地域防災計画について

•石油クソクの総点検及び東北石油の操業

開始見通しについて

6月20日

昭和53年6月12日発生した宮城典沖地震に

る被災者の救済措骰並びに公共災害及び一

住宅被害の早期復旧対策について調査を行

，市民生活の安定確保をはかるため16人の

員をもって構成する宮城県沖地霙災害調査

各号識案に対する質疑に入り，この中でも

地霞に関する質疑が集中した。

（質疑）

・災害関係の補正予算編成の有無について

・災害弔慰金の支給及び災害援渡資金の代

付について

同日，宮城限沖地裳（緑ケ丘地区）緊急対

策に関する諮願が宮城県沖地裳災害調査特別

委員会に付託された。また，宮城県沖地霞に

よる被害対策に関する意見古が満場一致で可

決された。

06月22日

関係行政庁へ意見四進逹（浅野澗議長，伊藤

特別委員長）

総務財政委員会開催

（質疑）

・被害の実態調在について

・地霙対策条例の策定について

．咬材暴1I叡の防止について

経済交通委員会開催

（質疑）

・中小企業と農業関係に対する融資について

・食肉市場における災害時の対応について

建設水遥委員会開催

（質疑）

．漏水対策について
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・応援体制について

衛生ガス委員会開催

（質疑）

•東北石油の重油流失について

・団地等のし尿浄化槽の被害調査について

•森郷埋立地へのごみの搬入について

•東北石油からの原料確保の見通しについて

・復旧作業従事者の労働条件の配慮について

教育民生委員会開催

（質疑）

・仮設住宅について

・鹿野小，長町中の休校関係について
冬

・私立幼稚園，民問保育所，鶴寿苑，公

等の被害状況について

06月23日

地元機関行政庁へ意見書進逹（伊藤特別

長）

東北石油，卸町，苦竹）

経済交通委員会災害地視察（卸商団地，

卸売市場，霞ノ目車庫，大堀排水場，閑

大橋，六郷，長町）

建設水道委員会災害地視察（北根字一念防，

鶴ケ谷地区，ニッ沢地区，緑ケ丘地区）

宮城県沖地震災害調査特別委員会設置要網

（目的）

1 昭和53年6月12日発生した宮城肌沖地霞による被災者の救済措低並びに公共災害及

ぴ一般住宅被害の早期復旧等を推進し，市民生活の安定確保をはかる。

（構成）

2 委員会は16人の委員をもって構成する。

（閥査）

3 本委員会は，被災者の救済措匠並びに公共災害及び一般住宅被害の早期復旧対策に．

ついて調査を行う。

（調査期間）

4 委員会は，調査終了まで閉会中も継続して調査を行う。

本要綱によって次のように16人の委員が 6月20日に選任された。

委員長 伊藤倉蔵 委 員 大学甚

副委員長 今野 元 // 千葉義ニ

委 員 大 野 千 ” 小野寺寿婢

” 行方 要 II 鈴木菩次郎

” 藤井勝雄 ” 中川個義

” 畑 惣一郎 // 村上敏子

// 加藤浦之進 ” 鈴木康義

// 棋 猛 // 大泉 鉄之 助
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（質疑）・ガス委員会災害地視察（松森猜掃工場，

原町ガス工場，ガス局港工場） ・災害救助法に基づく仮設住宅に対する国の

育民生委員会災害地視察（図南高，鶴寿苑 助成の見通しについて

16月24日

城県沖地震災害調査特別委員会を開催「宮

凛沖地震（緑ヶ丘地区）緊急対策に関する

・被災者に対する自治体の大幅助成について

・防災集団移転特別措樅法上の助成について

•鶴ケ谷団地の艇崩れ，建築物や住宅の損炭

」を採択した。

に対する仙台市の分誤責任者としての復旧

処既について

・図南高校の被害調査について

回の地霰に伴う 50偲4,200万円にのぽる補

予算などの議案が追加提出され，これに対

る質疑応答がなされ原案どおり可決され

同日，宮城県沖地霞災害調査特別委員会を

開催し被災地の視察及び政府関係への陳俯に

ついて協談した。

宮城県沖地震による被害対策に関する意見書

去る 6月12日午後 5時14分に発生したマグニチュード 7.5の宮城肌沖地霞は，宮城県を中心とす

る東日本一帯に多くの被害を与えました。とりわけ，霞度 5を記録した仙台市は，未付有の強震に

襲われ，現在死者13名，拡軽偏者 500余名の人身被害をはじめ，市内ほとんど全ての家屋に倒壊及

び損壊を受け，屋根落下，堺等の倒損壊，崖崩れ，河）II・ 逍路・橋梁等の損壊のほか，地盤沈下，

水道管の折損，仙台市ガス局のガスクソクの崩壊炎上，東北石油仙台製油所貯蔵クソクの漏油事故

等各般にわたり，甚大な被害を漿っております。

なお，調査の進展に伴い被災件数はさらに増加しつつあり，地割れ，槌崩れなどの二次災害の危

険が依然として進行しつつあります。

一時は，電気•水道・ガス・鉄逍·道路，電話等の諸機能がパニック状態にさらされましたが，

関係機関及び64万市民の昼夜を分かたぬ努力によって徐々に回復を見つつありますが，都市機能及

ぴ市民生活機能の早急な回復が待たれております。

よって，政府並びに関係機関に対して次のことを強く要望いたします。

1. 仙台市における甚大かつ大規膜な被害状況にかんがみ，その復旧と市民生活安定の緊急性を認

識され，仙台市に対して激甚災宮地の指定措1性を早急に講じられたい。

2. 商工農林業被害・一般住宅被唱に対する救済及び融資措樅並びに災害対策に対して十分な財源

措胚を講じられたい。

右，地方自治法第99条第2項の規定により意見魯を提出します"

昭和53年6月21日

仙台市国分町三丁目 7番1号

仙台市謡会議長

大浦 貢
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07月14日

総務財政委員協議会開催

（質疑）

・地震被害の相談について

•高砂サニーハイツと緑ヶ丘，黒松地区の対

策について

•南消防署の被害状況について

経済交通委員協議会開催

（質疑）

・農業関係に対する融資について

・農作物の被害について

・閑上大稲の被害状況について

建設水道委員協誠会開催

（質疑）

・プロック塀の安全問題について
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・盛土個所に対する対策について

衛生ガス委員協議会開催

（質疑）

・ガス局の被雹総額について

・ガス発生装骰の移設について

•財政調賂基金の運用について

教育民生委員協誠会開催

（質疑）

・保育料の減免措骰及び災害特別融賓基

急預託について

・仮設住宅の入居状況について

・八木山小学校の通学路について

・図南高校の被宮と復旧について

・子供の避難教育について



8月臨時会

月臨時会は 8月14日から8月15日まで 2

にわたり開会された。

月14日市の施設として最も被害の大きか

ガス事業会計の補正予算の談案が提案さ

疑の後，関係談案は所管の常任委員会に

された。

町工場の有水式ガスホルダー崩製炎上原

と調査について

町工場のガス発生装匠等の港工場への移

狂理由及び今後の原町工場の使命について

Irス供給体制のあり方について

後の財政見通し及び災害による国の財政

助について

後の財政計画と料金改定及び円高差益に

後のガス事業における緊急対策について

旧応援股と有事の際の応援体制について

・ガス局所有の未利用地の処分について

08月15日

衛生ガス委員会は，付託された案件について

審査し原案どおり可決した。

（質疑）

・ガスホルダーの耐用年数及び保守点検につ

いて

・ガスホルダー炎上による付近施設への被害

及びその補償について

・移設工事の着工時期及びエ期について

・ガスの需要ピーク時について

・移設工事と将来計画の関連について

•財源となる起債の性格について

同日，本会議が開会され OGlOO型移転建設

工事費 7億7,088万円を含むガス事業会計補

正予算が可決された。
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第4節 9月定例会

9月定例会は 9月14日から 9月28日まで15

日問にわたって開会なされた。

09月14日

地震に伴う補正予算等の議案が程上された。

09月18日， 19日

議案に対する質疑の後，関係議案ほ所管の常

任委員会に付託された。

（質疑）

・地霞災害復旧事業の見通しと災害復旧の進

捗状況について

・防災都市づくりに対する考え方について

・災害対策長期計画の策定について

・被災者への戟極的な救援対策について

・地震災害における個人救済の問題について

・地震被害の総額及び市税等の減免の取り扱

いについて

・避雖場所の見直しについて

•特殊建築物の安全対策について

・地震に強い街づくりについて

09月20日

総務財政委員会開催

地霰関係の謡案を含む審査が行われ同日可決

（質疑）

・緑ケ丘の地すべり対策について

・地裟災宮資料収集調査の内容について

経済交通委員会開催

宮城県沖地霞災審復旧融資状況及び中央卸売
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市場，食肉市場の復旧状況について当局

説明がなされた。

建設水道委員会開佃

地擬関係の識案を含む審査が行われ同

（質疑）

・災害公営住宅について

・地震災害私道撒備について

教育民生委員会開催

地裟関係の厳案を含む審査が行われ同日

09月28日本会談が開会され639,285,00

の災害関係補正予算が可決された。

同日「農災損害に対する相互救済事業実

関する要請書」を可決した。

011月15日建設水逍委員協識会開催

長町公営住宅（高層住宅）の災害復旧に

て報告があった。

012月1日

教育民生委員協謡会開催

宮城県沖地擬見舞金配分及び図南高の再

画について報告があった。

012月4H 

経済交通委員協談会開催

融資状況及び交通局関係の地震災害被害

旧状況について報告があった。



震災損害に対する相互救済事業実施に関する要請書

全国市有物件災害共済会の共済制度を改正し，擬災に因る財産の損害に対しても相互救済事業を

実施されるよう要請いたします。

去る 6月12日午後 5時14分に発生した宮城県沖地誕により，特に仙台市においては人身被害をは

じめ，家屋・宅地及び公共施設等各般にわたり甚大かつ大規模な被害を被り，災害救助法の適用及

心ぴ中小企業被害と公営住宅・住宅金融公庫の災害復典住宅について激甚災害の指定をうけているの

地震発生以来，すでに百余日を経過し，災害復旧も関係機関及び市民の昼夜を分かたぬ努力によ

って徐々に回復を見つつありますが，都市機能及び市民生活機能の一日も早い回復が待たれており

仙台市の諸施設においても，甚大な被啓を被っており，被害総額は59億800万円に逹し，災習復

旧のための財源措1位に苦應しているのが現状であります。

よって，かかる実梢を十分に認識され，地艇保険貢任を政府が再保険するなどの方途を諧じら

れ，全国市有物件災者共済会の共済制度を改正し，霙災による財産の損害に対する相互救済事業を

実施されるよう強く要諮します。

昭和53年9月28日

仙台市国分町三丁目 7番1号

仙台市議会識長

大 nli 貢
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第 5節 12月定例会

12月定例会は， 12月7日から12月20日まで

14日間にわたって開会された。

012月7日

地裳に伴う補正予算等の厳案が上程された。

012月11日， 12日

議案に対する質疑の後，関係議案ほ所管の常

任委員会に付託された。

（質疑）

•高層住宅に対する耐霞設計の取り組みにつ

いて

・長町公営住宅における基礎補強工事のエ法

工程について

・緑ヶ丘地区の集団移転に関し，住民との話

し合いの内容状況及び梨団移転事業につい

ての国との折衝経過と今後の見通しについ

て

・防災対策室の役割と地域防災計画との関係

について

・災害復旧と防止対策の予算との関連につい

て
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012月13日

建設水道委員会開催

地霙関係の議案を含む審査が行われ同日

（質疑）

・プロック塀の問題と生垣について

教育民生委員会開催

地霙関係の談案を含む審査が行なわれ

決

012月20日 本会議が開会され

災害関係の補正予算が可決された。



3月定例会

3月定例会は 3月 1日から 3月19日まで19

日間にわたって開会された。

03月1日

也震に伴う補正予符及び新年度予符が上程さ

昭和53年度地霞災害対策股の補正予鍔につ

＼いては， 3月9日全議員構成による予算条

例等審亜特別委員会で癖査され 3月12日の

が木会厳で可決された。

昭和54年度予算（地猿関係含む）について

は 3月12日から16日まで予符条例等審査特

別委員会で審査され， 3月19日の本会議で

可決された。
応 ，
唸

3月19日

宮城限沖地震災害調査特別委員会は，本会

議で当局に対する要望事項を含めた結果報

告を行い調査を終了した。

（要望事項）

1． 当局においては，被災住民に対しできる

だけ行政面で救済することを基本に話し合

いを進められたい。

2. 必要な地域については，継続して調査し

対策を諧じられたい。

3. 現在設定されておる警戒区域の早期解除

に努力されるとともに，県が施行している

地捐り防止工事の早期完成を働きかけられ

たい。

4. 集団移転事業の分誰価格と跡地買い取り

価格について十分に配應されたい。

5. 地裳保険制度の改善について関係機関に

強く働きかけられたい。

6. 災害復旧については，市民生活の安定を

はかる立楊から誠意をもって対処し，今後

の対策については最悪の事態を想定し万全

の体制を確立するため計画的な施策を推進

されたい。
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第 7節 宮城県沖地震災害調査特別委員会

特別委員会の活動経過は次のとおり

宮城県沖地震災沓調査特別委員会設匠

委員16名昭和53年6月20日設個

第 1回委員会 (6.20)

正副委員長互選の結果，委員長tこ伊藤倉蔵委

員，副委員長に今野一元委員を選任した。

被災地視察 (6.21)

緑ケ丘地区

意見書進達 (6.22)

浅野副識長，伊藤委員長 6月21日識決の意見雹

を総理大臣，大蔵，建設， 自治，農林，通産の

各大臣，国土庁長官，衆参災害特別委員長，地

元選出国会議員へ進逹陳俯。

意見粛進逹 (6.23)

伊藤委員長，同意見粛を東北地方建設局，東北

農政局，仙台通産局，東北財務局，県へ進達陳

俯。

第 2回委員会 (6.24)

第 7号諧願「宮城県沖地霞（緑ケ丘地区）緊急

対策に関する件」審査

意見付採択

二次災害の防止並びに罹災者対策について，全

市的な立場で対策を購ぜられたい。

（報告事項）

0 6月13日災習救助法の適用

0 6月18日午後 5時現在の被害状況について

0 6月19日緑ケ丘地区，源新田地区，北根地区の

一部に二次災害防止のための警戒区域を設定

第一種警戒区域 163戸

第二種警戒区城 281戸

0仙台市ガス災害の状況と 6月22日現在の都市ガ

ス復旧区域及び開栓（供給開始）作業予定につ

いて

0 6月22日現在の仙台市における概算被害額につ

いて

0水道施設震害の経過について
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0鹿野小学校，長IIIJ中学校の生徒児童

ついて

（質問事項）

0第一助役が政府，国会等に陳情した際

激じん災害指定基郡について

0地震保険について

0宮城限災害対策本部と仙台市との連携

0個人被害復旧における業者のあっせん

て

0高砂サニーハイツの建築確認と審査

及び今後の居住の安全性について

0市民税，固定資産税の減免について

0小規模危険個所の行政指溝について

0大型建築物における地質調査について

第3回委員会 (6.26)

被災地の視察及び政府陳偕について協議

被災地視察 (6.27)

1 高砂サニーハイツ

2 東北石油

3 七郷，六郷地区

4 卸町地区

5 北根宇一念防，荒巻宇源新田地区

陳情 (6.29)

伊藤委員長外7名で， 6月21日議決した意

をもって政府関係へ陳情した。

陳俯 (6.30)

今野訓委員長外2名で政党関係へ陳情した

陳情 (7.3) 

大野委員外 4名で国会関係及び地元選出国

員へ陳惜した。

第4回委員会 (7.7) 

（報告事項）

0 7月6日現在の被害状況と対応策について



家の被宙実態調査について

政府調症団に対する被害状況説明と助成

要望について

市長会，宮城県市謡会議長会，宮城県町

，宮城県町村識会識長会の 4団体による

出国会議員及び関係省庁への陳情につい

月10日）

び市長の衆議院災宮対策特別委員会出席

）いて (7月11日）

管地下漏水調疵経費について

]7日現在のガス復旧状況について

工場にあるガス発生装低の浩工場移設につ

-
保全審識会の審識経過と技術専門委員会の

調直について

事項）

一種，第二狐の警戒区域解除見通し及びポー

ソグ調査の公表について

災害に対する安全対策について

住宅増設の見通しと共同風呂場の設置方に

いて

也保全審識会への諮問内容について

1質調査の依頼先と調査結果について

；たきり老人及び悴雷者家庭への救済措1位につ

，て
のプロック塀に対する取り組み方について

復典住宅の貸付限度額引上げ見通しについ

浴地域の被唐対策と地質調査について

配管の復旧工事状況と対策について

氷管点検工事について

税の減免の PR及び減免による減収見込みに

9いて
.i砂サニーハイツの安全対策について

委員会 (7.31)

事項）

保全審議会の審議経過について

10日宮城県市長会，宮城県市議会議長会，

県町村長会，宮城県町村議会議長会の 4団

よる地元選出国会議員及び関係省庁へ陳俯

11日知事及び市長が衆議院災害対策特別委

に出席，激甚災害指定及び災害復旧に伴う

援助等について要塾

13日都市ガスの全面復旧

月25日中小企業及び住宅関係の被害，激甚災

に指定の旨閣議決定 (7月28日政令公布）

＇月27日仙台市防災会議開催

月27日市長が危険区城の集団移転先用地とし

て国有地提供について関係省庁へ要望

（四問事項）

0 高砂サニーハイツに対する市の調査について

0節ケ谷団地の災害対策に対する市の基本的姿勢

と調査報告について

0警戒区城の解除と宅地の安全性について

0 ボーリソグ調査の住民公表について

0緑ケ丘地区に対する二次災害防止策について

0集団移転跡地の買い上げについて

°労働金庫等の倹付け期限の延長について

0市税の減免対策について

0 仮設住宅入居者に対する倉血及び風呂場の設匠

について

第 6回委員会 (9.2) 

（報告事項）

0 8月5日荒巻宇源新田地区の90戸警戒区域の指

定解除

O 見舞金について

0 防災意識の啓蒙運動について

0 宮城県沖地霞の記録映画作成について

0 宅地保全審議会技術専門委員会警戒区域計器観

測結果について

0 教育施設の災害に対する国庫補助について

（質問事項）

0集団移転の見通しについて

0 復旧に対する具体的指郡について

0 見舞金及び救援物資の取り扱いについて

0 危険区域に対する戟極的な安全対策について

0 鶴ケ谷団地の災害調査内容について

0ー念防地区についての住宅供給公社との話し合

いについて

0 閥砂サニーハイツの安全性と対応策について

第7回委員会 (9.8) 

（報告事項）

0 9月3日の緑ケ丘住民に対する説明会開催と住

民の意見，要望について

0 東北石油僻仙台製油所の安全点検経過及び現境

汚染について

（質問事項）

0 油流出事故と通報体制について

0被災者向け住宅の完成時期と入居の選考方法に

ついて

0 労慟金庫の貸付期限延長等の話し合いの経過に

ついて

0 北根宇一念防地区の宅地保全審識会からの答申

に対する対策について

0 鶴ケ谷団地の災害調査に対する内部検討と対策
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について

0 見舞金の早期配分について

第8回委員会 (11.10)

（報告事項）

0緑ケ丘一丁目，同三丁目，同四丁目，北根宇一

念防，荒巻宇源新田等における宅地保全癖議会

技術J!Jl"J委貝会の計器観測結果について

0 集団移転先について

0 見舞金の配分について

0参謡院建設委員会及び国土庁，建設省調査団に

対する被害復旧状況説明と陳1i!lについて

0長町公営住宅災宵復旧について

0 災宮公営住宅建設について

0上水道施設の災唐復旧股国即補助について

0緑ケ丘三，四丁目，北根思松地区における地上

露出水道配管の地下埋設について

0 ガス製造設備の原町工場から湘工楊への移設工

事経過について

（質問事項）

0集団移転対象地域と移転時期について

0 緑ケ丘地区におけるバス迎行開始時期について

0 宅地造成業者に対する市の取り組み方について

0宅地防災資金の融資について

0緑ケ丘地域の安全対策について

0 市税の減免について

0長町公営住宅の被宮と耐裟性について

0宮城県沖地挺における医旅給付の国県に対する

要請について

第9回委員会 (1.24)

（報告事項）

0宅地保全審議会の答申内容について

0防災集団移転促進事業にかかる国の財政上の特

別措骰について

0 第二次見舞金の配分について

0建設局所管道路復旧工事の進捗状況について

0 緑ケ丘及び黒松地域の地上露出水道配管の木復

旧完了について

0防災対策室の設I役について

oOG100型プラント移設工事の完了について

（質問事項）

0防災集団移転促進事業について

0 宅地保全癖議会の答申内容に対する考え方につ

いて

O仮設住宅の入屈期間について

0宅地造成業者に対する被害補償の指部について

0仙台市宅地防災工事貿金融貿制庶及び金融機関

に対する指琳について
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0 図南隊の復旧工事について

第10回委員会 (2.27)

（報告事項）

0集団移転事業の経過について

（質問事項）

0 染団移転事業の分誼価格と跡地買い取

決定方法及び住民との話し合いについ

0地すべり防止対策工事の躁り上げ施行

0緑ケ丘地区宅地造成業者との交渉経過：

の指羽について

（要望事項）

0 当局においては，被災住民に対し，で

行政面で救済することを店本に話し合

られたい。

0 必要な地域については，継統して調査

を諧じられたい。

第11回委員会 (3.12)

（要望事項）

0 現在設定されておる警戒区域の早期

されるとともに，県が施行しておる地

工事の早期完成を働きかけられたい。

0 集団移転事業の分旗価格と跡地買い取

ついて十分に配應されたい。

0 地誕保険制殿の改善について関係機関に

きかけられたい。 急

0 災者復l日については，市民生活の安定を

立場から誡意をもって対処し，今後の対

いては最悪の事態を想定し，万全の体制

するため計画的な施策を推進されたい。＼・



宮城県沖地震災害調査特別委員会委員長報告

城県沖地震災害調査特別委員会の調査の経過

果について御報告申し上げます。

員会は，昨年6月20日の本会謡におきまし

和53年6月12日発生した宮城県沖地製によ

災者の救済措樅並びに公共災害及び一般住宅

の早期復旧対策について調査を行ない，市民

の安定確保をはかる目的で16名の委員をもっ

され，その調壺＾について付託を受けたので

まして，同日，正副委員長互選の結果，不肖

委員長に，今野一元君が副委員長に選任され

であります。

来今日まで11回に亘り委員会を開催いたしま

ほか， 6月21日本会議で議決された意見粛を

こ政府等関係機関に対し，強力な棟梢を行な

更には被災地の視察を二回に亘って実施する

令，本委員会は被災者救済と，災害復旧の促進

いて活発に活動を行なってまいったわけであ

す。

の経過はお手元に配布の経過概要のとおりで

ります。

れより調査の概要を申し述ぺます。昨年6月

ク刻，太平洋岸ー;:wを襲ったマグニチュード

の宮城県沖地震は各地に未曾有の被宙をもた

しましたが，本市の被害概況は市当局の全批哨：：

実態調査によると，死者13名， 負偽者 9,300

住宅被害 7万8,100戸で，公共施設等の被宮

584億円を含めると，総被害額は，実に 1,230

円を超える甚大なものでありました。

ただこの度の地震による火災発生が少なかった

とは，発生時間もさることながら，市民各位の

灌冷静な行動がもたらしたものと思われます。

仙台市におきましては，地霰発生後，直ちに情

の収集と対策のため「仙台市災害対策本部」を

いたし，翌13日には仙台市議会全員協議会を

批 14日には本庁 1階ホールに宮城県沖地農特

談コーナーを設けて市民の災害に伴う生活関

1の相談に応じております。

又， 6月19日には，緑ケ丘地区，北根地区，源

田地区の一部に二次災害防止のため警戒区域を

引し， これら警戒区城には地質調査のため必嬰

fiこ傾斜計，仲縮計，ひずみ計を設趾，定点観

，きれつ観測，地形測批，ポーリソグ等，一連

観測や調査を行なったわけであります。

更に住宅に被宮を受け住宅に困っておる方々に

漁仮設住宅70戸が建設され7月1日より入居

しております。

（昭和54年3月定例会）

又， 7月1日には，警戒区域の防災と集団移転

促進のため開発局に「裳災復旧対策室」が設既さ

れております。

この未付有の災害に対し，国の救済措骰を講じ

られた＜市当局，議会その他各団体の強力な実行

迎動を行なった結果， 6月13日に災宙救助法が適

用され，更に7月25日には，中小企業と住宅関係

の激甚災害指定が閣議決定を見， 7月28日政令が

公布され，それぞれ特例措I匹が講じられたのであ

ります。

特に市民の日常生活に欠くことのできないガ

ス，水追施設の被害がまことに大きく，ガス事業

にあっては，都市ガス供給開始以来初めての全而

的な供給停止をいたし，その早期復旧に献身的な

努力をされ，特に全国のガス事業者22団体，延ペ

1万572人の応援を受け， 人海戦術により 13万

5,000戸に上る需要家の復旧対策に対処，約 1カ

月後に全而復旧を見ております。

一方，水道事業においては，配水管や本管の破

損に加え給水装1位の故悴が多発いたしましたが，

300名の作業員の昼夜兼行の補修で 6月15日に

は，全市域断水が解消されております。そのほか

道路・学校・庁舎等諸施設の各局所管の彼災状況

と対応につきましてほすでに皆様に沢料を御配布

申し上げておるところでありますので，省略させ

ていただきますが，今回の地霞による本市公共関

述の災宮復旧経費は，一般会計で24億 8,400余万

闘特別会計で 5億 300余万円，災宵対策関連1J1:

業として15億6,900余万円，ガス水道交通で20億

7,200余万円で総額66億2,900余万円に上る額に

なっております。

また今回の地誕に際し，全国各地から市に寄せ

られた普意の見舞金総額は 4,195万円に上り，こ

れらは見舞品と合わせ死亡者の追族，重偽者，住

居の全半壊者等，被唐の程度に応じて配分が行な

われております。

今回の地簑で最も危険とされ，警戒区域に指定

された 444戸については，調査結果に基づいた対

応措l性がとられ 8月5日源新田の90戸， 9月20日

には，緑ケ丘一丁目の37戸，同三丁目の15戸，同

四丁目の lll戸，北根地区の58戸，貨1-221が解除

になっており，残り 133戸については，今なお警

戒を要するものとして調査が進められております

が，中でも宅地として不適当な緑ケ丘地区の27戸

についてほ，国の防災集団移転促進事業により集

団移転を行なうべく，現在移転用地の分譲価格及
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び移転跡地の買い取り価格等について鋭意話し合

いが進められておるところであります。

今日，一般住宅及び店舗等の被害につきまして

も関係者並びに当局の懸命な努力により，災害復

旧は順調に進められておりますが，特に今回の地

畏によりプロックペいの倒壊，住宅団地の地すぺ

り，ガスホルダーの崩製炎上，石油貯蔵クソクの

損域等の不測の事態が発生いたし，これらにかか

る今後の安全対策については，教訓を生かし十分

な配應が望まれるものと思料いたすものでありま

す。

本委員会としましては．調査の経過をふまえ，

将来の災害対策のために当局に対し，次の事項に

ついて強く要望することに決定いたしたのであり

ます。

1． 当局においては，被災住民に対しできるだけ

行政面で救済することを基本に話し合いを進め

られたい。

2. 必要な地域については，継続して調査し，対

策を講じられたい。

3. 現在設定されておる警戒区域の早期解除に努

力されるとともに，県が施行しておる地滑り防
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止工事の早期完成を働きかけられたい。

4. 集団移転事業の分誤価格と跡地買い

について，十分に配磁されたい。

5. 地震保険制庶の改善について，関係

＜慟きかけられたい。

6. 災害復旧については，市民生活の安

る立場から誠意をもって対処し，今後q
ついては，敢悪の事態を想定し，万全0
確立するため計画的な施策を推進され

当局におかれましては， これらの諸事

まして，普処され，市民生活の安定確保

一層努力されるよう期待いたす次第であり

概嬰は以上のとおりでありますが，詳細I
ましては，その都度皆様に資料を御配布申

ておりますので，それによって御了承いた：

いと思います。 2/ 
”吟

本委員会は， 3月12日の委員会をもって

たしたのでありますが，この問，委員会

賜わりました委員各位，並ぴに市当局の絶

御協力に対し衷心より敬意を表し委員長報

ります。
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消防活動の概要

第1節消防活動の状況

第2節非常配備体制

第3節消火活動

第4節救急活動

第5節救助活動

第6節石抽コンビナート

第7節一般危険物施設

第8節特定防火対象物

第9節 消防水利と消防用設備



第 1節消防活動の状況

あらゆる災害が発生した場合なんといっても第一線の活動部隊として消防職員の活動が

れている。今回の地霞災害は，仙台市全域のにわたって種々様々な態様の災害をもたらし，

や家屋の倒壊， プロック塀の倒壊や家具の倒壊による死亡者や負傷者の続出。このほか，

崩壊，地すべり，降雨による地震後追症的な崖崩れ，東北石油の重油流出事故など，休む

い活動が続けられた。

特に避難まで余倍なくされた家屋の倒壊地域や崖崩れ地域の警戒には，多くの職員が動

た。 24日問における消防局の災害出動の概要を日別に見ると次のとおりであった。

日別活動の経過

6月12日

17: 14 地霰発生捉度 5

20 仙台市災害対策本部設佃

30 消防局第 3次非常配備

32 仙台市各局第 3次非常配備

33 太平洋沿岸津波警報発令

18 : 10 津波第一波の通報 (17:26鮎川13位）

20: 15 津波警報が注意報に切替

24 律波観測状況 (17: 55鮎）ll17C況）

30 律波注意報 4区解除

19:00}災対本部員会厳

22: 00 

一災害出動一

火災発生 8件火事さわぎ 5件

救急出場25件救助出場 6件

ガス漏等出場16件

危険物漏洩出場 1件（東北石油）

槌崩れ等出場4件

6月13日

0: 30 緑ケ丘団地の一部に避錐勧告
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5:00}目視による被害調査を消防局カ
7: 00 

12: 00 非常配備解除

13: 00 災害救助法の適用

13: 00 市識会全員協識会

一災害出動一

火災 1件火事さわぎ 5件

救急出場12件 崖崩れ建物倒壊等警戒

危険物漏洩警戒 1件（東北石油）

6月14日

10: 00 政府調査団来仙

10: 00 消防局に災害対策員を常樅

(4名が昼夜とも勤務）

特別相談コーナーを設脱

一災害出動ー

崖崩れ建物倒壊等警戒10件，束北石油

6月15日

衆参両院調査団現地視察

一災害出動一

樅崩れ建物倒壊等警戒59件



日市議会緊急質問

害出動一

れ建物倒壊等警戒26件東北石油警戒

7日 自治大臣視察

t害出動一

東北石油警戒

れ建物倒壊等警戒 6件 東北石油警戒

15降雨による崖崩れ等二次災害警戒の

ため，第一次非常配備(22: 00解除）

災害出動一

2Hl 22: 00 余震 3により第二次非岱

配備（自宅待機 21: 00解除）

災害出動一•

崩れ等管戒 8件
冴

月22日

9:45 降雨による崖崩れ等二次災宮警戒の

ため，第 2次非常配備

(22 : 00 第一次非常配備に切替え）

一災害出動一

8: 30 非常配備解除

一災害出動一

艇崩れ等警戒13件

6月24日 市内全戸被宮実態調査l)廿始

一災害出動ー

齢崩れ等警戒 2件

6月25日

一災害出動一

齢崩れ等警戒 2件東北石油警戒

6月26日

7: 10 降雨による崖崩れ等二次災害警戒の

ため，第 1次非常配備

(16: 45 解除）

一災害出動一

槌崩れ等警戒13件

6月27日 第二次政府調査団現地視察

17: 00 大雨洪水注意報発令中につき，非番

員自宅待機命令

一災害出動ー

崖崩れ等警戒16件

6月28日

一災害出動一

樅崩れ等警戒 7件

6月29日

一災害出動一

崖崩れ等警戒 1件

7月4,5日

消防庁の東北石油屋外クソク破担事故調査
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第 2節非常配備体制

1 消防職員の非常配備

災害時における第一線の活動部隊として，消防局は地震発生後，午後6時30分第3次j'

を指令し，先ず当番職員 145人を非常配備した。一方，消防無線は一時的に通侶が途絶ぇ

ども，フローテング方式の起動によって通信を開始すると同時に非番職員を召集した。こ

東北大学理学部，東北薬科大の火災や，救急車の要諮が相い次ぎ，救急だけで 222件に

が，職員がそれぞれの部署に参集し，被害の1胄報収集と現場調査を指令。間もなく，ガス、

工場の有水ガスホルグーの倒壊炎上，蒲生方面における津波警報による警戒出動と続いた

に緑ヶ丘地区における宅地被害による人命危険のおそれがでたため，避難勧告による避

諧じ徹宵警戒にあたった。また，市北部の北根字一念防及び荒巻字源新田地区の地すべ

等による家屋倒壊があり，多くの職員を割かれ徹夜の活動となった。地裳当日，

動した職員 393人， 13日0時30分に至り， 418人となった。

2 消防団員の非常配備

災害の規模が大きくなればなるほど，消防団員の協力活動にまつことが非常に多い。

今回の地霞被害では，ほとんどの団員の家屋も何らかの被害を受けていたが，全団員

上が出動し活動した。特に地霞発生直後から翌朝まで広報警戒，津波警戒，火災出動と

団員が出動，その後も各方面の警戒活動に従事した。

3 消防通信情報

指令室

消防の通信ほ，あらゆる災害の情報ルートとして発生と同時に迅速しかも的確に処理

ばならない。仙台市消防局でも通信指令室を樅き，市域の災害，救急，救助等に即時即

体制を賂えて勤務している。

勤務の体制も消防局内部で唯一の三部制（三交代）をとり，無線技術の有衰格者を配

胆発生時は 6名の司令課員が勤務していた。

勤務員の語るところによると「6階ということもあり揺れがひどく天井が落ちるの
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参集した交通機関

自家用,1,
98 

バイク
83 

署所別参集人員

所属別参集人員 不参加の内訳

その他 35 1 ／ 県消防学校初任科
入校学生

33 

不安があり，録音機が倒れ指令台も揺れ出したので一時へばりついていたという状況

の安全確認ということから地震動がおさまると同時に一斉指令台及び無線基地局を点検

指令台では臨時通話試験を実施，無線基地局では回線切断を予測して補助回線設定のた

行い，第一線各署に対し，災害出動に備えての待機指令を行った。

，数秒を経ずして指令台27回線全線が一斉に嗚り続きパンク寸前を思わせた。
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宮城県沖地震における消防団活動状況
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パソクするのではと思われるほどの入電の中から，東北大学理学部

がキャッチでき，出動指令を流したが一時は全くの混乱状態であった。

してくる内容は，火災，救急関係，ガス洩れ，水道管破裂，家屋や塀などの倒壊，傾斜，

1ヽ，崖・石垣の崩れなど，すべて出動を要諮するものばかりであった。

：のため火災は別として，その他の出動要請については俯況を判断しながら選択出動をやむな

ざれた。
たがって応答する課員は，＇慎重な判断と併せて迅速的確な処理を強いられた。

にガス洩れの通報には元栓の閉めと火気使用禁止を指示し，二次災害の防止を図るよう呼び

•た。また，救急車を要諮してきた市民に対しては，内容が軽易と判断すれば近くの病院など

込みするよう協力を求め，救急車の出動を開整し現場活動に対応した。

9番通報に対し応答した件数 おおよそ 600件

救急関係 222件

火災関係 39件

ガス洩れ，家屋倒壊その他 339件

通信機器の状況

）無線甚地局

庁内
地震等による出動状況 (6月12日～6月21日まで）

よる機能が起動し，交信には

が多かったため，通信統制に

苦應したが，混信を避けるにと

どめ，俯報収染まで活用するこ

とは不可能であった。

また，救急系については，停

電により機能が停止したが， 18

時45分に至り通電処l性をとり機

能回復した。

(2) 119番受付台（救急指令席）

庁内停電と同時に非常用菩霜

池に切替えたため， 119番受付

；、見門 12¥ 13 14 15 

火 災 8 1 

非 火 災 4 6 

ガス漏れ 15 l 

危険物涌洩 1 l 1 

災害救助 6 

家屋被害 5 29 22 25 

自 塀＂ッ関ク係積石（）プ 1 21 12 7 

然 石殷ようt壁崩臭―関係れ 26 10 20 

災 2 3 1 4 

叶百9 
地咽1]など 7 4 4 

その他 11 2 1 

災習救急 25 12 1 1 

災害以外の救急 13 25 24 19 

沼9ひnし 報 1 4 1 

偽 報 l 

誤 発 報 2 

そ の 他 27 2 

計 92 165 81 81 

16 | 17 | 18 19 

1 1 

1 1 2 1 

， 6 2 6 

， 3 1'. 

9 11 6 5 

1 2 

3 6 4 

2 1 1 

29 18 30 22 

1 

1 

1 1 

64 47 451 43 

20 I 21 I弄I
11 

JO 

1 22 

3 
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2 5 111 

56 

5 2 94 

1 14 

3 31 

18 

39 

30 17 227 
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l 
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31 

391 27 684 
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には支節はなかった。ただし，病院表示架，病院選択架に障害があり，一般電源復旧まで

来なかった。なお，同台による， 119番受付が不能になった場合を考應し，端末電話機で

侶可能な 119番臨時応答回路 2回線を確保し，予備とした。

(3) 一斉指令席

地震直後，専用回線は一時みだれたが，すぐ回復，その後の使用には隙害がなかった。た

長時間，菩電池に頼ったため，電圧調整や一斉指令の制限を行って，鼈源の消純を防ぎなヵ

器の保全に努めた。

(4) 加入電話関係

一時，不通状態となったが障害はなく，庁内電話も含めて問合せ，照会電話が殺到し，

答には事務室にいた待機者があたった。

停電による各種障害（機能停止）

(1) 各種コンセント使用不能による障害

① 気象台からの模写電送受信機停止（通電後も親機故眸により不通）

② 警防図投影装置使用不能

③ 消防車現有勢力表示板使用不能

④ 救急系無線甚地局機能停止

⑤ 時計停止

⑥庁舎内放送用アンプ使用不能

⑦ ルームクーラー機能停止

（機械室の湿度28度に上昇，各架の蓋を開放し自然換気を図り機器の保全に努めた）

(2) 照朋関係の節害

室内灯の停砲障害により， 日没から指令業務などに支障を生じたが，非常灯は施設との関

あるので節約に努めた。

救急系無線の電源として， 12Vバッテリーを確保してからは， 旗流発電機によって交流 1,

発電を試み， 3カ所に照明を設けたが，その問ローソクを使用し切り抜けた。

地霙による施設への影響

① 録音機転倒

② 自動交換機固定金具がはずれ傾斜

＠） 自動交換機寵源装irtバイロット断

④ 各架台蓋，落下（開放）内部部品固定ずれ

⑤ 火災指令台ヒューズ断

⑥ 病院表示架・病院選択架ヒューズ断
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節消火活動

災害との闘いは火と水との幽いとまでいわれ，地震につきものの二次災沓として火災があ

iれるが，新潟地擬のときは昭和石油の油火災という媒常な大火災はあったけれども， 13件の

これは夏季で食事時間外のためであった。十勝沖地霙では21件（青森等 6市）の出火で， こ

食事時間外であった。今回の宮城県沖地霙においては地裟発生と同時に通侶指令室には火災

ガス洩れと，あらゆる梢報が飛び込み 119番の電話は嗚りっばなしという状態であった

＼、火災は 8件にとどまった。今回も夏場でしかも夕食辿備に少し早かったことが大きく幸いし

。しかも炎上火災は 3件，これは東北大学理学部研究棟 8階建ての内 4階 (408号～410号）及

灯 階 (701号～705号）の実験薬品の落下による化学反応により出火， 4教室のうち 245.!焼失

時頃また，東北薬科大学で薬品の分析研究実験中（第 2衛生室，無機造薬室，有機薬化学室）

I震となり薬品頬が次々落下，破拍，燃え上がり 257戒焼失した。また，幸町の仙台市ガスの有

低圧・ガスホルダー (17,000nl)が地霞の衝撃により倒れ屋外線に接触した。事後に箕知され

ボヤ 2件，その他火災取扱いしない非火災10件にとどまっている。各都市から多数の視察者も

口同音に「ほんとに， これだけですか」と邸外に思う程少なかったことは，不幸中の幸いとい

なければならない。これは市民の地震に対する対応を見逃すことはできない。消防局の行った

ソケート調査によっても瞬間的に火を消したと答えた市民はほとんどであったことからも， う

づける状態であった。

炎上火災の 3件と小火 7件及び火事騒ぎ (3日間で10件）を追記したが次のとおりである。

東北大学理学部化学棟 火災概要

仙台市荒巻字青薬

東北大学理学部化学棟

理学部化学棟

理学部長武田暁

発生日時等

）出火推定時間

知時間

昭和53年 6月12日17時15分頃

(119)// //17時16分

// // 18時30分

// //20時25分

3 建物概要

(!)建築確認昭和46年4月12日確認

(2) 使用開始 昭和47年 4月6日使用開始

(3) 建物構造鉄筋コンクリート 8階建

建築面積 1,207,11.f 

延面梢 7,756.88,,f 

4 発見及び初期消火の状況

(!) 7階 701A（実験準備室）

703 （ゼミナー室）
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705 （第一研究室）

705号（第 1研究室）には助手，学生 2名が在

室しており地裟発生と同時に部屋中央の実験台

上の木棚（高さ約 1,n)から小瓶入薬， ジグロ

レタソ金屈ナトリウム，シリカゲン，塩化カリ

ウムなどが崩れ落ち発火し停電したもので，在

室者は直ぐ避難している。

701 A （実験尉lii室）当時無人であり，南西

角の実験台周辺が一部燃焼程度で， この実験台

の木上棚に樅かれてある薬品小瓶入，アルコー

ル，メクノール，ニクノール，金属カリウム，

キッレソなどが床面に落下出火した状態でこの

実験台周辺が焼けている。

(2) 4階 410号（有機分析室）

403号（有機分析室）

4階中央の廊下を狭んで南側403（有機分析室），北側410（有機分析室）があり410号に

は学生 2名がマントルヒークーでペソゼソを熱しており，地霞発生と同時にこのマト l

ー，ベンゼンが転倒しくすぶり停電したそのうち，南西隅附近から燃えあがり，臭気が

たので避難した。

403号は学生 1名がおり， 403号東北側の薬品棚附近から燃えあがり臭気が充満し避難

である。

403, 410にはそれぞれ，ニーテル，メクノール，ベゼン，石油ニーテル，ア七トソ，ナ

ムなど小瓶で戸棚に格納している。

5 出火原因など

(1) 7階705号（第一研究室）においては部屋中央の実験台上の木棚に格納されてある有

薬品（前記）が落下し反応を起し出火し東側703号に延焼した。

(2) 701A（実験辿備室）は南西隅の実験台上の木棚薬品（前記）が落下，反応を起して

たものと推定される。

(3) 410号， 403号も同様，有機溶媒薬品（前記）が落下，反応し出火したものと推定され

6 狽宮

(1) 化学棟，鉄筋コソクリート 8階延7,756.88品のうち

4階 136.2nf (410, 403,有機分析研究室）

7階 109nf (701A, 703, 705,準備室，ゼミナー，研究室）
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湿， 損害額13,400千円

活動

両15台（うち放水車両 6台） 1台当りの平均乗車員 4人，出動の平均時速27.4属／h

t薬 科 大 学 火 災 概 要

場所仙台市小松島四丁目 4-1

校法人東北薬科大学

義 一

推 定 時 間 昭 和53年6月12日17時15分頃

知時間 17時25分

延焼防止時間 17時57分

鎖火時間 18時57分

物概要

昭和40年7月1日

昭和41年8月

建物構造，面積等

鉄筋コソクリー l、 地上 5階建

建築面戟 1,138,05m' 

延 面 戟 5,262,92m' 

発見及び初期消火の状況

［北薬科大学 4階第 2術生室では，薬品の分析等の研究実験中，最初小さな地厖があり 4台の

実験台の上にある都市ガスの栓をそれぞれしめた。まもなく激しい地裟により，実験室中央

に1骰いてあった木製棚の上から薬品頬の入ったヒヘノが次々と落下し破狽して薬液が床に流出

・。その後瞬時に付近にいた鈴木茂生教授の足もと付近からボオーと燃え上がった。このため

梢火器で消火作業し一且火勢をおさえたが，消火器薬剤がなくなり，次の消火器をさがして

手がつけられないほど燃え広がっていた。

時，鈴木教授他 3人で，溶液を濃縮及ぴ分離する実験をしていた。実験室中央北側の薬品棚

巾約 2111X奥行4Qcinx裔さ約 2.01n （床上50cmまでは棚の足）の総木製で，中に 4~5段の

仕切られていた。
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また， それぞれの棚の縁には，転倒落下防止のため約 1畑の角材が取りつけられていた＜

棚の上には，分析用の試薬である硝酸鉛，重クロム酸カリ過マ、ノガソ酸カリ，硫酸，

Iレ，

2) 

アセトソ，

原

ニーテル等といった各種溶媒，

因

その他計約50~60種類の薬品が匠いてあっし

薬品が落下による衝撃，

査中。

または薬品同志の化学反応により出火したものと推定されるが

3) 損 害

鉄筋コソクリート 5階建延べ1,138.05,,fのうち，

研究室の 3教室及び廊下あわせて 257nf焼失

4階第 2衛生室，無機造薬室，有機化’

その他，分光高度計， マソトルヒーター， 円心分離器．

計等実験用器機。焼狽，損害額17,700千円

6
 

防御活動

0 出動車両 9台（うち放水車両 4台）

0 ー台当りの平均乗車員

0 出動の平均時速

3.2人

43km/h 

備 考

上記概要は，

類似出火原因と推定されることから省略する。

3
 

仙台市ガス局

1

2

3

4
 

出火日時

銘知日時

鎖火日時

発生場所

出火個所が 2個所から出火した火災であるが，

火災概要

5
 

昭和53年6月12日17時17分頃

昭和53年17時22分（鶴ケ谷出張所駆け込み）

昭和53年18時30分

仙台市幸町五丁目13-1

出火時間が早い方の概要を記

仙台市ガス事業管理者

爆発したクソクの概要

形 式

貯蔵容狐：

吉野禎三

高

直
さ

径

有水式ガスホルダー（低圧夕、ノク）

17,000立方メートル

27メートル

38メートル（比重Q.68-0.69)

爆発当時のガス貯蔵容羅は約14,000立方メートル入っていた。 このクソクは製造プラントで

ったガスを一時的に蓄えて， これから圧送ポンプで球形クソクに圧送することになっている。

製造年月日 昭和32年 8月
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初期消火活動状況

‘̀ 覚知と同時に自衛消防隊 9名と工事作業員10名で屋外消火栓 3カ所からホース延長してLPG

｛ソクと爆発したクソクの冷却活動他への延焼防止を行った。
ヽ

なお，圧バルプは同時に締めている。

消防隊到着時の状況

到着時は夕｀ノクおよびクンクの周囲が炎上中であり， クンクより炎が約10メートル上昇中であ

消防隊の活動状況

東2号車（鶴ケ谷）

覚知と同時に出動（車庫内）出動途中でクソクからの炎上中を確認」五晨公設消火栓に部署ホ

クンク南面から冷却活動を行った。スカー65ミリホース10本延長，

）東 3号車（東本）

宮千代三丁目火災現場引上げ途上17時40分無線指令により，出動し， ガス局地内に進入，炎上

のクソク南面に部署65ミリホース 3本延長，

圧，及び他クソクの延焼防止に従事した。 17時56分，平川木材火災（扇町）に無線指令，現

o
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楊を移動したものである。

9 防御活動

0 出動車両 4台（うち放水車両 3台）

0 ー台当りの平均乗車員 4.5人

0 出動の平均時速 47.7km/b 

10 担害 ガスクソク 1抽焼損，狽害額15,000千円

宮城県沖地震 火災発生状況

出火 'lt; 知鎮火 場 所 Ill 因 原

6月12B 仙台iIi流恕釦't船 研究棟RC8階建延7,756,89面の 実験薬品（危険物）
17: 15 17: 1 6 20,25 ~（北大理学部 うち4陪教登(410.403)、7附教密 による化学反応

(703,715),11'4教窒(245m')焼失

仙台iIi荒咎字1'/船 IRC6陪建延6,876.68面のうち 3
Ii: 15 117,221 東北大工学部 階研究棟A（万谷研究空）の研究 l ，， 

用薬品等焼Iii

本科RC5陪辻延5,262面のうち・l
17:15 117:25 I 18,57 11,11t訂1ヤI寸公i,1,41・[14-1 11行の研究機完3渫夜化（第2衛生室、無麟

康北築科大 築盛イi 也）（231m'）焼失、 1
，， 

ii'i防戟HI 、助教授l 軽I~

17: 15 17:22 II7,35lltll台iii平町五丁目］3-1 布水低！王ガスホルダー(17,000m) 動力紀線の1ttt19が倒Itン火
仙台iiiガス9,） ョートしi1iれたガスに'JI

6•J/ ¥後蹂・ダil 仙台ilil屈町小！II原寮内22-78 木造乎家トタン i1:2階建39.6面の ガスコンロの火を1月した

13 公務）lii1甜＇む うち紅党紅9:iセットー式焼Iii 布されをテープルの下に
17:20 6: 10 17:25 おいて再燃

96]/911約31t知 條仙台iIi郡山六14ti l-4 鉄fちt重スレートナ平家ー工記場線約85ln1'の ダイキャスト機の、iパtiーIIIパナtヽ‘ 

東北ダイキャスト工業 う 池パー 、ダイキャ イプ19t}JI、ii雌l
17:20 8:31 17:25 スト機配線等焼／II ーの火が，；1火

仙台i都|i窮焦千代第三丁目4・19 衣Hi若干焼i/1 都市ガス釜の上にクオル
17:26 17:28 | 17:38 1 仙 頬二わらさ寮402 紙fJiが俗下

桜ヶ丘一丁目16-25 燐ご閾〖ンi\：物 ii/32面のう 1キャッチバルプの火花が
17: 16 17: 34 | 17:18 1 西原衛生工業所パイプ設楊 床下 l ihiilIこガソリンに'；1火

地震に関係する二次火災

/ i i 火 ・j也知 鋲火 場 所 il i ’, 1 ; III 

6JI 12 11 仙台市太I'I二1112(1,|ili9J3,；・棟 RC SIがi建延1,14,!m・グ）うち305り究 灼＊Illローソ
23: 47 2:1:50 0:00 j(•It)<！設 li イ［見~t; の）i ）卜および限I~など7III焼Ill 放irl

61JI3EI II I l f i II i j9,1 ／1;（III f --•` • I't 1 7-3 木辿ヤぶJ心il．約IlOm'のうち印叡J 携僻使Jllアルコ
7: 18 7,20 7:28 l'I'it業 Jll.JJJ.'む ーベッ I・ およぴtJL.咆ぶとん冷焼iII ロ 1月中にil:

地霙に関係する非火災（火 ’jf• さわぎ）

JI 'IJ l'l也虹11 場 所 J
 '
‘ 9

9
 

ず
1

6111211 

＂ 
＂ 

＂ 
GJJ 13日

＂ 

99 

6月14H 

17:48 文化町4-410 ガスコンロの火が地成のため大きくなる

18: 45 扇町二丁112-25 htJ1！ヵii）tiiijilチチッフ'i:ii J( 

19:47 が3町三TIil l-8 ローソクかj!'ljiL'、J.' ｛JI；が騒<•

22: 32 "＂/il，f,二丁113-12 ローソクの火でl’I火報が作勁

13:5G 沖野字hIIi月.17 コ＇ミ焼 J;ll中、 i¥iliLたがIリンにり1火

17: 0,1 坪沼字大j'，Y7 倒れ＇た ifi突が屈恨に接触し過然した

18:20 砂押町lG-lG先・,じti: -fライマリーカットアウトの接触不良

20: 1-1 扇lllf./i.Tl'll-1先池｝I會 り1}入ケープル線のシ 3- l、

22: 19 9}りJ字鴻ノ県］（I約侶じfl: プライマリーカットアウトの接触不良

11: 20 大!11111［一丁1116-2 エレベークー配線のショー I・
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生直後から負傷者が続出していることを物語るように，救急車の要諮が殺到した。

は常時活動している救急車が 5台， 1台当り 3人づつの救急隊員15人でそれぞれの消防

張所に待機していたが，そのうちの 1台北消防署救急隊ほ17時05分（地霞発生の 9分前）

fわれている宮城県中体連会場の宮城県スボーツセソクーで負傷者が出たということで出

者を収容して病院に向かう途中地霞にあっているが， 17時14分から22時までの間に 222件

出動要請があった。

問もなく停電によって市内ほとんどの信号機がストップし， しかも夕方のラッシュと重な

"，道路は自動車が溢れる許りとなり，出動しても意の如くならず病院まで搬送しても病院の

室内はロッカーや診察器具が倒れ割れてこぽれた医薬品で入れる状態でない。

の上停電と重なって処理できないため救急車内が診療室にかたがわりということもあって24

・関理にとどまった。

を処理する時間が余りにも多く， しかも 5台の救急車，交通状況からして応じ切れないの

室では軽傷息者は近くの病院を教え，他の車などで行くよう依頼したところ医旅機関など

だけで， 1,687人に及んだという。

下，救急活動が阻害された原因をあげると次のとおりで，交通通信網の混乱以外に多くの要

あげられ今後の対策に問題を提起されたのである。

汎な事例及び救急活動が阻害された原因

病院に搬送収容したが，停電のため救急車内で治療処既した。

救急搬送中救急車を止められ，他の負偽者も同時搬送した。

翌日になって， 自己処置していた者及び家族等が帰宅して発見された者の救急（要諮され

もの）が多かった。

東北大学火災現場及び（株）バロマビル救出作業現場に長時間に亘り救急車が待機した。

地擬発生時は，夕方の交通ラッシュ時であり，また，停需による交通信号のストッブ等が

重なり，長時間に亘り交通が渋滞し，救急，災害出動車両の進行を妨げられた。

プロック塀等の倒壊により，救急車の走行に支障をきたした。

電話が一部の地区で不通となり，病院等医療機関との辿絡が不能となった。

医療機関の受け入れ体制は良く，科目外の病院等でも診療に応じた。

387 



(2) 電源車（電力） 1台を配胚した。

(3) 病院診療所 (263)での診療数 3,141人、 うち 235人入院。

救急収容状況 53.6.12~53.6.13 (地震関係）

番号 沈知 刹院収吝 発生楊所 楊刹程1虻 収吝場所 搬送別 所婆 9『/ii/ 発生原因
I 12[J17: 15 荒巻Fi'i菓l［北大理学郎 現発まで70分 火災

2 17: 15 18: 10 蒲町字蒲北23 ,1, 目立刹院 選択 収吝まで55分 プロックJけの下敷

3 17: 17 支介町窮城ドレメ学院 エレペークー1月t込h

4 11'20 17: 28 遠見塚三丁且il-10 死 秤原外！：1 選択 " 8分 プロック塀の1嗽

5 17: 20 17: 48 仕町六丁目13先路J: 煎1（死I) 市立刹院 " " 28分 99 

6 17: 20 紺径字砂原152 ぼrn、遠森） 搬送後 岩塀が倒れたもの

7 17: 40 17,50 荒井字泣藉115・9 巾 竹源外科 選択 " 10分 タンスの下放

8 17:45 17,49 栂3浮神西か1 軽2名 〇田外科 " ＂ 4分 ガラス浴下頭に当る， 17,55 1803 幅窒字砂1屈152 ,1, 泣籐外科 " " 8分 岩塀が倒tl頭に当る

10 18,00 18: 10 繭4{H•9•5. 定IF卜 1 乱l5•9 中、煎 目立が1院 送択 ＂ 10分 クンスの下散

11 18: 05 18,23 扇町ーT月7-8 中2名 " " ＂ 18分 棚と1月にはさまれた

12 18:16 米ヶ袋二丁目2・48 （死2) 岩の!"litの下倣

13 18:17 18:25 河原町二丁且6・32 中 市立刹院 選択 " 8分 クンスの下敦

14 18,20 18:40 慌井字初!Il48・2 飢 目立刹院 " " 20分 家倒壊の下放

15 18:25 18:58 安没寺一丁且14-3 軽 中江 依禎 99 34分 本箱肌に転俗

16 18:50 19:10 金属団地 孤 目立刹院 送択 " 40分 避難中転倒

11 19,02 東北大学理学部 99 52分 火災

19,20 19'50 八本松一丁且12-28 煎 安田刹院 選択 99 30分 金煎水そうが胸1こ岱
18 下

19 19:40 20,14 北仙台山叫辰磁荒咎字）1|竹I巾 " " " 32分 ガラス藷

20 
20: 07 東伐へ引継 苦竹字苦竹l 引棋 引継 83分 蹄建例壊下半身下

敷

21 20: 52 00,5,1 " 巾 伊藤外科 選択 収容まで242分 ,, 

22 
20,10 20: 18 蒲町和19屈散先路上 'i' 目立病院 99 99 8分 倒れたプロックにつ

まづいた

23 20: 40 20,18 長町分院（郡山＝丁月 1 巾 東北大 !CO 依頼 99 18分 熱沿をかぷった

24 21: 51 22: ］2 原町苦竹字町康117 中 国立崩院 選択 II 21分 本1別の下放

25 22: 33 22,36 康北大火災現楊 軽 市立刹院 ＂ 
99 3分 梢火作業中 ftl~

6月128 (251牛） 中(22名）

26 13B 2: 19 2: 55 卸町―T月l-l2 中軽 中条枝形 選択 " 36分 9ンスの下敷

27 2,21 2: 40 小[l原四丁目1-6 軽中煎 " " " 20分 ガラスの破1,iで

28 6: 13 秋保町長袋P'lilii8 掛送後 崩れたトクンの下敦

29 7: 21 7: 03 蚊HI字泣谷地73 中 市立射院 依頼 !1 42分 繍陪段から伝沿

30 7,10 7,35 郁lヽ鼠字古城東57 煎 請水（外科） 選択 " 25分 プロック塀の下敷

31 8: 25 8,36 長町一丁目4・31 中 第二 依頼 " 11分 1神第2度火傷

9,25 9: 38 小鶴字西田8]・2佐藤方 煎 窮城野 " " 13分 ハシゴから伝了；；
32 ぽI 下腿骨折

33 9:45 10; 42 飢Ill字硲11116 " 1月立＇刹院 選択 " 57分 家具の下敷

34 10,22 11: 12 'i'i戸丁且1・6 " 伊藤外科 " " 50分 自宅lilJで伝んだ

35 10: 54 11: 12 成田町126 巾 公済病院 依頼 II 18分 瓦の蒋下で頭部打撲

36 
11: 06 11: 32 長町六丁目14・8 Jll 水戸埜形 選択 // 26分 茶ダンス倒れ腰に当

る

37 15:45 15:45 市小泉霞ノ且99•1 中 市立刹院 " " 38分 玄1月先で転倒

6月l38まで祟計 (3;件） (33名）
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5節救助活動

M7.4の直撃によって，まず最初に心配されたことは人命であった。

特に多くの人逹が集まる建物はどんな被害か，その中にいた人逹はどうしているだろうかとい

最近のビルは事務所，マソションにしても都市空間の有効利用ということで高層化が進み， ビ

が林立している。

仙台市には 3階以上のものが 3,519, そのうち高恩の11階以上は50も存在する。この大半はマ

ツョソ，雑居ビル，事務所ビルで占められている。

しかも最近の建築は優れた技術開発によって地雲国日本においても超高雇建築を可能にした

，思わぬ隙をねらい打ちしたのが宮城県沖地霙であった。

その中で軟弱地盤として気を使っていた苦竹地区のパロマ仙台営業所や卸商団地内の大和町四

旧矢崎総業株式会社の 2棟いづれも 1階が押しつぶされてしまったのである。

その外のビルも全壊あるいは大きく破狽したものが至るところにできたことは， ビル，マンツ

ソ等の被害のところで述べているとおりであるが，地霞発生後それらの建築物に事故が発生し

いることを知るすぺはなかったのである。

矢崎総業の場合は 1時間余りパロマ仙台営業所は 3時間近く経過してから救助要請の 119番を

している。

受理と同時に南消防署及び東消防署の特別消防隊が出場，あらゆる手段を尽して日頃の訓錬を

その詳細は次のとおりであるが，救助
ゞ

時間を要し 1カ所に救急車までが拘束

れたため多発している救急活動にも影

を及ぽしたのである。

救助活動一その 1

災害発生場所

竹字苦竹一番地， K Kパロマ仙台営

和53年6月12日17時15分

バロマ仙台営業所3階建ビルが倒壊閉じ込

められた社員の救出作業（河北新報社提供）
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3) 建物の被害状況

鉄筋コンクリート 3階建（建築面戟140乎方メートル）の一階が上階から押しつぶされ

東側及び南側に傾き，要救助者のいる一階部分の中央部は， どの開口部からも進入出来な

破壊されており， 2階3階も東側に倒れる危険が大きく 2階の床も波形に曲り，多少の振

下る感じさえする程偽壊がはげしい状態であった。

4) 覚知時間

53. 6-12 20時07分（県警から救急車の要諮）

53. 6,12 20時33分（救急車から救助車の要諮）

5) 事故の概要

地震発生当時，当営業所には 1階に 1名2階に9名の従業員がおり， 2階にいた従業員

て机の下にもぐり，地震のおさまりと同時に全員壊れた窓から梯子を利用して脱出したが，

後人員を確認したところ 1階にいた 1人がいないことを確認。従業員全員で探してみて

い。押しつぶされた 1階部分に外側から声をかけたところ地霙発生後約1時問位でやっと

中央部付近から要救助の返答が返ってきたことにより始めて中に閉じこめられているこ

た。

パロマ救助活動図

北側立面図

z
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十
讐
L
—
ー
ー
|

至

G.L i救ニニ喜cm

染

枚出□ 鉄筋 7m

三 (..d

.l陪床面

390 

B9印よりの断面区

50cm 

却1反------~-----，―-~
3とm



遠藤司令を救出指揮者として進入，要救助者のいる起点より若干はずれた所に要救助者との

口を開けることにし，又， これと並行して 2階床にある重紐物（スチール製机等）の徹去を

2階床に対し振動を与えないようにクガネ堀削により連絡口約1OC1ルの円（床鉄筋コンクリー

さ30m)を開け，声をかけたところ，連絡口から 1~2メートル位北側に要救助者のいるこ

確認された。

褪絡口から救出口への拡大を最後までクガネによって南北に70c訊， 東西に5OC1n開け， 鉄筋

,7m)を鉄線鋏で切断，約30分の所要時間で救出口を設けることができた。

隊員 3名はこの救出口から天井，バロマ製品等を除去しながら押しつぶされた 1階に進入コ

9・リートの梁を背に演された木製の机の脚部分を1lgに左足が梁で圧迫されているかなり疲労し

救助者が確認された。

要救助者に対し恐怖心と苦痛をやわらげるため激励と併せて救出スペースを確保するため際

の除去を手送りにより実施した。

要救助者は左足がはさまれて腰の痛みを訴えているため静かに腹を伸ばさせ1)復這いにさせ，

ざまれている左足をバールを利用して外し，腹部保談のため救急隊のマジック・ギプスにて固

板（巾30cm,長さ15OC1n）を応急担架としてスリングロープ 2本で胸部を担架に縛着， 上下

の連けいにより， 2階床上に救出した (13日0時43分）

救出した要救助者を応急担架から舟型担架に移し， 2階窓から手渡しで地上に救出すること

二日町，伊藤外科に収容したものである。

1台市沖野字中棚41の1 パロマ仙台営業所社員 男24オ

傷程度 外傷性ショック，左股関節部挫減

消防の救助隊が出動するまで警察， 自衛隊で救出を試みたと思われるが，二次災害嬰因が多

もどうにもならず消防が要諮されたもので，このようなことから消防の技術が高く評価され

最先到着の状況からどうしても上級指抑者の判断をあおぐ必要があった（人命にかかわるこ

eけに慎重）

現場本部を設定したことにより，警察及び自衛隊関係者の現場統制がとれた。

隊員の命と要救助者の安全を守るには， どうしても建築技術専門家の助言が必要で結果的に

も今回の一連の行動が最良の方策と考えられる。

｀って，今後もこれらの対策として，こうした建築技術の専門家と連絡協力体制を確立してお
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くことが必要と思われた。

9) 

10) 

使用資材

投

拡

光

声

器 4基 夕 ガ ネ

携行ライト ハンマー (4ボソド）

器

舟型担架

出動隊の状況

1基

マジック，

スリング，

ギプス

ロープ

5本

3 

1個

2本

出 動 車 I人 員 一 出

4

3

5

2

5

2

4

5

 

号

号

号

号

車

号

号

号

1

3

2

3

揮

ー

急

3

8

ト

”

助

指

．

‘

＇ 

“
 

救北

東

救

南

梯

南

東

勁 1現滸 l距

20.08 I 20.20 

20.53 I 20.57 

20.34 I 20.39 

21.42 I 21.46 

21.00 I 21.04 

21.42 I 21.46 

21.40 I 21.45 

21.50 I 21.54 

り1作業開始1作業終了1救出所要時1珊引揚時4

5.5 

2.0 

4.4 

2.0 

2.0 

2.0 

4.3 

2.0 

収容病院収容
0.45 I 0.54 

11.40 I 0.45 
// I // 

II I // 

II // 

（人員搬送）

11.40 I 0.45 

65分

// 

” 
” 
65分

（注） 作業開始，作業終了，救出所要時問には，作戦，検討，業者への手配等の時問は含まない。

囮

D
大和町四丁目17-1 矢崎総業株式会社

2) 

3) 

救助活動ーその 2

災害発生場所

災菩発生日時

昭和53年6月12日17時15分

南側工場と北側展示場の中問にある事務所鉄筋コンクリート 4階建（建築而積約840平方
トル）の 1階が上階から押し潰された形で東側及び北側に傾き 1階部分が天井及び 2階の床

建物の被害状況

ったため，床は水びたし，

4) 覚知時問

53. 6.12 18時20分

四つん這いでなければ通れない状態であった。

南消防署述坊出張所駈け込み

5) 事故の概要

地霙の発生により当社 1階にいた従業員約30名は，机の下等にもぐり地霞のおさまりを待.

時に 1階の押しつぶされた暗やみのわずかなすき問から自力脱出し全員の点呼をとったとこ

残る 1名は脱出口から約17m

2名がいないことを知り従業員数名が進入探したところ，支社長を無事誘尊して脱出させた

奥に右手をカウソクーと落下した天井及び天井裏の給排水パ

にはさまれていた。救出しようとしたがどうにもならず従業員がバイクで述坊出張所へ駈け

して救助を要諮してきたものである。
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濁活動の概要

車隊員と南 8号車隊員の連けいで，チルホール（重抵39.5kg)一連滑車， 7トソジヤッキ

天井裏の給排水パイプ 2本にワイヤーでチルホールを取り付け，要救助者の手を圧迫し

パイプと蛍光灯を諸にワイヤーで縛着，チルホール用ワイヤーのフックを掛け，展張方向

るため倒壊した屋内鉄筋コソクリート柱の鉄筋に一連滑車を取り付け，又角度の関係で若

救助者を圧迫しているパイプ等が下に動くことから， 7トソ，ジヤッキでパイプを押え水

張右手を引き抜くことに成功した。要救助者ほ，傷の程度は軽いが，ショックと疲労か

カ歩行が困難なため，防火衣を応急担架として 3人の隊員で狭い救出路約25mを這い進み

出，会社側のライトバソに搬送，南8号車の先郡で国立病院に搬送したものである。

救助者

ヶ谷二丁目市営住宅4い1-3 矢崎総業株式会社，社員 女18オ

傷程度右手甲擦過傷

動の反省と教訓

されながらも，何とか要救助者のいる場所まで這い進めたことが幸いであった。

震による二次災害の心配があったため，行動を迅速に進める決断を下したことが幸いであ

南8号車隊員も特消隊の器具の取扱いをある程度知っていたため，スムーズに協力体制がで

こと，又非香員の加籐（昌）士長の応援もあり功を奏した。

油圧救助器具（ボートバワー）の活用は， カウンクーが木製のため， ラムが食い込むので不

ある。
エンジソ，カックーの使用は狭い場所でほ，カッターの排ガスと火花が散り，行動が不自由

'で不適である。

この活動でチルホールを利用したことが結果的にみて，水乎拡張救出で，要救助者の負傷程

軽くすませた結果といえる。

この救助事例に似た救出方法を当日午前中訓練をしていたため，迅速に活動ができた。

の訓練を通してエアソー及びチルホール，金切鋸等の不足を痛感した。

出場隊の状況

動車両 I人 員 1出 場l到着 I距 り1作業開始1作業終了1救出所要時問1引揚時例帰署時分

助82 : I :I :：：:I :：I心1:：：I::| ：：:I帽色I::::: 

使用資材

1基 一連滑車 1基 ライト 6基

3本 7トンジヤッキ 1基
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矢崎総業救助活動図
く19沿平面拡大図ヽ

く1階平面因）
ユ［

J 

直
I 

口[

ショー
ルーム
口！

-1-／ 
ロ

進入口

↓ i ----•；丘＝＝竺ロ
要救助忍 戸「―咤LV

確保通路

通路

ロ

事務所

ロ

ロ

0進入距離 17m 
0救出距離 25m 

倉即

KK 

至束京

1陪床

『"ー＝：t=”ー＝m=,,,=,,ー＝"'="ー＝"ー＝：：ー＝,,,=,,,=,,ー＝,,,=,,,=,,,=,,,=,

II 
| 

罹災証明

あらゆる災害の都疫，税の減免，火災保険，

融資等に必要とする罹災証明は，消防署におい

て交付してきたが，今回の地擬災害には被災者

が多発したため各消防署はその交付事務に追わ

れた。特に南消防署管内は被宙が集中した地域

を管内として持っており，現場へ出動する機会

も多かったことから少ない職員でもあり混雑を

極めたが，七郷支所の応援と六郷出張所でも受

理することで効率化をほかった。

の 交付

12月31日までに交付した証明魯は，

で42,085件にも及んだ。

その内訳は，

12月31日現在

| 

| | 
lbm=m=m=,,,=,,,=m=,aa=m=m=,,,=,,,=,,,=m=m="'="'="'=m=m=m=m=,,•=m=,,,=m=屯

北

南

東

計

5,998件受付

16,828件受付

5,407件受付

28,233件受付

8,547件交付

24,666件交付

8,872件交付

42,085件交付
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石油コンビナート

石油綺仙台製油所の石油基地の原油クンクが， M7,4の直慇によって亀裂を生じ大批の

の水島のコンビナートにおける重油流出事故，新潟地裟の昭和石油の油火災を想起し，大

誘発するのではと思われたが厳璽な警戒のもと懸命の回収作業により大事故を防ぎ得た。

製油所は新産業都市の中核をなす拠点港としての仙台港に 500ヘククールに及ぶ後背地

北霊力，新日鉄などが立地。

菓で唱える東北時代の処点ともなるところで，いわゆる石油コンビナート等災害防止法の

り災区域として指定され，所在地は仙台市港五丁目 1番 1号地に昭和43年7月8日創立，昭

：地は約 160万品（約48万坪）で， 日産10万パーレル (15,900kt)の製油批を誇り，東北一の

・トクンク貯蔵所等78基取扱許可数批は製造所2カ所，取扱所21カ所で 425.4371ceとなってい

れら犀外タソク貯蔵所の構造は霞度 6弱を耐霙目標として建設されたもので地盤が10数メー

の砂層の上に盛土したところであるためバイプロフローテーツョソ工法（砕石の杭を深さ 5

密度2.5ne当り一本）による地盤改良を施し，基礎についても被圧密オイルサンド工法，基

リソグは鉄筋コンクリート製という強固なものであったのである。

ところが強固といわれた5基が底板破狽， 1基は側板が変形クソクから重油が流れ出したので

油は防油堤を超えて構内を油没しとし，海上にまで流れ出した。

袖所においては流出油の拡大阻止と，消防機関の指示のもと火災危険の排除に努力する一

，排水処理場から流出する油の阻止あるいはオイルフェ｀ノスの展張，流出油の回収に全力をあ

火災危険を防止，海の汚染防止にも成功したものの6S,2001ceという油を流出した。

ここで製油所が地霞の発生から流出事故を発見して初動措闘にはじまり，流出油の回収作業が

了した 6月30日までの活動を時間的に追うと。

このように当初製油所としてとった初動措樅は，二次的災害の拡大防止のため適切な活動とい
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流 出 油 事故経時的概要

:）1：| ：9:］］ | I>j:;1；発：の概 要

北緯38.09度、東径142.13度、
深さ30km、マグニチュード7.4
仙台裳度5

17, 19 11> T-218（煎illl)の漏油確認

]7,20 I I> T-2]7(1[(/!I!)、T-224（軽油）の浙

illl確認．．

17'4011>防油堤の 3ヵ所から下をくぐって

illIが堤外に湘れたほか!!ii1l1堤を溢

流し構内道路を1りの様に流れた。

流出illlは構内の排水溝へ流れ込み

ガードペースンに入った。

17:40 | I>ihi/liしたiIIIは11)虹l：堤を越えていな

いことを確認。

17,55 

措花［内容

1>東北石油（悧仙台製iii所非常対策要領に

晶づき非常事態対策本部設四．

備

I>ガードベースン（i此終IIll水分離装趾）の C地区の防111堤
ギロチンダンパー（排水口のせき止め） 堤内容JI!
を11-1.1!:.（注：ギロチンダンバーは、水 防 JI:堤

恥1,故（昭和49年12月）以後に取りつけ

たものである。）

I>砂押Jllifi）口にオイルフェンスを展張． I第1次オイルフェ・

第2次オイルフェ‘

18: 0° | I> Eサ道路への流出止まる。

18:05 1>ガードペースン流出祉lが溢流始め I>ギロチンダンバーの外側排水落し溝に

18: 15 

18,40 

る。 土のうをつめた。

I>第一次オイルフェンス展張終了。

I>防止堤（二次防油堤）の出入口を封鎖．

18:40 1 1> ガードベースンのilll は、ギロチン 1 ► 塩釜海上保安部は東北石油流出 itll事故
ダンパーの土のうを溢流し直径 対策本部を設訊。

22,08 

6.13 I 2,00 

3: 05 

6,00 

8,25 
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L5mのヒューム竹を通って北航路

へ流れ込んだ。

<i1!11ill収作業等）

0海上 153入
オイルフェンス・・,...，．．．．,4,840m

回収船…•• ••…••…•• • 1災
回収機器•9•9,.. ．．,．．..，．,．，．． 4 * 1illIIJ[したi1!1はA地
クグポート＆作業船………… 7災 I 柑1堤内に貯溜。

〇陸 J: 467人
ダンプ＆トラック，．．．．，．．．．，．鼻 ••45台

プルドーザー＆シャベル…… 6台
クレーン・・••…........... 3台

ペルトコンペア,....,............1台

► 11!1 台市 il'ilりj局は現場に「東北石illli/11りj
腎戒本部」を設；在し、また危険物の取

り扱いを停,t..

>新仙台火力発砥所から動力1月堪力供給

可能の連絡により浙洩iII1回収用ボンプ

述転iIMi!i.
原油ボンプ5001/J涎転llll始

じガードベースン放水1―_］からの海上ifil/l¥
を止めるぬ、土砂・菜石等により放水

ロ入口の)'J!立てを開始 (18時40分頃海

上流出完全倅Jl:)

Pオイルフェンスを 5直にし、 iii![,J収船

を入れる。



事 故 の 概 淡 I j/t iti 内 容 1 1ii 

I>idlは中央航路まで流出していない。

≫第2管区海上保安本部は、塩釜合同庁

令内に「東北石iIII大批流出iJ11対策本部J

を設訟。

I>海面に流出したiIIIは汲み上げ作業が進

み、第一次オイルフェンスの池面が10
cm程度減少し、第二次オイルフェンス

への溢流することはない。構内のiIIllill
収は人海戦術により、 ドラム缶に汲み

取る。

l>iJII回収船「はぎ」、 11仕上流出油の回収を

開始。(6月17日21時20分頃まで作業）

► 油上保安本部長からの依禎により知事
は、陸上自衛隊災害派逍要請。

第22普通科連隊長あて訛話

（派遣人貝 100名）

<ill11illlI又作業等）

0海上 234人
オイルフェンス…•……••8,040m

回 収 船・・..．．．．．．．．．.....1災

回収機器••••...．．．．..．．..． 9台

クグポート＆作業船……•…••15隻
内航船•.．．．．．．．．．．．．．．．． 6隻

0陸上 703人
ダンプ＆トラック・・・・••••…•• ••55台

バキュームカー・・・••…....．．．． ••18台

プルドーザー＆シャペル・・・・・・10台
クレ ーン・・．．．．．．．．．．．．．．．． 3台

水中ボンプ・・....．．．．．．......1台

コンプレッサー・・....．．..．．．．．...5台

► 仙台市1fi防局は各施設の検在を 1}｝）始。

I>ガードペースン排出口の閉鎖完了。こ

の時点での11吐上流出！itは2,oooke。6月
l2日のIJlllill収紙は、ポンプ・・・1,14oke、
船•••46ke、汲み取り…150ke 。

► 自衛隊（第22粋通科巡散）派逍収III11ill収
作業l}｝）始(15,00徹収）160人

► 第二t1’区東北石油大批流出油事故対策
本部のiJl1回収船「うらが」が回収1111始(6

月17日18時頃まで作業）

► ilI 台市 il'i防局は余裳による被害調在、
安全点検を災施。

(IIIllill収作業等）

Oil屈上 420人

じ余設発生（仙台裳度2)

[> T-121 • T-221 • T-131に事故発

生、発見．

• T-121（ナ7サ9,!00k£)…7ロー

ト式（浮き屈根）で地裟の

際フロートが動きクンクの

側板に当たり変形し、 i由が
にじむ。

T-131（灯illi30,200k£)…]3199均芥

沈下しiIllがにじむ．

T-130（灯池28,200k£)…]30,m均等

沈下．

T-221(C-4地区容批23,608k!、
貯蔵批20,026ke)底板の東南より鉦

分］5~20!の軽抽が漏洩． i届祉1砒
約40k£。

オイルフェンス・"'""""7,500m 
回 収 船9.,．,．．．．．．．．．．．．． 2災

回収機器・・••…..．．．．．．...17台

タグポート＆作業船…………15災
内 航 船9.．，．，．，．，．．．．．．．． 7災

0陸上 687人
ダンプ＆トラック…………•..49台
バキュームカー・••…………· ••34台

プルドーザー＆シャペル……• 6台
クレーン•……•…• 99 99..  3台

水中ボンプ…•999999 99 9999 9・19台

コンプレッサー…・ 99,．． 9 ••…,., 5台

I>自衛隊（第221r通科連隊）派遣隊油回収

作業開始(15,00徹収）160人

名

397 



月[l1時 liIl| 1i 故の概 要

6.1-1 

G.17 I 1,30 

16: 00 

22, 55 

6.21 

6.26 I 1,00 

6. 27 | 21: 20 

6. 30 | 16: 30 

措骰内容

<ill1回収作業等）
0梅上 457人

オイルフェンス・•99 99 99 9 99, 7, 500 m 

回 収船99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,．2隻

回収機器"""""""""16台
吸滸マッ 19,………,•81 ケース

タグポート＆作業船…………11隻
内航船99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 • 9 9 9 9. -3隻

01玲i J: 644人

グンプ＆トラック"""""""'66台
9 キゞュームカ一''""'""'"""39台

プルドーザー＆シャペル…99,7台

クレーン"""""""""4台
水中ポンプ9999 9 99 99 99 9 99 99.，21台

コンプレッサー"""""""""5台

1>-Tl31 軽il|l300kCまで他のタンクへ

移し杵え完了。 7月10日10時残illl移し

秤え終了。

►仙台市長は、次の尻外タンク It/i磁所の
使用倅Il：を命令． T-121• T-131 • T 
-217, T-218 • T-221 • T-224 以上

6)，し。（注： T-130は均等沈下で油のilil洩

が認められないため安全検在し補修す

ることとした』

I>海上へ流出したi1l1の水中ポンプによる

圃収作業を終了。以後吸苅材による

回収へ移行。

I> T-221残iII1100keまで他タンクヘ移し

枠え終了.7月10日JO時残柑1の移し替

え完了。

＜悔上流出油の回収作業のうち24時Il91作

！ 
業日数）
〇ヒシャクによる汲み上げ••6 月 13~
18日(6仕夜）

0 1ill収船…6月13~17日(5±1夜）
0バイコマ(VIKOMA) …6月14~17

日(4仕夜）

►塩釜地区ii'ii)Pli務111合は、 T-128西地
区危険物施設の一時使用のI,;'」l：を命令

I> T-121残illilOOkCまで他タンクヘ移し
枠え終了。7/llOBlOII,¥残Illl移し｛Fえ完

了。
I> T-130残IIII300keまで他タンクヘ移し

替え終了。 7月1Ell5時20分残1,1,移し

特え完了。

陸上に流出した1Illの水中ポンプによる

lill収作業を終了。以後泊掃作業へ移行。

備

えると思うが， しかし地霰に強いと自負したタソクの事故によって更に根本的な見直しを‘

たのである。

中でも防袖堤の容批が提内最大クソクの 110％以上になっているものの，二つ以上のク

ら流出した楊合防油堤から溢流するという矛盾が明るみに出されたし，屋外クンク貯蔵所

が改正されたものの，改正前に設趾されたクンクの基盤，地盤，クソク本体については新

（昭和52.2.15施行）が適用されないことや，排水処理場の構造にも問題をのこしたので
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オイルフェンスを展張し海上の油を回収
（ガードベスン排水口附近）

右上：油回収現場

右下：変形したクソク (T-224屋根）

重油が急激に底部ら流出したた
めクソク屋根が凹状に変形した
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発震後，消防庁などの調査により，重油の海上流出は排水池と排水口の問の開閉とぴ

チソダンバー）に欠陥があると指摘され，二重の水I'~に改普，また事故クンク 6 基中太

た3基はスクラップ，他の 3基は危険物保安技術協会の保安検査及び技術援助による

補強するなど一層の安全点検に努めるという。

受災した同社社長，田山正男氏は 8月東北経済連合会，東北経連月報誌上で

接的狽害実額だけでも40億円をこえる見込みで当社にとって大きな打撃でありますヵ

幸ともいうべきことは二次的な被害を一切出していないことです。

すなわち第一に火災を生じなかったこと，第二に人身事故が皆無であったこと，

の泄外への拡散を阻止でき第三者に一切迷惑をかけなかったことです。

さらに出荷について東北電力新仙台火力および仙台市ガス局向けについては，関係設

点検を最優先に行ないいち早く供給を開始し，民生安定に貢献できました云々」と述

が，なんといっても大被者とはいえ二次的火災に発展しなかったこと，流出油が港内だ

め泄外に行かなかったことは幸いだったといえる。

以下同製油所の概要と事故対策の詳細について述べる。

流出油の拡散防止

流出油の拡散防止として，陸上においては，土のうにより防止し，海上においては，

ェンスを展張した。

油漏えい範囲図，オイルフェソス展張図は次の図のとおりである。

流出油批の算定

（イ） 陸上流出油

l)破損クンク 3基の在槽油誠全批流出

T-217 

T-218 

T-224 

計

26,8001ce 

23,700肱

17,600屈

68, 1001ce（うち一部が海上に流出）

][)流出面戟約 160,000戒

（口） 海上への流出油批

I)第二管区海上保安本部 (6月13日午前6時頃測定）

〇第一次オイルフェンス内 12,000戒xo.zom=2,400)必

〇第二次オイルフェンス南側半分 4,500茄xO.OZm=90ke

〇流出が止まるまでに流れた最• 400ke 

合計総最約 2,900)出程庶と推定

][)仙台市消防局の推定 (6月13日午後4時から午後 6時まで測定）
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14,217m'x0.35m =4,976ke 

15,000戒x0.05m=750/ce 

点

囲

地

詞

叫

タ

流

る

部

ン

ク

油

よ

流

タ

ン
損

ク破
損
＼

に

以

心

内

う

堤

苫ー

の

油

出

破

ょ②
ニ
ー
〗
累

z

T•;_1.)4 T 

r函心
ヽ‘-ノ
へへ

Tこ Tこヅ
製品

001)

塁）
C

）C
)
@
）G)

二
旦
ら
0
0

軽質誼油
脱硫装磁

匡

や7テンダンヽ ＼ ＾ 
T-101 

T-10206 

0000 
0000 

区江l
原油

O〔

□）

区呵

401 



合計総批約 5,0001ce程股と推定

流出面甜約29,000,rf

オイル7ェンス展張図 (53.6.13) 

場

⑤1600 

°第6ポラード
オイルフェンス倉庫

オイル7ェンス名別，数枇通喘 9}，， nl迩 保管場所 展り1場所 服股楊所

6/12 6/12 
①第1次7ェンス B型 780m 内航用洋上フェンス 第z,3,4棧捻付近（悔．I:) 第2,3,4棧橋周 I囲屎石丸、

17:30~18:00 

c第2次7ェンス B刑 660m 外航1月洋上7ェンス 第6棧低IIり面i（海上）
6/12 6/12 物I諜北～ 東石九
17:40~18:15 第2・3棧橋巾Ii9l 広涌）L

6/12 6/12 物楊楊北～ 東石）L、
c第3次フェンス Bl'， 800m 緊 急 rrl第61没1屈付近(i翻上） 18:50-19:18 第2棧麟広釦L、

6/12 6/12 
B型 300m 塩 釜 海 上 保 安 部 20:00~21:10 

第3東石

R第4次7ェンス 砂j91II河口部月鎖

E型 400m 県沢機材センクー
6/13 6/13 
04:00~05: 00 

I広淵）Lの

B型1,soomI酪

A型 700m

c第5次7ェンス

急

B型 40-0n9

E型 600m

R第6次7ェンス 1B型1,600m

1111摩］言［ンス (t1，III⑰1に開。
鰭暉顧））災協訟誓ぶ儡

1北航路 Ji頷

梅上防災センクー 1嘉悶嘉I;。

；以三I 閉ぶ塁！t81 贔'.:（;；~：~；~]i 叫
~

合 計 8,040m 
注） 杖終的には第7次7ェンスまで彫！けるし、迩91’オイル7ェンスの切り蹴し即りげがあ＂た

最大展張砒は8,040mである．
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；流出油の回収及び消掃状況

出油の回収は 6月12日19時頃から

鳳第二管区海上保安本部等が中

始められ，以後油回収船をはじめ

大批の資機材，人員を投入して実

月17日までにその殆んどを回収し
流出油の回収状況

護岸，桟橋などの猜掃作業は， 6月19日から行われ， 8月中旬には完了した。

津出油の回収及び浦掃状況

構内の汚染地域からの流出油の回収は 6月13日よりバキュームカー等の資機材を使い，

業員によって実施され， 7月上旬には回収を終り，以後，本格的な前掃作業に入った。

染物及び汚染土砂の処分

汚染物

マット類 (320戒）， ウニス (150,,f),.7Cの他可燃物(130,,f)については，神原クンク・

ソグサービス僻に焼却処分を委託した。

した汚染土砂は構内空地に仮集甜して下にビニール敷き，周囲に没出油の回収用側溝を

さらにその外側に観測井を設けて，地下浸透による二次汚染を防止している。

土砂の最終処分方法については，東北石油はもとより，三菱石油研究所の協力を得て，

であり，又，併せて適切な処理業者についても検討中である。

：保安部は， 12日午後 7時15分に「東北石油流出油事故対策本部」を設匹し，防除作業

現場の指祁に当ったが，第二管区海上保安部に対策本部が設四されたので，これに吸

区海上保安本部は， 6月13日午前9時に「第二管区東北石油大批流出油事故対策本部」

た。この対策本部では，各部署の船艇，航空機を動員して東北石油流出油事故の防除措

の基本方針としては①オイルフェソスによる流出油の拡散防止 ②流出油の迅速確実

ガードペースンからの流出の阻止 ④オイルフェンス外への流出防止であり動員した

視船艇延べ51隻，航空機延べ 8機，人員延ぺ1,045名で，オイルフェンス展張による

散防止並びに海上流出油の回収作業を実施した。
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第二管区東北石油大量流出油事故対策本部動員

状況

機 関 名 狐 別 等

塩釜海上保安部 巡視船みやけ

// ちふり

巡視條はぎかぜ

” あさゆき

八戸海上保安部 巡視船おくしり

釜石海上保安部 巡視船だいとう

小名浜海上保安部 巡視船さがみ

巡視艇てるかぜ

第三管区海上保安本部 特殊救難隊

” 横須賀海上保安部 巡視船たかとり

” 横浜海上保安部 油回収船 うらが

II 千葉海上保安部 油回収器バイコマ

羽田航空基地 MASOO機

仙台航空基地 MA502機
MA507機

新潟航空基地 MA150機

緊急締切用ゲート調査結果

ギロチンダンパーの断面図

緊急締切用ゲートを閉じ，かつ土のう等により海上への油の流出防止措低を諧じたにもヵ

らず，排水口から海上に油が流出したが，その原因を究明するため，調査を実施したもので

(1) 調査年月日 昭和53年 8月25日

(2) 調森機関

消防庁地域防災課，仙台通産局，第二管区海上保安本部，塩釜悔上保安部，県公害調整

消防防災課，県警察本部，仙台市公告部，仙台市消防局，仙台市東消防署，塩釜地区消防

合，多賀城市現撹保全課総勢42名

(3) 調査結果

（イ） 作業前の状況は緊切用ゲートのうち午前中にゲート東側に埋設された土のうを撒去した

（口） ゲートと出ロチャンネル底部の状況は次のとおりであり，すきまは54~68年あったこと

明した。

砂土のうがゲートと底部の間にはさまっていた。

南側より 10~7Qcinの間に 2袋 南側より 106~226c戒の間に 5袋

（二） 午後 1時よりゲート西側に埋設された土のうを人手により取り除いた。

側 排水ヒューム管の前面にある鉄格子とゲートの問には60皿程度の空間があった。

（吋午後 2時30分頃よりクレーソによりゲートをつり上げた。

（卜） 油は土のうの位皿に関係なしに均ーに付消していた。 （多少下部の土のうに油の付滸が

みられるが，下部ほど蒸発が悪いためと考えられる。）
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水ヒューム管の中の油の付着は上下部に多く付着していた。

ばお事故時における油のレペルは，ゲート面より 1,720皿上であった。

l:；＇ヽ、論

上の調査結果からは，朋確な結論はでないが次のようなことが考えられる。

るゲートが底部まで落ちず，すきまが生じたため，油圧が土のうにかかり，又，油のレベルが

ト上部面より高かったため，さらにほ土のうがかたすぎため土のうに油道が生じ油が大

流出したものと思われる。

対策

害等によって油の澗えい等が発生した場合に，涌えい油が構外（海上）へ流出するのを未然

止するため，つぎのような措骰をとる。

工場排出水の放流は，通常時は揚水方式で実施し，既設監視池の下流に集水ビットならびに

水ボ` ノプを新設する。

既設放流管には新たに水門タイプの堅牢な遮断弁を直列に 2基設罷し，通常時は閉止の状態

する。（停電等により揚水放流が不可能となった場合および過度の豪雨により揚水放流のみ、

'tま工場排水を全批放流不可能となった時のみ使用する。）

場排出水の放流経路は図のとおりである。

以上の内容について， 9月7日仙塩地域七自治体公害防止協議会と協識し，承認されている。

油流出に伴う仙台港中央航水質検査結果

和53年6月21日に，仙台市公害部は，油流出の公共用水域に対する影響を把握するため，中

航路について，水質検査を実施した。その結果は表のとおりであり，その採水地点は図のとお

である。 Nーヘキサン抽出物質（油分）については 6地点実施し， C水域の 1地点のみ 0.5ppm

いう結果であり，昭和52年度の結果c水域で ND~0.8ppmと比較しても異常のない結果であ

た。

海

視池 」→—ーエ均
111出水

→一集水ピッ I・

5号道路沿に設筐i
弁既設緊急返l!/i台部に設遣

水質分析結果（昭53.6.21仙台市公害部採水）

採＼水~項目Ip!! COD 
芯サン1乾慮土当ヘりキ）息．(ppm) 

内淮-NaI 8.3 1.8 ND 

内港ーNa2 8.4 1. 6 ND 

内池-Na3 8.5 1. 6 ND 640•9/kg 

内料&-Nn4 8.4 1. 9 ND 1,700叩／kg

内港＿Nn5 8.5 1. 8 0.5ppm 280叩／kg

外淮—Na6 8.5 1. 4 ND 

405 



水質汚濁に係る環境（海域）

＼贋項目＼ 

基 準 側

利用 9 hり1水●イオ 化学的酸 Nーヘキサ

の適応性 ソ濃度 索要求鉦 溶存酸索批 大股菌群数 抽出物質 (i
（i") (COD) (DO) 分等）

7.83以以上下
8. 

2ppm以下 7,5ppm以上 l,OO/1O0-0M叫P以N下

78..83以以上下 3ppm以下 17.Sppm以上 1

C " l顎災保金 1 7.03以以上下
8. 

i 
珈 m以下 1 2ppm以上 1

採水地点概略図 また，底質中の Nーヘキサンについては

叩／kg~1,7OO略／kgであった。

東北石油翰の整備＼ 
四炭均＼

•印〗 A
8 999, ',• 9 

（イ）組織仙台製油所非常対策要領に基づき

事應における社内体制が組織されている。

·'・’•
‘‘•'. 

七itl印11 /，‘  
,............. ・ 

仙台湛

（口）設備

l)災忠等の発生時に排出水の排出系統が

外に流出油等が流出するのを未然に防

め，排出水放流水路へ水門 2基を取り付t
通常時は水門を閉逐ガードペースソ下訃

に排出水の集水ビットを新設し，拐水ボ

にて排出水を栂外に放流する設備を設

る。

ll)消防庁通逹に基づき，防油堤下配管埋設部の補弥を実施し9月末に終了した。

ll1)石油コソビナート等災害防止法に茄づき，東地区23カ所，西地区 7カ所に消火用屈外

施股を追加設匠した。

N)石油コンピナート等災害防止法に基づき，大型化学消防車等 3点七ット 1組を配備済ぶ

あり，さらに迅年7月には 3点七ット 1組を追加配備する予定である。

操業停止下の保安点検

（イ） 危険物製造所及び高圧ガス製造施設
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危険物製造所及び高圧ガス製造施設に係る霙害点検補修工事は 8月中旬にほぽ終了した。又，

両設備の気密テスト等を 7月下旬より開始して， 9月5日には両設備とも仙台市消防局，県商工

労働部による立会検査をし，安全を確認した。

（口） 危険物屋外タンク貯蔵所

被災クソク 3基を除く屋外クソク貯蔵所64基のうち56基のタンクについては，自主点検の他，

危険物保安技術協会の安全点検も終了し，内 4苗については補強修正ないし補修を要するとされ

た他は安全が確認された。

残り 8基については， 1月末に該協会の安全点検を受ける予定である。

（I) ボイラー及び自家用発電設備

ボイラー及び自家用発電設備について仙台通産局の検査を受けた。

廃熱ボイラー 8月22日

56 t I時ボイラー 8月31日 受検合格

自家用発電設備 9月1日｝

東北石油僻に対する命令・指示内容

①仙台市関係

（イ）仙台市長命令（設骰許可者）

6月17日

I)屋外クンク貯蔵所 6基(T-121, T-131, T-221, T-217, T-218, T-224)の使用の停止

Il)危険物施設の点検を実施し，その結果ならびに改修計画を提出すること。

6月12日

］）製油所内における危険物の取扱いを停止すること。

町）流出油の拡散防止措l性をすること。

m)予備オイルフェンスを展張し，万ーに備えること。

6月13日

］）被害を調査し，報告すること。

I)二次災害の防止措低をすること。

6月14日

］）余誕による被害を調査し報告すること。

I)破拍した防油堤を応急修理すること。

皿）破狽クンクの残存危険物を安全なクソクヘ移送すること。

N)不測の事態に備えてクンクの手配をすること。

V) C-4地区及び排水口付近の現場保存をすること。

407 



6月19日

l) C-4地区の残存クンクの危険物を他地区の安全なタソクに移送すること c

TI)現在移送に使用している配管及び使用タンクの監視体制を強化すること。

m）異状の発見あるいほ余悶などの異状事揺発生のときは，衷急措皿のできる体制を

ること。

7月1日 クンク流出事故原因を調査するための賓料を 7月3日まで提出するこ

9月14日 操業再開に伴う指示

l)使用する屋外クンタ貯蔵所は， 53甚と

II)クソクの使用液面高さほ， T-1, T-3 ~T-10までの9甚は18メートル以下，

タンクは16メートル以下とすること。

皿） T-118,T-203は，甚礎を補修すること。

N) T-118, T-203, T-3. T-7, T-8. T-9. Tー114,T-123, T-127, T-'-1 

T-212の11甚は使用中 3カ月に 1回沈下測定及び底板の超音波探傷試験を実施し

結果を報告すること。

V) T-130及びT-131ほ，陥礎の補弛及びアニュラ板の張替えをすること。

VI) T-2, T-215, T-216及びT-219からT-223までの8甚心 内部開放点検を実

結果を報告すること。

渭）県からの要諮をふまえ，防災体制を強化するよう指示。

② 塩釜地区消防ホ務組合関係

（イ）命令

6月21日 クソタ T-218ならびに西地区危険物施設全般について一時使用の停止

（口） 指示

6月22日 保安点検の実施

6月26日 建設中の原油備菩クンク 7基について大雨弥風時の安全対策を指示

7月6日 建設中の原油備菩タンク 7基について次の事項について保安点検を指示

！）甚礎，地盤に対する影密について

11)クソク本体に対する影密について

③ 県関係

知事の指示及び要諮
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移送取扱所の使用に当たって，安全確認筈について指示

! 6 月 22 日…•4•A直油・ガスナフザの 2系管について

］ 
i 7月3日・・・り・有鉛ガソリンほか7系管t：：ついて

、9月23日……溶融硫黄配管について



また，操業再開に当たって， 9月12日，仙台市長に対し，次の事項について留意し指瑶を諧

ぜられるよう要諮。

1 通報体制等の強化 2 危険物施設の自主保安点検の強化

3 応急対策の整備充実 4 従業員の防災保安教育の徹底
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第7節一般危険物施設

一般危険物施設

市内の危険物施設もM7.4の直漿によって至るところに被害をもたらした。市内には， 2,065

危険物製造所等（製造所，屋内貯蔵所，屋外タソク貯蔵所，屋内タンク貯蔵所，地下夕｀ノク貯

所，給油取扱所，一般取扱所）があるが，その内366の施設が被災した。全施設の17％にあた

被害の多かったのは，一般的にガソリンスタ｀ノドといっている給油取扱所で地盤の沈下，亀裂，

塀の倒壊（プロック塀）傾斜，建築物の亀裂やガラスの破担，油配管の切損等48％に及んだ。

いで屋外タンク貯蔵所の31％で，基礎の亀裂や，防油堤，或はクンク付属品の破損となって

れ，これら以外の施設では製造所，一般取扱所は期の担壊が最も多く，ほとんどがプロック塀，

油配管の切損が目立つ。こうした危険物施設のいわゆる防火塀としては， プロック塀を用いて

るが，そのほとんどが亀裂か倒壊または傾斜し36件もあった。一般住宅のプロック塀と共に今

の地霞で施工上の問題が浮き彫りにされたといえよう。次に，油という危険を伴うものの取扱

欠かせない油配管の亀裂，切損は55件も発生，そのほとんどは地下クソク貯蔵所の立ち上り配
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危険物施設等の被害内容
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なかった。

2 LPガス（プロパン）施設の被害の状況

都市ガスの供給停止によって多くの市民はLPガス（プロバ‘ノ）販売店に殺到した。し

ガス容器に限界があり，各卸売事業者に佃易コソロの早急入荷を要諮。各販売店と協力し

仙台市内全般に行き渡らせるという，消費者優先の努力を払ってくれたのであった。協会

だけで， 10キロ容器1,034, 10キロ末満1,734, 佃易コソロ6,562の9,330に逹し，報告のない

も含めると臨時供給ほ， 2万以上に達したと推定されている。

各プロパ｀ノ阪売店自体も，他の例に洩れず多くの被害を受けながら，市民に対する燃料i
貢献してくれたのであった。消費者自体も，容器の転倒やゴムホースの外れ，高圧ホース

等によるガス洩れが多く発生した。また，集団供給地区では配管の切断，亀裂やメーター

が見られたし，市内阪売店自体で，家族の煎軽傷7名も発生，市内だけで店舗の半壊7,小
の外，壁や扉の破損等その被害額は，宮城県プロバソガス保安協会の調査で，県下 9億1

余となり仙台市内で 8億4千万円に逹し，限内被害の大半を占めている。主な被害の内容力

と，人身事故の発生したのが 6店で仙台，名取の両市に集中した店主の軽傷2' 家族の重

家族の軽傷3の計8名となった。店舗の被害は原下で28店そのうち11店が仙台であった。そ

くさりが切れ転倒したもの 446件，転倒したり止金がはずれてガスi罰れしたもの 609件，そ9

配管の切断，亀裂，配管のゆるみ，継手類のゆるみ，破狽メークーの破損等が続出した。同

協会では， こうした貴重な体験の中で容器の転倒防止をはじめ，

題として対応策を考えて行くことにした。
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特定防火対象物

地霰直後市内特定防火対象物のうち用途別大規捩防火対象物（複合用途 5, ホテル 2, 百貨店

18,集会楊3)を抽出して，地震時の対応等について，現場調査を行った。その代表的な防火

,，1象物の概要は次のとおりである。

1 複合用途ビル

. sビル

市内で最も高肘である Sビル（地下2階，地上18階）における地震時の対応と状況は次のとお

0建物饂体に異常ないが，一部テナソトで換様替した，間仕切壁に若千のヒビ割れ

0屋上設皿のストレージクソク（約 3t)の配管がはずれ漏水 (16階まで）

0人身事故なし，消防用設備等の損壊なし

当時ビル内にいた人数

各社来客を含めて約1,500人（収容人員1,154人）

各陛の状況と対応

1) 地下2階飲食店には時間帯が幸いして殆んど客はいなかった。揺れをさほど感ぜず混乱はな

2) 地下 1階から16階， 17階の一部オフィスは，上階に従って揺れが激しく上階で若干の女子社

員が悲嗚をあげて多少の混乱はあったが，各テナソト従業員および来客者は極めて冷静であっ

た。揺れの最中に無秩序にビル外に飛びだすことはなかった。

3) 地霙直後の停電に際し自家発電の自動切換えがスムーズに行われ館内照明や非常用ニレベー

クーが確保され混乱はなかった。

4) 17階のレストラソには客は 2人だけだった。店長はすぐこの客に対して中央のテープル下に

うずくまるよう指示し，従業員も同じ行動をとった。壁際のボトル格納棚，装飾フラワーボッ

トなど比較的重批物が倒れ地殷の特に装飾ペソダヽノト灯は天井面に吸いついた格好になり怖さ

をまざまざと見せつけられた。

360°の円を描いて暫くの問回転し続ける現象があった。

統括防火管理者のとった措低（ビル管理事務所長談）

ビル全体として怪我人もなく，冷静に対応できたことは共同防火管理体制が円滑であったこ
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ととテナソト各社の協力があってのことと思う。

また， タイミ` ノグよく 2月10日に地裟特集チラツを作って，

おいたことと 2月20日の地裳体験が有効に活かされ功を奏したと考えている。

なお，国立防災技術センターから設匠委託されている強震観洞計の記録は次のとお

1設協個所 1裳央距離I I 
最大加速度及び周期

秒 IE-Wガル1 秒N-Sガル

6月12日 lSF 553.3 0.29 486. 7 0.32 

宮城県沖地誕 9F 520 0.29 393.3 0.32 206.7 

（誕度5) B 2F 226.7 0.2 253.3 0.59 120 

2月20日 18F 119 250 0.25 268 0.25 75 

宮城県沖地拠 9F 119 206 0.28 275 0.25 100 
（擬度4) B 2F 119 37 0.16 43 0.11 31 

ホテル csホテル）

被害 0 ニレベーター 2基のガイドレールが外れ使用不能

0 1階事務室脇の壁体ひぴ割れ

0 ガラス約25枚破狽

0 パイプの水漏れ1カ所

0人身事故なし，消防用設備被害なし

当時の収容人員 386人

状況と対応

1) 停電後，約 3分で自家発電設備を起動（手動）し，すぐ館内照明がとれ混乱はなかっ

2) 揺れがおさまると同時に非常放送でトラソジスクーラジオでキャッチした地厖俯報非常

を流し，行動については係員の指示に従うよう指示した。

3) 各階責任者および従業員は消防計画に従って配佃につき，客に対する指示，避難誘那に，

った。避難場所は南側駐車場広場および青薬通歩道とし混乱もなく整然として誘瑯でき成

た。

4) 地霞後のガス閉止は，前霙の直後非常放送で従業員に指示しておりこれが励行されて完i
あった。

5) 非番従業員（管理者，準管理者）は消防計画のなかで自動召集が明確化されており早い

15分後に参莉しており計画どおり全員参集した。

6) 地霙対応がスムーズにできたことは， 日頃の消防訓練実施と社員教育の徹底が切を奏

7) 地霙後， トラソジスクーラジオ付携帯電灯を購入配置し，対応している。

雑居ピル CHビル）

映画館，サウナ，飲食店を収容している典型的な複合用途Hビルの状況は次のとおりであ
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0主に階段室内壁体が各階にわたり亀裂

0屋上のストレージクソク（容Jll:15t)破損

o映画館の映写機 1台横街し

0人身事故なし

約 600人

）揺れと同時にビル内 4映画館にそれぞれ50人位の観客が入っていた。各映画館支配人指揮の

もとに動かないでジーッとしているように客に指示した。この場合，非常口や他の開口部を開

放することはかえって客が我先きに殺到し危険な状態になると判断した。ある映画館で暫くた

ってからも中央部にジーッとして座っていた老婦人 2人がいたので聞いてみると関東大製災の

2) 3階のゲームコーナーに20人程の客が遊戯中だったが混乱はなく無事だった。遊戯器械のう

ちスロットルマシン 7台が転倒し，他は若干動いた程庶である。スロットルは重心がメダルの

関係から上の方にあり，さらに台の上にのっけていたのが原因と思われる。今後は固定措骰が

3) 怪我人は出なかったのは地霞直後にとった措皿（あわてないで，その場にジーッとしてい

ること）が最善だったと思う。揺れが終りビル外の状況等を確めてから客全員に無料券を発行

して帰宅させた。

4) 5階，サウナの裸客に若干の動揺があったが係員によってうまく制止できた。ロッカー類ほ

殆と倒れ足の踏み場もないほどの状況であった。

5) 屋上のストレージクソク CFRP, 製容紐15t)が架台からずれて亀裂を生じ，塔屋フェソ

スのすき間からストレートに脊漿通りに流出した，安全措低を購じて修復ずみである。

市内で最も広い売場面禎をもつMデバートの対応は次のとおりである。

0 ニレベークー 6基のうち 2基が芯ずれ

0 9つのビルのエキスパソション部分が損壊，壁体ひぴ割れ

0商品狽害 3,400万円，建物 3,650万円，ガラス80万円，計 7,130万円

0女子社員 1名落下物により頭部 4針縫合，客の負傷なし

0排煙塔が北側逍路を隔てた 3階ビル屋上に倒壊

当時の収容人員 約 400人

1) ビル出入口近くの客に若干の動揺混乱があったが，上階の客は比較的冷静で従業員の指示に

従い，心配されたバニックはなかった。
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2) 揺れが終った段階で，非営放送で携帯ラジオで入手した地霞俯報を客に知らせ，

ら再放送で二次災害を防止するため17時30分で閉店する旨を伝えた。

3) 各階糞任者に対して，客の安全を確認し報告を求めたが，異常なかった。また，

客の全員退館を確認したうえシャックーをおろし復旧作業に当った。

4) 自家発電は停電後5分程経ってからであったが店内の賠さによる動揺，

各階従業員の地裳対応は下表のとおりである。

（各階売場の主に女子従業員を無作為で 1~2名抽出し，質問を行った。）

0応問内容

① 地霙時どんなことを感じ，どんな行動をとったか

② そのとき客の動向は……

③ 客に対する具体的な指示とあなたのとった行動は

階数 I,~ 町性別 l 内 容

8階 Iカバヽ ノ売 1 女 ① 恐いという感じが一番先にたち何もできなかった。

場 24オ ②客に単独行動をとらないように指瑯制止した。

I ① 一番最初は恐いと思わなかった。客といっしょに床にしゃがんだ。

7階 l紳場士服光 12女7オ ②え客た。より外に出た方が良いか聞かれたのでもう少しジーッとした方がよい

7階 I本売場 1
女

35オ

① ニレペークーが揺れたので見に行ったら今度は強くきたので客を柱につ

らせ自分もそのようにしたがもうだめかと思った。

② 客が少なかったので混乱はなかった。 ぐ

③ 保安の男の人がいたので客に柱のそばでジーッとしているよういっしょ I
しかけた。

① 恐かった。揺れているときは何もできなかった。気がついたらロッカーに

6階 I
ペビー用 女 かまっていた。

品売楊 22オ ② 客はジーッとしていた。

③ 主任がジーッとしているよう話したので客といっしょ｝こジーッとしていた

① 客が数人いたが勁揺の様子がみえたのでおちつきジーッとしているよう
男

6階 Iペピー用 1売場 をした。
品売場 主任②動けない状態でいた。

36オ ③ 揺れがとまったあと点灯していたので避難口に誘瑯した。

5階 I家具売場 I女

24オ

紳士服売 女
4階

場 21オ

3階 I呉服売場
女

27オ
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①恐いと感じた。ニレペークーに乗っていてちょうど 5階で停止したらエレ

ークーの前に商品がいっばいで立ちすくんでしまった。

②誘尊も何もしなかった。

① 

② 

③ 

一番最初は恐いと思った。いつまで続くか判らず本当に不安だった。

客はいなかった。

客がいた場合誘薄できたか疑問であり又できたかもしれない。

① 瞬問的には地霞と感じなかった。床にすわっていた。 1辰をぬかした状態か

しれない。

②私の附近には客はいなかったが近くの店具は客をかばっていた。



場 1性別 I

三
女

① 

30オ

内 容

客をあつかっていたら逃げようとしたのでジーッとしているよう又屈むよう

話しをした。

③ 客を階段をとおって避難させ商品に布をかけた。

女 1 ① 友人と電話中で瞬問的なのでよくおぽえていない。

19オ
② 階段よりどんどん客がおりて来たが整然としていたようだ。又商品にぷつか

った人もあるようだった。

① 地 下1階とはいえ不安でいっぱいだった。ガス栓をしめに行ったがしまって

いた。 2月20日の地擬の時は，ガス栓をしめなかったため今度あったら皆でし

めるよう話しをしていた。

②一時的に悲嗚がだいぶあがり若干の客が階段口を逃げて来たがあとは整然と

していた。

” 

①地誤の時は何もしなかったができるような状態ではなかった。その後，外へ

女 見に行ったら地製のひどさを感じた。

24オ ② 入口が混雑して客が多数外へ出ていったようだ。

③ 客に対する適切な指示はできなかった。

寿し屋 I男

65オ

① 地 下 5階のためあまり揺れず2月20日もあったので恐怖惑はなかった。地餌

と同時にガス栓を止めた又地下 2階の方はすべてガス栓を止めたようだ。

② 客が少なく 3人の客が店から飛び出し1人の客がカウソターの下に頭だけ入

れていた。

③ 客が 3人飛びだしたので制止したが逃げていってしまった。

大規模集会施設

収容人員 2,900人

宮城県スボーツセ｀ノター

当時中体連のバスケット試合が行われており，選手，観客を含めて約 1,000人を収容してい

地霙により天井取付けの水銀灯 5個と細かいモルクル破片が一面に落下したが怪我人はなか

すぐ非常放送で動かないで様子をみることを指示した。揺れがおさまり周囲の安全を確認の

うえ，整然と退館させた。

県民会館

当日，華道諧習会があり，午後は約 500人を収容していたが17時に終り，すでに退館したあ

とで客は全くいなかった。

地霊により天井板が約 100品落下し固定イス約20個が破損した。

幸い客がいないときのことで大惨事を免れた。
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第 9節 消防水利と消防用設備

消防水利

仙台市内には耐擬性防火水槽は保有していなかったが防火水槽の被害も亀裂涌水が2

どまった外は防火水槽の蓋枠の破損などがあったただけであった。

一方地鹿によって，

生の地域外であったことが幸いし消火栓の使用に支隙はなかった。

水逍給配水管の破裂が部分的にあり断水区域 7,000戸に及んだが，

また火災で使用した消火栓は市ガス局原町工場 1カ所にとどまり，他は自然水利，私

であったことが幸いした。

断水区域については直ちにクソク車出動の態勢を整えた。

水利の被害及び水道断水の状況は次のとおり。

水 ＂リ禾 の 現 況 (53/3現） 被 害 状 況

数 1設年I 場 所

公設消火栓（地下，地上）単口，双ロ

5.522 

公設防火水そう (20nf以上）地下，露天

186 

私設防火水そう c20.t以上）地下，露天

116 

プ Jレ 103 

2
 

2
 

ー

23 

1 

45 

27 

0
1
2
0
1
2
0
1
0
0
 

防火水そう亀裂涌水

若林二丁目仙台農水産加工（私設，地下

宮城県消防学校（私設，露天 lOOnl)

防火水そうの蓋枠（コソクリート）の

七郷荒井公会堂， （公設，地下40nl)

白萩町尼寺児童公園（公設，地下40nl)

防火水そう蓋亀裂破損

梱田町二丁目下区公会堂脇（団設20nl)

防火水そうの蓋がずれたもの

プール姻体傾斜（鋼製 250,,f)

(!) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

主な断水区域

配水管の狽傷による猫水

枝線（ゆ 50••以下）の修繕

断水戸数

復旧状況

※ 

旭ヶ丘，緑ケ丘，恵和町，小松島，北根宇一念防

111カ所 (if,50血～ if,500閃尻）

(6/23まで） 3,750件

約 7,000戸 (20万戸の約3%）

6月15日まで 800戸

6月20日まで 0戸

その後の修繕申し込みについては，その都度復旧に応じた。

2
 

消防施設の被害

梢防署や消防出張所の建物は全国的に見て地裳に一番弱い建物と指摘されている。

それは全部が下駄ばき， 一階が車即ということ，槌体部分が少なく開放されているためi’
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分

消防署

梢防署

梢防署

見 出 張 所

松島出張所

巻 出 張 所

坊小路出張所

町 出 張 所

多賀出張所

田出張所

木山出張所

ミ 郷 出 張 所

鶴谷出張所

鶴谷職員待機宿舎

庶巻職員待機宿舎

合 計

1件数 1

2

3

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

 

被 害 の 概 猥

望楼，階段室，仮眠室，車庫壁体亀裂，車肛扉の否み等

望楼，階段室，事務室，便所監体亀裂，会議室天井蕗下等

玄関，事務室，仮眠室，更衣室及び車庫壁体亀裂

外墜，玄関，事務室，階段室墜体亀裂，プロック土止破損

外壁，玄関，事務室，階段室壁体亀裂，仮眠室天井破損

外壁，階段室等壁体亀裂，モルクル剪離

玄関，事務室，車庫，仮眠室，階段室墜体亀裂， ドア変形

玄関，事務室，車ili壁体f囮裂，ペラソダ支柱破拍

玄関，事務室，車胤階段室等監体亀裂，車庫扉の盃み

外整，事務室，階段室，車庫監体亀裂，玄関クイル剣離

外墜，事務室，車耶，仮眼哭監体亀裂・剥離

外墜亀裂，地盤沈下による外溝及び油分離槽破扱

地盤沈下による外溝破拍，水道管破損

外偲亀裂，地盤沈下による水道，ガス，下水管破狽

外壁亀裂，プロック堺破狽， v字溝破批玄関前地盤沈下

23 

（単位千円）

被 害 額

4,820 

7,707 

900 

2,132 

1,000 

337 

730 

850 

755 

890 

267 

400 

300 

4,375 

2,200 

27,663 

ていることであるが，今回の宮城県沖地霰においては，消防のシソボル的望楼が先ず破狽した。

激襲直後一時通信網が途絶状態になったため，火災の多発ということを考慮し機を失せず平索

勤務を行なっていない望楼勤務を命じたところ内部が亀裂がはなはだしく危険な状態，崩壊の

それなしとしない狽偽だったため勤務を休止した。

損傷の程度から北南両消防署の望楼は解体に追いやられたのである。

その他，各出張所，待機宿舎ともに施設の全部に外墜の亀裂あるいは倒離，天井監体亀裂，落

や地盤沈下，水道管の破損等々の被害を及ぽし，復旧に 2,700万円余の狽害となった。

消防用設備等の被害

仙台市域における主要な防火対象物 1,042カ所について消防用設備等の被害の実態を調査した

ろ，他の被害と同様に扇町，卸町及びその周辺に集中して発生している。

いわゆる地盤沈下地域として昭和49年 7月に県知事が「地盤沈下指定地域」に指定したところ

これによって市においては建築物等の描造設備に対する指郡基辿を定めて地盤沈下による被害

防止を図ってきたところであるが，損壊など被害の大きかった防火対象物はほとんどが地盤沈

地域に指定される以前に完成した建物であった。

昭和50年に調祉した際捗jらかになったのであるが，地盤沈下により屋内消火栓設備等の損偽被

が16対象物，危険物製造所等の狽傷被害が39件もあったのである。

そうした地域に震度5の地霙の直殴を受けたので配管等の狽伽被害が多く発生した。
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消防のシンポルとして長い問した
しまれてきた北消防署望楼も，地

それ以外の地域においても地碇動により

やスプリソクラー設備，あるいは消火器が落

より哄射するとかの被害を受けた。

また建築設備のエレベーターや給排水設備

被害が及んでいる。

これらの被害状況は次のとおりであった。

(1) スブリンクーラー設備

スプリソクラー設備は，デパート，ホテ

されているものであるが，枝管の折損亀裂が

でいずれもヘッドを天井で固定しているためそ

霞には勝てず解体された。 近のニルボの部分が損傷している。

これは作動しても機能には支障とならないが早急に対策が必要である。

このスプリソクラー設備を設置している防火対象物は市中央部で地盤が固いといわれてい

城に多く設証されているが，地盤にかかわりない被害といってよい。

ヘッドを天井板に固定する部分には，緩衝材を用いるとかの措既を考えて行くことも必

る。

(2) 屋内消火栓設備

配管のたるみ，亀裂，折損 15件

水源水槽の破損 2件

ポソプ運転不能 4件

の損偽を受けているが，ほとんど地盤沈下指定地域内の防火対象物で発生しているか，

盤の亀裂，基礎の沈下等建物自体の損偽も大きかったためのものであり建物自体の根本的な

措置が必要である。

(3) 非常電源

自家発鼈設備起動不能 11件

非常電源専用受鼈設備横倒，位監ずれ等 63件

と多く発生しているが， こうした自家発電設備の起動不能となった原因を見ると，

取付けボルトの折損や煙道内壁のレンガ崩壊，冷却水井戸ボ｀ノプの故障などであった。しか

家発電機本体の損傷はなかった。

また受電設備についてはトラソスが転俄し，固定アンカーボルトが不完全なために位置ず•9

たものがほとんどであった。

非常電源専用受電設備の回路構成については従来からあやまりのない指溝をしてきている
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震措置についてその具体的施工基準もなくチニックも甘かったともいえる。

震直後発生した東北大学理学部及び東北薬科大学での火災において屋内消火栓を用いて初期

をしようとしたが，停電のためポソプが回らず放水できなかった。

のように現行の基準では，

の非常電源は専用受電設備でよいことになっている。

延ぺ面戟 1,000品末満の特定防火対象物又は非特定防火対象物の

のため地霙による停電によって市内のこのような防火対象物の屋内消火栓設備ほ使用不能と

ったわけであるが，規模により非常用動力装皿又は自家発電設備を付皿することが必要であ

。法的措皿として大きな課題である。

） 避難設備

醇灯落下

難用クラップすぺり台亀裂

難用クラップ等はいずれも使用に支障とならない亀裂であり，誘蒔灯については他の照明灯に

べかなりの耐震性があることが証明された。

5) 

受信機損傷

3件

5件

自動火災報知設備

4件

スボット脱落， 断線 7件

信機は取付壁体の傾斜等による固定壁からの脱落による損傷であったし，惑知器は空気管の断

，脱落というものであった。

この外故障に至らなかったけれども地農時に発報したものが30件でている。

防用設備等の損傷状況

設 備 ご と の 損 傷 事 項

火 器 転倒，落下物により噴射又は破損

l件数
， 

56 

内消火栓設備

建築設備等の損傷状況

ヘッド直近の配管損傷 13 

難 設 備

電動機，ボソプ運転不調

水源水そう亀裂

配管亀裂，折損等

消火栓ボックス

非常鼈源専用受鼈設備の横転，位置ズレ等

自家発電設備起動不能

4

3

5

1

3

1

 

1

6

1

 

誘潮灯落下

避難用クラップ，すべり台亀裂

3

5

 
動
知

火
設

災
備

受信機損傷

感知器断線脱落

4

7

 

送 設 備

設 備

アソプ損傷

スピーカー損傷等

2

2

 

I

ー

ラ

ト

う

備

戸

備

線

池

備

l

そ

設

設

配

設

ク

ク
エ

イ

ク

水

火

電

水

ウ

房

煙

気

ペ

架

排

ム

レニ

ダ

ボ

ダ

高

冷

防

排

電

蓄

給

竺
6
9
8
8
2
1
5
2
3
2
2
1
4
1
7
1
4
1

調査件数1,042件 (53.6)
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(6) 非常用放送設備

増幅器操作装骰 2件

スピーカー 2件

これらは一般放送用のアソプの上に重ねて低いたため落下したもの。

(7) 消火器

転倒，落下物による噴射又は破損したもの 56件

(8) 理北学実験室等の消火設備

東北大学理学部及び東北薬科大学の火災は，

ている実験室から出火したものである。

市立の中学校では薬品類を乾燥砂箱に入れているところもあるが，実験を日常と

などは管理面での対策のみでなく，有機溶剤，禁水性物質を保管する室にはハロゲソ化物

備等の自動消火装骰を設骰するなど考慮する必要がある。

消防局においては，地殷直後第 3次非常配備

を指令して初動体制を確立して俯報活動から始

まり，火災，救急救助活動，或は東北石油製油

所の重油流出事故の最悪の事態を阻止すると共

に車両80台をフル回転，徹宵を続けながら市民

の安全確保の先頭にたって活動し，被害の局限

に努めた。地震発生から 6月29日まで各種警戒

措I荏と，その出動人員 1,940人に及んだことに

対し，昭和53年12月22日消防庁長官から次のよ

うに表彰された。
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第12章
III疇圃圃欄ll1-Ill閏鵬鵬躙闇-嶋躙III鵬馴Il

警察・自衛隊活動の概要

第1節警察活動の状況

第2節交通障審と対策

第3節 災也派逍の要睛

第4節支扱活動の状況



第 1節警察活動の状況

宮城県沖地震は，県内全域にわたり， 死者 27名， 負傷者 1,273名，家屋全壊 1,228戸，

5,565戸 (7月7日までの調査結果），及び鉄道，道路，通信施設などの損壊と県民生活に甚，

被害をもたらした。

この地震災害に対する警察活動は，災害発生当初の初期的段階において，被災者の救出救

住民の避難誘漑幹線道路の交通確保，夜間における犯罪防止，パニック対策などに警察活

重点がおかれたのである。

2日目からほ，被害の調査，二次災害の防止，死者の検視，交通の確保，犯罪の予防など

な市民生活確保のための警察活動に重点を移行した。

特に県警に配匠されているヘリコプクーと夜間照朋設備（大型投光車 25KW,

KW)は，警備活動に大きな力となった。

1 初期的段階の警察活動

地霰発生と同時に県警察本部通信指令課内に県警本部長を長とする肌災害警備本部を設置

と共に，県下24警察署に『災害警備非常体制』を発令した。

同時に全警察職員の非常召集を行なって，救出救渡や群衆対策など徹宵活動し市民の安全

に努め，交通対策に37％の人員をあてて交通の規制整理誘郡に当った。

特に管区警察や県警察本部職員を仙台市内各署に応援出動し警戒にあたったが，なかでも介

駅は地霞後帰宅を急ぐ通勤，通学者が一時 9,000人も集まり， II音くなっても列車が動かない

いら立ちを示しバニック寸前だったといわれる。国鉄側が繰り返し列車が動く見込みがない

で，他の輸送機関を利用するよう呼びかけたり，警察が用意した投光車で広場を明る＜してか

ようやく静まりをみせ，徐々に分散を始めてパニックが未然に防止された。いわゆる不安解消l
努めたのである。

また，特筆すべきものに宮城刑務所の外塀（赤レンガ塀1.3キロメートル）の60％にあたる7

メートルが地霞で倒壊し「堺なき刑務所」と化したことにより，外周警備に毎日30名の警官を

匠し周辺住民の不安解消に努めた。
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津波対策

警報発令前の措骰

地震発生と同時に津波の来襲を予想し，仙台管区気象台の津波警報を待たずに警戒体制を発令

仙台市域においてほ仙台港，蒲生，深沼等の沿岸警備に当たった。

また，沿岸各警察署は各市町村及び礁協などと述絡をとりながら潮位の観測を行うと同時

に，避難準備の広報，避難路の確保にも努めた。

(2)警報発令後の措慨

仙台管区気象台から 4区津波警報が発令 (17時21分）されたが，警察無線をもって迅速な伝逹

を行い，気仙沼市など 1市3町計 810戸， 3,132名の避難措既をとったが，鮎川での潮位は34cm

にとどまり仙台市域沿岸も乎穏に過ぎた。

3 救出救護対策

倒壊家屋に閉じ込められた（仙台，佐沼）被災者の救出のために警察無線を最大限に活用し，

バトカーの運用，救急機関に対する辿絡を行うと共に，病院に対する手配など迅速な活動を行っ

特に仙台南警察署管内緑ヶ丘地区に対する避難描1位や予防警戒には，連日のように警察官を配

樅し住民の不安解消にあたった。

パニック対策

(1) 住民の動向把握

混雑の予想された仙台駅やデパート，飲食店街などに警察官を多く派逍し，その動向を把握し

雑踏整理にあたったほか，特に仙台駅には投光車を配低して照明し，乗客や滞留している人々の

混雑緩和と不安の解消につとめた。

(2) 広報活動

列車が全而ストップしたため，バスによる代替輸送したにもかかわらず仙台駅には多数の乗客

が滞ったので各ククシーに稼動時間（通常午前二時まで終了）の延長を要諮し，乗客の婦宅を容

易にした。

また，停鼈により仙台駅周辺はl'[II爵になって公衆電話に集まった乗客が使用できない状況にあ

ったので，仙台龍話局に発軍機の設既方を要諮し便宜を図った。

更に列車不通により仙台駅構内に泊り込む乗客のため，仙台市に毛布の手配を要諮し乗客の便

をはかった他，繁華街，飲食店街にはパトカーあるいは徒歩によって警戒に当ると同時に適時適

切な広報を行った。
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こうした警戒体制によって地猿後の犯罪は極度 相談受理状況

に減少し，治安が確保されたことは，市民の冷静 内 容

な行動にもよるけれども，警察のとった措骰が高

籍鷹

被害の状況

く評価されてよいであろう。 生 活 相 談
安 否

(3) 市民対策 家屋の補修等

県警備本部及び各瞥察署警備本部に対し，一般 ， 交 通 関 係

市民から寄せられた人身の安否や被害状況あるい
刑 事 防 犯

感 謝 事 例

は生活関連物資情報等の問合わせに対し，それぞ 官公署紹介

れ担当者を指定して対応させ，いわゆるバニック 計

の防止に寄与した。

仙台中央警察署の地裟発生直後から 7時間の記録によっても市民安全対策に尽力

かがえる。

(4) 被害調査と関係機関への反映

県警備本部及び県下各警察署で集約した被害調査状況を県災宮対策本部及び関係似

極的に反映させ， これに対する対応策を要望するなどの活用を図った。

5 困りごと相談所の設置

県下全署に「宮城県沖地裟被災困りごと相談所」を1}fj，没し，

特に， 110番に対する要望の中には仙台市でのライフライソの被害が大きかったこ

「ガス，水道，粛気，鉄道などに電話が通じない。警察でなんとかしてほしい。」とか

れ，電話故障，水道断水などの回復をはかるよう関係機関に働きかけてほしい。」ある＼、

崩れのため二次災害が心配です。どうしたらよいか教えて下さい。」など，地震当日だけ

の相談があった。
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ュメント仙台中央警察署 7時間の記録
6月12日

活 動 状 況

6 署作戦室に現地警備本部設胚在署員待機指令

6 被害状況調査指令

7 非香者等の非常招集発令

婦人少年補溝員10名を仙台駅，東一，東二派出所に急派

各派出所は所員 1名を残し被害調査と交通整理にあたるよう指令

21 I 交通課長以下署員49名主要交差点に出動応招署員を順次派造

機動警察隊の出動要諮，交機隊に交通整理要員の派泄要諮

ガスもれ発生，防犯少年課長以下出動現場広報交通規制を実施

防犯少年課保安係長以下 6名を市立病院に派遣負偽者の収容状況について調査指示

県警備本部に対し．現任補修科生の出動方を痰納

発動発雷機運転停止により「リモコソ」使用不能．県警備本部に無線機 (UWlO) の借用要諮

国鉄全線不通，外勤課長以下40名を仙台駅に配佃乗客対策を指示

「治安広報のための広報徹底」「幹線道路の交通確保」を指令

会計課長に対し 300名の給食町Iiiを指示

澗署長に対し．特異9)f・案はそのつど30分毎に県警備本部に報告するよう指示

防犯課長に対し，一般商店を対象とした生活関迎物質販売に伴う問題の有無について調査指示

農度 2の余震発生，警戒警備の強化と被害実態の早期は握を指示

停電状況判明，原警備本部に報告

八木山橋南に亀裂発生通行止の交通規制を実施

市道路管理課仙台南署に迎絡現場臨場方を要諮

東北大学理学部教授禍田義ーに対し．理学部研究棟の火災現場保存のための笞察官の学内立入

りについて要諮 (21:30了承）

防犯少年課員に対し市内各病院の負傷者収容状況について調査指示

停阻に伴うニレペークー内閉じ込み状況について調査指示

防犯少年課此警備課員に管内飲食店街等の状況調在指示

機動警察隊の投光車の出動要詰

交通係長に対し．市内ククツーの迎行状況について調査指示

機勁警察隊に駅描内及び周辺の照射と警戒警備を指示

駅および乗客等の紛議防止に細心かつ迅速｀な措［位を講ずるよう厳瓜指示

幹線道路の確保について指示

バス停，公衆露話付近の紛，儀防止のための現場警察官を蚊翡疫に巡川するよう指示言動に十分

注意するよう補足指示

信号機復旧に伴い警察官の仙台駅への配転指示活動中の警察官に対し受傷事故防止を指示

現本から警備課長を駅に増派し．駅描内外の乗客対策に万全を期するよう指示

東北需力に対し，出動中の電源車を仙台駅前偕号機に配転するよう要諮

公用各車両の残燃料の報告指示

（宮城限警察本部「都市型災害警備の教訓」から）
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第 2節交通障害と対策

地裳の発生時間が午後 5時14分という夕方のラッシュ時であったところへ停電となり，

1,006カ所の交通信号機のうち 744カ所が滅灯停止した。そのため，主要国道をはじめ市I/

線道路はいたるところで交通が渋滞した。

漿警察本部は直ちに非常召集をした警察官 880人を主要交差点の交通賂理に配樅し，渋

消に努めた。なお，信号機は翌13日午前 9時まで94％が機能回復したが，交通信号機対策が

の緊急課題として残された。

一方，道路情報セソクーはラジオを通じ市民に交通俯報を継続して提供した。

1 交通障害の発生状況

交通渋滞の発生状況

地震発生と同時に停間による交通侶号機の減灯，一般道路の担壊，高速道路の全面閉鎖等

響，さらには夕刻のラッシュ時間術への移行等が加わり，限内の交通は仙台市内及び主要幹

路（国道4号， 45号， 48号，仙台バイパス等）を中心として一時的に多疵の交通渋滞が生じ

が，その状況は次のとおりである。

(1) 国道4号

県内の動脈道路である国道4号は，随所に陥没又は橋梁捐壊等が生じ，

運転等のため渋滞が続いたが，交通流は確保された。

仙台市内では，

南部の長町，南仙台方面は平常日より30分程度長ぴき午後 7時ごろまで，仙台市内中心部で

仙台駅前，青策通付近で平常日よりも 1時間30分程度長ぴ＜午後 8時ごろまで渋滞した。

限庁付近東二番丁（国道4号）定禅寺通は午後10時ごろまでそれぞれ渋滞が続いた。

(2) 国道4号バイパス

全線にわたりノロノロ迎転となり，主嬰交差点（籠の瀬，鹿の又， 六丁目， 箱提， 苦竹，

崎，七北田分岐点）を中心に，これに接続する追路を含めて午後10時ころまで渋滞が見られ，

常日と比較して 3時間程度長びいて解消した。

(3) 国道6号

特に渋滞の発生は見られなかった。

(4) 国道45号
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地震直後12日午後 5時35分頃信号機のストップによって

身動きがとれなくなった車（東二番丁通国追4号線）
（河北新報社提供）

り2時間遅い午後 8時ころまで渋滞が続いた。

この路線は，仙台から塩釜，石巻

方面を結ぶ都市閻幹線逍路で渋滞が

蚊も•長びき，特に仙台市内東部の高

砂，福田町，苦竹，坂下地区ー1特に

かけての渋滞がひどく，平常時には

午後 7時ころに解消するのが郊外部

において午後11時30分ごろまでノロ

ノロ迎転が続いた。

(5) 国道48号

山形方面への流出車輛が集中する

仙台市内八幡四丁目付近では，午後

6時ごるをピークとして，平常日よ

この影聾を受けた市内北西部の北四番丁木町通（大学病院付近）一帯は，平常日午後 6時30分

ころに解消する渋滞が午後10時ごろまで続いた。

(6) 国逍 286号線

平常は渋滞の発生が見られない路線であるが同夜ほ市内南西部一帯（西多賀）にかけて午後10

時ごろまで渋滞が生じた。

(7) 限道仙台・泉線

旧国道4号で仙台市北部の流出入路線である同路線は，仙台市中心部に近いほど渋滞疫が高く

午後10時ごろまで渋滞が続いたが，中閻地点の仙台市内黒松団地入口付近では平常日より30分長

びく午後 7時ごろまで，さらに泉市七北田の市街地では平常日より約 1時間長びく午後 7時ごろ

まで渋滞が統いた。

(8) 仙台駅前付近道路

平常日は午後 7時ごろまで渋滞が続いているが，当夜は午後10時ごろまで渋滞し，それ以後に

おいても時速20~30キロ走行の状態が午後11時ごろまで統いた。

(9) 路線バスの運行状況

国鉄，仙台市営，宮城交通の各路線バスは，他車輛の渋滞の影響を受け，長区間系統は 2時問

前後のおくれ，仙台市内の短区間系統では20~30分のおくれが生じた。

注：県南方面の白石～仙台問43キロ区問で20分程度のおくれ

県北方面の古川～仙台間42キロ区問で1時問20分程度のおくれ

北仙台駅前～塩釜問24キロ区問で2時問20分程度のおくれ

となっている。
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交通信号機の滅灯状況

鼠地裳の発生によって停福となり県内に設樅されている 1,106基の全交通信号機

(67,2%)が滅灯した。

滅灯は，仙台市内及び沿岸，県北地方が主であり，特に仙台，塩釜，

信号機260基は全部減灯し，交通管制七ンクーの機能も停止した。

警察署別では次のとおりであり， 24署中17署がそれぞれ減灯した。

〇全部滅灯 (9署）

仙台中央署 95基 涌 谷 署 13基 河北署 14基

仙 台北署 108基 仙台南署 123基 計 624基

石 巻署 66基 仙台東署 93基

小 牛田署 19基 塩 釜署 93基

〇一部滅灯 (8署）

古 川署 57基中27基 登米署 20基中10基 亘理署

若 柳署 30基中15基 岩沼署 45基中22基 志津川署

吉 岡署 20基中10基 佐沼署 35基中17基 計

合計

注：全く減灯のなかったものは， 7粋237基であった。

交通安全施設の被害状況

(1) 信号機の被害

信号柱の折狽・亀裂 3カ所

信号柱の傾斜 22カ所

架線の断線 4カ所

筐 体歪み 1カ所

灯器の曲り，傾き 284カ所

(2) 道路標識の被害

オーバーハソグ傾斜（大型張出式） 20本

路側標識傾斜・曲担 255本

合 計 256本 (111,721本中0.2%)

(3) 交通安全施設の倒壊等による事故

信号柱，探識柱の倒壊，その他に起因する死傷事故，物損事故は，いずれも発生しなかった

交通事故の発生状況

交通事故ぬ直接地農によるものはなかったが，地農後に問接的な影響によるものは次の

りである。
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塩釜等の地碇被害の大きかった都市部において，地囮による交通事故の発

人身事故

若柳署人身（重傷）事故 1件

バイクを迎転中道路陥没ため転倒負傷しのた。

河北培人身（重偏）事故 1件

イクを運転中岩期の倒壊により負傷した。

白石署人封（軽傷）事故 1件

貨物自動車が歩行者に接触した。

（2) 物損事故

発生はなかった。

鉄道踏切の被害状況

1)県内の国鉄では，束北本線仙石線がほぼ全線にわたって霙災を受け，国鉄当局では地震発

生と同時に県内全路線において全列車を停止させたが， これによって踏切警報の持続となり， ま

た地霰によって，非常用押ボクンが操作された状態となったため， 支障報知用の信号炎管が発

火，特に小牛田駅では全踏切で発炎燃焼した。

その他踏切の警報機本体等の傾斜，入庇（ひび入り）破狽等の被害があり，その応急復旧に 2

~3日を嬰したが，特に道路交通上の節害はなかった。

(2) 地霰発生時における踏切事故の発生はなかった。

注： 支悴報知用信号炎管の発火燃焼の原因は，非幣用押ボクソの電気回路のスイッチには水銀を使用し

ているため，振動により水銀が揺れ動き，スイッチが接続して炎管の発火となったものである。

応急交通対策の状況

地網発生後の停電事故による交通信号機の滅灯，並びに道路損壊等による同時多発の広域的な

交通渋滞等の発生により

〇初期の交通障害に起因する二次災宮の防止

〇主要幹線道路における交通流の確保

を初期活動の基本方針として次の応急諸対策を実施した。

警察官等の大量現場投入による整理誘導

地箆発生直後の午後 5時20分，全警察官等を直ちに非常召集し，交通信号機の減灯や停止に対

処するため，特に，仙台，塩釜，呆，岩沼，名取，多賀城の各市l村の主要交差点を中心に県内

255カ所に 881名の警察官等を配低し，手信号による整理誘媒 現場広報等を行って交通事故と

交通混乱の防止に当たった。その結果，一時的に極駿の交通渋滞があったものの，特異行動に出
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る者もなく，交通混乱の発生を，未然に防止することができた。

交通情報体制の強化

県民，特に車輛迎転者に対する交通俯報の迅速かつ継続的提供と広報，

彼害状況のは掘， う回路の誘祁指示，現場警察官およぴ県警察災害警備本部との連絡体制を強1

するため，交通管制センクー職員 7名に交通部交通規制課員 2名を増強し，さらに道路交通情

七ソクー職員 4名全員の残留勤務を要諮して同梢報七ンクーの機能を最大限に動かし，報道

(NHK,東北放送等のテレビ，ラジオ放送）に対する梢極的な放送依頼等によって，午後 51

56分から同10時18分までの問，特別放送を継続して実施するなど市民への交通俯報の提供をク

ミングよく行い，交通確保に大きな役割りを果たした。

なお，地翫発生後から午後12時までのll［市民からの電話照会に対し，

のぽっている。

東北自動車道対策の緊急実施

午後 5時20分県内全区間の全面通行禁止とその広報を行なうと共に，高速道路交通警察隊に

る本線車道上の交通事故防止と道路狽壊の確認，各インクーから流入しようとする車輛の転回

鵡流出車輛の誘消，接続道路における交通節害の防止と交通の円滑化を図り，午後 6時15分本

線車道上の全車輛を事故なく流出させた。

交通機動隊の主要幹線集中運用

緊急交通対策の実施に必要な広域的な現地俯報の収集と主要幹線道路の交通流の確保を目的と

して，交通機動隊（人員76名，パトカー17台，白バイ 52台）を県警災害警備本部直轄として運用

し，主に仙台ペイバス等の仙台市内主要交差点を中心に配低した。

広域交通規制の実施

県内主要幹線道路の狽壊等による通行不能状態の発生に対しては，昭和53年 1月に策定した

「広域交通規制計画」に基づく広域交通規制を実施し，早期にう回路，渋滞俯報の提供等により

主要幹線道路の交通の確保を図った。

特に，仙台と沿岸方面を結ぶ重要な幹線道路である国道45号線小野橋の通行不能に対しては，

交通機動隊員によって適切なう回路指禅と広報を実施した結果，予測された混乱を未然に防止す

ることができた。

関係機関に対する応急対策の緊急要請

交通渋滞等による各種の混乱状態の発生を防止するため，交通信号機の電力確保によって一刻

も早く正常に作動させることが必要となり，主として仙台市内とその周辺の主要幹線道路の交通

を軌道に乗せるため，東北電力に対して早期復旧を強力に要諮した。

また，信号機等の保守委託業者並びに補修業者 (8社40名）に対して，地震発生後，直ちに緊

急出動体制を要諮して要員を待機させ，倒壊の恐れがある侶号機等の応急補修や減灯障害除去を
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優先して実施するなど，主要幹線道路の交通安全施設の機能回復，交通流確保と二次災害の発生

防止の措骰をとった。

交通安全施設の特別点検

交通信号機，道路標識等の保守委託及び補修業者による応急補修により早期復旧を図ったほ

か，各警察署に対し，倒壊又は倒壊のおそれある交通信号柱，大型標識，路側標識等の特別点検

の指示を反復して行い，これら安全施設の倒壊が原因とする各種被害事故の絶無を図った。

その結果この種の二次災害の発生は皆無であった。

3 交通障害の復［日状況

交通の確保

2日目 (13日）以降においても各警察署に対し，主要交差点と道路障害か所への警察官の配饂

を指示する一方，交通機動隊を投入して滅灯信号機のある主要幹線道路の交差点における漿理誘

尊，道路悴習による 5回路の安全確認措低等を継続して行い交通の確保を図った。また， 信号

楓道路憬識等交通安全施設の再点検を一斉に実施し，その倒壊等による不測の事故の未然防止

に努めた。

現地調査の実施

現場活動の実施効果や対策の補正の要否について検討するため， 14日以降交通部長以下交通部

の課（隊）長を主要幹線道路，問題地点等に派泄し，現場の実態をは振するとともにそれに対応

した対策の推進を図った。

交通情報の提供

2日目 (13日）以降においても，道路管理者との緊密な辿絡と第一線警察官からの報告等によ

って，道路の狽壊状況や復旧見込， う回路の案内等を継統的に交通偕報として放送し，交通の円

滑化を図った。

交通安全施設の復旧状況

地震発生による停電は早い地域で地裳発生後30分前後で通電されたので，信号機自体に障害が

発生したものを除いてほ，午後 8時2分に仙台市内の一部（仙台市内中心部の東二番丁，広瀬通

付近）の信号機が点灯したのをはじめ，徐々に通電地域も拡大されて信号機による交通墜理が行

われるようになった。

12日当夜中には，管制センター制御下にある 260基中 118基 (45.3%）が地震発生から 6時間

41分後に復旧したほか県下全域では約80％の信号機が復旧した。

なお，肌下全域の復旧状況は

13日午後 9時までに 744基中 675基 (90.7%)復旧

14日午後 5時までに 744基中 734甚 (98,7%）復旧
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15日午後 5時までに 744基中 743甚 (99.9%)復旧

16日正午までに 744基全部復旧

となっている。

この間において信号機の地下送龍ケープルの断線した仙台駅前，

4号仙台バイバスに対しては，特に交通に与える影轡が極めて大きいところから，電力会

源確保を強力に要諮したところ，特別な配磁によって仙台市内の主嬰交差点 5カ所に「電

の配I性を受け，信号機を作動させる等応急の措骰を購じ幹線道路の交通確保を図った。そ

状況は次のとおりである。

仙 台駅前 13日午前 6時25分～14日午前 1時40分

仙台市根岸町 13日午前11時25分～13日午後 7時30分

仙台バイパス箱堤 13日午前11時08分～13日午後11時00分

II 六丁目 13日午前 7時30分～13日午後11時00分

I1 若林 13日午前11時30分～13日午後8時00分

注：電源車＝自走式応急電源車 規格50KVA 

東北鼈力管内では東北各限に1台，新潟県には2台計 8台が配樅されており，

から 7台を仙台に集結させたものである。

また，信号柱の傾斜等については，倒壊のおそれあるものについては，地雲発生当夜の

撒去したのをはじめ，危険性の高いものから応急補修を実施し， 16日午後にはすべて復旧

させるなど，倒壊等による二次災害の発生を防止した。

道路障害の復旧状況

道路障害は，道路管理者の応急工事によって逐次復旧したが，本震や数次にわたる余震t:

て橋台に亀裂を生じ，随所に大型車通行禁止力所が発生し，仙台と沿岸を結ぶ幹線道路は

は復旧せず大型車は一部う回を余俵なくされた。

(!) 東北自動車道

地霙発生とともに路而の陥没等により，福島県内飯坂 I・ Cと宮城県内築館 I• C間は

鎖となっていたが

13日午後11時55分白石 I・ C～泉 I・ C間

14日午後 0 時00分大和 I• C～築館 I・ C間

14日午後4時00分飯坂 I・ C～白石 I• C間

15日午前7時00分泉 I• C～大和 I• C問

それぞれ全面通行止めを解除し， 15日には50kmの速度規制により全線開通した。

なお，復1日工事は現在も進められており，泉 I・ C～古川 I・ Cl笥は50km, その他は8

疫規制を実施した。
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緊急輸送車両の取扱い

今回の地霰発生に伴い県下の各道路において隙害が発生し一部通行止めなどの規制を実施した

が，いずれの道路も交通やう回路が確保され，特に動脈である国道4号， 6号等幹線道路の通行

が確保されたため，緊急輸送体制に直接影響する障害発生はな<, Rステッカーの交付はなか

，，た。

交通対策実施に伴う教訓と反省

今回の地震発生に伴う交通対策等の実施に当たっての反省，教訓事項については，現在集約中

であるが，一応考えられる諸点は次のとおりである。

1 木年 2月20日の宮城県沖地震の教訓を踏まえて，地裳による信号機の滅灯，逍路降害等の発

生に対処するため，主要道路の交通確保を初期活動の最重点として主要交差点に交通警察官，

外勤警察官，交通巡視員などを大批に配慨し，整理誘郡に努めた結果，特に重大な交通事故や

交通混乱等交通に起因する二次災害の未然防止を図ることができたこと。

2 警察が提供した交通惜報は， NHK,東北放送，河北新報（地元紙）等報道機関の全面的な

協力によって円滑かつ継統的に県民に提供され，主要道路の交通確保と交通混乱の防止に大き

く役立ったこと。

3 信号機，道路原識を補修する楊合，節害区域が県下全域に散在したため，補修業者の体制に

限度があり， 100％復旧に 3日半の日数を要したこと。

4 信号機の増設等により警察官の手信号による交通整理の機会が少くなったことに伴い，手信

号の技術が低下していること。

注：計画的な実技訓練の実施を予定している。

5 停電による信号機の減灯に関し，今回は交通事故の発生を見なかったが，一時的ではあるが

随所にかなりの渋滞が見られたため，その早期復旧は極めて緊要である。また，信号機の復旧

は単に交通混雑の緩和，賂理に役立つだけでなく，地露後の不安にかられる人心の安定にも大

きな力があると思われ，電力会社等の体制の強化を図ることは勿論のこと，警察自体で早期復

旧できる手だてとして可搬式発動発電機の大批備付，制御機内に内臓できる自動切替装匠付き

の茜鼈池の開発等今後検討する必要があること。
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第 3節災害派遣の要請

地震災害が集中し，最も被害が甚大だった緑ヶ丘一丁目地区では，小さな余霙や雨

転倒や土砂くずれが予想されたので，危険家屋の撤去が必要となった。

このため仙台市では，隣接民家に対する二次災害防止のため危険家屋の解体および

搬が必要と判断し， 6月14日夜，次のとおり知事あて自衛隊の災害派造を要請した。

知事はこれを重視し，陸上自衛隊第22普通科連隊（多賀城駐とん）に対して部隊の

し，辿日約 100名の自衛隊員による支援活動が行われることになった。

この結果， 6月16日から， 自衛隊，市消防局レソジャー隊，市内土木業者による危険

体，解体材の運搬などの作業が行われた。
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窮城県知事 山本壮一郎殿

総庶 第86号

昭利53年6月14日

仙台市長島野 武

災害派逍に関する要胡

標品の件に関し、下品により部隊の派逍方を要

胡します。

1．災害の種類地 滋

2．要請の目的災害復IE!

3.派逍を希望する区域仙台市緑ヶ丘一丁目地区

4．派造を必要とする期lil] 自昭利53年6月1611

至昭和53年6月23EI

5．被寓状況別紙のとおり

6．派逍を希望する人員 100名

7．派逍先の責任者

仙台市開発局建築部宅地保全課長小沢初美

8.そ の他

(1)宿泊

旦悶｝要請者で準備



支援活動の状況

多賀城駐とん第22普通科連隊では，地屡発生当日の12日午後10時6分，鶴ケ谷オープン病院の

請により，瞑ちに進備を整えて13日は炊飯支援のために炊事車と隊員10名が出動， 560人分の

飲を支援した。 14日， 15日の両日は，車両14台，隊員 189名を東北石油僻仙台製油所に派辿，

出油の汲取作業に汗と油にまみれながら 2日間で， 120 keの重油を回収したのであった。

更に，緑ケ丘地区における倒壊家屋及び二次災害防止のために解体を余儀なくされた家屋の撤

作業のために， 16日， 17日， 18日の 3日間， トラック延70台，隊員延 346名を派逍，二次災害

）未然防止に貢献したのである。仙台市に対する支援は，車両延100台，隊員延744人に及んだ。

同部隊は県下の災害地 3市5町に給水の支援をした。

災害地における給水活動

6月17日緑ケ丘地区における危険家屋の解
体作業に活動する災害派造の自衛隊員

437 



東北石油仙台製油所における流出油除去作業に活動中の陸上自衛隊の隊員

市民によろこばれた給水活動
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地震関連調査と教訓

第1節 li}j災都市計画のために

第2節 地震と仙台の地盤

第3節 都市型災杏の教訓

第4節 宮城県沖地裳に学ぶ

第5節 地裳災害の問題点

第6節 災害時の市民行動調壺

第7節消防的教訓と問題点

第8節 わが校の体験と教訓



第 1節防災都市計画のために

防災都市計画研究

は じ めに

仙台市は藩政時代にその基礎が築かれ，東北地方随一の城下町として栄えて来た。多く

城下町が低地を望む台地に立地したのに対して，仙台では戦国風の山城として建設された

に，城下町も扇状地性の河岸段丘に立地することになり，これが仙台市を比較的良好な地

立地させる理由となっている。ところが，近年の市街地の発展は周辺の丘陵地や沖戟低地0

を促し，それが今回の地擬に対して弱点をさらけ出すもとになったと言えよう。

図ー1 DID区城の変遷

昭和40年

葛
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宮城県沖地震被害の特徴

本研究所では，仙台市から委託を受け宮城県沖地霞の被害分析を行うため，建築物，土木構造

等についていくつかの被害分布図を作成しているが，今回の地霞被害の特徴としては，第一に

陵地を開発した宅地造成区域での地盤災害が顕著であったことである。これは従来の，硬い地

が良い地盤であるという感覧の盲点をつくものであり，これ租の大規模な被害の発生は従来の

第二に， プロック塀の倒壊による死者の発生が注目されたが，負傷者の発生もそれに劣らず高

率であったことである。その分布は図ー2に示すように平野部で高くなっており， 6世帯に 1人の

割で負傷者が発生している。そして駆内での負傷者の割合が高く，今後家具などの安全対策が重

要な課題の 1 つとなろう。プロック塀1•ま図-3に示すように至るところで倒れており，屋外での負

傷者もこのプロック塀によるものがかなりの割合を示している。この場合には，比較的重傷の程

度が高く，今後，誰がこれらの人を救助するのかが問題となろう。

第三に，電気・ガス・水道などのいわゆる都市のライフライソの停止によって，市民生活が重

大な影響を受けたことである。地震当夜，電気の停止によって交通信号が止まり，その結果，図

-41こ示すように各幹線道路で渋滞が発生し，緊怠車の通行などに大きな影聾を及ぽした。

第四に，電話の輻靱という事態が発生し，行政活動その他に1旅密をもたらしたことである。地

直後，市民が最も欲っしているh,)報は身近かの人の安否であり，電話はそれを得るための唯一

の手段と言ってよい。しかし，緊急通話などのI罪者を引き起こし，地製時の迅速な応急対応活動

l }） 
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などが円滑に行なわれ難いような状況をもたらした。

第五に，火災の発生が少なかったことである。これは， 8分前の前擬の影響や時刻，季節など

の好条件が重なったためと，市民の初期消火の効果によるところが大きい。

これらの特質は， きわめて現代的な特性であって，その背景には生活の近代化，都市機能の高

度化，都市への人口集中などがあげられ，宮城県沖地擬における仙台市の経験は， これらの分析

を行うことによって，現代都市の災害について多くの教訓を与えるものとなるであろう。

2 復旧 過程

図ー 5は都市供給施設の回復曲線を示したものである。鼈気の回復は当日中に，

後の14日にそれぞれ80％の回復率を示しているのに対して， ガスでは80％に逹っするまでに16日

間かかっている。この傾向は新潟地震後の復旧のときにもみられた。ガスの復旧が遅れたのは危

険防止のために各戸点検を行う必要があったためである。復旧活動に際しては，広報の徹底全

国から集まった応援人員の宿舎手配，食糧の確保，輸送など他機関との競合が問題となった。
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これに対して， 有効な広報手段の開

発，あるいは近隣の連絡網の整備，宿泊

施設の各機関相互による計画的配分，食

侃などの共同調逹，競合する分野におけ

る人員配分計画等が今後の課題となろ

う。

また地震IIおおよびその後の渋滞中のな

かを通行するために，地震の際を考應し

た緊怠車のあり方を検討する要があろ

う。
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図ー5 都市供給施設回復曲線
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図ー6は，某大手バン工場の出荷状況を示したものである。地震の翌日にかけて出荷批が落ち込

その後他地域の工場からの応援もあって供給が増大している。このように他地域か

らの物資の輸送搬入が迅速になされたことが，市民の生活をささえたのであり，

る道路網が生きていたことが救いであった。

30 7•2 4 6
 

これを可能とす
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図ー6某大手パン工場の出荷状況
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3 被害の分析

平野部における木造建物の被害

木造建物の被害は，宅造地での被害と軟弱地での被害の 2つのバクーンに分けることがで

が，ここでは軟弱地における木造建物の被害特性を検討しよう。

まず，仙台市の平野部の地盤の概略を述ぺれば，モデル的に図ー7のような 4種類に分け‘:

とができよう。 この分布は図ー8のようになっている。 これらのそれぞれの平均被害率を；

と，表 1のようになる。 d地盤でやや高く， a地盤でやや低く出ていることがわかる。

さらに，それぞれの地盤について，各地聞の最も上層を占める層の厚きごとにその被害率1

したものが図ー9である。これから，泥炭質

地盤で駆さ 5~lOmで最も被害が高く，砂 図ー8 モデル地盤の分布

地盤では厚さ10~2om程度のところで大き

な被害率を示している傾向がみられる。

図ー1 地盤モデル
iii」:llllli1(ilじ9及'/t1 !1と」・・行卜13(iI¢ }g,it) 

枯土IM
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図ー9 層厚ごとの被害率
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この結果は， この地域での多数を占

めている農村住宅の固有周期を 0.4秒

付近とすれば理論的にもよく説明され

ところで，これらの傾向氏壁が少

なく，開口部の大きい農村住宅につい

てであって，最近の盤の多い都市部の

木造建物では，また異った地盤で危険

が予想される。その固有周期は 0.2秒

は，泥炭質地盤では厚さ 2.5~ 5 m程

鹿で，砂質地盤では， 5～10mくらい

のところに被害の高いところが出てく

ることが予想される。

宅造地の被害

(1) 切・盛土と被害との関係

図ー11は仙台市郊外部における宅地

造成工事規制区域（昭和40• 51年指定）

内について宅造団地の盛・切土部を示

したものに，宅地の被害をプロットし

たものである。

図からわかるように，被害は盛土部

に集中している。また泉市南光台団地

ー•一 iIi )）t,It)也93(l9)

----•i1以炭1'［地盤(d)

表 1 地盤ごとの平均被害率

地 盤 | a b C d 

平均（被％）害率1) 1 2.7 4.1 3.5 4.9 

集 落 数2) 1 llO 110 48 27 

（注） !)被害率＝全痰率十 I/¢半壊率
2)戸数20戸以上の集落

図ー10 木造建物危険予想図

互危険予想地区
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図ー11 宅地被害と盛土との関係
（盛土分布は村山良之氏による）

N ¥1/, 

ロ宅地被古

筐言□↑'::;~
亡□盛

o,m 2
 

図ー12 被害宅地の断面図
（緑ヶ丘地区）

!Om~> 
二。•,

“~ 

50m 

では特に顕著に表われているが，切・盛土部の境に被害が分布しいる。それは切・盛土の 2

の地盤がもつ振動特性のちがいにより，被害が生じたものと考えられる。

切・盛土境界部での被宮は，図ー12に示される緑ケ丘地区の断面図を見ても明らかであり，

界部をはじめ，さらに盛背部での被害が顕著となっている。

(2) 盛土厚と被害との関係

地表の霞度は表屈の地質と層限により決定される。したがって，ここでほ宅造地の被害を

厚に視点を当て，緑ケ丘地区，北根字一念防地区について分析・検討を行った。結果は図一
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表2 宅地被害と盛土厚との関係

j~~1゜芦→1昌゜芦15→1三
口和 I24 44いI11 4|]-I-

／評叶 17 2818に121 28 9 11 

ニ ロit | 95 175 43 | 56 | 26 | 34 | 9 | 11 

被審率|52.3% | 72.9%| 76.5% | 81,8% 

）
 

＼
 

ー
被

W
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G
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GO 

図ー13 宅地被害と盛土厚との関係
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示される通りである。

両地区とも被害の最も集中している宅造団

地のひとつであり，被審率は平均的に高くな

っているが，盛土厚0~5mで最も小さく，

5~10mにかけて急に立ち上がり， 10m以上

ではほぽなだらかになる傾向がみられた。

(3) 旧地形の領斜角と被害との関係

前項で分析・検討を行った緑ケ丘地区では

盛土が水平方向にすべり出すことにより被害

を生じている例がみられた。

このことから，各宅地毎に旧地形の最大傾

斜角を求め，被害との関係を分析してみた。

表 3 緑ケ丘地区における

宅地被害と傾斜角との関係

地:〗口〗［戸
□ 27 

糸□筐口7:
100い回14(1)緑ヶ丘地区における宅地被害と

傾斜角との関係

oo+ 

80 

i:：し—~--''"'-
50+ 

< 

（） 

鸞 咆30 34100 傾斜角(J虻）i(） 

10叶
図ー14(2) ―--1丁月

3丁目

90j- ／ ＼ --..---4 11] 
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結果は図ー14(1)に示されるように，傾斜角10~20度で被害率74.7％とピークをもっている。

は図ー14(2)に示されるように同地区三丁目における傾斜角10~20度での被害率が寄与してい

のであり，ー・ニ丁目の傾向から判断すると傾斜角10~30度の範囲にビークが存在すると考

れる。

宅造地の被害は以上述べてきた要因を含め， さまざまな要因が作用し合い発生してきた

考えられる。今後，さらに検討を深めていくことが必要であろう。

(4) 埋設管の被害

図15はガス管おぴ水道管の被害力所と盛り土との関係をみたものである。盛土の境界部

被害が集中していることがわかる。

表4には，ガス管の被害について， ガス事業大都市対策調査会地霞対策専門委員会による

別の被害率を示したものであるが，「沖放層ならぴに泥炭地」 と同様に「宅地造成の若い盛

上においても高い被害率を示していることがわかる。

水道管について，その被害率をサソプリソグによって計測した結果を表 5に示す。これに

ば，北部丘陵と南部丘陵の被害率が著しく高く，平野部で低いことはガス管と異っている。

丘陵部では南部の方が高く，平野部においては砂質土の方がやや高い結果が出ていることは

の検討の課題である。
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表 4 ガス管の地盤別被害率

（ガス事業大都市対策調査会地誕対策琢門委員会『宮城県沖地裳ガス施設被宮調査報告魯』昭和53年12月）

ローム段丘れ沖禎層ならびに宅造成の若い
き 陪泥地炭盛 土

ー -被害区ぷ________:' 
地盤区分

= 
長（km)

害力 所

害 率 （ 所 ／km)

延

鉄管（本管） 被

被
， 
延 長 (km)

ネジ接合網管（本支管） I被 害 力 所

被害率（所／に）

需要家件数

管被害力所

被習率（力所／千件）

家 屋 倒 壊 I 全壊戸数千件要家件数 1

環考）追 被 忠 水道被害所本支管延長
（継手ゆるみ等を除く）

鋳

k‘ H
V
 

給

168,13 

2 

0.01 

99.71 

5 

0.05 

59,714 

46 

0.77 

0.35 

0.03 

75.55 

3 

o.o 

17,038 

60 

—

~-|l

競

32

5
6
1
8
0
 

3.52 

1.70 

0.02 

4251.32 ， 
0.035 

365.42 

177 

0.48 

56,226 

215 

3.82 

2.92 

0.87 

（注） 1 地盤別の延長は一部地区を除外してあるので，合計数字は表ー1の結屎と合致しない。
2 水道管の彼宙率の算定に当っては，水道管延長が現時点で不明のため，ガ7-本支管延長を用いて概算した参

考値である。

表 5 水道管の地盤別被害率

地 盤 I 被（ケ宮所／家!ta皮) 1 単延位長k面•禎/1当,a り1扱（力所習／に率） 
4防 災 都 市 づ く り へ 向 け で

北（半固部結堰丘結物陵） 0.307 1. 27 0.242 
宮城県沖地霙の被害の特性か

南（ロ部ー丘ム陵） 0.40 1. 28 0.313 らみたとき，仙台市の防災都市

中
嘩）

部 0.015 1,5 0.047 づくりへ向けてどのような点に

平 野 0.047 1. o 0.047 留意すべきかを考えてみよう。
（砂）

贔 炭 砂 0.017 0.44 0.038 それは，まず自然条件に適合

（注）南光台地下を除く した都市づくりを行わなければ

ならないことである。近年の急激な都市発展は，自然の改変の度合いを大きくし，それが大きな

災害を招いたと言えよう。また今回，火災は幸いにして大事に至らなかったが， より悪条件の下

では多数の火災発生が予想される。その結果，まちの大半ほ焼け野原になってしまい，また火災

によって発生する死者の数も少くはないであろう。次に屋内外を含めて，負偏者の割合が，今ま

での地裟になく裔いことである。これは，都市内部にプロック塀をはじめ，身近かな家具に至る

まで危険が若甜して来たからである。これについての身近かな点検から始めるべきであろう。

これら，物的な対策の他に，地裳の対策は多様な側面をもたなければならない。それは例え

ば，地霙時のi肖報収集・伝逹体制や連絡手段としての無線網などの行政対応力の強化や，地擬に

際しての市民の相互協力の重要性に照らして，市民による組織づくりなど，多くの対応が並行し

て進められてゆく必要があろう。
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第 2節 地震と仙台の地盤

東北大学名誉教授 奥 津 春

共通の地形に災害，

無理な盛り土沈下しやすい地盤

今疫の地震災者は共通的な地形・地盤の所に集

中的に発生した。

その一つは，裔台の階段状の造成地で，南の仙

台市緑ケ丘，北の泉市南光台，仙台市，泉市にま

たがる黒松団地がそれである。もう一つは下町の

低地（平野）の水田地幣を造成した所で，仙台市

苦竹・卸町・長町地区の軟弱地盤分布地である。

これに対して，滞政時代から開発された旧市内

もろい階段状の造成地

（かつての市電環状線とその周辺）では災害t
唸

なかった。

なぜこのような傾向が現れたかというと，j
には地霞の強い霞動に遭うと，地割れが発生し

沈下・隆起・滑りが発生しやすいものと，そ

起こりにくいものとがあるからである。

ここでは，このような見方で地盤というも9

考えてゆくことにするが，仙台圏以外の所で

通しているので，地形・地盤と災害の関係

がら，今後の防災や土地選びに役立てたいも

陪段状の住宅団地造成地の地下構造と災害例

①滋段状の造成地の地下をのぞくと'
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ある。

地山に届かぬ石がき

丘陵地を切って造成した階段状の団地では，一

区画ごとに玉石・問知石（けんちいし）の石がき

ゃ，コソクリート造りの擁壁で区切られている。

これは丘陵斜面を図のように切り取って，その

余った土や岩塊を低い所に埋めて平面を造ったこ

とを意味している。

中央の図①の右上（イ）は，安定した地盤を切り取

って造った平面，いわゆる地山なので，地裳にも

強い地盤になっている。

これに対して，けのように谷底近くを埋めた盛

り土が厚く， しかも石がきの根が地山に届いてい

ない所では，不安定な地盤になっている。

そのうえ，土地をできるだけ有効に利用するた

めに②のように再盛り土をして，石がきへの負担

を大きくすると，なおさら危険で，今度のような

地露に逍うと，地山と盛り土の撹界に滑り面がで

きて，大きく崩れる運命に遭う。

盛り土前に段切り

今庶の地霞で発生した地割れを見ると盛り土の

深さの 2メートル以上のところに発生し， 5メー

トル以上になると盛り土前の斜面に沿った形で，

地割れが2, 3本走っている。大きい地割れでは

10メンチも口を開いているものもある。

盛り土は一応，石がきや，擁壁で押えられては

いるが，強い地誕に揺さぶられると，盛り土材料

の土砂・岩塊は透ぎ問を埋めながら，下方に移動

してゆき地盤が割れることになる。

撒地をするときに地表の樹木も一緒にプルで巻

き込むと，地割れはさらに発生しやすくなる。

図の③は，このようなことをなくする意味で，

盛り土前に地山を階段状に切ってから盛り土する

段切り工法を示したものである。

杭も浅いと不安定

•以上のように，盛り土は弱い地盤なので，敷地

の半分が盛り土とすると，盛り土・地山の境界線

に直角に建てた家は，盛り土にかかった部分が折

れ曲がり，並行に建てた建物では，盛り土の方に

依くことになる。

図の④は，このようなことをなくすために杭

（くい）を打った例である。今度の地霞で杭を打

っても傾いた例があるが， これは杭を打つとき

に，先端が安定した地山に刺さらないで，地山の

表而を滑った形でとどまったためと思われる。

雨水の浸透に注意，地割れ，キ裂に充てん

二次災害を防ぐ

旧表土と地山の風化

前回も述ぺたように，翡台の階段状住宅団地の

盛り土の部分に地割れが多発したが， これを発生

しやすくした原因に，盛り土下にある旧表土と地

山（漿灰岩などの軟岩）の風化（深層）がある。

盛り土の下に埋め込まれた植物体や根は，やが

て腐って油状の有機物に変わり，軟岩は地下水の

作用で粘土化して，滑りやすい性質を,1,びるよう

になる。（図参照）

仙台市八木山香澄町などの被雲地を見ると，下

水が側溝から屋敷門に浸透しているようなところ

に，陥没状の沈下や， これから発生した地割れが

起こっている。

このようなところを調査してみると，厚さ 7メ

、ートルの盛り土層の下に， 2メートルの粘土層，

¥/さらに漿灰岩層へと続いているが，地下水面は地

表下2メートル近くまで上昇して，不安定な条件

を作っている。

いつも観察・点検

このように考えてくると，被災地では，雨水を

没透させないような工夫が必要であり，地割れの

充てん，側溝のキ裂・目地のモルクル充てんなど

をすぐやるぺきである。

日雨最が50ミリ以上あった直後に震度3以上の

余震がくると，大きな二次災害に結び付くので，

その備えとして自分の土地をよくよく観察・点検

しておきたいものである。

今度の地誕で災害を受けた方々は，果たしてこ

の土地はこれからも利用が可能かどうか，迷って

いられることと思う。これを判断するためには，

観察・測定しやすいものを選んで，その後の変化

を見守ることである。

図は一つの参考となるもので，石がきのキ裂の

発生状況と地割れの関係を示してみた。

①のような状態が，②から③へと進行するとす

れば阻体であるが②租度から進まないならば，補

強改修工事として利用することができる。
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盛り土地帯のよう壁の構造と

崩壊が起こる順序と兆候

AV 

一

書
言

]

l

[

②
 次

い
で
キ
裂
が

大
き
く
な
る

•
山
・

巾i
 

．． 

③
 

や
が
て
陪
起
硲
没

崩
壊
が
ほ
こ
る

この変化を知るために，石がきキ裂の一部に目

印をつけて，その開き程度を記録すると参考にな

る。はらみを知るために石がきの面に沿って糸と

か板を斜がこ張って（ちょう張り）その変化を記

録する方法もある。

弱かった水田跡地

今庶の地挺災害のもう一つの特微は，災沓が水

田埋め立て地（仙台市長町・六郷など）に集中し

ている点である。

もともと水田，特に水はけの悪い湿田では表層

から軟弱な粘土屈や泥炭囮が誼なっており，ズプ

ズプとぬかるみのような地盤になっていた。

このようなところに盛り土をして宅地を造る

と，地霰のない静的な状態でも盛り土自身の重み

で沈下していくものである。

この盛り土宅地に家を建てたところに，地霙の

霞動が加わると，盛り土上に地割れが入り，これ

問9

に不等沈下も加わって，家屋の被害が一層大

なる。

今度の地霰で土蔵が崩れた例もあるがこの地

も昔の水田盛り土に建てられていたものであ

た。

谷地沼地跡も危険

水田よりも被害を受けやすいのは， 谷地(

地）や沼地の埋め立て地で，これは湧（ゆう）

や高い地下水面が，地盤をより軟弱にするか

ある。

このようなところでは，基礎に杭（くい）を

つとか，耐霞構造を採り入れる必要がある。よ・

田園地帯に見られる誼いかわら屋根で，部屋の

切りはすぺて襖（ふすま）という，いつでも大

問として使用できるように造られたものであ

がこうしたものは今後地震に強い儲仕切りを使

たいものである。

断層線の上に被害，最悪で二十年に一度も

災害の来る周期

軟弱な泥炭地

自衛隊の正門を南北に結ぷ線から東は泥炭地と

して有名である。

泥炭はスクモともいって，大昔のコケ・シダ類

ゃ， 9ヽンノキなどが炭化してできたもので，ス

ンジのように水分を多く含む性質をもっている

従って，それだけ弱い地盤になっていて，建

を支持する力（地耐力）はゼロに近く，この軟

層は地下7-10メートルまで続いている。

このような所に鉄筋コソクリートの建物を建・

るには，杭（くい）を 8-12メートルの深さに
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仙台付近の地盤種別

ち込まなければならない。

ところが， この厚い泥炭層の中に，薄い砂• V 

キ層がはさまっていて，地質調査のときに，いか

にも安定した地恩のように見問違えることがあ

る。実際にはこの下にまだ泥炭層が隠されている

のである。

このような所で， うっかり杭を短く打つと，地

震のときに建物が傾いたり，沈下するようなこと

も起こり得るのである。苦竹・卸町の被害例のな

かにも， これに頻したものがあるようだ。

第三•四種に大被害

いままで述べたように，地盤には地震に弱い地

盤，強い地盤がある。これは耐霞工学的に第一種

から第四種までに分類されている（図参照）。

舘一種一仙塩地区の硬岩・軟岩の分布地で強い

地盤。

第二種一仙台市街地の段丘地帯，及び造成地を

除いた周辺丘陵地帯（旧市内や向山など）

第三種一平野のうち，河川に沿った扇状地の砂

地盤（長町など）

第四種一泥炭層の厚い分布地（苦竹など）や砂

丘の問の後背湿地（閑上など），及び盛り土さ

れた若い造成地など。

今疫の地霞でも，第一種•第二種は被窟が少な

かったが，第三狐•第四種1こなると大きな被帯を

受けている。

重い家財でぐらり

ことに盛り土した所では，新しい深い盛り土ほ

ど被宵が大きい。長町や中田の町並のように古い

盛り土帯でも被害が出たが，これは盛り土下の弱

四安山岩（整地非常に困難）
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い地盤に影響されたようである。

このような所では，本や重い家財などを集中的

に配I荏すると，地霰の農動によって，その部分を

中心に沈下・地割れが発生して，大きな災害に結

び付くことがある。

強い地震のたびに，大断層や活断層に沿って被

害が集中することが報告されているが，今度の地

霞でも，どの程度断層が刺激されたかなどについ

ての調査が行なわれている。

断層線として，長町一利府構造線と，ニツ沢逆

断層線が注目されるが，前者は軟弱地盤に接して

おり，後者は宅造地域を切っている。被害は，ある

幅をもってこの線上に点在しているようである。

文献に残る大地震

今回ほ仙台城の石がきは崩れなかったが，滞政

時代には八回も石がきややぐらの崩れる大被害が

記録されている。特に正保 3年 (1646年）の地震

では本丸城壁が崩れ，やぐらが全壊したという文

賊が残っている。

この記録を基にして地震発生の周期をみると，

短いものでは 5年，長いものは約100百年の問隔

で，その他は20~50年の周期である。

最近の例としては，新潟地霙 (1964年）のとき

に，箭水門の石がきの一部が崩れている。これは

つまり藩政最後の大地霙，文久元年 (1861年）か

ら103年目である。

こう見てくると， 長くは 100に一度，最悪の場

合は20年に一度，あるいはもっと短い周期で，こ

うした災害に見舞われるかもしれない， という此

悟で個人，自治体ともども，対策に真剣に取り組

みたいものである。
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第 3節都市型震災の教訓

元仙台市消防局長 加藤

1 防災体制の見直しを

災害時の応急対策は，二次災害の拡大するのを防止しながら，被害者の救出救護や，i

急復旧など，数多くの対策を早く， しかも，適確に処理しなければならない難かしさが

とに地霰の場合は他の災害と違って，瞬時の出来事であるため，時問的余裕がない。

者の収容，給水，交通，通信の確保，電気，水道，ガスの応急復旧等が同時に行なわれtJ
ならない広範な作業である。いかに防災体制が整備され，地域防災計画が綿密に策定さ・

としても，今回の地箆のように大きな災害ともなると，十分な組織力を発揮することほ

い。しかも，市地域防災計画の中味は，地農以外の豪雨や大火災等の場合を想定し，地1

した災害については，規定している部分が少なかったことから，応急対策には若干混乱が

たし，地霞直後，通信施設が一時途絶状態になったため，情報の収集にかなりの困難を

た。

一線活動部隊である消防局の被害調査により大まかな実態を知り，退庁時問問もない

あったことから，残留職員も多かったので直ちに市対策本部を設樅し，非常体制をしいた

後， NHKや地元放送関係報道機関の独自の調査によって放送される被害状況により， t

法の適用要諮を始め，各種応急対策を樹立した。特に，ガス埋設管の損傷によるガス洩

数多く入るに及んだことから，ガス局はいち早く，ガス工事者を招集し，二次災害防止0

各家庭，事業所に対し元栓をしめることを呼びかけ，二次的災害を防止できたことほ

ことであった。

ただし，今回の地震のように，瞬時の災害に対処するためには，地域防災計画を見直

い点まで綿密な計画が必要であるし，同時に，個々の職員の防災に対する自覚と理解が1

るので，分担事項の処理について，平素の訓練の甜重ねの必要性が痛惑された。その後，

拡大していることを知るに及んで，各局各課ともに，対策活動が顕著になった市におい

時対策会議を開きながら，現地対策本部を設院し，救援対策を購じ，危険の多い地域に

一時，避難所を設け，避難せしめた。

このように，大災害のときの応急対策は山甜みの状態で，何から手をつけるべきか迷

るが何んとしても先行しなければならないことは被害の調査である。なかでも人，建物

害調査が最も優先されなければならないのに，今回の場合，必ずしも被害者の被害調査
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行なわれたとは云いがたい面があった。これには日に日に被害額が増大して行き， とどまるとこ

るがなかったとはいえ，被害調査方法を考究し，各地域別分担などを定め時機を失しない救済対

策へと踏み出す手筈を整えておくべきである。

次に，初動措趾として欠かせないものに，適確な情報を把握することである。そのためには1胄

報網を確保しておくことであるが，先ず市内の方面別拠点に，防災無線を設佃し，消防，警察の

協力体制を確立しておき，消防団や交通整理隊の活用というか，協力ということも計画に打ち出

しておき，大災害に対し先制的初動措個がとられる体制としておくべきことである。

また，大災害に備えて防災セソクーの設骰が計画されているけれども，周辺に分散するよりも

むしろ市の中心地は，地盤的にも強固なので中央防災七ンターを設闘し機動力を発揮するように

することが必要ではなかろうか。更に備菩しようとする資器材の中に現に保有している水防用咬

器材と同種類のものが多い。市の水防計画とにらみ合わせ13カ所に設囮している水防倉庫の資材

とも関連づけたものを考えるぺきである。

交通とパニック防止

防災対策の上に欠くことのできない一つに道路交通，且IIち緊急車の出動及び避難路の確保とい

うことがあり，そのことが如何に大事であるかを今回の地震によってはっきり示された。その一

つは道路と民家との境に築造してあるプロック塀あるいは大谷石梢の転倒崩壊により通行歩行者

は勿論，緊急車などの活動が阻害されたことであり，今一つは停電による無信号道路となること

である。この信号機対策が今後の緊急課題となった。

幸いというか地擬直後出火した火災（東北大理学部，東北薬科大，市ガス局）の発生が，交通

がマヒする前の火災であったからよかったものの，もう30分遅れて別の場所で火災が発生してい

たら大変な事態になっていただろうと防災の第一線にいる消防局側がいっているように， ゾッと

するものがあったのである。

火災のみならず消防局が地猿発生直後から夜の 9時までの4時問の問に受理した救急要諮は，

119番で 222件あったというが，出動して処理できたのは 24件に過ぎなかった。これは常備の救

急車が 5台だけでフルに回転したとしても応じ切れる状態ではなかったけれども，最大の原因は

線道路はもちろん，車の通れる道という逍を交通不能に陥し入れる車の長い列であった。渋糀

中に立往生するという事象はなかったが，時問的に数倍の時間を要した。これは市内の幹線追

遺じて無侶号道路となったうえに，夕方のラッシュ時と重なったためであった。道路撹界のプ

ロック塀の補強と共に，災害時の一般車両の通行を強力に規制，消防，救急，救助，災害救援，

害復旧車両の優先通行できる体制を確立する手だてと，信号機の抜本的改善策こそ重要な課題

らに，詳衆対策としてのパニック防止がある。地裳直後仙台駅は帰宅を急ぐ通勤，通学者が
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一時 9,000も人集まり，暗くなっても列車が動かないのに焦立ちを示し，パニック寸前だっ

いわれる。国鉄側の他の輸送機関の利用の呼びかけと，警察が用意した投光器により広場をり

くしてから静まりをみせ，除々に分散したというが，仙台で最も危険な地域といえたかも知

い。パニック防止の一つとして対策が必要である。

3 避難と空間

仙台市東部大和町四丁目の矢崎総業仙台支店ビルの一階部分が無残にもつぶれた。ボッカI

の開いた側壁からのぞく内部は，天井部分がすっかり崩れ落極むき出しの空調管や配線が

部分に垂れた。この一階には， 48人（うち女子29人）の社員が帰り仕度をしていた際，すさ

いビル崩壊の中でカスリ傷を負った 7人のほかは全員無事であった。これは78年2月の震度

地震のとき，全員があわてふためいたということから，避難経路をどうするか，誘薄体制を

するかなど検討していたところ，下手に動かない，揺れたら机の下に滑ることを指薄した。

支社長は48人全員が机の下に潜り込んだことが惨事を免れた最大の原因といってるように，

下の空問が命を救った教訓の一つである。

同じことほ，東北金属株式会社で建屋のモルタル壁が崩れ落ち，その下敷で 3人の負偏者

しているが「地震時の対策はあわてず屋外へ飛び出すよりも机の下へ潜ること」など指溝の徹j

が必要であるといっている。また，棚や戟み重ねられた製品の崩れ落ち重批物機械の移動等｝，

る人身災害を防止するため，その固定方法， レイアウトの再検討が是非必要であるともいって＼

る。

また，今回の地震による負傷者の実態から見ても外に飛び出した人に多かったことからも，

なずける。今一つは，避難の問題で大事なことは，耐震耐火の建物である。今回の地裳の際こ

した建物も地域によって陥没したり，全壊に近いものが一部見られたけれども大部分のビルは1
裂などの被害があったが健在であった。特に，旧市街地（中央部）は被害が少ないといえる。

の耐火安全建物をチェックし，他に避難地を求めず居住建物内に残留し，そこを避難地とする

とも課題として考えるべきである。

4 木造住宅の安全性

建設省建築研究所の「宮城県沖地農」の被害調査報告書によると，木造家屋の被害について，

仙台市の全壊住家の分布状況は，仙台駅の西側のいわゆる旧市街地においては殆んど被害はな1

が，黒松団地を含む北部と南部の緑ケ丘及び長町より東部に被害が集中していることが分る。

の相違は主としてその地盤によっている。すなわち，旧市街地の地盤は段丘堆狼物で構成され

硬い地盤であり，そのために地震動そのものが小さかったため被害が殆んどなかった。黒松団

と緑ケ丘地区は，丘陵地を造成した新典住宅地であり， これらの地区では地霞動により傾斜地
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地盤が不安定となり，甚礎の移動や，擁壁が被害を受け，そのために建物に大きな被害が生じ

た。一方，長町よりの東部地区では，その地盤が沖糠地堆甜物で構成されている軟い地盤である

ため地震動そのものが大きく，建物の被害が大きかったとしている。

また，その内容も，瓦の被害ほ硬い地盤上にある木造の場合も棟瓦が脱落したり移動や落下が

生じており，この種の被害はかなり広範囲でみられた。外装材については外壁のモルタル仕上げ

の脱落とか剣離，小舞壁の被害も広範にみられた。老朽化した建物は，地盤が軟らかく地震動が

大きかった地域に被害も大きく，特に壁最の少ないものは倒壊に至ったものもあるし，耐力墜の

不足や偏心による被害も目立った。傾斜地の黒松団地や，緑ケ丘では，丘陵地を宅地に開発した

ため擁壁が多く，その被害が建物にも大きな被害を惹き起した。基礎の土台の取りつけが悪かっ

たものや石戟み基礎による被害の例も多かったと指摘している。

このように，中央部を除いた周辺の新典住宅に被害が集中したが，限られた土地に広い住宅を

求めるとなると，二階建の構造が多くなるのはやむを得ないとしても，どちらかというと，安全

性より外観を優先させる傾向があり， 格好のよさだけを追求したマイホームが多いが， 上下震

動，横揺れの別なく頭の重い構造物に影響が大きかった。それに比較し， とたん屋根住宅の被害

は軽徴だった。外壁もサイデソグボードなどにしたマイホームは亀裂の出る心配もなかった。あ

まり外観にとらわれない住宅が命拾いしたケースが多い。構造而もさることながら安全性が住宅

の生命であることを教えた。住宅にはそのほかに，利便性，快適性，経済性ということも考えら

れるがなんといっても安全性が基本であるということである。

5 自主防災組織の育成

地農災害という不幸な経験を通じて生れた連帯意織をもりあげ，将来の安全な街づくり住みよ

さを進める必要がある。地霞で倒壊したプロック塀の後始末を共同でしたり，人手の少ない家庭

の買物を手伝ったり， ローソクを分けてやったりとか，風呂，食料あるいは節易ガスボ‘ノベ等隣

近所で助け合った市民の如何に多かったかが報じられた。頼りにしていた遠くの親類より近くの

他人ということをよく言われてきたが，全くの他人同士でも同じ体験を共有することによって連

帯感が芽生えることはよくある例であるけれども，糸口を地震という強烈なショックによってま

た不便な生活を共に体験することによって近隣意識を取り戻した。

今回の地猿はラッキーが重なり．時問的にも条件がよかったところから，心理的なパニックに

はならなかったし，真夜中でもなかった火災も少なかった。もし石油ストープ等暖房器具など用

いている季節であったとしたら，家財追具などの倒れ方から見て火災は続発していたであろうと

思われる。また，ライフライソの線が切れると全体が狂ってしまうことが余りにも多すぎる都会

生活を考えると個人では何もできない，幸い，市民は冷静に対応してくれたものの，あらゆる災

害に対処していくためにはこの機会を生かし地域単位に自主的な防災組織を結成し，地域のひと
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り一人が自分の街は自分で守るという体制をつくることが先決である。

現在，市において計画中の街頭消火器の設低についても，暴風時や地裟による火災に対す2
期消火こそ大災害から町をまもる唯一の手段として企画されたものであり，この活用もこうl
組織があってはじめて効果があらわれる。そして平索の訓練を通して地域社会の連帯意識を

て行くことが必要である。

いま一つは，防火意識が一般より高い防火対象物である事業所は市内に19,000余に及ぶも9

思うが，その中で防火管理者を選任しなければならないもの数千余ほ， 自衛消防隊を組織づt-
ければならないことになっている。これらの防災組織をも地域体制に結びつけ，地域全般の

確保というところまで育成して行くことなども考えなければならない。
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交通信号の確保 （衆識院議員西宮弘氏の体験）

仙台駅のエスカレークーの上で，あの地展に遭遇した私は，直ちに駅を出てククシー

に乗ったが， 日の出会館の前までくると，十字路の両側から殺倒した車で，車は完全に

動きがとれなくなってしまった。つまり地簑と同時に信号が消えたため， どの車も先を

争って， メチャクチャに突込んでくる。「警察官がいないのか？」 と叫ぶ迎転手なども

いたが，あんな混乱におちいってしまったら，警察官の 5人， 10人いたとしても， とて

も手がつけられないと思う。

ドライバーに対する地裳の際の心得帳には，「車を左側に停め， エンジソを切って徒

歩で避難する」とあるが9.7cんな修身の教科因みたいな訓示は全く通用しない。費重な

財産としての車を守りながら，一刻も早く安全地帯に脱れようと焦る。だから信号が作

動していることが絶対に必要なので，送電が断たれると同時に，自家発電に切り換える

べきだと，政府に対して強く主張していたが，政府は来年度の予算で，一部試験的に実

施するという。大都市には不可欠の施設だと考える。

私は仙台駅ではエスカレーターの上だったから問題はなかったが，二いペークーの中

だったらと想像するとゾッとする。停電によって突如宙づりにならず，次の階まで運ん

でドアーが開くまで自家発鼈を備えさすべきだと，これまた政府に強く提議している。

ククシーに閉じ込められた私には， NHKの災害俯報が絶えず流されたのは有難かっ

たが，その放送の中にガス局のクンク火災について，ガス局の女性職員のナマの声が伝

えられていた。その声はまるで茶の間を鎖めさせられた。後日問合せたら，松浦さんと

いう職員だったが，彼女はガス局の電話が通ぜず，外へ飛び出して赤砲話でNHKに連

絡していたとのこと。私は教えられるところが多かった。



第4節官城県沖地震に学ぶ

東北大学教授 平沢朋郎

どんよりした雲が空をおおいつくし，今にして思えば，何かを予惑させるような蒸し屠い夕器

であった。 6月12日午後5時14分，震度5の強震が宮城県一帯を襲った。マグニチュード 7.4の

この宮城県沖地震ほ金華山の東方沖約60kmを霰央とする。ほぼ同じ地域で昭和11年にM7.7の地

震が発生している。約40年ぶりの地震が，地霞の心配はないと安心していた仙台市民を驚かせ

た。都市型災害と呼ばれた今回の震災は我々の生活に少なからぬ混乱をひきおこした。便利な日

常生活を保証する生活機棉の近代化が不時の地震に対する都市の弱体化を招いていたのである。

来るべき地震に備えるためにも，今回の地震の特徴をつかんでおくことも無駄ではあるまい。

地震現象とは何か

一言でいってしまえば，地表から深さ 700km（姐乞の地球表爵部を構成する岩石の破壊現象であ

る。破壊には大別して二つの種類がある。第 1は，引張りの力によって割れ目が発生する。いわ

ゆる引張り破壊である。第 2ほ，ある面の小部分にすべりが発生し，そのすべり領域が拡大して

いく，いわゆるすべり破壊である。前者の引張り破壊は全体として体梢が増大するのに対し，後

者は体稲変化のない破壊様式である。高い静水圧のかかっている地下では，偏差応力（静水圧か

らの差応力）によるすべり破壊のみが発生し得る。このように，地震は地下の岩石のすべり破壊

現象である。

すべり破壊領域の面甜とすぺり批ほ，マグニチュードの大きい地擬ほど大きい。第 1図には，

MS.3の1933年三陸沖大地震の例が示されている。断府面上のすべり領域を水平而に投影したの

が大きな楕円で囲まれた部分である。すべりの批は約3.3mと推定されている。それに対して，

M7.4の宮城県沖地震の破壊領域は，東西に長い楕円形であり，すべり批も 1.7mと，ずっと小

さくなる。いずれにせよ，このような広い面甜部分が瞬問的に破壊することは不可能である。第

1図の④印の部分から破壊が開始して，毎秒 2ないし31mの速さでその領域を拡大していくので

ある。通常，震源と称して，地襲の発生場所をあたかも点のように表示しているが，これは破壊

の開始点を意味している。

物が破壊するには，その物のもつ強度を超えた力が働かねばならない。地霞の発生は地下の岩

石を破壊させるような力が存在することを示している。大きく見れば，この力の源はプレート同

士の相互作用にある。太平洋フ・レートとユーラツア・プレートが日本海溝付近で衝突しており，

前者が後者の下にもぐり込む形で，なお押し合いを続けている。このプレート同士の力によっ
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て，東北地方は全域的に東西圧縮力の場にある。第 2図に示されるように，沈み込む海の

トの上面付近で深い地展が 2列に並んで発生しているのも東北地方の特徴である。地震が発

ると，

の激しさに関係し，

そこに働いていた応力の一部が緩和される。その大きさすなわち応力降下訊:Iますぺり

しかし，大きい地霞程この応力四それが大きい程すべり速度が大きい。

が大きいという一般的傾向はない。

コップにひぴが入ってしまうことがある。そのと

ピシビツという音を聞かれた経験のある方も多いであろう。割れ目が入るときに音波を発生

さて， ガラスのコップに熱湯を注ぐと，

わる弾性波には，

々はまずP波を，

のである。音波は空気中を伝わる弾性波 (P波）である。地裳の場合も全く同じだが，固体；

P波はS波よりも速く伝播する。地擬に際し7

s波は水平動が卓越

一般に S波の振動振幅はP波のそれの数倍も大きく，多くの場合被害は S波によっても

P波と S波の 2種類がある。

やや時問をおいて， S波を感じる。 T波は上下動が，

が，

される。 P波と S波の到逹時刻差を初期微動継続時間というのが，

と，霞源までの距離を概算できる。たとえば 6月の地農の仙台における初期微動継続時間は1
位で，農源までの距離は 1001叩位

とっさに地震

s波が到逹する前i
短時間に，最低限火の始末がで―

この時間に毎秒8kmを
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第1図の1896年， 1933年の地裳や，図にはないが，これらの地擬の北西に起った1969年の十勝沖

地震で (M7.9)がその例ある。 1933年地震を除いて， これらの地裟の断層運動は海と睦の挑界

に沿う逆断層型である。陸のプレートが東側にずり上がり，海のプレートは西側にずり下がっ

て，海洋プレートの沈み込み運動の片鱗を示している。水乎面から測った断屈面（すべり面）の

傾斜角が小さいので，低角逆断層と呼ばれている。 1933年地震の断層迎勁の型はこれと全く異

る。断屈面は約45度の傾斜角をもち，その上側のプロックがずり落ちる正断屈である。何故この

ように異った型の大地裟が同じ地域に発生し得るか，の十分な説明は得られていない。

海溝近くで発生するこれらの巨大地震の系列とは異なる活動域が宮城県沖から福島県沖にかけ

て存在する。最近100年間の活動をみても，かなり多数の地震が発生しているが，最大でM7.7程

腐で， M8を超す巨大地擬は発生しないようだ。海溝沿いの地擬と進って，大きな津波を伴わな

いのも特徴的である。恐らく，これらの地震の霙源はやや深く，破壊域が海底に逹しないためで

あるう。もう一つの特徴は，ほぽ同規殷の地震が続けて発生する点にある。 1897年の活動では 2

月， 8月， 10月に大地擬が発生している。 1938年金華山沖地震の 1年半後に塩屋崎沖地霙1938年

5月），そしてその半年後に福島県東方沖地震 (1938年11月）が発生している。第 1図で年号に

Mが付してあるのが本誕の震央で， Aが余露であるが，本誕とのマグニチュードの差が小さい例

外的な余裟である。これは11月6日の地裟についてもあてはまる。この地域の活動様式は典型的

な本厖一余霙型ではなく，統発性の傾向を有していると思われる。

去る 8月，宮城県東部・福品県東部地域が新たに地誕予知の特定観測地域に指定された。その

選定理由は，「三臨沖では， 日本海猫沿いに巨大地簑が発生し， 宮域・福島県沖では沿岸ぞいに

M7級の地擬がしばしば発生している。この地域の地震活動は，南方または東方に移動する傾向

がある。また， この地域に地裟活動の空白部がみられる。」というものである。地霙活動の空白

部とは，北緯39度以南の海溝沿いの地域を指しており， M8程庶の地震発生の可能性が心配され

ている。しかし，たとえそのような地裳が起ったとしても，三陸はるか沖合の地誕であり，宮城

県内陸での地擬動の強さが，この 6月の地裟を上回ることは考えられない。ただし，大きな津波

の発生する可能性は十分考えられる。

過去の胆史衰料をみても，三陸沖の地展に関しては，前兆的異常現象の報告がほとんどない。

これと対照的なのが新潟地擬(1964年M7.5)のような日本悔沿岸の地裳で，土地の顕著な異常隆

起や海水の千退がみられ，活発な前厖活動を伴うことも多い。太乎洋側の地誕で前兆現象が見出

されにくい第一の理由ほ，海撒沿いの地震は陸地の條測点から遠すぎること，沿岸ぞいの地展は

その露源が深いこと，であろう。このような問題点をかかえてはいるが，観測体制を強化し，か

すかな前兆現象をも検知すべく最大限の努力をしようというのが，特定地域指定の主旨である。

大地麗が近々発生するという前兆現象をつかんでいる訳ではない。
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3 6月12日の地震の特徴

本年 2月20日，大船渡の東方約40k罪を碇央とするM6.7の地裳が発生した。霙源の深さは

である。大船渡で農度 5, 石巻，宮古，仙台，盛岡，福島などで擬度 4であった。それに｛

わらず，宮城県北部を中心として，建設中の東北新幹線描造物にかなりの被害を出し，枇B
目をあぴた。第 2図にあるように，この地霙の破壊領域は太乎洋プレートの内部であり，ぞ

岡面は鉛直面に近い。すべりの方向が矢印で示されているが，プレートの相対運動方向，あ

ぱ 6月12日の地霙のすべり方向とは明らかにくい違っている。余髭の起り方をみると，いわ

本擬一余霞型である。これらからして，狭義に解釈すれば6.12地罠の前霞となすぺきではな

う。ともあれ， この地農の破壊領域は20kmx 10kmで，すぺり批は60セソチ，応力降下載は70

し80バールである。

6月12日の地猿は，第 2図に示されるように， プレート境界に沿った低角の逆断層である

震後 1日問に発生した余養の囮源分布から，破壊領域の面戟は80kmX30にと見梢られる。破i
上部最先端は海底から裔々 15k訊で，それより浅いとは考えられない。この地擬で顕著な禅波カ

生しなかったのは，破壊が悔底に逹しなかったためであり，沿岸ぞいの過去の大地農にもこ,]

あてはまるのではなかろうか。

枇界中で起った浅い大地霞を，プレート擦界に沿う地殿（たとえば三陸沖大地襲や十勝汎

裳）と，プレート内部の地震（たとえば新潟地霞）に分類しよう。そのそれぞれについて応

下批の平均値を求めると，前者は約30バール，後者は約 100バールとなることが知られている

一方， 6.12地製の応力降下批は64バールと推定されている。今回の地霰ほたしかにプレート

に沿う地霞であるにもかかわらず，平均値の割に強い地擬波を放射したことを意味している。

述のように2.20地農の応力降下批も比較的大きかったが， この大きな応力降下批もまた沿岸ぞ

の地襲の一つの特徴と思われる。

第 1図の南北に長い破線， 日本海溝の位骰を示すために，等深線を記入したものである。 19

年地霞の楕円形破壊域の長経方向は海溝軸にほど乎行している。一般に海溝付近の大地震の破

城は海罹軸の方向に長い楕円形となる。それに対して， 6.12地裳の破壊域は東西に長い楕円形

である。この単なる形状の違いが次のような重要な事柄を示唆している。この沿岸ぞいの地域

は，破壊の南北方向への拡大を阻止する，東西方向の著しい構造的不均質が存在するのではな力

ろうか。このために南北方向の破壊域の拡がりが制約され， M8を越す巨大地捉になり得ない。

しかし，南北方向に直接連結しないとはいっても，東西圧縮力の場としてほぽ同じ状態であり，

これが，ほぼ同時期に，南北に並ぶほぽ同規模の，地厖を発生せしめると考えられよう。

おわりに 「マグニチュードと霙源からの距離を考えると，常識を越えた強い震動が今回の

震で記録された。」との見方もあるようだ。本当に特殊な地裳だったのだろうか。
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まず応力降下批をみよう。前述のように，プレート撓界沿いの地裳の平均値より有意に大きいが，

プレート内の地裳よりは小さい。次に過去の地裳と厖度分布を比較してみると1897年 2月の地麗

と1935年11月5日の地霞の露度分布は今回の地猿とほぼ同じである。従って，現在の地霞学の精

度では7.12地霞が特に異常であったとはいえそうもない。しかし，今後の問題でもあるが，応力

降下批の地域特性，地囮波伝播の地域は窟度予測にとってきわめて重要である。実際， 2月ある

いは 6 月の地震の猿源から，東北•関束の太平洋側の各地点に至る地霙波の経路は，地襲波を通

し易い（減哀の小さい）媒質部分を通っている。過去の地擬を含め， 宮城県・福島県沖地裳の

等霙度曲線は，擬央を中心とする同心円にならず，南北に細長く延びている。これは伝播経路の

地域特性を表わしているのである。

現に自分の住んでいる所の厖動の強さは，そこの地盤の良し悪しで非常に大きな差があること

を，多数の人がこの地裳で認識したことであろう。同じ仙台でも場所が違えば擬度が異っても不

思議ではない。地襲動の強さは地盤が軟弱な程増幅され， 2倍にも 3倍にもなりうることは常識

である。従って，それぞれの地盤上の構造物の被害度の差は，一府拡大されてしまう。地盤表陪

部が盛土あるいは埋士の場合には，まさに悲劇的でる。構造物より先に地盤が破壊される危険が

あるからだ。このような場合には，地擬動災害というより地盤による災害というぺきであろう。

ある地点が，山を切り崩した所か，あるいは，沢を埋めて平担化した所か，の区別は古い地図と

新しい地図の等高線を比較すれば節i礼にわかる， という話である。気になる方は試されたらいか

がだろうか。

今回の地拠で大火が出なかったのは誠に幸いであった。これは人々たが冷静に行動した結果で

あることは問巡いない。しかし，災害がなかった事例についても，その原因を明らかにしておく

ことは，将来の防災対策にとって菫要である。今回の地霞の幸運は，まず第 1tこ，本震発生8分

前にかなり大きな前震があったこと，第 2に，夕邪ではあったが夜問ではなかったこと， 第3

に，暖房の必要のない季節であったこと，などが考えられる。前震の効果を批的に明らかにする

ことはむずかしい。しかし，この前猿によって，意識的にせよ，無意識的にせよ，多くの人が地

裳に対する心の備えをもつことができ，これが本裳に際して冷静な行動をとらせたのではなかろ

うか。一般に，常に前展があるとは限らないし，有惑地裳があったからといって，続けて大きな

地裟がくる確率は小さい。それでも，地震を感じる度に，地誕に際してとるぺき行動を想い起

し， ラジオなどの報追に注意する習慣は有益に違いない。

宮城原沖地霙は私の経験した最大の地捉であった。この自然の働きかけに，人智のなす業の虚

しさを笈える一方，何か心が猜められ力づけられる思いがした。自然現象相手の一研究者として

私は，この気持を日々新たにしていきたい，と思っている。
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第 5節地震災害の問題点

科学技術庁国立防災科学技術センクー

地震防災の基本として地盤条件を重視する必要性

地裳の災審と地盤条件との関係は従来からも指摘されてきたことであるが，

おいてもこの関係の重要性が改めて認識された。

仙台市は，広瀬川の沖禎砂礫層の地盤条件の良い所に発展した都市であったが，昭和30年以

の我が国の経済的発展，都市化の動向と軌を一にして，急激に発展し，その市域を東部の軟弱

地特及び，南部，北部の丘陵地帯に拡大して行った。今回の地髭災告の多くは，この新しい市

に集中しており，東部の低地では構造物の被者が，また南部，北部の住宅地として開発されたム

陵地では崖崩れ，地すべり災害が多発している。

これらの都市開発が，都市地盤調査等の結果を踏まえて， どの様に展閲されたかは詳らかでは

ないが，早くから地すべりの危険地として知られていた八木山等の南部丘陵地帯が住宅密集地と

なるまでに開発され，今回の地誕によって誘発された地すべりにより，

ことは特に注目しなければならない。

また，自然斜面であっても，地厖による地すべり亀裂の発生により，斜面上縁の台地に建てら

れた住宅が彼沓を受けた例も多い。

このような傾斜地における地盤災宙は，宅地や家屋の破壊等地震時における直接的被宮のみな

らず，緩んだ地盤に雨水が没透することによる二次的な地すべり，斜面崩岐の危険を残すことに

なり，斜面下方の谷地等に展開する市街地にも今後災署を及ぽす危険性がある。

仙台市はこのような被災地について，住民の集団移転による根本的な防災対策を検討して

り， このような対策は不可欠と思われる。

さらに地盤災者についていえることは，人工地盤， 特に盛土部分の地露に対する脆弱性であ

る。仙台市，泉市等の丘陵地を造成した住宅地では，土留擁壁，石垣等により支えられた盛土地

盤の崩壊，滑動が多数発生し，住宅を損壊させており，道路においても盛土部分の沈下，崩壊の

事例が多い。

このような地盤災害は，全国的にみても，都市眺発が地盤条件の良い所のみで行われている例

は少なく，多かれ少なかれこの様な問題を抱えている実情にかんがみ，土地利用計画の策定，あ

るいは規制の実施をさらに防災の見地から地盤条件を重視して見直すとともに，盛土及び基礎の

計・設施工基辿についてもさらに科学技術的な検討を加え，改普して行く必要がある。
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2 構造物の耐震性の評価とその改善の必要性

今回の地囮で耐霰性を再検討すべき構造物は非常に多い。特に多くの犠牲者を出したプロック

及び石造の塀の倒壊は，すでに1974年の伊豆半島沖地震の際にもその危険性が指摘されたところ

であるが，不幸にしてその教訓は生かされていない。倒壊したプロック塀の多くは，無筋のもの

であったり，鉄筋があっても有効に働かない様な施工であったもの，また基礎が弱体であったも

のもあり，設計・施工基郡の一屈の明確化と確実な施工を期す必要があるが，さらに，既存のも

のについて，早急に補強対策を諧ずる必要がある。

倒壊した鉄筋コソクリート造のビルに関しては， 1968年の十勝沖地震 1975年の大分県中部の

地農の際にも問題となったビロッテイクイプの構造物に 1階部分が破壊し損壊する被害が目立っ

た。この問題に関しては，既に構造の設計甚辿が改普されているが，既存の構造物に対する補強

方策を早急に進める必要があろう。

今回は，高岡建造物の外壁の倒落，窓ガラスの破損落下による人命の被害は比較的少なかった

が，これらの耐雲性も再検討されるべきであり，特に，プレハプパネルの外壁プロックが倒落し

た事例，貯水槽が破狽した事例等は，建築構造物の主体構造のみでなく，その内外装の取り付け

法及び付幣施設，設備の耐霞性確保の面から再検討が必要と思われる。

石油クソクの破狽とそれに伴う石illiの流出事故は，引火炎上を免がれ，辛うじて大災害に発展

することなく終ったが，石油タソクの耐震安全性に対する科学的検討をさらに進めるとともに，

全国の石袖備菩基地に関してその安全性の点検確認を定期的に実施する必要がある。

今回の石油クソクの破壊は， 4基とも底板と側板との接合部が破壊されたことから，この部分

にかかる地霞時の動的荷重，基礎地盤支持力の動的特性を踏まえた耐震性評価方法の確立が必嬰

であり，そのための実験的研究も必要となろう。さらに，地霞の多いわが国の場合防災的観点か

らより安全な石油備菩施設の構造を研究開発することが必要であり，また，流出油を防止し，炎

上燥発を阻止する防災施設についてもさらに検討が必要である。

今回の地製で水道，ガス等の地中に埋設したパイプライソの損傷が多数に上り，復旧が遅れた

ため市民生活は多大の支障を受けた。地中埋設管の損傷の度合は，地盤条件によって大きく異な

っており，その耐霙性に関する問題は，複雑な地盤の地震時における動的挙動との関係で解明さ

れる必要があり，実験的研究にまつべきところが多い。

さらに，被災か所の復旧及び常時の点検維持を容易にするため，パイプライソを共同溝に撒理

する方策についても，将来の防災対策として検討すべき問題と思われる。

一方。これらの耐窟性を検討する基礎として，強厖記録の入手は不可欠である。今回の地霙で

も，多数の強震記録は得られているが，被害の集中した地域の各種地盤及び構造物に対しては，

未だ十分なデークとはなっていない。強殿計の観測については，今後関係機関の協力によって，
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全国的な観測網の脆備を進めるとともに，地震発生の予想される地域での集中的な観測体制を'=

急に整えておく必要がある。

3 防災・救急活動の機能確保の必要性

今回の地震で，地囮直後の防災，救急活動が，交通，通信網の混乱で思うにまかせなかっ

は，今後の都市における地震防災対策を考える上で重嬰な問題である。

地農時における俯報網の確保は，防災活動にたずさわる組織としては無線等で確保できるとし

ても，火災や負傷者の発生に関し，個人から組織への効果的な俯報の伝逹の確保が問題となろ

う。

交通の混乱は，自家用車の路上への媒中と，停電による個号機の停止によって引きおこされて

いる。この様な場合の自動車の走行に対する規制は実際上非常に困難が予想されるが，何らかの

強力な規制措樅ができない限り，交通の混乱を抑えることはできないであろう。交通信号の停止

については，できるだけ予備電源等を備えることが考えられるが，それも施設の機能が全面的に

破壊されたときはほとんど無効となる場合もあり，警察等による誘導賂理のための緊急配備は

不可欠であろう。

いずれにしても，地裳時の防災，救急活動の機能が，十分効果的に働き得るような方策を検討

する必要があるとともに，防災，救急機能についても，その効果的配骰について十分検討するこ

とが紐ましい。

4 地震防災における個人及び集団の対応方策の重要性

今回の地裳で，個人的な緊急の防災措既により，未然に災害を防ぎ得た例も多い。たとえば，

ガス栓の閉止による火災発生の防止， ビル倒壊時に机の下への避難による安全の確保等である。

しかしながら一方で，室内にiiitいてある家具や調度，什器等が倒壊し，多くの負傷者を出して

いる。

地農防災に対する個人的対応は，平常時から地捉に備える対応と， とっさの危険に対して身を

処する対応とが考えられる。

この面に関して，従来からも地震時の心得等について指迎粛が配布されているが，今回の地猥

の事例を参照してこれらの指郡；ltをさらに増補改訂し，一般に普及啓梨することが必要であり，

また一般住民も個人的な諸条件の中で，プロック塀や['’j柱の補強，家具の転倒防止措訟必需物

狡の備菩等十分な防災方策を諧ずるべきである。

さらにまた，所屈する団体及び地域社会における防災活動についても，有能な指瑯者の下に，

統一ある行動ができるよう組織化と訓練を常時心がけ，災害に即応できる体制を作っておくこと

が大切である。
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第 6節災害時の市民行動

宮城県沖地露は，仙台市に多数の死傷者や家屋倒壊など多大な被害を及ぽした。しかし，地鮨

による不安や様々な困雉の中で市民の間にはバニックのような大きな混乱状態はみられなかっ

た。その理由としては，火災の発生が少なく小規模なものに止ったこと，市民の冷静な行動など

があげられている。だが，個々の被害の中には市民を混乱に巻き込む可能性を持った問題点も指

摘される。ここでは「火災の防止」，「家族の安否」，「負傷者」についてとり上げ，地裳後行われ

た調査の中から市民の行動を追い問題点を探ってみた。

火災の防止

火を使用していた家庭の 3割強は前震時に火を消し， 5割強は揺れている最中に消した。しか

し， もう少し揺れが大きかったなら人々は動けただ，，，うか。前擬がなかったなら冷静に行動でき

ただろうか。また，冬に発生した地震でだったら家庭内のすべての火を消せただろうか。地震の

発生条件が違っていたなら，揺れがおさまるまで消せなかった 1割強の数字は変わり，仙台市の

火災件数も多くなっていたと予想される。

図ー1 地震の時火を使っていたか？

詑えていない無回答 l.3 

使っていた

仙台市

N•601 
(%) 

貸料①

＼
 

仙台市防災対策室

図ー2 火の始末をどうしたか？

仙台市

N•118 
（％） 

沢料①

2 家族の安否

地擬の揺れがおさまると，市内の至る所で家族の安否を確かめる電話があった。このような燥

発的な地話の利用の発生は，電話が通じないかあるいはかかりにくいというふくそう状態とな

り，救急要諮や行政活動上の緊急通話の隙害を引き起こした。

仙台市では，調査対象の96％の人が地猿当夜に電話をかけている。電話をかけた時間は， 10分
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以内にかけた人が 5割， 30分以内にかけた人が 7割あった。ほとんどの人が，地霙発生後直ちに

電話をかけている。しかし，すぐ通じた人は 2割程度しかなく，仙台市では地霙直後から電話の

輻畷が発生したと思われる。

通話の用件は， 6割弱の人が「家族・自宅の安否確認」をあげている。「家族以外の相手の安

否確認・見舞電話」を加えると，安否電話は 9割近い数字となる。

このことから，市民において

災害時の家族の安否確認は，非

常に重要かつ緊急な問題である

と言えるだろう。

しかし，「何によって家族の安

否を知ったか」という質問に対

し，「家族が焔宅して」と答えた

人が 5割をこえ，「電話で」は 4

割弱であった。地霙直後の家族

の安否確認のための手段として

霊話は十分なものではなかっ

た。交通の不通や渋滞といった

状況の中で家族の帰宅が遅れ，

安否を確認できず深刻な不安を

惑じた人も多かった。

図ー5電話をかけたのはいつか？
翌日以蹄 3.6 i.c億しないN.A 0.6 
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図ー6家族の安否は何で知ったか？

6.1 家族なし 1.7 

仙台市
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資料①
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3 負傷者

今回の地襲では，プロック塀については大きくとりあげられたが，負傷者率についてはあまり

問題とはされなかった。だが，仙台市の負f易者率は新潟地震時の新潟市，十勝沖地裳時の八戸市

を大きく上回り，負傷者数だけについてみるならば，関東大猿災時の東京市をも上回っている。

地震災害の負傷者率

宮：~沖地霙（仙：市） 1| ］二:)|負傷：口:)l 死者数(:)1B/ 叫e:)IIB+c:：〗冒三2
関東大霙災（東京市） 1 2,265,300 | 26,268 1行方繋闘塁崎 1・16 | 419 | 1923.9.1 

新潟地畏（新潟市） 1 325,018 | 120 | 11 | o.004 | o.004 | 1964.6.16 
十勝沖地震（八戸市） 1 208,801 | 305 | 18 | o.15 l o.15 | 1968.5.16 

資料④，⑤，⑥，⑦，⑧

発生した負傷者の約70％が屋内で負偽し，屋外での負傷は約15％であった。負傷の原因として

は「ガラス」， 「落下物」，「転倒」によるものが多かった。場所別に分ければ， 屋内では「落下

物」，「家具の転倒」，「落ちていたガラス」によるものが多く，屋外では「転倒」，「プロック塀等

の倒壊」，「落ちてきたガラス」，「ガラス以外の落下物」などが多かった。屋外での負傷は率とし

ては低かったが， しかし，屋外での負傷ほ末知の人々の中での発生が多く，負傷者を誰が助け世

話をするかという課題を残した。また，プロック塀による負傷ほ，プロックの排除などに人手が

必要となり，特に住宅地で発生するため昼問においては男性が少なく，救助が困難であると考え

られる。地震後， プロック塀，補強する家具の配置に注意するなど，負傷の原因となる問題につ

いて，その対策や対応などに市民の感心が高くなっている。

負傷者の傷病程度は，重偽が1割末満であった。しかし，屋外で負偏した人は偽病程度が重

く，発生率が低くても緊急にどのようにして，誰が対応していくかといった問題がある。また，

救急医療機関では，軽傷者の殺到により重傷者の対応が十分行えなかったなどの指摘もあり，災

害時における救急医療機関の対応と負傷者の傷病程度の問題は重要である。

負傷者が病院まで行く方法として，徒歩が 5割以上を占め，マイカーが 1/4あった。仙台市消

防局の救急車は，救急要諮の殺到，交通渋滞といった障害の中で，出動回数24件，搬送できた息

者は22名であった。搬送された誼傷者は 5名，発生した誼傷者の 2％にも満たなかった。

負傷者の発生から医療機関の対応までを追って行くと，そこには災害時における救急医療のあ

り方について様々な問題が浮ぴ上ってくる。そして，その多くは市民個人の対応，近隣の助け合

いに頼らざるを得ない。災害時の救急医療しま，個人と近隣を含めたツステム化が必要といえる。
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図ー1 どこでケガをしたか？

図ー9ケガの程度は？
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図ー10病院まで何で行ったか？
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図ー11 地震後気をつけていること
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資料③

① NHKI止論調壺「宮城県沖地震」昭和53年7月 NHK世論調査所， NHK東北本部

② 都市四における災害と梢報 昭和53年10月 東北電気通信局経営調査室

③ 「1978年宮城県沖地震」アソケート調査結果の概要 昭和53年7月 宮城県広報課

④ 宮城原沖地霞による一般住家の被害実態調査（中問報告） 仙台市災害対策本部

⑤仙台市統計古昭和53年版仙台市

⑥ 白嶺東地区医療七ソクー潤査報告出 昭和50年3月 東京都防災本部・建築計画総合研究所

⑦東京府大震災誌大正14年 5月 東京府

⑧昭和45年国勢調査報告第 1巻総理府統計局

⑨ 宮城県沖地霞における仙台医療固の被災状況 仙台市医師会

⑩ 「1978年宮城県沖地展」に関する世論調査報告ビデオ・リサーチ VRダイジュスト第12号
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第7節 消防的反省と教訓

仙台市消防局

1 救急隊の効果的な運用

地霙直後 119番の通報によって，指令通信台は飽和状態になった。 24時までに負偽者等からの

救急要諮が 222件あったが， 24件しか救急車で搬送できなかった。市域だけで 9,000人の負傷者

からすれば少ない要諮であったが，ほとんど救急出動中であったため， ククツーや自家用車を利

用し医療機関へ搬送するよう市民に協力を求めた。震災時においては消防局が知ることのできな

い多数の救急患者が発生した場合，或は医療機関と連絡が途絶した場合の救急隊の迎用について

計画を練りなおしておく必要がある。更に地擬による受傷者は自己治療が可能なものでも 119番

により救急要諮するという傾向があるので， 自分の安全は自分で守るという考え方から救急知識

の普及に努める必要がある。又，道路問題で出動できない場合の日赤救設本部の設骰とか，市内

数力所の拠点に医療班を設僻するなど， 1J［前対策として考えるべきである。

2 地震に対する設備の見直し

地擬直後の停雷によって市庁舎の非常用地源が作動しなかったため，無線・有線の通信が一時

不能となった。システム化された設備である通信設備については，その一部分に障害がでただけ

でも設備全体の機能が停止する。なかでも有事の際の情報は寸時を争うものであり，対策実行の

中心ともなる。地擬時における部分的節害によって設備全体が機能停止しないよう，非常用電源

等を二璽三重に計画し，平常業務として保守管理の徹底を期する必要がある。

3 出火防止と家具の転倒防止対策

一般家庭及び倒壊した建物からの出火はなかったけれども，停阻によって使用したローソクか

らボヤが発生している。また，家庭内の家具の転倒は全市に及びガラスの破片等によって負偽し

たものが多かった。出火防止の徹底と共に受傷防止のためばかりでなく，家具調度の安全を考え

た配樅および転倒防止等の対策指群を強化していく必要がある。

4 石油コンビナートにおける安全対策

東北石油仙台製油所の石油流出は，原油夕｀ノクの底部に亀裂が生じ大語の石油が流出したので

あるが， これは防油堤の容批を超え更に油分離装他の機能不良によって港湾に流出したものであ
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る。今後， コンビナート等におけるクソクの耐震性については勿論，防油堤の容批についての見

直しと共に，総ての設備に対しての被害の未然防止策を強化すべきである。

5 薬品の混合混触等による出火防止対策

今回の地震直後発生した，東北大学理学部及び東北薬科大学の火災は，いずれも棚や机上から

落下した薬品類の混合，混触等により発生している。このことは，十勝沖地裳の前例もあり，学

校，研究所等で少批多批を問わず常に危険薬品を取扱う場所については，薬品の転倒，落下を防

止するために位樅及び薬品の保管方法に関し検討し，更には転倒， 落下防止の措説を諧ずるな

ど，安全保管の徹底した対策を求めなければならない。

6 地震に備えて家庭への広報対策（資料）

地震火災を出さないために

(1) 火を使う設備や器具は安全なものを正しく使う

・使う器具が故障していないか

・使う場所が安全か

・使い方は説明粛どおり正しく使っているか

(2) 石油ストープ等は対震自動消火装骰付のものとし，物が落ちたりしないような場所で使う

(3) プロパソボソベは倒れないように鎖等で固定する。また普段でも使い終ったら元栓を閉める

習慣をつける。

(4) 発火性・引火性の強い危険物や化学薬品は倒れたり落下して火災にならないように注意す

る。今回の地襲では大学の研究室等の化学薬品が転倒や落下して発生した火災が 2件，ガソリ

ソ等の危険物が落下して発生した火災が 1件発生しました。これらの火災は水での消火が困難

なものが多く，さらに有毒ガスを発生する物質等もあります。

いつでも消火の準備をする

火災は最初のうちならバケツ 1ぼいの水や消火器で消せますが，この初期消火の時機を失うと

予想以上に燃え広がります。地霞のときほ火災が同時に多発しますから初期消火の失敗は時間の

経過と共に大火災になります。初期消火で最も有効なのほ消火器ですが，特に一般家庭の火災に

適しているのはABC粉末消火器です。できるだけ消火器を備え日頃から使用方法を会得してお

き，いつでも使えるようにしてください。消火器のほかバケツ 1ぼいの水もかなりの効果があり

ます。地震では断水も予想されるので普段からバケツ 1ぽいの水を準備したいものです。

防災は隣近所の助け合いで

火災のときは自分だけで消そうとせず，できるだけ多くの人と消火するため隣近所に知らせ協

力し合って早く消すことに努めましょう。また建物の下敷になった人達の救出も隣近所の助け合
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いが必要であり，お互いに防災について話し合い，町ぐるみの自衛体制を作っておく必要があり

ます。

避難の道順は事前に検討

仙台市では27カ所を避難場所として指定しています。避難場所への道順を事前に検討しておき

ましょう。

(1) せまい路地， プロック塀にかこまれた逍路，ガケや川に面した道路， ビルの谷問になってい

る道路などはできるだけ避ける。

(2) 二つの道順を考えておく。

(3) 自動車による避難はさける。

(4) 家族の連絡場所，方法をあらかじめきめておく。電話はパソク状態で通じないことが多い。

(5) 非常持出品を郡備しておく。非常持出品としてはトラソジスクーラジオ， 恢中電灯， 飲料

水， ローソク，マッチ，乾パ・ノなどの緊急食品， 救急薬品， 細ひも， ビニールふろしき， 手

袋，貴璽品などは最低限郡備したいもの，さらに，食塩， 石けん， 紙コップ， スプーソ， ナ

イフ，割ばし，筆記用具，スリッパなどし瑯備されればよいと思います。

地震が発生したときは

地霞は突然製ってきます。そして短時問の間に火災，建物の倒壊，道路の亀裂， ガケくずれ，

没水，ガスもれ，津波などの多くの災害が発生し，さらに断水，停電，ガス供給停止などにより

生活維持が困難になります。

地震に襲われたら次の点を実行しましょう。

(1) すばやく火の始末，熱湯や天ぷら油などによるやけどに注意。

(2) 火が出たらまず消火。

(3) あわてて外にとび出すな。

(4) 丈夫な家具に身をよせる。

(5) 狭い逍，塀ぎわ，ガケや川べりに近寄らない。

(6) ガヶくずれ，山津波に注意。

(7) 避難ほ徒歩で，持物は最少限に。

(8) 秩序を守り衛生に注意。

(9) 余農を恐れずデマに迷うな。

(H) 海岸では律波，低地では没水に注意。

~]) ケガややけどに備えて応急処説の方法を会得しておく。
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第8節 わが校の体験と教訓

鹿野小学校，図南高等学校，県立ろう学校

四 臨時休校とその対策（仙台市立鹿野小学校校長三捕修一）

Zはじめに

去る 6月12日，突如として宮城県を襲った地震は，わが校の校舎及び通学路にも大きな被害を

もたらし，特に通学路の安全が確保できず， 1週間の臨時休校という前例のない処I性をとった。

以下， この地設の体験とわが校がとった対策について述べよう。

地震による学校の被害状況

わが校は，今から20年前に開校した学校である。この地震によって校舎の正面玄関のバルコニ

ーが落下し， 1教室使用不能，屋根瓦の破損，校舎モルクルの倒離落下，体育館の内部破壊等I，

の被害を受けた。更にわが校の学区には，仙台市で最初に造成された緑ケ丘団地があり，この一

帯が大被審を受け，家屋やプロック塀の倒壊，土砂崩れ及び道路の亀裂により，通学路に大打撃

を受けた。

学校はどんな対策をとったか

この非常事態に際して学校として第一に考えたことは，児童の生命の安全確保である。

そのため，わが校は次のような対策をたて，この非常ift態に対処した。

(1) 校舎，通学路の点検と臨時休校

まず第一iこ佼舎や佼庭の被菩状況を点検して，屋恨瓦やモルタルの制誰落下の危倹速1)

あるものは仙台市教委より応急修理をしてもらい，校舎関係の安全は一応確保された。しか

し，通学路点検の結果，児窟の安全が保証できず，休校に踏み切ったのである。

(2) 保護者代表との話し合い

同じ学区でも災害を受けない地区もあり，休校についての協力が必要であった。そのため

各学級の保設者代表に対して，休校についての理由を説明し，協力を要諮した。

(3) 休校についての連絡方法
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保護者に対する休校等の辿絡は，学校側やPTAの役員及び地区委員長が当った。特に16

日に一疫は授業再開にふみ切ったものの，その夕方緑ケ丘一帯が危険状態になったとの付1報

により，仙台市教委とその対策を練り，再び休校とした。この内容をPTA各地区委員長会

議を開いて伝逹したのが午後8時であり，この方々が地区の保設者に伝逹するという頭のさ

がるご協力をいただいた。一方，伝述の徹底を期するため，市教委が報道機関をフルに活用



されたことは有り難かった。

(4) 休校中の児童管理について

休校中，教職員は鹿災の整理にあたるとともに， 1週問分の学習及び休校中の過ごし方の

プリソトを，保護者の学級委員を通して児童に配布した。また児蛮の危険防止を呼びかけて

地区を巡視し，高学年の児蛮については民家の広柑］を利用してグループ学習させ，それを巡

回指瑯するなど，児蛮管理に万全を期した。

(5) 休校後の授業再開ー一集団登下校

従来の指定通学路が危険なために，新たに通学路を指定し，いよいよ授業再開ということ

になった。児童にとって初めての通学路でもあり，登校の際は本校の教員が早朝，それぞれ

の担当地区に出向き，地区の保渡者と共に児童を引率して集団登校させ，下校II寺も学校から

この要領で集団下校させた。

(6) 授業の遅れをとり戻す

7日問の休校と集団登下校の処i性をとったため，学習の進度が遅れたことは当然である。

この遅れを 1学期中にとり戻そうとの教員の盛り上がりがあり， 7月26日まで 6日問授業を

延長した。これが学校と保護者との信頼関係をさらに深めたようである。

(7) 被災児蛮に対する配應

震災氏家屋が一瞬にして倒壊しない限り，教科粛等学用品の損失は少ない。しかし，家

屋が危険状態にある64名の児童は，貸家や仮設住宅に転居しており，いつわが家に帰れると

も知れない状態である。これらの児童に対しては，学校として温かい思いやりと勇気づけを

与えている。

震災で考えさせられること

(!) 避難訓練の再検討

従来，学校の避難訓練といえば火災を対象にした場合が多く，地霞対策はほとんどなかっ

た。授業中及び通学登下校時に霞災にあったら，児童にさぞ多くの儀牲者がでていたであろ

う。我々 は， この霞災を契機として，例えば放送設備が破壊された場合の連絡方法，強度の

場合の避難のあり方等々，多くの課題に取り組む必要がある。

(2) 震災を予想した教室経営

教室にセットされたテレビ等は一回転して落下しており，落下の危険性のあるものの配骰

等，児童の安全を期するためにも，裳災を予想した教室経営を考えるべきであろう。

(3) 学校と保渡者との連絡網の確立

この製災で特にPTA役員や地区委員長に協力をいただいた。

学校一→PTA役員ー→地区委員長ー→保護者と述絡が円滑に流れ，辿絡網の重要性があ

らためて痛惑された。
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む す ぴ

この霊災で児童の事故者を一人も出さずにすんだのは，市教委のご援助と学校側及び保渡者

の一体惑があったからである。また， この輿災によって児童は生命の尊さと学業の大切さ

したと思う。我いま，

四

この教訓を今後の学校教育に生かしたい。

生徒の心理状態とパニックの抑止（仙台市立図南高等学校教頭 小原 淳）

課業時問に発生した地震

今度の地霞で木校の被害程庶しま， 「柱のせん断破壊による建物の鉛直荷重に対する耐力を失

て大破」ー東大大学部建築学科調査ーとされている。夜問高校の性質上，我々職員生徒は，

の正規の課業時問帯に校舎内でこの強烈なダメージを体験したが，幸い 1名の人身事故，

の2次災害もなかった。

しかし， これは僚倖の累戟の賜で「待つあるを頼む」対策があった訳ではない。

学校部内で「今後の対策の手懸りでも」と実施したものであるが，県からの依頼により，

生徒のバニック的心理の発生過程に絞り報告する。些かでも参考になれば幸いである。

アンケート調査にみる生徒の心理状態

当日は前期中間考査第 1日で，地擬発生の17時14分は考査開始前の完全給食の時問帯に当たっ

ていた。この時点で，

65.5%, 

さて，

2階20.8%,

鉄筋コンクリート 3階建の校舎内人員分布は，職員室・食堂のある一階

3階13.8％である。給食中のため，生徒・職員が 1階食堂に集中していた

訳である。後にふれるが生徒には一その時， そこに教師がいたか否かーが重要な意味を持つ。

図 1 は地農発生直後の生徒の反射的行動を示すがC•Dの計68％ほ図 2 の校舎外に退避

した時期のC69％と共に常識的対応の一応の定着と見られる。問題は図 2のA3-4％である。あ

の強烈な地猿の状況下では一概に否定し得ぬ面もあるにせよ，いとど不安定な心理状態の集団で

は他への連鎖反応を起しパニックの誘因となりかねない。災害現場で完全に生徒を掌握する事の

F
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図 3 靡層別走行者、歩行者分布図 [~'，1瑶厖函姐邦

33.3 

77.3 

困雌さと教師の責任の重さを示すパーセントとみ

られる。

次に，生徒が迎動場に退避する際，歩いた者と

走った者とを校舎の階陪毎に見たのが図 3であ

る。階恩が上るにつれ走行者のバーセソト増と歩

行者のパーセソト減が対照的である。 1階では殆

図 4 胄
u

霜
臨

? 9.., 

n., 

57, 1 

注図次の数19％である

んどの生徒は多くの教師と食事中だったので， その場で掌掘され， 直ちに「机の下に入れ」「迎

動場に退避」等の教師の指避もあり，かつ迎動場への出口も近い等の安堵惑からの心のゆとりが

歩行者73.3％となったみとられる。 2, 3階でも図粛室， 教室で教師と居合せた少数生徒ほ歩

行したが，その他ほ恐らく増幅され， より強く感じたであろう農度の恐怖，何にもまして教師の

顔を見る事の出来なかった孤立，不安感が3階の走行83.3％を示したとみられる。生徒の感鎚的

記憶の平均で正確は期し雉いが，運動場へ2階の生徒で20秒，正に疾風の早さで脱出している。

1階の生徒の 1分余と対比しその心理状態の差は明白である。

この避難の際，走行，歩行の差が何に， どの様な関連があるかを如実に示すのが図 4である。

避難の通路の廊下，出入口，階段の広狭や勾配につき走った者は歩いた者にくらベネガティプに

感じている事が明1概である。ちなみに， 本校の廊下幅は 4.57"で自慢の 1つであり， 階段幅 2

m,勾配30度，出入口幅 1.6mと特に問題はない。問題は生徒がこれ等を，その時「より早く，

安全に」という願望を妨げる要因と感じ，不安感を持ちつつ行動する事・実である。

前記の様に，生徒は地震発生時，各自が骰かれていた諸条件，特に一そこに教師がいなかった

ーという不安惑から走ったと見られる。とすれば，生徒は不安感から走り，走る事により l目から

新しい不安材料を生み出している事が解る。この様な不安定な感1府の集団は些細な現象，他生徒

の悲騰で恐怖惑が急に高まったという生徒がいるが， この様なある個人の強度の恐怖感，時には

ある生徒の記録に頻われるニゴ的行動等が引き金となり連鎖反応として容易にパニック状態に陥

る事が推測される。

さて，地震終了後，校庭で人員点検と事後の指瑯の際， 4.2％の生徒が家や職場等が気になり

無断下校している。 また二次災害防止のために「校内無断立入り禁止」を， 私物搬出の目的で
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「守らなかった」が24.1%，この指示そのものを「不当」とする者8％を示しているが，このパ

ーセソトは強烈な余震火災発生，夜間停電等の際は人身事故に直結する数である。これ等も災

害時の生徒掌握，指瑯の困難を示すもので，今回の奇跡的愧倖を神に感謝したい気持である。

今回の地震から学ぷこと

さて，原の依頼は「調査の分析と教訓」との事であるが，裳災を人災にしないため，先ずパニ

ックの抑止策ー特に生徒が直接教師の掌握下にない時間帯では放送等による教師の声の援設等一

何等かの形での生徒と教師のコソククトが問髪を入れずなされるべきである。次に教師自身が自

信を持って対処し得るため地裳に関する基礎知識の学習と，校舎の構造特に防災上のウィークボ

イソト等を熟知する事も必要である。また教師特にH.R.Tは常時その日その時の在校生徒数を正

確に把握しておくべきである。その他細部については防災上の常識的事項の乎常からの確実な実

行につきる。

最後に，やや感覧的かも知れないが，本校での体験特に生徒の動き等から判断しバニック抑上

のチャソスは最初の 5分以内にあるとみられる。この 5分を支える電源ー放送，校内照明ーは絶

対必要である。この 5分に教師の生徒指郡，掌握の力撒と教師生徒相互の信頼感が集約し，浮き

彫りにされるのではなかろうか。

四聴覚障害児の体験（宮城県立ろう学校教頭菊池消治）

はじめに

本校に在学する幼児，児龍生徒は，聴覚に1罪害を持つ 3歳から20歳までの 234名である。通

学生は 170名，寄宿舎生は64名である。

宮城県沖地震の時，聴覚障害というハソディーを持ちながら， どのような判断で， どのような

行動をとったのか。そして，どのような体験をし何を学んだのか。その実態の一部を明らかに

し，われわれ教師の反省と今後の指蒋等の探料とするため， アソケート形式， 自由記述でまとめ

たものの概要である。

調査の対象と方法

本校児童生徒，小学部 (58名），中学部 (31名），高等部本科 (68名），専攻科 (47名）計204名

を対象とし，臨時にホームルームを設け，記憶が新たな 6月15日に，学級担任が調査内容を説明

して調査用紙に自由に記述してもらった。

調査の内容と結果のあらまし

次の六つの設問項とした。 (1)あなたは「地襲」があった時， どこにいましたか。（どこに， だ

れと） （2）あなたは，「地擬」があった時， 一番はじめにどうしようと思いましたか。 (3)あなた

は，それからどうしましたか，番号順に分かりやすく，順序に書いてください。 (4)あなたは，家

に舒いた時なんと言いましたか。家の人はなんと言いましたか。家に蹄いた時刻＜ ＞時間） （5) 
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あなたは， こんどの「地震」から学んだことはどんなことですか。 (6)あなたは， こんどの「地

霞」で感じたこと，反省したことなど，どんなことでもよいですから分かりやすく，長く（くわ

しく）困いてください。

調査結果のまとめに当たっては，統計的処理ほ避け，その主な内容を列記し，学部の差，通学

生と舎生，文章表現理解の困難などは，整理者が判断のうえ処理した。

＜どこに居たか。＞言バスの中冒歩いていた冒教室冒更衣室言校庭口卓球室冒陸上部室置寄宿舎

等々，多様であった。

＜一番はじめにどうしようと―o>鳳机の下にかくれよう 冒何かにつかまろう 置このまま

でいよう 冒頭の上に何か乗せよう 胃外に逃げよう ガスの元栓をしめよう 髯前の避難訓

練を思い出して，外に逃げるのをやめて机の下にー冒グラウソドに一一聾トイレにいこう

スの中でそのまま 冒停留所のボールにつかまろう など，その判断は各々の瞬間的判断に

従ったようだ。＜それからどうしたか。順に一o>
例 1, （小， 4,女通学生） ①テープルの下にある棒につかまった ②ものすごい地擬がやっ

てきて目をつぶった ③屋根のかわらが落ちて，破片が飛んできた ④!Illが落ちてガチャソとこ

われた ⑤テープルやテレビが動いた ⑥とうとう i'浄かになった ⑦目を開けた ⑧もうとまっ

たのでテープルの下から出た。

例2,（中学，通学生） ① 5時15分，バスの中で地霰が起った ②みんなど工ソドウの前で降

りた ③窓ガラスがこわれデバートの上から滝のように水が落ちた。人は山のようにいっぱいだ

④私のバスは満員なので乗らなかった ⑤かわりにBさんの家に行った ⑥Bさんの母が私の家

に電話をかけてくれた ⑦午後 9時に父の車が迎えにきた ⑧父の車に乗って帰った。

例 3'（専，男，寄宿舎生） ①部屋でおしゃべりしている時に地裳があった ②机の下にかく

れて地碇が終るまで待った ③終った後， グラウソドに逃げた ④グラウドに出て，舎の人は集

まりラジオを聞いた ⑤T先生の注意を1ltlいて， グラウンドに居た ⑥夕食後，部屋をかたづけ

食堂にみんな集まりローソクをつけて， K先生の話を聞きその後時問をつぶした。 ⑦ 9時に寝

たが， さびしい真賠な長い夜だ。

＜感じたこと，反省したこと＞

胃停電，断水， Ilfl-い長い夜，苦しかった 瓢次の地展に備えて，いつもかい中電灯， トラソジス

ク・ラジオ， ローソクを準備して置くこと 昌あわてては絶対いけない 孤バスの中で地猿があ

った。運転手はバスを止めた。まわりの人の話が分からなくて困った 闘ガスや火を消すこと

璽お金を持っていること（通学生） 直友逹と一緒に怖れば安心だ 置先生や上級生（先ばい）

のさしずに従うのがよい 置部屋に沿jいものは積まない 冒小さい子のめんどうを見るのが大切

だ 置困った時は学校に行って連絡してもらうのがよい 昌家は遠いので時間がかかる 璽寄宿

舎に泊めてもらうのがよい 圃常に避難の場所を知っておかなければならない。
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まとめ

「今でも信じられないような，恐しい地裳だった。いっ，地誕が起きてもだいじょうぶなよう

に，非常準備をいつもしておくのがよいと思った。もう一度，地震について話し合って見たい。」

と，高等部の女児は結んでいる。

宮城県沖地擬の体験は，文に表われない面も含めて深く頭に残っているだろう。

子供の年齢に応じて，通学地域差に応じて，また，舎生の実態に応じた日常の指瑯，定期的な

訓練による定珀化。そして，基本的，基礎的内容の段階指郡と習恨化の必要さを示唆しているよ

うに思えた。聴箕に障害を持つ児蛮生徒という現実での対処の在り方は， より具体的な事実を踏

まえたスモールステップによる内容と計画化であり，それを基にした訓練の戟み重ねが大切であ

ると教えたい。

今後は，ろう学校全児に対する地霞訓練の実践化，そして必要な備品等の常設化も図っていか

なければならないと思っている。

圃私の震地体験記璽l

その時学校にいた私は

仙台市立図南高等学校2年

佐藤昌市

恐ろしかった，実に恐ろしかった。 6月12日午

後5時14分， 2度と味わいたくない恐ろしい体験

だった。

私が給食室でお盆に， パソ， スブーソ， おか

ず，牛乳をのせ窓際の食卓に坐ろうとした時，地

露はやって来た。初めは大した事もないだろうと

思いそのまま椅子に坐ったのである。すると，急

に椅子が激しく揺れ始め，私は無意識のうちに立

ち上がっていた。周囲が二重にも三重にもだぷっ

て見え，調理室では釜がひっくりかえり，おかず

はほこりにまみれ，牛乳はテープルから落ちて砕

け，みるみるうちに床に広がっていった。何かに

しがみついていないと立っていられないほど揺れ

がひどくなり，それまでただ茫然と周囲を眺めて

いた私はこの時「何とかしてここから逃げ出さな

ければ／」と気がついたのです。

私は慌てて窓から逃げようとした。アルミサッ

シの窓枠が変形して半分しか開かなかったがそれ

でも私は必死になってその窓から逃げようとし

た。ところが窓の外には壁がポロポロと落ちてい

て逃げようにも逃げられなくなってしまった。私

には食卓の下にでも滑り込んで地震が治まるのを
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待つしかなかった。

地猿が始まった時，室内はとても静かで話し声

も1l1］こえなかった。立ち上がって周囲を見まわす

と何とも言いようのない光漿が目に入った。柱は

何トソもある鉄の塊にでもたたきつけられたよう

に亀裂が入り，窓という窓は歪み，ガラスは砕け

散っていた。食卓の列が乱れ，椅子が倒れてい

た。一人，また一人と食卓の下から這い出して来

た人逹は声も無く呆然と立ち尽していた。

「兎に角， 我々は無事だったのだ。」そう思う

と今庶は職場の様子が気になり事務室前の赤電話

に駆け寄った。なかなか通じなかったが，それで

も何庶か試みているうちにやっと連絡がとれた。

無事だった。私はほっと胸を撫で降ろした。張り

つめた気分がふっと柔らいだ時， 背後の方から

「生徒は全員， グラソドに出るように。」 という

先生の声が卿いてきた。廊下を通って外に出るま

での，あの不安と安堵の入り混じった気持ちはい

まだに忘れることができません。ぽんやり「助か

ったんだなあ…。」と心の隅で思いながら出口に

向かっていたのでした。



璽私の地震体験記瓢

万ーの備え

仙台市立六郷中学校 2年

有 川 佳 子

宮城県沖地霞から， 1カ月たち， ようやくニュ

ースでも，ガスの復旧俯報や．地震関係の事も少

なくなって来ました。でも私が体験した中で最も

大きかった，あの 6月12日のM7.4の大きな宮城
限沖地囮は，忘れる事ができません。

あれほちょうど，私が友だちの粛話を受けてい

た時の事です。 1回めの地震の時は，さほど揺れ

ませんでしたが，一応霞話を切り，おさまるのを

待ちました。母は，「あらいやだ。地震だわ。」と

言いながら。火元の点検をしていたようです。揺

れは少ししておさまったので，「なぁーんだ。小

さいの。今の I•ま震度 2 か 3 tこな。」と言った調子

で，余り気にもかけなかったのです。

それから 2, 3分たった頃でしょうか。他にま

たグラグラと来たのです。「あれれ？ また地震

だ。でもさっきのより大きいそうよ…。」そう思

いながら，地霰のおさまるのを待っていたら， ド

ーソという音がして， よりいっそう揺れが激しく

なり， もう居てもたってもいられなくなり．「逃

げなくては・・・。」と思い， 他いで玄関まで行き，

血かごを持って外に飛び出しました。

私が外に出た時は，歩くのもやっとで，立って

いられなくて，母も庭にしゃがんでいました。そ

して目にした光尿は，二重，三重といくつも重な

った， プレた写其の様でした。電柱も 1111がってみ

えました。弟は， 「近くで建て前のおもちまきが

あるから拾ってくるね。」と出ていたので， 私が

呼びにいくと， 中1J災で走ってくるのが見えたの

で，ーまず安心。ようやく地裟がおさまって，家

の中に入ってみると， もうめちゃくちゃになって

いて，どれからかたづけていいものか分からぬく

らいでした。冷蔵胆は街れ，上に上げていたもの

ほ落ちる。食器，ガラス類も大分こわれ， ピアノ

まで， 30セ‘ノチ以上動き，たんす，本だなは，ひ

っくり返って，霊灯まで落ちたのです。その地霰

直後電話が来ましたが，ガラスの破へんだらけに

なっていたので，礎話の所へ行くまでもたいへん

でした。それは， 出張先の父からの礎話で，「＜

れぐれも気をつけるように。物は買えても命は買

えないから。」とのことでした。その後は， 批線

していて，通じませんでした。

その夜，一応かたづけた 2階の 1部尻で寝まし

たが，たびたび起こる余囮でなかなかねむれませ

んでした。次の日，学校があるのをIIlいて，いつ

もどおり出ましたが， 六中は木造校舎だったの

で，外見上もかなり壁はくずれ落ちたりていしま

した。友の話によると，他の家もずい分こわれた

様で，全壊や半壊などの人も多く柱が1IIIがったと

か，家がかたむいたとか，ひどいようです

その次の日，学校内の梢掃をしましたが，その

時，みてびっくりしたのが， 3年3組の教室でし

た。黙板は教室のまん中まで飛んでいて，天井は

落ちて来ていて，見るも無惨なありさまでした。

2月の地震でヒピが入り，ぬりかえしたぽかりの

墜もまた大きくヒビが入り，落ちてきてしまった

のです。 2J 2も30セ｀ノチ程ずれた様でした。こ

の地震の時は中体連期問だったので，学校にだれ

もいなくて良かったと思います。もしいたら•"と

考えるだけでゾッとします。

六郷地区の市内に行く途中の誼路は，ガードレ

ールが下に落ちて，端の方は，ぽぽこぽこと波打

っていて，地裟のすごさが，またここで改めて恐

ろしく感じました。それからこの地震で多くのプ

ロックペいが倒れ，死者が多く出ました。六郷地

区でも，沖野の小学生がプロックの下敷となりま

した。この地区しまずい分ひどい地区だったけれ

ど，緑ケ丘住宅方面でも家をとりこわさなけれ

ばならないということです。それに都市ガスを

使っている家は，ガスを止められ，ずい分不自由

をしました。電気も通らない時があったので井戸

水を使っている家の人が，私の家に，水をもらい

に来たりしました。幸いに，私の家は市の水道だ

ったので，あれからずっと使えたのです。ところ

が，家で，災害用にとくんでおいた水が， この地

震でひっくり返って台所中，水びたしになってし

まったのです。母は， かたづけながら，「地霞は

経験してみないと， わからないものだネ。」とた

め息をつきながら，言っていました。

この事を通して思ったことは，地震は天災でど

うすることもできないけれど，ある程度の地囮予

知ができるといいナーと思います。それに，「備

えあれば憂いなし」とことわざにもあるように，

日頃の備えが必要だと思いました。私の家では，

ir；Im）にいた頃の習恨で，万ーの備えをしておいた

ので，今回は助かりました。例えば，恢中電灯，

食品缶詰類，軍手，お金をひとまとめにしておい

たことです。その他，今回は水の缶詰も光ってた

らいいのに•••と思いました。それから，家で決め

た避難楊所に，避雌してみんな無事であったこと

は， とても良かったです。最後に地霰に会った時

はあわてず，冷静な判断をとる心得も大切に・・・と

思います。
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1寸 偽救

1. 新聞の見出しから

2. 宮城県沖地裳調査研究文献一覧



，新聞の見出しから

6月13日

「M7.5強震仙台圏を直撃，被害東北全域に及ぷ」

「死者不明22, けが続出， ビルも倒壊，交通網寸

断」「雲源宮城県沖100キロ余震26回も続く」そし

て河北春秋に日＜，かすかな霰勁が伝わってき

た。ふと大地霞になったらという予感めいたもの

が胸をよぎった。次の瞬間地嗚りが閥まり，スチ

ールの本箱が音をたてて倒れ天井｝ヤがバラバラと

落ちた。一瞬， 目を上げると窓の正而に白煙がも

うもうと上っていた。編集局に隣接する宮城学院

大のレソガ偲が崩壊した土煙であった。「あの下

に人」どこかで声がした街を一瞬，不気味な静寂

が股った。「仙台を中心にかなりの死偽者がでて

いる」という第一報が入ったのは本霰の約30分後

であった」と忠き出している。

そして，第2, 3面に「蒋昨の街に突如1i'tけ無用

のツメ跡」「宮城県全域で停麗，岩手， 幅島，山

形で火力発電所が故障」「列車ダイヤも殷減，脱

線，鉄橋沈下など続出」，第 4而「すくむ足，走

る悲l氾， 午後 5時15分そのとき」「生命線断たれ

大趾乱，ガスも電気もこない主婦買出しに殺到」

等々の見出しを見ただけでkl]何に被古がすさまじ

かったか。 5時15分というラッシュ時であったと

きの恐怖の一撃で，あらゆる懐能はマヒし仙台しま

賠瓜となった。

同日夕刊は「県民生活はマヒ状態宮城県沖地裟と

命名」「ガス，水道電気ストップ飲兵店など休

菜統出」「仙台駅発着ゼロ」「新幹線工事また大被

害」ボルト欠批走る亀裂，「石油ク｀ノクにもろ

さ，構内に原油流出」「逍路至るところ寸断」「倒

岐は東部に集中仙台」というように地盤軟弱地幣

に被宵が大きく集中した。

6月14日

「地震の後遺症深刻，復旧遅れる生活施設，死者

22, 不明 1, 仙台四都市ガス当分だめ，供給再聞

10日前後」「欠陥暴路対応に甘さ， 東北石油仙台

泄へ重油流出」マグニチュード 8の地震に耐えら

れるはずというクソクが亀裂したのである。

更に同日の 2• 3而では「弱点をさらす爾力設

備，耐裟設計なのになぜ仙台市の一部でなお停

鼈」としている。如何に地震ニネルギーの強大で

あるかに驚がくせざるを得ない。
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同じく同日 14, 15面では「ガス復旧500人勁員，

仙台一部地区に断水続く」「じっと我慢原始生活，

水枯れ， j＇.(IIifやみ， 2日目被災地疲れ果てた団地

住民」としている。

同日夕刊では「復旧遅れたいらだち，地霞から

3日目宮城県内15市町村で依然断水，ガス管やっ

と末端点検」

この日政府の宮城県沖地露対策本部調在団（団

長，桜内国土庁長官）が来仙，石油流出を起こし

た東北石油などを視察した。

またこの日，宮城県内被払H60億円を超すと発表

したが， 日を追って葛大な額となっていくのであ

る。

6 • 7而には「大半耐霰性に不安，第 2の東北石

祉1の恐れ」， また「人海戦術徹夜の警戒， 堺崩れ

た宮城刑務所」として麻さ 4メートルの外周の赤

レンガが60％以上も倒殷した状況を報じた。

「北根でアパート倒壊，どこまで統＜耐乏生活，

団地住民イライラ」

6月15日

「東北四県の地震被害額380億円超す」「都市ガス

などストップ統く宮城県内」「術島で震度4余霞

続く」「激拙災指定決定的， 政府調査団長宮城県

の被古語る」「宮城県沖地誕生産設備の被害統I;'

特にひどい製造業点検に追われ操業停止」「新たな

不安仙台，倒填や家屈の解体」

眼内版で1•ま「市ガス危険伴う復旧作業，供給管生

きた状態で点検，煤発や火災の恐れも，元栓閉鎖

厳守呼びかけ」として，東京ガスや他県の応援部

隊を合せ総勢 550人でガス管の破損探知作戦に全

力を挙げている。

「余震でまたダウソ開通直後の一関仙台間」「東

北石iliIクソクに亀裂流出」海上汚染なし，原因は

排水口開閉とびら構造に問題。

「なお200人が避難，仙台ガス復旧21日頃」「宮城

県被宮385億円」

6月16日

「早く水を，悲鳴をあげる 2万戸11市町，市内の

給水体制はほぽ回復仙台」

「さらばわが家撤去始まる倒壊寸前の民家 9戸出

入りに不気味なきしみ」として，二次災害の恐れ



が出ている緑ケ丘地区で撒去がはじめられた。

同日夕刊では「通jj)）の足復活，仙石線80数時問ぶ

り， 国鉄東北線も全通」「一部でガス供給開始仙

台」栄町地区 550戸が4日ぶり供給され， 台所の

火に見通しがついてきた。応扱部隊350人総勢877

人の総力によるものであった。

6月17日

「台所再び生命の火 5日ぶり市ガス込みあげるあ

りがたさ人海作戦復旧に追い込み」「仙台市ガス

局復旧作業 8プロックに分ける」復旧作業は，家

庭に直結した供給管，屋内配管の点検，修理と（共

給再開という最終段階にさしかかり 8つのプロッ

クに分けて進めている。「被災総額500億超す。死

者1人増え23人に」「余霞続くが小規模。仙台管

区気象台，東北大が見解，大揺れまずない終息順

調な推移」

「手抜き工事が佃い。仙台緑ケ丘住宅作業怠ビッ

チ」 4戸の解体終了土止め工事後足場をかため下

段の 5戸の解体作業が行なわれることになった。

同日夕刊では「打撃大きい東北新幹線被害前回を

上回る，高架橋に亀裂続出， 迫られる抜本的対

策」被古を受けたのは宮城閲［内のほぽ全線（総延

長124キロ）と1屈島県南の一部に建設されている

高架橋で，鉄筋コソクリート製の中問ハリにキ裂

の入ったところ50プロック (1プロックは約24cm

）ツュー（橋脚と橋げたの接合部分にあって緩衝

とけたを支える役目を果す＼の金具が折れ曲るな

どの被害170連（シューは一述1こ8個ついている）

が破損，電柱支持バリに亀裂120カ所に上った。

6月18日

「仙台緑ケ丘深刻避難住民増える二次災害市の対

策本格化」緑ケ丘の南斜而に造成された一丁目と

西側の三丁目が特にひどく，団地内のいたるとこ

ろに崩れかけた石垣や亀裂が生々しい傷跡を残し

ている。「広がる珀裂熊人の街おののくがけ崩れ

危険地帯仙台市緑ケ丘住民疲労でげっそり避雉勧

告だけの市に怒り」

また「こんなマンシ 2 ソに住めない仙台，売り主

に補修要求地霞被害のサニーハイツ入居者総会で

一致」市内高砂ll)マソション 14階建185世’iltは，
地霞で全部の排水施設が故lI衣， トイレ，炊事，洗

たくなど水の使用が全くできず，またドアが閉ら

ない状態が続いている。

6月19日
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「東北線平常に戻る。宮城県沖地震から一週間ガ

ス復旧はまだ 9%」11,500戸の供給再開。「宮城

即巾地裳深いツメ跡M7.5から学ぶ， 都市生活に

落とし穴もろかった公共施設」として，水遊，電

気，ガス，いわば現代の生活機能がシステム化さ

れ一つがやられると連鎖的にだめになってしまう

弱点を露呈したこと，東北石油コソビナートのク

ンク破損，新幹線の弱さなどを記者座談会におい

て指摘している。

「仙台市ガス地下配管修理際限なく，予想を超え

る被害，作業員疲労を押して出勁」同日夕刊「宮

城の地霞被害増える一方総額755億円超す」「ガス

全面復旧来月ズレ込む。留守も作業はばむ」

「ほぼ全家屋が破損。仙台市東部の農村地帯六郷

で全壊52棟」として六郷地区の沖野，上飯田，今

泉，井上など全壊52棟，半壊61棟，ほとんどの家

が一部を破損した。また「被害増大復旧に追いう

ち，新たに37戸は解体必要，仙台北根黒松解体し

ないと二次災害も」として，黒松団地では24戸が

被害を受けそのうち16戸は解体しないと二次災害

のおそれ， また双葉ケ丘では擁壁が崩れかかりそ

れを補修するため下の住宅6戸を解体しなければ

ならない状態，緑ケ丘では 9戸の他新たに16戸の

うち 5戸は早急に解体しないと二次災害のおそれ

がある。
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一般住宅被害は，仙台全域の中で局地的に集中。

緑ケ丘，北根黒松，六郷，七郷，長町，岩切など大

きな被害を受けている。

6月20日

「仮設住宅70戸建設，仙台市が被災者救済対策」

「30日メド全市供給仙台市ガス」「仙台市罹災証

明交付5,500件を超す。 8割が南消防署管内」「東

北大深刻な地霞の偽跡， 高性能装飴汀こ異常」研

究，実験，診療に支隙。 「ついに雨が被災者緊張

二次災害に徹夜警戒， 避難時は冷静な行動を」

「住民自主的に避雖不安な毎日に隠せぬ疲労仙台

緑ケ丘」同日夕刊には「地霞後遺症仕事も奪う，

遅れる操業再開東北金属一時離職を提案他製造業

にも余霞」「900億円超す。宮城県内の商工被害推

計」と被害額は増大，一方「仙台空泄滑走路西端

が陥没午後発泊の10便が欠航」

6月21日

「地震から10日やっと通水泉市南光台復旧長引か

せた民問水道，老朽 300カ所の破損，市への移管

期限切れて 1年以上」



6月22日

「宮城県沖地震首相全面援助を約束」「激甚災の

指定は当然山本知事政府に救済策陳俯」 「宮城・

福島の監視を強化，過去に連続発生予知連宮城県

沖地霞で統一見解」として，地囮予知連絡会（萩

原昭礼会長）は12日発生した宮城県沖地霰の検討

を行なった結果，宮城県沖地霞が発生した地域は，

歴史的にみると①続けて 2• 3回大きな地農が発

生している。②日本海溝（太平洋側）沿いに地裳

活動の空白地域があるとした。このことから同会

としては，宮城•福島両県東部を中心とした地域
を準特定観測地域として観測を強化し， illli批を行

なうなど監視を強める必要があるという統一見解

をまとめた。

「また強い余霞仙台で霞庶 3」 「放射性同位元素

溶液こぼれる，東北大地霞でピンが割れ科学庁調

査で明るみに」「問われる水道の民問管理（泉市南

光台）相次いだ不手際，県早急な市移管を指示」

「避難住民の心の支え，仙台仮設住宅の建設始ま

る」建設戸数70戸，長町七丁目東北特殊鋼の市有

地に50戸，同市西勝山第 3勝山団地の市有地に20

戸，プレハプ平屋建一戸当り部屋数 6 昼• 4昼半

・台所・トイレがついた 2DIく突貫工事で27日に

は一部完成。「仙台市ガス復旧率やっと25%，修

理難航作業日程ズり込む」

「またギクリ霰度3Iまだしで飛び出す。仙台緑ケ

丘中心に緊張，被害しまゼロ」

「シソボル望楼ついに解体仙台北消防署，地擬が

とどめを刺す， ピルの谷問隠居生活に難」「全戸

に残る地霰の傷跡，仙台市六郷，七郷地区半壊で

も新築が必要，嘆く住民だれも助けに来ない」六

郷支所の調ぺ，全壊52戸， 半壊61戸，管内 4,279

世帯すぺてがなんらかの被害をうけている。

6月23日

「雨で土砂崩れが続出，仙台地震披災の住宅地」

「宮城へ二次調査団，二次災審対策なお検討」

同日県内版では「越すに越されぬ北上川。地猿，

登米地方の橋を寸断，対岸まで遠回り，消防lliも

通勤者も混乱まるでパズル」

「警戒地域に44戸仙台緑ケ丘など 3地区すでに

1/4避雖」

地誕被災地に雨の追い打ち仙台で25ミリ，石垣各

地で崩落。

仙台住民の避難相次ぐ。人海戦術で補修，緑ケ丘

住民もバトロール。

「ガス復旧に人海作戦 13万4,000戸を訪問点検全

国各地から550人の助っ人」中誨と爆発事故に気

を配りながら，約5,000キロのガス管を対象として

人海戦術を展開している。応援部隊の主力は東京

ガスの130人で，県内ガス工事人 300人， 応援550

人，一日最高1,100人の作業員が動員されている。

「電算機罠度 5に参った計算はずれて混乱続出，

衝撃停電で動かず小型機ほど少ない故節」

「明治33年の大地霰メモ仙台の旧家で発見，運勢

膀に走り書，宮城県の被忠死偏17, 家屋全壊44」

6月24日

「集団移転制度適用も，国土庁長官が答弁，仙台

市緑ケ丘被害で参識院特別委員会宮城県沖地霰で

質疑復旧対策強く要望山本知事ら」

「地霞後遺症の被害41億円，肌内中小企業休業売

上げ減ガス欠の飲食店大打撃」

「仙台市ガス再開市中心部は今日」

「服役者の心しま揺れず地霙でのぞかせた人問の索

顔宮城刑務所家族思い泣き出す，規則違反減り平

静被災者気逍い寄金」刑務所の赤レ｀ノガの外墜が

崩れ落ちたが心配された混乱事態はなく，服役者

の行低の良さが見事だった。

同日夕刊「ガス供給50バーセソト超す，仙台復旧

作業繁嘩街に入る」この日まで 7万1,500戸， ょ

うやく 50％をこした。

「仮設住宅の補助望み蒲仙台，資産収入多過ぎる

大半の被災者，現実離れの災害救助法」 70戸の仮

股住宅を急いでいるが，当初予定していた災害救

助法による補助は望み蒲であることがわかった。

市はとりあえず全額市費負担でも建設を進めるこ

とにしているが，今後も多額の災害復旧費を強い

られる市財政にとって頭の痛い問題であることは

確か，図らずも時代遅れで現実離れした災啓救助

法の一面が浮き彫りされた形となっているとして

いる。

6月25日

「ガス再開にまた伏兵仙台，配管から水噴出旭ヶ

丘雖航する批入個所探し」「復旧作業胸突き八丁」

50％を超したというものの思わぬ伏兵で復旧が更

に遅れる。「ガス復1日は今月中全域は予断許さず

復旧一部難航供給6割に逹したが仙台」

「緑ケ丘救済二法を検討仙台市，国の援助で移転

決め手は住民の意思統一」

「地霞の後に火事6件仙台器具再点検呼びかけ」

「出た出たガスがボーナスサソデー商店街，息吹

き返す仙台中心部」 24~25日にかけて待ちに待っ
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たガスの供給が中央通りや一番丁に再開され商店

街はやっと本来の活気を取り）又した。

同日夕刊「物価1謡箆渡0' 生活物質横ばい，食パ

ソなど逆に値下り，宮城県が地震前後の比較」消

費生活モニクーを動貝して毎月 1回実施している

調在で，地霰後物質の値上りは全くなかった。

「50億の補正提案仙台市の災害復旧予算，ガスに

8億5,000万円」仙台市の 6月定例議会で災害復

旧費として，一般，特別，企業会計合わせて50億

4,200万円の補正予算案を追加提案した。一般会

計では道路，学校，市常住宅などの復旧工事費32

億円，農業，中小企業勁労者などの災宮特別融資

制度の融貿ワク拡大のための予託金 2俯．2,000万

円，災害扱設資金代し付けの原資 2億円など，企

業会計ではガス事業の応扱部隊の労務費，機械設

備費など 8億5,000万円， 水道事業の排水管，給

水管の破捐復旧などに 1億7,200万円， 特別会計

では下水道の復旧工事に 3億円，中央卸売市場の

復旧工事に 1億円がそれぞれ計上された。「地霞

保険全損以外は補債ゼロ，どんな豪邸も同じ」支

払い限度も家民240万，家財150万円。

6月27日

「激甚災指定商工関係だけか，雉しい公共土木彼

祝額店邸に逹せず，政府再び調在団きょうから二

次災忠対策検討」

「地震に強い都市造りを，建設省建築研究所防災

プロジェクトを発足へ，仙台を中心に具体策再発

に備え急ぎ着手」～

建第研の耐農工学のJnf',)家で組織した閲在団が 2

回にわたって被害の実態を調ぺた結果，地震の加

逃度は仙台市内で110~115ガルと中規模の猿皮だ

ったが，急激な都市開発のひずみで各所に人災と

もいえる予想外の被害がでた。旧市街地がほとん

ど無事だったのに比ぺ，地盤の悪い新典地では鉄

筋コソクリート追りのビルがつぶれたり，鉄骨造

りの建物の外壁が落下するなど，都市防災上早急

な対策を迫られる実態が[!I]らかにされた。

「新典団地は来月か，仙台ガス復IE［雨で遅れる」

～復旧率70%， 9万3,700戸に述したが， 市郊外

新典住宅地は 7月に持ち込まれる見込。

「私学の彼害25低円超す。宮城県沖地震校舎全壊

や地割れ，半数にツメ跡早く救済を」～東北工大

被害総額12億7,700万円。同大は三号館，五号館，

六号館などの内壁，外墜が大部分はがれ落ち鉄の

支柱が1luったり，体育館の天井しっくいも相当落

ちた。また仙台クイト服装専門学校が全壊した。

「マヒ続く宮城野貨物駅復旧進まぬ線路の地霞被
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害，引き受けストップ契約分トラックで出股かさ

む一方」

「東北南部の大雨続く，宮城県内に注意報被災地

は厳重管戒を」

6月28日

「宮城県沖地震学株にも大きなツメ跡，被忠額ほ

62億円，全県施設の 7割強壁落ち窓割れ」

「全壊批僻に 500万円， 仙台市の地震救済各種融

貨わく拡大」

「危険地，:作業者にも直任，仙台市復旧に協力申し

入れ，工法の欠陥が原因，宅造法以前道義の問題」

仙台市は二次災魯のおそれのある緑ケ丘，荒券源

新田，北根一念防を警戒区域に指定，今後の防災

対策として防災染団移転促進事業適用など検討。

「水道，ガス彼忠10億円超す，地霞扱助の制腐化

要塾仙台市」

市では水道，都市ガス施設に大きな被宮を受けた

が，これらの公営企業の災宙復旧費は，原則とし

て災宮腹旧企業偵で!iiiわれることになっている。

事t1『に応じて一般会計からの躁り出しは認められ

「ありがとうガス復旧応援仙台，全国の梢鋭延ペ

6,500人汗流し修理に献身作業ヤマ越す， きょう

第一陣帰る」

北は北海道，南は九州までの37社に及ぶ応援，主

なガス会社は東京ガスの 217人， 大阪ガスの146

人，東邦ガス（名古屈）の 119人， 西部ガス（九

州）の31人など，県内のガス工事者も加え一日当

り応援動員数600人に逹した。 28日西部ガス 31人

を皮切りに順次帰って行く。 30日には東京，大

阪，東邦の 3つの会社 110人を残し， ほとんどの

応扱部隊が帰る。

6月29日

「想像以上のひどさだ，地震被害第二次調査団視察

終る。早速手を打つ丹羽団長激甚災の方向で検討」

肌では指定基郡の緩和など強く吸望。

「青空に主婦腕まくり彼災地は黙々と補修」

やっと睛れた29日栂雨の中休み一斉にふとん，洗

た＜物がはためいた。

6月30日

「市ガス残るは 7,000戸応援部隊きょう引揚げ」

29日まで12万8,000戸でガス供給が再開され， 復

旧率92％となる。

「災災復1日対策室仙台市が近く設1位」緑ケ丘など

二次災告警成地区恒久救済に本腰」
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(1) 仙台市霞災対策本部：宮城県沖地震の概要
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(2) 仙台市震災対策木部：宮城県沖地震の報告

仙台，同本部，昭53.7.

(3) 河北新報社：＇ 78宮城県沖地霙その記録と

教訓．仙台，同社，昭53.6.

(4) 河北祈報社： 1978宮城限沖地霞 1ヶ月の報

道．仙台，同社，昭53.7.

(5) 仙台市市長室相談課：宮城県沖地霞特別相

談のまとめ．仙台，同課，昭53.6.（部内沢料）

(6) ピデオ・リサーチ：「1978年宮城県沖地霞

に関する世論調査の報告．

VIDEO RESEARCH DIGEST, 123号，昭53.7.

(7) 日経アーキテクチュア：建築研究所調査が

描き出した被害の実態と問題点（宮城県沖地震）

日経アーキテクチュア： 62(197S.8. 7)号， 46~55頁

(8) 守屋喜久夫：‘'砂上の楼欝l’'まざまざ・地盤

軽視の現実に警鐘一軟弱対策に建築・地質・地

震の総合研究を一（宮城県沖地霞）．日経アーキ

テクチュア： 63(1978.8.21)号， 48~53頁

防災

(9) 仙台市消防局：宮城県沖地霞の報告．

仙台，同局．昭53.6.

(10) 東京消防庁防災部防災課： 1978年宮城限沖

地震調在報告書．東京，同課，昭53.8.

(11) 吉田忠雄他：化学実験室の地震対策一宮城

県沖地震の教訓ー．

化学の領域： 32巻， 753~758直．昭53.10.

建築・設備

(12) 建築研究振典協会：塀・家具：ガラス等の

地霙対策案の作成報告書．東京，同協会，昭53.3.

(13) 建設省建築研究所： 1978年宮城県沖地罠被

害調査報告粛（速報）． 康京，建築研究振典協会，

昭53.6.

(14) 建設新聞社： M7.41978.G.12宮城県沖地

震．仙台，同社，昭53.7. 

(15) 志賀敏男：宮城県沖地いに遭遇し建築物を

考える．学士会会報： 741号． 23~32頁，昭53.10.

(16) 広沢雅也：宮城県沖Jtいにおける建物の被

害．建築技術： 325号， 95~9',(,昭53.9.

東北大学附属図書館

(17) 井上縛：宮城鼎沖地震における建物の被

害．建築技術： 325号， 101-112頁，昭53.9.

(18) 志賀敏男： 2月20日宮城県沖地霞の教える

もの．建築技術： 325号， 113-126頁，昭53.9.

(19) （日本建築学会）：最近の地震1こみられる諸

悴害について（昭和53年度日木建築学会秋季大

会予稿抄録）．建築雑誌： 1141号，45~46頁，昭53.9.

(20) 内山和夫：「6• 12宮城県沖地霞は麻度成長

時のヒズミを突いた」ー内山和夫氏（東北大教

授が語る建築防災工学の視点ー（聞き手：蜂谷

真佐夫）． 日経アーキテクチュア： 61(1978.7.24) 

号， 16~19頁，

(21) 志賀敏男：「都市直撃型」地霞の爪跡を見る

ー最大加速度 ‘‘I9''の記録どう生かすー（現地

報告•宮城県沖地震）．日経アーキテクチュア： 16

(1978.7.24)号， 35-39頁，

(22) 日経アーキテクチュア（田辺昭次） ：「玄関

が開かない！」・盲点だった‘‘唯一の避難口’'-

初体験の高層住宅が示す非構造への配應不足一

（現地報告・宮城眼沖地震）．日経7ーキテクチュ

ア： 61(1978.7.24)号， 40~45頁

(23) 日経アーキテクチュア（竹内章元） ：“十勝

沖’'以来の泣き所・せん断破壊，今回も一学校

建築三例の被害実態と建築計画ー（現地報告・

宮城県沖地霞）．日経アーキテクチュア： 61(1978.7.

24)号， 46~49頁，

(24) 日経アーキテクチュア：〔写真及び解説〕

（現地報告•宮城県沖地震）．日経アーキテクチュ

ア： 61(1978.7.24)号， 50頁，

(25) 飯塚五郎蔵：震度5に反省迫られた木造住

宅耐震性の証明一‘‘万ー＂のための重要ボイソト

はここに一（宮城訊沖地畏）．日経アーキテクチュ

ァ： 62(1978.8.7)号， 40~44頁，

本学関係

(26) 志賀敏男：宮城肌沖地震の建築物被害につ

いて．予防時報： 115号， 13-18頁，昭53.10.

(27) 吉川孔敏：地震災害の教訓（災害はいつど

こで起るか判らない）， 1~2.文教ニュース： 448 

号， 11~13頁，昭53.7.;449号， 9~10頁，昭53.7.

(28) 池上雄作：速報・化学実験室の地震．

化学と工業： 31巻， 558-560頁，昭53.

(29) 荻野博：宮城眼沖地震と化学教室．

ぶんせき： 1978.660-663頁，昭53.

489 



(30) 桜井英樹：地震と東北大学化学教室．

科学： 48券， 568~579頁，昭53.

(31) （現代化学）紺躯グループ：化学研究室と

地震．現代化学： 89号， 26~29頁，昭53.8.

(32) （化学と生物）紺集部：宮城県沖地霞と生

物・化学関連研究室．化学と生物： 16巻，519~522

頁，昭53.

(33) （東北大学附属図書館）：宮城眼沖地鹿と附

屈図書館．木這子： 3咎2号， 3~5頁，昭53.7.

(34) 東北大学附属図書館工学分館：工学分館お

よび学科図書室の地震被害並びにその対策．

仙台，同館，昭53.8.（部内資料）

(35) 長尾公可：地霞と図書館ー東北大学附属図

古館からの報告ー．大学図書館研究： 13号，昭53.

（掲戟予定）

新聞特集記事

(36) 座談会，どう生かす広域災害の教訓， 日木

金融通信： 2840号，昭53.8.28

その他，主要紙縮刷版

河北新報の昭和53年6月13日削］刊から 7月12日夕刊ま

での記事は，（4）に収録されている，

地震と地震動

(37) 岩崎敏男・川島一彦・常田毀ー：地猿の概

要（特集•宮城県沖地霰）．

橋梁と基礎： 42巻12号1~5頁昭53.12.

(38) 強農観測事業推進連絡会謡：強霰速報Nn15

-1978年6月12日宮城県沖地震ー桜村（茨城限）．

国立防災科学技術七ソクー．昭53.7.15頁付図 2枚．

(39) 気象庁観測部地製課：地農火山概況•Na171

(1978年6月）．東京．同課．昭53.7.15頁．

(40) 福島文男：地霰波の解析（特集•宮城県沖

地霰）．鉄追建築ニュース： 347号36~38頁．昭53.11.

(41) 鈴木次郎：宮城県沖地霞の特性（特集・日

本の災者）日本の科学者： 13巻634~640頁 昭53.12.

(42) 地裳学会：地誕学会講演予稿狼・昭和53年

度秋季大会 (1978,Nn 2. 

東京．地霞学会．昭53.10.179頁．

日時：昭53.10.11~53.10.13

場所：名古屋大学教狼部

（内関係分）

(43) A04:海底地設計による宮城県沖地殿の余

震観測 •II

一胄業山観測網で決められた簑源位

樅との比絞一松ill]充宏他

(44) A29 : 1978年6月12H宮城県沖地震の通1酋

調在，茅野一郎
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(45) A30：宮城県沖地霞と隣接地域への影響に

ついて，平岩幸雄

(46) A31：海底地霞計による宮城県沖地震の余

震観測． l, 山田敏他

(47) A32 : 1978年宮城県沖地震ー余震観測ー，

増田徹他

(48) A33 : 1978年宮城県沖地震ー余霰のスペク

トル解析ー，武村雅之他

(49) A34 : 1978年 6月12日宮城県沖地震・速

報，海野徳仁

(50) A35 : 1978年 6月12日宮城県沖地震の余震

の媒源分布，海野徳仁

(51) A36 : 1978年 6月12日宮城県沖地製の発生

機構，湘野徹三他

(52) A37:宮城即,,に予想される地震につい

て，瀬野徹三

(53) A38：深発地霞而に沿う地骰破壊の伝播

一宮城県沖地簑ー，南裳昭三郎
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(57) A45：最近の東北地方の顕著な地誕活動，
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(58) A56-l：地旋予知の可能性と測定方法
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地霞〕ー地中水乎地鼈位，地中垂直

地電位測定について一その 1

川口正人
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敢大加速度，平沢朋郎他

(61) C40：強挺の主要動の継続時間，吉田 弘
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(62) 気象庁： 1978年宮城県沖地震調在報告．
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(63) 応用地質調査事務所・捕和研究所：
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仙台．同部．昭53.8. 138頁
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和53年6月12日宮城肌沖地裟災害記録．

仙台．同所．昭53. 11頁

(67) 宮城県： 1978年宮城関し沖地擬災害概況
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害ー現地調査報告ー．桜村（茨城限）国立防災科学

技術セソクー．昭53.10. 82頁．（主要災害調在第
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土木学会誌： 63巻9号82~87頁．昭53.8.
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(75) 柳沢栄司： 1978年宮城即・，ト地震による被唱
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鉄逍建築ニュース： 347号． 6~8頁．昭53.11.
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ーグラピア・グラビア）・

近代消防： 16巻13号． 91~96.179~186頁．昭5£.12.

(81) 日本建築学会構造探準委員会： 1978年宮城

県沖地霞災害調査報告．

建築雑誌： 93集． 1144号． 33~47頁．昭53.12.

(82) 土木学会東北支部 1978年宮城県沖地震調

査委員会： 1978年宮城県沖地霰報告．

土木学会誌： 63巻13号． 56~70頁．昭53.12.

(.83) 文部省特別研究・自然災宮科学総合研究班

：第15回・自然災害科学総合ツソポジウム講油

論文集．〔稲岡．同班．昭53.J622頁

日時： 1978.10.20~10.21

場所：九州大学工学部・農学部

（内関係分）

(84) Nu 4 : 1978年宮城県沖地誕について，

佐武正雄

(85) Nu 49：仙台市都市固の地盤の安定性に関

する地質学的研究，北村信他

(86) No 99：宮城限沖地霰のアソケート調査に

よる霞度について，三浪俊夫他

(87) NnlOO : 1978年6月12日宮城県沖地製の通

信調査による被害・霞度等の分布，

茅野一郎

(88) NolOl：地霞に伴う人問行動を中心とした

調査ー1978宮城県沖地震一，

大橋ひとみ・太田 裕

(89) No102 :宮城県沖地緞による被宮・震度分

布の特徴，村井勇

(90) No103 : 1978年6月12日の宮城県沖地震に

おける地盤災害ー主として液状化現

象について一，陶野郁雄他

(91) Nn104：丘陵地の宅地造成と地霰被宮

-1978年宮城県沖地総における仙台

付近の例ー，田村俊和他

(92) No105：宮城県沖地霰にみられた地盤と構

造物の震害について

ー仙台市卸町地区の場合ー，

嫌田輝男・小堀鐸二

(93) No106 : 1978年宮城県沖地震による建熊構

造物の被害．中村武他

(94) Nn107 : 1978年宮城県沖地霞災宵調在•そ

の1

ー加述裳分布と橋梁の被沓ー，

古川浩平他

(95) No108 : 1978年宮城県沖地製災害調在•そ

の2

―河川堤防． i巷湾構造物の被唐ー，

佐藤忠信他
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(96) N•l09 : 1978年宮城県沖地農における泄湾

災害について，

西沢勝・岩崎敏夫

(97) NnllO : 1978年宮城県沖地霞による仙台市

の都市供給施設の霞害とその復旧，

増井由春・片山恒雄

(98) Nnlll :宮城県沖地震被害報告

ーガス・水道管などの被害と土地条

件一，小林芳正他

(99) No112 : 1978年宮城県沖地ぼこによるガス埋

設管の被害について，

岸野佑次他

(100) Noll3:宮城限沖地胆による上下水逍施設

の被習調査，石橋良侶他

(IOI) Nul94 : 1978年宮城県沖地囮に伴った津波

について，

真野 明・岩崎敏夫

建築・設備

(102) 建設省建築研究所：建築設計・施行上の問

題点を提起ー地震被害調査結果より一（宮城県

沖地誕の総括）．

近代梢防： 16巻13号． 133~147頁．昭53.12.

(103) 日経アーキテクチュア（細野透） ：地震後

で注目の構造分科会ー前面に踊り出た社会・経

済的視点での言及（日本建築学会秋季大会に拾

う）． 日経アーキテクチュア： 69(1978.11.13)号．

47~50頁．

(IOI) 本）切刃造：「非構造部材」の耐裟性一宮城

県沖地猿のもうひとつの教訓ー．

日経アーキテクチュア： 67(1978.10.16)号． 143頁．

(105) 内山和夫：宮城県沖地霞を思う．

東北大学学報： 993号． 9~11頁．昭53.10.

(106) 広沢雅也他： 1978年6月12日宮城県沖地

霞による建築物等の被宮ーその 2-

建築技術： 327号． 83~106頁．昭53.11.

(107) 渡部 丹： 1978年宮城県沖地震の被害につ

いて・速報．

施エ・建築の技術： 147号． 19~28頁．昭53.8.

(108) 材野縛可・楢山知見：宮城県沖地霞・レボ

ート．新建築： 53務9号． 110-112頁．昭53.8.

(100) 野村設郎•井口道雄： 1978年宮城肌沖地霞

による建築被害をみて（速報・宮城県沖地裳）

建築界： 27務8恐． 30~38頁．昭53.8.

(110) 谷貿信：あいつく•地拠の建築被害とその

反省．建築界： 27咎8号． 26~29頁．昭53.8.

(lll) 北沢 章・大熊勝1f：仙台市内の建物被忠

（特集•宮城県沖地震）．

鉄道建築ニュ～ス： 347号． 17~19頁．昭53.11.
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(112) 内池準：仙鉄局管内の建物被害（特集・

宮城屎沖地簑）．

鉄道建築ニュース： 347号． 20-22頁．昭53.11.

(113) 巡田常雄・国弘仁：仙台鉄道管理局庁舎建

物の応答解析（特集•宮城県沖地霞）．

鉄逍建築ニュース： 347号． 38~40頁．昭53.11.

(IJj) 町田重美・山岡英明：仙台迎転所（特集・

宮城県沖地震）．

鉄道建築ニュース： 347号． 28~30頁．昭53.11.

(115) 加藤仁：長町査材倉庫（特集•宮城県沖

地震）．

鉄道建築ニュース： 347号． 30~33頁．昭53.11.

(116) 山田一信：東北鉄道学園寄宿舎（特集•宮

城県沖地震）．

鉄道建築ニュース： 347号． 33~35頁．昭53.11.

(117) 原 弘道・谷井和男・小野晴美：仙台駅と

高層アパート（特集•宮城県沖地農）．

鉄道建築ニュース： 347号． 23~27頁．昭53.11.

(118) 金谷紀行： 1978年6月12日宮城県沖地霰に

おける木造建物の被忠．

建築技術： 327号． 109~120頁．昭53.11.

(119) 大平成人： 1978年宮城県沖地霞の教えるも

のー特に地盤災害について一．

土と甚礎： 26咎9号． 1～2頁．昭53.9.

(120) 中田 翡：宮城県沖地擬による仙台市周辺

の家屋被宮と地形・速報ー地簑現撓の把拙のた

めに一．

地理： 23咎9号． 87~97頁．昭53.9.

(121) 空気調和・衛生工学会宮城県沖地霰被害調

在団： 1978年宮城県沖地裟設備被害調査報告速

報．

空気調和・術生工学： 52咎． 825~832頁．昭53.9.

(122) 木内俊明：設備被古にもまざまざ・やるペ

きこと軽視のむくい一翡架水槽設備股器に邸盤

の弱さ目立つー（宮城県沖地霞）． 日経アーキテ

クチュア： 64(1978.9.4)号． 118-122頁．

(123) 板硝子協会：ガラスの破損調査結果と今後

の対策（宮城県沖地簑の総括）．

近代消防： 16咎13号． 148~153頁．昭53.12.

(12・I) 田代侃•四戸英男：宮城県沖地露による

塀の被害の総計的調在報告（日本建節学会東北

支部昭和53年度第一回研究発表会）．

日本建築学会東北支部研究報告染： 32号． 85~88頁．

昭53.11.

(I店） 田中礼治： 1978年6月宮城県沖地霰におけ

るコソクリートプロック整の被害と今後の対策

について一特にガソリソスクソドの防火コソク

リートプロック墜について一（日本建築学会東

北支部昭和53年庶第一回研究発育会）．



日本建築学会東北支部研究報告染： 32号． 89~92頁．

昭53.11.

(l26) 東京大学工学部建築学科，東京大学生産技

術研究所，千漿大学工学部建築学科，合同調森

団： 1978年6月宮城限沖地震による学校建築の

被害概況調査報告，［東京）．〔東大・工学部建築学

教室〕．昭53.7. xH, 214頁．

(l21) 田中礼治：年6月1978宮城県沖地震におけ

る仙台市内の小・中学校の被筈調在および今後

の問題点について一その 1-（日本建築学会束

北支部昭和53年度第一回研究発表会）．

日本建築学会東北支部研究報告集： 32号． 93~96頁・

昭53.11.

(l2!) 田中礼治・大芳賀義喜： 1978年6月宮城閲し

沖地霞における仙台市内の小・中学校の被宵調

査および今後の問題点について一その 2-（日

本建築学会東北支部昭和53年度第一回研究発表

会）． 日本建築学会東北支部研究報告集： 32号． 97~

100頁．昭53.11.

(129) 田中礼治・大芳賀義喜： 1978年6月宮城県

沖地雅における仙台市内の小・中学校の被杏調

査および今後の問題点について一その 3-（日

本建築学会東北支部昭和53年貶第一回研究発表

会）． 日本建築学会東北支部研究報告鋲 32号． 101

~103頁．昭53.11.

(l30) 日経アーキテクチュア（久留宮金ー） ：見

せた虚算横耐製の後進性・「固定」「移動」両説

が対立ー地震で転倒，‘‘福島事故’'に見る廿え

の構造ー（宮城県沖地裟）．日経アーキテクチュア

: 65 (1978.9.18)号． 34~38頁．

(131) 寺沢康夫：宮城県沖地震でぐらりコ・ノピュ

ークのツョック貶一こんなにある地霰災害で改

めて問われる安全性に関する問題点ー

学芭コソビューク： 9巻10号． 28~31頁．昭53.10.

ライフライン

(132) 仙台市ガス局：ライフライソ（電気・水道

・ガス）被忠の実態一都市型地旋の諸問題を提

起ー〔宮城県沖地製の総括),

近代消防： 16巻13号． 99~107頁．昭53.12.

(133) 仙台市水追局： 1978年宮城県沖地誕による

被宝とその対策の記録．

仙台．同局．昭53.10.58頁．

(13!) 鈴木繁：宮城県沖地霰による水道旋設の

被害について．

公衆衛生情報みやぎ： 22号． 16~20頁．昭53,10.

(l35) 栗原宗人・安藤茂：宮城肌沖地霞による

下水道施設の被宵．

土木技術資料： 20巻． 549~554頁．昭53.11.

(136) iili商産業省ガス事業大都市対策調査会地震

対策専門委員会：宮城県沖地震ガス施設被古調

査報告粛．

〔東京）．同委員会．昭53.12.118頁

通信

(137) 日本電信爾話公社東北電気通侶局仙台統制

電話中継所：マグニチュード7.4-'78宮城県沖

地製の記録ー．

仙台．同所．昭53.11.106頁．

交通

(138) 谷内田昌煕：宮城県沖地殷による梱梁の被

害と復l11ー鉄道の部ー（特集・地震災宮，耐霞

対策）．

橋梁： 14務10号 2~10頁昭53.10.

(139) 宮崎修輔：逍路および鉄道における被害状

況ー鉄道の被害と復旧ー（特集•宮城県沖地

霞）．

橋梁と基礎： 12巻12号． 14~19頁．昭53,12.

(110) 山本茂樹：宮城『ん沖地網による橋梁の被習

と復旧一道路の部ー（特集・地震災杏，耐霙対

策）．橋梁： 14巻10号． 11~16頁．昭53.10,

(14l) 山本茂樹・納 宏：宮城県沖地旋と直轄

国追の管理．

道路： 451号． 36~38頁．昭53.9.

(142) 納 宏：道路および鉄道における被宵状

況一直轄国道の被習と復旧ー（特集•宮城県沖

地裳）．

橋梁と甚礎： 12巻12号． 6～13頁．昭53.12

(143) 児島啓三：道路および鉄道における被宮状

況ー麻速道路の被害と復旧ー（特集•宮城県沖

地憐）．

橋梁と茄礎： 12巻12号． 20-26頁．昭53.12.

(144） 中沢キ仁：宮城県沖地簑に考える

土木技術資料： 20巻． 441~442頁．昭53.9.

(145) 建設省東北地方建設局道路部：宮城限沖地

挺を顧みて・座談会．

とうほく・建設月報： 9巻． 338-348頁．昭53.9.

(146) 建設省東北地方建設局仙台工事事務所：昭

和53年6月宮城県沖地裟ー地媒災 体験速報一

仙台．同所．昭53.6.41頁．

(141) 岡本舜三：宮城肌沖地殿と耐震設計基郡の

再検討（巻頭言）．

橋梁： 14巻10号． 1頁．昭53.10.

(118) 藤本俊郎：道路および鉄道における被害状

況一宮城県における橋梁被害ー（特集•宮城県

沖地震）．

橋梁と基礎： 12巻12号． 26-32頁．昭53.12.
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河川・海岸•砂防施設

(149) 渡辺重幸：宮城県沖地霞と河川災害，

河川： 387号． 17~27頁．昭53.10.

(150) 建設省東北地方建設局河川部： 1978年宮城

原沖地殷直轄河川関係災害概要報告．

とうほく・建設月報： 9巻． 406~418頁昭53.10,

(151) 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務

所： 1978年 6月12日宮城県沖地震による河川構

造物等被害状況・写真集．

石巻．同所．昭53.7..108頁．

商工・金融業

(152) 志賀敏男他： 1978年宮城県沖地擬におけ

る仙台卸売商業団地の建物全数被害調査一その

1-（日本建抱学会東北支部昭和53年度第一回

研究発表会）．

日本建築学会東北支部研究報告集： 32号． 105~108頁

昭53.11.

(153) 志賀敏男他： 1978年宮城県沖地誕におけ

る仙台卸売商業団地の建物全数被害調査ーその

2-（日本建築学会東北支部 昭和53年度第一

回研究発表会）．

日本建築学会東北支部研究報告媒： 32号． 109~112頁

昭53.11.

(154) 志賀敏男他： 1978年宮城県沖地誕におけ

る仙台卸売商業団地の建物全数被也調査一その

3-（日本建築学会東北支部 昭和53年殷第一

回研究発表会）．

日本建築学会東北支部研究報告媒： 32号． 113~116頁

昭53.11.

(155) 宮城県：東北石油僻仙台製油所流出油事故

の概要ー1978年宮城県沖地霰ー．

仙台．宮城県総務部消防災課．昭53.11. 62頁．

(155) 宮城県商工労働部工業立地調整課： 1978年

宮城県沖地畏による高圧ガス施設等被害概況．

仙台．同課．昭53.10. 25頁．

(151) 七十七銀行総務部：「1978年宮城県沖地農」

の概要と当行の被害および対応について．

仙台．同部．昭53.10. 42頁．

農林・水産業

(158) 仙台市経済局農林部農政課：宮城県沖地擬

への対応策総まとめ．

仙台．同課．（部内資料）

(159) 仙台市経済局農林部農政課：宮城県沖地霰

に伴う農家関係被害状況．

仙台．同課．（部内資料）
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教育・研究

(160) 宮城県・宮城限教育委員会： 1978年宮城県

沖地震一わたくしたちの体験記ー．

仙台宮城県総務部宮城県沖地霞災復典対築室．宮城県

教育委員会教育庁行政課．昭53.11. 43頁．

(161) 日本物理学会誌絹集委員会：宮城限沖地

震と東北大学の被害状況一座談会・地誕と大

学ー．

日本物理学会誌： 33巻． 863-872頁．昭53.10.

(162) 櫻井英樹：宮城県沖地農と東北大学の被害

状況ー理学部化学教室の場合ー．

日本物理学会誌： 33巻． 861-863頁．昭53.10.

(103) 池上雄作：化学実験室の地霞対策一宮城沖

地提の教訓lを生かして一．

化学ど工業： 31巻． !001-1005頁．昭53.!2.

U6!) 大塚泰一郎：宮城県沖地襲と東北大学の被

害状況ー理学部物理教室の場合ー．

日本物理学会誌： 33巻． 859-861頁．昭53.10.

(165) 森田 右：地震の被害（宮城県沖地霰•そ

の時アイソトープ施設は？）．

Isotope news : 289号． !8頁昭53.7.

(166) 塩川孝信：地震との遭遇（宮城県沖地震・

その時アイソトープ施設は？）．

Isotope news : 289号． 18頁昭53.7.

(167) 山田 正： 3 つの教訓（宮城県沖地震•そ

の時アイソトーブ施設は？）．

Isotope news : 289号． 18-19頁．昭53.7. 

(168) 金友高史：ドラムが踊る（宮城県沖地震・

その時アイソトープ施設は？）．

Isotope news : 289号． 19頁．昭53.7.

(169) 斎藤勝：マグニチュード 7.5体験・費重

な教訓（宮城凩沖地霞•その時アイソトープ施

設は？）．

Isotope news : 289号． 19頁．昭53.7.

(170) 桜井伝：＇ 78宮城県沖地猿と図忠館．

ぴぶろす： 29巻． 218-226頁．昭53.IO.

(35) 長尾公司：地震と図書館ー東北大学附属図

書館からの報告ー．

大学図粛館研究： 13号． 33~46頁．昭53.11.

(171) 宮城限教育委員会：忘れまい，あの日のこ

とをー1978年宮城県沖地霞ー〔写真集〕．

教育宮城： 28巻7号． 1～4頁．昭53.IO.

C172) 平沢朋郎：宮城県沖地簑に学ぶ（特集•宮

城県沖地擬に学ぶ）．

教育宮城： 28巻7号． 12-17頁．昭53.10.

(113) 仙台市立鹿野小学校：臨時休校とその対策

（特集•宮城県沖地猿に学ぶ）．

教育宮城： 28巻7号． 18-19頁．昭53,10,



(174) 宮城県立ろう学校：アソケート調査に見る

聴覚障害児の体験（特梨•宮城県沖地箆に学

ぷ）．

教育宮城： 28巻7号， 20~21頁，昭53.10.

(175) 仙台市立図南高等学校：生徒の心理状態

とパニックの抑止（特集•宮城肌沖地震に学

ぶ）．

教育宮城： 28巻7号． 22~24頁，昭53.10.

(176) 泉市立南光台小学校：平常授業への努力と

避難訓練（特集•宮城県沖地裟に学ぶ），

教育宮城： 28巻7号． 25~27頁，昭53.10.

(177) 小林正美：取材を通じて惑じたこと（特集

•宮城県沖地霞に学ぷ）．

教育宮城： 28巻7号． 28~29頁．昭52.10.

(178) 浅野芳樽：二号校舎さん，さようなら（特

集•宮城県沖地囮に学ぶ）．

， 教育宮城： 28巻7号 29~30頁，昭53.10.

(179) 大井川昭廣：全壊したわが家（特集•宮城

県沖地霙に学ぶ）．

教育宮城： 28巻7号． 30~31頁．昭53.10.

(180) 佐藤昌市：その時，学校にいた私は•…••

（特集•宮城県沖地簑に学ぶ）．

教育宮城： 28巻7号． 31~32頁．昭53.10

(131) 有川佳子：万ーの備え（特集•宮城県沖地

展に学ぶ），

教育宮城： 28池7号， 32~33頁，昭53.10.

(182) 宮城県教育庁保健体育課：学校における地

霞対策（特集•宮城肌沖地簑に学ぶ）．

教育宮城： 28巻7号． 34~37頁．昭53.10.

(1&3) 宮城肌教育庁行政課：公立教育施設の被害

と復旧状況（特集•宮城県沖地震に学ぶ），

教育宮城： 28巻7号． 38~40頁．昭53.10.

医療・社会福祉施設

(181) 藤咲 遥：宮城県沖地震医療関係調査の概

要・
公衆衛生情報みやぎ： 21号． 21~24頁．昭53,9.

(185) 上林三郎・倉持一雄：被災病院ほどう対処

したか・宮城県沖地震被害病院を回って（宮城

県沖地罠レポート）．

日本病院会雑誌： 25巻9号． 21~29頁．昭53ふl

(186) 日経メディカル：家具・機器の固定をしっ

かり一防火の基本は火災報知器の設脱ー（地擬

・火災対策）．

・日経メディカル： 7巻12号． 100頁．昭53.10.

(187) 長浜正雄：地囮がきたらまず患者の安全を

ーボ｀ノペや消火器の既き場所に注意ー（イソク

ビュー）．

日経メディカル： 7巻 9号． 12~15頁．昭53.8.

(188) 森泰明：宮城県沖地霙を体験して．

公衆衛生情報みやぎ： 21号． 19~20頁．昭53.9.

(189) 白取剛彦・斉藤紀行：宮城県沖地霰（体験

記）．

公衆衛生俯報みやぎ： 21号． 18~19頁．昭53.9.

(190) 吉田ますよ：看誨戦は反射的に息者のもと

へ一宮城県沖地擬の体験から一．

府護： 30巻9号． 84~86頁．昭53.9.

(191) 府渡〔絹集委員会〕 ：宮城県沖地霰の体験

に学ぶ．

府設： 30巻9号． 口絵 1~7頁．昭53.9

(192) 大石よ志い他：宮城肌沖地拠と保健婦活

動．

活護： 30巻 9号． 81~83頁．昭53.9.

(193) 及川芳枝：宮城県沖地霞と保健婦活動．

公衆術生1府報みやぎ： 21号 17~18頁．昭53.9.

防 災

(194) 宮城県総務部： 1978年宮城県沖地霞防災懇

談会の概嬰．

仙台．同部．昭53.11. 24頁．（内部資料）

(195) 仙台市消防局：宮城県沖地雲の報告一震災

対策の概要ー（宮城限沖地碇の総括）．

近代澗防： 16巻13号． 41~68頁．昭53,12.

(196) 仙台市消防局：地煤発生と同時に全消防カ

をあげて対処（宮城県沖地震の総括）．

近代消防： 16巻13号． 69~90頁．昭53.12.

(197) 仙台市南自術消防辿絡協謡会・仙台市危険

物安全協会南支部：防災担当者からみた霞災の

哭態と問題点・ 1978年宮城県沖地震（裳災座談

会から）．

仙台．同協議会・同支部．昭53,11. 48頁．

(198) 仙台市南自衛消防連絡協議会・仙台市危険

物安全協会南支部：いかに恐ろしいか．／地霞に

よる都市災害・ 1978年宮城県沖地胆一防災担当

者から見た擬災の実態と問題点ー（座談会）．

近代消防： 16巻13号． 108~132頁昭53.12.

(199) 大澤肝他：見たり I≫]いたり宮城県沖地

霞（座談会）

予防時報： 115号． 30~40頁．昭53.10.

C苅0) 近代消防：公共施設の防災計画と霞災対

策．

近代消防： 16巻13号． 361~421頁．昭53.12.

内容：東京瓦斯K.K．日本電信電話公社． 東京霞力

K,K. 日本国有鉄道．帝都高速交通営団． 東京都交

通局．東京モノレールK.K. 首都高速道路公団． 日

本道路公団．東京都水道局．日本赤十字社． NHK.
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市民生活

(20!) 日経アーキテクチュア：都市の生命線が守

れた仙台‘‘ふんばり’'の秘密はどこに一建研調

査が描く「 1ヶ月の揺れ」と災害の全体像（宮

城県沖地霞）．

日経アーキテクチュア： 68(1978.10.30)号． 84-90

頁．

(202) 昨しの手帖社：地霰一宮城県泉市焦松団地

336戸の場合ー．

葬しの手帖： 56号． 5～20頁．昭53.10.

報道

(203) 品野春人他：宮城鼎沖地猿報道を顧りみ、

て・仙台民放四社座談会（特集・地挺報逍）．

民放： 8巻9号． 4~13頁昭53.9.

(204) 田村紀雄：災雹と地域放送一宮城沖地設に

巡遇して一．

放送批評： 117号(12巻）． 30~33頁・昭53.7.

(205) 小沢 爽：「安心報道」という標的一宮城

限沖地震とラジオー．

放送文化： 33巻10号． 24~29頁．昭53.10.

(206) 柳川喜郎：地囮予知俯報の特徴と放送媒体

の対応（特集・地製報道）．

民放： 8牲9号． 18~23頁．昭53ふ

(201) ）U田孝昭：余震俯報事件と社会心理一俯報

の特異性と放送の役割ー．

民放： 8巻9号． 24~28頁．昭53.9.

(208) 東北放送技術局・放送実施局：宮城県沖地

震における放送設備の被宵状況（特集・地震報

逍）．

民放： 8巻9号． 14~17頁．昭53.9.

(201) NHK東北本部技術部：宮城県沖地裟にお

ける放送設備の被害とその対策・ 1.

放送技術： 31牲． 899~903頁．昭53,11.

(210) 東北放送技術局：宮城県沖地霞における放

送設備の被宮とその対策・ 2.

放送技術： 31巻． 904~907頁．昭53.11.

世論調査

(211) NHK批論調在所 •NHK東北本部： NH

k世論調査「宮城県沖地震」．

仙台． NHK東北本部．昭53.7. 22頁．

(212) 邸宮義雄・杉山明子：調査有効サソプ）レの

精庶ー全国視聴率•宮城県沖地設調査ー．
文研月報： 28巻11号． 34~40頁．昭53.lL

(213) 宮城県広報課：「1978年宮城肌沖地霙」ア

ソケート調査結果の概要．

仙台．同課．昭53.7. 103頁．
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(211) 宮城県広報課：その時， 91バー七ソトの人

が歩行不能に一県民行動アソケート調在の概

要ー（宮城県沖地霰の総括）．

近代消防： 16巻13号． 154~171頁．昭53.12.

(215) 安田昭治：「1978年宮城県沖地震」を県1ま

どううけとめたかー地霞アソケート調在結果か

ら一．

都逍府県展望： 241号． 40~45頁．昭53.10.

(216) 東北工業大学工学部建築学科佐賀研究室，

仙台市消防局北・南消防署：宮城貼沖地霞に関

する調査ー第 1回集計結果ー．

仙台．同研究室・同署．〔昭53〕・ 18頁．（部内賓料）．

行政

(217) 萩原尊證：地震予知について（国の大地霰

対策）．

近代梢防： 16務13号． 172~178頁．昭53.12.

(2lt) 国土庁：予知， 9j［前等の震災対策と今後の

課題（国の大地擬対策）．

近代梢防： 16巻13号． 187~192頁．昭53.12.

(219) 測地学審議会：短期地囮予知の実用化に本

格的に沿手一第四次地裟予知計画案ー〔国の大

地裳対策〕．

近代消防： 16咎13号． 196~205直．昭53.12.

(220) 消防庁：霰災対策の視況一沢料編付ー（国

の大地震対策）．

近代消防： 16巻13恐． 212~360}1.昭53.12.

(221) 国土庁：大規模地震特別措1趾法と震災対策

（国の大地霰対策）．

近代消防： 16巻13号． 193~195頁．昭53.12.

(222) 藤井追也：道路の防災・霙災対策について

〔国の大地震対策).

近代梢防： 16器13号． 206~210頁．昭53.12.

(223) 宮城県：地震災忠復旧の手引．

仙台．同県．昭53.6. 28頁．

追加

(22!) 宮城県広報協会： 1978年宮城県沖地霰．

みやぎ・グラフ： 3粉2号． 3~13頁．昭53.6.

(225) 科学朝日（鈴木俊策） ：裟度 5に弱かった

研究施設（トピックス）．

科学朝日： 38巻9号． 32~33頁．昭53.9.

(226) 竹内 均：地霰予知より井戸の整備を．

科学朝日： 38巻9号 81~86頁．昭53.9.

(22!) 西田哲夫：宮城県沖地雲による下水道施設

被害速報．

下水道協会誌： 15巻171号． 76~80頁． IIB53.8.

(22!) 安田昌司：宮城県沖地震をふりかえって．

鉄道線路： 26巻． 507~510頁．昭53.10,



(229) 河北年鑑：宮城県沖地霞・特集．

河北年鑑：昭和54年版． 63~73頁．昭53.11.

(130) 奥津春生：宮城県沖地震の被害状況と地盤

特性．

土と基礎： 26巻12号． 11~17頁．昭53.12.

(131) 志賀敏男：宮城県沖地震における建築物の

被筈．

土と基礎： 26巻12号 19-24頁．昭53.12.

(132) 河上房義・浅田秋江・柳沢栄司：宮城県沖

地震における盛土の被害．

土と基礎： 26巻12号． 25-31頁昭53.12.

(133) 原田秀雄： 1978年宮城県沖地鹿．

気象： 257号 10-12頁．昭53.9.

(23!) 建設省建築研究所：宮城県沖地裳による被

害の実態．

カラム： 71号． 4 ～40頁．昭54.1.

(135) 近代消防： M7.5の恐怖．／ 死傷者1,199人

-1978年宮城県沖地裳ー（カラーグラビア）．

近代消防： 16巻8号． 139-141頁．昭53.8.

(236) 近代消防：東日本に大地震 •M7.5 各地で

被害続出ー1978年宮城肌沖地霰の被害概況一

（速報）

近代消防： 16巻8号． 129-132頁．昭53.8.

(131) 全国加除法令出版株式会社東北支社：予想

外の被害続出．／ 恐怖の都市型災害ードキュメ

ソI・.宮城県沖地農ー．

近代消防： 16巻8号． 133-138)!(．昭53.8.

（磁） 近代消防：宮城県沖地震ーその時私は•••一

（ミニミニ・イソクビュー）．

近代消防:16巻8号． 151-153頁．昭53.8.

(139) 川越昭：宮城県沖地震に思う．

近代消防： 16巻8号． 154-157頁．昭53.8.

(210) 四柳 修：宮城県沖地震について（校長随

記一思いつくままに・ 17).

近代消防： 16巻8号． 158-161頁．昭53.8.

(211) 建設省東北地方建設局営繕部： 1978宮城限

沖地襲の被害と教訓ー仙台市とその周辺ー．

東京．（社）営繕協会．昭53.11..138頂

(212) 気象庁仙台管区気象台： 1978年宮城県沖地

震に関する地裟津波速報．

仙台．同気象台．昭53.6.21頁．付正誤表．昭和53年

防災業務実施状況報告． 2号）

(213) 気象庁仙台管区気象台技術部調在課紺：

1978年宮城原沖地簑の体験と教訓（特集）．

東北技術だより： 94号． 1～41頁．昭53.9.

(211) 日本鋼構造協鋼構造物震害対策調査団：

1978年宮城1Jj¥沖地震による鋼構造物の被害調査

報告．

日本網構造協会誌 ()SSC) : 14巻153号． 1～56頁．

昭53.9.

(215) 大島和義：宮城県沖地猿被者を見て（二つ

の目， Nu12). 

公共建築 (pb):20巻2号． 66頁．昭53.11.

(2!6) 中本 至：最近の天変地異と災者の発生

ー特に宮城県沖地震をかえりみて一．

建設月報（建設省広報） ：31巻 8号． 23~33頁． 昭

53.8. 

C加） 上田康二：宮城県沖地裟の教訓．

建築士： 27巻3l2号． 7頁．昭53.9.

(218) 〔建築士紺集部〕 ：宮城県沖地製の教える

もの・座談会．

建築士： 27巻312号． 8～l4頁．昭53.9.

（加） 飯塚五郎蔵：宮城県沖地震による被害建物

の記録（仙台）．

建築士： 27巻312号． 35~39頁．昭53.9.

(250) 気象庁仙台管区気象台：仙台管区屎常気象

報告 •58号．

仙台、同気象台．昭53.8. 16頁．

(251) 日本国有鉄道 構造物設計事務所：＇ 78宮

城県沖地霰鉄道被害状況（グラフ）．

構造物設計資料： 55号．グラフ．昭53.9.

(252) 日本国有鉄道 構造物設計事務所：宮城県

沖地霞逍路橋被害状況（グラフ）．

構造物設計資料： 55号．グラフ．昭53.9.

(253) 日本国有鉄道 構造物設計事務所：＇ 78宮

城県沖地震建物被宮状況．

構造物設計資料： 56号．グラフ 3~5頁．昭53.12.

(251) 日本国有鉄道構造物設計事務所：東北新

幹線コソクリート桁支承部の耐誕設計．

構造物設計資料： 56号． 18~22頁．昭53.12.

※ (224)~(254)は，校正段階で追加したため主題別に

収録しておりませんのでご了承願います。

地震と地震動

(255) ((42)地震学会諧演予稿集・昭和53年度秋

季大会ー1978,Nu2一の内，関係分J
A53：伊豆大島近海地震および宮城県沖地簑

に関する地下水位，温泉温度の前兆現

象について，平賀士郎

地震被害一般

(256) 東京都： 1978年宮城県沖地震に関する東京

都調査団報告．東京．同都．昭53.6.14頁．

(251) 培玉県： 1978年宮城眼沖地霞調査報告．

防龍和同県斑境部消防防災課．昭53.8.52頁．

(25!) 宮城県総務部：＇ 78宮城県沖地震災害の概

況一応急措慨と復典対策ー．

497 



仙台．同部．昭53.12.135頁．

(259) 宮城県土木部砂防課： 1978年宮城県沖地震

報告． 砂と治水： 11巻3号． 18~25頁，口絵写真

昭53.11.

（筋0) 材野博司：都市全体の空問的安全性一必要

とされる都市施設の｀余裕”と｀逃げ”-

（特集•宮城県沖地震の教訓 •Il).
政経東北： 7巻8号． 17~23頁．昭53.8.

(261) 政経東北（絹集部）： ｀欠陥”の証明ー危

険と隣合わせの都市生活ー（特集•宮城沖地震
の教訓 •I).

政経東北： 7巻8号． 10~16頁．昭53.8.

(262) 政経東北（網集部）：原始生活を強いられ

た仙台市民一 ’78宮城県沖地震から近代都市は

何を学ぶべきか！ー．

政経東北： 7巻7号． 88~93頁．昭53.7.

(263) 東北財界（紺集部）：宮城県沖地震で泣い

た人笑った人一被害額は限下で2,000億円を上

回る一． 東北財界： 4巻3号． 3~6（グラビア），

24~2項．昭53.8.

(26!) 玉手 統：宮城県沖地震の教訓． 工業教育

(1SEE): 26巻2号． 15~19頁．昭53.10.

(265) 防災： ’78宮城県沖地震の被害記録から一

昭53.6.12• 17時14分 •M7.4-
防災： 57号．〔口絵写真〕昭53.9.

(266) 管原 済・猪股義祐・伊藤整史： 1978年宮

城眼沖地震災学について．

防災： 57号． 50~57Jll:.昭53.9.

(261) 小林基夫：宮城県沖地震ノート．

防災： 57号． 40~49頁．昭53.9.

(268) 文化評論編集部：宮城県沖地震の経験から

学ぶもの一てい談•藤井陽一郎，庄司幸助，浅

見普吉ー．

文化評論： 209号． 106~133頁．昭53.9.

(269) 日本通運株式会社東北支店：宮域限沖地震

の教訓．仙台．同支店．昭53.7. 5頁

(210) 跡部進ー：宮城県沖地震の教訓I.
ヒッサークルニュース： 34号． 2~9頁． 〔 〕

(211) びるぢんぐ：宮城眼沖地震について〔東北

特集・座談会，第一部〕．

びるぢんぐ： lll号． 17~50頁．口絵写真．昭53.11.

(212) 渡辺義夫：地震と私の体験．

びるぢんぐ： lll号． 67~69頁．昭53,11.

(213) 男沢裕：あの時．

びるぢんぐ： Ill号． 67)ll:,昭53.11.

建築・設備

(214) 広沢雅也・杉村義広： 1978年6月12日宮城

県沖地震による建築物等の被害ーその 1-.
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建策技術： 326号． 91~107頁．昭53.10.

(275) 板硝子協会：宮城漿沖地震 (53年2月及び

6月）における建築物のガラスの破損状況調査

結果とその対策

東京同会．昭53.7.10頁．

(216) 日本電子計算機株式会社技術部技術課：情

報処理の安全対策一宮城県沖地震の被害と地霞

対策ー．

東京．同社． 53.8.48頁・

(271) 地方自治情報七ソクー：宮城県沖地震にお

けるコソピュークの被害とその復旧状況．

地方自治コソピューク： 8巻7号． 65~66頁．昭53,7,

(218) 田口孝弘：情報処理の安全対策一宮城県沖

地震をふりかえって一． 地方自治コソビューク：

9巻2号． 11~21頁．昭54.2.

(219) 日本建築学会中国支部構造委員会： 1978.

6.12.宮城限沖地震被害調査報告（第 2回建築

構造研究懇話会資料）．

広島．同委員会．昭53.9.22瓦

(280) 東北工業大学災害対策学内木部施設被害調

査委員会：＇ 78宮城眼沖地震による東北工業大

学の建物施設の被害調査報告書． 仙台．同委員

会．昭53.8.172頁，附図95枚（部内資料）

(281) 建築業協会：宮城県沖地震被害状況調査報

告書．東京．同会．昭53.9.142瓦

(282) 鋼材倶楽部： 1978年宮城県沖地震の被害調

査報告ー主として鋼構造物を対象として一．

東京．同部．昭53.8.133頁．

(283) 奥村組：宮城県沖地震の被害調査報告．

大阪．同組．昭53.7.26頁，付図．（部内資料）．

(281) 渡部 丹：問題点多い二次部材一宮城県沖

地震の教訓ー．

近代消防： 16巻9号 76,79頁・昭53ふ

(285) 宮島信雄：水道用鋼管の耐震設計一宮城眼

沖地震における被害の分析と技術上の接案ー．

スチールデザイソ： 185号 36~39頁．昭53.10.

(286) 日本ヴィクトリック僻：宮城県沖地震に於

けるクローザージョイソトー調査報告曹（昭和

53年6月12日宮城県）一．

東京．同社．昭53.8.21頁．

（加） 小美野英男：宮城県沖地霞にみる FRP泊j

置水そうの現状．

ヒツサークルニュース： 34号． 13~19頁．〔 〕

(288) 吉田義弘：被害を大きくした無理な宅地造

成一望まれる個人住宅の救済策ー．

政経東北： 7巻9号． 32~36頁．昭53.9.

（郎） 三菱建設株式会社：オピサン鈴ビル宮城県

沖地震被害調査表．

〔揺〕〔同社〕〔 〕〔23頁〕（部内蔚料）



(290) 三菱建設株式会社：木下僻ビル宮城県沖地

震被害調査表．

謡．同社．〔 ）〔17頁〕（部内資料）

（四l) 後藤一雄：宮城眼沖地霞における 2棟の鉄・

筋コソクリート構造物の被害に関する考察．

〔饂〕〔三菱建設K.K.〕昭53,6. 7頁．（部内資料）

(292) 平井和喜： Kビルおよび〇ビルのコソクリ

ート強度等調査・試験結果報告書． 〔東京〕（三

菱建設K.K.〕昭53.6. 3頁．（部内資料）

ライフライン

(293) 仙台簡易ガス協会：＇ 78宮城県沖地震・筒

易ガス関係報告害．

仙台．同会．（ 〕22,表2枚， 2頁．

（四I) 日本簡易ガス協会宮城漿沖地震簡易ガス事

業関係被害調査団：宮城県沖地霞・価易ガス事

業関係被害調査団報告書．

東京．同協会，昭53.9.61頁．

(295) 松屋嘉男：宮城県沖地震を体験して．

日本の水道鋼管： II巻2号． 66~71頁．昭53.10.

(396) 東北電力鈴： 1978年宮城県沖地農災害報告

粛．仙台．同社．昭53.12.152頁．

(297) 通商産梁省仙台通商産業局公益事業部：

'78宮城卯紳地霰災害報告．

仙台．同部．昭53.7.54頁．（部内資料）

通信

(29&) 日本需信鼈話公社東北電気通侶局経営調査

室：都市回における災害と情報ー1978年宮城県

沖地雲を中心に一（経営資料53-4).

仙台．同室．昭53.10.174頁．

商工・金融業

(299) 宮城県印刷工業組合・仙台印刷工業団地協

同組合： 1978年宮城県沖地震ー印刷業界の被害

報告ー．

仙台．同組合・同協同組合．昭53.9.17頁．

(300) 斎藤定雄：宮城限沖地震による工業用水道

施設の被害と対策（昭和53年度第 2回工業用

水・排水ゼミナール）．

東京．日本工梁用水協会．（昭53.8〕位頁．

(301) 堀村勝美：「地震保険」の仕組みと問題点

〔特集•宮城県沖地震の教訓・ fill.
政経東北： 7巻8号． 24~25頁．昭53.8.

教育・研究

(302) 吉居命：地震tふクこんな盲点が•9…·.
Isotope news : 295号． 38～39頁．昭54.1.

(303) 宮城県立盤学校（菊池清治）：宮城県沖地

簑時の本校児菰生徒の実態ーアソケートのまと

め一．仙台．同校．昭53.7. 8頁．

(30i) 仙台市立図卒高等学校（小原淳） ：宮城県

沖地震に関するアソケート調査．

仙台．同校．〔昭詔〕 8頁，付図．

(305) 長尾公司：地擬と図粛館用家具一東北大学

附属図書館の事例ー． 丸苦ライプラリーニュー

ス： 113号． 12~13頁．昭54.Winter. 

(305) 本田 明：宮城県沖地震被学の予備調査報

告一図書館での被害状況ー．丸笞ライプラリーニ

ュース： 113号． 12~13頁．昭54.Winter. 

医療・社会福祉施設

(301) 安田恒人：宮城県沖地農における救急医

療． 宮城県医師会報： 395号． 453~457頁．昭53.12.

〔第3回医政科学学会・シソボジウム・ 3)

(308) 仙台市医師会：宮城肌沖地震における仙台

庶療固の被災状況一昭和53年6月12日17時14分

発生ー．仙台．同会．〔 〕7頁．

(309) 仙台市医師会：宮城眼沖地震における仙台

医療圏の被災状況•特集．
仙台市医師会報： 171号． 2~7頁．昭53.9.

(310) 裳麻忠・山形服ー他：宮城脹沖地農によ

って発生したと思われる内科的疾患．

日本医2J［新報： 2851号． 29~31頁．昭53.12.

防災

(311) 消防庁消防課：宮城眼沖地裟における梢防

機関の活動状況について．

日本消防： 31巻10号． 19~23頁．昭53.10.

(312) 近代消防：都市型地霞と今後の震災対策

一宮城県沖地震の教訓と課題ー（特別座談会）．

近代消防： 16巻9号． 50~63頁．昭53.9.

(313) 黒川正典：緊急災害時における都市の防災

ッステムー新潟地震と宮城県沖地霞との比較で

みる一．

政経東北： 7巻9号． 37~40頁．昭53.9.

世論調査

(311) 宮城県広報課：「1978年宮城県沖地震」を限

民はどううけとめたかー地震アソケート調査の

結果から一

日木消防： 31巻10号． 36~45頁．昭53.10.

(315) 宮城県生活環境部消毀流通課：「宮城眼沖

地震」についてのアソケート調査結果表．

仙台．同課．（ 〕7頁．（部内資料）

(316) 復建技術コソサルクソト紛： 1978年宮城県

沖地震被害アソケート調査結果報告．

仙台．同社．昭53.9.11頁，付図．（部内資料）
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(317) 〔仙台ビルディソグ協会〕：宮城県沖地震ア

ソケート調査集計表（昭和53年8月2日調査）．

仙台．同会．［3頁） （部内資料）

行政

(318) 行政管理庁東北管区行政監察局：宮城県沖

地震に関する実態調査

仙台．同局． 11Jl53.10,77瓦究料22頁（管内参考報

告書一部内資料ー）

(319) 針生重雄：宮城県沖地震と共済組合のかか

わり． 公済時報： 29巻8号． 20~25頁．昭53.8.

(320) 〔宮城県総務部職員厚生課〕：宮域県沖地裟

災害に遭って．

欅．朦員厚生： 20号． 9~14頁．昭53.9.

(321) 鶴田 裕：構造と材料の狭問で．手薄な仕

上・ニ次部材の耐震性能ー建築業協会調査が示

す被害状況と改普点（宮城県沖地震）．

日経アーキテクチュア： 73(1979.1.8)号， 50~55頁

(322) 翡野公男：地霞時の「街の安全性」調査・

生活悴害と回復過程を再現ー市民の対応ほ・住

宅の特性により際立つ差ー（宮城県沖地震）．

日経アーキテクチュア： 74(1979.1.22)号． 90~96

頁．

(323) 志賀敏男： RC造の 5 ％に大破の懸念•ま

500 

ず安心な壁率マップCゾーソ内一被害集中した

仙台卸商団地の全数調査は語る（宮城県沖地

霞）． 日経アーキテクチュア： 77(1979.3.5)号．

42~49頁．

(321) 宮城県農政部：＇ 78宮城県沖地震農業災害

の記録

仙台．同部．昭54.3.61頁

(325) 山田哲男他： 1978年宮城県沖地震調査報

告． 研究紀要：第15号．昭53.名取．宮城工業高等専

門学校．昭54.4.109~154頁．

(326) 江戸重，市川力：宮城県沖地震におけ

る工業用水道の復旧状況報告．

工業用水： Nu247.30~53頁，昭54.4.

(327) 大槻憲四郎： 1978年宮城漿沖地震ーとくに

地盤震動特性について一．

〔日本地質学会〕討論会講演要旨：昭54.4.4~5.新

宿四谷公会盛． 15~20頁．

(328) 中川久夫： 1978年宮城県沖地震による地盤

災学． 〔日本地質学会）討論会講演要旨：昭54.4.4~

5.新宿四谷公会堂． 21~26頁．

(329) 磯崎義正：地震に伴う地下水と地盤の変動

について一'78宮城眼沖地震を例として一．

〔日本地質学会）討論会講演要旨：昭54.4.4~5.新宿

四谷公会営． 27~32頁．



資 料 提 供 機 関（順不同）

宮城県総務部・土木部 東北電気通信局 仙 台 市 医 師 会

宮 城 県 警 察 本 部 建設省建築研究所 仙台卸商七ソクー

宮 城 県 教 育 委 員 会 防災科学技術七ソクー 河 北 新 報 社

仙 台 管 区 気 象 台 防災都市計画研究所 NH  K 束北本部

東 北 地 方 建 設 局 東 北 大 学工学部 東 北 放 送

仙 台 鉄 道 管 理 局 東北大学附屈図粛館 毎 日 新 聞 仙 台 支 局

陸上自衛隊 東北工業大学工学部 建 設 新 聞 社

第22普通科連隊 東 北 鼈 力株式会社

編集後記

地擬直後から災害資料の収集に取り組んだが，かつてない被害の大きさと取り扱う部門が余り

にも多いのに驚きながら，内外の賓料巣めに奔走することから始めた。 3カ月ほどで大まかな狡

料の収楳を終えたものの，専門的分野の知識に欠けていることもあって力の不足を膜ずる許りで

あった。

その後，防災対策室が中心となり，併せて発足した庁内の記録編集辿備委員会や幹事会に再三

ほかりながら，洋なる記録だけでなく防災の総合的な査料として活用されるよう調査結果や教訓

を盛り込むようにした。

幸い露災 1周年に間に合うことができましたが，これはひとえに資料提供に協力された多くの

機関や団体からの特別なご教示と便宜供与の賜ものと深く惑謝申し上げます。

防災対策室

喜多村健 加藤嘉七



'78宮城県沖地震①災害の記録

昭和54年6月12日発行

網集 仙台市総務局防災対策室

発行仙 台 市
仙台市国分町三丁目 7番 1号
〒980 霜話大代表肋 1111

印 刷 大日本印 刷 株 式 会 社





全壊家屋 ． ビル， 火災分布図
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翁…・・全壊ピル 9件
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